
平成22年1月1日改訂 
ご契約のしおり・約款 

「超保険」総合保険 



◆この冊子は、超保険（総合保険および地震保険）についての大切なことがらを記載したものです。お申込みに
際しては必ずこの冊子をご一読いただき、内容をよくご理解のうえ、ご契約くださるようお願いいたします。

◆もし、わかりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく代理店または弊社におたずねください。

◆この冊子は、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読いただき保険証券とともに
大切に保管してください。

◆内容は次の部分に分かれています。

ご契約のしおり 約　款

ご契約についての重要事項、総合保険の内容、ご契約時・
ご契約後にご注意いただきたいことなど、ぜひ知っていた
だきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読
ください。

ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。「ご契
約のしおり」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正
確にご理解ください。

・この冊子は、保険期間（補償の対象となる期間）の初日＊が平成２２年１月１日以降となる補償を対象としています。
・保険期間（補償の対象となる期間）の初日＊が平成２１年１２月３１日以前の補償に関しましては、当該補償の保険期間（補償の対象となる期間）
の初日時点の「ご契約のしおり・約款」を保険期間（補償の対象となる期間）が満了する日まで大切に保管してください。
＊自動車に関する補償については、その保険期間の初日のうち最も早い日となります。
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ご契約のしおり
ご契約についての重要事項、総合保険の内容、ご契約時

・ご契約後にご注意いただきたいこと等、ぜひ知っていた

だきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読

ください。



重要事項 

��1 共共通通項項目目

�1 弊社代理店は、保険契約の締結の代理権を有しており、弊社との委託契約に基づき、保険
契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っ
ております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につ
きましては、弊社と直接契約されたものとなります。
ただし、超保険（総合保険）の引受けにつきましては、弊社指定の告知書等の質問事項に
１つ以上該当する場合、その他の告知事項が記述される場合、保険申込書等に付属書類
（健康診断書等）が添付される場合またはその他弊社が別に定める規定に合致する場合
に、その代理権が制限され、弊社が引受判断において保険契約のお申込みを承認するこ
とを条件＊とした契約が成立することとなります。弊社が引受判断において保険契約のお
申込みを承認したときに限り、弊社は保険期間（補償の対象となる期間）の初日（待機期
間を設定した場合には、当該日数を経過した日の翌日）から保険契約上の責任を負うと
ともに、保険証券を発行し、ご契約者にお送りします。また、代理店研修生等の弊社社員に
つきましても、保険契約の締結の代理権が制限され、弊社が引受判断を行うこととなりま
す。
＊条件：法律行為（契約）の効力が発生するための条件（停止条件）

�2 万一ご契約手続きから１か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合
わせください。

�3 ご契約後に、次の様な事由に該当し保険契約が解除された場合、保険金の支払事由が生
じても原則として保険金をお支払いすることができません。
� ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）が弊社に保険金を支払わ
せることを目的として損害、傷害または疾病を生じさせたとき

� 保険金または保険料払込の免除の請求に関して詐欺の行為があったとき 等

�4 ご契約の際は、その内容を必ずご家族にもお知らせください。

�5 被保険者(保険の補償を受けられる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険
商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。
ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

�6 「各支払条項の適用条件」、「各特約の付帯・適用条件」、「普通保険約款および特約記載
の保険証券記載事項」等につきましては、保険証券および保険証券別紙（ご契約時には、
保険申込書および保険申込書別紙）に記載されております。この「ご契約のしおり・約款」
とあわせて必ずお読みください。

��2 地地震震保保険険ににつついいてて
総合保険では、建物および家財その他の損害について、地震・噴火またはこれらによる津波を
原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大も含みま
す。）損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険
金をお支払いできません。
建物および家財についてこれらの損害を補償するには、「地震保険」をセットでご契約される
ことが必要となりますのでご承知おきください。

地震危険等上乗せ担保特約について

●地震保険では上記のとおり建物および家財の建物・収容動産支払限度額の５０％ま

たは所定の限度額までしか保険金額（ご契約金額）を設定できませんが、総合保険

では、地震保険契約がある場合、一定の条件を満たしたときに地震保険による保険

金と同額をお支払いする「地震危険等上乗せ担保特約」をご契約いただくことがで

きます。（しおり‐２３ページ）

●この特約は、この特約の保険期間（補償の対象となる期間）の満了する日の属する

月の前月１０日までに継続しない旨のお申出がない限り自動的に継続されますが、

弊社におけるこの特約の引受状況等により、満了後のお引受けができなくなる場

合があります。この場合、弊社より、その旨のご通知をさせていただきますので、ご
了承ください。

��3 自自動動車車にに関関すするる補補償償ににつついいてて

�1 新たに自動車に関する補償にご加入される場合、買い替え等でご契約のお車を入れ替え
られる場合、また弊社が別途定める場合には、ご契約のお車の正確な確認による適正な
保険料およびその割引・割増の適用のため、自動車検査（いわゆる「車検」）の対象となっ
ている自動車および軽自動車について、資料として自動車検査証または登録事項等証明
書の写のご提出をお願いしています。その他の資料やリースカーの場合の資料について
は、ご契約の代理店または弊社におたずねください。

�2 自動車に関する補償では、ご家族および別居の未婚の子（ご契約者またはその配偶者の
別居の未婚の子をいいます。）の中から、記名運転者（ご契約の運転者）をお選びいただ
くことになります。ご家族のうち、記名運転者（ご契約の運転者）としてお選びいただかな

�．主なご注意点

しおり‐１



かった方は、補償の対象の運転者とはなりませんのでご注意ください。許諾運転者の補
償が設定されている場合、記名運転者（ご契約の運転者）となっていない別居の未婚の
子は、許諾運転者としての補償を受けることが可能です。
保険期間（補償の対象となる期間）の中途で運転免許（二輪自動車および原動機付自転
車のみの免許を除きます。）を保有している方が新たにご家族になられた場合、または、
ご家族のうちいずれかの方が新たに運転免許を取得した場合も、補償の対象の運転者と
するためには、その方を記名運転者（ご契約の運転者）としての設定をしていただくこと
が必要となります。
なお、記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約（自動車に関する補償についてご
契約された場合に自動的に付帯）によって、ご家族および別居の未婚の子が運転免許を
最初に取得した場合、結婚により運転免許を保有している方が新たにご家族となられた
場合、別居の未婚の子がご家族と同居することとなった場合等、その事実が確認できる
場合には、一定の期間内に記名運転者（ご契約の運転者）の設定をしていただくことを条
件に自動補償しております。
ただし、その事実が公的資料などにより確認できない場合にはこの特約の対象とはなら
ず、記名運転者（ご契約の運転者）として設定をしていただくまでの間は補償の対象とは
なりませんので、ご注意ください。

�3 用途および車種＊が下記以外の自動車については、総合保険の自動車に関する補償の対
象とならず、事故を起こされた場合でも保険金をお支払いすることができない場合があ
りますのでご注意ください。

補償の対象となる自動車の用途・車種

自家用８車種（自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用
普通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５ト
ン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピン
グ車））

＊保険申込書、ご契約のしおり・約款の「用途・車種」は、自動車検査証記載の「用途・種別」
とは異なり、弊社が別途定める用途・車種区分によるものとします。

�4 ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方。代理人や運行を管理する方を含
みます。）は補償の対象となる自動車を常に安全に運転できる状況に整備し、車検等の官
庁の検査を受けていただく必要があります。

��4 疾疾病病にに関関すするる補補償償ににつついいてて
疾病に関する補償では、死亡の補償がありません。東京海上日動あんしん生命保険株式会社
の「超保険・５年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険」、「超保険・定期保険」または「超保
険・家計保障定期保険」にご加入ください。

��5 中中途途更更改改等等にに関関すするる特特則則ににつついいてて
現在ご加入されている自動車保険契約等（以下「現在のご契約」といいます。）を保険期間の
中途で解約し、同時に総合保険の自動車に関する補償（以下「弊社ご契約」といいます。）に切
り替えてご契約される（以下「弊社で新たにご契約になる」といいます。）場合に、現在のご契約
の保険期間中に事故がなければ、無事故期間分の割引を進行させた割増引を適用すること
ができます（中途更改等に関する特則が適用されます。）。
ただし、弊社以外の保険会社等でご加入されている現在のご契約を解約し、この特則により弊
社で新たにご契約になる際に、特にご注意いただきたいことがらをご説明した「中途更改等に
関する特則に関する重要事項等説明書（兼確認書）」において、下記�1 から�3 までの事項を
必ずご確認のうえ、同書類にご記名・ご押印いただきますようお願いいたします。

�1 現在のご契約を解約し弊社で新たにご契約になると、不利となる可能性があります。
現在のご契約の満期を待たずに解約し、弊社で新たにご契約になると、結果としてお客様
に一部不利となる可能性があります。特に下記の点についてご注意ください。
� 現在のご契約の解約返れい保険料は、短期率（いわゆる解約控除）等の、お客様に
とって不利な計算方法が適用される場合があります。その結果、お客様の現在の
ご契約に対する保険料負担が最大約３０％割増となる可能性があります。（解約返
れい保険料の計算方法は、現在のご契約の保険会社等、現在のご契約のご契約方
法、保険料の払込方法等により、それぞれ異なります。これらによっては、お客様に
不利とならない場合もあります。）

� 現在のご契約の解約により、補償内容（保険金をお支払いする事故、お支払いする
保険金額等）や保険料が変更となる可能性があります。特に車両保険をご契約の
お客様は、弊社ご契約の協定保険価額が経年減価により減額となる可能性があり
ます。

� 現在のご契約を解約し弊社で新たにご契約になった後に、弊社ご契約をお止めに
なり再度自動車保険契約等にご契約し直した場合に、現在のご契約を引き続きご
契約されていたときに適用される等級（無事故割引）に比べて、等級（無事故割引）
の進行が遅れる可能性があります。
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� 現在のご契約の解約により、下記〈例〉のような現在のご契約に付帯されている各
種サービスや、現在のご契約をそのままご継続された場合に得られるメリット等
が受けられなくなる可能性があります。＊１

〈例〉・暮らしの無料電話相談サービス
・車両事故時における保険会社指定修理工場入庫の際の優遇措置 等

＊１ これらの有無および具体的な内容につきましては、現在のご契約の保険会
社等、ご契約内容等により異なりますので、お手数ですがお客様ご自身で
直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。

�2 現在のご契約の解約日は、弊社ご契約の始期日と、必ず同日付となるようお手続きくだ
さい。
現在のご契約を解約し、弊社で新たにご契約になる場合、現在のご契約の解約手続きは
お客様ご自身で行っていただきます。また、その際、弊社ご契約の保険始期日を解約日と
して現在のご契約を解約いただく必要があります。保険始期日と解約日が同一日でない
場合、現在のご契約に適用されている等級（無事故割引）が継承できない等の不都合が
生じますので、くれぐれもご確認ください。

�3 現在のご契約で事故がある場合は、中途更改等に関する特則は適用できません。
� この特則は、現在のご契約の無事故期間分の割引を進行させた割増引を適用す
る制度です。したがって、現在のご契約で事故＊２が発生している場合は、この特則
は適用できませんのでご注意ください。

� 解約日が本日以降の先日付である場合、本日以降解約日までの間に事故＊２が発
生した場合も、この特則が適用できなくなります。
＊２ 弊社が定める事故件数に数えない事故（ノーカウント事故といいます。）を

除きます。
なお、現在のご契約に事故があることが判明した場合や、解約日が先日付の場合で解約
日までの間に事故が発生した場合は、弊社ご契約の内容について、中途更改等に関する
特則を適用しないご契約内容に変更いただくことになるほか、保険料を追加で払い込み
いただくことがあります。さらに、弊社ご契約を解除させていただく場合もありますので
十分ご注意ください。

��6 ククーーリリンンググオオフフ（（契契約約申申込込みみのの撤撤回回等等ににつついいてて））
ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除（クーリング
オフ）を行うことができます。

クーリングオフできる場合

�1 お客様がご契約を申し込まれた日または「重要事項説明書」を受領された日のいずれか
遅い日からその日を含めて８日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。

�2 クーリングオフされる場合は、上記期間内（８日以内の消印有効）に弊社の本社あてに必
ず郵便にてご通知ください（《記入例》をご参照ください。）。
※ご契約を申し込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることはでき
ませんのでご注意ください。

�3 クーリングオフされた場合には、既に払込みになった保険料は、すみやかにお客様にお
返しいたします。また、弊社およびご契約の代理店はクーリングオフによる損害賠償また
は違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合は、総合保険でご契
約いただく最初の保険期間（補償の対象となる期間）の開始日からご契約の解除日まで
の期間に相当する保険料を日割りで払い込みいただく場合がございます。

クーリングオフできない場合

次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・営業または事業のためのご契約
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
（保険金請求権に質権が設定されたご契約等）

なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフ
をお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
クーリングオフをご希望される場合は、はがきに次の必要事項をご記入のうえ、郵送してくだ
さい。
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重 要 事 項  

個人情報の取扱いに関するご案内

１．弊社および東京海上グループ＊１各社は、本契約に関する個人情報（過去に取得し

たものを含みます。）を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、

他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うため

に利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の

特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業

務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。

①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険

代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係

先、金融機関等に対して個人情報を提供すること

②契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の判断をするうえでの参考と

するために、個人情報を他の損害保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、

社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること

③弊社と東京海上グループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等との間で

商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること

④再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払い

等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること

⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更

・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該

担保権者に提供すること

＊１ 「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の弊

社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を

含みます。

《必要事項》

●ご契約をクーリングオフする旨の記載
●ご契約を申し込まれた方の住所、氏名（押印）、連絡先電話番号
●ご契約を申し込まれた年月日
●ご契約を申し込まれた保険の内容
� 保険種類（「超保険（総合保険）」を記載ください。）
� 証券番号（申込書控の右上に記載しております。）
� 領収証番号（証券番号が不明の場合にのみご記入ください。保険料領収証の
右上に記載しております。）

●ご契約を取り扱った弊社営業店（申込書控の右上に記載がある場合にご記入くだ
さい。）
●ご契約を取り扱った弊社代理店

下記の保険契約 を ク ー リ ン グ オ フ し ま す。 

申込人住所 ○○○○○○○○○ 

氏名 ○ ○ ○ ○ 印 

TEL 自 宅 （ ） 

勤務先 （ ） 

・ 申 込 日 ： 平成○年○月○日 

・ 保険種類 ： 超保険 （総合保険） 

・ 証券番号 ： ○○○○○○○○○○ 

（領収証番号 ： ○○○○○○○） 

・ ご契約の営業店： 

・ ご契約の代理店： 

１ ０ ０ 

郵 便 は が き 

０ ０ ０ ４ 

東 
京 
海 
上 
日 
動 
火 
災 
保 
険 
株 
式 
会 
社 

《記 入 例》 
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代
田
区
大
手
町
二
‐
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‐
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日
本
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三
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東
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海
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日
動
事
務
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
（株）
内 
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重 要 事 項  

東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内

における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、弊社（および東

京海上グループ各社）における個人情報の取扱いについては、弊社ホームページ

（http://www.tokiomarine－nichido.co.jp/）をご参照ください。

２．この保険における自動車に関する補償については、ご契約者間の保険料負担の公

平化を図るため、前の保険年度（総合保険契約の保険年度）における保険事故の有

無、保険事故がある場合はその件数、支払保険金等を保険料に反映させるリザルト

レーティング制度＊２が採用されています。

このリザルトレーティング制度を適正に運営するため、ご契約の損害保険会社等を

変更された場合や保険契約を一時的に中断された場合等には、損害保険会社等の

間では、ご契約の前の契約の割増引および保険事故の有無・件数等の確認を行うこ

とがあります。＊３

また、自動車事故などの場合に、保険金支払いが迅速に、かつ正しく確実に行えるよ

う、損害保険会社等の間では、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況

等について、確認を行うことがあります。＊４

＊２ リザルトレーティング制度については「ご契約のしおり」（しおり‐４６ページ）

をご参照ください。

＊３ 具体的には、被保険者名（保険の補償を受けられる方のお名前）・記名運転者

名（ご契約の運転者のお名前）・ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有

の自動車のうち補償の対象となる自動車の登録番号・ご契約の前の契約の

適用割増引ならびに保険事故の有無および件数等の項目について確認を行

うことがあります。

＊４ 具体的には、事故発生の場合に当該事故に関係してご契約されている損害保

険の種類・ご契約者名・被保険者名（保険の補償を受けられる方のお名前）・

被害者名・補償の対象となる自動車の登録番号・事故の相手自動車の登録番

号・事故発生日・事故発生地・扱い損害保険会社等の項目について確認を行

うことがあります。

３．損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発

生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、

契約締結および事故発生の際、同一被保険者（保険の補償を受けられる方）または

同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について（社）日本損害保険協

会に登録された契約情報等により確認を行っております。

※上記２．および３．の確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点

は、弊社までお問い合わせください。

また、ご契約者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、ご契

約者から契約内容、「ご契約のしおり・約款」の内容および個人情報の取扱いに

関するご案内の内容を被保険者（保険の補償を受けられる方）全員にご説明く

ださい。

主なご注意点
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内　容  

��1 総総合合保保険険のの約約款款構構成成
総合保険の普通保険約款および特約は以下のとおりの構成になっています。

総合保険
普通保険
約款

第１章 財物条項

第２章 賠償責任条項

第３章 傷害条項

第４章 疾病条項

第５章 費用条項

第６章 一般条項

特約

●地震・噴火・津波危険「保管車両損害」補償特約
●対物超過修理費用補償特約
●搭乗者傷害特約
●人身傷害補償特約
●自損事故傷害特約
●無保険車事故傷害特約
●人身傷害に関する交通事故危険補償特約
●入院時選べるアシスト特約（正式名称：人身傷害諸
費用補償特約）

●弁護士費用等補償特約
●事故・故障時選べる特約（正式名称：事故・故障時諸
費用補償特約）
●中途取得自動車の自動補償特約
●ファミリーバイク特約
●保険金の新価払特約
●住まいの選べるアシスト特約（正式名称：火災・盗難
時再発防止費用補償特約）

●類焼損害担保特約
●地震危険等上乗せ担保特約
●がん特約
●自動車傷害調整特約
●積立型基本特約（精算型）
●積立型基本特約（定期型） 等

��2 保保険険ゲゲーートトウウェェイイににつついいてて

�1 保険ゲートウェイ
総合保険には、次の２種類の積立型基本特約があり、総称して保険ゲートウェイと呼んで
います。
� 積立型基本特約（精算型）…充当口座

イ．充当口座は、総合保険の契約開始とともに自動的に設定されます。
ロ．月々の補償保険料（補償に係る保険料）の充当を行います。

� 積立型基本特約（定期型）…積立口座＊

充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充当ができなかった
ときに、ご契約者から予め反対のお申出がない限り、積立口座から充当口座に残高
を振り替えた上で、充当口座から補償保険料（補償に係る保険料）として充当するこ
とがあります。
＊平成２０年７月１日以降、新たな積立口座の設定は中止しております。

�2 積立期間の設定について
充当口座の積立期間は、ご契約時に、設定してください。なお、充当口座は、積立期間の満
了後も各補償に関するご契約が続く限り自動的に継続され、積立期間満了時返れい金、
契約者配当金は継続された積立期間に引き継がれます。

�3 充当口座への保険料の払込みについて
保険料はお客様ご指定の銀行預金口座等からの振り替えにより、金融機関所定の振替日
に払い込みいただきます。ただし、第１回保険料についてはご契約と同時に払い込みい
ただくこともできます。

�4 充当口座から補償保険料（補償に係る保険料）への充当について
� 保険料の払込みについて
総合保険の補償保険料（補償に係る保険料）は、払込期日に充当口座（積立型基本特
約（精算型）をいいます。以下同様とします。）から充当するという形で払い込みいた
だきます。

� 保険料の払込みがなかった場合について
払込期日に充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充当がで
きなかった場合で、その払込期日の属する月の翌月末日にも当該補償保険料（補償
に係る保険料）の充当ができなかったときには、その払込期日の翌日（第１回補償
保険料（補償に係る保険料）の場合は補償の保険期間（補償の対象となる期間）の初
日）以後に生じた事故による損害または傷害もしくはその払込期日の翌日（第１回
補償保険料（補償に係る保険料）の場合は補償の保険期間（補償の対象となる期間）
の初日）以後に発病した疾病に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意

�．総合保険の内容
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ください。
ただし、補償保険料（補償に係る保険料）の払込みがなかったことにご契約者の故意
および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を当該払込
期日の属する月の翌月末日から翌々月末日まで延長します。

� 保険料の払込みがなかった場合の保険契約の解除について
払込期日に充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充当がで
きなかった場合で、
・払込猶予期間中に当該補償保険料（補償に係る保険料）の充当ができなかったと
き
・２か月連続して充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充
当ができなかったとき

は、原則として保険契約が解除となりますのでご注意ください。

（※１）積立口座のご契約がある場合
積立口座（積立型基本特約（定期型）をいいます。以下同様とします。）のご契約があ
る場合は、充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充当ができ
なかったときに、ご契約者から予め反対のお申出がない限り、積立口座から充当口
座に残高を振り替えた上で、充当口座から補償保険料（補償に係る保険料）として充
当することがあります。

（※２）割引が適用できなくなる場合
充当口座の残高不足により補償保険料（補償に係る保険料）の充当ができず自動車
に関する補償のご契約が解除となった場合、「ご家族所有の自動車のうち補償の対
象となる自動車」ごとに設定されている読替ノンフリート等級＊が７～２０等級であっ
たときは、今後締結する総合保険契約または自動車保険契約等にその割引を適用
することができなくなりますのであわせてご注意ください。
＊読替ノンフリート等級について
読替ノンフリート等級とは、自動車に関する補償において自動車保険が付保され
ていたとみなしたときに適用されるノンフリート等級（無事故割引・割増）をいい
ます。

�5 出金等について
� 充当口座

補償保険料（補償に係る保険料）の充当または総合保険契約の解約以外の事由で充
当口座からお金を引き出すことはできません。

� 積立口座
当会社所定の条件の範囲で積立口座からお金を引き出すことができます。ただし、
出金相当額に適用される利回りは、ご契約時に設定された利回りより低くなりますの

でご注意ください。

�6 契約者配当金のお支払い
� 口座の残高の運用利回りが予定の利回りを超えた場合には、積立期間満了時返れい
金とあわせて契約者配当金をお支払いします。

� 積立期間の満了以前に終了したご契約、失効したご契約または解除されたご契約に
対しては、契約者配当金をお支払いしません。後記�8 にありますように、充当口座・
積立口座のみが終了した場合も同様となります。

（※３）口座の残高の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合は、契約者配当金
はお支払いしません。

�7 積立期間の満了時のお取扱い
� 充当口座

イ．積立期間が満了した場合、同一期間で自動的に継続いたします。
ロ．満了時の積立期間満了時返れい金、契約者配当金は、継続後の充当口座に引き
継がれます。

� 積立口座
積立期間が満了した場合、積立期間満了時返れい金、契約者配当金をお支払いしま
す。

�8 保険金のお支払いがあった場合の返れい金等について
保険金が支払われる場合において、下記の事項に該当したときは、当該時点で充当口座
および積立口座ともに終了します。この場合においては、その時点の口座の残高および
契約者配当金はお支払いしません。なお、総合保険契約を続けていただくには、新たに充
当口座を設定していただく必要があります。
� 賠償責任条項第１条第３項および第４項の保険金の支払額が、１回の事故で保険

金額（ご契約金額）（「無制限」でご契約された場合は２億円とします。）の１００％とな
ったとき

� 前記�の保険金に関する補償がご契約されていない場合で、財物条項第１条第４
項から第７項の保険金の支払額が、１回の事故で保険金額（保険価額を限度としま
す。）の１００％となったとき

� 前記�および�の保険金に関する補償がご契約されていない場合で、傷害条項の
被保険者（保険の補償を受けられる方）全員について、傷害条項第１条第１項の傷
害死亡保険金を支払ったとき、または傷害条項第１条第１項の傷害後遺障害保険
金の支払額の合計額が傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となったとき

� 前記�から�までの保険金に関する補償がご契約されていない場合で、次のいずれ
かに該当するとき。ただし、充当口座および積立口座が終了するのは、保険金支払の
原因となった傷害または疾病による就業不能が開始した時（被保険者（保険の補償
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内　容  

を受けられる方）が複数いる場合は、最も遅くに次のいずれかに該当した被保険者
（保険の補償を受けられる方）の就業不能が開始した時）となります。
イ．傷害条項の被保険者（保険の補償を受けられる方）全員に対して、傷害所得補償
保険金が傷害所得補償てん補日数まで支払われたとき

ロ．疾病条項の被保険者（保険の補償を受けられる方）全員に対して、疾病所得補償
保険金が疾病所得補償てん補日数まで支払われたとき

��3 補補償償内内容容

�1 自動車に関する補償
� 約款構成
総合保険の自動車に関する補償は、財物条項、賠償責任条項、費用条項および特約
により構成されています。
※自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた強制保険（自動車損害賠償
責任保険）と任意にご加入いただく任意保険の２種類に分かれます。総合保険の
自動車に関する補償は、任意保険となります。

普通保険約款 主な特約

第１章 財物条項

車両損害
（第１条第１項・第２項
・第３項）
積載動産損害
（第１条第１４項）

・運転車両保険金額に関する特約
・車対車「運転車両損害」補償特約
（相手自動車確認条件付）
・地震・噴火・津波危険「保管車両
損害」補償特約
・記名運転者の資格対象者に関する
自動補償特約
・入替自動車の自動補償特約
・被保険自動車の入替条件に関する
特約
・中途取得自動車の自動補償特約
・対物超過修理費用補償特約
・無免許運転者に関する「賠償損害」
等補償特約
・搭乗者傷害特約
・搭乗者傷害の傷害保険金（一時金
払）倍額払特約
・人身傷害補償特約
・人身傷害に関する交通事故危険補
償特約
・自損事故傷害特約
・無保険車事故傷害特約
・入院時選べるアシスト特約（正式
名称：人身傷害諸費用補償特約）
・法律相談費用補償特約
・弁護士費用等補償特約
・事故・故障時選べる特約（正式名
称：事故・故障時諸費用補償特約）
・所有自動車の通知に関する特約
・許諾運転者の業務従事中不担保特
約
・許諾運転者の業務従事中担保特約
・許諾運転者に関する「別居の未婚
の子」他車運転危険補償特約
・記名運転者の追加に関する特約
・ファミリーバイク特約
（原付・自損事故傷害あり）
・ファミリーバイク特約
（原付・人身傷害あり）

等

＋

第２章 賠償責任条項

対人賠償責任
（第１条第３項・第５項）
対物賠償責任
（第１条第４項・第６項）

第５章 費用条項

自動車事故・故障時レン
タカー費用
（第１節第１条第１項・
第２項）

自動車賠償臨時費用
・対人臨時費用
（第２６節第１条第１項
・第２項）

自動車損害時諸費用
・車両全損時諸費用
（第２７節第１条第１項
・第２項・第３項）
・車両修理時諸費用
（第２７節第１条第４項
・第５項・第６項）

総合保険の内容
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� 補償内容
自動車に関する補償の内容は次のとおりとなっています。
イ．車両損害（財物条項）
�イ 補償の対象となる自動車に生じた車両損害を設定された条件で補償します。
�ロ 補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。

�� 運転中の自動車に関する補償
１．記名運転者（ご契約の運転者）が運転中のご家族（ご契約者、配偶
者、同居の親族）所有の自動車＊１

２．記名運転者（ご契約の運転者）が運転中の前記１．以外の自動車＊１

３．許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族所
有の自動車を使用または管理中の方）の補償が設定されている場
合に、その方が運転中のご家族所有の自動車＊１

ただし、台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難により損害を被った自動
車、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動
車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
＊１ 自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用車、

自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積
載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車ま
たは特種用途自動車（キャンピング車）をいいます。）であるも
のに限ります。

�� 保管中の自動車に関する補償
「台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難による損害について、補償の対
象として保険証券に記載された自動車」および「運転されていない間
に生じた偶然な事故による損害について、補償の対象として保険証券
に記載された自動車」

�ハ 運転中の自動車に関する補償の種類
「オールリスク補償」と「車対車衝突事故等の補償」のいずれかの設定となり
ます。

○はお支払いできる場合を、×はお支払いできない場合を示しています。

火災・爆発、落
書・窓ガラス破
損、飛来中・落
下中の他物との
衝突などによる
損害

他の自動車との
衝突・接触によ
る損害

電柱・建物など
の自動車以外の
他物との衝突・
接触および転覆
・墜落による損
害（単独事故等）

オールリスク補償 ○ ○ ○

車対車衝突事故等の補償＊２ ○ ○ ＊３ ×

＊２ 車対車「運転車両損害」補償特約（相手自動車確認条件付）を付帯します。
＊３ 相手自動車および運転者が確認できる場合に限ります。

�ニ 免責金額（自己負担額）
次の中から設定された免責金額（自己負担額）が適用になります。

免責金額（自己負担額）

第１回目車両事故 第２回目以降の車両事故

０万円 １０万円

３万円 １０万円

５万円 １０万円

０万円

７万円

１０万円

１５万円

２０万円

※事故の回目とは、所有自動車ごとに、弊社が保険金をお支払いする車両
事故を発生順に数えたものをいいます。
所有自動車以外の自動車の免責金額（自己負担額）は一律０万円とし、
事故の回目にもカウントしません。
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�ホ 保険金をお支払いできない主な場合

�1 ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）、記名運転者（ご契約の運転者）ま
たは保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害

�2 ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）、記名運転者（ご契約の運転者）ま
たは保険金を受け取るべき方が、無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転等で
補償の対象となる自動車を運転している場合に生じた損害

�3 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質など
によって生じた損害

�4 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害

�5 詐欺または横領によって生じた損害

�6 補償の対象となる自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗

�7 故障損害

�8 補償の対象となる自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じ
た損害

�9 付属品のうち補償の対象となる自動車に定着されていないものに生じた損害。ただ
し、補償の対象となる自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災・盗難
によって損害が生じた場合を除きます。

�10 タイヤに生じた損害。ただし、補償の対象となる自動車の他の部分と同時に損害を被
った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。

�11 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害

�12 車対車「運転車両損害」補償特約（相手自動車確認条件付）を付けている場合で衝突
の相手自動車が確認できないとき

�13 記名運転者（ご契約の運転者）の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使
用者の所有する自動車（「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除
きます。）を運転しているとき

�14 記名運転者（ご契約の運転者）が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するそ
の他の機関をいいます。）となっている法人の所有する自動車を運転しているとき

�15 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業
務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動
車を運転しているとき

�16 記名運転者（ご契約の運転者）が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自
動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで、その
自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者（ご契約の運転者）が正当な権利を有
する方以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者（ご契約の運転者）がその方を正当
な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。

�17 記名運転者（ご契約の運転者）が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を
含みます。）のために自動車を運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うこ
とを目的とする場所において自動車を運転している（救急、消防、事故処理、補修、清
掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。）とき

ロ．賠償責任（賠償責任条項）
�イ 対人賠償責任
�� 支払保険金
１．補償の対象となる自動車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害
賠償責任を負担された場合、自賠責保険で支払われる金額を超過した
部分に対して保険金をお支払いします。

２．補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中のご家族（ご契約者、配偶
者、同居の親族）所有の自動車＊

� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中の前記�以外の自動車＊

� 許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族
所有の自動車を使用または管理中の方）の補償が設定されている
場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車＊

� 運転されていない間のご家族所有の自動車＊

ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の
自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
＊自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用車、自
家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大
積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量
０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特
種用途自動車（キャンピング車）をいいます。）であるものに限り

総合保険の内容
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ます。

�� 保険金をお支払いできない主な場合

�1 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、
核燃料物質などによって生じた損害

�2 被保険者（保険の補償を受けられる方）が損害賠償に関し弊社以外の者との間に特別
な約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任（弊社が関与していない
賠償責任）を負担することによって被る損害

�3 ご契約者、記名運転者（ご契約の運転者）または被保険者（保険の補償を受けられる
方）の故意によって生じた損害

�4 次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、それによって被保
険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害
� 補償の対象となる自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
� 被保険者（保険の補償を受けられる方）の父母、配偶者または子
� 被保険者（保険の補償を受けられる方）の業務（家事を除きます。以下同様としま
す。）に従事中の使用人

� 被保険者（保険の補償を受けられる方）が「ご家族所有の自動車のうち補償の対
象となる自動車」を被保険者（保険の補償を受けられる方）の使用者の業務に従
事中の他の使用人。ただし、被保険者（保険の補償を受けられる方）が記名運転
者（ご契約の運転者）であり、その使用者の業務に当該自動車を使用している場
合に、当該記名運転者（ご契約の運転者）と同じ使用者の業務に従事中の他の使
用人の身体の障害によって当該記名運転者（ご契約の運転者）が被る損害賠償
責任を除きます。

�5 被保険者（保険の補償を受けられる方）の使用者の業務のために、その使用者の所有
する自動車（「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。）を
運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る
損害賠償責任

�6 被保険者（保険の補償を受けられる方）が役員（理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。）となっている法人の所有する自動車を運転してい
るときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害賠償責
任

�7 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業
務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動
車を運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が
被る損害賠償責任

�8 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象
となる自動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得な
いで、その自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受
けられる方）が被る損害賠償責任。ただし、被保険者（保険の補償を受けられる方）が
正当な権利を有する方以外の承諾を得ており、かつ、被保険者（保険の補償を受けら
れる方）がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由があ
る場合を除きます。

�9 被保険者（保険の補償を受けられる方）が競技もしくは曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）のために自動車を運転しているとき、または、競技もしくは曲技
を行うことを目的とする場所において自動車を運転している（救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。）ときに生じた事
故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害賠償責任

�ロ 対物賠償責任
�� 支払保険金
１．補償の対象となる自動車の事故により他人の財物（他の車、家屋等）に
損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金＊１をお
支払いします（ただし、相手の財物の時価額を超える修理費をお支払
いすることはできません。）。
＊１ 保険金額が３０億円を超える場合、航空機の損壊や、補償の対

象となる自動車に積載中の危険物（道路運送車両の保安基準
第１条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送
車両の保安基準の細目を定める告示（第２条に定める可燃物、
または毒物及び劇物取締法第２条に定める毒物もしくは劇
物をいいます。）の火災、爆発または漏えいに起因する事故
等は、３０億円が限度となります。

２．補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中のご家族（ご契約者、配偶
者、同居の親族）所有の自動車＊２

� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中の前記�以外の自動車＊２
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内　容  

� 許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族
所有の自動車を使用または管理中の方）の補償が設定されている
場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車＊２

� 運転されていない間のご家族所有の自動車＊２

ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の
自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
＊２ 自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用

車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨
物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）をいいま
す。）であるものに限ります。

３．保険証券に記載された免責金額（自己負担額）が適用となります。

�� 保険金をお支払いできない主な場合

�1 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、
核燃料物質などによって生じた損害

�2 被保険者（保険の補償を受けられる方）が損害賠償に関し弊社以外の者との間に特別
な約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任（弊社が関与していない
賠償責任）を負担することによって被る損害

�3 ご契約者、記名運転者（ご契約の運転者）または被保険者（保険の補償を受けられる
方）の故意によって生じた損害

�4 次のいずれかに該当する者の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚
損された場合に、それによって被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害
� 補償の対象となる自動車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
� 被保険者（保険の補償を受けられる方）またはその父母、配偶者もしくは子

�5 被保険者（保険の補償を受けられる方）の使用者の業務（家事を除きます。）のために、
その使用者の所有する自動車（「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動
車」を除きます。）を運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受
けられる方）が被る損害賠償責任

�6 被保険者（保険の補償を受けられる方）が役員（理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。）となっている法人の所有する自動車を運転してい
るときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害賠償責

任

�7 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行業等自動車を取り扱う業
務として受託した「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動
車を運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が
被る損害賠償責任

�8 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、「ご家族所有の自動車のうち補償の対象
となる自動車」以外の自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得な
いで、その自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者（保険の補償を受
けられる方）が被る損害賠償責任。ただし、被保険者（保険の補償を受けられる方）が
正当な権利を有する方以外の承諾を得ており、かつ、被保険者（保険の補償を受けら
れる方）がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由があ
る場合を除きます。

�9 被保険者（保険の補償を受けられる方）が競技もしくは曲技（競技または曲技のため
の練習を含みます。）のために自動車を運転しているとき、または、競技もしくは曲技
を行うことを目的とする場所において自動車を運転している（救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のためにその自動車を運転している場合を除きます。）ときに生じた事
故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が被る損害賠償責任

�� 対物超過修理費用補償特約
対物賠償責任に関する補償に任意付帯できる特約です。

保険金をお支払いする場合 ご注意いただきたいこと

対物賠償保険金をお支払いする場
合で相手自動車の時価額を超える
修理費が発生し、被保険者がその
差額分を負担する場合に、損害が
生じた日の翌日から起算して６か
月以内に修理を行ったときに限り、
差額分の修理費に補償を受けられ
る方の過失割合を乗じた額を保険
金としてお支払いします。

相手方にも過失がある事故の場合
には、相手自動車の修理費と時価
の差額のうち、被保険者（保険の
補償を受けられる方）の過失分に
相当する金額のみお支払いします。

ハ．傷害に関する特約
�イ 自動車人身傷害（正式名称：人身傷害補償特約）

総合保険の内容
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�� 支払保険金
１．補償の対象となる自動車に乗車中や歩行中等に自動車事故で死傷さ
れた場合に、定められた基準に基づいて算定した保険金をお支払いし
ます。
【自動車人身傷害（人身傷害補償特約）の主な補償範囲について】

○はお支払いできる場合を、×はお支払いできない場合を示しています。

補償される事故の範囲
自動車人身傷害

（人身傷害補償特約）

補償の対象となる自動車に乗車中の事
故

○

ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親
族）および別居の未婚の子（ご契約者
またはその配偶者の別居の未婚の子を
いいます。）の、補償の対象となる自動
車乗車中以外の自動車事故＊１

○

ご家族および別居の未婚の子の自動車
以外の交通事故および建物火災＊２ ○

＊１ ご家族所有の自動車のうち補償の対象外としてご契約された
自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいて
いない自動車、二輪自動車、原動機付自転車に乗車中の事故を
除きます。

＊２ 自動車人身傷害（人身傷害補償特約）に関する補償に任意に付
帯いただける「人身傷害に関する交通事故危険補償特約」を付
帯した場合に補償されます。

２．補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中のご家族（ご契約者、配偶
者、同居の親族）所有の自動車＊３

� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中の前記�以外の自動車
ただし、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きま
す。

� 許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族
所有の自動車を使用または管理中の方）の補償が設定されている
場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車＊３

� 運転されていない間のご家族所有の自動車＊３

ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の

自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
＊３ 自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用

車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨
物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）をいいま
す。）であるものに限ります。

�� 保険金をお支払いできない主な場合

�1 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質など
によって生じた損害

�2 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害

�3 被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意または重大な過失によって、その本人
について生じた損害

�4 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、無免許運転または酒気帯び運転などで自
動車を運転している場合に、その本人について生じた損害

�5 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、自動車の使用について、正当な権利を有
する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に、その本人について生じた損害。ただし、
その自動車が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」以外の自動車
であって、被保険者（保険の補償を受けられる方）が正当な権利を有する方以外の承
認を得ており、かつ、被保険者（保険の補償を受けられる方）がその方を正当な権利
を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。

�6 被保険者（保険の補償を受けられる方）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によっ
て、その本人について生じた損害

�7 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害（その方の受
け取るべき金額部分）

�8 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、補償の対象となる自動車以外の自動車で、
ご家族所有の自動車またはご家族が主として使用している自動車に搭乗中に生じた
損害

�9 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、二輪自動車または原動機付自転車に搭乗
中に、その本人について生じた損害
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内　容  

�10 平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴
腺炎、敗血症、破傷風等）による損害

�11 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、被保険者（保険の補償を受けられる方）の
使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車（「ご家族
所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。）を運転している場合に
生じた損害

�12 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、自動車に競技もしくは曲技（競技または曲
技のための練習を含みます。）のために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うこと
を目的とする場所において搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗
している場合を除きます。）に、その本人について生じた損害

�13 被保険者（保険の補償を受けられる方）が役員（理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。）となっている法人の所有する自動車を運転してい
る場合に生じた損害

�� 入院時選べるアシスト特約（正式名称：人身傷害諸費用補償特約）
自動車人身傷害（人身傷害補償特約）に関する補償に任意付帯できる特
約です。

保険金をお支払いする場合 ご注意いただきたいこと

自動車人身傷害（人身傷害補償特
約等）で補償されるケガで被保険
者（保険の補償を受けられる方）
が３日以上入院した場合に、補償
メニューの中からホームヘルパー
派遣やベビーシッター派遣など、
ご希望のサービスを以下の被保険
者（保険の補償を受けられる方）
１名あたり限度額の範囲内で提供
します。
限度額：入院３日目に１０万円、以

後入院日数が１０日経過す
るごとに１０万円（退院時
に端日数が発生した場合
は１日につき１万円）ず
つ加算されます。ただし、
１８０万円を上限とします。

１．補償メニューのご利用にあた
っては、事前に専用サポートデ
スクにご連絡いただく必要があ
ります。
２．実際のサービス提供までには、
一定の日数を要する場合があり
ます。
３．お住まいの地域等によっては、
サービスを提供できない場合が
あります。
４．各補償メニューには、ご利用
可能な期間やご利用可能な上限
額があります。

�ロ 自動車搭乗者傷害（正式名称：搭乗者傷害特約）
�� 支払保険金
１．補償の対象となる自動車に乗車中の方（運転者を含みます。）が死傷さ
れた場合にあらかじめ定められた補償額に基づいて保険金をお支払
いします。

２．補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。
� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中のご家族（ご契約者、配偶
者、同居の親族）所有の自動車＊

� 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中の前記�以外の自動車＊

� 許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族
所有の自動車を使用または管理中の方）の補償が設定されている
場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車＊

� 運転されていない間のご家族所有の自動車＊

ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の
自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。
＊自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用車、自
家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大
積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量
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０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特
種用途自動車（キャンピング車）をいいます。）であるものに限り
ます。

３．死亡保険金
事故発生の日からその日を含めて、１８０日以内に亡くなられた場合は、
１名保険金額（ご契約金額）の全額をお支払いします。

４．後遺障害保険金
事故発生の日からその日を含めて、１８０日以内に後遺障害が生じた場
合は、その程度に応じて１名保険金額の４％～１００％をお支払いしま
す。また、特約に定める重度後遺障害を被り、介護を要すると認められ
る場合は、「重度後遺障害特別保険金」として１名保険金額（ご契約金
額）の１０％（１００万円限度）を、「重度後遺障害介護費用保険金」として後
遺障害保険金の５０％（５００万円限度）をそれぞれ後遺障害保険金に加
えてお支払いします。

５．傷害保険金
次のいずれかの保険金をお支払いします。
� 一時金払
事故で傷害を被った場合で、入・通院日数が５日以上となった場
合に、ケガの内容に応じて傷害入通院給付金を定額でお支払いし
ます（入・通院日数が４日以内の場合は傷害治療給付金として一
律１万円をお支払いします。）。

� 日数払
事故で傷害を被った場合に、医師が治療を必要と認める治療日数
（事故の発生日から１８０日を限度とします。）に応じて、入院１日に
つき入院保険金日額、通院１日につき通院保険金日額をお支払い
します。ただし、９０日分の保険金額を限度とします。

�� 保険金をお支払いできない主な場合

�1 戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた傷害、核燃料物質など
によって生じた傷害

�2 極めて異常かつ危険な方法で補償の対象となる自動車に搭乗中の方に生じた傷害

�3 被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意または重大な過失によって、その本人
について生じた傷害

�4 被保険者（保険の補償を受けられる方）が無免許運転、酒気帯び運転等で補償の対象
となる自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害

�5 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、補償の対象となる自動車の使用について、
正当な権利を有する方の承諾を得ないで補償の対象となる自動車に搭乗中に生じた
傷害。ただし補償の対象となる自動車が「ご家族所有の自動車のうち補償の対象とな
る自動車」以外の自動車であって、被保険者（保険の補償を受けられる方）が正当な
権利を有する方以外の承認を得ており、かつ、被保険者（保険の補償を受けられる方）
がその方を正当な権利を有する方であると信じたことに合理的な理由がある場合を
除きます。

�6 被保険者（保険の補償を受けられる方）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によっ
て、その本人について生じた傷害

�7 被保険者（保険の補償を受けられる方）の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じ
た傷害

�8 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害（その方の受
け取るべき金額部分）

�9 平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴
腺炎、敗血症、破傷風等）による傷害

�10 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、被保険者（保険の補償を受けられる方）の
使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車（「ご家族
所有の自動車のうち補償の対象となる自動車」を除きます。）を運転している場合に
生じた傷害

�11 被保険者（保険の補償を受けられる方）が、自動車に競技もしくは曲技（競技または曲
技のための練習を含みます。）のために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うこと
を目的とする場所において搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗
している場合を除きます。）に生じた傷害

�12 被保険者（保険の補償を受けられる方）が役員（理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関をいいます。）となっている法人の所有する自動車を運転してい
る場合に生じた傷害
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内　容  

保険金をお支払いする場合 ご注意いただきたいこと

事故・故障により走行不能となった場合
に、車両搬送、緊急宿泊先提供等、補償
メニューの中からご希望のサービスを提
供またはその費用に対し、保険金をお支
払いします（各補償メニューの上限額を
限度とします。）。

１．補償メニューのご利用にあたっては、
事前に東京海上日動安心１１０番までご連
絡いただく必要があります。
２．お住まいの地域等によっては、各種
案内や手配を行うことができない場合
があります。
３．各補償メニューには、一定のご利用
条件やご利用可能な上限額があります。

ニ．車両付随損害等の費用補償（費用条項）と積載動産損害（財物条項）
お支払いする保険金の種類は次のとおりです。

種類 概要
１事故あたりの
お支払いする保険金

ａ．対人臨時費用保険金

自動車事故に伴い、被保険者
（保険の補償を受けられる方）
に対人賠償責任が生じた場合
に、臨時に必要となる費用を
補償

１名あたり
死亡：１５万円
３日以上入院：３万円

ｂ．自動車事故・故障時
レンタカー費用保険
金

代替交通手段としてレンタカ
ー＊を利用するための費用を補
償

１日あたりレンタカー費用保
険金日額を限度
（事故・故障の日（正当な理由
があり、弊社が認めた場合は、
修理工場に搬入した日）から３０
日限度）

ｃ．積載動産損害保険金
車両損害に伴い、車内・トラ
ンク内に積載された日常動産
に生じた損害を補償

３０万円限度

ｄ．車両全損時諸費用
保険金

車両が全損となった場合に臨
時に必要となる費用を補償

【運転中の自動車に関する補償】
保険価額と運転車両保険金額
のいずれか低い額の１０％。た
だし、２０万円が限度
【保管中の自動車に関する補償】
保険価額の１０％。ただし、２０
万円が限度

ｅ．車両修理時諸費用
保険金

車両が５０万円以上の分損とな
った場合に臨時に必要となる
費用を補償

【運転中の自動車に関する補償】
車両損害額の５％。ただし、
「新車保険価額、運転車両保
険金額×１．２または保険価額×
１．２のいずれか低い額」の５％
（２５，０００円未満は２５，０００円、１０
万円超は１０万円）が限度
【保管中の自動車に関する補償】
車両損害額の５％。ただし、
「修理支払限度額（５０万円を
下回るときは、５０万円としま
す。）の５％」または１０万円の
いずれか低い額が限度

＊レンタカーとは、道路運送法第８０条第１項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車を
いいます。

ホ．法律相談費用補償特約および弁護士費用等補償特約

種類 概要
１事故あたりの
お支払いする保険金

ａ．法律相談費用補償特
約
（自動車に関する補償
に自動付帯）

自動車の事故で相手方に法律
上の損害賠償を請求するため
にかかった弁護士費用等を補
償

弁護士、司法書士、行政書士
への法律相談費用（被保険者
（保険の補償を受けられる方）
１名につき１０万円限度）

ｂ．弁護士費用等補償特
約
（任意付帯）

上記の法律相談費用に加えて、
弁護士費用や訴訟費用等（被
保険者（保険の補償を受けら
れる方）１名につき３００万円限
度）

ヘ．事故・故障時選べる特約（正式名称：事故・故障時諸費用補償特約）

ト．しっかりサポート
［中途取得自動車の自動補償］
�イ ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象と
なる自動車の入替の場合またはご家族が新たに自動車を追加した場合、一
定期間内に、入替・追加の承認請求を行った場合、取得日以降弊社がこれ
を承認するまでの間、入替・追加自動車をご家族所有の自動車のうち補償
の対象となる自動車とみなして自動的に補償します。

�ロ ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の入替の場合のみ補
償する自動付帯の特約（入替自動車の自動補償特約・所有自動車の通知に
関する特約（３０日））と、入替だけでなく追加の場合も補償する任意付帯の
特約（中途取得自動車の自動補償特約・所有自動車の通知に関する特約
（９０日））の２種類があります。
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補償 
期間 

総合保険
（自動車に
関する補償）
加入 

新規取得した自
動車の取得日 

自動車の入替に
ついて契約内容
の変更の請求を
受けた日 

弊社が変更を承
認した場合取得
日から自動補償 

一定期間 
（30日以内） 

補償 
期間 

総合保険
（自動車に
関する補償）
加入 

新規取得した自
動車の取得日 

自動車の入替・追
加について契約
内容の変更の請
求を受けた日 

弊社が変更を承
認した場合取得
日から自動補償 

一定期間 
（90日以内） 

入替自動車の自動補償特約・
所有自動車の通知に関する特約（３０日）

中途取得自動車の自動補償特約・
所有自動車の通知に関する特約（９０日）

補償
イメージ

特約の付帯 自動付帯

任意付帯
（保険期間（補償の対象となる期
間）の中途で取得した自動車のす
べてを補償の対象となる自動車と
することが条件となります。）
※本特約を適用する場合は左記特
約は適用しません。

補償する
自動車

ご家族所有の自動車のうち補償の
対象となる自動車の入替自動車の
みとなります。＊１

ご家族所有の自動車のうち補償の
対象となる自動車の入替自動車に
限らず、追加した自動車も補償し
ます。ただし、補償の対象外とな
る自動車の入替に伴う中途取得自
動車は対象外となります。

入替・追加の
承認請求期間

取得日の翌日から３０日以内となり
ます。

取得日の翌日から９０日以内となり
ます。

自動補償
する期間

取得日から弊社が入替の承認をす
るまでの間となります。

取得日から弊社が入替・追加の承
認をするまでの間となります。

自動補償の
内容

入替前の自動車の事故の場合と同
様の補償内容＊２

入替の場合は、入替前の自動車、
追加の場合は、既存のご家族所有
の自動車のうち補償の対象となる
自動車（複数ある場合には、その中
からあらかじめ特定した自動車）
の事故の場合と同様の補償内容と
なります。＊２

＊１ 記名運転者（ご契約の運転者）が運転中、許諾運転者（記名運転者（ご契約の運転者）の承諾を得てご家族所
有の自動車を使用または管理中の方）が運転中については、追加された自動車も補償の対象となります。

＊２ 入替自動車または追加自動車の保険価額に基づき補償します。

［記名運転者の資格対象者の自動補償］
お客様のご家族および別居の未婚の子（ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子を
いいます。）が、運転免許（仮免許ならびに二輪自動車および原動機付自転車のみの運転免
許を除きます。）を最初に取得した場合、結婚により運転免許を保有している方が新たにご
家族となられた場合、別居の未婚の子がご家族と同居することとなった場合等、保険年度
の中途で記名運転者の資格対象者＊１となられた方に対して、
�� 保険年度の初日時点では記名運転者の資格対象者ではなかったこと
�� 事故時点では、既に記名運転者の資格対象者であること
のいずれの事実も公的資料等で確認できる場合には、記名運転者の資格対象者に関する
自動補償特約（自動付帯特約）により、一定期間＊２内に記名運転者（ご契約の運転者）追加の
異動承認日までの間、当該運転者を記名運転者（ご契約の運転者）とみなして自動的に補
償します。
＊１ 記名運転者の資格対象者とは、運転免許を取得している次のいずれかに該当する方

をいいます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者
③ご契約者またはその配偶者の同居の親族
④ご契約者またはその配偶者の別居の未婚の子

＊２ 一定期間とは、保険年度の中途で記名運転者の資格対象者となられた日（以下「事
実の発生日」といいます。）が公的資料等で特定できる場合にはその日から１年間
とし、事実の発生日が特定できない場合には保険年度の初日から保険年度の末日
までをいいます。

※１ これらの方に加えて、保険年度の初日時点で運転免許を保有している「別居の未婚
の子」がご家族と同居した場合に、「保険年度の初日時点で別居していたこと」およ
び「保険年度の中途（事故時点）で、同居していたこと」の事実をいずれも公的資料
等で確認できるときには、その方は対象となります。

ただし、前記��および��の事実が公的資料等で確認できない場合には、記名運転者（ご契
約の運転者）として設定をしていただくまでの間は補償の対象とはなりませんので、ご注意
ください。
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内　容  

補償 
期間 

総合保険
（自動車に
関する補償）
加入 

ご家族の免許取得など 
の事実の発生日 

記名運転者（ご契約の運転
者）の追加の請求を受けた
日 

弊社が変更を承認した場合 
事実の発生日から自動補償 

一定期間 
（事実の発生日から最長1年後の応当日まで） 

記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約

補償
イメージ

■記名運転者の資格対象者となった事実の発生日が特定できる場合の
イメージ

特約の付帯 自動付帯

記名運転者
（ご契約の
運転者）追
加の承認請
求期間

事実の発生日が特定できる場合 事実の発生日が特定できない場合

事実の発生日から１年後の応当日
まで 保険年度の初日から末日まで

自動補償する
期間

事実の発生日から弊社が記名運転
者（ご契約の運転者）追加の承認
をするまでの間となります。

保険年度の初日から弊社が記名運
転者（ご契約の運転者）追加の承
認をするまでの間となります。

自動補償の
内容（補償
内容、適用
する保険金
額（ご契約
金額）・免
責金額等）

記名運転者の資格対象者の運転中による自動車事故が発生した時点で
の、ご契約の記名運転者（ご契約の運転者）（記名運転者が２人以上い
る場合には、それぞれの記名運転者）に適用されている保険契約の条
件と、許諾運転者に適用されている保険契約の条件のうち、最も有利
な保険契約の条件により補償します。

普通保険約款 主な特約

第１章
財物条項

・建物・収容動産損害保険金（第１条第
４項～第１２項）

＋

・保険金の新価払特約
・住まいの選べるアシス
ト特約(正式名称:火災
・盗難時再発防止費用
補償特約)

・移転家財の自動補償特
約

・類焼損害担保特約
・明記物件条項（貴金属
・宝石等の明記物件に
関する取扱い）

等

第５章
費用条項

・失火見舞費用保険金（第５節）
・地震火災費用保険金（第６節）
・財物臨時費用保険金（第７節）
・水道管凍結修理費用保険金（第９節）
・構内構築物修復費用保険金（第１１節）
・共用部分修理費用保険金（第１２節）
・犯罪行為再発防止費用保険金（第１６節）
・来訪者傷害見舞費用保険金（第２４節）
・建物・収容動産損害時諸費用保険金

（第２８節）

※２ ご家族および別居の未婚の子が仮免許取得者（仮免許の資格を取得している方を
いいます。）である場合については、運転免許を仮免許と読み替えて上記自動補償
を適用します。この場合において、記名運転者（ご契約の運転者）追加の承認請求期
間は、事実の発生日が特定できる場合にはその日から仮免許の有効期間の末日ま
でとし、事実の発生日が特定できない場合には保険年度の初日からその末日または
仮免許の有効期間の末日のいずれか早い日までとします。

�2 建物・収容動産損害に関する補償
� 約款構成

� 補償内容
�建物・収容動産については、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災
や雪災などの被害をはじめとして、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、そ
の他の偶然な事故による破損等＊によって生じた損害に対する補償等、大切なお住ま
いや家財等を守るために幅広い補償が用意されています。
＊設備・什器等については、「その他の偶然な事故による破損等」で生じた損害は補償
の対象となりません。

�建物・収容動産に生じた損害に対する補償は、お客様のご希望により「基本リスク」、「総
合リスク」、「オールリスク」の３タイプの中から「基本リスク」、「基本リスク＋総合リス
ク」、「基本リスク＋総合リスク＋オールリスク」の組み合わせでご契約することができ
ます。さらに、水災を補償しないこととすることも可能です。
�また上記損害による焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用等のお
支払いに加え、選択された建物・収容動産損害に関する補償タイプに応じ、様々な費用
に関する補償を用意しております。

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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イ．建物・収容動産損害に関する補償
補償のタイプに応じて、次の�～�の事故により保険の目的（ご契約の対象となる財物）とした建物または、建物内収容の家財もしくは設備・什器等（�～�の事故は対象外となります。）に生じ
た損害を補償します。

補
償
の

タ
イ
プ

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
事故の種類

基
本
リ
ス
ク

� 火災、落雷、
破裂・爆発

火災、落雷、破裂・爆発事故による損害を補償 損害額－保険証券記載の免責金額
（建物・収容動産支払限度額が限度）

�� ご契約者や被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意もしく
は重大な過失または法令違反

�� 火災等の事故の際の紛失・盗難
�� 家財および設備・什器等が屋外にある間に生じた損害
�� 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
�	 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
�
 核燃料物質に起因する事故

� 風・ひょう・雪
災

台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災（こう水・高潮
を除きます）、ひょう災、豪雪、なだれ等の雪災（融雪
こう水を除きます）による損害を補償

損害額－保険証券記載の免責金額
（建物・収容動産支払限度額が限度）

総
合
リ
ス
ク

� 他物落下、
水濡れ、
騒じょう等

次の事故による損害を補償
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
・給排水設備（スプリンクラ設備・装置を含みます）
に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水
濡れ
・騒じょうおよびこれらに類似の集団行動または労働
争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

損害額－保険証券記載の免責金額
（建物・収容動産支払限度額が限度）

 盗難 盗難（強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます）に
よる損害を補償

損害額－保険証券記載の免責金額
（建物・収容動産支払限度額が限
度。明記物件（１個または１組の
価額が３０万円を超える貴金属、宝
石、美術品等）については、１事
故につき１個または１組ごとに１００
万円が限度。）

� 通貨等・預貯金
証書の盗難

通貨等・預貯金証書（通帳・キャッシュカード等）の
盗難を補償。第三者によるデビットカードの不正利用
損害も補償。
�
�
�
�

小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯
金証書については、遅滞なく警察官に届け出るこ
と等、一部条件を満たす場合

�
�
�
�

・家財が保険の目的（ご契約の対象となる財物）：生活
用の通貨等・預貯金証書が対象
・設備・什器等が保険の目的（ご契約の対象となる財物）：
業務用の通貨等・預貯金証書が対象

損害額－保険証券記載の免責金額
〈限度額〉�
�
��
�
�

生活用：
通貨３０万円、預貯金証書５００万円
業務用：
通貨３０万円、預貯金証書５００万円

�
�
�
��
�

（建物・収容動産支払限度額が限度）

� 水災
（水災の補償が選
択されている場
合）

台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、高潮、土砂崩れ
等の水災による次の損害を補償�
�
�
�

・保険の目的である建物、家財または設備・什器
等にそれぞれの保険価額の３０％以上の損害が生
じたとき。

�
�
�
�

�
�
�
�

・保険の目的である建物、家財または設備・什器
等が、床上浸水＊または地盤面より４５�を超える
浸水を被ったとき。

�
�
�
�

損害額－保険証券記載の免責金額
（建物・収容動産支払限度額が限度）
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内　容  

補
償
の

タ
イ
プ

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
事故の種類

総
合
リ
ス
ク

＊「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床（畳
敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を
除きます。）を超える浸水をいいます。

オ
ー
ル
リ
ス
ク

� 電気的・機械的
事故
（建物・家財）

偶然な外来の事故に直接起因する電気的または機械的
事故を補償

損害額－保険証券記載の免責金額
�
�
�
建物・収容動産支払限度額が
限度

�
�
�

前記��、�	～�
のほか次の事由による場合
�自然の消耗、性質による変色・カビ、ネズミ食い、虫食い等による
損害

�擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、
保険の目的（ご契約の対象となる財物）の機能に直接関係のない
損害

�偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故
�電球、ブラウン管等の管球類のみまたは液晶ディスプレイ等の画
像表示装置のみに生じた損害（保険の目的（ご契約の対象となる
財物）の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。）

�楽器について生じた弦のみの切断もしくは打皮のみの破損（保険
の目的（ご契約の対象となる財物）の他の部分と同時に損害を受
けた場合を除きます。）または音色もしくは音質の変化

�保険の目的（ご契約の対象となる財物）の置き忘れまたは紛失に
よって生じた損害

�詐欺または横領によって保険の目的（ご契約の対象となる財物）
に生じた損害

�土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
�次の物について生じた損害
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
・携帯電話（ＰＨＳを含みます。）、ポケットベル等の移動体通信
端末機器およびこれらの付属品

・携帯式電子事務機器（ラップトップまたはノート型パソコン、
ワープロ、電子手帳等をいいます。）およびこれらの付属品

・ラジオコントロール模型およびその付属品
・自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
・ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、
雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品

・ハンググライダー、パラグライダー、サーフボードおよびウイ
ンドサーフィン

・動物および植物
�吹き込み損害によって保険の目的（ご契約の対象となる財物）に
生じた損害

�ウイルス等の付着または臭気付着による損害

� 前記～�以外
の偶然な事故
（建物・家財）

前記～�以外の偶然な事故による損害（破損・汚損
損害等）を補償

� 引越中の事故
（家財）

前記～�、��の事故により、引越中の家財に生じ
た損害を補償

対象事故ごとに、前記～�、�
�と同様に支払います。

事故の種類に応じて、前記～�、��のそれぞれに適用される各
事由と同様となります。

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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�イ 保険金の新価払特約が付帯された場合のお取扱い
�� 保険の目的（ご契約の対象となる財物）が建物、家財または設備・什器等である場

合において上表中の「損害額」は次の算式により算出します。ただし、保険の目的
（ご契約の対象となる財物）の「新価額（再調達価額）＊」が限度となります。
［損害額］＝［修理費］－［修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額］

�� この特約を建物に付帯された場合、ご契約者または被保険者（保険の補償を受け
られる方）と弊社との間で、保険の目的（ご契約の対象となる財物）の「新価額（再
調達価額）＊」を評価し、これを「評価額」として保険証券に記載します。お支払いす
る保険金は、それぞれの保険の目的（ご契約の対象となる財物）についてこの「評
価額」（ただし、建物・収容動産支払限度額が「評価額」を下回る場合は、建物・収容
動産支払限度額）が限度となります。
＊「新価額（再調達価額）」とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに
必要な金額をいいます。

ロ．費用に関する補償
直接の損害以外の様々な費用を補償します。

（建物・収容動産損害に関する補償タイプにより補償される費用が異なります。保険証券お
よび保険証券別紙（ご契約時には、保険申込書および保険申込書別紙）をご確認ください。）

費用保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
お支払いする
保険金の額

保険金をお支払い
できない主な場合

失火見舞費
用保険金

失火により建物、家財また
は設備・什器等に損害が生
じたことで建物・収容動産
損害保険金が支払われ、か
つ、他人の所有物に損害を
与えた場合、見舞金等の費
用を補償

１被災世帯あたり５０
万円
�
�
�
�
�

１事故につき、
建物・収容動産
支払限度額の合
計額の２０％限度

�
�
�
�
�

前記イ．建物・収容
動産損害保険金の場
合と共通です。（ただ
し、前記イ．��は地
震火災費用保険金に
は適用しません。）

このほか次のとお
りです。
〈失火見舞費用保険金〉
・第三者の所有物で
被保険者（保険の
補償を受けられる
方）以外のものが
占有する部分から
発生した火災、破
裂・爆発による損
害
・煙損害または臭気
付着による損害

地震火災費
用保険金

地震・噴火・津波に伴い発
生した火災により、
・（保険の目的が建物の場合）
当該建物が半焼以上とな
ったとき
・（保険の目的が家財の場合）
当該家財を収容する建物
が半焼以上または当該家
財が全焼となったとき
・（保険の目的が設備・什器
等の場合）
当該設備・什器等を収容
する建物が半焼以上とな
ったとき

地震火災費用保険金額
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

地震火災費用保
険金額は、次のい
ずれか低い金額
で契約時設定
・建物・収容動
産支払限度額
に５％を乗じ
た額
・３００万円
一定の条件を満
たす場合には、
・建物・収容動
産支払限度額
に３０％を乗じ
た額
で設定すること
も可能です。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
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内　容  

費用保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
お支払いする
保険金の額

保険金をお支払い
できない主な場合

財物臨時費
用保険金＊

建物、家財または設備・什
器等の損害に対して建物・
収容動産損害保険金が支払
われる場合に、臨時に生じ
る費用を補償

住宅物件：
建物・収容動産損害
保険金×１０％
一般物件：
建物・収容動産損害
保険金×３０％
�
�
�
１事故１構内につき、
１００万円が限度

�
�
�

前記イ．建物・収容
動産損害保険金の場
合と共通です。
このほか次のとお
りです。
〈水道管凍結修理費用保険金〉
・第三者の所有物で
被保険者（保険の
補償を受けられる
方）以外の方が占
有する部分の専用
水道管の修理費用

〈構内構築物修復費用保険金〉
・損害が発生してか
ら７日を経過した
後に枯死した庭木
の修復費用

水道管凍結
修理費用保
険金

建物の専用水道管が凍結に
より損壊した場合の修理費
用を補償

実費
�
�
�
１事故１構内につ
き、１０万円が限度

�
�
�

構内構築物
修復費用保
険金＊

建物に対して建物・収容動
産損害保険金が支払われる
場合で、同一事故により、構
内構築物に損害（庭木の場
合は事故から７日以内に枯
死したときに限ります）が
生じたとき、その修復費用
を補償

実費
�
�
�
１事故１構内につ
き、１０万円が限度

�
�
�

共用部分修
理費用保険
金＊

共同住宅の管理組合規約に
基づき、共用部分に生じた
損害に対する修理費用を負
担した場合の当該費用を補
償

実費
�
�
�
１事故１構内につ
き、１０万円が限度

�
�
�

費用保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
お支払いする
保険金の額

保険金をお支払い
できない主な場合

犯罪行為再
発防止費用
保険金

建物に不法侵入があった場
合、その再発防止のために
必要となるシャッター、ブ
ザー等の防犯装置の設置費
用（不法侵入の発生から１８０
日以内に負担したものに限
ります）を補償

実費
（２０万円が限度）

前記イ．建物・収容
動産損害保険金の場
合と共通です。
このほか次のとお
りです。
〈犯罪行為再発防止費用保険金〉
・被保険者（保険の
補償を受けられる
方）の配偶者、同
居の親族、別居の
未婚の子が自ら行
い、または加担し
た犯罪行為の結果
生じた費用

来訪者傷害
見舞費用保
険金

来訪者が、保険の目的（ご
契約の対象となる財物）で
ある家財を収容する建物内
において偶然な事故により
傷害を被った場合に、慣習
として支払う見舞金を補償

実費
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１事故１被災者に
つき、次の額が限
度
・死亡：１５万円
・３日以上入院：
３万円
・通院・２日以内
入院：１万円

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

建物・収容
動産損害時
諸費用保険
金＊

建物、家財または設備・什
器等に生じた損害に伴い建
物・収容動産損害保険金が
支払われる場合、以下の費
用を補償
・損害を受けた保険の目的
（ご契約の対象となる財
物）の残存物の取片づけ
に必要な費用
・損害を受けた保険の目的
（ご契約の対象となる財
物）の復旧にあたり支出
した損害の原因の調査費
用、損害範囲を確定する
ための調査費用、保険の
目的（ご契約の対象とな
る財物）の仮修理費用、
保険の目的（ご契約の対
象となる財物）の代替と
して使用する仮設物の設
置費用等

実費
�
�
�
�

建物・収容動産損
害保険金に相当す
る額が限度

�
�
�
�

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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＊保険金支払いの対象となる事故の詳細については下記のとおりとなります。

※１ 財物臨時費用保険金の補償範囲を縮小してご契約された場合、「総合リスク」のうち、
盗難（通貨等の盗難を含みます）および水災ならびに「オールリスク」に該当する
事故も対象外となります。

※２ いずれの場合も、引越中家財の事故は対象外となります。

費 用
保険金の種類

対象事故

財物臨時費用保険金
構内構築物修復費用保険金
建物・収容動産損害時諸費用保険金

建物・収容動産損害に関する補償の「基本リスク」、「総合リ
スク」および「オールリスク」のうち、建物・収容動産損害
の補償の対象として選択したタイプに該当する事故。
ただし、通貨等の盗難は対象外。

共用部分修理費用保険金
建物・収容動産損害に関する補償の「基本リスク」、「総合リ
スク」および「オールリスク」の事故。
ただし、通貨等の盗難は対象外。

ハ．地震危険等上乗せ担保特約
� 「地震危険等上乗せ担保特約」を付帯された場合、総合保険とあわせてご契約いた

だいた地震保険によりお支払いする保険金と同額の保険金をお支払いします。
� なお、総合保険とあわせてご契約いただいた地震保険による保険金の２倍に相当す
る額が、保険の目的（ご契約の対象となる財物）の保険価額＊を超えた場合は、保険
価額から地震保険による保険金の額を差し引いた額を、この特約による保険金の額
としてお支払いします。
＊「保険金の新価払特約」が付帯された場合は「新価額（再調達価額）」、そうでない
ときは「時価額」によります。（新価額（再調達価額）とは、同等のものを新たに建築
あるいは購入するのに必要な金額をいい、時価額とは、新価額（再調達価額）から
「使用による消耗分」を控除して算出した金額をいいます。）

ニ．類焼損害担保特約
「類焼損害担保特約」を付帯された場合、次のとおり補償されます。

保険金
の種類

保険金をお支払いする場合
お支払いする
保険金の額

保険金をお支払い
できない主な場合

類焼損害保
険金

建物・収容動産損害に関す
る補償の対象となる建物ま
たは家財（家財のみ契約の
場合の収容建物を含みます）
から発生した火災または破
裂・爆発により、他人の居
住用建物または家財に滅失、
き損または汚損の損害を与
えた場合の損害を補償

実費（再調達価額）
�
��
�
�
�
�
�
�
�

損害額から他の保
険契約（類焼先の
火災保険等）で支
払われる保険金を
差し引いた残額。
保険年度ごとに、
保険証券記載の支
払限度額が限度

�
�
�
�
�
��
�
�
�

・ご契約者や類焼損
害の補償を受けら
れる方の故意
・類焼損害の補償を
受けられる方の重
大な過失または法
令違反
・戦争、内乱その他
これらに類似の事
変または暴動
・地震もしくは噴火
またはこれらによ
る津波
・核燃料物質に起因
する事故
・煙損害または臭気
付着の損害

ホ．住まいの選べるアシスト特約（正式名称：火災・盗難再発防止費用補償特約）

保険金をお支払いする場合 ご注意いただきたいこと

火災、落雷、破裂・爆発、盗難に
よって保険の目的（ご契約の対象
となる財物）が損害を受けた場合
に、補償メニューより上限額の範
囲内で補償を提供またはその費用
に対して保険金をお支払いします。

１．補償メニューのご利用にあた
っては、事前に専用サポートデ
スクにご連絡いただく必要があ
ります。
２．お住まいの地域等によっては、
サービスを提供できない場合が
あります。
３．各補償メニューには、一定の
ご利用条件があります。
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内　容  

�3 携行品損害に関する補償
携行品損害に関する補償には、「家族携行品損害に関する補償」と、対象とする携行品を限定した「個人携行品損害に関する補償」があります。
� 約款構成

普通保険約款 主な特約

＋第１章
財物条項 ・携行品損害保険金（第１条第１３項） ・携行品の範囲限定に関する特約

等

� 補償内容

補償の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者

（保険の補償を受けられる方）
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

携
行
品
損
害
保
険
金

家族携行品損害 �被保険者（保険の補償を受けられる方）が携行する携行品について、偶
然な事故（日本国外で生じた事故を含みます。）により生じた損害を補償。
�被保険者（保険の補償を受けられる方）の所有する通貨等・預貯金証書
（通帳、キャッシュカード等）の盗難損害およびデビットカードの不正
利用損害を補償
（小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯金証書については、遅
滞なく警察官に届け出ること等、一部条件を満たす場合）

� 保険証券記載の家族携行
品損害に係る携行品被保
険者

� �の配偶者
� �または�の同居の親族
④ ①または②と生計を共に
する別居の未婚の子

損害額
－保険証券記載の免責金額
�
�
�
�

１回の事故につき保険証
券記載の携行品支払限度
額が限度

�
�
�
	

上記�2 建物・収容動産損
害の「オールリスク」と共
通

個人携行品損害
（携行品の範囲
限定に関する特
約が付帯された
場合）

�被保険者（保険の補償を受けられる方）が所有する保険証券記載の携行
品のうち、テニス用品について偶然な事故により生じた損害を補償
�テニス用品は、テニス施設に所在する間に生じた損害が対象

保険証券記載の個人
携行品損害に係る被
保険者（保険の補償
を受けられる方）

損害額
－保険証券記載の免責金額
�
�
�
�

１回の事故につき保険証
券記載の携行品支払限度
額が限度

�
�
�
	

上記�2 建物・収容動産損
害の「オールリスク」と共
通

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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�4 賠償責任に関する補償
日常生活をとりまく様々な損害賠償責任（生活賠償責任、受託賠償責任、借家賠償責任）およびそれに付随する費用を補償します。
� 約款構成

普通保険約款

＋

特 約

第２章
賠償責任条項

・生活に関する賠償責任（第１条第１項）
・受託品に関する賠償責任（第１条第７項）
・借家に関する賠償責任（第１条第８項）

・生活賠償責任の範囲限定に関する特約
等第５章

費用条項 ・借家修理費用保険金（第２３節）

� 補償内容

補償の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者

（保険の補償を受けられる方）
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

生
活
賠
償
責
任

日常賠償責任 �日常生活に起因する偶然な事故や右記①の方の居住
の用に供される保険証券記載の建物の居住部分の
所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、次
に掲げるものについて法律上の損害賠償責任を負
担することによって被保険者（保険の補償を受け
られる方）が被った損害を補償。
・他人の身体の障害
・他人の自由の侵害等（不当な身体の拘束、自由
の侵害、名誉毀損、プライバシーの侵害等）
・他人の財物の損壊または使用不能
�日本国外で生じた偶然な事故による損害も対象。

� 保険証券記載の日
常賠償責任に係る
生活賠償被保険者

� �の配偶者
� �または�と生計
を共にする同居の
親族

� �または�と生計
を共にする別居の
未婚の子

賠償金額
－保険証券記載の生活賠償免責
金額
�
�
�
�

１回の事故につき生活賠償
保険金額（ご契約金額）が
限度

	
�
�



訴訟費用、弁護士費用等は別途
お支払いします。

次に係る損害賠償責任を負担することによって
被る損害は補償しません。
�� ご契約者、被保険者（保険の補償を受けら
れる方）の故意
� 地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他こ
れらに類似の事変または暴動
�� 核燃料物質に起因する事故
�� 業務遂行に直接起因するもの
�� 同居する親族に対するもの
�� 他人から預った物の損壊に関するもの
�� 自動車の所有・使用・管理に起因するもの

個人賠償責任
（生活賠償責任
の範囲限定に関
する特約が付帯
された場合）

�「ゴルフ」または「テニス」のうち、保険証券記
載のものに伴って、偶然な事故（「ゴルフ」に限り
日本国外で生じた事故を含みます。）により、次に
掲げるものについて法律上の損害賠償責任を負担
することによって被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が被った損害を補償。
・他人の身体の障害
・他人の財物の損壊

保険証券記載の
個人賠償責任に係
る被保険者（保険
の補償を受けられ
る方）

賠償金額
－保険証券記載の生活賠償免責
金額
�
�
�
�

１回の事故につき生活賠償
保険金額（ご契約金額）が
限度

	
�
�



訴訟費用、弁護士費用等は別途
お支払いします。
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内　容  

補償の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者

（保険の補償を受けられる方）
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

受託賠償責任

�他人から預った物・レンタル品について、居住建物
内または一時的な持ち出しによって保管・管理して
いる間（日本国外を含みます。）に、損壊・紛失また
は盗取されたことにより、被保険者（保険の補償を
受けられる方）が受託品について正当な権利を有す
る方に対し法律上の損害賠償責任を負担することに
より被った損害を補償

� 保険証券記載の受
託賠償被保険者

� �の配偶者
� �または�と生計
を共にする同居の
親族

� �または�と生計
を共にする別居の
未婚の子

賠償金額
－保険証券記載の受託賠償免責金
額
�
�
�
１回の事故につき受託賠償保
険金額（ご契約金額）が限度

	
�



訴訟費用、弁護士費用等は別途お
支払いします。

上記��から�のほか、次に係る損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害は補償しません。
・引き渡される以前から存在していた瑕疵
・屋根、扉等からの雨・雪・ひょうによる損害
〈補償対象外の主な受託品〉
・日本国外で受託したもの
・通貨、預貯金証書、株券その他これに準ずるもの
・貴金属、宝石、美術品その他これらに準ずるもの
・自動車、原動機付自転車、船舶、航空機等
・動物および植物
・建物

借家賠償責任

�次に掲げる事故により被保険者（保険の補償を受け
られる方）の借用する戸室が損壊し、被保険者（保
険の補償を受けられる方）が借用戸室の貸主に対し
て法律上の損害賠償責任を負担することにより被っ
た損害を補償
・火災、破裂・爆発
・給排水設備の使用または管理に起因する漏水等に
よる水濡れ
・盗難

保険証券記載の
借家賠償被保険者
借用戸室の賃借名義人
が異なる場合はその賃
借名義人を含みます。

賠償金額
�
�
�
１回の事故につき借家賠償保
険金額（ご契約金額）が限度

	
�



訴訟費用、弁護士費用等は別途お
支払いします。

上記��から��のほか、次に係る損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害は補償しません。
・改築、増築、取りこわし等の工事による損害
・借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重され
た損害賠償責任を負担することによる損害
・借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸
室の損壊による損害賠償責任を負担することによる
損害

借家修理費用＊

�次に掲げる事故により被保険者（保険の補償を受け
られる方）の借用する戸室が損壊し、被保険者（保
険の補償を受けられる方）が貸主との契約に基づい
て自己の費用で修理した場合（壁、柱、床、はり、
屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除き
ます。）、修理費用を補償
・火災、落雷、破裂・爆発
・建物外部からの物体の落下・衝突・飛来等
・給排水設備事故・他戸室事故に伴う漏水等による水濡れ
・風災・ひょう災・雪災
・騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為
・盗難
�盗難により被保険者（保険の補償を受けられる方）
の借用する戸室の錠が損傷し、被保険者（保険の補
償を受けられる方）が貸主との契約に基づかずに負
担した修理費用を補償
ただし、借家賠償責任による保険金が支払われる場合
を除きます。

借家賠償責任と共通
実費
�
�
�
１回の事故につき３００万円が限
度

	
�



次の事由によって生じた損害は補償しません。
�� ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）
の故意
�� 地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに
類似の事変または暴動
�� 核燃料物質に起因する事故
�� ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）
または借用戸室の貸主が所有し、または運転する車
両またはその積載物の衝突または接触

＊借家修理費用は「借家賠償責任」の補償にセットされます。

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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�5 その他各種費用に関する補償
� 約款構成

普通保険約款

第５章
費用条項

・ホールインワン・アルバトロス費用保険金（第１７節）
・救援者費用保険金（第１８節）
・キャンセル費用保険金（第１９節）
・被害事故費用（法律相談費用保険金、弁護士費用保険金）（第２０節）
・ストーカー対策費用保険金（第２１節） 等

� 補償内容

費用保険金の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者

（保険の補償を受けられる方）
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な費用・事由

ホールインワン・
アルバトロス費用
保険金

日本国内の９ホール以上を有するゴルフ場で、被保
険者（保険の補償を受けられる方）がゴルフ競技中
にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合
に、慣習的に負担した記念パーティー等の費用を補
償�
�

�
�
�
�

同伴競技者と同伴競技者以外の第三者が目撃し
た場合（公式競技の場合はそのいずれか）もし
くは記録媒体に記録された映像等により客観的
に確認できる場合

�
�

�
�
�
�

保険証券記載の
ホールインワン・アルバ
トロス被保険者

実費
�
�
�
�

１回につきホールイン
ワン・アルバトロス費
用保険金額が限度

�
�
�
�

・被保険者（保険の補償を受けられる方）がゴルフ場経
営者である場合、その被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が経営するゴルフ場で行ったホールインワン
またはアルバトロス
・被保険者（保険の補償を受けられる方）がゴルフ場の
使用人である場合、その被保険者（保険の補償を受け
られる方）が実際に使用されているゴルフ場で行った
ホールインワンまたはアルバトロス
・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ

救援者費用保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が次のいずれかの事由
に該当したことに伴い、ご契約者、被保険者（保険の補償を受
けられる方）または被保険者（保険の補償を受けられる方）の
親族が負担した捜索費用、交通費、移送費等を補償
・被保険者（保険の補償を受けられる方）が搭乗している
航空機・船舶が行方不明・遭難したとき
・被保険者（保険の補償を受けられる方）が偶然な事故に
より生死が確認できないときもしくは緊急の捜索・救助
活動を要する状態になったことが公的機関により確認さ
れたとき
・被保険者（保険の補償を受けられる方）が外出中の事故
により死亡もしくは１４日以上の入院をしたとき

� 保険証券記載の救援
者費用被保険者
� �の配偶者
� �または�と生計を
共にする同居の親族
	 �または�と生計を
共にする別居の未婚の
子

実費
�
�
�
１事故につき５００万円
が限度

�
�
�

・ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）、救
援者費用保険金を受け取るべき方の故意または重大な
過失
・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似
の事変または暴動
・核燃料物質に起因する事故
・山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、
航空機操縦（職務として操縦する場合を除きます。）、
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動
力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類
する危険な運動を被保険者（保険の補償を受けられる
方）が行っている間に生じた事故

キャンセル費用
保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）、配偶者また
は被保険者（保険の補償を受けられる方）の１親等
以内の親族の死亡または入院を直接の原因として生
じた旅行、ホテル等の特定のサービスに対するキャ
ンセル費用を補償

� 保険証券記載のキャ
ンセル費用被保険者
� �の配偶者
� �または�と生計を
共にする同居の親族
	 �または�と生計を
共にする別居の未婚の
子

実費－自己負担額
�
�
�
�
�
�
�

１事故につき５０万円が
限度
〈自己負担額〉
１，０００円または実費の
２０％相当額のいずれか
高い方の額

�
�
�
�
�
�
�

・ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）ま
たはキャンセル費用保険金を受け取るべき方の故意ま
たは重大な過失
・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似
の事変または暴動
・核燃料物質に起因する事故
・次に規定する期間が開始する前または経過した後にお
いてサービスの全部または一部の提供を受けられた場
合
死亡がキャンセル事由である場合は死亡した日から、
入院がキャンセル事由である場合は入院した日から、
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内　容  

費用保険金の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者

（保険の補償を受けられる方）
お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な費用・事由

キャンセル費用
保険金

その日を含めて３１日以内
・特定のサービスが被保険者（保険の補償を受けられる
方）の職務遂行に関係するものである場合

〈補償の対象となるサービス〉
業として有償で提供される一定のサービスに限られま
す。

被害事故費用
（弁護士費用保険
金、法律相談費用
保険金）

〈弁護士費用保険金〉
被保険者（保険の補償を受けられる方）が日本国内
において発生した急激かつ偶然な外来の事故によっ
て被った被害（身体の障害または財物の損壊をいい
ます。）について、被保険者（保険の補償を受けられ
る方）、その父母、配偶者または子が法律上の損害賠
償請求を行う場合に、あらかじめ弊社の同意を得て、
弁護士費用や訴訟費用等を負担したとき

〈法律相談費用保険金〉
被保険者（保険の補償を受けられる方）が日本国内
において発生した急激かつ偶然な外来の事故によっ
て被った被害（身体の障害または財物の損壊をいい
ます。）について、被保険者（保険の補償を受けられ
る方）、その父母、配偶者または子があらかじめ弊社
の同意を得て、弁護士、司法書士、行政書士への法
律相談費用を負担したとき

� ご契約者
� �の配偶者
� �または�の同居の
親族
� �または�の別居の
未婚の子
� �～�以外の方で、
ご家族（ご契約者、配
偶者、同居の親族）所
有の自動車のうち補償
の対象となる自動車に
乗車中の方
� �～�以外の方で、
�～�の方が運転中の
ご家族所有の自動車以
外の自動車の所有者お
よびその自動車に乗車
中の方。ただし、�～
�の方の使用者の業務
（家事を除きます。）の
ために運転中の、その
使用者の所有する自動
車に搭乗中の方および
その使用者を除きます。
� ご家族所有の自動車
のうち補償の対象とな
る自動車の所有者

実費�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



弁護士費用保険金および
法律相談費用保険金をあ
わせて、１事故１名につ
き、３００万 円（た だ し、
この保険契約に法律相談
費用補償特約が付帯され
ていない場合は、３００万円
に同特約の規定を適用し
たときに支払われるべき
保険金の額を加えた額）
が限度

�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
�

・被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意または重
大な過失によって生じた損害
・異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損
害
・被保険者（保険の補償を受けられる方）の無免許運転、
酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害
・被保険者（保険の補償を受けられる方）が、正当な権利
を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた
損害（正当な権利を有する方であると信じたことによ
る合理的な理由がある場合を除きます。）
・被保険者（保険の補償を受けられる方）の闘争行為、自
殺行為、犯罪行為によって生じた損害
・被保険者（保険の補償を受けられる方）の父母、配偶者
または子等が賠償義務者である場合
・地震、噴火、津波、戦争、内乱、その他これらに類似
の事変または暴動によって生じた損害
・核燃料物質に起因する損害
・液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）もし
くは固体の排出、流出、いっ出により生じた身体の障
害または財物の損壊
・財物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化または性質によ
る変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび
割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする
財物の損壊
・被保険者（保険の補償を受けられる方）が違法に所有・
占有する財物の損壊
・騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事
由に起因する身体の障害または財物の損壊
・損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠
償義務者を知った日からその日を含めて３年を超えて
開始した場合

ストーカー対策
費用保険金

ストーカー被害にあった被保険者（保険の補償を受
けられる方）が、ストーカー規制法に基づく警告や
援助の申出を行い、その９０日以内に弊社の承認を得
て、負担した防犯カメラ設置費用、ドアロック強化
費用、転居費用等、被害防止に関する対策費用を補
償

保険証券記載の
ストーカー被害被保険者

実費
�
	


一連のストーカー行為
に対して３０万円が限度

�
	
�

・ストーカー行為の行為者が被保険者（保険の補償を受
けられる方）の配偶者、直系血族、３親等以内の親族、
同居の親族である場合
・保険期間（補償の対象となる期間。補償が継続されて
いる場合には、保険期間も継続されているものとみな
します。）の初日から１８０日以内に申し出が行なわれた
場合

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容
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�6 傷害・疾病に関する補償
� 約款構成
傷害・疾病に関する補償は、傷害条項、疾病条項および特約により構成されています。

普通保険約款 主な特約

第３章

傷害条項

第４章

疾病条項

傷
害
定
額
・
疾
病
定
額

・傷害死亡保険金（傷害条項第５

条）

・傷害後遺障害保険金（傷害条項

第６条）

・入院保険金（傷害条項第７条、

疾病条項第５条）

・手術保険金（傷害条項第８条、

疾病条項第６条）

・入院初期保険金（傷害条項第１０

条、疾病条項第８条）＊

・通院保険金（傷害条項第１４条、

疾病条項第１２条）

・特定傷害診断保険金（傷害条

項第９条）＊

・特定疾病診断保険金（疾病条

項第７条）

・傷害一時金払保険金（傷害条

項第１５条）

・所得補償保険金（傷害条項第１８

条、疾病条項第１５条）

＋

・傷害補償の範囲の限定に関す

る特約

・天災危険担保特約

・特定感染症危険担保特約

（葬祭費用保険金あり）＊

・特定感染症危険担保特約

（葬祭費用保険金なし）

・第三者加害行為倍額支払特約＊

・顔面傷害による倍額支払特約＊

・特別条件付保険特約

・交通事故傷害危険のみ担保特

約

・自動車傷害調整特約

（搭乗者傷害特約用）

・自動車傷害調整特約

（人身傷害補償特約用）

・所得補償保険金の入院のみ担

保特約

・保険料払込免除特約

・成人病入院特約

・女性医療特約

・がん特約 等

人
身
傷
害

・人身傷害保険金（傷害条項第２０

～２２条）

人
身
疾
病

・人身疾病保険金（疾病条項第１７

～１８条）

＊保険期間（補償の対象となる期間）の初日が平成１９年１０月１日以降となる新規の引受け
を中止しております。ただし、既にご加入いただいた補償が継続を迎える場合は、継続日
が平成１９年１０月１日以降であっても、引き続き同様の内容でお引受けします。

� 補償内容
イ．人身傷害
被保険者（保険の補償を受けられる方）が日常生活における傷害事故で死傷された場
合に、所定の基準に基づいて算定した保険金をお支払いします。
※１ １回の事故につき人身傷害保険金額（所定の重大障害を負われた場合は、そ

の２倍の金額）を限度にお支払いします。
※２ 先進医療（主務官庁が定める施設基準に適合する病院または診療所において

行われる医療のうち、先進医療として主務官庁が定めたものをいいます。）に
要した費用も保険金のお支払いの対象となります。

ロ．人身疾病
被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期（保険期間（補償の対象となる
期間）の初日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前０時。）以後保険期
間（補償の対象となる期間）中に疾病を発病し、保険期間（補償の対象となる期間）中
に８日以上継続する入院を開始した場合に、所定の基準に基づいて算定した保険金
をお支払いします（死亡による損害は補償されません。）。
※１ 人身疾病保険金は、保険期間（補償の対象となる期間）を通算して人身疾病保

険金額（所定の重大障害を負われた場合は、その２倍の金額）を限度にお支払
いします。ただし、積極損害および休業損害については、各々人身疾病保険金
支払費目限度額（積極損害）および同（休業損害）を限度とします。

※２ 積極損害における治療費の算出については、公的医療保険制度を定める法律
の規定により被保険者（保険の補償を受けられる方）がご負担すべき一部負担
金に相当する費用を超える額等を控除します。公的医療保険制度をご利用さ
れない場合には保険金をお支払いできないことがありますのでご注意くださ
い。

※３ 先進医療（主務官庁が定める施設基準に適合する病院または診療所において
行われる医療のうち、先進医療として主務官庁が定めたものをいいます。）に
要した費用も保険金のお支払いの対象となります。

ハ．傷害定額・疾病定額
（重要事項：ハ．傷害定額・疾病定額～ヘ．女性医療特約における用語のご説明）
※１「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。
� 医療法に定める日本国内にある病院または診療所＊１。ただし、介護保険法に定める介護療
養型医療施設を除きます。
� �の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
＊１ 傷害に関する補償においては、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を

受けるため、当会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、
その施術所を含みます。

※２「入院」とは、医師＊２による治療＊２が必要な場合において、自宅等での治療＊２が困難なため、
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療＊２に専念することをいい、「治療を
直接の目的とする入院」には、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、
治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院、入院治療を必要としない介護を主たる目
的とする入院等は該当しません。
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内　容  

保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

入院

傷害入院
保険金、
疾病入院
保険金

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が傷害を被りその直接
の結果として、医師の治療を要
し、かつ、次の条件のすべてを
満たす入院をしたとき、傷害入
院保険金日額×入院日数をお支
払いします。
� 保険期間（補償の対象とな
る期間）中に発生した事故に
よる傷害を直接の原因とする
入院であること
� 傷害の治療を目的とするこ
と
� 事故の日からその日を含め
て１８０日以内に開始した入院で
あること
� 所定の病院または診療所に
おける入院であること
※１ １回の入院につき、傷害

入院支払限度日数（６０日、
１２０日、３６０日、７３０日、
１，０９５日のいずれか）を限
度とします。保険期間（補
償の対象となる期間）を通
じて、傷害入院保険金通
算限度日数（７３０日（傷害入
院支払限度日数が７３０日
以内の場合）、１，０９５日（傷
害入院支払限度日数が
１，０９５日の場合））を限度と
します。

※２ 疾病入院保険金が支払わ
れる期間に対しては、重複
してお支払いしません。

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が疾病を発病しその直
接の結果として、医師の治療を
要し、かつ、保険期間（補償の
対象となる期間）中に次の条件
のすべてを満たす入院をしたと
き、疾病入院保険金日額×入院
日数をお支払いします。
� 責任開始期（保険期間（補
償の対象となる期間）の初日
からその日を含めて、待機期
間日数を経過した日の翌日の
午前０時。）以後保険期間（補
償の対象となる期間）中に発
病した疾病を直接の原因とす
る入院であること
� 疾病の治療を目的とするこ
と
� 所定の病院または診療所に
おける入院であること
※１ １回の入院につき、疾病

入院支払限度日数（６０日、
１２０日、３６０日、７３０日、
１，０９５日のいずれか）を限
度とします。保険期間（補
償の対象となる期間）を通
じて、疾病入院保険金通
算限度日数（７３０日（疾病入
院支払限度日数が７３０日
以内の場合）、１，０９５日（疾
病入院支払限度日数が
１，０９５日の場合））を限度と
します。

※２ 傷害入院保険金が支払わ
れる期間に対しては、重複
してお支払いしません。

※３「所定の手術」については、普通保険約款をご参照ください。また、「治療を直接の目的とす
る手術」には、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査（生検、腹腔
鏡検査等）のための手術等は該当しません。
※４「通院」とは、医師＊２による治療＊２が必要な場合において、医師の治療（病院等において、外
来による診察、投薬、処置、手術その他の治療）＊２を受けること（往診を含みます。）をいい、「治
療を目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院
等は含みません。
＊２ 傷害に関する補償においては、「医師」に当会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔

道整復師を、「治療」に柔道整復師による施術を各々含みます。

保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

死亡
傷害死亡
保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）
が傷害を被りその直接の結果として事故
の日からその日を含めて１８０日以内に死亡
したとき、傷害死亡・後遺障害保険金額
の全額をお支払いします。
※同一保険年度内の事故により、既に支払
われた傷害後遺障害保険金がある場合は、
下記の額をお支払いします。
お支払い額＝傷害死亡・後遺障害保険
金額－既に支払われた金額

－

後遺障害

傷害後遺

障害保険

金

被保険者（保険の補償を受けられる方）

が傷害を被りその直接の結果として事故

の日からその日を含めて１８０日以内に後遺

障害が生じたとき、後遺障害の程度によ

り傷害死亡・後遺障害保険金額の４％～

１００％をお支払いします。

※お支払いする保険金は、同一保険年度

を通じて合算し、傷害死亡・後遺障害

保険金額が限度となります。

－

総合保険の内容
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保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

手術

傷害手術
保険金、
疾病手術
保険金

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が傷害を被りその直接
の結果として次の条件のすべて
を満たす手術を受けたとき、傷
害入院保険金日額×手術の種類
に応じて定める給付倍率（１０倍、
２０倍または４０倍）をお支払いし
ます。
� 保険期間（補償の対象とな
る期間）中に発生した事故に
よる傷害を直接の原因とする
手術であること
� 傷害の治療を直接の目的と
すること
� 事故の日からその日を含め
て１８０日以内に受けた手術であ
ること
� 所定の手術であること
� 所定の病院または診療所に
おける手術であること
※１ 手術の種類によっては、

回数の制限があります。
※２ 同時に２種類以上の手術

を受けたときには、最も
給付倍率の高いいずれか
１種類の手術についての
みお支払いします。

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が疾病を発病しその直
接の結果として保険期間（補償
の対象となる期間）中に次の条
件のすべてを満たす手術を受け
たとき、疾病入院保険金日額×
手術の種類に応じて定める給付
倍率（１０倍、２０倍または４０倍）
をお支払いします。
� 責任開始期（保険期間（補
償の対象となる期間）の初日
からその日を含めて、待機期
間日数を経過した日の翌日の
午前０時。）以後保険期間（補
償の対象となる期間）中に発
病した疾病を直接の原因とす
る手術であること
� 疾病の治療を直接の目的と
すること
� 所定の手術であること
� 所定の病院または診療所に
おける手術であること
※１ 手術の種類によっては、

回数の制限があります。
※２ 同時に２種類以上の手術

を受けたときには、最も
給付倍率の高いいずれか
１種類の手術についての
みお支払いします。

保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

入院

傷害入院

初期保険

金、疾病

入院初期

保険金

被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が傷害を被りその直接

の結果として、医師の治療を要

し、かつ、次の条件のすべてを

満たす入院をしたとき、傷害入

院初期保険金額をお支払いしま

す。

� 保険期間（補償の対象とな

る期間）中に発生した事故を

直接の原因とする入院である

こと

� 傷害の治療を目的とするこ

と

� 事故の日からその日を含め

て１８０日以内に開始した入院で

あること

� 入院日数が２日以上継続し

ていること

� 所定の病院または診療所に

おける入院であること

※１ 保険金のお支払いは保険

期間（補償の対象となる

期間）を通じて５回を限

度とします。

※２ 疾病入院初期保険金が支

払われる入院に対しては、

重複してお支払いしませ

ん。

被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が疾病を発病しその直

接の結果として、医師の治療を

要し、かつ、保険期間（補償の対

象となる期間）中に次の条件の

すべてを満たす入院をしたとき、

疾病入院初期保険金額をお支払

いします。

� 責任開始期（保険期間（補償

の対象となる期間）の初日か

らその日を含めて、待機期間

日数を経過した日の翌日の午

前０時。）以後保険期間（補償

の対象となる期間）中に発病

した疾病を直接の原因とする

入院であること

� 疾病の治療を目的とするこ

と

� 入院日数が２日以上継続し

ていること

� 所定の病院または診療所に

おける入院であること

※１ 保険金のお支払いは保険

期間（補償の対象となる

期間）を通じて５回を限

度とします。

※２ 傷害入院初期保険金が支

払われる入院に対しては、

重複してお支払いしませ

ん。
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内　容  

保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

通院

傷害通院
保険金、
疾病通院
保険金

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が傷害を被りその直接
の結果として、医師の治療を要
し、かつ、次の条件のすべてを
満たす通院（往診を含みます。）
をしたとき、傷害通院保険金日
額×通院日数をお支払いします。
ただし、被保険者（保険の補償
を受けられる方）が治療を終了
した時以降の通院に対しては、
お支払いしません。
� 保険期間（補償の対象とな
る期間）中に発生した事故を
直接の原因とする通院である
こと
� 傷害の治療を目的とするこ
と
� 事故の日からその日を含め
て１８０日以内に開始した通院で
あること
� 事故の日からその日を含め
て傷害通院対象日数までの期
間における通院であること
� 所定の病院または診療所に
おける通院であること
※１ 同一事故につき９０日、保

険期間（補償の対象とな
る期間）を通じて１，０００日
を限度とします。

※２ 同一日に通院を複数した
ときでも、重複してお支
払いしません。

※３ 傷害入院保険金または疾
病入院保険金が支払われ
る入院中の通院に対して
は、お支払いしません。

被保険者（保険の補償を受けら
れる方）が保険期間（補償の対
象となる期間）中に疾病入院保
険金の支払われる入院をし、かつ、
保険期間（補償の対象となる期
間）中に次の条件のすべてを満
たす通院（往診を含みます。）を
したとき、疾病通院保険金日額
×通院日数をお支払いします。
� 疾病入院保険金が支払われ
る入院の直接の原因となった
疾病の治療を目的とする通院
であること
� 所定の病院または診療所に
おける通院であること
� 入院日の前日以前６０日間ま
たは退院日の翌日からその日
を含めて１２０日間に行われた通
院であること
※１ １回の入院のその通院に

つき３０日、保険期間（補
償の対象となる期間）を
通じて７００日を限度とし
ます。

※２ 同一日に通院を複数した
ときでも、重複してお支
払いしません。

※３ 疾病入院保険金または傷
害入院保険金が支払われ
る入院中の通院に対して
は、お支払いしません。

保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

診断

特定傷害
診断保険
金、特定
疾病診断
保険金

被保険者（保険の補償
を受けられる方）が傷
害を被り脳挫傷、脊髄
損傷または内臓損傷と
医師により診断され、
その治療を直接の目的
として事故の日からそ
の日を含めて１８０日以
内に所定の病院または
診療所において入院し
たとき、特定傷害診断
保険金額をお支払いし
ます。
※保険金のお支払いは
保険期間（補償の対
象となる期間）を通
じて１回を限度とし
ます。

被保険者（保険の補償を受けられる方）
が次のいずれかに該当し、かつ、その治療
を直接の目的として所定の病院または診
療所において入院したとき、特定疾病診
断保険金額をお支払いします。
� 急性心筋梗塞
責任開始期（保険期間（補償の対象と
なる期間）の初日からその日を含めて、
待機期間日数を経過した日の翌日の午
前０時。以下同様とします。）以後保険
期間（補償の対象となる期間）中に発病
した疾病を原因として、保険期間（補
償の対象となる期間）中に急性心筋梗
塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞
があることが、心臓カテーテル検査に
よって医師により診断されたとき
� 脳卒中
責任開始期以後保険期間（補償の対
象となる期間）中に発病した疾病を原
因として、保険期間（補償の対象とな
る期間）中に脳卒中を発病し、その疾病
により言語障害、運動失調、麻痺等の他
覚的な神経学的症状が急激に発生し、
かつ、ＣＴ（コンピュータ断層撮影法）
またはＭＲＩ（磁気共鳴映像法）によ
ってその責任病巣が医師により確認さ
れたとき
� 悪性新生物
責任開始期以後保険期間（補償の対
象となる期間）中に悪性新生物に罹患
し、医師により病理組織学的所見（生
検を含みます。）によって診断確定（病
理組織学的所見が得られないときは、
その他の所見による診断確定も認める
ことがあります。）されたとき（保険期
間の開始日から起算して９０日以内に乳
房の悪性新生物に罹患し、医師により
診断確定されたときを除きます。）
※１ 補償の対象となる悪性新生物の範

囲が ニ．がん特約の場合と異なり
ますのでご注意ください。

※２ 保険金のお支払いは保険期間（補償
の対象となる期間）を通じて１回
を限度とします。

総合保険の内容
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保険金の種類
保険金をお支払いする場合とその額

傷害条項 疾病条項

一時金払

傷害一時

金払保険

金

被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が傷害を被りその直接

の結果として事故の日からその

日を含めて１８０日以内に医師の治

療を要し、病院または診療所に

入院または通院した場合は傷害

の部位・症状に応じて所定の保

険金をお支払いします。

－

所得補償

傷害所得

補償保険

金、疾病

所得補償

保険金

被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が傷害を被りその直接

の結果として保険期間（補償の

対象となる期間）中に就業不能

となり、その就業不能が傷害所

得補償免責日数を超えて継続し

たとき、傷害所得補償保険金日

額×（就業不能日数－傷害所得

補償免責日数）をお支払いしま

す。

※１ 同一の就業不能につき傷

害所得補償てん補日数

（３６５日、７３０日のいずれ

か）を限度とします。

※２ 疾病所得補償保険金が支

払われる期間に対しては、

重複してお支払いしませ

ん。

被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が疾病を発病しその直

接の結果として保険期間（補償

の対象となる期間）中に就業不

能となり、その就業不能が疾病

所得補償免責日数を超えて継続

したとき、疾病所得補償保険金

日額×（就業不能日数－疾病所

得補償免責日数）をお支払いし

ます。

※１ 同一の就業不能につき疾

病所得補償てん補日数

（３６５日、７３０日のいずれ

か）を限度とします。

※２ 傷害所得補償保険金が支

払われる期間に対しては、

重複してお支払いしませ

ん。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合とその額

診断保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期（この特約
の保険期間（補償の対象となる期間）の初日からその日を含めて、
待機期間日数を経過した日の翌日の午前０時。以下同様とします。）
以後の保険期間（補償の対象となる期間）中に次のいずれかに該
当したとき、診断保険金額をお支払いします。
� 初めてがんと診断確定されたとき
� 既に診断確定されたがん（以下「原発がん」といいます。）を
治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後
初めてがんが再発したと診断確定されたとき

� 原発がんが、他の臓器（同一の種類の臓器が複数ある場合、
それらは同じ臓器とみなします。）に転移したと診断確定された
とき。ただし、当該転移の以前においてその臓器に既にがんが
生じていた場合を除きます。

� 原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定され
たとき

※２回目以降の診断保険金については、�、�、�のいずれかに
該当した日が前回の診断保険金をお支払いすることとなった日
から２年以上経過している場合に限り、お支払いします。

入院保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期以後に診断
確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始期以後の保
険期間（補償の対象となる期間）中に所定の病院または診療所に
入院したとき、入院保険金日額×入院日数をお支払いします。

手術保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期以後に診断
確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始期以後の保
険期間（補償の対象となる期間）中に所定の病院または診療所で
所定の手術を受けたとき、入院保険金日額×手術の種類に応じて
定める給付倍率（１０倍、２０倍または４０倍）をお支払いします。
※１ 手術の種類によっては、回数の制限があります。
※２ 同時に２種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率

の高いいずれか１種類の手術についてのみお支払いします。

ニ．がん特約
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内　容  

保険金の種類 保険金をお支払いする場合とその額

通院保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期以後に診断
確定されたがんを直接の原因として、医師の治療を要し、かつ、
責任開始期以後の保険期間（補償の対象となる期間）中に所定の
病院または診療所で次の条件のすべてを満たす通院（往診を含み
ます。）をしたとき、通院保険金日額×通院日数をお支払いします。
ただし、被保険者（保険の補償を受けられる方）が治療を終了し
た時以降の通院に対しては、お支払いしません。
� 入院保険金の支払われる入院日数が２０日以上となる継続した
入院をしたこと

� �の入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目
的とした通院であること

� 入院日の前日からその日を含めて遡及して６０日以内または退
院日の翌日からその日を含めて１８０日以内の期間に行われた通院
であること
※１ １回の入院のその通院につき４５日、保険期間（補償の対象

となる期間）を通じて７３０日を限度とします。
※２ 同一日に通院を複数したときでも、重複してお支払いしま

せん。
※３ がん特約の入院保険金が支払われる入院中の通院に対して

は、お支払いしません。

重度一時金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期以後の保険
期間（補償の対象となる期間）中に、がんと診断確定され、保険
期間（補償の対象となる期間）中にその病状が所定の重度状態に
なったとき重度一時金額をお支払いします。
※保険金のお支払いは、保険期間（補償の対象となる期間）を通
じて１回を限度とします。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合とその額

成人病入院保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期（この特約の保
険期間（補償の対象となる期間）の初日からその日を含めて、待機
期間日数を経過した日の翌日の午前０時。）以後に発病した所定の成
人病を直接の原因として、医師の治療を要し、かつ、保険期間（補償の
対象となる期間）中に、所定の病院または診療所で成人病の治療のた
め継続２日以上入院したとき、成人病入院保険金日額×入院日数を
お支払いします。
※１回の入院につき成人病入院支払限度日数（６０日、１２０日、３６０日、
７３０日、１，０９５日のいずれか）を限度とします。保険期間（補償の対
象となる期間）を通じて成人病入院保険金通算限度日数（７３０日
（成人病入院支払限度日数７３０日以内）、１，０９５日（成人病入院支払
限度日数１，０９５日の場合））を限度とします。

（がん特約におけるがんの定義と診断確定）
※１ がんとは次の悪性新生物をいいます。

分類項目 基本分類表番号

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生物

泌尿生殖器の悪性新生物

その他および部位不明の悪性新生物

リンパ組織および造血組織の悪性新生物

上皮内癌

１４０～１４９

１５０～１５９

１６０～１６５

１７０～１７５

１７９～１８９

１９０～１９９

２００～２０８

２３０～２３４

分類項目の内容は、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提
要、昭和５４年版」によるものです。
※２ がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師（被保険者（保険の補償を受けら

れる方）が医師または歯科医師である場合は、被保険者（保険の補償を受けられ
る方）以外の医師または歯科医師をいいます。）の資格を持つ者により、病理組織
学的所見（生検を含みます。）によって診断確定（病理組織学的所見が得られない
ときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。）されることを要しま
す。

※３ 被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期の前日までにがんと診断確
定（被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者自身による診断確定
を含みます。）されていた場合は、保険契約者、被保険者（保険の補償を受けられ
る方）または保険金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、が
ん特約に関する補償は無効となります。

ホ．成人病入院特約

総合保険の内容

ご
契
約
の
し
お
り

�
総
合
保
険
の
内
容

しおり‐３４



保険金の種類 保険金をお支払いする場合とその額

女性入院保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期（この特約の
保険期間（補償の対象となる期間）の初日からその日を含めて、待
機期間日数を経過した日の翌日の午前０時。以下同様とします。）以
後に発病した所定の女性特定疾病を直接の原因として、医師の治療
を要し、かつ、保険期間（補償の対象となる期間）中に、所定の病
院または診療所で女性特定疾病の治療のため継続２日以上入院した
とき、女性入院保険金日額×入院日数をお支払いします。
※１回の入院につき女性入院支払限度日数（６０日、１２０日、３６０日、７３０
日、１，０９５日のいずれか）を限度とします。保険期間（補償の対象
となる期間）を通じて女性入院保険金通算限度日数（７３０日（女性
入院支払限度日数７３０日以内）、１，０９５日（女性入院支払限度日数１，０９５
日の場合））を限度とします。

形成治療保険金

被保険者（保険の補償を受けられる方）が保険期間（補償の対象と
なる期間）中に、所定の病院または診療所で、治療を目的とした次
のいずれかの手術を受けられたとき、女性入院保険金日額×手術の
種類に応じて定める給付倍率（２０倍または４０倍）をお支払いします。
①責任開始期以後に生じた原因による瘢痕に対する所定の手術
②責任開始期以後に初めて診断された足ゆびの後天性変形に対する
所定の手術
③責任開始期以後に生じた原因による所定の乳房切除術（保険期間
の開始日から起算して９０日以内の乳房の悪性新生物を原因とする
場合を除きます。）
※同時に２種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率の高い
いずれか１種類の手術についてのみお支払いします。

ヘ．女性医療特約

ト．傷害補償の範囲の限定に関する特約
傷害条項では急激・偶然・外来の事故による傷害を補償の対象としていますが、傷害
補償の範囲の限定に関する特約を付帯することにより、ゴルフ、テニス、スキー（スノ
ーボードを含みます。）の行為中の傷害のみ補償の対象となります。

� 保険金をお支払いできない主な場合

イ．次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害、疾病、または損害に対しては保険金を
お支払いしません。
�イ 被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意または重大な過失（事故の直接の
原因となりうる過失であって、通常の不注意等では説明のできない行為（不作為
を含みます。）を伴うものをいいます。）。ただし、保険金をお支払いしないのはそ
の被保険者（保険の補償を受けられる方）の被った傷害、疾病または損害に限りま
す。

�ロ 保険金を受け取るべき方（保険金を受け取るべき方が法人であるときは、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意または重大な過失。
ただし、その方が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないの
はその方が受けとるべき金額に限ります。

�ハ 被保険者（保険の補償を受けられる方）の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。た
だし、保険金をお支払いしないのはその被保険者（保険の補償を受けられる方）の
被った傷害、疾病または損害に限ります。

�ニ 被保険者（保険の補償を受けられる方）が法令に定められた運転資格を持たない
で自動車（原動機付自転車を含みます。）を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、
覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で
自動車（原動機付自転車を含みます。）を運転している場合、または法令に定める
酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車（原動機付自転車を含みま
す。）を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金をお支払いしないのはそ
の被保険者（保険の補償を受けられる方）の被った傷害、疾病または損害に限りま
す。

�ホ 被保険者（保険の補償を受けられる方）の妊娠、出産、早産、流産または外科的手
術その他の医療処置。ただし、弊社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療
によるものである場合には、保険金を支払います。

�へ 被保険者（保険の補償を受けられる方）に対する刑の執行
�ト 地震もしくは噴火またはこれらによる津波（天災危険担保特約を付帯している場
合は傷害に関する補償について天災危険担保特約の適用対象として保険証券に
記載された保険金をお支払いします。）。ただし、疾病に関する補償について疾病
所得補償保険金を除きこれらの事由により保険金の支払事由に該当した被保険
者（保険の補償を受けられる方）の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす
影響が少ないと認めたときは、弊社は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払い、
またはその金額を削減してお支払いすることがあります。
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内　容  

�チ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事
変または暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地
区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいい
ます。）ただし、疾病に関する補償について疾病所得補償保険金を除きこれらの
事由により保険金の支払事由に該当した被保険者（保険の補償を受けられる方）
の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊
社は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払い、またはその金額を削減してお支
払いすることがあります。

�リ 核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質（使用済燃料を含みま
す。）によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故

�ヌ �リに規定した以外の放射線照射または放射能汚染
�ル �ト～�ヌの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生
じた事故

ロ．疾病に関する補償について被保険者（保険の補償を受けられる方）の薬物依存によっ
て生じた疾病または損害に対しては、保険金をお支払いしません。

ハ．被保険者（保険の補償を受けられる方）が精神病性障害等の精神障害（平成６年１０月
１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の分類番号Ｆ００からＦ９９に規定され
た内容に準拠します。）を被り、これを原因として生じた就業不能に対しては、疾病所得
補償保険金または人身疾病保険金（休業損害または逸失利益に対する保険金に限りま
す。）をお支払いしません。

ニ．被保険者（保険の補償を受けられる方）が次のいずれかに該当する間に生じた事故に
よって被った傷害または損害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金
をお支払いしないのは、その被保険者（保険の補償を受けられる方）の被った傷害また
は損害に限ります。
�イ 被保険者（保険の補償を受けられる方）が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、
ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航
空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）操縦（ただし、職務として操縦する場
合を除きます。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モー
ターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュ
ート型超軽量動力機（パラプレーン等をいいます。）を除きます。）搭乗、ジャイロ
プレーン搭乗その他これらに類する危険な運動を行っている間

�ロ 被保険者（保険の補償を受けられる方）の職業がオートテスター（テストライダ
ー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争
選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、ロ
ーラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士その他これらと同程度またはそ
れ以上の危険を有する職業に該当する場合において、被保険者（保険の補償を受
けられる方）が当該職業に従事している間

�ハ 被保険者（保険の補償を受けられる方）が自動車、原動機付自転車、モーターボー
ト（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類
する乗用具による競技、競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）もしく
は性能試験を目的とする運転もしくは操縦である試運転（以下「競技等」といいま
す。）をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に
準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、自動車または原動機付
自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間（法令による許可を受けて、
一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。）については、保
険金を支払います。

総合保険の内容
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２次免責金額特約がない場合の
保険金支払額

２次免責金額特約付帯時
（５０万円）の保険金支払額

同
一
保
険
年
度
（
対
象
保
険
年
度
）

（事故１）
車両事故が発生、
損害額２０万円
（車両免責５万円）

１５万円
（損害額２０万円－免責５万円（注））

７５万円
（通算金額）

２５万円

（ ＝７５万円
－２次免責５０万円）

（事故２）
傷害事故が発生、
損害額２０万円
（傷害免責０）

２０万円
（損害額２０万円－免責０）

（事故３）
火災事故が発生、
損害額４０万円
（財物免責０）

４０万円
（損害額４０万円－免責０）

対象となる 
保険金 

前年度 対象保険年度 翌年度 

ケース① 

ケース② 

ケース③ 

ケース④ 

ケース⑤ 

ケース⑥ 

ケース⑦ 

×　　　○ 対象外 

×　　　　　　○ 対象外 

×　　　　　　　　　　　　　　 ○対象外 

　　　　　　×　● 対象 

　　　　　　×　　　　　　　　● 対象 

　　　　　　 ×　●●●●  ○○○ 対象・対象外 

　　　　　　　　　　　　　×　 ○対象外 

①～③：保険事故
が前年度の場合 

⑦：保険事故が翌
年度の場合 

⑥：対象保険年度
内に保険事故が
発生しているが、
傷害または疾病
による入院等が
年度をまたがる
場合（例：入院保
険金） 

×：保険事故　●：対象となる損害・傷害・疾病　○：対象とならない損害・傷害・疾病 

 

（例） 

�7 ２次免責金額特約
※保険期間（補償の対象となる期間）の初日が平成１９年１０月１日以降となる新規の引受
けを中止しております。ただし、既に付帯された本特約が継続を迎える場合は、継続日
が平成１９年１０月１日以降であっても、引き続き同内容でお引受けします。

� この特約が付帯された場合、この特約の対象となる保険金については、「対象保険年
度（この特約が対象とする期間）に生じた事故により、この特約が付帯されなかった
としたときに支払われるべき額（それぞれの補償に免責金額が設定される場合には、
それぞれの補償の免責金額を適用した後の額）」が、対象保険年度を通算して保険
証券記載の２次免責金額を上回った場合にその超えた額を保険金としてお支払い
します。

� この特約の対象となる保険金に関する損害等の額が２次免責金額の範囲内となる
ようなときであっても、ただちにご契約の代理店または弊社にご通知ください。ご
通知がないと、その保険金を通算できないことがあります。

（例）「２次免責金額：５０万円」を設定した場合

※２次免責金額以外に免責金額がある場合は、その免責金額を適用して支払われるべ
き保険金の額が通算されます。
� この特約はご契約いただいたすべての保険金を対象保険金とします。
ただし、次の保険金はこの特約の対象外となります。これらの保険金については、２
次免責金額を差し引かずにお支払いします。
イ．賠償責任条項およびこれに付帯される特約の規定に従い支払われるべき保険金
ロ．傷害条項および疾病条項における次の保険金
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、特定傷害診断保険金、人身傷害保険金、

葬祭費用保険金、特定疾病診断保険金、人身疾病保険金、がん特約の規定に従い
支払われるべき診断保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金および重度一
時金

ハ．自動車に関する補償における次の保険金
搭乗者傷害特約、人身傷害補償特約、自損事故傷害特約および無保険車事故傷
害特約の規定に従い支払われるべき保険金

ニ．その他、次の各保険金
レンタカー費用保険金、対人臨時費用保険金、生活賠償臨時費用保険金、借家修
理費用保険金、地震保険保険金、地震火災費用保険金、人身傷害諸費用補償特
約、事故・故障時諸費用補償特約、類焼損害担保特約（もしくは類焼損害等担保
特約）、地震危険等上乗せ担保特約、ファミリーバイク特約および火災・盗難時再
発防止費用補償特約の規定に従い支払われるべき保険金

� この特約の対象となるのは対象保険年度内に発生した事故により支払われるべき保
険金（ただし、翌保険年度以降の入院、通院等に対して支払われるべき保険金を除き
ます。）のみです。この特約の対象とならない保険金については２次免責金額を差し
引かずにお支払いします。
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内　容  

�8 重複危険免責特約
※保険期間（補償の対象となる期間）の初日が平成１９年１０月１日以降となる新規の引受
けを中止しております。ただし、既に本特約が付帯された補償が継続を迎える場合は、
継続日が平成１９年１０月１日以降であっても、重複保険契約の満期日（重複保険契約が
２つ以上の場合は最も遅い日）までは引き続き本特約を付帯してお引受けします。
� この特約が付帯された場合には、あらかじめこの特約の対象となる他の保険契約
（以下「重複保険契約」といいます。）を特定し、重複保険契約がないものとして算出
される保険金の額から、重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額を
差し引いた金額を保険金としてお支払いします。

重複危険免責特約が付帯された総合保険契約の保険金
＝［重複保険契約がないものとして算出される保険金の額］
－［重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額］

（例）
◇損害の額：１，０００万円
◇重複保険契約がないものとして算出される保険金の額：１，０００万円
◇重複保険契約からも重複して支払われるべき保険金の額：８００万円
�重複危険免責特約が付帯された総合保険契約の保険金：２００万円（＝１，０００万円－
８００万円）
※この特約のご契約時には、重複保険契約に関する次の事項について正確にお申出
ください。
・保険種目 ・保険会社 ・証券番号
・保険期間（補償の対象となる期間）
・保険の目的（契約の対象となる財物）
・被保険者（保険の補償を受けられる方）・保険金額（ご契約金額）
・付帯されている特約

� ご契約後にご注意いただきたいこと
この特約のご契約後、あらかじめご契約時にお申出いただいた重複保険契約の内容
に変更があった場合（重複保険契約が満期前に終了した、ご契約金額を変更した、な
ど）は、ただちにご契約の代理店または弊社までご通知ください。ご通知がなかった
場合、重複保険契約の内容に変更がなかったものとみなして保険金をお支払いしま
すので、十分な補償が得られないことがあります。
（例）
前記の例で、契約時にお申出いただいた重複保険契約について、罹災時点では既に
ご解約されていたにもかかわらず、その旨弊社宛にご通知いただかなかった場合、
お支払いする保険金の額は“２００万円”のままです。

��4 保保険険料料払払込込免免除除ににつついいてて

�1 障害状態（一般条項第４条（保険料払込の免除－その１））による場合
被保険者（保険の補償を受けられる方）が一般条項第４条に定める障害状態となった場
合には、障害状態となった日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき
保険料＊の払込みを免除します。
＊払込みが免除される保険料は当該被保険者（保険の補償を受けられる方）に係る次の
保険金（障害状態となった時点において支払責任を有するものに限ります。）に関する
保険料とします。
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、葬祭費用保険金、傷害入院保険金、傷害手
術保険金、傷害通院保険金、傷害入院初期保険金、特定傷害診断保険金、傷害一時
金払保険金、人身傷害保険金、疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病通院保険金、
疾病入院初期保険金、特定疾病診断保険金、人身疾病保険金、成人病入院特約、女
性医療特約およびがん特約の規定に従い支払われるべき保険金

�2 保険料払込免除特約による場合
被保険者（保険の補償を受けられる方）が責任開始期（保険期間（補償の対象となる期間）
の初日からその日を含めて、待機期間日数を経過した日の翌日の午前０時。）以後に保
険料払込免除特約第１条第１項の各号いずれかに定める免除事由に該当した場合には、
当該事由に該当した日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険
料＊の払込みを免除します。
＊払込みが免除される保険料は当該被保険者（保険の補償を受けられる方）に係る次の
保険金（免除事由に該当した時点において支払責任を有するものに限ります。）に関す
る保険料とします。

傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、葬祭費用保険金、傷害入院保険金、傷害
手術保険金、傷害通院保険金、傷害入院初期保険金、傷害一時金払保険金、人身
傷害保険金、疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病通院保険金、疾病入院初期
保険金、人身疾病保険金、成人病入院特約および女性医療特約の規定に従い支
払われるべき保険金

�3 保険料の払込みを免除できない主な事由
次に掲げる事由のいずれかによって所定の高度障害状態に該当した場合または傷害に
より所定の身体障害状態に該当した場合には、保険料の払込みを免除いたしません。
○保険契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意または重大な過失
○被保険者（保険の補償を受けられる方）の犯罪行為
○被保険者（保険の補償を受けられる方）の精神障害または泥酔の状態を原因とする事
故

総合保険の内容
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内　容  

○被保険者（保険の補償を受けられる方）が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故
○被保険者（保険の補償を受けられる方）が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相
当する運転をしている間に生じた事故
○地震もしくは噴火または津波。ただし、所定の高度障害状態または傷害により所定の身
体障害状態に該当した被保険者（保険の補償を受けられる方）の数の増加が、この保険
の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊社は、保険料の払込みを免除
することがあります。
○戦争その他の変乱。ただし、所定の高度障害状態または傷害により所定の身体障害状
態に該当した被保険者（保険の補償を受けられる方）の数の増加が、この保険の計算の
基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、弊社は、保険料の払込みを免除すること
があります。

総合保険の内容
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ご契約時 

��1 自自動動車車にに関関すするる補補償償のの引引受受条条件件ににつついいてて

�1 保険金額（ご契約金額）、支払限度額について
� 対人賠償責任
保険金額（ご契約金額）は、２，０００万円（１名につき）以上で、お決めください。ただし２
億円を超える場合には「無制限」となります。

� 対物賠償責任
保険金額（ご契約金額）は、１００万円（１事故につき）以上で、お決めください。ただし１
億円を超える場合には「無制限」となります。

� 自動車人身傷害（人身傷害補償特約）
保険金額（ご契約金額）は、被保険者（保険の補償を受けられる方）の年齢、収入、ご家
族の構成等に基づき、下表をご参考に、適正な金額をご設定ください。

※１ １名について２，０００万円以上１，０００万円単位の金額（ただし、２億円超は「無制限」）
でのお引受けとなります。なお、重度後遺障害（神経系統や胸腹部臓器の機能
に著しい障害を残し、常に介護を要する場合等をいいます。）の場合は、保険金
額（ご契約金額）の２倍の金額まで補償されます。

※２ 実際の損害額の算出は、裁判や示談による認定額の有無にかかわらず、約款に
基づき弊社が行わせていただきます。

年齢 被扶養者の有無 死亡された場合 重度後遺障害の場合

２５歳
あり ８，０００万円 １億５，０００万円

なし ７，０００万円 １億５，０００万円

３５歳
あり ８，０００万円 １億４，０００万円

なし ６，０００万円 １億４，０００万円

４５歳
あり ８，０００万円 １億４，０００万円

なし ６，０００万円 １億３，０００万円

５５歳
あり ６，０００万円 １億１，０００万円

なし ５，０００万円 １億１，０００万円

【総損害額の目安（年齢別・有職者の場合）】

� 自動車搭乗者傷害（搭乗者傷害特約）
イ．保険金額（ご契約金額）は、１名について２００万円以上でお決めください。
ロ．入院保険金日額および通院保険金日額は、前記イ．の保険金額（ご契約金額）に基
づき、弊社所定の方法で定める金額からお選びください。

� 車両損害

イ．運転中の自動車に関する補償
�イ 記名運転者（ご契約の運転者）について
１名ごとに保険金額（ご契約金額）を設定してください。
原則として、ご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の中で、最も
高い保険価額（時価）で設定してください。
ただし、記名運転者（ご契約の運転者）がもっぱら運転する、ご家族所有の自動
車のうち補償の対象となる自動車の保険価額（時価）が、これより低い場合に
は、その自動車の保険価額（時価）で設定いただくことができます。

�ロ 許諾運転者について
保険金額（ご契約金額）はご家族所有の自動車のうち補償の対象となる自動車
の中で、最も高い保険価額（時価）で設定してください。

ロ．保管中の自動車に関する補償
�イ 協定保険価額（時価）
補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式の自動車
の市場販売価格相当額を弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等
に従い、補償の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・年式
の自動車の市場販売価格相当額としてお決めいただきます。

�ロ 協定新価保険価額（新価）
ご契約の自動車により、協定新価保険価額は以下のとおりとなります。

ご契約の自動車 協定新価保険価額

�� 平成１５年７月
３１日以前にご契
約の自動車

ご契約の自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕
様・年式の自動車の新車販売価格相当額を弊社が別に
定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、補償
の対象となる自動車と同一の用途・車種・車名・型式
・仕様・年式の自動車の新車販売価格相当額としてお
決めいただいた額となります。

�� 平成１５年８月
１日以降にご契
約の自動車（車
両入替により入
替えられた自動
車を含みます。）

協定保険価額を、補償の対象となる自動車と同一の用
途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相
当額とみなして定めます。

※保険期間（補償の対象となる期間）満了後に補償が自動的に継続された場
合は、協定新価保険価額の取扱いも継続します。

�ハ 修理支払限度額
協定新価保険価額の取扱いにより、修理支払限度額は以下のとおりとなります。

�．ご契約時にご注意いただきたいこと
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協定新価保険価額 修理支払限度額

�� 前記�ロ－��に
該当する場合

協定保険価額の１．２倍または協定新価保険価額のいずれ
か低い方（５０万円を下回る場合は５０万円）となります。

�� 前記�ロ－��に
該当する場合

協定保険価額（５０万円を下回る場合は５０万円）となり
ます。

※保険期間（補償の対象となる期間）満了後に補償が自動的に継続された場
合は、修理支払限度額の取扱いも継続します。

�2 免許証の色、使用目的について
� 保険期間（補償の対象となる期間）の初日における記名運転者（ご契約の運転者）
となられた方の免許証の色（「グリーン」、「ブルー」、「ゴールド」）および当該免許
証の有効期限をお申し出ください。

� 使用目的（業務使用、通勤・通学使用、日常・レジャー使用）をお申し出ください。

使用目的 基 準

業務使用
ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補
償の対象となる自動車を定期的かつ継続して＊業務（仕事）に使用
する場合

通勤・通学使用

「業務使用」に該当せず、ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親
族）所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を定期的かつ継
続して通勤・通学（最寄り駅などへの送迎を含みます。）に使用す
る場合

日常・レジャー使用 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合
＊「定期的かつ継続して」とは、年間を平均して月１５日以上使用する場合をいいます。

� 上記に定める免許証の色または使用目的が事実と相違している場合には、保険金
をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。

�3 ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車について
� ご家族が所有する自動車の用途および車種が自家用８車種（自家用普通乗用車、
自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン
超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピング車））である自動車は、
原則としてそのすべてを補償の対象としてご契約いただくことになります。補償
の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告を
いただいていない自動車は補償の対象外となります。

� 補償の対象となるご家族所有の自動車については、１台毎に主たる運転者（プリ
ンシパル・ドライバー＝ＰＤ）を設定いただきます。設定された主たる運転者（プ
リンシパル・ドライバー＝ＰＤ）が日常主に運転される方以外である場合には、保

険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。

��2 建建物物・・収収容容動動産産損損害害にに関関すするる補補償償のの保保険険のの目目的的（（ごご契契約約のの対対象象ととななるる財財物物））ににつついいてて

�1 ご契約の対象となるもの
住居専用の建物（専用住宅）、店舗、事務所等と住居を併用している建物（併用住宅）およ
び専用店舗、事務所等ならびにこれらの建物に収容される家財、設備・什器等（設備・装置
・什器または備品をいいます。）の動産
※建物のみのご契約では、動産の損害は補償されません。建物とあわせてご契約くだ
さい。

�2 ご契約の対象とならないもの
自動車（自動三輪車および自動二輪車を含みます。）、通貨等、預貯金証書、商品、製品等
※通貨等、預貯金証書については、盗難による損害においてはご契約の対象となりま
す。

�3 保険申込書に明記しないとご契約の対象とならないもの
� １個または１組の価額が３０万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とうのよう

な貴重品、美術品
※ただし、ご契約者・被保険者（保険の補償を受けられる方）に故意または重大な
過失がなく明記されていない場合には、損害額を３０万円とみなして保険金をお
支払いします。（明記物件条項（貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い））

� 稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
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ご契約時  
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��3 傷傷害害・・疾疾病病にに関関すするる補補償償のの被被保保険険者者（（保保険険のの補補償償をを受受けけらられれるる方方））のの範範囲囲ににつついいてて

傷害・疾病に関する補償の被保険者（保険の補償を受けられる方）は、ご契約者、ご契約者の配
偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族または別居の未婚の子の中から、お選びいた
だき、お決めください。

��4 保保険険申申込込書書ににつついいてて
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項（告知事項）です。
保険申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認のうえ、署名、押印をお願いいたしま
す。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場合には、保険契約
を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありま
すので、ご注意ください。
� 特に、ご家族情報の生年月日、性別、ご住所、ご職業、免許証の色、自動車の使用目的、自
動車の補償の登録番号、仕様、車両所有者、主たる運転者、用途・車種、型式、初度登録年
月、排気量、盗難防止装置、保管場所、前契約情報、前契約事故件数、建物収容動産の補
償の物件種別、耐火基準、建物の構造・用法、建物内の職作業、傷害条項・疾病条項の被
保険者（保険の補償を受けられる方）本人等にご注意ください。

� 被保険者（保険の補償を受けられる方）が他の保険契約等＊を締結している場合は、「重
複契約に関する告知」欄にその内容を必ずご記入ください。

＊他の保険契約等とは、この保険契約と全部または一部について支払責任が同じである保険
契約や共済契約のことです。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確
認させていただくことがございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し
上げます。

��5 疾疾病病にに関関すするる補補償償のの「「告告知知」」（（健健康康状状態態告告知知書書））ににつついいてて
健康状態などは正しくお知らせください。傷病歴等がある方でも、特別な条件によってご契約
をお引受けできる場合があります。

※東京海上日動あんしん生命保険株式会社の生命保険を同時に申し込まれる場合には、当該
生命保険の「ご契約のしおり・約款」をあわせてご確認ください。

�1 告知義務について ～ご契約時にお知らせいただくこと
保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、疾病に
関する補償において初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが
無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。
ご契約にあたっては、必ず被保険者（保険の補償を受けられる方）となられる方ご自身が、
被保険者（保険の補償を受けられる方）の満年齢、性別、ご職業、健康状態等について、事
実をありのままに正確にご回答のうえ、署名・捺印してください。

�2 傷病歴等がある方への引受対応（特別条件）について ～傷病歴等がある方へのご対応
弊社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等の
お支払いが発生するリスクに応じた引受対応（特別条件付の引受）を行うことがあります。
ご契約をお断りすることもございますが、「特定疾病・部位不担保」という特別な条件をつ
けてお引き受けすることがあります。（傷病歴等がある方をすべてお断りするものでは
なく、また、傷病によっては特別な条件をつけずにお引き受けできる場合があります。）

�3 傷病歴、通院事実等を告知された場合 ～傷病歴等の告知があった場合のご対応
○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
○ご契約の引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさ
せていただきます。
・無条件でご契約をお引き受けさせていただく
・特別な条件（特定疾病・部位不担保）つきでご契約をお引き受けさせていただく
・今回の疾病に関する補償のお引受けはお断りさせていただく

�4 告知が事実と相違する場合 ～事実と異なる告知内容があった場合のご対応
告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金をお支払いできないこ
とがあります。なお、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の生命保険を同時に申し
込まれる場合も同様の取扱いとなります。
告知していただく内容は、告知書に質問事項として記載してあります。もし、これらについ
て、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを
告知された場合、責任開始日から２年以内であれば、弊社は「告知義務違反」としてご契
約または特約を解除することがあります。
・責任開始日から２年を経過していても、保険金の支払事由等が２年以内に発生してい
た場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生して
いても、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払込みを免除する事由
が発生していても、払込みを免除することはできません。（ただし、「保険金の支払事由
または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係に
よっては、保険金をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。）

ご契約時にご注意いただきたいこと
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ご契約時  
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この場合には、既に払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

○上記以外で、保険金をお支払いできない場合

なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約
の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療
水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意
に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取
消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる２年経過後にも取消しとなることがあり
ます。
・また、既に払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

○新たなご契約へお乗換えされる場合

「現在のご契約を解約・減額等をすることを前提に、新たなご契約」のお申込みをご検討
される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・被保険者（保険の補償を受けられる方）の健康状態等により、お断りをする場合や特別
条件付（特定疾病・部位不担保）でお引受けをさせていただく場合があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の保険料については、現在の
被保険者（保険の補償を受けられる方）の年齢等により計算されます。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の保険料の計算の基礎とな
る予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・一般の契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新
たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反に
よる解除の規定が適用されます。
また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての
詐欺の行為が適用の対象となります。
よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかっ
たり、その告知をされなかったために前記のとおり解除・取消しとなったり、保険金が
支払われない場合があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の責任開始期前の発病等の
場合、保険金が支払われない場合があります。

�5 ご契約の確認について ～ご請求内容等の確認をさせていただく場合
弊社の社員または弊社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求およ
び保険料の払込免除のご請求の際、申込内容や告知内容またはご請求内容等について
ご確認させていただく場合があります。

��6 ごご契契約約のの取取消消しし・・無無効効・・重重大大事事由由にによよるる解解除除ににつついいてて

�1 ご契約時にご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）に詐欺または脅迫の
行為があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。

�2 以下に該当する事由がある場合は、ご契約は無効になります。
� ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に
取得させる目的をもっていた場合

� 保険契約者以外の方を被保険者（保険の補償を受けられる方）とするご契約につい
て死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者（保険の補償を受けら
れる方）の同意を得なかった場合。（ただし、指定した保険金受取人が被保険者（保険
の補償を受けられる方）または被保険者の法定相続人である場合を除きます。）

�3 以下に該当する事由がある場合には、弊社はご契約を解除することができます。
・ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）が、弊社にこの保険契約に基づ
く保険金を支払わせることを目的として損害、傷害または疾病を生じさせたとき。
・この保険契約に基づく保険金または保険料払込の免除の請求に関して詐欺の行為があ
ったとき。 等

��7 質質権権設設定定時時のの保保険険証証券券のの質質権権者者へへのの送送付付ににつついいてて
質権を設定される場合には、特段のお申し出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証
券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に証券（本紙）を送付いたしま
すので、ご了承ください。

ご契約時にご注意いただきたいこと
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ご契約後 

ご注意

��1 ごご契契約約内内容容にに変変更更がが生生じじたた場場合合等等

�1 ご契約後の変更などのご通知（通知義務）
申込書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契
約の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除することが
あります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注
意ください。
なお、お引受けする補償（リスク）によっては、☆が付された事項が通知事項にあたらな
い場合もあります。補償（リスク）ごとの通知事項は、「�5 告知事項・通知事項 一覧」を
ご参照ください。
※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご契約内容が変更になる
こと等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時
以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。

�2 その他ご契約後の変更等のご連絡について
� 自動車に関する補償
以下のようなご契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または弊
社にご連絡ください。
・補償の対象となる自動車を譲渡する場合（補償の対象となる自動車を譲渡され
た場合、このご契約に関する権利および義務は、自動的に譲受人に移りません。）
・ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象となる自
動車を、新たに取得した自動車に変更する場合や、ご家族所有の自動車のうち補
償の対象となる自動車の廃車・譲渡等に伴い既に所有する別の自動車に変更す
る場合
・ご家族所有の自動車を追加する場合
・ご家族所有の自動車から補償の対象外とする自動車を設定する場合

� お住まいと家財など（建物・収容動産損害）に関する補償
以下のようなご契約内容の変更にあたっては、遅滞なくご契約の代理店または弊社
にご連絡ください。
・補償の対象となる建物またはその収容動産を譲渡する場合（このご契約に関する
権利および義務を併せて譲渡する場合は、あらかじめご連絡ください。）
・補償の対象となる建物の増築、改築等によって保険の目的の価額が増加または減
少した場合

� ケガや病気（傷病・疾病）に関する補償
死亡保険金受取人を変更する場合は、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
この場合、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に変更するときは、必ず被保険
者（保険の補償を受けられる方）の同意が必要です。

� 上記�～�共通
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡
ください（自動車に関する補償をお引き受けしている場合には、ご住所は通知事項
となります。）。

�3 ご契約者が死亡された場合のお取扱い
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用
される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転します。

�4 保険証券の保管
保険証券は大切に保管ください。

�5 告知事項・通知事項 一覧
告知事項・通知事項は、お引受けする補償ごとに異なります。下表をご確認ください。
なお、申込書等の各補償に関するページに記載の★または☆が付された事項は、その補
償をお引受けする場合にのみ告知事項または通知事項となります。また、ご契約後に契
約内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告
知事項または通知事項となります。

正しく告知・通知いただけない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解
除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

補償 告知事項・通知事項 申込書等の
掲載頁 補償 告知事項・通知事項 申込書等の

掲載頁

自動車に関する
補償

★生年月日

ご家族情報
自動車に関する
補償

☆盗難防止装置

自動車の補償
★性別 ☆保管場所

☆ご住所 ☆前契約情報

★免許証の色 ☆前契約事故件数

☆自動車の使用目的

お住まいと家財
など（建物・収
容動産損害）に
関する補償

☆物件種別

建物収容動産
の補償

☆登録番号

自動車の補償

☆耐火基準

★仕様 ☆建物構造

☆車両所有者 ☆建物区分

☆主たる運転者 ☆建物内の職作業

☆用途・車種 ケガや病気（傷
害・疾病）に関
する補償

★生年月日

ご家族情報☆型式 ★性別

★初度登録年月 ★ご職業

☆排気量

※上記のすべての補償について、「重複契約に関する告知」についても告知事項（★）となりま
す。

�．ご契約後にご注意いただきたいこと
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��2 補補償償のの継継続続ににつついいてて

�1 傷害・疾病に関する補償の一部（保険期間（補償の対象となる期間）を「終身」でご契約の
場合、または保険期間（補償の対象となる期間）２年以上の契約において当該期間より短
い保険料払込期間でご契約されたとき等）を除き、保険期間満了日の属する月の前月１０
日までに、ご契約者からの当該補償を継続しない旨のお申し出または弊社からご契約者
への当該補償を継続しない旨の通知がない限り、各補償は保険期間満了日に自動的に継
続されます。

�2 傷害・疾病に関する補償の一部の保険金（疾病入院保険金、特定疾病診断保険金、疾病入
院初期保険金、疾病通院保険金、人身疾病保険金、成人病入院保険金、女性入院保険金
ならびにがん特約の通院保険金および重度一時金）については、継続した場合でも、保険
期間（補償の対象となる期間）を通じての支払限度は、初めてご契約された補償および継
続されたすべての補償を通じて適用されます。

�3 継続後の内容は継続前と原則同一ですが、補償内容等の改定または条件により内容を変
更して継続することや補償が継続されないことがあります。（詳細は下記�4 ～�8 をご
参照ください。）
保険料は、継続日現在の補償ごとに保険の目的（ご契約の対象となる財物）の価額の変
動、無事故実績、年齢および保険料率等によって計算します。したがって、当該補償の継
続後の保険料は、継続前の保険料と異なることがあります。
また、自動車に関する補償の料率クラスにおいて、ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親
族）所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の用途・車種が自家用普通乗用車もし
くは自家用小型乗用車の場合、損害保険料率算出機構が定めた料率クラスを使用して保
険料を算出しております。料率クラスは型式毎の保険成績に基づき年１回見直すため、
補償内容や無事故割引・割増が同一でも、料率クラスの変更に伴い保険料が前年と異な
る場合があります。

�4 弊社が普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等を改定した場合に
は、継続後の補償については継続日における制度または保険料率等が適用されます。こ
の結果、継続前の内容とは異なる内容で継続されることや補償の継続のお取扱いを行え
ないことがありますのでご了承ください。

�5 上記�1 ～�4 によって補償内容が継続された場合の告知については、次のとおりとしま
す。
� ご契約の保険証券等に記載された告知義務に定める告知事項に対する告知内容に

変更があったときは、弊社からの求めに応じ、ご契約者または被保険者（保険の補償
を受けられる方）は、そのことを意思表示期限までに弊社に告げなければなりませ

ん。
� ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）が上記�の告知を行わなか
った場合には、ご契約者および被保険者（保険の補償を受けられる方）がご契約の告
知と同一内容を継続後の契約について改めて告知したものとみなして継続します。

� 疾病条項においては、被保険者（保険の補償を受けられる方）の身体障害の発生の
有無については告知事項とはしません。ただし、継続される場合においても継続前
の補償において告知義務違反等による解除があるときは、継続後の補償を解除する
ことができます。

�6 傷害・疾病に関する補償の一部については、「低解約返れい金割合」（「低返れい割合」）を
３０％から０％に変更して継続されます。「低解約返れい金割合」を３０％から０％に変更し
て継続される「傷害・疾病に関する補償の一部」とは、疾病入院保険金、疾病手術保険金、
特定疾病診断保険金、疾病入院初期保険金、疾病通院保険金、成人病入院特約、女性医
療特約またはがん特約の規定により支払われるべき保険金のうち、保険期間（補償の対
象となる期間）開始日が平成１５年２月２８日以前でかつ保険期間（補償の対象となる期
間）２年以上の補償をいいます。

�7 傷害・疾病に関する補償の保険期間満了の日の翌日における被保険者（保険の補償を受
けられる方）の年齢が次の年齢を超えるときは、補償の継続のお取扱いを行いません。
また、傷害・疾病に関する補償の継続後の保険期間（補償の対象となる期間）を継続前の
保険期間（補償の対象となる期間）と同一とした場合に、保険期間満了の日における被保
険者（保険の補償を受けられる方）の年齢が次の年齢を超えるときは、保険期間（補償の
対象となる期間）を短縮して継続します。これらの場合、弊社よりその旨をご通知させて
いただきますのでご了承ください。
� 傷害所得補償保険金または疾病所得補償保険金：７０歳
� 人身疾病保険金：７９歳
� 上記�・�以外の傷害・疾病に関する補償：９０歳

�8 保険料払込免除特約により保険料の払込みが免除されている補償については、継続後の
補償の保険料を払い込みいただける場合に限り、補償の継続のお取扱いを行います。

��3 積積立立期期間間満満了了時時返返れれいい金金等等ののごご請請求求のの手手続続ききににつついいてて

�1 積立期間満了時返れい金および無効・失効・解除の場合の返れい金のご請求にあたって
は、次に掲げる書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。
� 弊社の定める請求書
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ご契約後  

� 保険証券
� ご契約者の印鑑証明書
※上記以外の書類を提出していただくことがあります。

�2 ご契約者が上記�1 の書類を提出されないとき、または提出書類に知っている事実を記
載されなかったり、事実と相違することを記載されたときは、積立期間満了時返れい金お
よび無効・失効・解除の場合の返れい金をお支払いできませんので、ご注意ください。

�3 積立期間満了時返れい金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。

��4 重重複複保保険険契契約約のの内内容容のの変変更更ににつついいてて
重複危険免責特約のご契約後、あらかじめ特定したこの特約の対象となる他の保険契約（重
複保険契約）の内容に変更があった場合は、ただちにご契約の代理店または弊社にご通知く
ださい。ご通知がないと十分な補償が得られないことがあります。詳しくは、�．総合保険の内
容 ３．補償内容 �8 重複危険免責特約をご参照ください。

��5 リリザザルルトトレレーーテティィンンググ制制度度

�1 総合保険のご契約では、自動車に関する補償について、記名運転者（ご契約の運転者）１
名ごとおよび許諾運転者ごとに、前の保険年度（総合保険の保険年度をいいます。以下、
同様とします。）の保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数および支払保険金＊１

の大小を保険料に反映させるリザルトレーティング制度が採用されています。
初めて自動車に関する補償に加入され、割増引を継承する自動車保険契約等もない場
合には、記名運転者（ご契約の運転者）のうちで最も若年の方の年齢に応じた保険料を適
用いたします。
割増引を継承すべき自動車保険契約が解除された場合には、割引を継承できません。ま
た、新たなご契約を締結の後に割増引を継承すべき自動車保険契約が解除された場合
も同様です（割引を訂正し、差額保険料を請求させていただきます。）。
自動車に関する補償にご加入後１年間＊２無事故の場合、次の保険年度は保険料が割引と
なります。その後も、無事故年数に応じて割引が進行します。また、事故を起こされた場合、
次の保険年度は（現在の保険料に対して）割増が適用されます（なお、事故によっては割
増されない場合あるいは事故としてカウントしない場合もありますので、詳しくは、ご契
約の代理店または弊社におたずねください。）。

＊１ ２次免責金額特約が付帯されていて保険金が支払われた場合は、この特約が付
帯されなかったとした場合の保険金合計（自動車に関する補償以外の保険金も含
みます。）に対するリザルトレーティング制度において支払保険金の大小を保険料
に反映させる保険金の割合により割増引算出に用いる支払保険金の額を調整し
ます。対象保険年度（この特約が対象とする期間）内に事故が複数件あり、２回目
以降の事故によって２次免責金額を上回った場合においても、支払保険金の額を
計算するために通算された事故については、そのすべてを事故件数にカウントし
ます。

＊２ 自動車に関する補償に加入される時期によっては、次の保険年度に反映させる事
故の有無をみる期間が１年未満となるケースもあります。

※ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象となる自動車
を解約し自動車保険契約に移行する場合の等級（無事故割引・割増）については、総合
保険の各保険年度を自動車保険とみなして決定されます。結果として、総合保険の自
動車に関する補償への加入、自動車保険への移行のタイミングによっては、自動車保
険をご継続いただいていた場合に比べて等級（無事故割引・割増）の進行が遅れるこ
とがありますのでご了承ください。なお、弊社以外の保険会社の自動車保険契約に移
行される場合には、上記のお取扱いが異なることがございますので、お手数ですがお
客様ご自身で直接ご確認いただきますようお願い申し上げます。

�2 一時的に自動車に関する補償を中断した場合のお取扱いについて
ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象となる自動車を
廃車・譲渡・リース業者へ返還した場合、車検が切れたため使用しなくなった場合、道路運
送車両法第１６条の規定による一時抹消登録（軽自動車の場合は一時使用中止による届
出済証の返納）したため使用しなくなった場合、ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）
所有の自動車のうち補償の対象となる自動車の廃車・譲渡・返還にともない他のご家族
（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車と入替を行った場合、あるいは、記名運転
者（ご契約の運転者）の海外渡航に伴い、一時的に自動車に関する補償を中断された場
合（ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象となる自動
車が複数ある場合で、そのうちの一部の自動車についての補償を中断する場合を含み
ます。）、中断後の新たな自動車に関する補償に、中断前の割増引を反映できる場合があ
りますので、ご契約の代理店または弊社に必ずご通知ください。
なお、中断制度の改定に伴い、既に中断証明書をお持ちの方につきましては、お手持ちの
中断証明書の記載内容にかかわらず、中断制度が適用できる場合がございます。詳しく
はご契約の代理店または弊社までお問い合わせください。

ご契約後にご注意いただきたいこと

ご
契
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事　故 

��1 ままずず、、ごご連連絡絡をを（（連連絡絡先先はは巻巻末末ををごご覧覧くくだだささいい））

�1 事故が発生した場合には、まず被害者（相手方等）の救護措置をとり、もよりの警察署への
届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、ただちにご契
約の代理店または弊社にご連絡ください。
（弊社では損害サービススタッフを全国に配置しております。連絡先については巻末をご
参照ください。）
なお、自動車に関する補償における人身事故の場合には、警察署への届け出にあたり、人
身事故である旨正しく届け出をしていただくようお願いいたします。
※補償を受けられる方に責任が全くない「もらい事故」の場合にもご連絡ください。

�2 その後、遅滞なく書面等により次の事項をお知らせください。
� 事故の状況
� 被害者の住所および氏名
� 目撃者のある場合は、その住所および氏名
� 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないときは、原則としてご通知がないことにより弊社が被る損害額
を控除して保険金をお支払いします（自動車に関する補償における対人事故につい
ては事故の発生の日の翌日から起算して６０日以内にこれらの事項を必ずご通知く
ださい。）。

�3 傷害・疾病に関する補償の被保険者（保険の補償を受けられる方）が保険金の支払事由
に該当したときは、ご契約者、被保険者（保険の補償を受けられる方）または保険金受取
人（これらの方の代理人を含みます。）は保険金の支払事由が生じた日からその日を含め
て３０日以内に、疾病または傷害の内容および程度等の詳細を弊社へご通知ください。ま
た、保険金をご請求いただいた場合、弊社の指定した医師による診断書の提出を求める
ことがあります。

�4 正当な理由がなくて、弊社にご通知のない場合や通知内容について知っている事実を告
げなかったり事実と相違することを告げたときは、保険金をお支払いできないことがあ
りますのでご注意ください。

��2 必必ずずごご相相談談をを
次の場合は事前に弊社にご相談ください。

�1 事故にあった自動車を修理される場合
修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認する前に修理に着手
された場合、または補修可能な部品（バンパー等）の損傷にも関わらず部品交換による修
理をされた場合には、保険金の一部が支払われないことがあります（樹脂製バンパーは
軽度の損傷なら補修して使えます。）。

�2 被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社の
承認を得てください。弊社が承認しないうちにご契約者（被保険者（保険の補償を受けら
れる方））ご自身で被害者と示談をされた場合には、保険金の一部または全部が支払われ
ないことがあります。

�3 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金の一部または全部をお
支払いできないことがあります。

�4 建物・収容動産損害時諸費用、被害事故費用、ストーカー対策費用等を支出される場合
これらの費用の支出にあたっては、事前に弊社にご相談ください。
弊社の承認なく支出された費用に対しては、保険金が支払われないことがありますので
ご注意ください。

��3 保保険険金金ごご請請求求のの手手続続きき

�1 保険金のご請求にあたっては、弊社所定の書類＊を提出していただきますので、ご契約の
代理店または弊社にお問い合わせください。
＊交通事故証明書を忘れずに
自動車事故による保険金の請求にあたっては、原則として自動車安全運転センターの
発行する交通事故証明書（自動車に関する補償における人身事故の場合は必ず人身
事故扱いの交通事故証明書）を提出していただくことになります。
お客様に代わって交通事故証明書の取付を行う「交通事故証明書取付サービス」がご
ざいますので、弊社損害サービス課・センターにお問い合わせください（連絡先につ
いては〈巻末〉をご参照ください。）。
なお、この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届け出がありませんと発行され
ませんので、事故が起こった場合には警察署への届け出を行ってください。

�．事故が起こったときの手続き（保険金ご請求の手続き）
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ご注意 ご注意

保険金または損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられておりますの
でご注意ください。

�2 被保険者（保険の補償を受けられる方）または保険金受取人が上記�1 の書類を提出さ
れないとき、または提出された書類について知っている事実を記載されなかったり、事
実と相違することを記載されたときは、保険金をお支払いできませんのでご注意くださ
い。

�3 被保険者（保険の補償を受けられる方）に保険金を請求できない事情があり、保険金のお
支払いを受けるべき被保険者（保険の補償を受けられる方）の代理人がいない場合は、
被保険者（保険の補償を受けられる方）の配偶者または３親等内のご親族のうち弊社所
定の条件を満たす方が、被保険者（保険の補償を受けられる方）の代理人として保険金を
請求できる場合があります。詳細は、ご契約の代理店または弊社までお問い合わせくだ
さい。本内容については、ご対象の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。

��4 賠賠償償事事故故のの解解決決ののたためめにに弊弊社社がが行行うう手手続続ききおおよよびび援援助助等等

�1 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助
賠償事故の場合、被保険者（保険の補償を受けられる方）のお申し出があり、かつ、被害者
の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者（保険の補償を受けられる方）のため
に示談交渉をお引き受けいたします。この場合、弊社の選任した弁護士が被害者との交
渉にあたることがあります（自動車に関する補償における対物事故の場合には、日本損害
保険協会に登録されている物損事故調査員が弁護士を補助し、その指示に従って事故処
理にあたることがあります。）。

次の場合には、弊社は被害者と示談交渉することができません。
� 保険金をお支払いすることのできない事故
� 損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払額内でおさまる事故＊１

� 損害賠償額が明らかに保険金額（ご契約金額）を超える事故
� 損害賠償額が明らかに保険証券記載の免責金額内でおさまる事故
� 補償の対象となる自動車に自賠責保険が付いていない場合＊１

� 被保険者（保険の補償を受けられる方）が正当な理由なく弊社への協力を拒まれ
た場合
� 弊社が示談交渉を行うことについての被害者の同意が得られない場合
� ご家族（ご契約者、配偶者、同居の親族）所有の自動車のうち補償の対象となる自
動車の排気量または新車価額について、保険申込書等に知っている事実を記載さ
れなかったり、または事実と相違することを記載された場合や変更についてご通知
がない場合＊２

上記�～�を含め、被保険者（保険の補償を受けられる方）ご自身が被害者と示談交
渉される場合にも、弊社は交渉の円滑な進め方やその内容についてのご相談、示談書
の作成についての援助など解決のためのお手伝いをします。なお、示談の斡旋につい
ては交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターをご利用いただくこ
ともできます。
＊１ 自動車に関する補償のうち対人賠償責任
＊２ 自動車に関する補償のうち対人賠償責任、対物賠償責任

�2 示談・訴訟の場合の費用のお取扱い
� ご契約者ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用（交通費等）
� 示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判に持ち込まれたときの訴訟費用
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。

�3 被害者からの直接請求制度
賠償事故で弊社が被保険者（保険の補償を受けられる方）に保険金をお支払いできると
きは、その金額の範囲内で被害者は損害賠償額を直接弊社に請求できます。
被害者が、損害賠償額を直接弊社へ請求された場合には、弊社は被保険者（保険の補償
を受けられる方）の同意を得たうえで、被害者との示談交渉によって被保険者（保険の補
償を受けられる方）の負担する損害賠償責任の額を確定するとともに、損害賠償額を被
害者にお支払いいたします。

ご
契
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し
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り
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名称 所 在 地 電話番号 名称 所 在 地 電話番号

札幌 札幌市中央区北一条西７‐１‐２ ０１１（２９０）１８８１ 福井 福井市中央３‐６‐２ ０７７６（２２）３２８２

青森 青森市橋本２‐１９‐３ ０１７（７２２）１０２５ 大津 大津市中央３‐１‐８ ０７７（５２５）３９５４

盛岡 盛岡市中央通り２‐２‐５ ０１９（６５１）４４９５ 京都 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５２ ０７５（２１１）９６０１

秋田 秋田市山王２‐１‐４３ ０１８（８２３）５９２２ 大阪 大阪市中央区北浜２‐６‐２６ ０６（６２０２）２６４０

仙台 仙台市青葉区一番町１‐３‐１ ０２２（２２３）９２２２ 奈良 奈良市大宮町６‐２‐１９ ０７４２（３５）１７５１

山形 山形市香澄町３‐１‐７ ０２３（６３３）０５８９ 和歌山 和歌山市美園町３‐３２‐１ ０７３（４３１）６２９０

郡山 郡山市駅前２‐１０‐１５ ０２４（９３３）４８５０ 神戸 神戸市中央区御幸通４‐２‐２０ ０７８（２２２）７２２０

新潟 新潟市中央区本町通七番町１０８２ ０２５（２２８）８２３３ 鳥取 鳥取市今町１‐１０３ ０８５７（２４）４２３３

水戸 水戸市三の丸１‐４‐７３ ０２９（２２６）１６９３ 松江 松江市御手船場町伊勢宮５６５‐８ ０８５２（２４）２１６５

宇都宮 宇都宮市大通り１‐４‐２２ ０２８（６２１）６４６３ 岡山 岡山市幸町８‐２２ ０８６（２３２）７０２０

前橋 前橋市南町３‐９‐５ ０２７（２２３）２３１６ 広島 広島市中区紙屋町１‐２‐２９ ０８２（２４７）５００３

さいたま さいたま市中央区上落合１‐１２‐１６ ０４８（８５４）９４６３ 山口 山口市泉都町７‐１１ ０８３（９２５）０９９９

千葉 千葉市中央区弁天１‐１５‐３ ０４３（２８４）７９５５ 高松 高松市塩屋町１０‐１ ０８７（８２１）０３８９

甲府 甲府市丸の内３‐１‐６ ０５５（２２８）８３３５ 徳島 徳島市八百屋町２‐７ ０８８（６２２）５２７９

長野 長野市南千歳１‐１５‐３ ０２６（２２６）３５８２ 松山 松山市三番町４‐１２‐７ ０８９（９４５）２３３５

立川 立川市曙町２‐３５‐２ ０４２（５２５）９２１６ 高知 高知市堺町２‐２６ ０８８（８２５）０３１８

東京 千代田区神田淡路町２‐７ ０３（３２５５）１３７７ 福岡 福岡市中央区大名２‐４‐３０ ０９２（７１３）７３１８

横浜 横浜市西区北幸１‐４‐１ ０４５（３２３）６２１１ 佐賀 佐賀市駅前中央１‐４‐８ ０９５２（２９）８７６８

静岡 静岡市葵区呉服町１‐１‐２ ０５４（２５２）３３３４ 長崎 長崎市万才町３‐５ ０９５（８２４）２５７１

名古屋 名古屋市中区錦３‐２３‐３１ ０５２（９７１）７１６１ 大分 大分市都町１‐１‐２３ ０９７（５３６）５０４３

岐阜 岐阜市橋本町２‐２０ ０５８（２５２）７５１３ 熊本 熊本市辛島町８‐２３ ０９６（３２４）８７４０

四日市 四日市市諏訪栄町１‐１２ ０５９（３５３）５９４６ 宮崎 宮崎市広島１‐１８‐１３ ０９８５（２８）１１９９

富山 富山市桜橋通１‐１８ ０７６（４３２）２２９４ 鹿児島 鹿児島市中央町１２‐２ ０９９（２５２）３４６６

金沢 金沢市南町５‐１６ ０７６（２３２）０２１４ 沖縄 那覇市久米２‐２‐２０ ０９８（８６８）８９５０

（２００９年６月現在）��5 そそのの他他

�1 被害者には誠意をもって
対人事故（歩行者や他の自動車に乗車している人等を死傷させた場合）または対物事故
（他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合）が発生した場合には、被害
者に対するお見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり被害者に対して
誠意をつくすことが、円満に解決するためには何よりも必要です。

�2 自動車に関する補償における保険金の自賠責保険との一括払い
自動車に関する補償における対人事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者（保
険の補償を受けられる方）からこの保険の保険金と自賠責保険金（既に支払われた保険
金を除きます。）とを同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いいたします。
この場合、自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも、弊社はその自賠責保
険金を立替えて一括払を行います。

�3 自動車に関する補償における保険金の内払い
自動車に関する補償における対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、
示談成立前でも被保険者（保険の補償を受けられる方）が負担すべき被害者の治療費、
看護料および休業損害（自賠責保険で支払い済みの額を除きます。）について、必要書類
が整いしだい、内払金をお支払いできます。また人身傷害事故の場合も保険金の内払い
制度がございます。

�4 自動車に関する補償等についてのご相談またはご意見の受付
自動車に関する補償および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不明な点またはご
不満な点がある場合には、弊社の全国営業・サービス網のほか、次のような各種の交通
事故相談機関が設置されており、無料でご相談等に応じておりますので、あわせてご利用
ください。なお、これらの設置場所および連絡先については、小冊子を用意いたしており
ますので、弊社の全国営業・サービス網にお問い合わせください。
１．自動車保険請求相談センター
日本損害保険協会が全国４８か所に設置しており、自動車に関する保険の内容、保険金
請求手続き等について、ご説明、ご相談を行っています。

２．そんがいほけん相談室
日本損害保険協会が全国１１か所に設置しており、自動車保険および自賠責保険を含
めて損害保険全般について、ご説明、ご相談およびご意見の受付を行っています。
また、上記のほか各都道府県の交通事故相談所、全日本交通安全協会の交通事故相
談所等があります。

●自動車保険請求相談センター

�5 自動車に関する補償等についての中立の第三者機関による示談斡旋制度
弊社がお支払いする賠償保険金または損害賠償額について、万一にもご不満が生じたと
きには、中立でしかも独立した次の機関をご利用いただくことができます。
１． 財団法人日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターの相談所が次表の場所を含め全国１５４か所（各弁護士
会内等）に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋
を無料で行っています。
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事　故  

（２００９年６月現在）

相談所名 所 在 地 電話番号

本 部 千代田区霞が関１‐１‐３ 弁護士会館１４階 ０３（３５８１）４７２４

札 幌 札幌市中央区北１条西１０丁目 札幌弁護士会館２階 ０１１（２５１）７７３０

岩 手 盛岡市大通１‐２‐１ サンビル２階 弁護士会内 ０１９（６２３）５００５

仙 台 仙台市青葉区一番町２‐９‐１８ 弁護士会館内 ０２２（２２３）２３８３

山 形 山形市七日町２‐７‐１０ NANA-BEANS８階 ０２３（６３５）３６４８

水 戸 水戸市大町２‐２‐７５ 弁護士会館内 ０２９（２２１）３５０１

栃 木 宇都宮市小幡２‐７‐１３ 弁護士会館内 ０２８（６２２）２００８

前 橋 前橋市大手町３‐６‐６ 弁護士会内 ０２７（２３４）９３２１

埼 玉 さいたま市浦和区高砂４‐２‐１ 浦和高砂パークハウス１階 埼玉弁護士会 法律相談センター内 ０４８（７１０）５６６６

千 葉 千葉市中央区中央４‐１３‐１２ 弁護士会内 ０４３（２２７）８５３０

東 京 千代田区霞が関１‐１‐３ 弁護士会館３階 ０３（３５８１）１７８２

横 浜 横浜市中区日本大通９ 弁護士会内 ０４５（２１１）７７００

山 梨 甲府市中央１‐８‐７ 弁護士会内 ０５５（２３５）７２０２

新 潟 新潟市中央区学校町通一番町１ 弁護士会内 ０２５（２２２）３７６５

富 山 富山市長柄町３‐４‐１ 弁護士会内 ０７６（４２１）４８１１

福 井 福井市宝永４‐３‐１ 三井生命ビル７階 弁護士会内 ０７７６（２３）５２５５

岐 阜 岐阜市端詰町２２ 弁護士会内 ０５８（２６５）００２０

静 岡 静岡市葵区追手町１０‐８０ 弁護士会内 ０５４（２５２）０００８

沼 津 沼津市御幸町２１‐１ 弁護士会支部内 ０５５（９３１）１８４８

浜 松 浜松市中区中央１‐９‐１ 弁護士会支部内 ０５３（４５５）３００９

名 古 屋 〔相談〕名古屋市中区栄４‐１‐１ 中日ビル３階 栄法律相談センター
〔示談斡旋〕名古屋市中区三の丸１‐４‐２ 弁護士会館内

０５２（２５２）００４４
０５２（２２１）７０９７

三 重 津市中央３‐２３ 弁護士会内 ０５９（２２８）２２３２

京 都 京都市中京区富小路通丸太町下ル 弁護士会内 ０７５（２３１）２３７８

大 阪 大阪市北区西天満１‐１２‐５ 弁護士会内 ０６（６３６４）８２８９

神 戸 神戸市中央区東川崎町１‐１‐３ 神戸クリスタルタワー１３階 弁護士会分館内 ０７８（３４１）１７１７

相談所名 所 在 地 電話番号

奈 良 奈良市中筋町２２‐１ 弁護士会内 ０７４２（２６）３５３２

岡 山 岡山市南方１‐８‐２９ 弁護士会内 ０８６（２２３）４４０１

広 島 広島市中区基町６‐２７ 広島そごう新館６階 紙屋町法律相談センター内 ０８２（２２５）１６００

高 松 高松市丸の内２‐２２ 弁護士会内 ０８７（８２２）３６９３

愛 媛 松山市三番町４‐８‐８ 弁護士会内 ０８９（９４１）６２７９

高 知 高知市越前町１‐５‐７ 弁護士会内 ０８８（８２２）４８６７

福 岡 福岡市中央区渡辺通５‐１４‐１２ 南天神ビル５階 ０９２（７４１）３２０８

北 九 州 北九州市小倉北区金田１‐４‐２ 北九州法律相談センター内 ０９３（５６１）０３６０

佐 賀 佐賀市中の小路４‐１６ 弁護士会内 ０９５２（２４）３４１１

熊 本 熊本市水道町１番２３号 加地ビル３階 ０９６（３２５）０００９

鹿 児 島 鹿児島市易居町２‐３ 弁護士会内 ０９９（２２６）３７６５

那 覇 那覇市楚辺１‐５‐１７ プロフェスビル那覇２０３号室 ０９８（８３５）４３４３

名称 所 在 地 電話番号

東京本部 新宿区西新宿２‐６‐１ 新宿住友ビル４４階 ０３（３３４６）１７５６

札幌支部 札幌市中央区北１条西１０丁目 札幌弁護士会館４階 ０１１（２８１）３２４１

仙台支部 仙台市青葉区中央２‐２‐１ 仙台三菱ビル４階 ０２２（２６３）７２３１

名古屋支部 名古屋市中村区名駅南２‐１４‐１９ 住友生命名古屋ビル２４階 ０５２（５８１）９４９１

大阪支部 大阪市中央区北浜２‐５‐２３ 小寺プラザビル４階南側 ０６（６２２７）０２７７

広島支部 広島市中区立町１‐２０ 広島立町NOFビル５階 ０８２（２４９）５４２１

高松支部 高松市丸の内２‐２２ 香川県弁護士会館３階 ０８７（８２２）５００５

福岡支部 福岡市中央区天神１‐９‐１７ ダヴィンチ福岡天神１０階 ０９２（７２１）０８８１

さいたま相談室 さいたま市大宮区吉敷町１‐７５‐１ 太陽生命大宮吉敷町ビル２階 ０４８（６５０）５２７１

金沢相談室 金沢市本町２‐１１‐７ 金沢フコク生命駅前ビル１２階 ０７６（２３４）６６５０

（２００９年６月現在）

２． 財団法人交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被
害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を行っています。

●財団法人 日弁連交通事故相談センター（示談の斡旋をしている主な相談所）

●財団法人 交通事故紛争処理センター

事故が起こったときの手続き（保険金ご請求の手続き）
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地震保険 

��1 地地震震保保険険のの内内容容

�1 地震保険の対象（地震約款第４条）
� 対象となるもの（保険の目的（ご契約の対象となる財物））

・居住用建物（住居のみに使用される建物および併用住宅）
・居住用建物に収容されている家財（生活用動産）

� 対象とならないもの

・店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業
用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属、宝石、書画、骨とう等で１個または１組の価額が３０万円を超えるもの
・稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

※セットでご契約いただく総合保険の対象に含めている場合であっても、地震保険で
は対象となりません。

�2 地震保険の補償内容（地震約款第２条・第５条）
地震・噴火またはこれらによる津波（以下、「地震等」といいます。）を原因とする火災、損
壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

損害の程度 お支払いする保険金

建
物

全損のとき 建物の地震保険金額の全額 ［時価限度］

半損のとき 建物の地震保険金額の５０％ ［時価の５０％限度］

一部損のとき 建物の地震保険金額の５％ ［時価の５％限度］

家
財

全損のとき 家財の地震保険金額の全額 ［時価限度］

半損のとき 家財の地震保険金額の５０％ ［時価の５０％限度］

一部損のとき 家財の地震保険金額の５％ ［時価の５％限度］

※以上の損害に至らない場合は、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記「２．損害の認定基準につい
て」をご参照ください。

１回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が５兆５，０００億円（平成２２
年１月現在）を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額
に削減されることがあります。（地震約款第７条）

お支払いする保険金＝全損、半損または一部損の算出保険金

×
５兆５，０００億円
算出保険金総額

�3 保険金をお支払いできない主な場合（地震約款第３条）
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して１０
日を経過した後に生じた損害や、保険の目的（ご契約の対象となる財物）の紛失・盗難の
場合には保険金をお支払いできません。

��2 損損害害のの認認定定基基準準ににつついいてて
前記１．�2 の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次の
とおり行います。

�1 建物の「全損」「半損」「一部損」

認定の基準（�、�または�）

損害の程度 � 主要構造部＊１（軸組、
基礎、屋根、外壁等）
の損害額

� 焼失または流失し
た床面積

� 床上浸水

全損＊２ 建物の時価の５０％以上 建物の延床面積の７０％
以上

半損 建物の時価の２０％以上
５０％未満

建物の延床面積の２０％
以上７０％未満

一部損 建物の時価の３％以上
２０％未満

建物が床上浸水または
地盤面より４５�を超え
る浸水を受け損害が生
じた場合で、当該建物
が全損・半損・一部損
に至らないとき

＊１ 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第１条第３号に掲げる構

�．地震保険について
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造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、
損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。

＊２ 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じ
たため、建物全体が居住不能（一時的な場合を除きます。）となったときは、全損とみ
なします。

【建物の損害程度の認定方法】
� 木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組（小屋組、内壁を含みます。）、基礎、屋根、外壁」、枠組壁
工法の場合は「外壁、内壁（床組を含みます。）、基礎、屋根」に着目して被害程度を調
査し、工法ごとの損害認定基準表（在来軸組工法：表１－１、枠組壁工法：表１－２を
参照願います。）から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を
行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。

� 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表（鉄
筋コンクリート造：表２－１、鉄骨造：表２－３を参照願います。）から沈下・傾斜の損
害割合を求めます。この損害割合が５０％以上の場合は、その建物を全損と認定しま
す。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が５０％に達しない場合には、構造ご
とに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表（鉄筋コ
ンクリート造：表２－２、鉄骨造：表２－４を参照願います。）から部分的被害の損害割
合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、
半損、一部損の認定を行います。

�2 家財の「全損」「半損」「一部損」

損害の程度 認定の基準

全 損 家財の損害額が家財の時価の８０％以上

半 損 家財の損害額が家財の時価の３０％以上８０％未満

一部損 家財の損害額が家財の時価の１０％以上３０％未満

【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく５つ（�食器陶器類�電気器具類�家具
類�身回品その他�衣類寝具類）に分類し、その中で一般的に所有されていると考えら
れる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行
います。

※区分所有建物（分譲マンション等）の損害割合の取り扱い
�建物：１棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害割合が１棟建物全体より大き
い場合には、個別に認定します。
�家財：家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。

【地震保険損害認定基準表（抜粋）】
（表１－１）木造建物 在来軸組工法損害認定基準表

被害の程度
（物理的損傷割合）

損害割合(%)
物理的損傷割合の求め方

平家建 ２階建 ３階建

主

要

構

造

部

軸

組

�３％以下 ７ ８ ８
損傷柱本数

全柱本数
�～� 略 １２～４１ １３～４５ １４～４６

�４０％を超える場合 全損とします

基

礎

�５％以下 ３ ２ ３
損傷布コンクリート長さ

外周布コンクリート長さ
�～� 略 ５～１１ ４～１１ ５～１２

�５０％を超える場合 全損とします

屋

根

�１０％以下 ２ １ １
屋根の葺替え面積

全屋根面積
�～� 略 ４～８ ２～４ １～３

�５０％を超える場合 １０ ５ ３

外

壁

�１０％以下 ２ ２ ２
損傷外壁面積

全外壁面積
�～� 略 ３～１０ ５～１５ ５～１５

�７０％を超える場合 １３ ２０ ２０

※建物の基礎全体が１／２０（約３°）以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が１／２０（約３°）以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の４０％を超える場合は、建
物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の４０％を超える場合は、建物全損と認定
します。
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（表１－２）枠組壁工法損害認定基準表

被害の程度（物理的損傷割合）
損害割合
(%)

物理的損傷割合の求め方

主

要

構

造

部

外

壁

�３％以下 ２
１階の損傷外壁水平長さ

１階の外周延べ長さ
�～� 略 ４～３９

�２５％を超える場合 全損

内

壁

�３％以下 ３
１階の入隅損傷箇所合計×０．５

１階の入隅全箇所数
�～� 略 ５～３５

�１５％を超える場合 全損

基

礎

�３％以下 １
損傷布コンクリート長さ

外周布コンクリート長さ
�～� 略 ２～１０

�３５％を超える場合 全損

屋

根

�３％以下 １
屋根の葺替え面積

全屋根面積
�～� 略 ２～９

�５５％を超える場合 １０

※建物の基礎全体が１／２０（約３°）以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。

（表２－１）非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表

建
物
全
体
の
被
害

被害の程度
損害割合
(%)

最大沈下量
（沈下とは、建
物が地表面よ
り沈み込むも
の。）

�５	を超え、１０	以下 ３

�～
 略 ５～４５

�１００	を超える場合 全損

傾 斜
（傾斜とは、沈
下を伴う傾
斜。）

�０．２／１００（約０．１°）を超え、０．３／１００（約０．２°）以下 ３

�～� 略 ５～４０

�２．１／１００（約１．２°）を超える場合 全損

（表２－２）非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表

被害の程度 被害の程度（物理的損傷割合）
損害割合
(%)

�

近寄らないと見えにくい程度
のひび割れがある

�１０％以下 ０．５

�～� 略 １～４

�５０％を超える場合 ５



肉眼ではっきり見える程度の
ひび割れがある

�５％以下 ０．５

�～
 略 １～１１

�５０％を超える場合 １３

�

部分的にコンクリートが潰れ
たり、鉄筋、接合鉄筋・接合
鋼板が見える程度のひび割れ
がある

�３％以下 ２

�～� 略 ３～２５

�５０％を超える場合 ３０

�

大きなひび割れやコンクリー
トの潰れが広い範囲に生じ、
手で突くとコンクリートが落
下し、鉄筋・接合鉄筋・接合
鋼板が部分的または全部見え
るような破壊がある
鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈
がある

�３％以下 ３

�～� 略 ５～４５

�５０％を超える場合 全損

※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。（ただし、最上階は除く。）
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、
短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理
的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれ
ぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、
最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害
割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造：柱（柱はり接合部を含む）、はり
壁式構造：外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造：外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト

水平接合部
中高層壁式ラーメン構造：長辺方向は、柱（柱はり接合部を含む）、はり、短辺方向は外部

耐力壁、外部壁ばり
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地震保険  

（表２－３）非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表

建
物
全
体
の
被
害

被害の程度
損害割合
(%)

最大沈下量
（沈下とは、建
物が地表面よ
り沈み込むも
の。）

�１０�を超え、１５�以下 ３

�～� 略 １０～４０

�４０�を超える場合 全損

傾 斜
（傾斜とは、沈
下を伴う傾
斜。）

�０．４／１００（約０．２°）を超え、０．５／１００（約０．３°）以下 ３

�～� 略 １０～４０

�３．０／１００（約１．７°）を超える場合 全損

（表２－４）非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表

被害の程度 被害の程度（物理的損傷割合）
損害割合
(%)

�

建具に建付不良がみられる
外壁および目地にわずかなひ
び割れ、わずかな不陸がある

�１０％以下 １

�～� 略 ２～４

�５０％を超える場合 ５

�

建具に開閉困難がみられる
外壁の目地ずれ、ひび割れが
ある

�５％以下 １

�～	 略 ２～１２


５０％を超える場合 １５

�

建具の開閉不能、全面破壊が
ある
外壁に大きなひび割れや剥離、
浮きだし、目地や隅角部に破
壊がある

�３％以下 ２

�～
 略 ３～２３

�５０％を超える場合 ２５

被害の程度 被害の程度（物理的損傷割合）
損害割合
(%)



外壁の面外への著しいはらみ
出し、剥落、破壊、崩落があ
る

�３％以下 ３

�～	 略 ５～４５


５０％を超える場合 全損

※建物のすべての階に着目します。
※開口部（窓・出入口）および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割
合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾
斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。

※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部（窓・出入口）、外壁がないので、ピ
ロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認
定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積
の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物
の開口部（窓・出入口）および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対
するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出しま
す。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害
割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の
損害割合を求め、損害認定を行います。

��3 ごご契契約約時時ににごご注注意意いいたただだききたたいいこことと

�1 地震保険の保険金額（ご契約金額）について
建物、家財ごとに下記により算出される金額の範囲内で決めていただきます。ただし、建
物は５，０００万円、家財は１，０００万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって
追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契
約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度
額が適用されます。
� 建 物：建物・収容動産支払限度額（建物）の３０％～５０％に相当する金額
� 家 財：建物・収容動産支払限度額（家財）の３０％～５０％に相当する金額

地震保険について
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�2 セットでご契約する総合保険との関係（地震約款第３３条、保険契約の継続および保険料
の払込方法等に関する特約（総合保険付帯地震保険用））
� 地震保険は、次の条件を満たす総合保険にセットして契約しなければその効力を生
じません。
イ．総合保険の建物・収容動産損害に関する補償における保険の目的（ご契約の対
象となる財物）が、居住用建物（住居のみに使用される建物および併用住宅）お
よび居住用建物に収容されている家財（生活用動産）であること

ロ．総合保険で補償の対象とする建物・収容動産損害に関する補償として「基本リス
ク」が選択されていること

� 総合保険が前記�に該当している間は、地震保険をセットすることができます。
� 総合保険が前記�に該当しなくなったとき（保険期間（補償の対象となる期間）の中
途で前記�ロ．の補償が終了したとき）は、地震保険も同時に終了します。

� 総合保険にセットする場合は、地震保険を１年間ずつ自動的に継続する方式により、
地震保険の保険期間（補償の対象となる期間）の満了する日の属する月の前月１０日
までに継続しない旨のお申し出がないかぎり、前記�に該当するまで自動的に継続
されます。

�3 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構
造や所在地に誤りがないかご確認ください。

（建物の構造）
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造＊とロ構造＊の２つ
に区分されています。
＊セットで契約する総合保険の構造級別により区分されます。（イ構造→総合保険の構造
がＭ・Ｔ構造または一・二級構造の場合、ロ構造→総合保険の構造がＨ構造または三
級構造の場合）
※平成２２年１月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経
過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。

（建物の所在地）
都道府県別に区分されています。

��4 地地震震保保険険のの割割引引制制度度ににつついいてて
保険の目的（ご契約の対象となる財物）である建物または保険の目的（ご契約の対象となる財
物）である家財を収容する建物（以下「対象建物」といいます。）が次のいずれかに該当する場
合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます（地震保険の保険期間（補償の対象となる
期間）の開始日により適用できる割引が異なります。）。なお、地震保険の保険期間（補償の対
象となる期間）の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出が
あった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。

�1 免震建築物割引（平成１９年１０月１日以降、保険期間（補償の対象となる期間）が開始する
ご契約に適用）
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下、「品確法」といいます。）に規
定する日本住宅性能表示基準に定められた免震建築物であること。ただし、品確法に基
づく建設住宅性能評価書（写）をご契約者よりご提出いただいた場合。

割引率 ３０％

�2 耐震等級割引（平成１３年１０月１日以降、保険期間（補償の対象となる期間）が開始するご
契約に適用）
対象建物が、品確法に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級（構造躯体
の倒壊等防止）または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級（構造躯体の倒壊
等防止）の評価指針」（以下「評価指針」といいます。）に定められた耐震等級を有している
こと。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書（写）または評価指針に基づく耐震性能
評価書（写）をご契約者よりご提出いただいた場合。

耐震等級 割引率

３ ３０％

２ ２０％

１ １０％

�3 耐震診断割引（平成１９年１０月１日以降、保険期間（補償の対象となる期間）が開始するご
契約に適用）
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法
（昭和５６年６月１日施行）における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果によ
り、国土交通省の定める基準（平成１８年国土交通省告示１８５号）に適合することを地方公
共団体、建築士等が証明した書類（写）、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減
税措置を受けるための証明書（写）（耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税
法施行規則附則第７条第６項＊の規定に基づく証明書）をご契約者よりご提出いただい
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た場合。
＊平成１９年４月の法改正により、同附則は第７条第５項に変更

割引率 １０％

�4 建築年割引（平成１３年１０月１日以降、保険期間（補償の対象となる期間）が開始するご契
約に適用）
対象建物が、昭和５６年６月１日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿
謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証等公的機関等＊１が発行＊２する書類（写）
または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書（写）（ただし、いずれの書類も記載
された建築年月により昭和５６年６月１日以降に新築されたことが確認できるものが対
象です。）をご契約者よりご提出いただいた場合。
＊１ 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
＊２ 建築確認申請書（写）等公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印

が確認できるものを含みます。

割引率 １０％

※１ 上記�1 または�2 の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時
に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、
設計住宅性能評価書（写）をご提出いただくことができます。

※２ 上記�4 の公的機関等とは国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査
機関などをいいます。

※３ 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割
引の種類（さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月）
が確認できる保険証券（写）、保険契約証（写）、保険契約継続証（写）または異動承
認書（写）をご提出いただくことができます。

※４ ※３にかかわらず、継続契約（前契約（弊社契約に限る。）の地震保険期間（補償の
対象となる期間）の終期または解約日を保険期間（補償の対象となる期間）の初
日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。）に、
前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割
引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記�1 ～�4 のただ
し書の資料の提出を省略することができます。

※５ 上記�1 ～�4 の割引は重複して適用を受けることができません。

��5 ごご契契約約後後ににごご注注意意いいたただだききたたいいこことと（（地地震震約約款款第第１１１１条条・・第第１１２２条条・・第第１１３３条条））
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちにご契約の代理店または弊社にご通知くだ
さい。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。

�1 建物の構造または用途を変更するとき（例：併用住宅が専用店舗に変わった場合等）

�2 引っ越し等により家財等を他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物等を売却・譲渡するときも、ご契約の代理店
または弊社にご通知ください。

��6 事事故故がが起起ここっったたととききのの手手続続きき（（地地震震約約款款第第２２６６条条・・第第２２８８条条・・第第２２９９条条））
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちにご契約の代理店または弊社にご通知の
うえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の
請求書等必要な書類のご提出をお願いします。

��7 保保険険金金ををおお支支払払いいししたた後後ののごご契契約約（（地地震震約約款款第第３３２２条条））
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。
全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額（ご契約金額）は
減額することはありません。

��8 警警戒戒宣宣言言発発令令後後のの地地震震保保険険のの取取りり扱扱いいににつついいてて（（地地震震約約款款第第１１４４条条第第２２項項））
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に
関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する
保険の目的（ご契約の対象となる財物）について、地震保険の新規契約および増額契約はお
引き受けできません（同一物件・同一被保険者（保険の補償を受けられる方）・保険金額（ご契
約金額）が同額以下の自動的に継続される契約は除きます。）のでご注意ください。
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（参考）東海地震に係る地震防災対策強化地域（平成２１年４月１日現在）

都 県 市 町 村

東 京 ＜村＞ 新島、神津島、三宅

神奈川
＜市＞ 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄
＜町村＞ 高座郡＝寒川；中郡＝大磯、二宮；足柄上郡＝中井、大井、

松田、山北、開成；足柄下郡＝箱根、真鶴、湯河原

山 梨

＜市＞ 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、
北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央

＜町村＞ 西八代郡＝市川三郷；南巨摩郡＝増穂、鰍沢、早川、身延、
南部；中巨摩郡＝昭和；南都留郡＝道志、西桂、忍野、
山中湖、鳴沢、富士河口湖

長 野

＜市＞ 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野
＜町村＞ 諏訪郡＝下諏訪、富士見、原；上伊那郡＝辰野、箕輪、飯島、

南箕輪、中川、宮田；下伊那郡＝松川、高森、阿南、阿智、
下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿

岐 阜 ＜市＞ 中津川

静 岡 全 域

愛 知

＜市＞ 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、
安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、
高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富

＜町村＞ 愛知郡＝東郷、長久手；海部郡＝七宝、美和、甚目寺、大治、
蟹江、飛島；知多郡＝阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊；
幡豆郡＝一色、吉良、幡豆；額田郡＝幸田；西加茂郡＝三好
北設楽郡＝設楽、東栄；宝飯郡＝小坂井

三 重 ＜市＞ 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩
＜町村＞ 桑名郡＝木曽岬；度会郡＝大紀、南伊勢；北牟婁郡＝紀北

※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の
市町村（新行政区画）が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区

域（旧行政区画）が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成２１年４月１日付け告示（内閣府告示第１５号）に基づくものです。
なお、市町村名は平成２１年４月１日現在で表記しています。

��9 総総合合保保険険のの建建物物・・収収容容動動産産損損害害にに関関すするる補補償償のの保保険険期期間間（（補補償償
のの対対象象ととななるる期期間間））のの中中途途でで地地震震保保険険ををごご契契約約ににななりりたたいい場場合合

総合保険の建物・収容動産損害に関する補償のご契約時に地震保険をご契約されなかった場
合でも、総合保険の建物・収容動産損害に関する補償の保険期間（補償の対象となる期間）の
中途から地震保険をご契約になることができます（ただし、前記８．の場合を除きます。）ので、
ご希望される場合には、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。

��10 地地震震保保険険料料控控除除ににつついいてて

平成１９年１月より、損害保険料控除は廃止＊１され、新たに地震保険料控除が創設されました。
地震保険料控除は、従前の損害保険料控除と同様に、その払込保険料に応じて、一定の額が
その年の契約者（保険料負担者）の課税所得から差し引かれる制度をいいます。総合保険の
契約については、以下のとおりとなります。

保険期間の初日が平成１９年１月１日以降のご契約

地震保険および地震危険等上乗せ担保特約
の保険料

平成１９年以降の地震保険料控除の対象

＊１ 経過措置として平成１８年１２月３１日以前に保険期間（補償の対象となる期間）が開
始する総合保険の契約については、以下のとおりとなります。

保険期間の初日が平成１８年１２月３１日以前のご契約

平成１９年以後に充当いただく地震保険お
よび地震危険等上乗せ担保特約の保険料

平成１９年以降の地震保険料控除の対象

平成１９年以後に充当いただく損害保険料
控除の経過措置の対象保険料（長期保険
料部分のみ）＊２

平成１９年以降の損害保険料控除の経過措
置の対象

＊２ 保険期間（補償の対象となる期間）１０年以上かつ積立口座の満期が１０年の契約で
所定の条件を満たす保険料部分が対象となります。なお、平成１９年１月１日以降しおり‐５７
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に保険料の変更を伴う異動が発生した場合は、経過措置の対象から外れ、異動が
発生した年以降は保険料控除の対象とはなりません。
また、地震保険料控除の対象かつ損害保険料控除の経過措置の対象となる契約
につきましては、地震保険（含む地震危険等上乗せ担保特約）の保険料または損
害保険料控除の経過措置の対象保険料（長期保険料部分のみ）のいずれか一方
のみを保険料控除の対象とすることができます。
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約 款
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。

「ご契約のしおり」とあわせてお読みいただき、ご契約内

容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。



約款‐１

総合保険普通保険約款

第１章 財物条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、この章および第６章一般条項（以下この章において「一般条項」といいます。）の規定
に従い、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発その他偶然な事故によって保
険の目的である運転自動車（第７条（保険の目的の範囲）第１項第１号に規定する運転自動車をい
います。以下この章において同様とします。）に生じた損害（運転自動車の台風、たつ巻、こう水、
高潮または盗難による損害を除きます。以下この章において「運転車両損害」といいます。この場
合において、盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下この章において同様とし
ます。）に対して、運転車両保険金（運転車両損害保険金および運転車両費用をいいます。以下この
章において同様とします。）を支払います。ただし、次条第２項の記名運転者または第３項の許諾運
転者が運転自動車を運転中（駐車または停車中を除きます。以下この章において同様とします。）に
生じた事故による損害に限ります。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる偶然な事故によって保険の目
的である被保険自動車（第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に規定する保険証券記載の被保
険自動車をいいます。以下この章において同様とします。）に生じた損害（以下この章において「保
管車両損害」といいます。）に対して、保管車両保険金（保管車両損害保険金および保管車両費用を
いいます。以下この章において同様とします。）を支払います。
� 台風、たつ巻、こう水、高潮
� 盗難

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、
火災、爆発その他偶然な事故によって保険の目的である被保険自動車に生じた損害（被保険自動車
の台風、たつ巻、こう水、高潮または盗難による損害を除きます。以下この章において「その他車
両損害」といいます。）に対して、その他車両保険金（その他車両損害保険金およびその他車両費用
をいいます。以下この章において同様とします。）を支払います。ただし、被保険自動車を運転中に
生じた事故による損害を除きます。この場合において、運転中とは、自動車修理業、駐車場業、給
油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（こ
れらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執
行するその他の機関を含みます。次条において同様とします。）が業務として受託した被保険自動車
を使用または管理している間の次条第２項各号および第３項に掲げる者以外の者の運転中を除きま
す。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる事故のいずれかによって保険
の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保
険金を支払います。
� 火災
� 落雷
� 破裂または爆発（破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現
象をいいます。以下この章において同様とします。）

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災（こう水、
高潮等を除きます。）、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災（融雪こう水を除きます。）によって保
険の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害
保険金を支払います。ただし、建物内部（保険の目的に家財または設備・什器等が含まれる場合は、
それらを含みます。）については、建物またはその開口部が風災、ひょう災または雪災によって直接
破損したために生じた損害に限ります。
	 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる事故のいずれかによって保険
の目的である建物、家財または設備・什器等について生じた損害に対して、建物・収容動産損害保

険金を支払います。
� 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉
じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは前項、第９項もしくは
次号の事故による損害を除きます。
� 車両（その積載物を含みます。）の衝突もしくは接触、航空機の墜落もしくは接触または飛行中
の航空機からの物体の落下
� 給排水設備（スプリンクラ設備・装置を含みます。）に生じた事故または次条第１項第３号の被
保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ、水圧等。
ただし、前項または第９項の事故による損害を除きます。なお、この号において給排水設備自体
に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

 騒じょうおよびこれに類似の集団行動（群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上
またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第５条（建
物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合）第２項第１号の暴動に至ら
ないものをいいます。）または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、盗難によって保険の目的である建物、家財また
は設備・什器等について生じた盗取、き損または汚損の損害に対して、建物・収容動産損害保険金
を支払います。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、家財が保険の目的である場合において、保険証
券記載の建物内における生活用の通貨等もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたとき、ま
たは設備・什器等が保険の目的である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨
等もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、建物・収容動産損
害保険金を支払います。ただし、小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯金証書の盗難に
よる損害については、遅滞なく警察官に届け出ることに加えて、次の各号に掲げる事実があったこ
とを条件とします。
� 小切手
イ．保険契約者または次条第１項第３号の被保険者（以下この項において「被保険者」といいま
す。）が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し（被保険者が振出人である場合
を除きます。）、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。

ロ．盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払いがなされたこと。
� 手形
イ．保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通
知し（被保険者が振出人または引受人である場合を除きます。）、かつ、振出人または引受人を
通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
ロ．遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。
ハ．盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払いがなされたこと。
� 電子マネー
イ．電子マネーを記録したＩＣチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと。
ロ．保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、
使用停止手続が可能な場合に限ります。


 乗車券等
保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関（宿泊券の場合は宿
泊施設）または発行者へ届け出たこと。
 預貯金証書
イ．保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに届け出たこと。
ロ．盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。この場合において、
現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金
口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう
水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の目的である建物、家財または設備・什器等が損害を受
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け、その損害の状況が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、建物・収容動
産損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の目的が建物であると
きはその建物ごとに、保険の目的が家財または設備・什器等であるときはこれらを収容する建物ご
とに、それぞれ行い、また、門、へいまたはかきが保険の目的に含まれるときは、これらが付属す
る建物の損害の状況の認定によるものとします。
� 保険の目的である建物、家財または設備・什器等にそれぞれの保険価額の３０％以上の損害が生
じたとき。
� 保険の目的である建物、家財または設備・什器等が、床上浸水または地盤面（建物が周囲の地
面と接する位置をいいます。ただし、床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。）
より４５�をこえる浸水を被ったとき。この場合において、床上浸水とは、居住の用に供する部分
の床（畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。）をこえる浸水をいいます。

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、偶然な外来の事故に直接起因する電気的事故ま
たは機械的事故によって保険の目的である建物または家財について生じた損害に対して、建物・収
容動産損害保険金を支払います。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、偶然な事故（第４項から第７項までならびに第
９項および前項の事故を除きます。）によって保険の目的である建物、家財または設備・什器等につ
いて生じた損害に対して、建物・収容動産損害保険金を支払います。ただし、凍結によって専用水
道管について生じた損壊の損害を含みません。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、家財が保険の目的である場合には、次条第１項
第３号の被保険者またはこれと生計を共にする同居の親族が転居するために保険の目的である家財
を保険証券記載の建物から日本国内の転居先の建物に運送している間（運搬用具への積込み作業に
着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随す
る一時保管を含むものとします。ただし、保険証券記載の建物および転居先の建物の外にある間に
限ります。）に生じた第４項から第７項までおよび前２項の損害に対して、当該運送中の家財を保険
の目的である家財とみなして、建物・収容動産損害保険金を支払います。この場合において、第１３
項の携行品損害保険金の支払事由に該当した場合でも、携行品損害保険金は支払いません。
� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる損害に対して、携行品損害保
険金を支払います。
� 偶然な事故によって保険の目的である携行品について生じた損害
� 携行品が保険の目的である場合において、保険証券記載の建物外において次条第１項第４号の
被保険者が携行している生活用の通貨等または預貯金証書の盗難によって生じた損害。ただし、
小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯金証書の盗難による損害については、第８項各
号に掲げる事実があったことを条件とします。この場合において、第８項第１号イ．の規定中「次
条第１項第３号の被保険者」とあるのを「次条第１項第４号の被保険者」と読み替えて適用する
ものとします。

� 当会社は、この章および一般条項の規定に従い、第１項から第３項までの規定（補償範囲が限定
される旨の特約が適用されている場合は、その特約および第１項から第３項までの規定）に定める
車両損害（この章において、第１項に規定する運転車両損害、第２項に規定する保管車両損害およ
び第３項に規定するその他車両損害をいいます。）のうち保険証券に記載された車両損害が生じたこ
とに伴い、保険の目的である積載動産（第７条（保険の目的の範囲）第１項第５号に規定する積載
動産をいいます。以下この章において同様とします。）に損害が生じたときは、積載動産損害保険金
を支払います。
	 この章において、第１項から前項までの損害には、消防または避難に必要な処置によって保険の
目的について生じた損害を含みます。

 当会社は、第１項から第１４項のうち、保険証券に記載された損害についてのみ支払責任を負うも
のとします。
第２条（被保険者の範囲等）
� この章において、被保険者の範囲は次の各号の規定に従います。
� 保険の目的が運転自動車である場合、被保険者とは運転自動車の所有者をいいます。

� 保険の目的が被保険自動車である場合、被保険者とは被保険自動車の所有者をいいます。
� 保険の目的が建物、家財または設備・什器等の場合、被保険者とは保険証券記載の建物・収容
動産被保険者をいいます。
 保険の目的が携行品である場合、被保険者は次のイ．からニ．に掲げる者とします。
イ．保険証券記載の携行品被保険者（以下この号において「本人」といいます。）
ロ．本人の配偶者（内縁を含みます。以下この章において同様とします。）
ハ．本人またはその配偶者の同居の親族
ニ．本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
� 保険の目的が積載動産である場合、被保険者とは積載動産の所有者（運転自動車または被保険
自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転自動車または被保険自動車に
搭乗していた者は含みません。ただし、正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、そ
の者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。）をいい
ます。

� この章において、記名運転者とは、次の各号の者から保険証券に記載された者とします。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� この章において、許諾運転者とは記名運転者の承諾を得て、前項各号に掲げる者のいずれかが所
有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする賃
貸借契約により借り入れた自動車を含みます。ただし、その用途および車種が自家用普通乗用車、
自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、
自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種
用途自動車（キャンピング車）に限るものとし、保険証券記載の除外自動車を除きます。以下この
章において「所有自動車」といいます。）を使用または管理中の者（前項各号に掲げる者を除きます。）
をいいます。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代
行業等自動車を取り扱うことを業としている者が業務として受託した所有自動車を使用または管理
している間を除きます。
第３条（保険価額等）

この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 保険価額
イ．保険の目的が運転自動車の場合

運転自動車に損害が生じた地および時における、運転自動車と同一車種、同一年式で同じ損
耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ロ．保険の目的が被保険自動車の場合

被保険自動車に損害が生じた地および時における、被保険自動車と同一車種、同一年式で同
じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
ハ．保険の目的が建物、家財、設備・什器、携行品または積載動産の場合

保険の目的に損害が生じた地および時における、保険の目的の価額をいいます。
� 協定保険価額

各保険年度の始期応当日における被保険自動車の価額として、当会社と保険契約者または被保
険者との間で協定した額をいい、この額を協定車両保険金額として被保険自動車ごとに保険証券
に記載するものとします。この協定保険価額は、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式
・仕様・初度登録年月（被保険自動車が軽自動車である場合は、初度検査年月をいいます。）の自
動車の市場販売価格相当額であり、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」（以下この
章において「車価表」といいます。）等に記載された価格を基準に定めるものとします。

� 新車保険価額
運転自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。

 協定新価保険価額
次のいずれかにより定めるものとします。
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イ．各保険年度の始期応当日における被保険自動車の新車保険価額として、当会社と保険契約者
または被保険者との間で協定した額をいい、被保険自動車ごとに保険証券に記載するものとし
ます。この協定新価保険価額は、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車
の市場販売価格相当額（車価表等に記載された価格をいいます。ただし、車価表に被保険自動
車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、車価表に記載された
初度登録後１年未満の被保険自動車と同等クラスの自動車の価格とします。）を基準に定めるも
のとします。
ロ．第２号の協定保険価額を被保険自動車の新車保険価額とみなして定めるものとします。
� 修理支払限度額
イ．前号イ．の場合は、協定新価保険価額または協定保険価額の１．２倍の額のいずれか低い額（５０
万円を下回るときは、５０万円とします。）をいい、この額を修理支払限度額として被保険自動車
ごとに保険証券に記載するものとします。
ロ．前号ロ．の場合は、協定保険価額（５０万円を下回るときは、５０万円とします。）とします。

第４条（車両保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた車両損害に対しては、車両保険金
（第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する運転車両保険金、第２項に規定する保管車両保
険金および第３項に規定するその他車両保険金をいいます。以下この章において同様とします。）を
支払いません。
� 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
イ．保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
ロ．所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上
を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
ハ．上記イ．およびロ．に定める者の法定代理人
ニ．上記イ．およびロ．に定める者の業務に従事中の使用人
ホ．上記イ．およびロ．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を
受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。

� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。以下この章において同様とします。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この章において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。以下この章において同様とします。）の放
射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故
� 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
必要な処置として行われた場合を除きます。
	 詐欺または横領


 当会社は、次の各号のいずれかに該当する車両損害に対しては、車両保険金を支払いません。
� 運転自動車または被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
� 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない運転自動車または被保険自動車の電気的または
機械的損害をいいます。）
� 運転自動車または被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品（第７条（保
険の目的の範囲）第２項に規定する付属品をいいます。以下この項において同様とします。）に生
じた損害
� 付属品のうち運転自動車または被保険自動車に定着（ボルト、ナット、ねじ等で固定されてお

り、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下この章において同様と
します。）されていないものに生じた損害。ただし、運転自動車または被保険自動車の他の部分と
同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
� タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし、運転自動車または被保険自動車の他の
部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
� 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで運転自動
車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転している場合、
または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）運転自
動車または被保険自動車を運転している場合に生じた車両損害に対しては、車両保険金を支払いま
せん。
� 保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である
場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上を
期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人である場
合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 前２号に定める者の法定代理人
� 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人
� 第１号および第２号に定める者の父母、配偶者または子
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により生じた車両損害に対しては、
車両保険金を支払いません。
� 記名運転者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車（所有
権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする賃貸借契約により借
り入れた自動車を含みます。ただし、所有自動車を除きます。以下この章において同様とします。）
を運転しているとき。
� 記名運転者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）とな
っている法人の所有する自動車を運転しているとき。
� 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した所有自動車以外の自動車を運転しているとき。
� 記名運転者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得な
いで、所有自動車以外の自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者が正当な権利を有する
者以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたこ
とに合理的な理由がある場合を除きます。
� 記名運転者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を
運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において、自動車を
運転している（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために自動車を運転している場合を除き
ます。）とき。

第５条（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって保険の目的である建物、家財、設備・什器
等または携行品に生じた損害に対しては、保険金（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保
険金をいいます。以下この条において同様とします。）を支払いません。
� 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
イ．保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人（保険契約者または被保険者が法人である
場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）または保険契約者もし
くは被保険者の同居の親族
ロ．被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者または
その者の法定代理人（その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行
するその他の機関）。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
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� 第１条（保険金を支払う場合）第４項から第６項までの事故または第９項もしくは第５章費用
条項第６節地震火災費用条項第１条（地震火災費用保険金を支払う場合）の事故の際における保
険の目的の置き忘れもしくは紛失または盗難

� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって保険の目的である建物、家財、設備・什器
等または携行品に生じた損害（これらの事由によって発生した第１条（保険金を支払う場合）の事
故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず同条の事故がこれらの事由
によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。）に対しては、保険金を支払いません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射
性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。この場合において核燃
料物質には、使用済燃料を含みます。
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 保険証券記載の建物のドアの開閉の用途に供するかぎが盗まれたことにより生じたかぎおよび
ドアの錠の損害。ただし、ドアの錠が損傷を受けた場合のドアの錠の交換に必要な費用に対して
は、保険金を支払います。この場合において、ドアとは建物または戸室の出入りに通常使用する
ドアをいいます。
� 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為

� 当会社は、第１条（保険金を支払う場合）第１０項、第１１項または第１３項の事故によって保険の目
的である建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた次の各号に掲げる損害に対しては、保険
金を支払いません。
� 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、
消火、避難その他の消防の活動に必要な処置によって生じた損害については、この規定は適用し
ません。
� 保険契約者もしくは被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関）の使用人または保険の目的の使用もしくは管理
を委託された者もしくはその使用人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定は適用しません。

か し

� 保険の目的の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代
わって保険の目的を管理する者もしくはこれらの者の使用人が、相当の注意をもってしても発見

か し

し得なかった瑕疵によって生じた損害については、この規定は適用しません。
� 保険の目的の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、
浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって
生じた損害
� 保険の目的に対する加工（保険の目的が建物の場合には、保険の目的の建築をいいます。）、修
理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。この場合に
おいて、建築には増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。
� 保険の目的に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷であって、保険の
目的の機能に直接関係のない損害
	 保険の目的の置き忘れまたは紛失によって生じた損害（第１条（保険金を支払う場合）第１０項
から第１３項までの事故の際における保険の目的の置き忘れまたは紛失を含みます。）

 詐欺または横領によって保険の目的に生じた損害
� 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
� 保険の目的のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディ
スプレイ、有機ＥＬディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
 保険の目的のうち、楽器について生じた次のイ．またはロ．の損害
イ．弦（ピアノ線を含みます。）のみの切断または打楽器の打皮のみの破損
ロ．音色または音質の変化

� 保険の目的のうち、生垣について生じた損害
� 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた第１条（保険金を支払う場合）第１０項の損害に
対しては、建物・収容動産損害保険金を支払いません。
� 保険の目的の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損
害。この場合において、契約上の責任とは、保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。
� 不当な修理や改造によって生じた事故
� 消耗部品（乾電池、充電電池、電球、替え刃、針等を含みます。）および付属部品の交換
� コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざ
ん、消去等
� 電源周波数（Hz）、ガス種の変更に伴う改造、修理
� 一般家庭用以外（業務用に使用されている場合等をいいます。）に使用している間に生じた事故
� 当会社は、家財もしくは設備・什器等が保険の目的である場合には第１条（保険金を支払う場合）
第１０項および第１１項の事故、または携行品が保険の目的である場合には同条第１３項第１号の事故に
よって次の各号に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� 船舶（ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、原
動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
� 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン
模型およびこれらの付属品
� 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事
務機器およびこれらの付属品
� 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに準ずる物
� 動物および植物
� クレジットカード、ローンカードその他これらに準ずる物
	 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物

 その他保険証券記載の物
� 当会社は、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故によって保険の目的であ
る建物、家財、設備・什器等または携行品に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� 当会社は、風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類する物の建物内部への吹き込み、浸み
込みまたは漏入（以下この項において「吹き込み損害」といいます。）によって保険の目的である建
物、家財、設備・什器等または携行品に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、
風災（洪水、高潮等は含まれません。）、ひょう災または雪災（融雪洪水は含まれません。）によって
建物またはその開口部が直接破損したために生じた吹き込み損害を除きます。
� 当会社は、次の各号のいずれかの場合によって保険の目的である建物、家財、設備・什器等また
は携行品に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合
� 第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項および第９項から第１１項に規定する事故が発
生し、その後復旧作業を行った後に、保険の目的の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存す
る場合および同条第４項から第７項および第９項から第１１項に規定する事故の発生により、日常
生活または通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合

第６条（積載動産損害保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって保険の目的である積載動産に生じた損害
に対しては、積載動産損害保険金を支払いません。
� 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
イ．保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
ロ．所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上
を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
ハ．上記イ．およびロ．に定める者の法定代理人
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ニ．上記イ．およびロ．に定める者の業務に従事中の使用人
ホ．上記イ．およびロ．に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を
受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。

� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故
� 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必
要な処置として行われた場合を除きます。
� 詐欺または横領

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、積載動産損害保険金を支払いません。
	 積載動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
� 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない積載動産の電気的または機械的損害をいいます。）

 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで運転自動
車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転している場合、
または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）運転自
動車または被保険自動車を運転している場合に生じた積載動産の損害に対しては、積載動産損害保
険金を支払いません。
	 保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である
場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上を
期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人である場
合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 前２号に定める者の法定代理人
� 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人
� 第１号および第２号に定める者の父母、配偶者または子

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当するときに生じた事故により生じた積載動産の損害に対し
ては、積載動産損害保険金を支払いません。
	 記名運転者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車を運転
しているとき。
� 記名運転者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）とな
っている法人の所有する自動車を運転しているとき。
� 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した所有自動車以外の自動車を運転しているとき。
� 記名運転者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得な
いで、所有自動車以外の自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者が正当な権利を有する
者以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたこ
とに合理的な理由がある場合を除きます。
� 記名運転者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を
運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において自動車を運
転しているとき（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために自動車を運転している場合を除
きます。）。

第７条（保険の目的の範囲）
� この章における保険の目的は、次の各号に掲げるもののうち、保険証券に保険の目的として明記

したものとします。
	 運転自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の上記イ．以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物
車または特種用途自動車（キャンピング車）の自動車。ただし、第２条（被保険者の範囲等）
第２項各号に掲げる者が所有する自動車を除きます。

� 保険証券記載の被保険自動車（その用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、
自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キ
ャンピング車）であるものに限るものとし、保険証券に記載した自動車をいいます。）

� 保険証券記載の建物またはこれに収容される家財もしくは設備・什器等（この章において、設
備・什器等とは、設備、装置、什器または備品をいいます。）。ただし、家財または設備・什器等
が保険証券記載の建物外にある間（消防または避難に必要な処置によって建物外にある場合を除
きます。）は、保険の目的に含みません。

� 携行品。この章において、携行品とは、次のいずれかに該当するものをいい、第２条（被保険
者の範囲等）第１項第４号の被保険者（この号において「被保険者」といいます。）が居住の用に
供する建物（この号において「居住建物」といいます。）外で取得し、居住建物に持ち帰るまでの
間の身の回り品（この号において「身の回り品」とは、日常生活の用に供するために個人が所有
する動産をいいます。）を含みます。
イ．被保険者により居住建物から一時的に持ち出された身の回り品で、他の建築物（アーケード、
地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。）内に収容されているもの
ロ．居住建物外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品
� 積載動産。この章において、積載動産とは、運転自動車または被保険自動車の車室もしくはト
ランク内に収容またはキャリア（自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型もしくは少
量の荷物を積載もしくは運搬するための装置をいいます。）に固定された日常生活の用に供するた
めに個人が所有する動産をいい、次に規定する物を除きます。
イ．運転自動車または被保険自動車の付属品、保険証券に付属品または付属機械装置として明記
された物および運転自動車または被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
ロ．通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
ハ．貴金属、宝玉、宝石および書画、骨董、彫刻物その他美術品
ニ．稿本、設計書、図案、証書、帳簿、運転免許証その他これらに類する物
ホ．動物、植物等の生物
ヘ．商品、見本品および事業用什器・備品、機械装置その他事業を営むために使用される物
ト．事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物

� この章において、運転自動車または被保険自動車に定着または装備（自動車の機能を十分に発揮
させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状
態をいいます。以下この章において同様とします。）されている物、および車室内でのみ使用するこ
とを目的として運転自動車または被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道
路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物（次に規定する物を除きます。
以下この章において「付属品」といいます。）は自動車に含みます。
イ．燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
ロ．法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物
ハ．通常装飾品とみなされる物
ニ．付属機械装置（医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が
特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。）


 次に掲げる物は、第１項第３号の家財もしくは設備・什器等または同項第４号の携行品に含まれ
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約款‐６

運転自動車の損害の状態 運転車両損害保険金

� 運転自動車の損傷を
修理できない場合

保険価額（運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保
険価額とします。）
ただし、記名運転者および許諾運転者ごとに保険証券記載の運転車
両保険金額（以下この章において「運転車両保険金額」といいます。）
を限度とします。

� 上記�以外で、運転
自動車の損傷の修理を
行わない場合

運転車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、保険価額（運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、
協定保険価額とします。）または運転車両保険金額のいずれか低い額
を限度とします。

� 上記�、�以外の場
合

運転車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、新車保険価額、保険価額の１．２倍の額または運転車両保険金
額の１．２倍の額の最も低い額（運転自動車が被保険自動車に該当する
場合には、修理支払限度額または運転車両保険金額の１．２倍の額のい
ずれか低い額とします。）を限度（５０万円を下回るときは、５０万円を
限度とします。）とします。

ません。
� 自動車（自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。）。ただし、第１項第３号
の家財または設備・什器等に該当する原動機付自転車は保険の目的に含みます。
� 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物
� 商品、製品、半製品、原材料、機械、器具、工具その他これらに類する物

� 次に掲げる物は、保険証券に明記されていないときは、第１項第３号の家財もしくは設備・什器
等または同項第４号の携行品に含まれません。
� 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、１個または１組の
価額が３０万円をこえるもの
� 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

� 建物が保険の目的である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約
定がないかぎり、第１項第３号の建物に含まれます。
� 畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
� 門、へい、かき（生垣を含みます。）もしくは外灯その他これらに類する土地に固着、固定され
た付属屋外設備、装置であって敷地内に所在するものまたは物置、車庫その他の付属建物

� 家財が保険の目的である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記
載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、第１項第３号の家財に含まれます。
� 設備・什器等が保険の目的である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する設備・什
器等で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、第１項第３号の設
備・什器等に含まれます。
� 建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の目的であるときは、第５項第１号に掲
げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、第１項第３号の家財に含
まれます。
	 建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が保険の目的であるときは、
第５項第１号に掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、第１項
第３号の設備・什器等に含まれます。

 家財、設備・什器等または携行品が保険の目的である場合において、通貨等または預貯金証書に
第１条（保険金を支払う場合）第８項または第１３項第２号の盗難による損害が生じたときは、第３
項の規定にかかわらず、これらを保険の目的として取り扱います。
� この章において、各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 通貨等

通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形（約束手形および為替手形をいいます。）、プリペ
イドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形は、第
２条（被保険者の範囲等）第１項第３号または第４号の被保険者が第三者より受け取った物に限
ります。
� 電子マネー

通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したＩ
Ｃチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
� 乗車券等
鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行
券をいいます。ただし、定期券を除きます。
� 預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含
みます。

第８条（運転車両保険金の支払額）
 １回の事故につき当会社の支払う運転車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、所
有自動車に該当する運転自動車の免責金額については、所有自動車ごとに当会社が車両保険金を支
払う事故の発生の時の順によって定めることとし、所有自動車以外の自動車に該当する運転自動車
の免責金額については、一律に０円とします。ただし、運転自動車が被保険自動車に該当する場合、

協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、その保険価額を協定保険価額とします。

� この条において、運転車両損害額とは、次の各号の規定による当会社が保険金を支払うべき運転
車両損害の額をいいます。
� 運転自動車の損害の状態が、前項の表中�に該当する場合（以下この章において「運転車両全
損」といいます。）は、保険価額（運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、協定保険価額
とします。）
� 運転自動車の損害の状態が、前項の表中�または�に該当する場合（「運転車両分損」といいま
す。）は、次の算式によって算出された額

修理費（損害が生じた地および時において、運転自動車を事故発生直前の状態に復旧するため
に必要な修理費をいいます。この場合、運転自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修
が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認めたと
きは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。）
－ 修理に際し部分品を交換したために運転自動車全体として価額の増加を生じた場合は、そ

の増加額。ただし、運転自動車が被保険自動車に該当する場合を除きます。
－ 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
＝ 損害額

� 第１項の運転車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用（収入の喪失
を含みません。以下この章において「運転車両費用」といいます。）を支出した場合は、当会社は、
各号の運転車両費用の合計額を被保険者に支払います。ただし、運転車両保険金額の設定がない場
合（運転車両保険金額が０円の場合を含みます。）を除きます。
� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止のために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために要した費用
� 当会社が運転車両保険金を支払うべき損害により運転自動車が自力で移動することができない
場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬する
ために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。た
だし、１回の事故につき、１０万円または保険価額（運転自動車が被保険自動車に該当する場合に
は、協定保険価額とします。）の１０％のいずれか高い方を限度とします。

� 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する運転自動車の分担額
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約款‐７

被保険自動車の損害の状態 保管車両損害保険金

� 被保険自動車の損傷
を修理できない場合

事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額

� 被保険自動車が盗難
され発見されなかった
場合

事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額

� 上記�、�以外で、
被保険自動車の損傷の
修理を行わない場合

保管車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、協定保険価額を限度とします。

� 上記�、�、�以外
の場合

保管車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、修理支払限度額を限度とします。

被保険自動車の損害の状態 その他車両損害保険金

� 被保険自動車の損傷
を修理できない場合

事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額

� 上記�以外で、被保
険自動車の損傷の修理
を行わない場合

その他車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、協定保険価額を限度とします。

� 上記�、�以外の場
合

その他車両損害額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
ただし、修理支払限度額を限度とします。

� 当会社は、前項の規定によって支払うべき運転車両費用と第１項の運転車両損害保険金の合計額
が運転車両保険金額をこえる場合であっても、前項の運転車両費用を支払います。
� 運転車両損害額および第３項の運転車両費用のうち回収金（第三者が負担すべき金額で、被保険
者のためにすでに回収されたものをいいます。以下この章において同様とします。）がある場合にお
いて、回収金の額が被保険者の自己負担額（運転車両損害額および第３項各号の運転車両費用のう
ち実際に発生した額の合計額から第１項に定める運転車両損害保険金および第３項に定める運転車
両費用の合計額を差し引いた残額をいいます。）を超過するときは、当会社は第１項の運転車両損害
保険金と第３項の運転車両費用の合計額からその超過額を差し引いて運転車両保険金を支払います。
第９条（保管車両保険金の支払額）
� １回の事故につき当会社の支払う保管車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、免
責金額については、所有自動車ごとに、当会社が車両保険金を支払う事故の発生の時の順によって
定めることとします。ただし、協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、その保険価額を協
定保険価額および保険金額とします。

� この条において、保管車両損害額とは、次の各号に掲げる規定による当会社が保険金を支払うべ
き保管車両損害の額をいいます。
� 被保険自動車の損害の状態が、前項の表中�または�に該当する場合（以下この章において「保
管車両全損」といいます。）は、事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額
� 被保険自動車の損害の状態が、前項の表中�または�に該当する場合（「保管車両分損」といい
ます。）は、次の算式によって算出された額

修理費（損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するた
めに必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の
補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費をこえると認め
たときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。次条において同様とします。）
－ 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
＝ 損害額

	 第１項の保管車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用（収入の喪失
を含みません。以下この章において「保管車両費用」といいます。）を支出した場合は、当会社は、
各号の保管車両費用の合計額を被保険者に支払います。ただし、協定車両保険金額の設定がない場
合（協定車両保険金額が０円の場合を含みます。）を除きます。
� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止のために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために要した費用
� 当会社が保管車両保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができな

い場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬す
るために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。
ただし、１回の事故につき、１０万円または協定保険価額の１０％のいずれか高い方を限度とします。

� 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち、前号に定める費用以外
の費用。ただし、１回の事故につき、１０万円または協定保険価額の１０％のいずれか高い方を限度
とします。

 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
� 当会社は、前項の規定によって支払うべき保管車両費用と第１項の保管車両損害保険金の合計額
が協定車両保険金額または修理支払限度額をこえる場合であっても、前項の保管車両費用を支払い
ます。
� 保管車両損害額および第３項の保管車両費用のうち回収金がある場合において、回収金の額が被
保険者の自己負担額（保管車両損害額および第３項各号の保管車両費用のうち実際に発生した額の
合計額から第１項に定める保管車両損害保険金および第３項に定める保管車両費用の合計額を差し
引いた残額をいいます。）を超過するときは、当会社は第１項の保管車両損害保険金と第３項の保管
車両費用の合計額からその超過額を差し引いて保管車両保険金を支払います。
� 前項までの規定にかかわらず、第１条（保険金を支払う場合）第２項第１号および第２号ごとに
保険証券記載の保管車両保険金支払割合（被保険自動車ごとに適用します。以下この章において「保
管車両保険金支払割合」といいます。）が１００％以外の場合、１回の事故により支払われる保管車両
保険金の支払額は、前項までの規定により算出された額に保管車両保険金支払割合を乗じた額とし
ます。
第１０条（その他車両保険金の支払額）
� １回の事故につき当会社の支払うその他車両損害保険金の額は、下表のとおりとします。なお、
免責金額については、所有自動車ごとに、当会社が車両保険金を支払う事故の発生の時の順によっ
て定めることとします。ただし、協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、その保険価額を
協定保険価額および保険金額とします。

� この条において、その他車両損害額とは、次の各号の規定による当会社が保険金を支払うべきそ
の他車両損害の額をいいます。
� 被保険自動車の損害の状態が、前項の表中�に該当する場合（以下この章において「その他車
両全損」といいます。）は、事故が発生した日が属する保険年度における協定保険価額

� 被保険自動車の損害の状態が、前項の表中�または�に該当する場合（「その他車両分損」とい
います。）は、次の算式によって算出された額

修理費
－ 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額
＝ 損害額

	 第１項のその他車両損害保険金のほか、保険契約者または被保険者が次の各号の費用（収入の喪
失を含みません。以下この章において「その他車両費用」といいます。）を支出した場合は、当会社
は、各号のその他車両費用の合計額を被保険者に支払います。ただし、協定車両保険金額の設定が
ない場合（協定車両保険金額が０円の場合を含みます。）を除きます。
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� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止のために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために要した費用
� 当会社がその他車両保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができ
ない場合に、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬
するために要した費用、および、これらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用の合計額。
ただし、１回の事故につき、１０万円または協定保険価額の１０％のいずれか高い方を限度とします。
� 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額

� 当会社は、前項の規定によって支払うべきその他車両費用と第１項のその他車両損害保険金の合
計額が協定車両保険金額または修理支払限度額をこえる場合であっても、前項のその他車両費用を
支払います。
� その他車両損害額および第３項のその他車両費用のうち回収金がある場合において、回収金の額
が被保険者の自己負担額（その他車両損害額および第３項各号のその他車両費用のうち実際に発生
した額の合計額から第１項に定めるその他車両損害保険金および第３項に定めるその他車両費用の
合計額を差し引いた残額をいいます。）を超過するときは、当会社は第１項のその他車両損害保険金
と第３項のその他車両費用の合計額からその超過額を差し引いてその他車両保険金を支払います。
第１１条（建物・収容動産損害保険金の支払額）
� 当会社が第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までおよび第９項から第１２項までの建
物・収容動産損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。また、同条第
８項の盗難の場合には、当会社は、その損害の額を建物・収容動産損害保険金として、支払います。
� 第１条（保険金を支払う場合）第７項における盗難によって損害が生じた場合において、盗取さ
れた保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、前項の損害の
額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
	 当会社は、前２項の規定による損害の額から、１回の事故につき、保険証券記載の免責金額を控
除した残額を、第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までの建物・収容動産損害保険金
として、支払います。ただし、１回の事故につき、保険証券記載の建物・収容動産支払限度額（以
下この章において「建物・収容動産支払限度額」といいます。）を限度とします。
� 前項の免責金額、建物・収容動産支払限度額は次の各号に従い適用します。
� 免責金額は、次のイ．、ロ．およびハ．に定める算式によって算出し、建物および収容動産（こ
の項において、保険の目的である家財および設備・什器等をいいます。）に適用します。なお、算
出された免責金額が０円を下回る場合は、０円とします。また、１回の事故で複数の建物（収容
動産を含みます。）に損害が及ぶ場合には建物ごとに適用します。
イ．建物の免責金額 ＝保険証券記載の免責金額
ロ．家財の免責金額 ＝保険証券記載の免責金額

－保険の対象となる建物の損害の額
ハ．設備・什器等の免責金額＝保険証券記載の免責金額

－保険の対象となる建物の損害の額
－保険の対象となる家財の損害の額

� 建物・収容動産支払限度額については、建物および収容動産でそれぞれ個別に適用し、また、
１回の事故で複数の建物（収容動産を含みます。）に損害が及ぶ場合には建物ごとに適用します。

� 第７条（保険の目的の範囲）第４項第１号に掲げる物を保険証券に明記して保険の目的（この項
において、家財または設備・什器等をいいます。）に含めた場合において、その物に盗難による損害
が生じたときの当会社の支払うべき建物・収容動産損害保険金の額は、１回の事故につき、１個ま
たは１組ごとに１００万円を限度とします。

 建物・収容動産損害保険金が支払われるべき損害に対して、この保険契約における携行品損害保
険金または積載動産損害保険金が支払われる場合には、第３項の規定中「損害の額」とあるのを「損
害の額（携行品損害保険金または積載動産損害保険金が支払われる場合には、これらの額を控除し
た残額とします。）」と読み替えて適用します。

第１２条（建物・収容動産損害保険金の支払額－通貨等または預貯金証書の盗難の場合）
� 第１条（保険金を支払う場合）第８項の生活用の通貨等または業務用の通貨等の盗難の場合には、
当会社は、１回の事故につき、１構内ごとに３０万円を限度とします。この場合において、第１条（保
険金を支払う場合）第８項第２号ロ．に規定する公示催告手続に要する費用は、損害の額に含まれ
るものとします。ただし、いかなる場合でも被保険者の被る金利損害は、損害の額に含まれないも
のとします。
� 第１条（保険金を支払う場合）第８項第５号の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の
盗難の場合には、当会社は、１回の事故につき、１構内ごとに５００万円を限度とします。

第１３条（携行品損害保険金の支払額）
� 当会社が第１条（保険金を支払う場合）第１３項第１号の携行品損害保険金として支払うべき損害
の額は、保険価額によって定めます。
� 第７条（保険の目的の範囲）第４項第１号に掲げる物を保険証券に明記して保険の目的に含めた
場合で、その物につき盗難による損害が生じたときの損害の額は、１個または１組ごとに、その損
害の額または１００万円のいずれか低い額を損害の額とみなします。

	 盗難によって損害（第１条（保険金を支払う場合）第１３項第２号の損害を除きます。）が生じた場
合において、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な費
用は、前２項の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
� 第１条（保険金を支払う場合）第１３項第２号の通貨等の盗難の場合には、その損害の額または３０
万円のいずれか低い額を損害の額とみなし、預貯金証書の盗難の場合には、その損害額とします。
この場合において、第１条（保険金を支払う場合）第８項第２号ロ．に規定する公示催告手続に要
する費用は、損害の額に含まれるものとします。ただし、いかなる場合でも被保険者の被る金利損
害に対しては、損害の額に含まれないものとします。
� 当会社は、前各項の規定による損害の額から１回の事故につき、保険証券記載の免責金額を控除
した残額を、第１条（保険金を支払う場合）第１３項の携行品損害保険金として、支払います。ただ
し、１回の事故につき、保険証券記載の携行品支払限度額（以下この章において「携行品支払限度
額」といいます。）を限度とします。


 携行品損害保険金が支払われるべき損害に対して、この保険契約における積載動産損害保険金が
支払われる場合には、前項の規定中「損害の額」とあるのを「損害の額（積載動産損害保険金とし
て支払われる額を控除した残額とします。）」と読み替えて適用します。
第１４条（積載動産損害保険金の支払額）
� １回の事故につき当会社の支払う積載動産損害保険金の額は、次の算式により算出された額とし
ます。ただし、１回の事故につき、積載動産保険金額を限度とします。この場合において、積載動
産保険金額とは、運転車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、記名運転者および許
諾運転者ごとに保険証券記載の積載動産保険金額、保管車両損害またはその他車両損害が生じたこ
とに伴う積載動産の損害の場合は、被保険自動車ごとにまたは被保険自動車にかかる支払条項（第
１条（保険金を支払う場合）第２項第１号、第２号および第３項をいいます。以下この項において
同様とします。）ごとに保険証券記載の積載動産保険金額をいいます。以下この章において同様とし
ます。

全ての積載動産の損害額の合計額
－ 免責金額（運転車両損害が生じたことに伴う積載動産の損害の場合は、記名運転者および許

諾運転者ごとに保険証券記載の免責金額、保管車両損害またはその他車両損害が生じたこと
に伴う積載動産の損害の場合は、被保険自動車ごとにまたは被保険自動車にかかる支払条項
ごとに保険証券記載の免責金額をいいます。以下この条において同様とします。）

＝ 積載動産損害保険金

� 前項の損害額とは、それぞれの積載動産について次の算式によって算出された額をいいます。
� 全損（次の算式によって算出された額が、損害の生じた積載動産の保険価額以上となる場合を
いいます。）の場合は、保険価額
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各被保険者ごとの損害額
（ただし、回収金を差し引いた残額とします）

各被保険者ごとの損害額の合計額
（ただし、回収金を差し引いた残額とします）

� 前号以外の場合には、次の算式によって算出された額

修理費（積載動産を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。）
＋ 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および
拡大の防止のために必要または有益であった費用

＋ 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必
要な手続をするために要した費用

＝ 損害額

� 前項に規定する損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたも
の（以下この条において「回収金」といいます。）がある場合において、回収金の額が第１項の免責
金額を超過するときは、その超過額を前項の積載動産保険金の額から差し引きます。
� １回の事故について被保険者が２名以上いる場合は、被保険者ごとの支払保険金の額は、下記の
算式によって算出された額とします。

積載動産損害保険金× ＝被保険者ごとの支払保険金

� 前各項の規定にかかわらず、積載動産の損害が第１条（保険金を支払う場合）第２項の保管車両
損害に伴う場合、保管車両保険金支払割合が０％のときは、当会社は積載動産損害保険金を支払い
ません。
第１５条（協定保険価額、協定新価保険価額および修理支払限度額の変更）
� 保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著
しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に
通知し、承認の請求を行わなければなりません。
� 保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価
額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定
保険価額および協定車両保険金について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求す
ることができます。また、当会社は通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容
を書面に記載して提出することを求めることができます。
� 前２項の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、保険証券記載の協定車両保険金額に第１
項の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定車両保険金額から前項の事由
によって減少した価額を差し引いた残額に、協定保険価額および協定車両保険金額を変更するとと
もに、第３条（保険価額等）第５号の規定により当会社は修理支払限度額を変更するものとします。
� 当会社は、前項の場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求し
ます。
� 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた
事故による損害に対しては、通知または承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
� 一般条項第１１条（被保険自動車の入替）第１項に定める自動車の新規取得の場合において、保険
契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、第
３条（保険価額等）第２号および第４号の規定により新たに取得し、または借り入れた自動車の価
額および新車保険価額を定め、協定保険価額、協定車両保険金額および協定新価保険価額を変更す
るとともに、第３条（保険価額等）第５号の規定により当会社は修理支払限度額を変更するものと
します。
� 当会社は、前項の場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求し
ます。

	 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事
故による損害に対しては、車両保険金を支払いません。
第１６条（協定保険価額または協定新価保険価額が適正でない場合）
� 被保険自動車の協定保険価額または協定新価保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険
者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額または新車保険価額を評価する
ために必要と認めて照会した事項について、知っている事実を告げずまたは不実のことを告げ、そ
の結果として第３条（保険価額等）第２号、第４号および前条の規定に従って定めるべき額と異な
った協定保険価額または協定新価保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この被保険自動車の保険価額（損害が生じた地および時における被保険
自動車と車種、年式、損耗度が同一の自動車の市場販売価格相当額をいいます。）を協定保険価額ま
たは協定新価保険価額とすること（以下この条において「協定保険価額等の変更」といいます。）が
できます。
� 前項の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。

 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
� 当会社が保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた
場合、または過失によってこれを知らなかった場合
� 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の価額または新車保険価額を評価するために必要
な事項について、書面をもって更正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、
更正の申出を受けた場合には、その更正を申し出た事実が、保険契約締結時に当会社に告げられ
ていたとしても、当会社が、保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するもの
とします。
� 当会社が保険契約締結の後、前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時から
その日を含めて協定保険価額等の変更をしないで３０日を経過した場合、または保険契約締結の時
から５年を経過した場合

� 第１項の協定保険価額等の変更は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その協定
保険価額等の変更が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については、
協定保険価額等の変更後の協定保険価額または協定新価保険価額に基づいて算出した車両保険金を
支払います。この場合において、すでに車両保険金を支払っていたときは、協定保険価額等の変更
後の協定保険価額または協定新価保険価額に基づいて算出した保険金との差額の返還を請求するこ
とができます。
� 第１項により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、
当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
� 保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた
事故による損害に対しては、第８条（運転車両保険金の支払額）第１項および第２項、第９条（保
管車両保険金の支払額）第１項および第２項または第１０条（その他車両保険金の支払額）第１項お
よび第２項の規定にかかわらず、保険価額を限度額として保険金を支払います。
第１７条（現物による支払）

当会社は、保険の目的の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金
の支払に代えることができます。
第１８条（残存物および盗難品の帰属）
� 保険の目的が運転自動車または被保険自動車である場合において、当会社が車両全損（運転車両
全損、保管車両全損およびその他車両全損をいいます。）として運転車両損害保険金、保管車両損害
保険金またはその他車両損害保険金を支払った場合には、当会社は、保険の目的について被保険者
が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場
合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
� 被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその保管車両損害に対して
保管車両保険金を支払ったときは、当会社は、保管車両保険金の保管車両損害額に対する割合によ
って被保険者が盗難にあった物について有する所有権その他の物権を取得します。
� 前２項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して車両保険金を支払っ
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たときは、運転自動車もしくは被保険自動車または部分品もしくは付属品について被保険者が有す
る所有権その他の物権は当会社に移転しません。
� 保険の目的が建物、家財、設備・什器等または携行品の場合、当会社が第１条（保険金を支払う
場合）の保険金（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金をいいます。以下この条にお
いて「保険金」といいます。）を支払ったときでも、保険の目的の残存物の所有権その他の物権は、
当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
� 盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたとき
は、第１１条（建物・収容動産損害保険金の支払額）第２項または第１３条（携行品損害保険金の支払
額）第３項の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、乗車券等につい
て払戻期間を過ぎて回収された場合は、損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収
された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても損害が生じたも
のとみなします。
� 保険の目的である建物、家財、設備・什器等または携行品が盗難にあった場合に、当会社がその
損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の保険価額に対する割合によって、被保
険者が盗難にあった物について有する所有権その他の物権を取得します。
� 前項の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額（第１１条（建物・収容
動産損害保険金の支払額）第２項または第１３条（携行品損害保険金の支払額）第３項の費用に対す
る保険金に相当する額を差し引いた残額とします。）を当会社に支払って、その保険の目的の所有権
その他の物権を取得することができます。
� 当会社が第１４条（積載動産損害保険金の支払額）第２項第１号に定める全損として積載動産損害
保険金を支払った場合には、積載動産について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
ただし、積載動産保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、積載動産保険金額の保険価
額に対する割合によってその権利を取得します。
� 積載動産の一部が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して積載動産損害保険金を支払っ
たときは、当会社は、その支払った積載動産損害保険金の損害額に対する割合によって被保険者が
盗難にあった物について有する所有権その他の物権を取得します。
� 前２項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して積載動産損害保険金
を支払ったときは、積載動産について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しませ
ん。
� 当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保管車両保険金を支払った日の翌日か
ら起算して６０日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、すでに受け取った保管車両
保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間
に被保険自動車に生じた保管車両損害に対して保険金を請求することができます。
	 当会社が積載動産の盗難によって生じた損害に対して積載動産損害保険金を支払った日の翌日か
ら起算して６０日以内に当該積載動産が発見された場合は、被保険者は、すでに受け取った積載動産
損害保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまで
の間に当該保険の目的に生じた損害に対して積載動産損害保険金を請求することができます。
第１９条（積載動産損害保険金への規定適用にあたっての特則）

 被保険者は、積載動産損害保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うものとし、
当会社は、保険契約者を経由しない同保険金の請求を受けることはできないものとします。
� 当会社は、この章および一般条項における積載動産損害保険金に係る諸規定が、被保険者の委任
を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合において、保険契約者
は、その旨を当会社に告げることを要しません。
第２０条（手形の損害に関する特則）
手形に盗難による損害が生じた場合、当会社は、一般条項第２１条（保険金の支払）の規定にかか
わらず、事故が生じた手形の満期日または除権決定手続終了日のいずれか遅い日以降に、保険金を
支払うものとします。
第２１条（保険の目的の建物・収容動産支払限度額に関する特則）

次の各号のいずれかに該当する場合は、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の目

的の建物・収容動産支払限度額を変更するものとします。
� 当会社が一般条項に規定する保険金額の調整に関する通知を受けた場合
 保険契約者が保険の目的の価額が増加または減少したことにより保険契約の条件の変更を当会
社に通知し、当会社がこれを承認する場合

第２章 賠償責任条項

第１条（保険金を支払う場合）

 当会社は、次条第１号に定める被保険者が次の各号に掲げる偶然な事故（以下この章において「生
活賠償事故」といいます。）により、他人の身体の障害、自由の侵害等または財物の損壊もしくは使
用不能について、法律上の損害賠償責任（以下この章において「生活に関する賠償責任」といいま
す。）を負担することによって被る損害に対して、この章および第６章一般条項（以下この章におい
て「一般条項」といいます。）の規定に従い、保険金を支払います。
� 保険証券記載の生活賠償被保険者（以下この章において「生活賠償被保険者」といいます。）の
居住の用に供される保険証券記載の建物の居住部分（その敷地内の不動産および動産で、居住の
用に供される部分およびものを含みます。以下この項において「住宅」といいます。）の所有、使
用または管理に起因する偶然な事故
 次条第１号に定める被保険者の日常生活（住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きま
す。）に起因する偶然な事故

� 当会社は、次条第２号に定める被保険者が次の各号に掲げる偶然な事故（以下この章において「店
舗賠償事故」といいます。）により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠
償責任（以下この章において「店舗に関する賠償責任」といいます。）を負担することによって被る
損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
� 保険証券記載の店舗賠償被保険者（以下この章において「店舗賠償被保険者」といいます。）が
所有、使用または管理する施設（保険証券記載の建物またはその建物に収容される動産で、保険
証券記載の業務の用に供される部分およびものをいいます。以下この章において「施設」といい
ます。）に起因する偶然な事故
 施設の用法に伴う保険証券記載の業務の遂行に起因する偶然な事故
� 当会社は、次条第３号に定める被保険者が、運転自動車の所有、使用または管理に起因する他人
の身体の障害（以下この章において「運転自動車対人事故」といいます。）について、法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金
を支払います。ただし、運転自動車の別に、次の各号に定めるとおりとします。
� 運転自動車が所有自動車である場合

１回の運転自動車対人事故による損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（運転自動
車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相
当する金額）を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
 運転自動車が前号以外である場合

１回の運転自動車対人事故による損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある
場合は、運転自動車対人賠償損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに
限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

� 当会社は、次条第３号に定める被保険者が、運転自動車の所有、使用または管理に起因する他人
の財物の損壊（以下この章において「運転自動車対物事故」といいます。）について、法律上の損害
賠償責任（以下前項に規定する損害賠償責任とあわせて、この章において「運転自動車に関する賠
償責任」といいます。）を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規定に
従い、保険金を支払います。
� 当会社は、次条第４号に定める被保険者が、所有自動車の所有、使用または管理に起因（運転中
を除きます。ただし、次の各号に掲げる間の次条第３号イ．�イから�ハおよびロ．に掲げる者以外の
者の運転中は含みます。次項において同様とします。）する他人の身体の障害（以下この章において
「運転外自動車対人事故」といいます。）について、法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して、この章および一般条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、１回の運
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転外自動車対人事故による損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（所有自動車に自賠責
保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額）
を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。この場合において運転中と
は、駐車または停車中を除きます。以下この章において同様とします。
� 所有自動車が盗難（強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下この章において同様とし
ます。）にあった時から発見されるまでの間
� 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取
り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が業務として受託した所有
自動車を使用または管理している間

� 当会社は、次条第４号に定める被保険者が、所有自動車の所有、使用または管理に起因する他人
の財物の損壊（以下この章において「運転外自動車対物事故」といいます。）について、法律上の損
害賠償責任（以下前項に規定する損害賠償責任とあわせて、この章において「運転外自動車に関す
る賠償責任」といいます。）を負担することによって被る損害に対して、この章および一般条項の規
定に従い、保険金を支払います。
� 当会社は、次条第７号に定める被保険者が管理する財物で第３条（用語の定義）第１０号に規定す
るもの（以下この章において「受託品」といいます。）が次の各号に掲げる間に損壊し、または紛失
し、もしくは盗取されたこと（以下この章において「受託賠償事故」といいます。）により、受託品
について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任（以下この章において「受
託品に関する賠償責任」といいます。）を負担することによって被る損害に対して、この章および一
般条項の規定に従い、保険金を支払います。
� 受託品が、保険証券記載の受託賠償被保険者（以下この章において「受託賠償被保険者」とい
います。）の居住の用に供される保険証券記載の建物の居住部分（その敷地内の不動産および動産
で、居住の用に供される部分およびものを含みます。以下この項において「住宅」といいます。）
内に保管されている間
� 受託品が、次条第７号に定める被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で
管理されている間

� 当会社は、次条第８号に定める被保険者（以下この項において「被保険者」といいます。）が借用
する保険証券記載の被保険者住所の建物の戸室（以下この章において「借用戸室」といいます。）が
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の各号に掲げる事故（以下この章において「借家賠償
事故」といいます。）により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主（転貸人
を含みます。以下この章において同様とします。）に対し、法律上の損害賠償責任（以下この章にお
いて「借家に関する賠償責任」といいます。）を負担することによって被る損害に対して、この章お
よび一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
� 火災
� 破裂または爆発（破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現
象をいいます。）
� 給排水設備（スプリンクラ設備・装置を含みます。）の使用または管理に起因する漏水、放水ま
たは溢水による水濡れ
� 盗難
� 当会社は、前各項のうち、保険証券に記載された賠償責任についてのみ支払責任を負うものとし
ます。
第２条（被保険者等）
この章において、次の各号の被保険者はそれぞれ次の定義によります。
� 生活に関する賠償責任における被保険者

前条第１項における被保険者は、次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まない
ものとします。
イ．生活賠償被保険者
ロ．生活賠償被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この章において同様とします。）

ハ．生活賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
ニ．生活賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
� 店舗に関する賠償責任における被保険者

前条第２項における被保険者は、店舗賠償被保険者とします。
� 運転自動車に関する賠償責任における被保険者

前条第３項および第４項における被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
ただし、所有自動車以外の運転自動車の所有、使用または管理に起因する運転自動車に関する賠
償責任を負担することによって被る損害については、次のイ．に掲げる者に限ります。
イ．次に掲げる者
	イ 保険契約者
	ロ 保険契約者の配偶者
	ハ 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
	ニ 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
ロ．第５号に規定する記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者（上記イ．
	イから	ハまでに掲げる者を除きます。）。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、
自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の
使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関を含みます。）が業務として受託した所有自動車を使用または管理している間を除
きます。
ハ．第５号に規定する記名運転者の使用者（請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基
づき記名運転者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。以下このハ．において同様としま
す。）。ただし、記名運転者が所有自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

� 運転外自動車に関する賠償責任における被保険者
前条第５項および第６項における被保険者は、前号イ．からハ．までの者をいいます。


 記名運転者
第３号イ．	イから	ハまでの者から保険証券に記載された者をいいます。

� 許諾運転者
第３号ロ．の者をいいます。

� 受託品に関する賠償責任における被保険者
前条第７項における被保険者は、次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まない
ものとします。
イ．受託賠償被保険者
ロ．受託賠償被保険者の配偶者
ハ．受託賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
ニ．受託賠償被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
 借家に関する賠償責任における被保険者

前条第８項における被保険者は、保険証券記載の借家賠償被保険者（以下この章において「借
家賠償被保険者」といいます。）をいいます。ただし、借用戸室の賃借名義人がこれと異なる場合
には、その賃借名義人を含みます。

第３条（用語の定義）
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 法律上の損害賠償責任

自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
� 運転自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の上記イ．以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物
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車または特種用途自動車（キャンピング車）の自動車。ただし、前条第３号イ．�イから�ハまで
に掲げる者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および１年以
上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下この章において同様とし
ます。）を除きます。

� 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

� 所有自動車
前条第３号イ．�イから�ハまでに掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただし、そ

の用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨
物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用
小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）に限るものとし、保
険証券記載の除外自動車を除きます。
� 親族

６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。
� 損害賠償請求権者
当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、生活賠償事故または店舗賠償事故で身
体の障害を被った直接の被害者、運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の直接の被害
者、被害者が死亡した場合の相続人、慰謝料請求権者、生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動
車対物事故、運転外自動車対物事故または受託賠償事故の被害財物の所有者、借家賠償事故の被
害戸室の貸主等をいいます。
� 身体の障害
傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。ただし、運転自動車対人事故および運転外自動
車対人事故については、生命または身体を害したことをいいます。
� 自由の侵害等
不当な身体の拘束による自由の侵害および名誉毀損ならびに口頭、文書、図画その他これらに
類する表示行為による名誉毀損およびプライバシーの侵害をいいます。
� 損壊
滅失、き損もしくは汚損をいいます。

	 受託品
受託品は、前条第７号に定める被保険者（以下この号において「被保険者」といいます。）が日
本国内において受託した財物のうち、次に掲げるものを除いたものとします。
イ．通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、
帳簿その他これらに準ずる物
ロ．貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
ハ．自動車、原動機付自転車、船舶（ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。）、航空
機およびこれらの付属品
ニ．銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
ホ．被保険者が別表 傷－４に掲げる運動等を行っている間の当該運動等のための用具
ヘ．動物、植物等の生物
ト．建物（畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みま
す。）

チ．門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物
リ．公序良俗に反する物
ヌ．その他保険証券記載の物

第４条（保険金を支払わない場合－その１）

 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮。ただし、運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する
賠償責任に限ります。
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた
事故

 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者（第１条（保険金を支払う場合）第８項の借用戸室
の貸主を含みます。）との間に特別の約定がある場合は、その約定によって加重された賠償責任を負
担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第５条（保険金を支払わない場合－その２）

当会社は、第２条（被保険者等）第１号から第８号までに掲げるそれぞれの被保険者が次の各号
に掲げるそれぞれの損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 生活に関する賠償責任
イ．保険契約者、第２条（被保険者等）第１号に定める被保険者（以下この号において「被保険
者」といいます。）またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である場合には、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生じた損害賠償責任
ロ．被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
ハ．もっぱら被保険者の業務の用に供される動産または不動産（建物の一部がもっぱら被保険者
の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。）の所有、使用または管理に起因する損害
賠償責任
ニ．被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
ホ．被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。
ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
ヘ．被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を
有する者に対して負担する損害賠償責任
ト．被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
チ．被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
リ．航空機、船舶、自動車（ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。）および原動機付
自転車または銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
ヌ．排水または排気（煙を含みます。）によって生じた損害賠償責任
� 店舗に関する賠償責任
イ．保険契約者、店舗賠償被保険者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である場
合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生じた
損害賠償責任
ロ．店舗賠償被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
ハ．店舗賠償被保険者の使用人が店舗賠償被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因す
る損害賠償責任
ニ．店舗賠償被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当
な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
ホ．エレベーター、エスカレーター、自動車および原動機付自転車もしくは動物の所有、使用ま
たは管理に起因する損害賠償責任
ヘ．排水または排気（煙を含みます。）によって生じた損害賠償責任
ト．屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
チ．施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任
リ．医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、販売もしくは鑑定または化粧等の美容に起因する損
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害賠償責任
ヌ．店舗賠償被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または店舗賠償被保険者の占有を離れ
施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
ル．業務を完了した後（業務の目的物の引き渡しを要するときは、引き渡した後）または業務を
放棄した後に、その業務の結果に起因して生じた損害賠償責任

� 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任
イ．保険契約者、記名運転者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である場合は、
その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生じた損害賠償
責任
ロ．第２条（被保険者等）第３号および第４号に定める被保険者（以下この号において「被保険
者」といいます。）のうち記名運転者でない被保険者の故意によって生じた損害賠償責任。

ハ．運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故による次のいずれかに該当する者の身体の
障害について被保険者が被る損害賠償責任
�イ 運転自動車もしくは所有自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
�ロ 被保険者の父母、配偶者または子
�ハ 被保険者の業務（家事を除きます。以下この項において同様とします。）に従事中の使用人
ニ．被保険者が所有自動車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、運転自動車対人事
故または運転外自動車対人事故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の障害に
起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が記名運転者であり、その使用者の業務に所有自動
車を使用している場合に、当該記名運転者と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の身体の
障害によって当該記名運転者が被る損害賠償責任については、この規定は適用しません。
ホ．運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故による次のいずれかに該当する者の所有、
使用または管理する財物の損壊について被保険者が被る損害賠償責任
�イ 運転自動車もしくは所有自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
�ロ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

ヘ．被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車（所有自動車を除きます。）
を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任
ト．被保険者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）とな
っている法人の所有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転しているときに生じた事故に
より被保険者が被る損害賠償責任
チ．自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務と
して受託した所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る
損害賠償責任
リ．被保険者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得な
いで、所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠
償責任。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者が
その者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
ヌ．被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を
運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において自動車を
運転している（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために自動車を運転している場合を除
きます。）ときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任

� 受託品に関する賠償責任
イ．保険契約者、第２条（被保険者等）第７号に定める被保険者（以下この号において「被保険
者」といいます。）またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である場合には、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生じた損害賠償責任
ロ．次に掲げる事由のいずれかによって、被保険者が被る損害賠償責任
�イ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
�ロ 被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）
を持たないで自動車もしくは原動機付自転車（以下この号において「自動車等」といいます。）

を運転している間、酒に酔った状態（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態をいいます。）で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい
剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転して
いる間に生じた事故

か し

�ハ 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在していた瑕疵
�ニ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防また
は避難に必要な処置としてなされた場合は除きます。
�ホ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
�ヘ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故
�ト 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似
の事由
�チ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
�リ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪またはひょうによる受託品の損壊
ハ．被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
ニ．もっぱら被保険者の業務の用に供される動産または不動産（建物の一部がもっぱら被保険者
の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。）の所有、使用または管理に起因する損害
賠償責任
ホ．被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
ヘ．被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
ト．航空機、船舶（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）または銃器（空気銃を除きま
す。）の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
チ．受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
リ．受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の
用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任

� 借家に関する賠償責任
イ．保険契約者、借家賠償被保険者またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人である場
合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生じた
損害賠償責任
ロ．借用戸室が次の各号に掲げる事由のいずれかによって損壊した場合に、それによって借家賠
償被保険者が被る損害賠償責任
�イ 借家賠償被保険者の心神喪失または指図
�ロ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、借家賠償被保険者が自己の労力を
もって行った仕事による場合を除きます。

ハ．借家賠償被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する
損害賠償責任

第６条（支払保険金の範囲）
� 生活に関する賠償責任、店舗に関する賠償責任、受託品に関する賠償責任および借家に関する賠
償責任において、当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
� 第２条（被保険者等）第１号、第２号、第７号および第８号に定めるそれぞれの被保険者（以
下この項において「被保険者」といいます。）が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金（ただ
し、受託品に関する賠償責任については、保険事故の生じた地および時において、もし保険事故
がなければ有したであろう被害受託品の価額を超えないものとします。）。生活に関する賠償責任、
店舗に関する賠償責任、受託品に関する賠償責任および借家に関する賠償責任における損害賠償
金には、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損
害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差
し引くものとします。
� 被保険者が一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項の手段を講ずるために
支出した必要または有益と認められる費用
� 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、一般条項第１５条（事故発生
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時の義務）第１項第５号の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続をとるために要し
た必要または有益な費用
� 賠償損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、
被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同
意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、診療、治療、看護その
他緊急措置に要した費用
� 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、
弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要
な手続をするために要した費用
� 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に
要した費用
� 第９条（当会社による解決）第３項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するた
めに被保険者が直接要した費用

� 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任において、当会社が支払う保
険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
� 第２条（被保険者等）第３号および第４号に定めるそれぞれの被保険者（以下この項において
「被保険者」といいます。）が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
� 保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）
イ．一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡
大の防止のために必要または有益であった費用
ロ．一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要
な手続をするために要した費用
ハ．保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防
止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したとき
は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護そ
の他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した
費用
ニ．偶然な事故によって運転自動車または所有自動車に積載していた動産（法令で積載が禁止さ
れている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。）が落下した
ことに起因して、被保険者が落下物を取り片づけるための費用を負担した場合は、被保険者が
負担した費用のうち、予め当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
ホ．運転自動車対人事故、運転外自動車対人事故、運転自動車対物事故または運転外自動車対物
事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した
費用、および第９条（当会社による解決）第３項の規定により被保険者が当会社に協力するた
めに要した費用
ヘ．損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費
用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使
に必要な手続をするために要した費用

第７条（保険金の支払額）
� 生活に関する賠償責任および店舗に関する賠償責任において、当会社が１回の事故につき支払う
べき保険金の額は、それぞれの賠償責任について、次の各号の合計額とします。
� 前条第１項第１号の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額（以下この章において「生活賠
償免責金額」または「店舗賠償免責金額」といいます。）を超過する場合には、その超過した額。
ただし、保険証券記載の保険金額（以下この章において「生活賠償保険金額」または「店舗賠償
保険金額」といいます。）を限度とします。
� 前条第１項第２号から第７号までの費用についてはその全額。ただし、同条第１項第１号の損
害賠償金の額が生活賠償保険金額または店舗賠償保険金額をこえる場合は、同条第１項第５号お
よび第６号の費用は、それぞれ、生活賠償保険金額または店舗賠償保険金額の前条第１項第１号
の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。

� 運転自動車に関する賠償責任および運転外自動車に関する賠償責任において、当会社が支払うべ
き保険金の額は、次の各号に定める額とします。
� １回の運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、
次のイ．およびロ．の合計額からハ．の額を差し引いた残額とします。ただし、身体の障害を被
った者１名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額（運転自動車対人事故については記名運転
者および許諾運転者ごとの保険証券記載の保険金額、運転外自動車対人事故については所有自動
車の保険証券記載の保険金額。以下この章においてそれぞれ「運転自動車対人保険金額」、「運転
外自動車対人保険金額」といいます。）を限度とします。
イ．前条第２項第１号の損害賠償金の額
ロ．前条第２項第２号イ．からハ．までの費用
ハ．自賠責保険等によって支払われる金額
� １回の運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、
次のイ．およびロ．の合計額からハ．およびニ．の合計額を差し引いた残額とします。ただし、
保険証券記載の保険金額（運転自動車対物事故については記名運転者および許諾運転者ごとの保
険証券記載の保険金額、運転外自動車対物事故については所有自動車の保険証券記載の保険金額。
以下この章においてそれぞれ「運転自動車対物保険金額」、「運転外自動車対物保険金額」といい
ます。）を限度とします。
イ．前条第２項第１号の損害賠償金の額
ロ．前条第２項第２号イ．からニ．までの費用
ハ．損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
ニ．保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額（運転自動車対物事故については記
名運転者および許諾運転者ごとの保険証券記載の免責金額、運転外自動車対物事故については
所有自動車の保険証券記載の免責金額。以下この章においてそれぞれ「運転自動車対物免責金
額」、「運転外自動車対物免責金額」といいます。）

	 当会社は、前２号に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。ただし、前２号に定
めるそれぞれの保険金額の設定がない場合（保険金額が０円である場合を含みます。）を除きます。
イ．前条第２項第２号ホ．およびヘ．の費用
ロ．第９条（当会社による解決）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面によ
る同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金

� 第２号ただし書の規定にかかわらず、次のイ．からハ．のいずれかに該当する対物事故で、か
つ、対物保険金額が３０億円を超える場合、当会社の支払う保険金の額は３０億円を限度とします。
イ．所有自動車に積載されている危険物（「道路運送車両の保安基準」第１条に定める高圧ガス、
「火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第２条に定める可燃
物、または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様と
します。）の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故

ロ．所有自動車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危険
物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
ハ．航空機の損壊


 受託品に関する賠償責任において、当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各
号の合計額とします。
� 前条第１項第１号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額（以下この章において「受託賠償免
責金額」といいます。）を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の保険金額
（以下この章において「受託賠償保険金額」といいます。）を限度とします。
� 前条第１項第２号から第７号までの費用についてはその全額。ただし、同条第１項第１号の損
害保険金の額が受託賠償保険金額をこえる場合は、同条第１項第５号および第６号の費用は、受
託賠償保険金額の前条第１項第１号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。

� 借家に関する賠償責任において、当会社が１回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号
の金額の合計額とします。
� 前条第１項第１号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額（以下この章において「借家賠償免

第
２
章

賠
償
責
任
条
項



約款‐１５

責金額」といいます。）を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の保険金額
（以下この章において「借家賠償保険金額」といいます。）を限度とします。

� 前条第１項第２号から第７号までの費用については、その全額。ただし、同条第１項第１号の
損害賠償金の額が借家賠償保険金額をこえる場合は、同条第１項第５号および第６号の費用は、
借家賠償保険金額の前条第１項第１号の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。

第８条（当会社による援助）
第２条（被保険者等）に定めるそれぞれの被保険者（以下この条において「被保険者」といいま
す。）が生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対
人事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受
けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定させるため、当
会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もし
くは訴訟の手続（弁護士の選任を含みます。以下同様とします。）について協力または援助を行いま
す。
第９条（当会社による解決）
� 第２条（被保険者等）に定めるそれぞれの被保険者（以下この条において「被保険者」といいま
す。）が生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対
人事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受
け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合、または当会社が損害賠償請求権者か
ら次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に
対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のた
めに、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。
� 前項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、所有自動車に生じた損害のそれぞれの所
有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
� 第１項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければ
なりません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項の規定は適用しません。
� 生活賠償事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額が、生活賠償保険金額を明らかに超える場合
� 店舗賠償事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額が、店舗賠償保険金額を明らかに超える場合
� 運転自動車対人事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担
する法律上の損害賠償責任の額が、運転自動車対人保険金額および自賠責保険等によって支払わ
れる金額の合計額を明らかに超える場合
� 運転自動車対物事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担
する法律上の損害賠償責任の額が、運転自動車対物保険金額を明らかに超える場合（第７条（保
険金の支払額）第２項第４号イ．からハ．のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保険金
額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、被保険者が負担する法律上の損害賠償
責任の総額が３０億円を明らかに超える場合、とします。）

	 運転外自動車対人事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負
担する法律上の損害賠償責任の額が、運転外自動車対人保険金額および自賠責保険で支払われる
金額の合計額を明らかに超える場合

 運転外自動車対物事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負
担する法律上の損害賠償責任の額が、運転外自動車対物保険金額を明らかに超える場合（第７条
（保険金の支払額）第２項第４号イ．からハ．のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保
険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、被保険者が負担する法律上の損害
賠償責任の総額が３０億円を明らかに超える場合、とします。）
� 受託賠償事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額が、受託賠償保険金額を明らかに超える場合
� 借家賠償事故に関して、１回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法

律上の損害賠償責任の額が、借家賠償保険金額を明らかに超える場合
 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
� 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
� 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故に関して、運転自動車または所有自動車に自
賠責保険等の契約が締結されていない場合
� 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故ま
たは借家賠償事故に関して、保険証券に生活賠償免責金額、店舗賠償免責金額、運転自動車対物
免責金額、運転外自動車対物免責金額、受託賠償免責金額または借家賠償免責金額の記載がある
場合は、それぞれ１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証
券記載のそれぞれの免責金額を下回る場合

第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）
� 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対人事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対人事
故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故によって第２条（被保険者等）に定
めるそれぞれの被保険者（以下この条において「被保険者」といいます。）の負担する法律上の損害
賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度
において、当会社に対して第３項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害
賠償額を支払います。ただし、運転自動車対人事故もしくは運転外自動車対人事故により身体の障
害を被った者１名または１回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車
対物事故、受託賠償事故もしくは借家賠償事故につき、当会社がこの章および一般条項の規定に従
い被保険者に対してそれぞれ支払うべき保険金の額（同一事故につきすでに支払った保険金または
損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した
場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書
面で承諾した場合
� 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由
があった場合
イ．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
ロ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
	 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の場合、次項に定める損害賠償額が運転自動
車対人保険金額または運転外自動車対人保険金額（同一事故につきすでに当会社が支払った保険
金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を超えることが明らかになった
場合

� 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の各号の規定により算出された額をいいます。
� 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故の場合

次のイ．の額からロ．およびハ．の額を差し引いた残額をいいます。
イ．被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ロ．自賠責保険等によって支払われる金額（運転自動車または所有自動車に自賠責保険等の契約
が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額）
ハ．被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
� 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故ま
たは借家賠償事故の場合
次のイ．の額からロ．およびハ．の額を差し引いた残額をいいます。
イ．被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ロ．被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
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ハ．保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
� 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、
損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
� 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故により、第２項の規定に基づき当会社が損害賠
償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者
に、その被保険者の被る損害に対して保険金を支払ったものとみなします。
� 生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故また
は借家賠償事故により第２項または第８項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害
賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る
損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
� １回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事
故または借家賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額のそれぞれの総額（同
一事故につきすでに当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。）
がそれぞれの保険金額を超えると認められる時（第７条（保険金の支払額）第２項第４号イ．から
ハ．のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金
額にかかわらず、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が３０億円を超えると認められる
とき、とします。）は、損害賠償請求権者は第１項の規定による請求権を行使することはできず、ま
た当会社は第２項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに
該当する場合は、この規定は適用しません。
� 第２項第４号に規定する事実があった場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対して、生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自動車対物事故、
運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合
において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
合
� 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面
による合意が成立した場合

� 前項第２号または第３号に該当する場合は、第２項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請
求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の生活賠償事故、店舗賠償事故、運転自
動車対物事故、運転外自動車対物事故、受託賠償事故または借家賠償事故につき当会社がこの章お
よび一般条項の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同一事故につきすでに支払っ
た保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
第１１条（仮払金および供託金の貸付け等）
	 第８条（当会社による援助）または第９条（当会社による解決）第１項の規定により当会社が第
２条（被保険者等）第３号または第４号に定める被保険者（以下この条において「被保険者」とい
います。）のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令
に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上
訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると
同率の利息で被保険者に貸し付けます。
� 運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故については、身体の障害を被った者１名につ
き、それぞれ運転自動車対人保険金額または運転外自動車対人保険金額（同一事故につきすでに
当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）
� 運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故については、１回の事故につき、運転自動車
対物保険金額または運転外自動車対物保険金額（第７条（保険金の支払額）第２項第４号イ．か
らハ．のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保
険金額にかかわらず３０億円とします。）。ただし、同一事故につきすでに当会社が支払った保険金
または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額とします。


 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金（利息を
含みます。以下この条において同様とします。）の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
� 第１項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第７条（保険金の支

払額）第２項第１号ただし書、第２号ただし書、前条第２項ただし書および第８項ただし書の規定
は、その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。
� 第１項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社
の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が保険金として支払われたものとみなします。

� 一般条項第２０条（保険金等の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、第
１項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第１２条（先取特権）
	 第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項までに規定する事故にかかわる損害賠償請求権
者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（第６条（支払保険金の範囲）第１項第２号から第
７号および同条第２項第２号イ．からヘ．に規定する費用に対する保険金請求権を除きます。以下
この条において同様とします。）について先取特権を有します。


 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払
う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当
会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の
先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金
を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。た
だし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

� 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請
求権を質権の目的とし、または前項第３号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
前項第１号または第４号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することがで
きる場合はこの規定を適用しません。
第１３条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）

保険証券記載の保険金額が、前条第２項第２号または第３号の規定により損害賠償請求権者に対
して支払われる保険金ならびに被保険者が第６条（支払保険金の範囲）第２項第２号の規定により
当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対
する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第１４条（被保険者が複数の場合の約款の適用）
	 この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

 前項の規定によって、第７条（保険金の支払額）第１項第１号、第２項、第３項第１号および第
４項第１号に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
� 第１項の規定にかかわらず、第７条（保険金の支払額）第１項第２号、第３項第２号および第４
項第２号に規定する損害賠償金は１回の事故における損害賠償金の合計額とします。

付 則
� 第１２条（先取特権）第１項および第２項の規定ならびに第１３条（損害賠償請求権者の権利と被保
険者の権利の調整）の規定は、保険法の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
� 第１２条（先取特権）第３項の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権の譲渡または保険金請
求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。ただし、保険金請求権に
は保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。

第３章 傷害条項

第１条（保険金を支払う場合）
	 当会社は、保険証券記載の被保険者（以下この章において「被保険者」といいます。）が急激かつ
偶然な外来の事故（以下この章において「事故」といいます。）によってその身体に被った傷害に対
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約款‐１７

して、この章および第６章一般条項（以下この章において「一般条項」といいます。）の規定に従い、
傷害定額保険金（傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、特定
傷害診断保険金、傷害入院初期保険金、重度傷害保険金、傷害長期入院保険金、傷害退院療養保険
金、傷害通院保険金、傷害一時金払保険金、傷害介護保険金、傷害介護一時保険金または傷害所得
補償保険金をいいます。以下この章において同様とします。）を支払います。
� 当会社は、被保険者が、事故により、その身体に傷害を被ること（以下この章において「人身傷
害事故」といいます。）によって、被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下この章
において同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第２１条（損害額の決定）に定める
損害の額をいいます。以下この章において同様とします。）に対して、この章および一般条項の規定
に従い、人身傷害保険金を支払います。
� 前２項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂
取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除
きます。）を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

� 第１項および第２項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状
を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
� 当会社は、第１項の傷害定額保険金および第２項の人身傷害保険金のうち、保険証券に記載され
たものについてのみ支払責任を負うものとします。
第２条（用語の定義）
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 病院または診療所

次のいずれかに該当するものとします。
イ．医療法に定める日本国内にある病院または診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打
撲に関し施術を受けるため、当会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場
合には、その施術所を含みます。以下この章において同様とします。）。ただし、介護保険法に
定める介護療養型医療施設を除きます。
ロ．前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
� 入院
医師（当会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。被保険者が医師であ
る場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この章において同様とします。）による治療（柔
道整復師による施術を含みます。以下この章において同様とします。）が必要な場合において、自
宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念す
ることをいいます。
� 通院

医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること（往
診を含みます。）をいいます。

� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ．または
ロ．に該当するものをいいます。
イ．別表 傷－１に掲げる後遺障害
ロ．別表 傷－１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度
に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの

	 機能障害
身体の機能が一部または全般にわたり低下し、かつ、日常の生活に支障が生じることをいいま
す。ただし、次号に規定する「認知症」によるものを除きます。

 認知症
正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的か
つ持続的に低下することをいいます。
� 要介護状態
以下の状態のうち、いずれかをいいます。

イ．機能障害により介護が必要な状態であり、別表 傷－２に定める項目について全面的介助状
態または部分的介助状態に合計で３項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が１項目以上含
まれていること、かつ、次のいずれかまたは双方に該当することをいいます。
�イ 寝返り（身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変
えることをいいます。以下同様とします。）の際に、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等
何かにつかまらなければ１人で寝返りができない状態または同程度以上の介助を必要とする
状態であること。
�ロ 歩行（歩幅や速度を問わず立った状態から５ｍ以上歩くことをいいます。以下同様としま
す。）の際に、杖や歩行器を使用したり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない状態ま
たは同程度以上の介助を必要とする状態であること。

ロ．認知症により別表 傷－３に定める問題行動が１項目以上みられる状態であり、かつ、別表
傷－２に定める項目について全面的介助状態または部分的介助状態に合計で２項目以上該当し、
そのうち全面的介助状態が１項目以上含まれていることをいいます。

 傷害介護支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日（以下この章において「傷害介護支払対
象期間開始日」といいます。）から被保険者が要介護状態でなくなった日（以下この章において
「傷害介護支払対象期間終了日」といいます。）までの期間をいいます。
� 就業不能

被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、次のいずれかの事由により保
険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
イ．その傷害の治療のため、入院していること。
ロ．上記イ．以外で、その傷害につき、医師の治療を受けていること。

ただし、保険証券記載の傷害所得補償てん補日数が７３０日を超える契約である場合において、
傷害所得補償免責期間終了日の翌日から起算して７３０日経過後については、被保険者がその経験、
能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。
なお、被保険者が傷害に起因して死亡した後もしくは傷害が治ゆした後は、いかなる場合で
も、この保険契約においては、就業不能とはいいません。

� 賠償義務者
被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
� 自賠責保険等

自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
� 対人賠償保険等

他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被
る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のもの
をいいます。
� 保険金請求権者

人身傷害事故によって、損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
� 労働者災害補償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償
する他の災害補償制度をいいます。
イ．労働者災害補償保険法
ロ．国家公務員災害補償法
ハ．裁判官の災害補償に関する法律
ニ．地方公務員災害補償法
ホ．公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第３条（保険金を支払わない場合－その１）
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� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害または損害に対しては、保険金
（傷害定額保険金または人身傷害保険金をいいます。以下この条および次条において同様とします。）
を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意
等では説明のできない行為または不作為をともなうものをいいます。）。ただし、保険金を支払わ
ないのはその被保険者の被った傷害または損害に限ります。
� 保険金を受け取るべき者（保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関）の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の
一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
� 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険
者の被った傷害または損害に限ります。
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転車（以下この
章において「自動車等」といいます。）を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合、
または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）自動
車等を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った
傷害または損害に限ります。
� 被保険者の疾病（脳疾患、心神喪失を含みます。）。ただし、保険金を支払わないのはその被保
険者の被った傷害に限ります。
� 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術
その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるもので
ある場合には、保険金を支払います。
� 被保険者に対する刑の執行
	 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
 前４号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

� 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかによって生じた要介護状態に対しては、傷害介護保険
金または傷害介護一時保険金を支払いません。
� 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこ
れらの物を用いた場合を除きます。
� 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物
を用いた場合を除きます。
� 被保険者の先天性異常

第４条（保険金を支払わない場合－その２）
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害または
損害に対して、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていないときは、
保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害または損害
に限ります。
� 被保険者が別表 傷－４に掲げる運動等を行っている間
� 被保険者の職業が別表 傷－５に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が
当該職業に従事している間
� 被保険者が自動車等、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモ
ービルその他これらに類する乗用具（以下この号において「乗用具」といいます。）による競技、

競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）もしくは性能試験を目的とする運転もしくは
操縦である試運転（以下この号においてこれらを「競技等」といいます。）をしている間または競
技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用して
いる間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間（法令による許可を受
けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。）については、保険金を支
払います。

第５条（傷害死亡保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合には、傷害死亡保険金を死亡保険金受取
人に支払います。
� 当会社が、前項の傷害死亡保険金として支払う額は、保険証券記載の傷害死亡・後遺障害保険金
額（以下この章において「傷害死亡・後遺障害保険金額」といいます。）の全額（当該事故の発生し
た保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、すでに支払った傷害後遺障害保険
金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた残額）を傷害
死亡保険金とします。
� 第２７条（死亡保険金受取人の変更）第１項または第２項の規定によりその被保険者の法定相続人
が死亡保険金受取人となる場合で、その者が２名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合
により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
� 第２７条（死亡保険金受取人の変更）第９項の死亡保険金受取人が２名以上であるときは、当会社
は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第６条（傷害後遺障害保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に後遺障害が生じた場合は、傷害死亡・後遺障害
保険金額に保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
� この条において保険金支払割合とは、普通約款別表 傷－１に定める保険金支払割合をいいます。
� 同一事故により、２種以上の後遺障害が生じた場合には、もっとも重い後遺障害の該当する等級
に対応する保険金支払割合を適用します。ただし、次の各号に該当する場合は、同号に規定する保
険金支払割合を適用します。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合

もっとも重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対応する保険金支払割合
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき

もっとも重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対応する保険金支払割合
� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対応する保険金支払割合。
ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合の合計の割合がその保険金支払割合に
達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。

� すでに後遺障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被ったことによ
って、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合で、すでにあった後遺障害が、新たな後遺
障害の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害により、こ
の保険契約に基づく傷害後遺障害保険金の支払を受けたものであるときは、加重後の後遺障害に該
当する等級に対応する保険金支払割合から、すでにあった後遺障害に該当する等級に対応する保険
金支払割合を差し引いた割合を適用します。
� 第１項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えなお治療
を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて１８１日目における医師の
診断に基づき後遺障害の程度を認定して、同項のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支
払います。
� 前各項の規定に基づいて、当会社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、各保険年度ごとに、
傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第７条（傷害入院保険金の支払）
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� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす入院をした場合（別表 傷－６の各号のいずれ
かに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合を含みます。）には、傷害入院保険金を被保険者に支払
います。ただし、保険証券記載の傷害入院免責日数の適用方法がフランチャイズ型の場合はこの項
第４号の規定中「をこえること」とあるのは「以上となること」と読み替え、第２項以降の規定に
おいて「傷害入院免責日数」とあるのは「０日」として取り扱います。
� 保険期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする入院であること。
� 傷害の治療を目的とすること。
� 事故の日からその日を含めて１８０日以内に開始した入院であること。
� 同一事故による入院日数が継続して保険証券記載の傷害入院免責日数（以下「傷害入院免責日
数」といいます。）をこえること。
� 病院または診療所における入院であること。

� 当会社が、前項の傷害入院保険金として支払う額は、１回の入院につき、次の算式によって算出
された額とします。

保険証券記載の傷害入院保険金日額（以下この条において「傷害入院保険金日額」といいます。）
× （入院日数－傷害入院免責日数）
＝ 傷害入院保険金

� 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなして前２項の規定を適用します。
	 被保険者が２以上の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった事故（以下この
項において「主たる事故」といいます。）に対し傷害入院保険金を支払い、主たる事故以外の事故
（以下この項において「異なる事故」といいます。）に対し、傷害入院保険金は支払いません。ただ
し、その入院中に主たる事故に対する傷害入院保険金の支払われる期間が終了したときは、異なる
事故に対する傷害入院保険金を支払います。この場合、異なる事故に対して支払う傷害入院保険金
の支払額は、第２項の規定にかかわらず、傷害入院保険金日額に、主たる事故に対する傷害入院保
険金の支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数を乗じて得た金額とします。

 被保険者が傷害入院保険金の支払われる入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因
となった事故が同一であるときは、１回の入院とみなします。ただし、その事故の日からその日を
含めて１８０日以内に開始した入院に限ります。
� 前各項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の傷害入院保険金の支払限度は、次の
とおりとします。
� １回の入院についての支払限度は、保険証券記載の傷害入院支払限度日数（傷害入院保険金を
支払う日数をいいます。以下この章において同様とします。）とします。
� 通算支払限度は、傷害入院支払日数を通算して保険証券記載の傷害入院保険金通算限度日数を
限度とします。

� 第４章疾病条項（以下この章において「疾病条項」といいます。）の規定により疾病入院保険金が
支払われる入院中に第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、治療を開始したときは、
傷害入院保険金の支払額は、第２項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
� 傷害入院保険金日額が保険証券記載の疾病入院保険金日額（以下この条において「疾病入院保
険金日額」といいます。）以上である場合
イ．疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数を経過した日以
降に事故により治療を開始したとき。
傷害入院保険金日額に、事故により治療を開始した日からその日を含めた入院日数を乗じて得
た金額
ロ．疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免責日数以内に事故によ
り治療を開始したとき。
傷害入院保険金日額に、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院免

責日数を経過した日以降その日を含めた入院日数を乗じて得た金額
� 傷害入院保険金日額が疾病入院保険金日額未満である場合で、疾病条項の規定により疾病入院
保険金の支払われる期間が終了したときは、傷害入院保険金日額に、疾病条項の規定により疾病
入院保険金が支払われる期間が終了した日の翌日、または疾病の治療のために入院を開始した日
からその日を含めて傷害入院免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた入院日
数を乗じて得た金額とします。

 傷害入院保険金が支払われる入院中に、疾病条項の規定により疾病入院保険金が支払われる治療
を開始したときは、疾病条項の規定により疾病入院保険金が支払われる期間に対しては、傷害入院
保険金は支払いません。
第８条（傷害手術保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、次の各号のすべてを満たす手術を受けた場合には、傷害手術保険金を被保険者に支払います。
� 保険期間中に発生した事故による傷害を直接の原因とする手術であること。
� 傷害の治療を直接の目的とすること。
� 事故の日からその日を含めて１８０日以内に受けた手術であること。
� 別表 傷－７に定めるいずれかの種類の手術であること。
� 病院または診療所における手術であること。
� 当会社が、前項の傷害手術保険金として支払う額は、１回の手術につき、次の算式によって算出
された額とします。

保険証券記載の傷害手術保険金額（以下この条において「傷害手術保険金額」といいます。）
× 手術の種類に応じて別表 傷－７に定める給付倍率
＝ 傷害手術保険金

� 当会社は、被保険者が、時期を同じくして２種類以上の手術を受けた場合には、前項の規定にか
かわらず、別表 傷－７に定める給付倍率の高いいずれか１種類の手術についてのみ傷害手術保険
金を支払います。
第９条（特定傷害診断保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、別表 傷－８に定め
る脳挫傷、脊髄損傷または内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故の日
からその日を含めて１８０日以内に入院をした場合には、保険証券記載の特定傷害診断保険金額（以下
この条において「特定傷害診断保険金額」といいます。）を特定診断保険金として被保険者に支払い
ます。
� 被保険者が特定傷害診断保険金の支払対象とならない入院中に特定傷害診断保険金の支払対象と
なる傷害の治療を開始したと当会社が認めたときは、その治療を開始した日に特定傷害診断保険金
の支払対象となる傷害の治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなしてこの条の規定を適
用します。
� 被保険者が同一事故により複数の特定傷害診断保険金の支払事由に該当した場合には、第１項お
よび第２項の規定にかかわらず、当会社はいずれか一つの事由による特定傷害診断保険金を支払う
ものとし、重複しては支払いません。
	 前項までの規定にかかわらず、特定傷害診断保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
第１０条（傷害入院初期保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす入院をした場合には、傷害入院初期保険金を被
保険者に支払います。
� 保険期間中に発生した事故を直接の原因とする入院であること。
� 傷害の治療を目的とすること。
� 事故の日からその日を含めて１８０日以内に開始した入院であること。
� 入院日数が保険証券記載の傷害入院初期保険金日数（以下この条において「傷害入院初期保険
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金日数」といいます。）以上継続していること。
� 病院または診療所における入院であること。

� 当会社が、前項の傷害入院初期保険金として支払う額は、１回の入院につき、保険証券記載の傷
害入院初期保険金額（以下この条において「傷害入院初期保険金額」といいます。）とします。
� 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなして前２項の規定を適用します。
� 被保険者が２以上の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった事故（以下この
項において「主たる事故」といいます。）に対し、傷害入院初期保険金を支払い、主たる事故以外の
事故に対し、傷害入院初期保険金は支払いません。
� 被保険者が傷害入院初期保険金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、それぞれの入院
の直接の原因となった事故が同一であるときは、１回の入院とみなして第１項および第２項の規定
を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて１８０日以内に開始した入院に限ります。
� 当会社は、被保険者が傷害入院初期保険金の支払事由に該当する入院を開始したときまたは入院
中に、その入院開始の直接の原因となった事故による傷害と異なる事故による傷害が生じていた場
合もしくは生じた場合または疾病を併発していた場合もしくは併発した場合には、その入院開始の
直接の原因となった事故による傷害により、継続して入院したものとみなして、第１項および第２
項の規定を適用します。
� 疾病条項の規定により疾病入院初期保険金が支払われる入院中に、第１条（保険金を支払う場合）
第１項の傷害を被り、治療を開始したときは、傷害入院初期保険金の支払は、第２項の規定にかか
わらず、次のとおりとします。
� 傷害入院初期保険金額が保険証券記載の疾病入院初期保険金額（以下この条において「疾病入
院初期保険金額」といいます。）以上の場合
イ．その入院が、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院初期保険金
日数に満たないときは、傷害入院初期保険金を支払いません。
ロ．その入院が、疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて傷害入院初期保険金
日数以上継続したときは、傷害入院初期保険金を支払います。ただし、疾病条項の規定により、
すでに疾病入院初期保険金が支払われている場合には、その傷害入院初期保険金がすでに支払
われた疾病入院初期保険金を上回るときに限り、その差額を傷害入院初期保険金として支払い
ます。

	 傷害入院初期保険金額が疾病入院初期保険金額未満の場合には、傷害入院初期保険金を支払い
ません。


 傷害入院初期保険金が支払われる入院中に、疾病条項第８条（疾病入院初期保険金の支払）第９
項第１号ロ．本文の規定により疾病入院初期保険金が支払われる場合には、傷害入院初期保険金は
支払いません。
� 傷害入院初期保険金の支払限度は保険期間を通じて５回とします。
第１１条（重度傷害保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が、第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果と
して、次の各号のいずれかに該当した場合には、保険証券記載の重度傷害保険金額（以下この条に
おいて「重度傷害保険金額」といいます。）を重度傷害保険金として被保険者に支払います。
� 事故の日からその日を含めて１８０日以内に別表 傷－９に定める特定障害状態のうちアからエ
までのいずれかに該当した場合
	 事故の日からその日を含めて１８０日以内に別表 傷－９に定める特定障害状態のうちオからチ
までのいずれかに該当し、その特定障害状態がその該当した日から起算して１８０日以上継続したと
医師により診断確定されたとき。

� 当会社は、被保険者が、保険期間中に傷害を被り、事故の日からその日を含めて１８０日以内に別表
傷－９に定める特定障害状態のうちオからチまでのいずれかに該当し、保険期間満了の日からそ

の日を含めて１８０日以内にその特定障害状態がその該当した日からその日を含めて１８０日以上継続し
たと医師によって診断確定された場合には、被保険者が重度傷害保険金の支払事由に該当したもの
として取扱います。

� 当会社は、被保険者が、第１項の支払事由に複数該当した場合でも、重度傷害保険金を重複して
支払いません。
� 重度傷害保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
第１２条（傷害長期入院保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が、傷害入院保険金の支払われる入院をし、入院開始の直接の原因となった
事故による１回の入院において、傷害入院保険金が支払われる入院日数が保険証券記載の傷害長期
入院保険金日数（以下この条において「傷害長期入院保険金日数」といいます。）以上となる場合に
は、傷害長期入院保険金を被保険者に支払います。
� 当会社が、前項の傷害長期入院保険金として支払う額は、１回の入院につき保険証券記載の傷害
長期入院保険金日額（以下この条において「傷害長期入院保険金日額」といいます。）に、傷害入院
保険金が支払われる入院日数が傷害長期入院保険金日数に該当した日以降（その日を含みます。）に
同保険金が支払われる入院日数を乗じて得た額とします。
� 傷害長期入院保険金日額が保険証券記載の疾病長期入院保険金日額以上の場合で、傷害入院保険
金の支払われる入院日数または第７条（傷害入院保険金の支払）第７項もしくは第８項の規定によ
りこの章からの支払にかえて疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日
数があるときは、第１項および第２項の規定中「傷害入院保険金が支払われる入院日数」とあるの
は、「傷害入院保険金が支払われる入院日数または傷害入院保険金が支払われる入院日数に疾病条項
に規定する疾病入院保険金が支払われる入院日数を加えた日数」と読み替えます。
� 被保険者が２回以上入院した場合で、第７条（傷害入院保険金の支払）第３項、第５項または疾
病条項第５条（疾病入院保険金の支払）第４項、第５項の規定により１回の入院とみなされる場合
は、継続した１回の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用します。
第１３条（傷害退院療養保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が、傷害入院保険金の支払われる入院をし、次の各号のいずれかに該当する
継続した入院をした後、生存して退院したときには、傷害退院療養保険金を被保険者に支払います。
� 傷害入院保険金の支払われる入院日数が保険証券記載の傷害退院療養保険金日数以上となる入
院
	 傷害入院保険金の支払われる入院日数に、第７条（傷害入院保険金の支払）第７項または第８
項の規定によりこの章からの支払にかえて、疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われるこ
ととなった入院日数を加えた日数が保険証券記載の傷害退院療養保険金日数以上となる入院

� 当会社が前項の傷害退院療養保険金として支払う額は、１回の入院につき保険証券記載の傷害退
院療養保険金額（以下この条において「傷害退院療養保険金額」といいます。）とします。
� 前２項の規定にかかわらず、被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時から
７３０日（保険証券記載の傷害入院支払限度日数が７３０日をこえる場合にはその傷害入院支払限度日数）
以内のその継続している入院の退院は、保険期間の有効中の退院とみなします。
� 傷害退院療養保険金額が保険証券記載の疾病退院療養保険金額以上である場合で、傷害入院保険
金の支払われる入院日数または第７条（傷害入院保険金の支払）第７項もしくは第８項の規定によ
りこの章からの支払にかえて疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとなった入院日
数があるときは、第１項第２号の規定中「第７条（傷害入院保険金の支払）第７項または第８項の
規定によりこの章からの支払にかえて、疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われることとな
った入院日数」とあるのは、「疾病条項に規定する疾病入院保険金が支払われる入院日数」と読み替
えます。
� 被保険者が２回以上入院した場合で、第７条（傷害入院保険金の支払）第３項、第５項または疾
病条項第５条（疾病入院保険金の支払）第４項、第５項の規定により１回の入院とみなされる場合
は、継続した１回の入院とみなして、第１項および第２項の規定を適用します。この場合、傷害退
院療養保険金または疾病条項の規定により疾病退院療養保険金が支払われた退院日以後に開始した
入院については、その後傷害退院療養保険金の支払事由に該当しても、当会社は、傷害退院療養保
険金を支払いません。ただし、その傷害退院療養保険金がすでに支払われた傷害退院療養保険金ま
たは疾病退院療養保険金を上回るときはその差額を支払います。
� 前項の規定にかかわらず、傷害退院療養保険金または疾病退院療養保険金が支払われることとな
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った退院の日からその日を含めて３０日を経過後に開始した入院については、新たな入院とみなして
取り扱います。
� 傷害退院療養保険金額が保険証券記載の疾病退院療養保険金額未満である場合、疾病条項の規定
により疾病退院療養保険金が支払われる退院に対しては、傷害退院療養保険金は支払いません。
第１４条（傷害通院保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、医師の治療を要し、次の各号のすべてを満たす通院をした場合には、傷害通院保険金を被保険
者に支払います。ただし、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、傷害通院保険金を
支払いません。
� 保険期間中に発生した事故を直接の原因とする通院であること。
� 傷害の治療を目的とすること。
� 事故の日からその日を含めて１８０日以内に開始した通院であること。
� 事故の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院対象日数までの期間（以下この条におい
て「通院期間」といいます。）における通院であること。
� 同一事故による通院日数が保険証券記載の傷害通院免責日数（以下この条において「傷害通院
免責日数」といいます。）をこえること。

� 病院または診療所における通院であること。
	 当会社が、同一事故による通院につき、前項の傷害通院保険金として支払う額は、次の算式によ
って算出された額とします。

保険証券記載の傷害通院保険金日額（以下この条において「傷害通院保険金日額」といいます。）
× （通院日数－傷害通院免責日数）
＝ 傷害通院保険金


 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療に
より次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を通院日数に含めます。
� 長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この章において同様
とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス
� 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス

� 第２項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の傷害通院保険金の支払限度は、次の
とおりとします。
� 同一事故による通院についての支払限度は、保険証券記載の傷害通院支払限度日数（傷害通院
保険金を支払う日数をいいます。）とします。
� 通算支払限度は、傷害通院支払日数を通算して保険証券記載の傷害通院保険金通算限度日数を
限度とします。

� 被保険者が、第１項に定める通院を同一日に複数したときでも、通院日数は１日として取り扱い、
傷害通院保険金は重複して支払いません。この場合、支払わないこととなる通院については、通院
日数には含めません。
 被保険者が、第１項に定める通院を同一の日に複数し、その通院の原因となった事故が異なると
きは、その日については、先に生じた事故に対する傷害通院保険金を第１項および第２項の規定に
従って支払い、他の通院については傷害通院保険金を支払いません。この場合、他の通院の通院日
数の計算にあたり、支払われないこととなる通院については、傷害通院免責日数を限度に通院日数
に含めます。
� 第７条（傷害入院保険金の支払）第１項に定める傷害入院保険金の支払事由または疾病条項第５
条（疾病入院保険金の支払）第１項に定める疾病入院保険金の支払事由に該当する入院中の通院に
ついては、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、当会社は傷害通院保険
金は支払いません。この場合、支払われないこととなる通院については、傷害通院免責日数を限度
に通院日数に含めます。
第１５条（傷害一時金払保険金の支払）

� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、事故の日からその日を含めて１８０日以内に医師の治療を要し、病院または診療所に入院または通
院した場合は、傷害一時金払保険金を被保険者に支払います。
	 当会社が、前項の傷害一時金払保険金として支払う額は、別表 傷－１０の各症状に応じた額とし
ます。

 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療に
より次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を治療日数に含めます。
� 長管骨骨折および脊柱の骨折によるギプス
� 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
� 別表 傷－１０の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについ
ては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
� 同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表 傷－１０の複数の項目に該当する場合、当
会社はそれぞれの項目により支払うべき保険金のうち、もっとも高い額を傷害一時金払保険金とし
て支払います。
第１６条（傷害介護保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、事故の日からその日を含めて１８０日以内に要介護状態となり、その要介護状態が傷害介護支払対
象期間開始日からその日を含めて保険証券記載の傷害要介護状態日数（以下この章において「傷害
要介護状態日数」といいます。）以上継続した場合には、傷害介護保険金を被保険者に支払います。

	 当会社が、前項の傷害介護保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額とします。

保険証券記載の傷害介護保険金日額（以下この条において「傷害介護保険金日額」といいます。）
× 傷害介護支払対象期間日数
＝ 傷害介護保険金


 前項の支払額算出にあたって、傷害介護保険金日額の変更があった場合には、第１項の支払事由
に該当する要介護状態が開始した日現在の傷害介護保険金日額を基準とします。
� 被保険者が２以上の事故による傷害により要介護状態となった場合は、要介護状態が開始された
直接の原因となった事故（以下この項において「主たる事故」といいます。）に対し傷害介護保険金
を支払い、主たる事故以外の事故（以下この項において「異なる事故」といいます。）に対し、傷害
介護保険金は支払いません。ただし、主たる事故に対する傷害介護保険金の支払われる期間が終了
したときは、異なる事故に対する傷害介護保険金を支払います。
� 第２項の規定にかかわらず当会社が保険金を支払う日数は、傷害介護支払対象期間にかかわらず、
保険証券記載の傷害介護てん補日数とします。
 疾病条項により疾病介護保険金と傷害介護保険金が同時に支払われる事由が発生した場合は、ど
ちらか保険金額が高額なもの１つを支払うものとします。また、同額の場合は傷害介護保険金を支
払うものとします。
� 疾病条項の規定により疾病介護保険金が支払われる期間中に第１条（保険金を支払う場合）第１
項の傷害を被り要介護状態となったときは、傷害介護保険金の支払額は、第２項の規定にかかわら
ず、次のとおりとします。
� 傷害介護保険金日額が保険証券記載の疾病介護保険金日額（以下この条において「疾病介護保
険金日額」といいます。）以上である場合
傷害介護保険金日額に、事故による傷害を直接の原因として要介護状態となった日から要介護状
態でなくなった日までの日数を乗じて得た額
� 傷害介護保険金日額が疾病介護保険金日額未満である場合で、疾病介護保険金の支払われる期
間が終了したときは、傷害介護保険金日額に、疾病介護保険金が支払われる期間が終了した日か
ら要介護状態でなくなった日までの日数を乗じて得た額とします。

� 傷害介護保険金が支払われる期間中に、疾病介護保険金が支払われる要介護状態となったときは、
疾病介護保険金が支払われる期間に対しては、傷害介護保険金は支払いません。
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� 傷害介護保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、傷害介護保険金を支払うべき要
介護状態の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する傷害介護支払
対象期間を決定して保険金を支払います。
� 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
者（保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人
の業務を執行するその他の機関）が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき要介護状態
の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で傷害介護保険金を支払います。
第１７条（傷害介護一時保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て、事故の日からその日を含めて１８０日以内に要介護状態となり、その要介護状態が傷害介護支払対
象期間開始日からその日を含めて傷害要介護状態日数以上継続した場合（保険期間開始前に要介護
状態であると医師に診断されたことがない場合で、その被保険者に対して傷害介護一時保険金もし
くは疾病条項の規定により疾病介護一時保険金が支払われていない場合に限ります。）には、保険証
券記載の傷害介護一時保険金額（以下この章において「傷害介護一時保険金額」といいます。）を被
保険者に支払います。
� 前項の支払額算出にあたって、傷害介護一時保険金額の変更があった場合には、前項の支払事由
に該当する要介護状態が開始した日現在の傷害介護一時保険金額を基準とします。
� 傷害介護一時保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
� 傷害介護支払対象期間開始日と疾病条項に規定する疾病介護支払対象期間開始日が同じで、第１
項の支払事由に該当した日現在において傷害介護一時保険金額が保険証券記載の疾病介護一時保険
金額未満である場合には、疾病条項の規定により疾病介護一時保険金が支払われる要介護状態に対
しては、当会社は、傷害介護一時保険金は支払いません。
第１８条（傷害所得補償保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その直接の結果とし
て保険期間中に就業不能となり、その就業不能が保険証券記載の傷害所得補償免責日数（以下この
章において「傷害所得補償免責日数」といいます。）をこえて継続した場合には、傷害所得補償保険
金を被保険者に支払います。
� 当会社が、前項の傷害所得補償保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額としま
す。

保険証券記載の傷害所得補償保険金日額（以下この条において「傷害所得補償保険金日額」といい
ます。）
× （就業不能日数－傷害所得補償免責日数）
＝ 傷害所得補償保険金

� 前項の支払額算出にあたって、傷害所得補償保険金日額の変更があった場合には、第１項の支払
事由に該当する就業不能が開始した日現在の傷害所得補償保険金日額を基準とします。
� 被保険者が２以上の事故による傷害により就業不能となった場合は、就業不能開始の直接の原因
となった事故（以下この項において「主たる事故」といいます。）に対し傷害所得補償保険金を支払
い、主たる事故以外の事故（以下この項において「異なる事故」といいます。）に対し、傷害所得補
償保険金は支払いません。ただし、その就業不能期間中に主たる事故に対する傷害所得補償保険金
の支払われる期間が終了したときは、異なる事故に対する傷害所得補償保険金を支払います。この
場合、異なる事故に対して支払う傷害所得補償保険金の支払額は、第２項の規定にかかわらず、傷
害所得補償保険金日額に、主たる事故に対する傷害所得補償保険金の支払われる期間が終了した日
の翌日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額とします。
� 傷害所得補償保険金が支払われる就業不能でなくなった後、その就業不能の原因となった傷害に
よって再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後
の就業不能については新たに傷害所得補償免責日数の規定を適用しません。
� 前項の規定にかかわらず、就業不能でなくなった日からその日を含めて１８０日を経過した日の翌日

以後に被保険者が再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不
能とみなします。この場合において、後の就業不能について傷害所得補償保険金を支払うべきとき
は、新たに傷害所得補償免責日数および第８項の支払限度日数の規定を適用します。
	 被保険者の就業不能が継続している間に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続
している就業不能は、保険期間中の就業不能とみなします。

 同一の就業不能についての支払限度日数は、保険証券記載の傷害所得補償てん補日数とします。
� 疾病条項の規定により疾病所得補償保険金が支払われる期間中に第１条（保険金を支払う場合）
第１項の傷害を被り就業不能となったときは、傷害所得補償保険金の支払額は、第２項の規定にか
かわらず、次のとおりとします。
� 傷害所得補償保険金日額が保険証券記載の疾病所得補償保険金日額（以下この条において「疾
病所得補償保険金日額」といいます。）以上である場合
イ．疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数を経過した
日以降に事故により就業不能となったとき。
傷害所得補償保険金日額に、事故により就業不能となった日からその日を含めた就業不能日数
を乗じて得た金額
ロ．疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所得補償免責日数以内に事故
により治療を開始したとき。
傷害所得補償保険金日額に、疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷害所
得補償免責日数を経過した日以降その日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額

� 傷害所得補償保険金日額が疾病所得補償保険金日額未満である場合で、疾病所得補償保険金の
支払われる期間が終了したときは、傷害所得補償保険金日額に、疾病所得補償保険金が支払われ
る期間が終了した日の翌日、または疾病を原因として就業不能となった日からその日を含めて傷
害所得補償免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得
た金額とします。

� 傷害所得補償保険金が支払われる期間中に、疾病所得補償保険金が支払われる就業不能となった
ときは、疾病所得補償保険金が支払われる期間に対しては、傷害所得補償保険金は支払いません。
第１９条（傷害定額保険金における他の身体障害の影響）
� 傷害定額保険金または疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病定額保険金
の支払い対象となっていない身体障害の影響によって、第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷
害の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこ
れを支払います。
� 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは傷害定額保険金を
受け取るべき者が治療をさせなかったために、第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害の程度
が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
� 保険契約者、被保険者または傷害定額保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、
第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害の程度が重大となったときも、前２項と同様の方法で
支払います。
第２０条（人身傷害保険金の支払）
� １回の人身傷害事故につき、当会社の支払う第１条（保険金を支払う場合）第２項の人身傷害保
険金の額は、次の算式によって算出された額とします。ただし、１回の人身傷害事故について当会
社の支払う人身傷害保険金の額は、保険証券記載の人身傷害保険金額（以下この条において「人身
傷害保険金額」といいます。）を限度とします。

次条第１項の規定により決定された損害の額
＋ 第２２条（費用）の費用
－ 次の各号の合計額
＝ 人身傷害保険金の額

� 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給
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付が決定しまたは支払われた金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、すでに給付が決定しまたは支払われた保
険金もしくは共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額（社会復帰促進等
事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。）
� 次条第１項の規定により決定された損害の額および第２２条（費用）の費用のうち、賠償義務者
以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得し
た額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

� 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、次条第４項の規定による請求をした場合は、１回
の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出された額とします。た
だし、１回の人身傷害事故につき当会社の支払う人身傷害保険金の額は、人身傷害保険金額を限度
とします。

次条第４項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額
＋ 第２２条（費用）の費用
－ 次の各号の合計額
＝ 人身傷害保険金の額

� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
� 次条第４項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額および第２２条（費
用）の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得した
ものがある場合は、その取得した額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

� 第１項ただし書および前項ただし書の規定にかかわらず、別表 傷－１１の第１級、第２級または
第３級３号もしくは４号に掲げる重大障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で人身傷
害保険金額が無制限以外のときは、１回の人身傷害事故につき、当会社が支払う人身傷害保険金の
額は、被保険者１名ごとに人身傷害保険金額の２倍の額を限度とします。
第２１条（損害額の決定）
	 前条第１項の損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに
該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表 傷－１２に定める人身傷害保険金損害額基準なら
びに次項および第３項の規定により算定された金額の合計額（以下この条において「算定額」とい
います。）とします。ただし、賠償義務者がある場合において、算定額が自賠責保険等によって支払
われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
� 第２号および第３号以外の傷害

医師の治療を要した場合
� 重大障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合

� 死亡
死亡した場合

� 同一人身傷害事故により、別表 傷－１１に掲げる２種以上の重大障害が生じた場合には、当会社

は、もっとも重い重大障害の該当する等級により損害を算定します。ただし、次の各号に該当する
場合は、各号に規定する等級に従い損害を算定するものとします。
� 第１級から第５級までに掲げる重大障害が２種以上ある場合

もっとも重い重大障害に該当する等級の３級上位の等級
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる重大障害が２種以上あるとき

もっとも重い重大障害に該当する等級の２級上位の等級
� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる重大障害が２種以上あるとき
もっとも重い重大障害に該当する等級の１級上位の等級

� すでに重大障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の傷害を被ったことによ
って、同一部位について重大障害の程度を加重した場合は、別表 傷－１１に掲げる加重後の重大障
害に該当する等級により算定した損害から、すでにあった重大障害に該当する等級により算定した
損害を差し引いて損害を算定します。

 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、算定額から当該賠償義務者に損害賠償請求すべ
き損害に係る部分（算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額をいいます。）を除いた金額のみを
請求することができます。ただし、算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額が自賠責保険等に
よって給付される金額を下回る場合を除きます。
� 前項の場合には、一般条項第２６条（代位）第１項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が当
該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第２２条（費用）

保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損害の一
部とみなします。
� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止ために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用

第２３条（人身傷害保険金における他の身体障害の影響）
	 被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の傷害を被ったときすでに存在していた身体障
害の影響により、または同項の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体障
害の影響により同項の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する
額を損害の額として決定しこれを支払います。
� 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（保険金を支払う場合）第２項の傷害が重大となった場合も、
前項と同様の方法で支払います。
� 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、第１条
（保険金を支払う場合）第２項の傷害が重大となったときも、前２項と同様の方法で支払います。
第２４条（人身傷害保険金請求の手続）

人身傷害保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとし
ます。
第２５条（保険金の支払による請求権の移転）
	 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共
済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、当該請求権は、保険金の支払時に当会社に移転す
るものとします。
� 保険金請求権者は、前項により移転した請求権を当社が行使するにあたって、当社が必要とする
書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第２６条（死亡の推定）

被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、
当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて３０日を経過して
もなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難し
た日に、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項または第２項の傷害によって死亡したも
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のと推定します。
第２７条（死亡保険金受取人の変更）
� 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかったときは、被保険者の法定相続
人を死亡保険金受取人とします。
� 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更するこ
とができます。
� 前項の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に
通知しなければなりません。
� 前項の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が
その通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に
当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、
当会社は、保険金を支払いません。
� 保険契約者は、第２項の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができ
ます。
� 前項の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者
の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。
なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場
合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
� 第２項および第５項の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更す
る場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
� 前項にかかわらず、第三者を被保険者とする死亡保険金のみを支払う保険契約については、第２
項および第５項の規定による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じま
せん。
	 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡したときは、その死亡した死亡保険金受取人の
死亡時の法定相続人（法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、順次の
法定相続人とします。）を死亡保険金受取人とします。


 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、また
は変更することはできません。
� 当会社は、第３項または第６項の通知を受けた場合には、第３項の通知のときは保険契約者に対
して、第６項の通知のときは保険契約者の法定相続人に対して、その通知の内容を書面に記載して
提出することを求めることができます。
第２８条（被保険者の適用）
この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第２９条（保険契約が継続された場合の取扱い）
保険契約が継続された場合には、次の各号によって取扱います。
� 第５条（傷害死亡保険金の支払）から第１８条（傷害所得補償保険金の支払）までおよび第２０条
（人身傷害保険金の支払）に関しては、継続前の保険期間と継続後の保険期間とは継続されたも
のとします。ただし、保険期間を通じての支払限度の規定に関しては、継続前の保険期間と継続
後の保険期間とは継続されたものとしません。
 継続前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、当会社は、継続後の
保険契約を解除することができます。

第４章 疾病条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、保険証券記載の被保険者（以下この章において「被保険者」といいます。）が被った疾
病に対して、この章および第６章一般条項（以下この章において「一般条項」といいます。）の規定
に従い、疾病定額保険金（疾病入院保険金、疾病手術保険金、特定疾病診断保険金、疾病入院初期
保険金、重度疾病保険金、疾病長期入院保険金、疾病退院療養保険金、疾病通院保険金、疾病介護
保険金、疾病介護一時保険金または疾病所得補償保険金をいいます。以下この章において同様とし

ます。）を支払います。
� 当会社は、被保険者が疾病を被ったこと（以下この章において「人身疾病発病」といいます。）に
よって、被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下この章において同様とします。）
もしくは子が被る損害（この損害の額は第１８条（損害額の決定）に定める損害の額をいいます。以
下この章において同様とします。）に対して、この章および一般条項の規定に従い、人身疾病保険金
を支払います。
� 第１項および第２項の疾病には、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに
足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
� 当会社は、第１項の疾病定額保険金および第２項の人身疾病保険金のうち、保険証券に記載され
たものについてのみ支払責任を負うものとします。
第２条（用語の定義）

この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 傷害
イ．被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害
ロ．上記イ．の傷害には、身体外部からの有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収
または摂取したときに急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる
中毒症状を除きます。）を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みませ
ん。
ハ．上記イ．およびロ．の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が
症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みま
せん。

 疾病
被保険者が被った前号の傷害以外の身体の障害（分娩については、異常分娩と認められる場合
に限ります。）をいいます。ただし、医師（被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師を
いいます。以下この章において同様とします。）によりその発病が診断されたものに限ります。
� 病院または診療所

次のいずれかに該当するものとします。
イ．医療法に定める日本国内にある病院または診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型
医療施設を除きます。
ロ．前号の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
� 入院

医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入
り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
� 通院

医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること（往
診を含みます。）をいいます。

� 機能障害
身体の機能が一部または全般にわたり低下し、かつ、日常の生活に支障が生じることをいいま
す。ただし、次号に規定する「認知症」によるものを除きます。
� 認知症

正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的か
つ持続的に低下することをいいます。
� 要介護状態

以下の状態のうち、いずれかをいいます。
イ．機能障害により介護が必要な状態であり、別表 疾－１に定める項目について全面的介助状
態または部分的介助状態に合計で３項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が１項目以上含
まれていること、かつ、次のいずれかまたは双方に該当することをいいます。
�イ 寝返り（身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変
えることをいいます。以下同様とします。）の際に、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等

第
４
章

疾
病
条
項



約款‐２５

何かにつかまらなければ１人で寝返りができない状態または同程度以上の介助を必要とする
状態であること。
�ロ 歩行（歩幅や速度を問わず立った状態から５ｍ以上歩くことをいいます。以下同様としま
す。）の際に、杖や歩行器を使用したり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない状態ま
たは同程度以上の介助を必要とする状態であること。

ロ．認知症により別表 疾－２に定める問題行動が１項目以上みられる状態であり、かつ、別表
疾－１に定める項目について全面的介助状態または部分的介助状態に合計で２項目以上該当し、
そのうち全面的介助状態が１項目以上含まれていることをいいます。

� 疾病介護支払対象期間
被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日（以下この章において「疾病介護支払対
象期間開始日」といいます。）から被保険者が要介護状態でなくなった日（以下この章において
「疾病介護支払対象期間終了日」といいます。）までの期間をいいます。
� 就業不能
被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、次のいずれかの事由により
保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
イ．その疾病の治療のため、入院していること。
ロ．上記イ．以外で、その疾病につき、医師の治療を受けていること。

ただし、保険証券記載の疾病所得補償てん補日数が７３０日を超える契約である場合において、
疾病所得補償免責期間終了日の翌日から起算して７３０日経過後については、被保険者がその経験、
能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。
なお、被保険者が疾病に起因して死亡した後もしくは疾病が治ゆした後は、いかなる場合で
も、この保険契約においては、就業不能とはいいません。

� 公的医療保険制度
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
イ．健康保険法
ロ．国民健康保険法
ハ．国家公務員共済組合法
ニ．地方公務員等共済組合法
ホ．私立学校教職員共済法
ヘ．船員保険法
ただし、被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律または介護保険法に定める医療を受け
る資格を得たときは、高齢者の医療の確保に関する法律または介護保険法に基づく医療給付制度
を含みます。
� 「療養の給付」等
公的医療保険制度を定める法律に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、
「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」お
よび「家族移送費」をいいます。
� 一部負担金

「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被保険者が公的医療保険制度
を定める法律の規定により負担した一部負担金、一部負担金に相当する費用、入院時の食事療養
または生活療養に要した費用（ただし、食事の提供である療養に要した費用に限ります。）のうち
食事療養標準負担額または生活療養標準負担額をいいます。
� 賠償義務者

被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
� 対人賠償保険等
他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被
る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のもの
をいいます。

	 労働者災害補償制度
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償
する他の災害補償制度をいいます。
イ．労働者災害補償保険法
ロ．国家公務員災害補償法
ハ．裁判官の災害補償に関する法律
ニ．地方公務員災害補償法
ホ．公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第３条（保険金を支払わない場合－その１）

 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害、疾病、または損害に対しては、
保険金（疾病定額保険金または人身疾病保険金をいいます。以下この条において同様とします。）を
支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意
等では説明のできない行為または不作為をともなうものをいいます。）ただし、保険金を支払わな
いのはその被保険者の被った傷害、疾病または損害に限ります。
� 保険金を受け取るべき者（保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関）の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の
一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険
者の被った傷害、疾病または損害に限ります。
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車もしくは原動機付自転車（以下この
章において「自動車等」といいます。）を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している場合、
または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）運転
している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害、疾病
または損害に限ります。
� 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保
険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
� 被保険者に対する刑の執行
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、疾病介護保険金、疾病介護一時保険金お
よび疾病所得補償保険金を除きこれらの事由により保険金の支払事由に該当した被保険者の数の
増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応
じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）。ただし、疾病介護保険金、疾病介
護一時保険金および疾病所得補償保険金を除きこれらの事由により保険金の支払事由に該当した
被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、
その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前４号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 当会社は、被保険者の薬物依存によって生じた疾病または損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
� 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかによって生じた要介護状態に対しては、疾病介護保険
金または疾病介護一時保険金を支払いません。
� 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこ
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れらの物を用いた場合を除きます。
� 被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物
を用いた場合を除きます。
� 被保険者の先天性異常

� 当会社は、被保険者の精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存等の精神障害（具体
的には、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中の分類番号Ｆ００からＦ９９に規
定された内容に準拠します。）を被り、これを原因として生じた就業不能に対しては、疾病所得補償
保険金または人身疾病保険金（休業損害または逸失利益に対する保険金に限ります。）を支払いませ
ん。
第４条（保険金を支払わない場合－その２）

当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対し
て、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていないときは、疾病定額保
険金を支払いません。ただし、疾病定額保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限
ります。
� 被保険者が別表 疾－３に掲げる運動等を行っている間
� 被保険者の職業が別表 疾－４に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者が
当該職業に従事している間
� 被保険者が自動車等、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモ
ービルその他これらに類する乗用具（以下この号において「乗用具」といいます。）による競技、
競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）もしくは性能試験を目的とする運転もしくは
操縦である試運転（以下この号においてこれらを「競技等」といいます。）をしている間または競
技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用して
いる間。ただし、自動車等を用いて道路上でこれらのことを行っている間（法令による許可を受
けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。）については、保険金を支
払います。

第５条（疾病入院保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、その直接の結果と
して、医師の治療を要し、かつ、保険期間中に次の各号のすべてを満たす入院をした場合には、疾
病入院保険金を被保険者に支払います。ただし、保険証券記載の疾病入院免責日数の適用方法がフ
ランチャイズ型の場合はこの項第３号の規定中「をこえること」とあるのは「以上となること」と
読み替え、第２項以降の規定において「疾病入院免責日数」とあるのは「０日」として取り扱いま
す。
� 保険期間中に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。
� 疾病の治療を目的とすること。
� 入院日数が継続して保険証券記載の疾病入院免責日数（以下この条において「疾病入院免責日
数」といいます。）をこえること。

� 病院または診療所における入院であること。
� 当会社が、前項の疾病入院保険金として支払う額は、１回の入院につき、次の算式によって算出
された額とします。

保険証券記載の疾病入院保険金日額（以下この条において「疾病入院保険金日額」といいます。）
× （入院日数－疾病入院免責日数）
＝ 疾病入院保険金

� 前項の支払額算出にあたって、疾病入院保険金日額の変更があった場合には、各日現在の疾病入
院保険金日額を基準とします。
� 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用しま
す。

	 被保険者が同一の疾病（これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。以下同様とします。）の
治療を目的として、第１項に該当する入院を２回以上した場合には、１回の入院とみなします。た
だし、同一の疾病による入院でも、疾病入院保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日
の翌日からその日を含めて１８０日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として
第１項および第２項の規定を適用します。

 被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続している入院は、保
険期間中の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用します。
� 当会社は、被保険者が第１項に規定する疾病入院保険金の支払事由に該当する入院を開始した時
に、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入
院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、第１項および第２項の
規定を適用します。
� 保険期間中に発生した事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて１８０
日を経過した後に開始した入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして、第１項および第２項
の規定を適用します。
 前各項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の疾病入院保険金の支払限度は、次の
とおりとします。
� １回の入院についての支払限度は、保険証券記載の疾病入院支払限度日数（疾病入院保険金を
支払う日数をいいます。以下この章において同様とします。）とします。
� 通算支払限度は、疾病入院支払日数を通算して保険証券記載の疾病入院保険金通算限度日数を
限度とします。

� 第３章傷害条項（以下この章において「傷害条項」といいます。）の規定により傷害入院保険金が
支払われる入院中に第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病により治療を開始したときは、疾
病入院保険金の支払額は、第２項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
� 疾病入院保険金日額が保険証券記載の傷害入院保険金日額（以下この条において「傷害入院保
険金日額」といいます。）をこえる場合
イ．傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて疾病入院免責日数を経過した日以
降に疾病の治療を開始したとき。
疾病入院保険金日額に、疾病の治療を開始した日からその日を含めた入院日数を乗じて得た金
額
ロ．傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて疾病入院免責日数以内に疾病の治
療を開始したとき。
疾病入院保険金日額に、傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて疾病入院免
責日数を経過した日以降その日を含めた入院日数を乗じて得た金額

� 疾病入院保険金日額が傷害入院保険金日額以下である場合で、傷害条項の規定により傷害入院
保険金の支払われる期間が終了したときは、疾病入院保険金日額に、傷害条項の規定により傷害
入院保険金の支払われる期間が終了した日の翌日、または傷害の治療のために入院を開始した日
からその日を含めて疾病入院免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた入院日
数を乗じて得た金額とします。

� 疾病入院保険金が支払われる入院中に、傷害条項の規定により傷害入院保険金が支払われる入院
を開始したときは、傷害条項の規定により傷害入院保険金が支払われる期間に対しては、疾病入院
保険金は支払いません。
第６条（疾病手術保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、その直接の結果と
して、被保険者が保険期間中に、次の各号のすべてを満たす手術を受けた場合には、疾病手術保険
金を被保険者に支払います。
� 保険期間中に発病した疾病を直接の原因とする手術であること。
� 疾病の治療を直接の目的とすること。
� 別表 疾－５に定めるいずれかの種類の手術であること。
� 病院または診療所における手術であること。
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� 当会社が、前項の疾病手術保険金として支払う額は、１回の手術につき、次の算式によって算出
された額とします。

保険証券記載の疾病手術保険金額（以下この条において「疾病手術保険金額」といいます。）
× 手術の種類に応じて別表 疾－５に定める給付倍率
＝ 疾病手術保険金

� 前項の支払額算出にあたって、疾病手術保険金額の変更があった場合には、手術を受けた日現在
の疾病手術保険金額を基準とします。
� 当会社は、被保険者が、時期を同じくして２種類以上の手術を受けた場合には、第２項の規定に
かかわらず、別表 疾－５に定める給付倍率の高いいずれか１種類の手術についてのみ疾病手術保
険金を支払います。
� 保険期間中に発生した事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から１８０日を経過した後
に被保険者が手術を受けた場合には、疾病の治療を目的とする手術とみなして、第１項および第２
項の規定を適用します。
第７条（特定疾病診断保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が保険期間中に保険証券記載の疾病（以下この条において「特定疾病」とい
います。）を発病し、次の各号のいずれかに該当したときには、保険証券記載の特定疾病診断保険金
額（以下この条において「特定疾病診断保険金額」といいます。）を特定疾病診断保険金として被保
険者に支払います。
� 特定疾病が急性心筋梗塞の場合には、被保険者が保険期間中に発病した疾病を原因として、保
険期間中に別表 疾－６に定める急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があること
が、心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として病院または
診療所において入院を開始したとき。
� 特定疾病が脳卒中の場合には、被保険者が保険期間中に発病した疾病を原因として、保険期間
中に別表 疾－６に定める脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚
的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、ＣＴ（コンピュータ断層撮影法）またはＭＲＩ（磁気
共鳴映像法）によってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として病院ま
たは診療所において入院を開始したとき。
� 特定疾病が悪性新生物の場合には、被保険者が保険期間中に別表 疾－６に定める悪性新生物
に罹患し、医師により病理組織学的所見（生検を含みます。以下同様とします。）によって診断確
定（病理組織学的所見が得られないときは、その他の所見による診断確定も認めることがありま
す。以下この号において同様とします。）され、その治療を直接の目的として病院または診療所に
おいて入院を開始したとき（保険期間の開始日から起算して９０日以内に別表 疾－６の表２中、
基本分類表番号１７４または１７５に定める乳房の悪性新生物に罹患し、医師により診断確定されたと
きを除きます。ただし、別表 疾－６の表２中、基本分類表番号１７４または１７５に定める乳房の悪
性新生物については保険期間の開始日から起算して９０日経過後、保険期間中に、被保険者が新た
に別表 疾－６に定める悪性新生物に罹患し、医師により診断確定され、入院を開始したときは、
この規定は適用しません。）。ただし、被保険者が責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定
（この号において、被保険者が医師である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。）さ
れていた場合はこの保険金を支払いません。

� 前項の支払額算出にあたって、特定疾病診断保険金額の変更があった場合には、前項の支払事由
に該当した日現在の特定疾病診断保険金額を基準とします。
� 被保険者が特定疾病診断保険金の支払対象とならない入院中に特定疾病診断保険金の支払対象と
なる疾病の治療を開始したと当会社が認めたときは、その治療を開始した日に特定疾病診断保険金
の支払対象となる疾病の治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなしてこの条の規定を適
用します。
� 前項までの規定にかかわらず、特定疾病診断保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
第８条（疾病入院初期保険金の支払）

� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、その直接の結果と
して、医師の治療を要し、かつ、保険期間中に次の各号のすべてを満たす入院をした場合には、疾
病入院初期保険金を被保険者に支払います。
� 保険期間中に発病した疾病を直接の原因とする入院であること。
� 疾病の治療を目的とすること。
� 入院日数が保険証券記載の疾病入院初期保険金日数（以下この条において「疾病入院初期保険
金日数」といいます。）以上継続していること。

	 病院または診療所における入院であること。
� 当会社が、前項の疾病入院初期保険金として支払う額は、１回の入院につき、保険証券記載の疾
病入院初期保険金額（以下この条において「疾病入院初期保険金額」といいます。）とします。
� 前項の支払額算出にあたって、疾病入院初期保険金額の変更があった場合には、疾病入院初期保
険金の支払事由に該当した日現在の疾病入院初期保険金額を基準とします。
� 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用しま
す。
� 被保険者が同一の疾病の治療を目的として、第１項に該当する入院を２回以上した場合には、１
回の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用します。ただし、同一の疾病による入院でも、
疾病入院初期保険金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日
を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。

 被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続している入院は、保
険期間中の入院とみなして、第１項および第２項の規定を適用します。
� 当会社は、被保険者が疾病入院初期保険金の支払事由に該当する入院を開始した時または入院中
に、その入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していた場合もしくは併発した場
合または不慮の事故による傷害が生じていた場合もしくは生じた場合には、その入院開始の直接の
原因となった疾病により、継続して入院したものとみなして、第１項および第２項の規定を適用し
ます。
� 保険期間中に発生した事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から１８０日を経過した後
に開始した入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして、第１項および第２項の規定を適用し
ます。
 傷害条項の規定により傷害入院初期保険金が支払われる入院中に、疾病の治療を開始したときは、
疾病入院初期保険金の支払は、第１項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
� 疾病入院初期保険金額が保険証券記載の傷害入院初期保険金額（以下この条において「傷害入
院初期保険金額」といいます。）をこえる場合
イ．その入院が、傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて疾病入院初期保険金
日数に満たないときは、疾病入院初期保険金を支払いません。
ロ．その入院が、傷害の治療のために入院を開始した日からその日を含めて疾病入院初期保険金
日数以上継続したときは、疾病入院初期保険金を支払います。ただし、傷害条項の規定により、
すでに傷害入院初期保険金が支払われている場合には、その疾病入院初期保険金がすでに支払
われた傷害入院初期保険金を上回るときに限り、その差額を疾病入院初期保険金として支払い
ます。

� 疾病入院初期保険金額が傷害入院初期保険金額以下の場合には、疾病入院初期保険金を支払い
ません。

� 疾病入院初期保険金が支払われる入院中に、傷害条項第１０条（傷害入院初期保険金の支払）第７
項第１号ロ．本文の規定により傷害入院初期保険金が支払われる場合には、疾病入院初期保険金は
支払いません。
� 疾病入院初期保険金の支払限度は保険期間を通じて５回とします。
第９条（重度疾病保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が、保険期間中に別表 疾－７に定める疾病（別表 疾－８に定める精神作
用物質の有害な使用および依存症候群を原因としたものを除きます。以下この条において「別表
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疾－７に定める疾病」といいます。）を発病し、その疾病を原因として、被保険者が保険期間中に次
のいずれかに該当した場合には、保険証券記載の重度疾病保険金額（以下この条において「重度疾
病保険金額」といいます。）を重度疾病保険金として被保険者に支払います。
� 別表 疾－９に定める特定障害状態のうち�アから�エまでのいずれかに該当したとき。
� 別表 疾－９に定める特定障害状態のうち�オから�チまでのいずれかに該当し、その特定障害状
態がその該当した日から起算して１８０日以上継続したと医師により診断確定されたとき。
� 保険期間中に発病した疾病（別表 疾－８に定める精神作用物質の有害な使用および依存症候
群を原因としたものを除きます。以下この条において「疾病」といいます。）を原因として、保険
期間中に永続的な人工透析療法を開始したとき。

� 前項の支払額算出にあたって、重度疾病保険金額の変更があった場合には、前項の支払事由に該
当した日現在の重度疾病保険金額を基準とします。
� 当会社は、被保険者が、保険期間中に別表 疾－７に定める疾病を発病して、別表 疾－９に定
める特定障害状態のうち�オから�チまでのいずれかに該当し、保険期間満了の日からその日を含めて
１８０日以内にその特定障害状態がその該当した日からその日を含めて１８０日以上継続したと医師によ
り診断確定された場合には、被保険者が重度疾病保険金の支払事由に該当したものとして取扱いま
す。
� 当会社は、被保険者が、第１項の支払事由に複数該当した場合でも、重度疾病保険金を重複して
支払いません。
� 重度疾病保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
第１０条（疾病長期入院保険金の支払）
	 当会社は、被保険者が、保険期間中に疾病入院保険金の支払われる入院をし、入院開始の直接の
原因となった疾病による１回の入院において、疾病入院保険金が支払われる入院日数が保険証券記
載の疾病長期入院保険金日数（以下この条において「疾病長期入院保険金日数」といいます。）以上
となる場合には、疾病長期入院保険金を被保険者に支払います。
� 当会社が、前項の疾病長期入院保険金として支払う額は、１回の入院につき保険証券記載の疾病
長期入院保険金日額（以下この条において「疾病長期入院保険金日額」といいます。）に、疾病入院
保険金が支払われる入院日数が疾病長期入院保険金日数に該当した日以降（その日を含みます。）に
同保険金が支払われる入院日数を乗じて得た額とします。
� 前項の支払額算出にあたって、疾病長期入院保険金日額の変更があった場合には、入院日数が疾
病長期入院保険金の支払事由に該当した日現在の疾病長期入院保険金日額を基準とします。
� 被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続している入院は、保
険期間中の入院とみなして、第１項および第２項の規定を適用します。
� 第１項の支払事由に該当した日現在において疾病長期入院保険金日額が保険証券記載の傷害長期
入院保険金日額をこえる場合で、疾病入院保険金の支払われる入院日数または第５条（疾病入院保
険金の支払）第１０項もしくは第１１項の規定によりこの章からの支払にかえて傷害条項に規定する傷
害入院保険金が支払われることとなった入院日数があるときは、第１項および第２項の規定中「疾
病入院保険金が支払われる入院日数」とあるのは、「疾病入院保険金が支払われる入院日数または疾
病入院保険金が支払われる入院日数に傷害条項に規定する傷害入院保険金が支払われる入院日数を
加えた日数」と読み替えます。

 被保険者が２回以上入院した場合で第５条（疾病入院保険金の支払）第４項、第５項または傷害
条項第７条（傷害入院保険金の支払）第３項、第５項の規定により１回の入院とみなされる場合は、
継続した１回の入院とみなして第１項および第２項の規定を適用します。
第１１条（疾病退院療養保険金の支払）
	 当会社は、被保険者が、保険期間中に、疾病入院保険金の支払われる入院をし、次の各号のいず
れかに該当する継続した入院をした後、生存して退院したときには、疾病退院療養保険金を被保険
者に支払います。
� 疾病入院保険金の支払われる入院日数が保険証券記載の疾病退院療養保険金日数以上となる入
院
� 疾病入院保険金の支払われる入院日数に、第５条（疾病入院保険金の支払）第１０項または第１１

項の規定によりこの章からの支払にかえて、傷害条項に規定する傷害入院保険金が支払われるこ
ととなった入院日数を加えた日数が保険証券記載の疾病退院療養保険金日数以上となる入院

� 当会社が前項の疾病退院療養保険金として支払う額は、１回の入院につき保険証券記載の疾病退
院療養保険金額（以下この条において「疾病退院療養保険金額」といいます。）とします。
� 前項の支払額算出にあたって、疾病退院療養保険金額の変更があった場合には、退院日現在の疾
病退院療養保険金額を基準とします。
� 第１項および第２項の規定にかかわらず、被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、そ
の満了時から７３０日（保険証券記載の疾病入院支払限度日数が７３０日をこえる場合にはその疾病入院
支払限度日数）以内のその継続している入院の退院は、保険期間の有効中の退院とみなします。こ
の場合の疾病退院療養保険金額は、保険期間が満了した日現在の疾病退院療養保険金額を基準とし
ます。
� 退院日現在において疾病退院療養保険金額が保険証券記載の傷害退院療養保険金額をこえる場合
で、疾病入院保険金の支払われる入院日数または第５条（疾病入院保険金の支払）第１０項もしくは
第１１項の規定によりこの章からの支払にかえて傷害条項に規定する傷害入院保険金が支払われるこ
ととなった入院日数があるときは、第１項第２号の規定中「第５条（疾病入院保険金の支払）第１０
項または第１１項の規定によりこの章からの支払にかえて、傷害条項に規定する傷害入院保険金が支
払われることとなった入院日数」とあるのは、「傷害条項に規定する傷害入院保険金が支払われる入
院日数」と読み替えます。

 被保険者が２回以上入院した場合で、第５条（疾病入院保険金の支払）第４項、第５項または傷
害条項第７条（傷害入院保険金の支払）第３項、第５項の規定により１回の入院とみなされる場合
は、継続した１回の入院とみなして、第１項および第２項の規定を適用します。この場合、疾病退
院療養保険金または傷害条項の規定により傷害退院療養保険金が支払われた退院日以後に開始した
入院については、その後疾病退院療養保険金の支払事由に該当しても、当会社は、疾病退院療養保
険金を支払いません。ただし、その疾病退院療養保険金がすでに支払われた疾病退院療養保険金ま
たは傷害退院療養保険金を上回るときはその差額を支払います。
� 前項の規定にかかわらず、疾病退院療養保険金または傷害退院療養保険金が支払われることとな
った退院の日からその日を含めて３０日を経過後に開始した入院については、新たな入院とみなして
取り扱います。
� 退院日現在において疾病退院療養保険金額が保険証券記載の傷害退院療養保険金額以下である場
合、傷害条項の規定により傷害退院療養保険金が支払われる退院に対しては、疾病退院療養保険金
は支払いません。
第１２条（疾病通院保険金の支払）
	 当会社は、被保険者が保険期間中に疾病入院保険金の支払われる入院をし、保険期間中に次の各
号のすべてを満たす通院をした場合には、疾病通院保険金を被保険者に支払います。
� 疾病入院保険金が支払われる入院の直接の原因となった疾病の治療を目的とする通院であるこ
と。
� 病院または診療所における通院であること。
� 通院日数が保険証券記載の疾病通院免責日数（以下この条において「疾病通院免責日数」とい
います。）をこえること。

 次のいずれかの期間（以下この条において「通院期間」といいます。）における通院であること。
イ．疾病入院保険金が支払われる入院の入院日の前日以前の保険証券記載の入院前疾病通院対象
日数までの期間
ロ．疾病入院保険金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて保険証券記載の退院後
疾病通院対象日数までの期間

� 当会社が、前項の疾病通院保険金として支払う額は、１回の入院のその通院につき、次の算式に
よって算出された額とします。

保険証券記載の疾病通院保険金日額（以下この条において「疾病通院保険金日額」といいます。）
× （通院日数－疾病通院免責日数）
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＝ 疾病通院保険金

� 前項の支払額算出にあたって、疾病通院保険金日額の変更があった場合には、各日現在の疾病通
院保険金日額を基準とします。
� 第２項の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の疾病通院保険金の支払限度は、次の
とおりとします。
� １回の入院のその通院についての支払限度は、保険証券記載の疾病通院支払限度日数（疾病通
院保険金を支払う日数をいいます。）とします。
� 通算支払限度は、疾病通院支払日数を通算して保険証券記載の疾病通院保険金通算限度日数を
限度とします。

� 被保険者が、第１項に定める通院を同一の日に複数したときでも、通院日数は１日として取り扱
い、疾病通院保険金は重複して支払いません。この場合、支払わないこととなる通院については、
通院日数には含めません。
� 第５条（疾病入院保険金の支払）第１項に定める疾病入院保険金の支払事由または傷害条項第７
条（傷害入院保険金の支払）第１項に定める傷害入院保険金の支払事由に該当する入院中の通院に
ついては、通院の原因がその入院の原因と同一であると否とにかかわらず、当会社は疾病通院保険
金は支払いません。この場合、支払われないこととなる通院については、疾病通院免責日数を限度
に通院日数に含めます。
� 被保険者が同一の事由により２回以上入院した場合で、第５条（疾病入院保険金の支払）の規定
により１回の入院とみなされるときは、その入院にかかわる通院については次のとおり取り扱いま
す。
� 最初の入院の入院日を第１項に定める入院日とします。
� 最終の入院（１回の入院の支払日数が疾病入院支払限度日数をこえる場合は、その支払日数が
疾病入院支払限度日数となる日を含んだ入院をいいます。以下この条において同様とします。）の
退院日を第１項に定める退院日とします。

� 前項の場合、最初の入院の退院日後最終の入院の入院日前までの間に、その入院開始と同一の事
由で通院したときは、その通院については、第１項の通院に含めます。
	 被保険者が入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病
を併発した場合で、それぞれの事由について入院の必要があると当会社が認めたときは、その併発
事由の治療を目的とする通院を第１項の通院に含めます。

 被保険者の入院中に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続している入院は、保
険期間中の入院とみなし、その入院の入院前における通院期間中の通院について、第１項の規定を
適用します。
� 被保険者の退院後の通院期間中に、保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続して
いるその退院後における通院期間中の通院は、保険期間中の通院とみなして取り扱います。
第１３条（疾病介護保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が保険期間中に第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病により要介護状
態となり、その要介護状態が疾病介護支払対象期間開始日からその日を含めて保険証券記載の疾病
要介護状態日数（以下この章において「疾病要介護状態日数」といいます。）以上継続した場合には、
疾病介護保険金を被保険者に支払います。
 当会社が、前項の疾病介護保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額とします。

保険証券記載の疾病介護保険金日額（以下この条において「疾病介護保険金日額」といいます。）
× 疾病介護支払対象期間日数
＝ 疾病介護保険金

� 前項の支払額算出にあたって、疾病介護保険金日額の変更があった場合には、各日現在の疾病介
護保険金日額を基準とします。
� 被保険者の要介護状態が継続している間に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継

続している要介護状態は、保険期間中の要介護状態とみなします。
� 第２項の規定にかかわらず当会社が保険金を支払う日数は、疾病介護支払対象期間にかかわらず、
保険証券記載の疾病介護てん補日数を限度とします。
� 傷害条項の規定により傷害介護保険金と疾病介護保険金が同時に支払われる事由が発生した場合
は、どちらか保険金額が高額なもの１つを支払うものとします。また、同額の場合は傷害介護保険
金を支払うものとします。
� 傷害条項の規定により傷害介護保険金が支払われる期間中に第１条（保険金を支払う場合）第１
項の疾病（以下この項において「保険金が支払われる疾病」といいます。）により要介護状態となっ
たときは、疾病介護保険金の支払額は、第２項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
� 疾病介護保険金日額が保険証券記載の傷害介護保険金日額（以下この条において「傷害介護保
険金日額」といいます。）をこえる場合
疾病介護保険金日額に、保険金が支払われる疾病により要介護状態となった日から要介護状態で
なくなった日までの日数を乗じて得た額
� 疾病介護保険金日額が傷害介護保険金日額以下である場合で、傷害介護保険金の支払われる期
間が終了したときは、疾病介護保険金日額に、傷害介護保険金が支払われる期間が終了した日か
ら要介護状態でなくなった日までの日数を乗じて得た額とします。

� 疾病介護保険金が支払われる期間中に、傷害介護保険金が支払われる要介護状態となったときは、
傷害介護保険金が支払われる期間に対しては、疾病介護保険金は支払いません。
	 保険期間中に発生した傷害の事故の日から１８０日を経過した後に傷害により要介護状態となりその
日を含めて保険証券記載の疾病要介護状態日数を超えて継続した場合には、疾病により要介護状態
となったものとみなして第１項の規定を適用します。

 疾病介護保険金支払の対象となっていない事由の影響によって、疾病介護保険金を支払うべき要
介護状態の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する疾病介護支払
対象期間を決定して保険金を支払います。
� 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
者（保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人
の業務を執行するその他の機関）が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき要介護状態
の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で疾病介護保険金を支払います。
第１４条（疾病介護一時保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病により保険期間中に要介護状
態となり、その要介護状態が疾病介護支払対象期間開始日からその日を含めて疾病要介護状態日数
以上継続した場合（保険期間開始前に要介護状態であると医師に診断されたことがない場合で、そ
の被保険者に対して疾病介護一時保険金もしくは傷害条項に定める傷害介護一時保険金が支払われ
ていない場合に限ります。）には、保険証券記載の疾病介護一時保険金額（以下この章において「疾
病介護一時保険金額」といいます。）を被保険者に支払います。
 前項の支払額算出にあたって、疾病介護一時保険金額の変更があった場合には、前項の支払事由
に該当した日現在の疾病介護一時保険金額を基準とします。
� 疾病介護一時保険金の支払は、保険期間を通じて１回とします。
� 保険期間中に発生した傷害の事故の日から１８０日を経過した後に傷害により要介護状態となりその
日を含めて保険証券記載の疾病要介護状態日数を超えて継続した場合には、疾病により要介護状態
となったものとみなして第１項の規定を適用します。
� 疾病介護支払対象期間開始日と傷害条項に規定する傷害介護支払対象期間開始日が同じで、第１
項の支払事由に該当した日現在において疾病介護一時保険金額が保険証券記載の傷害介護一時保険
金額以下である場合には、傷害条項の規定により傷害介護一時保険金が支払われる要介護状態に対
しては、当会社は、疾病介護一時保険金は支払いません。
第１５条（疾病所得補償保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、その直接の結果と
して保険期間中に就業不能となり、その就業不能が保険証券記載の疾病所得補償免責日数（以下こ
の条において「疾病所得補償免責日数」といいます。）を超えて継続した場合には、疾病所得補償保
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険金を被保険者に支払います。
� 当会社が、前項の疾病所得補償保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額としま
す。

保険証券記載の疾病所得補償保険金日額（以下この条において「疾病所得補償保険金日額」といい
ます。）
× （就業不能日数－疾病所得補償免責日数）
＝ 疾病所得補償保険金

� 前項の支払額算出にあたって、疾病所得補償保険金日額の変更があった場合には、各日現在の疾
病所得補償保険金日額を基準とします。
� 当会社は、被保険者が第１項に規定する就業不能となった時に、異なる疾病を併発していた場合、
またはその就業不能中に異なる疾病を併発した場合には、その就業不能開始の直接の原因となった
疾病による就業不能が継続したものとみなして、第１項および第２項の規定を適用します。
� 疾病所得補償保険金が支払われる就業不能でなくなった後、その就業不能の原因となった疾病に
よって再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後
の就業不能については新たに疾病所得補償免責日数の規定を適用しません。
� 前項の規定にかかわらず、就業不能でなくなった日からその日を含めて１８０日を経過した日の翌日
以後に被保険者が再び就業不能になったときは、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不
能とみなします。この場合において、後の就業不能について疾病所得補償保険金を支払うべきとき
は、新たに疾病所得補償免責日数および第８項の支払限度日数の規定を適用します。
� 被保険者の就業不能が継続している間に保険期間が満了した場合には、その満了時を含んで継続
している就業不能は、保険期間中の就業不能とみなします。
� 同一の就業不能についての支払限度日数は、保険証券記載の疾病所得補償てん補日数とします。
� 傷害条項の規定により傷害所得補償保険金が支払われる期間中に第１条（保険金を支払う場合）
第１項の疾病（以下この項において「保険金が支払われる疾病」といいます。）を直接の原因として
就業不能となったときは、疾病所得補償保険金の支払額は、第２項の規定にかかわらず、次のとお
りとします。
	 疾病所得補償保険金日額が保険証券記載の傷害所得補償保険金日額（以下この条において「傷
害所得補償保険金日額」といいます。）をこえる場合
イ．事故により就業不能となった日からその日を含めて疾病所得補償免責日数を経過した日以降
に保険金が支払われる疾病により就業不能となったとき。
疾病所得補償保険金日額に、保険金が支払われる疾病により就業不能となった日からその日
を含めた就業不能日数を乗じて得た金額

ロ．事故により就業不能となった日からその日を含めて疾病所得補償免責日数以内に保険金が支
払われる疾病により治療を開始したとき。
疾病所得補償保険金日額に、事故により就業不能となった日からその日を含めて疾病所得補
償免責日数を経過した日以降その日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額


 疾病所得補償保険金日額が傷害所得補償保険金日額以下である場合で、傷害所得補償保険金の
支払われる期間が終了したときは、疾病所得補償保険金日額に、傷害所得補償保険金が支払われ
る期間が終了した日の翌日、または事故により就業不能となった日からその日を含めて疾病所得
補償免責日数を経過した日のいずれか遅い日からその日を含めた就業不能日数を乗じて得た金額
とします。

� 疾病所得補償保険金が支払われる期間中に、傷害所得補償保険金が支払われる就業不能となった
ときは、傷害所得補償保険金が支払われる期間に対しては、疾病所得補償保険金は支払いません。
第１６条（疾病定額保険金における他の身体障害の影響）
� 疾病定額保険金または傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害定額保険金
の支払い対象となっていない身体障害の影響によって、第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾
病の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこ

れを支払います。
� 正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、または、保険契約者もしくは疾病定額保険金を
受け取るべき者が治療をさせなかったために、第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病の程度
が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
� 保険契約者、被保険者または疾病定額保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、
第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病が重大となったときも、前２項と同様の方法で支払い
ます。
第１７条（人身疾病保険金の支払）
� 当会社は、被保険者が保険期間中に第１条（保険金を支払う場合）第２項の疾病を発病し、その
直接の結果として、保険証券記載の人身疾病基準日数を超えて継続する入院を保険期間中に開始し
た場合には、人身疾病保険金を被保険者に支払います。
� 当会社が、前項の人身疾病保険金として支払う額は、次の算式によって算出された額とします。
ただし、保険期間を通じて前項の支払事由に該当したすべての人身疾病発病について、当会社が支
払う人身疾病保険金は、保険証券記載の人身疾病保険金額（以下この条において「人身疾病保険金
額」といいます。）を限度とします。

次条第１項の規定により決定された損害の額
－ 次の各号の合計額
＝ 人身疾病保険金の額

	 別表 疾－１０に定める人身疾病保険金損害額基準 第１（疾病による損害）１（積極損害）	
（治療関係費）ｃ（診察料）からｅ（投薬料・手術料・処置費用等）までにおける治療費につい
て、公的医療保険制度を定める法律の規定により被保険者が負担すべき一部負担金に相当する費
用を超える額（あらかじめ当会社が承認した費用を除きます。）


 公的医療保険制度を定める法律の規定により支払われるべき高額療養費
 公的医療保険制度を定める法律の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その
支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付（いわゆる「附加給付」）
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、すでに給付が決定しまたは支払われた保
険金もしくは共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額（社会復帰促進等
事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。）

� 次条第１項の規定により決定された損害の額のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額
で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である医療保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

� 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、次条第５項の規定による請求をした場合は、同一
の人身疾病発病につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出された額とします。た
だし、同一の人身疾病発病について当会社の支払う人身疾病保険金の額は、人身疾病保険金額を限
度とします。

次条第５項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額
－ 次の各号の合計額
＝ 人身疾病保険金の額

	 別表 疾－１０に定める人身疾病保険金損害額基準 第１（疾病による損害）１（積極損害）	
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（治療関係費）ｃ（診察料）からｅ（投薬料・手術料・処置費用等）までにおける治療費につい
て、公的医療保険制度を定める法律の規定により被保険者が負担すべき一部負担金に相当する費
用を超える額（あらかじめ当会社が承認した費用を除きます。）
� 公的医療保険制度を定める法律の規定により支払われるべき高額療養費
� 公的医療保険制度を定める法律の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その
支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付（いわゆる「附加給付」）
� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
� 次条第５項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額のうち、賠償義務
者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得
した額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第２項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である医療保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

� 第２項ただし書および前項ただし書の規定にかかわらず、別表 疾－１１の第１級、第２級または
第３級３号もしくは４号に掲げる重大障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で人身疾
病保険金額が無制限以外のときは、当会社が支払う人身疾病保険金の額は、人身疾病保険金額の２
倍の額を限度とします。
第１８条（損害額の決定）
� 前条第２項の損害の額は、被保険者が人身疾病発病の直接の結果として、次の各号のいずれかに
該当した場合（ただし、いずれの場合も前条第１項の入院を開始した日以後に生じた場合に限りま
す。）に、その区分ごとに、それぞれ別表 疾－１０に定める人身疾病保険金損害額基準および次項か
ら第４項までの規定により算定された金額の合計額（以下この条において「算定額」といいます。）
とします。ただし、同基準第１（疾病による損害）１（積極損害）および２（休業損害）について
は、それぞれ保険証券記載の人身疾病保険金支払費目限度額（積極損害）および同（休業損害）を
限度とします。
� 次号以外の疾病
医師の治療を要した場合

� 重大障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合

	 同一の人身疾病発病により、別表 疾－１１に掲げる２種以上の重大障害が生じた場合には、当会
社は、もっとも重い重大障害の該当する等級により損害を算定します。ただし、次の各号に該当す
る場合は、各号に規定する等級に従い損害を算定するものとします。
� 第１級から第５級までに掲げる重大障害が２種以上ある場合
もっとも重い重大障害に該当する等級の３級上位の等級

� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる重大障害が２種以上あるとき
もっとも重い重大障害に該当する等級の２級上位の等級

� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる重大障害が２種以上あるとき
もっとも重い重大障害に該当する等級の１級上位の等級


 すでに重大障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の疾病を被ったことによ
って、同一部位について重大障害の程度を加重した場合は、別表 疾－１１に掲げる加重後の重大障
害に該当する等級により算定した損害から、すでにあった重大障害に該当する等級により算定した
損害を差し引いて損害を算定します。
� この保険契約が継続されない場合において、被保険者が保険期間中に、回復の見込みの有無を除
いては重大障害に該当しているにもかかわらず、保険期間の満了する日において、その回復の見込
みがないことが明らかでない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し保険期間の満
了後１８０日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき、または、保険期間満了後も１８０日
間引き続きその状態が継続したとき、保険期間の満了時に重大障害に該当したものとみなして前各
項の規定を適用します。

� 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、算定額から当該賠償義務者に損害賠償請求すべ
き損害に係る部分（算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額をいいます。）を除いた金額のみを
請求することができます。
� 前項の場合には、一般条項第２６条（代位）第１項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が当
該賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第１９条（人身疾病保険金における他の身体障害の影響）
� 被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第２項の疾病を被ったときすでに存在していた身体障
害の影響により、または同項の疾病を被った後にその疾病と関係なく発生した身体障害の影響によ
り同項の疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する額を損害の額
として決定しこれを支払います。
	 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（保険金を支払う場合）第２項の疾病が重大となった場合も、
前項と同様の方法で支払います。

 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、第１条
（保険金を支払う場合）第２項の疾病が重大となったときも、前２項と同様の方法で支払います。
第２０条（人身疾病保険金請求の手続）

人身疾病保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとし
ます。
第２１条（被保険者の適用）

この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第２２条（疾病条項における保険期間と支払責任の関係）
� 被保険者が疾病を被った時が、保険期間の初日からその日を含めて、保険証券記載の待機期間日
数を経過した日の翌日の午前０時より前であるときは、当会社は、保険金（疾病定額保険金または
人身疾病保険金をいいます。）を支払いません。
	 前項の規定は、疾病介護保険金および疾病介護一時金については適用しません。
第２３条（保険契約が継続された場合の取扱い）

保険契約が継続された場合には、次の各号によって取扱います。
� 第５条（疾病入院保険金の支払）から第１５条（疾病所得補償保険金の支払）まで、第１７条（人
身疾病保険金の支払）および第２２条（疾病条項における保険期間と支払責任の関係）に関しては、
継続前の保険期間と継続後の保険期間とは継続されたものとします。
� 継続前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、当会社は、継続後の
保険契約を解除することができます。

第５章 費用条項

当会社は、次に掲げる各節のうち、保険証券に記載されたものについてのみ支払責任を負うものと
します。

第１節 自動車事故・故障時レンタカー費用条項

第１条（レンタカー費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、運転自動車に車両損害が生じ、かつ、被保険者が代車を使用することが必要となった
場合で、被保険者からの書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいます。以下この節にお
いて同様とします。）による請求があり、当会社が承認したときは、当会社が指定するレンタカー会
社（以下この節において「指定業者」といいます。）において当会社が指定するレンタカー（保険証
券記載のタイプに応じたレンタカーをいいます。以下この節において「指定レンタカー」といいま
す。）を借り入れることによって被保険者に生じる費用（以下この節において「運転車両レンタカー
費用」といいます。）に対して、この節および第６章一般条項（以下この節において「一般条項」と
いいます。）の規定に従い、運転車両レンタカー費用保険金を支払います。この場合において運転自
動車とは、第１章財物条項（以下この節において「財物条項」といいます。）第７条（保険の目的の
範囲）第１項第１号に定める運転自動車をいいます（以下この節において「運転自動車」といいま
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す。）。
� 当会社は、被保険自動車（財物条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に定める被保険自
動車をいいます。以下この節において同様とします。）に車両損害が生じ、かつ、被保険者が代車を
使用することが必要となった場合で、被保険者からの書面等による請求があり、当会社が承認した
ときは、指定業者において指定レンタカーを借り入れることによって被保険者に生じる費用（以下
この節において「保管等車両レンタカー費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規
定に従い、保管等車両レンタカー費用保険金を支払います。
� 当会社は、次の各号に定めるところに従い、前２項の規定を適用します。
� 自動車用電子式航法装置等のレンタカー付属品（運転自動車または被保険自動車に装着されて
いる付属品と同種のものに限ります。）および四輪駆動機能（運転自動車または被保険自動車が四
輪駆動車である場合に限ります。）にかかる費用をレンタカー費用（運転車両レンタカー費用また
は保管等車両レンタカー費用をいいます。以下この節において同様とします。）に含みます。
� 指定レンタカーの使用に必要な燃料にかかる費用、指定レンタカーを滅失、破損または汚損し
たことにより、当該指定レンタカーを借りるために通常支払うべき費用を超えて指定業者に対し
て負担すべき費用、または指定レンタカーのかしに起因して生じた費用はレンタカー費用に含み
ません。

� 前３項の規定にかかわらず、運転自動車または被保険自動車に車両損害が生じ、かつ、被保険者
が代車を使用することが必要となった場合で、被保険者が自ら代車としてレンタカーを借り入れた
ときは、当会社は、当該レンタカーを借り入れることによって被保険者に生じる費用（保険契約者
または被保険者からの領収証等の提出により、当会社に対してその支出目的、金額その他具体的内
容について明らかとされたものに限ります。）について、当該レンタカーを指定レンタカーとみなし
て、この節および一般条項の規定に従い、レンタカー費用保険金（第１項の運転車両レンタカー費
用保険金または第２項の保管等車両レンタカー費用保険金をいいます。以下この節において同様と
します。）を支払います。
� 第１項、第２項および前項の車両損害とは、次の各号のいずれかをいいます。
� 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第３項までおよび一般条項（これらに付帯
される他の特約を含みます。）の規定により保険金の支払われるべき損害が生じたこと。

� 故障（運転自動車または被保険自動車に生じた偶然な外来の事故に直接起因しない電気的また
は機械的事故をいいます。以下この節において同様とします。）により運転自動車または被保険自
動車が自力で走行できなくなること（法令等により走行が禁じられる場合を含みます。以下この
節において「自力走行不能」といいます。）にともない、運転自動車または被保険自動車が修理工
場または当会社の指定する場所（以下「修理工場等」といいます。）へ運搬されること。

� この節において被保険者とは、運転自動車または被保険自動車の所有者をいいます。
� 前項の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 運転自動車または被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、そ
の買主
� 運転自動車または被保険自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、
その借主
	 前２号以外の場合は、運転自動車または被保険自動車を所有する者


 この節において代車とは、運転自動車または被保険自動車の代替としての他の自動車をいいます。
第２条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損傷が原因となって生じた故障にともなう自力走行不
能が発生した場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
� 財物条項第４条（車両保険金を支払わない場合）第１項各号のいずれかに該当する事由によっ
て生じた損傷
� 同条第２項第３号から第６号までのいずれかに該当する損傷
	 同条第３項各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで運転自
動車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影
響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転してい

る場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいま
す。）運転自動車または被保険自動車を運転している場合に生じた損傷
� 同条第４項各号のいずれかに該当するときによって生じた損傷
� 当会社は、運転自動車または被保険自動車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間
に、故障にともなう自力走行不能が発生した場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保
険金を支払いません。
� 当会社は、運転自動車または被保険自動車について、法令により定められた点検、検査またはそ
の点検もしくは検査の前後の自動車の整備において発見された損傷による故障にともなう自力走行
不能が発生した場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由により運転自動車または被保険自動車が自力走行
不能となった場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
� 燃料の不足または費消
� 蓄電池の充電不足および放電
� 当会社は、運転自動車または被保険自動車が競技もしくは曲技（競技もしくは曲技のための練習
を含みます。）またはその他の運転自動車または被保険自動車に過度な負担をかける状態で生じた故
障にともなう自力走行不能が発生した場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を
支払いません。
� 当会社は、財物条項第７条（保険の目的の範囲）第２項により運転自動車または被保険自動車の
付属品に含まれない物のみの損傷に起因する故障にともなう自力走行不能が発生した場合のレンタ
カー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
� 当会社は、故障が保険証券記載の保険期間内に発生しても、当該故障にともなう自力走行不能が
保険証券記載の保険期間内に発生していない場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保
険金を支払いません。

 当会社は、運転自動車または被保険自動車が修理のために修理工場に入庫し、故障にともなう自
力走行不能の原因となった損傷の修理が可能であるにもかかわらず、修理されなかったときのレン
タカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。ただし、被保険者が運転自動車ま
たは被保険自動車の代替として使用する自動車（以下この節において「代替自動車」といいます。）
を新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づき購入する場合および１年以上を期間とする貸借
契約に基づき借り入れる場合を含みます。以下この節において同様とします。）するときは、この規
定は適用しません。
 当会社は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第３条の保管場所等、車庫、空地その他運
転自動車または被保険自動車を通常保管するための場所において生じた故障にともなう自力走行不
能が発生した場合のレンタカー費用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
第３条（支払保険金の計算）
� １回の事故につき当会社の支払うレンタカー費用保険金の額は、指定業者において指定レンタカ
ーを借り入れるために必要な１日あたりの費用（第１条（レンタカー費用保険金を支払う場合）第
４項に定める場合は、被保険者が自ら代車としてレンタカーを借り入れることによって被保険者に
生じる１日あたりの費用をいいます。ただし、いずれの場合も保険証券記載の保険金日額を限度と
します。）に被保険者が指定レンタカーを使用した日数を乗じて得られた金額とします。

� この節において保険金日額とは、記名運転者（財物条項第２条（被保険者の範囲等）第２項に定
める記名運転者をいいます。）および許諾運転者（財物条項第２条（被保険者の範囲等）第３項に規
定する許諾運転者をいいます。）ごとに、被保険自動車ごとにまたは被保険自動車にかかる支払条項
（財物条項第１条（保険金を支払う場合）第２項第１号および第３項をいいます。）ごとに保険証券
記載の保険金日額をいいます。
� 第１項の指定レンタカーは車両損害が生じた日以後、第１条（レンタカー費用保険金を支払う場
合）第１項または同条第２項に定める請求があり、当会社が、当該請求に対して承認を行った日（「承
認日」といいます。）からその日を含めて３０日以内に使用されたものに限ります。

� 前項の規定にかかわらず、第１条（レンタカー費用保険金を支払う場合）第４項の規定によりレ
ンタカー費用保険金を支払う場合は、第１項および第２項の指定レンタカーは車両損害が生じた日
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からその日を含めて３０日以内に使用されたものに限ります。
� 正当な理由があり、車両損害が生じた日の翌日以降に運転自動車または被保険自動車を修理工場
等に搬入した場合であって、保険契約者がその旨を当会社に書面等により通知し、当会社が承認し
たときは、「車両損害が生じた日」とあるのを「修理工場等に搬入した日」と読み替えて、前項の規
定を適用します。
� 前３項の規定にかかわらず、当会社は、次の各号のいずれかに該当する日以後の指定レンタカー
の使用に対しては、レンタカー費用保険金を支払いません。
� 被保険者が運転自動車または被保険自動車を修理する場合は、修理完了後運転自動車または被
保険自動車が被保険者の手元に戻った日
� 被保険者が代替自動車を新たに取得した日

第４条（回収金の取扱い）
レンタカー費用のうち、回収金（第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収され
たものをいいます。以下この条において同様とします。）がある場合において、回収金の額が被保険
者の自己負担額（レンタカー費用から前条に定めるレンタカー費用保険金の額を差し引いた額をい
います。）を超過するときは、当会社は前条に定めるレンタカー費用保険金の額からその超過額を差
し引いて保険金を支払います。
第５条（現物による支払）
当会社は、第１条（レンタカー費用保険金を支払う場合）第１項から第３項までに定める費用の
全部または一部に対して、指定業者からの指定レンタカーの貸与をもって保険金の支払に代えるこ
とができます。

第２節 （削除）

第３節 （削除）

第４節 （削除）

第５節 失火見舞費用条項

第１条（失火見舞費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、次に掲げる第１号の事故によって第２号
の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支
払います。ただし、第１章財物条項（以下この節において「財物条項」といいます。）第１条（保険
金を支払う場合）第４項の建物・収容動産損害保険金が支払われる場合に限ります。
� 財物条項の保険の目的である建物または財物条項の保険の目的である家財もしくは設備・什器
等を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で財物条項の建
物・収容動産被保険者（以下この節において「建物・収容動産被保険者」といいます。）以外の者
が占有する部分（区分所有建物の共用部分を含みます。）から発生した火災、破裂または爆発によ
る場合を除きます。この場合において第三者とは、他人のためにする保険契約の場合の保険契約
者を含み、建物・収容動産被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下この条におい
て同様とします。
� 第三者の所有物（動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占
有する構内にあるものに限ります。）の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の
損害を除きます。

第２条（失火見舞費用保険金の支払額）
当会社は、前条の失火見舞費用保険金として、前条第２号の損害が生じた世帯または法人（以下
この節において「被災世帯」といいます。）の数に１被災世帯あたりの支払額（５０万円とします。建
物・収容動産被保険者が２名以上の場合にも１被災世帯あたりの支払額は５０万円とします。）を乗じ
て得た額を支払います。ただし、１回の事故につき、前条第１号の事故が生じた構内に所在する財
物条項の保険の目的である建物、家財および設備・什器等の保険証券記載の建物・収容動産支払限

度額の合計額の２０％に相当する額を限度とします。

第６節 地震火災費用条項

第１条（地震火災費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、地震もしくは噴火またはこれらによる津
波を直接または間接の原因とする火災によって第１章財物条項（以下この節において「財物条項」
といいます。）の保険の目的である建物、家財または設備・什器等が損害（財物条項第５条（建物・
収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合）第１項または第２項第１号、第３
号もしくは第４号に掲げる事由によって生じた損害を除きます。）を受け、その損害の状況が次の各
号のいずれかに該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金
を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、財物条項の保険の目的が建物であるとき
はその建物ごとに、財物条項の保険の目的が家財または設備・什器等であるときはこれらを収容す
る建物ごとに、それぞれ行い、また、門、へいまたはかきが財物条項の保険の目的に含まれるとき
は、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
� 財物条項の保険の目的が建物である場合には、当該建物が半焼以上となったとき（建物の主要
構造部の火災による損害の額が、当該建物の保険価額の２０％以上となったとき、または建物の焼
失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が２０％以上となったときをいいます。
以下この項において同様とします。）。
� 財物条項の保険の目的が家財である場合には、当該家財を収容する建物が半焼以上となったと
き、または当該家財が全焼となったとき（家財の火災による損害の額が、当該家財の保険価額の
８０％以上となったときをいいます。この場合における家財には財物条項第７条（保険の目的の範
囲）第４項第１号に掲げる物は含みません。）。
� 財物条項の保険の目的が設備・什器等である場合には、当該設備・什器等を収容する建物が半
焼以上となったとき。

第２条（地震火災費用保険金の支払額）
� 当会社は、１回の事故につき、１構内ごとに、保険証券記載の地震火災費用保険金額を、前条の
地震火災費用保険金として、支払います。
� 前項においては、７２時間以内に生じた２以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、こ
れらを一括して、１回の事故とみなします。

第７節 財物臨時費用条項

第１条（財物臨時費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、第１章財物条項（以下この節において「財

物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までおよび第９項から第１１
項までの建物・収容動産損害保険金のうち、保険証券記載の建物・収容動産損害保険金（以下この
節において「対象保険金」といいます。）が支払われる場合（同条第１２項の規定に従い、建物・収容
動産損害保険金が支払われる場合を除きます。）において、それぞれの事故によって財物条項の保険
の目的である建物、家財または設備・什器等が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、財物
臨時費用保険金を支払います。
第２条（財物臨時費用保険金の支払額）

当会社は、対象保険金に保険証券記載の支払割合を乗じた額を、前条の財物臨時費用保険金とし
て、支払います。ただし、１回の事故につき、１構内ごとに、１００万円を限度とします。

第８節 （削除）

第９節 水道管凍結修理費用条項

第１条（水道管凍結修理費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、第１章財物条項（以下この節において「財

物条項」といいます。）の保険の目的である建物または財物条項の保険の目的である家財もしくは設
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備・什器等を収容する建物の専用水道管が凍結によって損壊（パッキングのみに生じた損壊および
財物条項第５条（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合）第１項か
ら第３項までに掲げる事由によって生じた損壊を除きます。）を受け、これを修理したときは、水道
管凍結修理費用保険金を支払います。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分
（区分所有建物の共用部分を含みます。）の専用水道管にかかわる水道管凍結修理費用保険金は支払
いません。
第２条（水道管修理費用保険金の支払額）

当会社は、凍結によって損壊が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な
費用の額を、前条の水道管凍結修理費用保険金として、支払います。ただし、１回の事故につき、
１構内ごとに１０万円を限度とします。

第１０節 （削除）

第１１節 構内構築物修復費用条項

第１条（構内構築物修復費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、次条に定める構内構築物が、第１章財物
条項（以下この節において「財物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第４項から第
７項までおよび第９項から第１１項までの事故のうち、保険証券記載の事故（以下この節において「対
象事故」といいます。）によって損害を受け、これを修復したときは、修復するために要した費用に
対して構内構築物修復費用保険金を支払います。ただし、財物条項の保険の目的である建物につい
て対象事故によって建物・収容動産損害保険金が支払われる場合に限ります。
� 前項において、構内構築物が庭木の場合は、損害発生後７日以内に枯死（枯れ枝が樹冠部の３分
の２以上になった場合および通直な主幹をもつ樹木については、樹高の３分の１以上の主幹が枯れ
た場合をいいます。）し、これを修復した場合に限ります。
第２条（構内構築物の範囲）
この節において、構内構築物とは、財物条項の保険の目的である建物の所在する構内に設置され
た物干、庭木、遊具、井戸その他これらに類する付属構築物をいいます。この場合の庭木とは、立
木竹をいい、かき、鉢植および草花等を除きます。また、財物条項第７条（保険の目的の範囲）第
５項第２号に掲げるものは構内構築物から除きます。
第３条（構内構築物修復費用保険金の支払額）
当会社は、構内構築物を修復するために要した費用の額を、第１条（構内構築物修復費用保険金
を支払う場合）の構内構築物修復費用保険金として、支払います。ただし、１回の事故につき、１
構内ごとに１０万円を限度とします。

第１２節 共用部分修理費用条項

第１条（共用部分修理費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、第１章財物条項（以下この節において「財
物条項」といいます。）の保険の目的である建物または保険の目的である家財を収容する建物が区分
所有された共同住宅建物の専有部分である場合において、財物条項第１条（保険金を支払う場合）
第４項から第７項までおよび第９項から第１１項までの事故のうち、保険証券記載の事故によって、
もっぱら財物条項の建物・収容動産被保険者（以下この節において「建物・収容動産被保険者」と
いいます。）が使用または管理する共用部分が損害（財物条項第５条（建物・収容動産損害保険金ま
たは携行品損害保険金を支払わない場合）第１項から第４項までに掲げる事由によって生じた損害
を除きます。）を受け、当該共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、建物・収容
動産被保険者に修復の義務が生じた場合、建物・収容動産被保険者が負担した当該共用部分の修復
に要した費用に対して、共用部分修理費用保険金を支払います。
第２条（共用部分修理費用保険金の支払額）

当会社は、建物・収容動産被保険者が負担した前条の費用の額を、前条の共用部分修理費用保険
金として、支払います。ただし、１回の事故につき、１構内ごとに１０万円を限度とします。

第１３節 （削除）

第１４節 （削除）

第１５節 （削除）

第１６節 犯罪行為再発防止費用条項

第１条（犯罪行為再発防止費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項に従い、第１章財物条項（以下この節において「財物条
項」といいます。）の保険の目的である建物において保険期間中に犯罪行為が生じたことを直接の結
果として、保険証券記載の再発防止被保険者（以下この節において「再発防止被保険者」といいま
す。）が、財物条項の保険の目的である建物の改造を行った場合に負担した費用に対して、犯罪行為
再発防止費用保険金を支払います。この場合において犯罪行為とは、不法侵入を伴うもので未遂の
ものを含み、その形跡が明らかなもので、保険契約者または再発防止被保険者が当該犯罪行為がな
されたことを知った後、直ちに所轄警察署にその旨を届け出たものに限ります。以下この節におい
て同様とします。
第２条（犯罪行為再発防止費用保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号に掲げる事由によって犯罪行為が発生した結果再発防止被保険者が負担した
費用に対しては、犯罪行為再発防止費用保険金を支払いません。
� 保険契約者（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関を含みます。以下この節において同様とします。）または再発防止被保険者の故意ま
たは重大な過失
� 犯罪行為再発防止費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が犯
罪行為再発防止費用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額について
は、この規定は適用しません。
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは
暴動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が
害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この節において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはこれらの特性による事故
� 前３号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
	 第５号以外の放射線照射または放射性汚染
� 当会社は、第１条（犯罪行為再発防止費用保険金を支払う場合）の費用について、再発防止被保
険者の配偶者、再発防止被保険者の同居の親族または別居の未婚の子が自ら行いまたは加担した犯
罪行為の結果負担した費用に対しては、犯罪行為再発防止費用保険金を支払いません。
第３条（犯罪行為再発防止費用保険金の支払額）
� 当会社は、第１条（犯罪行為再発防止費用保険金を支払う場合）の犯罪行為再発防止費用保険金
として、再発防止被保険者が当該犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために負担した必要かつ有
益な次の各号に掲げる財物条項の保険の目的である建物の改造費用で、当会社が妥当と認めた費用
の額を、２０万円を限度として支払います。ただし、当該犯罪行為発生の日から、その日を含めて１８０
日以内に負担したものに限ります。
� 窓への防犯シャッター、ブザーその他これらに類する防犯装置の設置費用
� 侵入者探知センサー、ブザーその他これらに類する防犯装置の設置費用
� 前項の場合において、当会社は、再発防止被保険者に次の各号に掲げるいずれかの給付等がある
ときは、その額を再発防止被保険者が負担した前項の費用から差し引くものとします。
� 前項の費用について第三者により支払われた損害賠償金
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� 前項の費用をてん補するために行われたその他の給付（他の保険契約により支払われる保険金
は除きます。）

第１７節 ホールインワン・アルバトロス費用条項

第１条（ホールインワン・アルバトロス費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項（以下この節において「一般条項」といいます。）の規定
に従い、次条に定めるホールインワン・アルバトロス被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に
第２項および第３項に規定するホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として次
の各号に掲げる費用を負担することによって被る損害に対して、１回のホールインワン・アルバト
ロスにつき、保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用保険金額（以下この節において「ホ
ールインワン・アルバトロス保険金額」といいます。）を限度に、ホールインワン・アルバトロス費
用保険金を支払います。
� 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。
イ．貨幣、紙幣
ロ．有価証券
ハ．商品券等の物品切手
ニ．プリペイドカード（ホールインワン・アルバトロス被保険者がホールインワン・アルバトロ
ス達成を記念して特に作成したものを除きます。）

� 祝賀会費用
� ゴルフ場に対する記念植樹費用
� 同伴キャディに対する祝儀
� その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各
種費用。ただし、ホールインワン・アルバトロス保険金額の１０％を限度とします。

� 次の各号に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス。ただし、公式競技に
おいて達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、次の各号に掲げる者のいずれかが
目撃したホールインワンまたはアルバトロスとします。
� 同伴競技者
� 同伴競技者以外の第三者（帯同者を含みません。）

� 前項に規定するホールインワンまたはアルバトロスのほか、記録媒体に記録された映像等により
その達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
第２条（ホールインワン・アルバトロス被保険者の定義）
この節においてホールインワン・アルバトロス被保険者とは、保険証券記載のホールインワン・
アルバトロス被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフ
の競技または指導を職業としている者を除きます。
第３条（用語の定義）
この節において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� ゴルフ場

日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、９ホール以上を有し、かつ、名目のいか
んを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
� ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者１名以上と同伴し（公式競技の場合は他の競技者との同伴の有
無は問いません。）、基準打数（パー）３５以上の９ホールを正規にラウンドすることをいいます。
ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似の
スポーツの競技を含みません。
� ホールインワン

各ホールの第１打によってボールが直接ホール（球孔）に入ることをいいます。
� アルバトロス
各ホールの基準打数よりも３つ少ない打数でボールがホールに入ることをいいます。ただし、
ホールインワンの場合を除きます。

� 贈呈用記念品購入費用
ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の
購入代金および郵送費用をいいます。
	 祝賀会費用

ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から３か月以内に開催された祝賀会に要する費
用をいいます。ただし、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から当会社にゴ
ルフ競技を行う時期について告げ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバ
トロスを行った日から１年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができま
す。

 ゴルフ場に対する記念植樹費用

ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行った
ゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。
� 同伴キャディに対する祝儀

同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与す
る金銭をいいます。
� ゴルフの指導

他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。
 公式競技

ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援するゴルフ競技を
いいます。
� 同伴競技者

被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技して
いた者をいいます。
� 帯同者

同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を
行わない者をいいます。

第４条（ホールインワン・アルバトロス費用保険金を支払わない場合）
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、ホールインワン・アルバトロス
費用保険金を支払いません。
� ホールインワン・アルバトロス被保険者がゴルフ場の経営者である場合、そのホールインワン
・アルバトロス被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
� ホールインワン・アルバトロス被保険者がゴルフ場の使用人（臨時雇いを含みます。）である場
合、そのホールインワン・アルバトロス被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホー
ルインワンまたはアルバトロス

第５条（保険金の請求）
被保険者が、ホールインワンまたはアルバトロスについて、この節の規定にしたがい、保険金の
支払を請求する場合は、第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）第２項に規定する書類または証
拠に代えて、保険金の請求書に次の各号の書類または証拠を添えて、当会社に提出しなければなり
ません。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、次の
第３号から第６号までの書類または証拠のほか、第１号または第２号に規定する書類または証拠の
いずれか一方の書類または証拠を提出すれば足ります。
� 同伴競技者が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
� 次のいずれかの書類または証拠
�イ 第１条（ホールインワン・アルバトロス費用保険金を支払う場合）第２項第２号に規定する
同伴競技者以外の第三者が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバ
トロス証明書
�ロ 第１条（ホールインワン・アルバトロス費用保険金を支払う場合）第３項に規定するホール
インワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等

� 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはそ
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の業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名捺印した当会社所定のホールインワンまた
はアルバトロス証明書
� 第１条（ホールインワン・アルバトロス費用保険金を支払う場合）第１項第１号から第５号ま
での費用の支払を証明する領収書
� 一般条項第２４条（指定代理請求人）に規定する被保険者の代理人として保険金を請求する場合
は、保険金を請求する者が同条第１項第１号に規定する者であることを証明する書類
� 前各号までのほか、当会社が一般条項第２１条（保険金の支払）第１項に規定する確認を行うた
めに欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等に
おいて定めたもの

第１８節 救援者費用条項

第１条（救援者費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、次条に定める被保険者（以下この節にお
いて「被保険者」といいます。）が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契
約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、その費用の負担者に救援者費用保
険金を支払います。
� 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難
した場合
� 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または
緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
� 保険期間中に被保険者の居住の用に供される住宅（敷地を含みます。）外において被った急激か
つ偶然な外来の事故による傷害（身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、
吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、有毒ガスまたは有毒物質
を継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状、細菌性食中毒およびウイルス性食中
毒は含みません。）を直接の原因として事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡した場合ま
たは継続して１４日以上入院した場合。この場合において、他の病院または診療所に移転した場合
には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医
師（被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この節において同様と
します。）が必要と認めた場合に限ります。

� この節において入院とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
第２条（被保険者）
この節における被保険者は、次の各号に掲げる者をいいます。
� 保険証券記載の救援者費用被保険者（以下この条において「救援者費用被保険者」といいます。）
� 救援者費用被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様とします。）
� 救援者費用被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
� 救援者費用被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

第３条（費用の範囲）
第１条（救援者費用保険金を支払う場合）第１項の費用とは、次の各号に掲げるものをいいます。
� 捜索救助費用

遭難した被保険者を捜索、救助または移送（以下この条において「捜索等」といいます。）する
活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいい
ます。
� 交通費

被保険者の捜索等、看護または事故処理を行うために事故発生地または被保険者の収容地（以
下この条においてこれらを「現地」といいます。）へ赴く被保険者の親族（これらの者の代理人を
含みます。以下この条において「救援者」といいます。）の現地までの汽車、電車、船舶、航空機
等の１往復分の運賃をいい、救援者２名分を限度とします。ただし、第１条（救援者費用保険金
を支払う場合）第１項第２号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊

急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
� 宿泊料

現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者２名分を
限度とし、かつ、１名につき１４日分を限度とします。ただし、第１条（救援者費用保険金を支払
う場合）第１項第２号の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜
索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
� 移送費用

死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療
を継続中の被保険者を被保険者の住所もしくは当該住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転
するために要した移転費（治療のため医師または職業看護婦が付添うことを要する場合には、そ
の費用を含みます。）をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被
保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引くものとしま
す。
� 諸雑費

救援者の渡航手続費（旅券印紙代、査証料、予防接種料等）および救援者または被保険者が現
地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、これらの費用が、
被保険者が日本国内において第１条（救援者費用保険金を支払う場合）第１項各号に掲げる場合
のいずれかに該当したことにより発生したときは、３万円を限度とします。

第４条（救援者費用保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって第１条（救援者費用保険金を支払う場合）
第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用保
険金を支払いません。
� 保険契約者（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関）または被保険者の故意または重大な過失
� 救援者費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用保
険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この規定は適用し
ません。
� 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
� 被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持
たないで自動車もしくは原動機付自転車（以下この号において「自動車等」といいます。）を運転
している間、酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）
自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正
常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
� 被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が救
援者費用保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この規定は適用しません。
	 被保険者に対する刑の執行

 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはこれらの特性による事故
 前３号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 第１０号以外の放射線照射または放射能汚染
� 被保険者が別表 傷－４に掲げる運動等を行っている間に生じた事故

けい

� 当会社は、被保険者が頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛その他の症状を訴えている場
合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第１条（救援者費用保
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険金を支払う場合）第１項第３号の入院をしたことにより発生した費用に対しては、当該症状の原
因のいかんを問わず、救援者費用保険金を支払いません。
第５条（救援者費用保険金の支払額）
� 当会社は、第３条（費用の範囲）の費用のうち、社会通念上、当会社が妥当と認めた費用につい
てのみ救援者費用保険金を支払います。ただし、保険証券記載の救援者費用保険金額を限度としま
す。
� 前項の場合において、当会社は、被保険者または救援者費用保険金を受け取るべき者が第三者か
ら損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額を前項の費用から
差し引くものとします。

第１９節 キャンセル費用条項

第１条（キャンセル費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、次条に定める被保険者（以下この節にお
いて「被保険者」といいます。）が特定のサービスの予約をした後、保険期間中に生じた被保険者、
被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下この節において同様とします。）または被保険者の１親等
以内の親族の死亡、傷害または疾病による入院（以下この節において「キャンセル事由」といいま
す。）によって、当該サービスの全部または一部を受けられなくなった場合に被保険者が負担する取
消料、違約料その他の名目において当該サービスに係る契約に基づき、払戻しが受けられない費用
または支払を要する費用（以下この節において「キャンセル費用」といいます。）に対し、キャンセ
ル費用保険金を支払います。
� 前項の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで次の各号のいずれかに該当す
るもので、かつ、被保険者の職務遂行に関係しないものに限ります。
� 国内旅行契約または海外旅行契約に基づくサービス
� 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
� 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
� 宴会またはパーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
� 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
� 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示または興行

	 特定のサービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供されるサービス
に係るキャンセル費用として、社会通念上、当会社が妥当と認める費用に限り、当会社は、キャン
セル費用保険金を支払います。

 キャンセル費用保険金を支払う対象となる特定のサービスは、キャンセル事由が死亡の場合には
死亡の日、キャンセル事由が入院の場合には入院を開始した日からその日を含めて３１日以内の期間
内に提供されるものに限ります。
� 当会社は、前項に規定する期間が開始する前または同項に規定する期間が経過した後において、
サービスの全部または一部の提供を受けられた場合または受けられる場合には、キャンセル費用保
険金を支払いません。
� 第２項のサービスのうち旅行に係るもので第４項に規定する期間内に旅行行程（旅行の目的で住
居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。）が開始する場合には、同項に規
定する期間が経過した後に当該旅行行程が終了する場合であっても、当該旅行に係るサービスは、
同項に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
 当会社は、第１項および第２項の特定のサービスを予約した後、当該サービスの提供を受ける前
にキャンセル事由が発生した場合に限り、キャンセル費用保険金を支払います。ただし、サービス
を予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場合には、当会社は、キャンセル費用
保険金を支払いません。
� この節において入院とは、医師（被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
以下この節において同様とします。）による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なた
め、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
� 第１項に規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時における

ものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて３０日以内に被保険者が婚
姻の届出をした場合には、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であ
ったものとみなします。
第２条（被保険者）

この節における被保険者は、次の各号に掲げる者をいいます。
� 保険証券記載のキャンセル費用被保険者（以下この条において「キャンセル費用被保険者」と
いいます。）
� キャンセル費用被保険者の配偶者
� キャンセル費用被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
� キャンセル費用被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
第３条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、第１条（キャンセル費用保険金を支払う場合）第１項の特定のサービスが、被保険者
の職務遂行に関係するものである場合には、保険金を支払いません。
� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
� 保険契約者（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関）もしくは被保険者の故意または重大な過失
� キャンセル費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者がキャンセ
ル費用保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この規定
は適用しません。
� 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
� 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師が用
いた場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持
たないで自動車もしくは原動機付自転車（以下この号において「自動車等」といいます。）を運転
している間、酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）
自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正
常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
� 妊娠、出産、早産または流産による入院

けい

� 頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それ
を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの（当該症状の原因のいかんを問いません。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性ま
たはこれらの特性による事故
� 前３号の事故に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 第１０号以外の放射線照射または放射能汚染
第４条（支払保険金の計算）
� 当会社は、被保険者が負担したキャンセル費用の額から、被保険者の自己負担額（保険証券記載
のキャンセル費用免責金額または当該キャンセル費用の２０％に相当する額のいずれか高い額をいい
ます。以下この節において同様とします。）を被保険者ごとにそれぞれ差し引いた残額を、キャンセ
ル費用保険金として支払います。ただし、１回の事故につき保険証券記載のキャンセル費用保険金
額を限度とします。
� 前項のキャンセル費用のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたも
の（以下この項において「回収金」といいます。）がある場合は、前項の規定中「被保険者が負担し
たキャンセル費用の額」とあるのを「被保険者が負担したキャンセル費用の額（回収金がある場合
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には、その額を控除した残額とします。）」と読み替えて適用します。

第２０節 被害事故費用条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項（以下この節において「一般条項」といいます。）の規定
に従い、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請
求を行う場合に次項に規定する弁護士費用を負担したことによって被る損害に対して、弁護士費用
保険金を支払います。
� 弁護士費用とは、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあ
っせんもしくは仲裁を行う機関（申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行う
ことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。）に対して支出した弁護士報酬、司法書士
報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用とします。
� 当会社は、この節および一般条項の規定に従い、被保険者が対象事故によって被った被害につい
て、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用（法律相
談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。以下同様とし
ます。）を負担したことによって被る損害（この保険契約に法律相談費用補償特約が付帯されている
場合は、同特約の規定により支払われるべき保険金の額を超える額とします。）に対して、法律相談
費用保険金を支払います。
� 当会社が支払うべき保険金（弁護士費用保険金および法律相談費用保険金をいいます。以下この
節において同様とします。）の額は、１回の対象事故につき、被保険者１名あたり３００万円（ただし、
この保険契約に法律相談費用補償特約が付帯されていない場合は、３００万円に同特約の規定を適用し
たときに支払われるべき保険金の額を加えた額とします。）を限度とします。

� 当会社は、対象事故が保険期間（保険期間が継続されている場合には、保険契約は継続されてい
るものとみなすものとします。以下この項において同様とします。）中に発生した場合にのみ、保険
金を支払います。ただし、被害が身体の障害である場合には、身体の障害を被った時が保険期間中
である場合に限ります。
� 当会社は、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った
日からその日を含めて３年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、保険金を支払います。
� 当会社は、弁護士費用および法律相談費用のうち第２章賠償責任条項およびこの保険契約に適用
されている他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払い
ません。
第２条（被保険者）
� この節において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
	 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この節において同様とします。）

 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� 前各号以外の者で、この普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する所有自動車
（以下この節において「所有自動車」といいます。）の正規の乗車装置または当該装置のある室内
（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下この項において同様と
します。）に搭乗中の者
 前各号以外の者で、第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐車中ま
たは停車中を除きます。）の所有自動車以外の自動車（自動車検査証に事業用と記載されている自
動車を除きます。）の所有者およびその自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗
中の者。ただし、第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務（家事を除きます。以下こ
の節において同様とします。）のために運転中の、その使用者の所有する自動車（所有権留保条項
付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動
車を含みます。）に搭乗中の者およびその使用者を除きます。

� 前各号以外の者で、所有自動車の所有者。ただし、所有自動車の所有、使用または管理に起因

する事故の場合に限ります。
� 前項第６号および第７号の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
	 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主

 前２号以外の場合は、自動車を所有する者
� 第１項の規定にかかわらず、同項第１号から同項第７号までに定める被保険者のうち、極めて異
常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に搭乗している者は
被保険者に含みません。
� 第１項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が
法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が自動
車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。
� この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第４条（保険金を支払
わない場合）第２項第１号の規定を除きます。
第３条（用語の定義）

この節において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 対象事故

日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故をいいます。
	 身体の障害

被保険者が身体に傷害または疾病を被ることをいいます。

 財物の損壊

被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取（詐取を含み
ません。）されることをいいます。

� 被害
身体の障害または財物の損壊をいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つ
の被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。
� 賠償義務者

被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。
 保険金請求権者

対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
� 法律相談

法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相
談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に当該資格者の行う相談
の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
イ．弁護士が行う法律相談
ロ．司法書士が行う、司法書士法第３条第１項第５号および同項第７号に規定する相談
ハ．行政書士が行う、行政書士法第１条の３第３号に規定する相談

第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
	 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する対象事故
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� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた
対象事故
� 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
� 被保険者に対する刑の執行

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故による損害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を
運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状
態をいいます。）自動車を運転している場合に、その本人に生じた損害

� 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中
に生じた損害。ただし、当該自動車が所有自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信
じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
� 被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を使
用すること、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において自動車を使用する
（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。）こと。

	 当会社は、次の各号のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険
金を支払いません。
� 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある
状態で発生した身体の障害または財物の損壊
� 液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に
より生じた身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合には、この
規定は適用しません。
� 財物の瑕疵、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、
侵食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
� 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
� 労働災害により生じた身体の障害。ただし、所有自動車の正規の乗車装置または当該装置のあ
る室内に搭乗中に生じた事故による身体の障害を除きます。
� 被保険者が次の行為（不作為を含みます。）を受けたことによって生じた身体の障害
イ．診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
ロ．医薬品または医療器具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ハ．身体の整形
ニ．あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
� 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他有毒な特性または石綿の代替物質もしく
はその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の
障害または財物の損壊

 外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
� 電磁波障害に起因する身体の障害
� 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損
壊

 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
� 第２条（被保険者）第１項第１号から第４号までに規定する者
� 被保険者の父母、配偶者または子

第５条（支払保険金の返還）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求
めることができます。

� 弁護士または司法書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受け
た場合
� 対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務
者から当該訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のロ．の額がイ．の額を超過する
場合
イ．保険金請求権者が当該訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
ロ．判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第１条（保険金を支払う場合）の規定により既
に支払った保険金の合計額

� 前項の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次の各号に定めるとおりとします。
� 前項第１号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第１条（保険金を支払
う場合）の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
� 前項第２号の場合は超過額に相当する金額。ただし、第１条（保険金を支払う場合）の規定に
より支払われた保険金の額を限度とします。

第２１節 ストーカー対策費用条項

第１条（ストーカー対策費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、保険証券記載のストーカー被害被保険者

（以下この節において「ストーカー被害被保険者」といいます。）が、第１号に掲げる被害を受けた
ため、第２号に掲げる申出を行った場合に、ストーカー被害被保険者が負担する第３号の対策費用
（この節において「ストーカー対策費用」といいます。）に対して、ストーカー対策費用保険金を支
払います。
� ストーカー被害被保険者が保険期間中に被った、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平
成１２年５月２４日法律第８１号）（以下「ストーカー規制法」といいます。）第２条第１項に規定する
つきまとい等による被害または同条第２項に規定するストーカー行為による被害
� ストーカー被害被保険者が保険期間中に行った次に掲げるいずれかの申出
イ．ストーカー規制法第４条の規定に基づく、つきまとい等に係る警告を求める申出
ロ．ストーカー規制法第７条の規定に基づく、ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するため
の援助を受けたい旨の申出

� ストーカー被害被保険者が前号の申出を行った日からその日を含めて９０日以内に当会社の承認
を得て負担した次に掲げる費用
イ．ストーカー被害被保険者の住居のドアおよび窓の錠の交換および機能強化に必要な費用
ロ．ストーカー被害被保険者の住居の移転に必要な費用（賃貸借契約にかかる仲介手数料ならび
に礼金等借家権の対価、および住居の移転に通常必要な引越費用をいいます。）
ハ．防犯設備の設置および稼働に必要な費用（窓への防犯シャッター、ブザーその他これらに類
する防犯装置、および侵入者探知センサー、ブザーその他これらに類する防犯装置の設置に関
する費用をいいます。）
ニ．その他当会社が認めるもの

第２条（ストーカー対策費用保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次に掲げる者の故意もしくは重大な過失（前条第１号の被害の直接の原因となりうる
過失であって、通常の不注意で説明のできない行為または不作為をともなうものをいいます。以下
この条において同様とします。）または法令違反によって生じた被害に対しては、ストーカー対策費
用保険金を支払いません。ただし、第２号に掲げる者の故意もしくは重大な過失または法令違反に
よって被害が生じた場合において、他の者が受け取るべき金額については、この規定は適用しませ
ん。
� 保険契約者（保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行する
その他の機関）、ストーカー被害被保険者またはこれらの者の法定代理人
� ストーカー対策費用保険金を受け取るべき者またはその法定代理人（その者が法人であるとき
は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）で前号に掲げる者以外の者

� 当会社は、前条第１号に規定する被害の発生時において、当該つきまとい等の行為者または当該
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ストーカー行為等の行為者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
� ストーカー被害被保険者の配偶者（内縁を含みます。）
� ストーカー被害被保険者の直系血族
� ストーカー被害被保険者の３親等以内の親族
� ストーカー被害被保険者の同居の親族

� 当会社は、ストーカー被害被保険者が保険期間（保険契約が継続されている場合には、保険期間
は継続されているものと見なしてこの項の規定を適用します。）の初日から１８０日以内に前条第１項
第２号の申出を行った場合には、ストーカー対策費用保険金を支払いません。
第３条（ストーカー対策費用保険金の支払額）
� 当会社は、第１条（ストーカー対策費用保険金を支払う場合）第１項第３号のストーカー対策費
用の額を、ストーカー対策費用保険金として、支払います。ただし、１回のストーカー行為等（行
為者が同一である一連のストーカー行為等をいいます。）に対し、保険証券記載のストーカー対策費
用保険金額を限度とします。
� この節の支払対象となる第１条（ストーカー対策費用保険金を支払う場合）第１項第３号のスト
ーカー対策費用の額について、第１６節犯罪行為再発防止費用条項に基づく犯罪行為再発防止費用保
険金が支払われる場合は、当会社は、犯罪行為再発防止費用保険金の額を差し引いた額を、同号の
ストーカー対策費用の額とします。

第２２節 （略）

第２３節 借家修理費用条項

第１条（借家修理費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、次の各号に掲げる事故（以下この節にお
いて「事故」といいます。）により、保険証券記載の借家修理費用被保険者（以下この節において
「借家修理費用被保険者」といいます。）の借用する保険証券記載の建物または住戸室（以下この節
において「借用住宅」といいます。）に損害が生じた場合において、借家修理費用被保険者がその貸
主（転貸人を含みます。以下この節において同様とします。）との契約に基づき、自己の費用で現実
にこれを修理したときは、その借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用（以
下この節において「借家修理費用」といいます。）に対して、借家修理費用保険金を支払います。た
だし、第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第８項の規定によって保険金が支払われ
る場合を除きます。
� 火災
� 落雷
� 破裂または爆発
� 借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、
砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または台風、暴風雨、豪雨等
によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災（以下「水災」といいます。）、土砂崩れも
しくは第７号の事故による損害を除きます。
� 給排水設備（スプリンクラ設備・装置を含みます。）に生じた事故または借家修理費用被保険者
以外の者が占有する借用住宅で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、
水災または第７号の事故による損害を除きます。
	 騒じょうおよびこれに類似の集団行動（多数の群衆により数世帯以上またはこれに準ずる規模
にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第１章財物条項第５条（建物・収
容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わない場合）第２項第１号の暴動に至らないも
のをいいます。）または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

 台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災（こう水、高潮を除きます。）、ひょう災または豪雪、な
だれ等の雪災（融雪こう水を除きます。）。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅または
その一部（窓、扉、その他の開口部を含みます。）が風災、ひょう災または雪災によって直接破損
したために生じた損害（雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。）に限り

ます。
� 盗難（強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。）
� 前項第８号の事故によって借用住宅のドア（借用住宅の出入りに通常使用するドアをいいます。）
の錠に損傷が生じた場合には、借家修理費用被保険者が貸主との契約に基づかずに負担したその錠
の借家修理費用に対しても、借家修理費用保険金を支払います。
第２条（借家修理費用保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、借家修理費用保険金を支払い
ません。
� 保険契約者、借家修理費用被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人（保険契
約者または借家修理費用被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を遂
行するその他の機関）の故意もしくは重大な過失または法令違反
� 借家修理費用被保険者でない者が借家修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合に
は、その者またはこれらの者の法定代理人（その者が法人であるときは、その理事、取締役また
は法人の業務を遂行するその他の機関）の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他
の者が受け取るべき金額については、この規定は適用しません。
� 保険契約者、借家修理費用被保険者または借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両または
その積載物の衝突または接触

� 当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害（これらの事由によって発生した前条の事
故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず前条の事故がこれらの事由
によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。）に対しては、借家修理費用保険金を支払いま
せん。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂
生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
第３条（借家修理費用保険金支払の対象となる借家修理費用の範囲）

借用住宅を実際に修理した費用のうち、次に掲げるもの以外の借家修理費用とします。
� 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
� 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の
利用に供せられるもの

第４条（借家修理費用保険金の支払額）
当会社が第１条（借家修理費用保険金を支払う場合）の保険金として支払うべき借家修理費用保
険金の額は、借家修理費用の額が、１回の事故につき保険証券記載の免責金額を超過する場合に限
り、その超過額を保険証券記載の借家修理費用保険金額を限度として支払います。

第２４節 来訪者傷害見舞費用条項

第１条（来訪者傷害見舞費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、保険証券記載の建物（当該建物が一戸建
ての場合は当該建物が所在する構内を含むものとし、当該建物が長屋または共同住宅の場合は、そ
の占有部分、および専用使用権のある部分に限ります。以下この節において「建物」といいます。）
内において、保険契約者、被保険者もしくはその者と生計を共にする親族またはその使用人（保険
契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者また
はその従業員をいいます。）以外の者でこれらの者の許諾を得て建物に来訪した者が、第１号に規定
する傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて１８０日以内に、第２号に掲げ
る事由が生じた場合に、被保険者が当該傷害を被った者（以下この節において「被災者」といいま
す。）または被災者の遺族に対して慣習として支払う見舞金（弔慰金を含みます。）の費用に対して、
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来訪者傷害見舞費用保険金を支払います。
けい

� 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害。この場合において傷害とは、頸部症候
群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見のないもの（当該症状の原因のいかんを問いません。）を除きます。また、
身体外部からの有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激
に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含み
ます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
� 死亡、入院（医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この節におい
て同様とします。）または通院（医師による治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通
い、または往診により医師の治療を受けることをいいます。以下この節において同様とします。）

第２条（保険金を支払わない場合）
当会社は、第１章財物条項第５条（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払わ
ない場合）第１項および第２項に該当する事由ならびに次の各号に掲げる事由により生じた傷害に
対する費用については、来訪者傷害見舞費用保険金を支払いません。
� 被保険者または被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、来訪者傷害見舞費用保
険金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に対する費用に限ります。
� 被保険者または被災者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、来訪者傷害見舞費用保険金を
支払わないのは、その被災者の被った傷害に対する費用に限ります。
� 被災者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置。ただし、当会社が来訪
者傷害見舞費用保険金を支払うべき事故による傷害を治療する場合には、この規定は適用しませ
ん。
� 被保険者または被災者の職務遂行中の事故。ただし、来訪者傷害見舞費用保険金を支払わない
のは、その被災者の被った傷害に対する費用に限ります。

第３条（来訪者傷害見舞費用保険金の支払額）
当会社は、第１条（来訪者傷害見舞費用保険金を支払う場合）の来訪者傷害見舞費用保険金とし
て、被保険者が負担した見舞金の費用の額を、被災者１名につき、次の各号に掲げる額を限度に、
被保険者に支払います。
� 被災者が死亡した場合は、１５万円
� 被災者が３日以上入院した場合は、３万円
� 被災者が通院または２日以内の入院をした場合は、１万円

第２５節 （削除）

第２６節 自動車賠償臨時費用条項

第１条（臨時費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、第２章賠償責任条項（以下この節において「賠償責任条項」といいます。）第２条（被
保険者等）第３号に定める被保険者が、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項に定め
る運転自動車対人事故（以下この節において「運転自動車対人事故」といいます。）により法律上の
損害賠償責任（自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。以下この節
において同様とします。）を負担する場合に、身体の障害（生命または身体を害したことをいいます。
以下この節において同様とします。）を被った者が運転自動車対人事故の直接の結果として次の各号
のいずれかに該当するときは、第４条（保険金の支払額）に定める額（以下この節において「運転
自動車対人臨時費用」といいます。）を、この節および第６章一般条項（以下この節において「一般
条項」といいます。）の規定に従い、運転自動車対人臨時費用保険金として支払います。
� 死亡したとき。
� 病院または診療所に３日以上入院したとき。

� 当会社は、賠償責任条項第２条（被保険者等）第４号に定める被保険者が、賠償責任条項第１条
（保険金を支払う場合）第５項に定める運転外自動車対人事故（以下この節において「運転外自動

車対人事故」といいます。）により法律上の損害賠償責任を負担する場合に、身体の障害を被った者
が運転外自動車対人事故の直接の結果として前項各号のいずれかに該当するときは、第４条（保険
金の支払額）に定める額（以下この節において「運転外自動車対人臨時費用」といいます。）を、こ
の節および一般条項の規定に従い、運転外自動車対人臨時費用保険金として支払います。
� 当会社は、前２項の費用のうち、保険証券に記載された費用についてのみ支払責任を負うものと
します。
第２条（保険金を支払わない場合－その１）

当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって法律上の損害賠償責任が発生した場合の
臨時費用（運転自動車対人臨時費用および運転外自動車対人臨時費用をいいます。以下この節にお
いて同様とします。）に対しては、臨時費用保険金（前条第１項の運転自動車対人臨時費用保険金お
よび同条第２項の運転外自動車対人臨時費用保険金をいいます。以下この節において同様とします。）
を支払いません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
	 前各号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた
事故

第３条（保険金を支払わない場合－その２）
当会社は、賠償責任条項第２条（被保険者等）第３号および第４号に定める被保険者（以下この
節において「被保険者」といいます。）が次に掲げる損害賠償責任を負担する場合の臨時費用に対し
ては、臨時費用保険金を支払いません。
� 保険契約者、記名運転者（賠償責任条項第２条（被保険者等）第５号に定める記名運転者をい
います。以下この節において同様とします。）またはこれらの者の法定代理人（保険契約者が法人
である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意によって生
じた損害賠償責任
� 被保険者のうち記名運転者でない被保険者の故意によって生じた損害賠償責任。ただし、それ
によってその被保険者が賠償責任を負担する場合に限ります。
� 次のいずれかに該当する者の身体の障害について被保険者が被る損害賠償責任
イ．運転自動車（賠償責任条項第３条（用語の定義）第２号に定める運転自動車をいいます。以
下この条において同様とします。）もしくは所有自動車（賠償責任条項第３条（用語の定義）第
４号に定める所有自動車をいいます。以下この条において同様とします。）を運転中の者または
その父母、配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様とします。）もしくは子

ロ．被保険者の父母、配偶者または子
ハ．被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において同様とします。）に従事中の使用人
� 被保険者が所有自動車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、その使用者の業務に
従事中の他の使用人の身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が記名運転者であ
り、その使用者の業務に所有自動車を使用している場合に、当該記名運転者と同じ使用者の業務
に従事中の他の使用人の身体の障害によって当該記名運転者が被る損害賠償責任については、こ
の規定は適用しません。
� 被保険者の使用者の業務のために、その使用者の所有する自動車（所有権留保条項付売買契約
により購入した自動車および１年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。ただし、所有自動車を除きます。次号において同様とします。）を運転しているときに生じた
事故により被保険者が被る損害賠償責任
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� 被保険者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）となっ
ている法人の所有する自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責
任
� 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害
賠償責任
� 被保険者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ない
で、所有自動車以外の自動車を運転しているときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責
任。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者
を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を運
転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において自動車を運転
している（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために自動車を運転している場合を除きます。）
ときに生じた事故により被保険者が被る損害賠償責任

第４条（保険金の支払額）
１回の運転自動車対人事故または運転外自動車対人事故につき、当会社が支払う臨時費用保険金
の額は、身体の障害を被った者１名につき、次の各号に掲げる金額とします。
� 第１条（臨時費用保険金を支払う場合）第１項第１号に該当するときは、１５万円
� 第１条（臨時費用保険金を支払う場合）第１項第２号に該当するときは、３万円

第５条（臨時費用保険金請求の特則）
被保険者は、臨時費用保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うものとします。

第６条（個別適用）
� この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第３条（保険金を支
払わない場合－その２）第１号の規定を除きます。
� 前号の規定によって第４条（保険金の支払額）の臨時費用保険金の額は増額されません。

第２７節 自動車損害時諸費用条項

第１条（諸費用保険金を支払う場合）
� 当会社は、第１章財物条項（以下この節において「財物条項」といいます。）第１条（保険金を支
払う場合）第１項（補償範囲が限定される旨の特約が適用されている場合は、その特約および財物
条項第１条（保険金を支払う場合）第１項）に定める損害（以下この節において「運転車両損害」
といいます。）が財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第２項第１号に定める運転車両全損で
ある場合は、次条に定める被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節において「運転車両全損
時諸費用」といいます。）に対して、この節および第６章一般条項（以下この節において「一般条項」
といいます。）の規定に従い、運転車両全損時諸費用保険金を支払います。
� 当会社は、財物条項第１条（保険金を支払う場合）第２項に定める損害（以下この節において「保
管車両損害」といいます。）が財物条項第９条（保管車両保険金の支払額）第２項第１号に定める保
管車両全損である場合は、被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節において「保管車両全損
時諸費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規定に従い、保管車両全損時諸費用保
険金を支払います。
	 当会社は、財物条項第１条（保険金を支払う場合）第３項に定める損害（以下この節において「そ
の他車両損害」といいます。）が財物条項第１０条（その他車両保険金の支払額）第２項第１号に定め
るその他車両全損である場合は、被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節において「その他
車両全損時諸費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規定に従い、その他車両全損
時諸費用保険金を支払います。

 当会社は、運転車両損害が財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第２項第２号に定める運
転車両分損であり、かつ、同項の運転車両損害額（以下この節において「運転車両損害額」といい
ます。）が５０万円以上となる場合は、被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節において「運転
車両修理時諸費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規定に従い、運転車両修理時

諸費用保険金を支払います。
� 当会社は、保管車両損害が財物条項第９条（保管車両保険金の支払額）第２項第２号に定める保
管車両分損であり、かつ、同項の保管車両損害額（以下この節において「保管車両損害額」といい
ます。）が５０万円以上となる場合は、被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節において「保管
車両修理時諸費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規定に従い、保管車両修理時
諸費用保険金を支払います。
� 当会社は、その他車両損害が財物条項第１０条（その他車両保険金の支払額）第２項第２号に定め
るその他車両分損であり、かつ、同項のその他車両損害額（以下この節において「その他車両損害
額」といいます。）が５０万円以上となる場合は、被保険者が臨時に必要とする費用（以下この節にお
いて「その他車両修理時諸費用」といいます。）に対して、この節および一般条項の規定に従い、そ
の他車両修理時諸費用保険金を支払います。
 第２項および第５項の規定にかかわらず、保管車両損害が財物条項第１条（保険金を支払う場合）
第２項第１号または第２号の事故によって生じた場合、財物条項第９条（保管車両保険金の支払額）
第６項に定める保管車両保険金支払割合が１００％未満のときは、当会社は、保管車両全損時諸費用保
険金および保管車両修理時諸費用保険金を支払いません。
� 当会社は、第１項から第６項までの費用のうち、保険証券に記載された費用についてのみ支払責
任を負うものとします。ただし、財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１６項に基づき保険証券
に記載された損害に対する費用についてのみ支払責任を負うものとします。
第２条（被保険者）

この節において、被保険者は運転自動車（財物条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第１号に
定める運転自動車をいいます。以下この節において同様とします。）または被保険自動車（財物条項
第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に定める被保険自動車をいいます。以下この節において
同様とします。）の所有者をいいます。
第３条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって車両損害（運転車両損害、保管車両損害
およびその他車両損害をいいます。以下この条において同様とします。）が生じた場合の諸費用（運
転車両全損時諸費用、保管車両全損時諸費用、その他車両全損時諸費用、運転車両修理時諸費用、
保管車両修理時諸費用およびその他車両修理時諸費用をいいます。以下この条において同様としま
す。）に対しては、諸費用保険金（第１条（諸費用保険金を支払う場合）第１項の運転車両全損時諸
費用保険金、同条第２項の保管車両全損時諸費用保険金、同条第３項のその他車両全損時諸費用保
険金、同条第４項の運転車両修理時諸費用保険金、同条第５項の保管車両修理時諸費用保険金およ
び同条第６項のその他車両修理時諸費用保険金をいいます。以下この節において同様とします。）を
支払いません。
� 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
イ．保険契約者、被保険者、記名運転者（財物条項第２条（被保険者の範囲等）第２項に定める
記名運転者をいいます。以下この節において同様とします。）または保険金を受け取るべき者
（これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関）
ロ．所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上
を期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
ハ．上記イ．およびロ．に定める者の法定代理人
ニ．上記イ．およびロ．に定める者の業務に従事中の使用人
ホ．上記イ．およびロ．に定める者の父母、配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様
とします。）または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる
目的であった場合に限ります。

� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
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� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第２号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故
� 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
必要な処置として行われた場合を除きます。
� 詐欺または横領

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害にともなう諸費用に対しては、諸費用保険金を支
払いません。
� 運転自動車または被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
	 故障損害（偶然な外来の事故に直接起因しない運転自動車または被保険自動車の電気的または
機械的損害をいいます。）
� 運転自動車または被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品（財物条項
第７条（保険の目的の範囲）第２項に規定する付属品をいいます。以下この項において同様とし
ます。）に生じた損害

� 付属品のうち運転自動車または被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、
運転自動車または被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が
生じた場合を除きます。
� タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損害。ただし、運転自動車または被保険自動車の他の
部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難（強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい
ます。）によって損害が生じた場合を除きます。

� 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害

 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで運転自動
車または被保険自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動車または被保険自動車を運転している場合、
または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）運転自
動車または被保険自動車を運転している場合に生じた車両損害に伴う諸費用に対しては、諸費用保
険金を支払いません。
� 保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である
場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
	 所有権留保条項付売買契約に基づく運転自動車または被保険自動車の買主、または１年以上を
期間とする貸借契約に基づく運転自動車または被保険自動車の借主（これらの者が法人である場
合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 前２号に定める者の法定代理人
� 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人
� 第１号および第２号に定める者の父母、配偶者または子

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当するときに生じた車両損害にともなう諸費用に対しては、
諸費用保険金を支払いません。
� 記名運転者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車を運転
しているとき。この場合において自動車とは、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車
および１年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。ただし、財物条項
第２条（被保険者の範囲等）第３項に定める所有自動車（以下この項において「所有自動車」と
いいます。）を除きます。次号において同様とします。
	 記名運転者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）とな
っている法人の所有する自動車を運転しているとき。
� 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし

て受託した所有自動車以外の自動車を運転しているとき。
� 記名運転者が、所有自動車以外の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得な
いで、所有自動車以外の自動車を運転しているとき。ただし、記名運転者が正当な権利を有する
者以外の承諾を得ており、かつ、記名運転者がその者を正当な権利を有する者であると信じたこ
とに合理的な理由がある場合を除きます。
� 記名運転者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために自動車を
運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において自動車を運
転している（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のためにの自動車を運転している場合を除き
ます。）とき。

第４条（保険金の支払額）
� １回の事故につき当会社の支払う運転車両全損時諸費用保険金の額は、運転車両全損時諸費用（記
名運転者および財物条項第２条（被保険者の範囲等）第３項に定める許諾運転者ごとに保険証券記
載の運転車両全損時諸費用をいいます。）に対して、次の各号の金額とします。ただし、２０万円を限
度とします。
� 保険価額（財物条項第３条（保険価額等）第１号イ．に定める保険価額をいいます。ただし、
運転自動車が被保険自動車に該当する場合には、同条第２号に定める協定保険価額をいいます。
以下この条において同様とします。ただし、協定保険金額が保険価額を著しく超える場合は、そ
の保険価額を協定保険価額とします。）が運転車両保険金額（財物条項第８条（運転車両保険金の
支払額）第１項の表中�に定める運転車両保険金額をいいます。以下この条において同様としま
す。）を下回る場合 保険価額の１０％
	 保険価額が運転車両保険金額と同額あるいは上回る場合 運転車両保険金額の１０％
� １回の事故につき当会社の支払う保管車両全損時諸費用保険金およびその他車両全損時諸費用保
険金の額は、被保険自動車ごとにもしくは被保険自動車にかかる支払条項（財物条項第１条（保険
金を支払う場合）第２項第１号および第２号をいいます。以下この条において同様とします。）ごと
に保険証券記載の保管車両全損時諸費用または被保険自動車ごとに保険証券記載のその他車両全損
時諸費用に対して、協定車両保険金額（財物条項第３条（保険価額等）第２号に定める協定車両保
険金額をいいます。）の１０％とします。ただし、２０万円を限度とします。


 １回の事故につき当会社の支払う運転車両修理時諸費用保険金の額は、運転車両修理時諸費用（記
名運転者および財物条項第２条（被保険者の範囲等）第３項に定める許諾運転者ごとに保険証券記
載の運転車両修理時諸費用をいいます。）に対して、運転車両損害額の５％とします。ただし、新車
保険価額（財物条項第３条（保険価額等）第３号に定める新車保険価額をいいます。）、保険価額の
１．２倍の額もしくは運転車両保険金額の１．２倍の額の最も低い額（運転自動車が被保険自動車に該当
する場合には、財物条項第３条（保険価額等）第５号に定める修理支払限度額または運転車両保険
金額の１．２倍の額のいずれか低い額とします。）の５％（１０万円を超えるときは１０万円、２５，０００円を
下回るときは２５，０００円とします。）を限度とします。
� １回の事故につき当会社の支払う保管車両修理時諸費用保険金およびその他車両修理時諸費用保
険金の額は、保管車両修理時諸費用またはその他車両修理時諸費用（被保険自動車ごとにもしくは
被保険自動車にかかる支払条項ごとに保険証券記載の保管車両修理時諸費用または被保険自動車ご
とに保険証券記載のその他車両修理時諸費用をいいます。）に対して、損害額（保管車両損害額およ
びその他車両損害額をいいます。）の５％とします。ただし、財物条項第３条（保険価額等）第５号
に定める修理支払限度額の５％または１０万円のいずれか低い方を限度とします。

第２８節 建物・収容動産損害時諸費用条項

第１条（建物・収容動産損害時諸費用保険金を支払う場合）
当会社は、この節および第６章一般条項の規定に従い、第１章財物条項（以下この節において「財

物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までおよび第９項から第１１
項までの建物・収容動産損害保険金のうち、保険証券記載の建物・収容動産損害保険金（以下この
節において「対象保険金」といいます。）が支払われる場合（同条第１２項の規定に従い、建物・収容
動産損害保険金が支払われる場合を除きます。）において、次の各号に掲げる費用に対して、建物・
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区 分 期 日

第１回保険料 各保険期間のうち最も早く始まるものの初日の属する月の翌月の
払込期日（以下「第１回保険料払込期日」といいます。）

第２回目以降の保険料 第１回保険料払込期日以降に到来する毎月の払込期日

区 分 免責が開始する日

第１回保険料の払込を怠
った場合

各保険期間のうち最も早く始まるものの初日

第２回目以降の保険料の
払込を怠った場合

当該保険料の払込期日の翌日

収容動産損害時諸費用保険金を支払います。
� 損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用（取りこわし費用、取片づけ清掃費
用および搬出費用をいいます。）
� 保険の目的の復旧にあたり支出した次に掲げる必要かつ有益な費用
イ．損害が生じた保険の目的を復旧するために要するその損害の原因の調査費用（財物条項の建
物・収容動産被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人
であるときに、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる
人件費を除きます。次のロ．において同様とします。）

ロ．保険の目的に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、保険の目的に損
害が生じた時からその保険の目的の復旧完了までの期間（保険の目的を損害発生直前の状態に
復旧するために通常要すると認められる期間をこえないものとします。以下ホ．において「復
旧期間」といいます。）をこえる期間に対応する費用を除きます。

ハ．損害が生じた保険の目的である設備または装置を再稼働するために要する保険の目的の点検
費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
ニ．損害が生じた保険の目的の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の
費用および仮修理のために取得した物の保険の目的の復旧完了時における価額を除きます。
ホ．損害が生じた保険の目的の代替として使用する仮設物の設置費用（保険の目的の復旧完了時
における仮設物の価額を除きます。）および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
（敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間をこえる期間に対応す
る費用を除きます。）
ヘ．損害が生じた保険の目的を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日
勤務に対する割増賃金の費用

第２条（建物・収容動産損害時諸費用保険金の支払額）
当会社は、前条各号に掲げる費用の合計額を、前条の建物・収容動産損害時諸費用保険金として、
支払います。ただし、損害が生じた保険の目的ごとに、それぞれ対象保険金に相当する額を限度と
します。

第２９節 （削除）

第６章 一般条項

第１条（保険期間および保険料の払込方法等）
� 第１章財物条項から第５章費用条項までの各担保条項における保険金の支払に関する条項（以下
「支払条項」といいます。）についての当会社の保険責任は、保険証券記載の各保険期間（以下「保
険期間」といいます。）の初日の午後４時（保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はそ
の時刻）に始まります。
� 保険契約者は、下表に定める期日までに、保険料を払い込まなければなりません。

� 当会社は、保険契約者が当会社の定める方法により所定の保険契約申込書を提出し、当会社がこ
れを受領する前に生じた事故による損害または傷害もしくは保険契約申込書を受領する前に発病し
た疾病に対しては、保険金を支払いません。
� 保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に支払うべき保険料の払込を
怠った場合は、当会社は下表に定める日以後に生じた事故による損害または傷害もしくは下表に定
める日以後に発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。

� 保険契約者が、事故発生の日または疾病発病の日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料
の払込を怠っていた場合において、最初に払込を怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社
に保険金の支払の請求が行われるときは、当会社は、保険契約者がすでに到来した払込期日に払い
込むべき保険料の全額を支払ったときに限り、当該事故または発病に対する保険金を支払います。
また、保険契約者が払い込むべき保険料の全額を支払う前に当会社が保険金を支払っていた場合は、
当会社は、すでに支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
� 事故発生の日または疾病発病の日が第１回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、第１回保
険料を第１回保険料払込期日に支払う旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、
当会社は、第１回保険料が払い込まれたものとして当該事故または発病に対して保険金を支払いま
す。
	 前項の確約に反して保険契約者が第１回保険料払込期日に第１回保険料の払込を怠り、かつ、第
１回保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込を怠った場合は、当会社は、すでに支払っ
た保険金の全額の返還を請求することができます。

 保険契約者が第４項の保険料の払込を怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当
会社が認めた場合には、当会社は、第５項および前項ならびに第３０条（保険契約の解除）第１項第
１号および同条第１０項の規定中「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月
末」に読み替えてこの章の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当
会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
� 保険契約者は、当会社が承認した場合に限り、保険料払込方法および保険料払込期間を変更する
ことができます。
第２条（保険責任のおよぶ地域）

当会社は、次の各号に掲げる損害または傷害もしくは発病した疾病に対してのみ保険金を支払い
ます。
� 第１章 財物条項（以下「財物条項」といいます。）
日本国内において生じた事故により、保険の目的が日本国内において被った損害

� 第２章 賠償責任条項（以下「賠償責任条項」といいます。）
日本国内において生じた事故により、被保険者が日本国内において被った賠償損害

� 第３章 傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）
被保険者が日本国内において被った傷害

 第４章 疾病条項（以下「疾病条項」といいます。）
被保険者が日本国内において発病した疾病

� 第５章 費用条項（以下「費用条項」といいます。）
日本国内において生じた事故または事由により、被保険者が日本国内において被った費用損害

第３条（用語の定義）
この普通保険約款において、次の各号の用語は、各担保条項において、別に定めのない限り、そ
れぞれ次の定義によります。
� 保険契約の保険年度

初年度については、各保険期間のうち最も早く始まるものの初日から１年間、次年度以降につ
いては、各年度の初日応当日から１年間をいいます。
� 支払条項の保険年度

初年度については、保険期間の初日から１年間、次年度以降については、各年度の初日応当日
から１年間をいいます。ただし、次の各号の場合の初年度については、それぞれ次のとおりとし
ます。
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イ．保険期間が１年未満の場合
保険期間の初日から末日まで

ロ．保険期間を１年超２年未満とし、かつ、保険期間の末日が保険契約の保険年度の末日と同じ
日である場合
保険期間の初日からその初日が属する保険契約の保険年度の末日まで

� 保険料払込方法
保険証券記載の各支払条項の保険料払込方法をいいます。

� 保険料払込期間
保険証券記載の各支払条項の保険料払込期間をいいます。

第４条（保険料払込の免除－その１）
� 被保険者が次の各号のいずれかの障害状態になった場合には、障害状態となった日の属する月の
翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき保険料の払込を免除します。
� この保険契約の保険責任が開始したとき（以下「責任開始期」といいます。）以後に生じた事故
による傷害または発病した疾病（以下「責任開始期以後の傷害または疾病」といいます。）を直接
の原因として、保険期間中に別表－１に定める高度障害状態に該当したとき。この場合、責任開
始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病（責任開始期前にすでに
生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。）
を原因とする障害状態が新たに加わって別表－１に定める高度障害状態に該当したときを含みま
す。
� 責任開始期以後に生じた事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含め
て１８０日以内に別表－２に定める身体障害の状態に該当したとき。この場合、責任開始期前にすで
に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって別表－
２に定める身体障害の状態に該当したときを含みます。

� 前項の規定により払込が免除される保険料は当該被保険者に関する次の各号に規定する保険金（前
項の障害状態となった時点において支払責任を有するものに限ります。）に関する保険料とします。
� 傷害条項第５条（傷害死亡保険金の支払）、第６条（傷害後遺障害保険金の支払）、第７条（傷
害入院保険金の支払）、第８条（傷害手術保険金の支払）、第９条（特定傷害診断保険金の支払）、
第１０条（傷害入院初期保険金の支払）、第１１条（重度傷害保険金の支払）、第１２条（傷害長期入院
保険金の支払）、第１３条（傷害退院療養保険金の支払）、第１４条（傷害通院保険金の支払）、第１５条
（傷害一時金払保険金の支払）および第２０条（人身傷害保険金の支払）
� 疾病条項第５条（疾病入院保険金の支払）、第６条（疾病手術保険金の支払）、第７条（特定疾
病診断保険金の支払）、第８条（疾病入院初期保険金の支払）、第９条（重度疾病保険金の支払）、
第１０条（疾病長期入院保険金の支払）、第１１条（疾病退院療養保険金の支払）、第１２条（疾病通院
保険金の支払）および第１７条（人身疾病保険金の支払）

� 前２項の規定により保険料の払込が免除された場合には、その保険料は以後払込期日ごとに払込
があったものとして取り扱います。
� 第１項および第２項の規定により保険料の払込が免除されるべき保険料のうち、すでに払い込ま
れた保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
	 第１項および第２項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料払込の免除事由の
発生時以後第２項各号に規定する保険金に関する契約内容の変更はできません。
第５条（保険料の払込を免除しない場合）
� 被保険者が次のいずれかによって前条に定める障害状態になった場合には、前条の規定にかかわ
らず、当会社は、保険料の払込を免除しません。
� 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
� 被保険者の犯罪行為
� 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
� 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

 被保険者が酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）
運転をしている間に生じた事故

� 地震もしくは噴火または津波
� 戦争その他の変乱
� 前項第６号または第７号の原因によって別表－１に定める高度障害状態または別表－２に定める
身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと
認めたときは、当会社は、保険料の払込を免除することがあります。
第６条（保険料払込の免除－その２）
� 当会社は、被保険者が保険金を支払うべき傷害条項または疾病条項に定める要介護状態（以下「要
介護状態」といいます。）となった場合には、傷害介護支払対象期間または疾病介護支払対象期間
（以下この条において「支払対象期間」といいます。）開始日の属する支払条項の保険年度に対する
保険料については、支払対象期間開始日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い込むべき
保険料の払込を免除し、その後の支払条項の保険年度に対する保険料については、当該支払条項の
保険年度の初日において被保険者が継続して要介護状態であるときに限り、その払込を免除します。
� 前項の規定により払込が免除されるべき保険料は、当該被保険者に関する次の各号に規定する保
険金（前項の要介護状態となった時点において支払責任を有するものに限ります。）に関する保険料
とします。
� 傷害条項第１６条（傷害介護保険金の支払）および第１７条（傷害介護一時保険金の支払）
� 疾病条項第１３条（疾病介護保険金の支払）および第１４条（疾病介護一時保険金の支払）

� 前２項の規定により保険料の払込が免除された場合には、その保険料は以後払込期日ごとに払込
があったものとして取り扱います。
� 第１項および第２項の規定により保険料の払込が免除されるべき保険料のうち、すでに払い込ま
れた保険料がある場合には、当会社は、その保険料を保険契約者に返還します。
	 第１項および第２項の規定により保険料の払込が免除されている期間中は、第２項各号に規定す
る保険金の支払に関する契約内容の変更はできません。
第７条（告知義務）

保険契約締結の際、保険契約者または支払条項の被保険者等（支払条項の被保険者または財物条
項もしくは賠償責任条項の記名運転者をいいます。以下同様とします。）になる者は、保険契約申込
書等の記載事項のうち、告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その
他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。この場合におい
て、告知事項とは危険（損害もしくは傷害の発生または疾病の発病の可能性をいいます。以下同様
とします。）に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項とするこ
とによって、当会社が告知を求めたもの（他の保険契約等に関する事実を含みます。）をいいます。
以下同様とします。
なお、保険契約締結には、支払条項の追加、財物条項における保険の目的の追加、傷害条項およ
び疾病条項における被保険者の追加を含みます。以下同様とします。
第８条（通知義務）
� 保険契約締結の後、次の各号に掲げる事実のいずれかが発生した場合には、保険契約者または支
払条項の被保険者等は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険
契約者または支払条項の被保険者等が当会社に通知をする前に、その事実がなくなった場合は、当
会社に通知する必要はありません。
� 財物条項の保険の目的が建物またはその収容動産である場合
イ．保険の目的または保険の目的を収容する建物の構造を変更すること。
ロ．保険の目的または保険の目的を収容する建物の用途を変更（建物内部で行う製造・加工等の
工業上の作業の変更を含みます。）すること。

� 財物条項の保険の目的が運転自動車または被保険自動車である場合および賠償責任条項第１条
（保険金を支払う場合）第３項から第６項までの支払責任の場合
イ．被保険自動車の用途、車種または登録番号（車両番号および標識番号を含みます。）を変更す
ること。
ロ．保険証券記載の使用目的（業務使用、通勤・通学使用または日常・レジャー使用のいずれか
をいいます。）を変更すること。
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� 財物条項の保険の目的が建物またはその収容動産である場合に、保険の目的を他の場所に移転
すること。
� 前各号のほか、告知事項（他の保険契約等に関する事実を除きます。）の内容に変更を生ずべき
事実が発生すること。ただし、保険契約締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適
用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
� 当会社は、前各号の通知を受けた場合には、保険契約者または支払条項の被保険者等に対して、
その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。

� 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そ
の旨を当会社に書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいます。以下同様とします。）によ
って通知しなければなりません。
� 保険契約者が前項の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所また
は通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、
通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、
保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第９条（被保険自動車の譲渡）
� 被保険自動車が譲渡（次の各号のいずれかに該当する者が、所有権留保条項付売買契約に基づく
買主である場合または貸借契約に基づく借主である場合の被保険自動車の返還を含みます。以下こ
の条において同様とします。）された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款およ
び特約に関する権利および義務（以下「この保険契約の権利および義務」といいます。）は、譲受人
（所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。以下この条に
おいて同様とします。）に移転しません。ただし、保険契約者が、この保険契約の権利および義務を
被保険自動車の譲受人に譲渡することを当会社に書面等により通知して承認の請求を行った場合に
おいて、当会社がこれを承認したときは、この保険契約の権利および義務は、譲受人に移転します。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族

� 当会社は、被保険自動車が譲渡された後（前項のただし書の通知を受領した後を除きます。）に、
被保険自動車について生じた事故による損害に対しては、次の各号に掲げる保険金を支払いません。
� 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第２項の保管車両保険金
� 同条第３項のその他車両保険金
� 同条第２項の保管車両損害または同条第３項のその他車両損害が生じたことに伴う同条第１４項
の積載動産損害保険金
� 費用条項第１節自動車事故・故障時レンタカー費用条項第１条（レンタカー費用保険金を支払
う場合）第２項または第４項のレンタカー費用保険金
� 費用条項第２７節自動車損害時諸費用条項第１条（諸費用保険金を支払う場合）第２項の保管車
両全損時諸費用保険金
	 同条第３項のその他車両全損時諸費用保険金

 同条第５項の保管車両修理時諸費用保険金
� 同条第６項のその他車両修理時諸費用保険金

第１０条（保険の目的となる建物もしくはその収容動産の譲渡または相続等に関する通知義務）
� 保険契約締結の後、被保険者が保険の目的となる建物またはその収容動産を譲渡する場合におい
て、この保険契約の権利および義務を保険の目的の譲受人に譲渡しようとするときは、保険契約者
は、あらかじめ、書面等をもってその事実を当会社に通知して承認の請求を行わなければなりませ
ん。
� 保険契約締結の後、被保険者が保険の目的を譲渡する場合において、前項に該当しないときは、
保険契約者は、遅滞なく、書面等をもって、保険の目的の譲渡の事実を当会社に通知しなければな
りません。
� 保険契約締結の後、被保険者について相続、合併その他の包括承継があった場合は、保険契約者
（被保険者と同一である場合は、保険契約者の法定相続人その他の包括承継人をいいます。）は、遅

滞なく、書面等をもってその事実を当会社に通知しなければなりません。
第１１条（被保険自動車の入替）
� 次の各号のいずれかに該当する者が、被保険自動車と同一の用途および車種（別表－３に掲げる
用途および車種をいいます。）の自動車を新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含
みます。以下この条において同様とします。）し、または１年以上を期間とする貸借契約により借り
入れた場合（以下この条において「自動車の新規取得」といいます。）は、新たに取得しまたは借り
入れた自動車（以下この条において「新規取得自動車」といいます。）について、この保険契約を適
用します。ただし、保険契約者が書面等をもってその事実を当会社に通知し、その新規取得自動車
と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときに限ります。
� 被保険自動車の所有者
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、被保険自動車を所有する者
� 当会社は、自動車の新規取得があった後に、第１項のただし書に規定する通知を受けるまでの間
に新規取得自動車について生じた事故による損害に対しては、当会社は、この保険契約による保険
金を支払いません。
第１２条（保険金額の調整）
� 保険契約締結の際、保険金額（建物・収容動産支払限度額を含みます。以下この条において同様
とします。）が保険の目的の価額（保険の目的が被保険自動車である場合には、被保険自動車と車種、
年式、損耗度が同一の自動車の市場販売価格相当額をいいます。以下同様とします。）を超過したこ
とについて、保険契約者および支払条項の被保険者等が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合
には、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この保険契約
を取り消すことができます。
� 保険契約締結の後、保険の目的の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社にそのこ
とを通知し、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を
請求することができます。
� 当会社は、前各項の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載
して提出することを求めることができます。
第１３条（被保険者による保険契約の解除請求）
� 傷害条項（人身傷害保険金を除きます。）または疾病条項（人身疾病保険金を除きます。）におい
ては、被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することを
求めることができます。
� この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
� 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第３０条（保険契約の解除）第１項第６号または
第７号に該当する行為のいずれかがあった場合
� 第３０条（保険契約の解除）第１項第８号に規定する事由が生じた場合
� 前２号のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前２号の場合と同程度に被保険
者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせ
た場合
� 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者
となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

� 傷害条項の人身傷害保険金または疾病条項の人身疾病保険金においては、被保険者が保険契約者
以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は保険契約
者に対し、この保険契約のうち人身傷害保険金または人身疾病保険金のその被保険者に対する部分
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を解除することを求めることができます。
� 保険契約者は、第１項各号および第２項のいずれかに該当する場合において、被保険者から前各
項に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険
者に対する部分を解除しなければなりません。
� 被保険者は、第１項第１号および第２項に該当する場合は、当会社に対する通知をもって、この
保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険
者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
� 前項の規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、そ
のことを書面により通知するものとします。
� 当会社は、第３項または第４項の通知を受けた場合には、第３項の通知のときは保険契約者に対
して、第４項の通知のときは被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを
求めることができます。
第１４条（損害防止義務および損害防止費用）
� 次の各号のいずれかに該当する者（以下「事故発生時義務者」といいます。）は財物条項、賠償責
任条項および費用条項に規定する事故が生じたときまたは傷害条項に規定する傷害が発生したとき
もしくは疾病条項に規定する疾病が発病したときは、損害の発生および拡大の防止に努め、または
運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせなければなりません。
� 保険契約者
� 財物条項、賠償責任条項および費用条項の被保険者
� 財物条項または賠償責任条項の記名運転者および許諾運転者
	 傷害条項または疾病条項の被保険者


 前項の場合において、保険契約者および財物条項の被保険者が、財物条項第１条（保険金を支払
う場合）第４項から第１３項までの損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支
出した場合において、財物条項第５条（建物・収容動産損害保険金または携行品損害保険金を支払
わない場合）に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次の各号に掲げる費用に限り、これを
負担します。
� 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
� 消火活動に使用したことにより損傷した物（消火活動に従事した者の着用物を含みます。）の修
理費用または再取得費用
� 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用（人身事故に関する費用、
損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。）

� 前項の場合において、当会社は、同項の負担金と他の保険金との合計額が財物条項第１１条（建物
・収容動産損害保険金の支払額）第３項に規定する建物・収容動産支払限度額または財物条項第１３
条（携行品損害保険金の支払額）第５項に規定する携行品支払限度額をこえるときでも、負担しま
す。
第１５条（事故発生時の義務）
� 事故発生時義務者は財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第１４項、賠償責任条項第
１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条（保険金を支払う場合）、疾病
条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項の損害について、事故、損害もしくは傷害が発生した
ことまたは被保険者が疾病を発病したことを知ったときは、前条に規定する他に次のことを履行し
なければなりません。
� 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
� 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。
イ．事故の状況（被害者の住所および氏名または名称を含みます。以下この条において同様とし
ます。）または疾病の状況

ロ．事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所
および氏名または名称
ハ．損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
� 財物条項の保険の目的である被保険自動車、積載動産、建物およびその収容動産に盗難による

損害が発生した場合には遅滞なく警察官に届け出ること。
	 財物条項の保険の目的である運転自動車もしくは被保険自動車、積載動産、建物およびその収
容動産を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当
を行う場合を除きます。
� 他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
以下この項において同様とします。）をすることができる場合には、その権利の保全または行使に
必要な手続をすること。
� 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部
を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除
きます。
 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知す
ること。
� 他の保険契約等（この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約
または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。以下同様とします。）の有無
および内容（既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を
含みます。）について遅滞なく当会社に通知すること。
� 前各号のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞な
く、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害もしくは疾病の調査に協力すること。


 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１３項までまたは費用条項第５節から第７節
まで、第９節、第１１節から第１２節まで、第１６節もしくは第２８節の損害が生じたときは、当会社が、
事故が生じた保険の目的もしくはその保険の目的が所在する構内を調査することまたはその構内に
所在する財物条項の被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転す
ることに協力しなければなりません。
第１６条（事故発生時の義務違反）
� 事故発生時義務者が、正当な理由がなくて前条第１項第１号から第４号までまたは第７号から第
９号までの規定に違反した場合は、当会社は、違反したことによって当会社が被った損害額を差し
引いて保険金を支払います。

 事故発生時義務者が、正当な理由がなくて第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項、
前条第１項第５号または第６号の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金
を支払います。
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に違反した場合は、損害の発生または拡大
を防止することができたと認められる損害の額
� 前条第１項第５号に違反した場合は、他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における
連帯債務者相互間の求償を含みます。）をすることによって取得することができたと認められる額

� 前条第１項第６号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
� 事故発生時義務者が、正当な理由がなくて前条第１項第２号、第３号もしくは第９号に関する書
類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当
会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）
� 次の各号のいずれかに該当する者（以下「傷害発生時等義務者」といいます。）は、保険金の支払
事由または保険料払込の免除事由が生じたときもしくは被保険者が要介護状態または就業不能とな
ったときはその日を含めて３０日以内に、疾病または傷害の内容および程度等の詳細を当会社に通知
しなければなりません。
� 保険契約者
� 傷害条項および疾病条項の被保険者
� 保険金を受け取るべき者

 傷害発生時等義務者は傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項に規定する人身傷害事故ま
たは疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第２項に規定する人身疾病発病の場合において、傷害
または疾病の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりま
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せん。
� 傷害条項および疾病条項の被保険者は、傷害条項第１条（保険金を支払う場合）に定める傷害を
被った場合および疾病条項第１条（保険金を支払う場合）に定める疾病を被った場合には治療を怠
ってはなりません。また、保険契約者または保険金を受け取るべき者は傷害条項および疾病条項の
被保険者を治療させなければなりません。
� 傷害条項第１８条（傷害所得補償保険金の支払）または疾病条項第１５条（疾病所得補償保険金の支
払）に規定する保険金を受け取る場合において就業不能期間が１か月以上継続するときは、被保険
者は１か月ごとに就業不能が継続していることの証明を書面等をもって当会社に通知しなければな
りません。
� 傷害条項第５条（傷害死亡保険金の支払）または傷害条項第６条（傷害後遺障害保険金の支払）
を担保する場合において、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまた
は遭難したときは、傷害発生時等義務者は当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難
した日からその日を含めて３０日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知
しなければなりません。
第１８条（傷害発生・疾病発病時の義務違反）
� 傷害発生時等義務者が正当な理由がなくて前条第１項、第４項もしくは第５項の規定に違反した
ときは、当会社は、それによって当会社が被った損害額を差し引いて保険金を支払い、または、保
険料払込の免除を行いません。
� 傷害発生時等義務者が正当な理由がなくて前条第３項の規定に違反したことにより保険金の支払
われる原因となった傷害または疾病が悪化した場合は、当会社は、その悪化の影響がなかったとき
に支払われるべき金額を決定してこれを支払います。
第１９条（その他の義務）
� 当会社は、いつでも財物条項における保険の目的またはこれを収容する建物もしくは構内に関し
調査をし、かつ、保険契約者または被保険者に対し必要な説明または証明を求めることができます。
� 保険契約者、支払条項の被保険者等もしくはこれらの者の代理人または運転自動車、所有自動車
または被保険自動車の運行を管理する者は、運転自動車、所有自動車または被保険自動車を常に安
全に運転しうる状態に整備し、かつ、官庁の検査を受けることを怠ってはなりません。
第２０条（保険金等の請求）
� 当会社に対する保険金請求権および保険料払込免除の請求権は、次の時から、それぞれに発生し、
これを行使することができるものとします。ただし、当会社が特に認め、保険契約者、被保険者ま
たは保険金を受け取るべき者（以下「保険金等請求権者」といいます。）が合意した場合は、次の時
よりも早く保険金請求権または保険料払込の免除の請求権が発生するものとします。
� 財物条項に係る保険金の請求に関しては、事故発生の時
� 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する
法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、
または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
� 傷害条項および疾病条項に係る保険金の請求および保険料払込の免除の請求に関しては、次の
時
イ．被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
ロ．被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時または事故の発生の日から
その日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時
ハ．被保険者が傷害を被った場合または疾病を発病した場合には、被保険者が治療を終了した時
または事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいずれか早い時。ただし、傷害
手術保険金、特定傷害診断保険金、傷害入院初期保険金、重度傷害保険金、傷害退院療養保険
金、傷害一時金払保険金、疾病手術保険金、特定疾病診断保険金、疾病入院初期保険金、重度
疾病保険金、疾病退院療養保険金、女性医療特約の形成治療保険金、がん特約の診断保険金、
手術保険金、退院後療養保険金もしくは重度一時金、搭乗者傷害特約の傷害保険金（一時金払）
は保険金の支払事由が発生した時
ニ．被保険者が要介護状態となった場合は、その要介護状態が傷害条項に規定する傷害介護支払

対象期間開始日からその日を含めて傷害要介護状態日数を経過した時またはその要介護状態が
疾病条項に規定する疾病介護支払対象期間開始日からその日を含めて疾病要介護状態日数を経
過した時

	 費用条項に係る保険金の請求に関しては、各節に定める損害が発生した時。ただし、第１節に
定めるレンタカー費用保険金の請求に関しては、運転自動車または被保険自動車が修理完了後被
保険者の手元に戻った時、被保険者が代替自動車（運転自動車または被保険自動車の代替として
使用する自動車をいいます。）を新たに取得（所有権留保条項付売買契約に基づき購入する場合お
よび１年以上を期間とする貸借契約に基づき借り入れる場合を含みます。）した時、または承認日
（第１節第３条（支払保険金の計算）第３項に定める承認日をいいます。）からその日を含めて３０
日以上経過した時のいずれか早い時とします。

� 保険金等請求権者が保険金または保険料払込の免除を請求する場合は、次の書類または証拠のう
ち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
� 保険金または保険料払込免除の請求書
� 損害額を証明する書類（被害が生じたものの価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用
の見積書等および被害が生じたものの写真をいいます。以下同様とします。）または傷害もしくは
疾病の程度を証明する書類（死亡診断書もしくは死体検案書等または後遺障害もしくは傷害の程
度を証明する医師の診断書もしくはレントゲン、ＭＲＩ等の各種検査資料等をいいます。）
� 保険金等請求権者または損害賠償請求権者が死亡した場合は、保険金等請求権者または損害賠
償請求権者の除籍および保険金等請求権者または損害賠償請求権者のすべての法定相続人を確認
できる戸籍謄本
	 第２４条（指定代理請求人）に規定する保険金等請求権者として保険金を請求する場合は、保険
金を請求する者が同条第１項各号に規定する者であることを証明する書類

 公の機関が発行する交通事故証明書（人の死傷をともなう事故または運転自動車、所有自動車
または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊をともなう事故の場合に
限ります。以下同様とします。）。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出する必要は
ありません。
� 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および
損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
 所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
� 保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、支払条項の被保険者等
に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
� 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
� その他当会社が次条第１項に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠と
して保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

� 前項の規定にかかわらず、傷害条項第１６条（傷害介護保険金の支払）に規定する傷害介護保険金
または疾病条項第１３条（疾病介護保険金の支払）に規定する疾病介護保険金の支払を請求する場合
もしくは第６条（保険料払込の免除－その２）に規定する保険料払込の免除を請求する場合は、次
の各号の時から起算して３０日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に、次項に掲げる書類
のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
� 第１項第３号ニ．に定める保険金の請求権発生の時または保険料払込の免除権発生の時の翌日
以降被保険者が継続して要介護状態にあるときは、第１項に定める保険金等の請求権発生の時の
翌日の６か月ごとの応当日
� 第６条（保険料払込の免除－その２）第１項に規定する支払対象期間の終了日
� 前項の規定により当会社に提出する書類は、次の各号に定めるとおりとします。
� 保険金または保険料払込免除の請求書
� 保険証券
� 当会社の定める要介護状態報告書
	 被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
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� 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書（当会社の定める様式とします。）
� 被保険者の戸籍抄本
� 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意
書
� 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第三者
に委任する場合）

� 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害または疾病の程度等に応じ、保険金等請求権者に対して、
第２項および前項に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力
を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要
な協力をしなければなりません。
� 保険金等請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または第２項、第４項およ
び前項に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変
造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払い、ま
たは、保険料の払込の免除を行いません。
第２１条（保険金の支払）
� 当会社は、保険金等請求権者が前条第２項または第３項の手続を完了した日からその日を含めて
３０日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の各号の確認を終え、保険金を支払います。
� 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害
もしくは傷害発生または疾病の発病の有無および支払条項の被保険者等に該当する事実
	 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし
てこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無

 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額（保険価額を含みます。）または傷
害もしくは疾病の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
� 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、
失効または取消しの事由に該当する事実の有無
� 前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について保険金等請求権者が有する損
害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき
保険金の額を確定するために確認が必要な事項

� 前項に規定する確認をするため、次の各号に規定する照会または調査が不可欠な場合には、前項
の規定にかかわらず、当会社は、保険金等請求権者が前条第２項または第３項の手続を完了した日
からその日を含めて次の各号に規定する日数（複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数
とします。）を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要
な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金等請求権者に対して通知するものとします。
� 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項第１号から第５号までの事項の確認のた
めの調査 ６０日
	 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関に
よる診断、鑑定等の結果の照会 ９０日

 前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による
診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 １２０日

� 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関によ
る捜査結果または調査結果の照会（弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。）
１８０日

� 前項第１号から第５号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場
合の日本国外における調査 １８０日

 前２項に規定する確認に際し、保険金等請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれ
に応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合を含みます。）には、これにより確認が遅延し
た期間については、前２項の期間に算入しないものとします。
� 保険金等請求権者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社
の定める方法により保険金の内払を行います。

� 保険金の支払は、保険金等請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内に
おいて、日本国通貨をもって行うものとします。
第２２条（損害賠償額の請求および支払）
� 損害賠償請求権者が賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定により損害賠
償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出し
なければなりません。
� 損害賠償額の請求書
	 損害額を証明する書類または傷害の程度を証明する書類（死亡診断書もしくは死体検案書等ま
たは後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書もしくはレントゲン、ＭＲＩ等の各種
検査資料等をいいます。）


 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
� 公の機関が発行する交通事故証明書。ただし、提出できない相当な理由がある場合は提出する
必要はありません。
� 支払条項の被保険者等が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す
示談書
� 前各号のほか、当会社が第４項に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証
拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

� 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、前項に規定するもの以
外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合
には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
 損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前２項の書類に故意
に不実の記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、
それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
� 当会社は、賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）第２項または同条第７項の各
号のいずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者が第１項の手続を完了した日からその日を含
めて３０日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の各号の事項の確認を終え、損害賠
償額を支払います。
� 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無および支払条項の被保険者等に該当する事実
	 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない
事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無

 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療
の経過および内容
� 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、
失効または取消しの事由に該当する事実の有無
� 前各号のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について支払条件の被保険者等が有す
る損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、当会社が支払う
べき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項

� 前項に規定する確認をするため、次の各号に規定する特別な照会または調査が不可欠な場合には、
前項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者が第１項の手続を完了した日からその日を
含めて次の各号に規定する日数（複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。）を経過す
る日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびそ
の確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
� 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 ６０日
	 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関に
よる診断、鑑定等の結果の照会 ９０日


 前項第３号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による
診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 １２０日
� 前項第１号から第４号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関によ
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る捜査結果または調査結果の照会（弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。）
１８０日

� 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外にお
ける調査 １８０日

� 前２項に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれ
に応じなかった場合（必要な協力を行わなかった場合を含みます。）には、これにより確認が遅延し
た期間については、前２項の期間に算入しないものとします。
第２３条（保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い）
� この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が２名以上である場合は、当会社は、代表
者１名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請
求できる者を代理するものとします。
� 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求で
きる者の中の１名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力
を有するものとします。
第２４条（指定代理請求人）
� 保険金等請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、第２０条（保険金等の請求）
第１項の規定により保険金の支払を受けるべき保険金等請求権者の代理人がいないときは、次の各
号に掲げる者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す
書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
� 保険金等請求権者と同居または生計を共にする配偶者（法律上の配偶者に限ります。以下この
条において同様とします。）
� 前号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場
合には、保険金等請求権者と同居または生計を共にする３親等内の親族
� 前２号に規定する者がいない場合または同号に規定する者に保険金を請求できない事情がある
場合には、第１号以外の配偶者または前号以外の３親等内の親族

� 前項の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複し
て保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
� 当会社は、第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項の規定による通知を受けた場合は、傷
害または疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、当会社の指定する医
師が作成した傷害条項もしくは疾病条項の被保険者の診断書もしくは要介護状態の内容を証明する
診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
� 前項の規定による診断または死体の検案（死体について、死亡の事実を医学的に確認することを
いいます。）のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は、当会社が負担します。
� 第１項の規定による当会社の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じなかったときは、当会社
は、保険料払込の免除は行いません。
第２６条（代 位）
� 損害が生じたことにより保険金等請求権者が損害賠償請求権その他の債権（共同不法行為等の場
合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。）を取得した場合において、当会社がその損害に
対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の各
号に掲げる額を限度とします。
� 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、保険金等請求権者が取得した債権の
全額
� 前号以外の場合は、保険金等請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損
害の額を差し引いた額

� 前項第２号の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金等請求権者が引き続き有
する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
� 支払条項の被保険者等が取得した債権が車両損害（費用条項第１節に定めるレンタカー費用保険
金を支払うべき損害を含みます。）に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により運転自

動車または被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、第１項において当会社に移転し
た権利を行使しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、その権利を行使
することができます。
� 正当な権利により運転自動車または被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重
大な過失によって生じた損害
� 正当な権利により運転自動車または被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定
められた運転資格を持たないで運転自動車または被保険自動車を運転している場合に生じた損害
� 正当な権利により運転自動車または被保険自動車を使用または管理していた者が、麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転自動
車または被保険自動車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反
またはこれに相当する状態をいいます。）運転自動車または被保険自動車を運転している場合に生
じた損害
	 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取
り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が業務として受託した運転
自動車または被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害

第２７条（保険契約の取消し）
保険契約締結の際、保険契約者または支払条項の被保険者等に詐欺または強迫の行為があった場
合は、当会社は、この保険契約の全部または一部を取り消すことができます。この場合の取消しは、
保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第２８条（保険契約の無効）

保険契約締結の際、次の各号のいずれかに該当する事実があった場合は、この保険契約の全部ま
たは一部を無効とします。
� 保険契約締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に
取得させる目的をもっていたこと。
� 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金の受取人指定をする場合に
おいて、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、指定した保険金の受取人が被保険者ま
たは被保険者の法定相続人である場合は、この規定を適用しません。
� 前号にかかわらず、第三者を被保険者とする死亡保険金のみを支払う保険契約について、その
者の同意を得なかったこと。

第２９条（保険契約等の失効）
� 保険契約締結の後、保険の目的の全部が滅失し、かつ、支払条項の被保険者等の全員が死亡した
場合にのみ、その事実が発生した時に保険契約は、その効力を失います。
� 保険契約締結の後、保険の目的となる建物もしくはその収容動産を譲渡した場合は、次の各号に
定めるとおりとします。
� 第１０条（保険の目的となる建物もしくはその収容動産の譲渡または相続等に関する通知義務）
第１項に規定する事実が発生した時に保険契約はその効力を失い、この保険契約の権利および義
務は、譲受人に移転しません。ただし、同項の規定により、保険契約者がこの保険契約の権利お
よび義務を保険の目的の譲受人に譲渡することをあらかじめ書面等をもって当会社に通知し承認
の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、保険の目的が譲渡された時に保
険の目的の譲受人に移転します。
� 当会社は、保険の目的が譲渡された後に、保険の目的について生じた事故による損害に対して
は、保険金を支払いません。ただし、前号のただし書に規定する承認をした後は、この規定を適
用しません。

第３０条（保険契約の解除）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
� 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がない場
合
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� 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込がなく、かつ、その翌月の払
込期日（以下「次回払込期日」といいます。）までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の
払込がない場合
� 第７条（告知義務）の告知の際に、告知事項について、保険契約者または支払条項の被保険者
等の故意または重大な過失によって、当会社に事実を告知しなかった場合または事実と異なるこ
とを告知した場合
� 第８条（通知義務）第１項の事実の発生によって、告知事項について危険増加が生じた場合に
おいて、保険契約者または支払条項の被保険者等が、故意または重大な過失によって遅滞なく同
条第１項に規定する通知をしなかった場合。この場合において、危険増加とは危険が高くなり、
この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足す
る状態になることをいいます。
� 前号に規定する危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲（保険料を増額することにより保険
契約を継続できる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものを
いいます。）を超えることとなった場合
� この保険契約に基づく保険金の請求に関し、保険金等請求権者に詐欺の行為があった場合（未
遂の場合を含みます。）または保険料払込の免除をさせる目的で事故招致をした場合（未遂の場合
を含みます。）
� 保険金等請求権者が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害、
傷害または疾病を生じさせた場合（未遂の場合を含みます。）
� 傷害条項および疾病条項においては、他の保険契約等との重複によって、保険金額の合計額が
著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
� 前３号のほか、保険金等請求権者が、前３号の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者
に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
	 第９条（被保険自動車の譲渡）第１項の規定による承認の請求があり、これを承認しなかった
場合。ただし、被保険自動車が譲渡された場合に限ります。この場合において、譲渡には、所有
権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険
者（この保険契約の普通保険約款において、財物条項以外の条項の適用がない場合は、被保険自
動車の所有者とします。）とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
なおこの規定は承認の請求を受けた日からその日を含めて３０日を経過した場合には適用しません。


 第１１条（被保険自動車の入替）第１項の規定による承認の請求があり、これを承認しなかった
場合。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。なおこの規定は承
認の請求を受けた日からその日を含めて３０日を経過した場合には適用しません。

� 前項第３号の規定に基づく当会社の解除権は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しま
せん。
� 前項第３号の事実がなくなった場合
� 当会社が保険契約締結の際、前項第３号の事実を知っていた場合、または過失によってこれを
知らなかった場合（当会社のために保険契約締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた
場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。）
� 保険契約者または支払条項の被保険者等が、この保険契約によって保険金を支払うべき事故に
よる損害もしくは傷害または発病した疾病が発生する前に、告知事項について、書面等をもって
訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合におい
ては、保険契約締結の際、保険契約者または支払条項の被保険者等がその訂正すべき事実を当会
社に告知していたとしても当会社が保険契約を締結していたと認める場合に限り、当会社は、こ
れを承認するものとします。
� 当会社が前項第３号に規定する解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合、
または保険契約締結の時から５年を経過した場合

 第１項第４号に基づく当会社の解除権は、当会社が同号に規定する解除の原因があることを知っ
た時から１か月を経過した場合、または同号に規定する危険増加が生じた時から５年を経過した場
合には適用しません。

� 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもってこの保険契約の全部または一部を解除
することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、
この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
� 前各項までの解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。ただし、第１項第１号または第２号
による解除の場合は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
� 第１項第１号による解除の場合は、当該保険料を払い込むべき払込期日。ただし、当該保険料
が第１回保険料である場合は、各保険期間のうち最も早く始まるものの初日とします。
� 第１項第２号による解除の場合は、次回払込期日
� 前項の規定にかかわらず、第１項第３号から第９号に基づく解除が行われた場合は、次の各号の
規定に従います。
� 第１項第３号の規定による解除が損害もしくは傷害が発生した後または疾病が発病した後にな
された場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を
支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
� 第１項第４号および第５号の規定による解除が損害もしくは傷害が発生した後または疾病が発
病した後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加が生じた時以降に生じた事
故による損害もしくは傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。この場合に
おいて、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができま
す。
� 第１項第６号から第９号の規定による解除が損害もしくは傷害が発生した後または疾病が発病
した後になされた場合であっても、第１項第６号から第９号のいずれかの事由が発生した時以降
に生じた事故による損害もしくは傷害または発病した疾病に対しては、当会社は、保険金を支払
いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を
請求することができます。

� 第５項の規定にかかわらず、第１項第３号から第９号に基づく解除が行われた場合は、解除の効
力が生じた日までの間に生じた事故による傷害または発病した疾病により保険料の払込を免除して
いたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
� 前２項の規定は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が第１項第３号または第
４号の規定に基づく解除の原因となった事実によらなかった場合には適用しません。
� 第１項第１号および第２号の規定により第１回保険料の払込がないことにより解除された保険契
約について、第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第６項の規定により当会社がすでに支
払った保険金がある場合には、当会社は保険契約者に対してこの保険金の全額の返還を請求するこ
とができます。
� 保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、保険契約
者がこの保険契約における保険料の払込を免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に
払い込まれるべき保険料の払込を怠ったと当会社が認めるときには、当会社は、第１項第１号の規
定にかかわらず、この保険契約の全部または一部を解除することができます。この場合における解
除の効力は、当該払込期日の前月の払込期日から将来に向かってのみ生じます。
� 前項の場合において、当該保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた
事故による損害または傷害もしくは当該保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以
降に発病した疾病に対して、当会社がすでに支払った保険金があるときには、当会社は保険契約者
に対してこの保険金の全額の返還を請求することができます。
第３１条（保険料の返還または請求）
� 当会社は、第８条（通知義務）第１項、第１２条（保険金額の調整）第２項もしくは第１３条（被保
険者による保険契約の解除請求）第３項および第４項の通知を受けた場合または第９条（被保険自
動車の譲渡）第１項、第１１条（被保険自動車の入替）第１項もしくは第３０条（保険契約の解除）第
２項第３号の承認をする場合には、当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料を保険
契約の条件の変更後の保険料（第８条（通知義務）第１項の場合は、保険契約者または支払条項の
被保険者等の通知に基づき、同条第１項に規定する事実が発生したとき以降の期間に対して、算出
した保険料をいいます。以下この条において同様とします。）に変更します。
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� 当会社は、前項のほか、保険契約締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契
約の条件の変更または支払条項、保険の目的もしくは被保険者の追加を承認する場合において、保
険料を変更する必要があるときは、当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料を保険
契約の条件の変更後の保険料に変更します。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、
かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
� 保険契約者が前２項に定める変更後の保険料の支払を怠った場合（第８条（通知義務）第１項の
通知を受けた場合または第３０条（保険契約の解除）第２項第３号の承認をする場合は、当会社が保
険契約者に対し変更後の保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかっ
たときに限ります。）は、変更後の保険料領収前に生じた事故による損害または傷害もしくは発病し
た疾病に対しては、次の各号の規定に従います。
� 第１項の規定に基づき当会社が変更後の保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払い
ません（第８条（通知義務）第１項または第３０条（保険契約の解除）第２項第３号の場合は、第
３０条（保険契約の解除）第１項第１号または第２号の規定により解除できるときに限ります。）。
この場合において、すでに保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求するこ
とができます。
� 第２項の規定に基づき当会社が変更後の保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の
変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、
保険金を支払います。

� 第２７条（保険契約の取消し）に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、すでに払い込ま
れた保険料は返還しません。
� 第２８条（保険契約の無効）第１号に規定する保険契約の無効の場合、当会社は、すでに払い込ま
れた保険料は返還しません。ただし、同条第２号または第３号に該当する場合、当会社はすでに払
い込まれた保険料の全額を返還します。
� 第２９条（保険契約等の失効）第１項に規定する保険契約の失効の場合、未経過期間に対し日割を
もって計算した保険料を返還します。ただし、未払込保険料がある場合には、返還する保険料と未
払込保険料の差額を返還または請求します。
� 前条第１項第１号から第９号の規定により当会社が保険契約の全部または一部を解除したときは、
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。この場合において、領収した保険料
の額が当会社の定める額に満たないときは、当会社は、その差額を請求できます。
	 前条第４項の規定により保険契約者が保険契約を解除したときは、未経過期間に対し日割をもっ
て計算した保険料を返還し、または変更後の保険料を請求できます。

 前３項の規定にもとづき、傷害条項および疾病条項の保険料を返還する場合において、保険証券
に低返れい割合が記載されている場合は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数およ
び経過年月数により、それ以外の保険契約についてはその経過年月数により計算した額に保険証券
記載の低返れい割合を乗じた額を返還します。ただし低返れい割合が０％のものについては、未経
過保険料を返還しません。
� 前項の規定は、成人病入院特約、女性医療特約、がん特約、がん特定手術特約、がん女性手術特
約、がん退院後ケア特約、リハビリ費用担保特約、家族介護者支援特約、介護者等転居費用担保特
約および特定損傷特約の保険料を返還する場合にこれを準用します。
第３２条（保険金額の調整における保険契約の一部取消しによる保険料の返還）
第１２条（保険金額の調整）第１項の規定により保険契約者が保険契約の一部を取り消した場合は、

当会社は、すでに払い込まれた保険料のうち、取り消した部分に対応する保険料を返還します。
第３３条（その他の手続等）
� 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の定めるところにより、保険契約の全部または一部に
ついて、この保険契約の権利および義務を第三者に承継させることができます。ただし、保険契約
者がこの保険契約の権利および義務を被保険自動車の譲受人（所有権留保条項付売買契約に基づく
売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。）に移転させる場合は第９条（被保険自動車の譲渡）
第１項、被保険者が財物条項の保険の目的（被保険自動車を除きます。）を譲渡する場合は第１０条
（保険の目的となる建物もしくはその収容動産の譲渡または相続等に関する通知義務）第１項の規

定によるものとします。
� 前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、
承認を請求しなければなりません。
� 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約に適用される普通保険約款および
特約に関する権利および義務は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものと
します。
� 保険契約者が２名以上である場合は、当会社は、代表者１名を定めることを求めることができま
す。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
� 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の１名
に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
� 保険契約者が２名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通
保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第３４条（支払条項の被保険者等の年齢および性別の誤りの処置）
� 支払条項の被保険者等の年齢は保険期間の初日の満年で計算し、１年未満の端数については切り
捨てます。
� 保険契約締結後の支払条項の被保険者等の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに
１歳を加えて計算します。
� 保険契約締結の際に告げられた支払条項の被保険者等の年齢または生年月日に誤りがあった場合
は、次の方法により取り扱います。
� 保険契約の初日における実際の年齢が、当会社の定める年齢の範囲内であった場合は、初めか
ら実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
� 保険契約の初日における実際の年齢が、当会社の定める年齢の範囲外であった場合は、その支
払条項を無効としてすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約
の初日においては最低年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低年齢
に達していた場合には、最低年齢に達した日から実際の年齢に基づいて保険契約を締結したもの
とみなします。

� 保険契約締結の際に告げられた支払条項の被保険者等の性別に誤りがあった場合には、初めから
実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
第３５条（時 効）

保険金請求権は、第２０条（保険金等の請求）第１項に規定する時の翌日から起算して３年を経過
した場合は、時効によって消滅します。
第３６条（損害賠償額請求権の行使期限）

賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定による請求権は、次の各号のいず
れかに該当する場合には、これを行使することはできません。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合
意が成立した時の翌日から起算して３年を経過した場合
� 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第３７条（支払条項の継続）
� 保険期間が満了する場合、当会社または保険契約者のいずれか一方よりその満了の日の属する月
の前月１０日まで（以下「意思表示期限」といいます。）にその支払条項を継続しない旨を通知しない
限り、その支払条項は、新たな保険契約として保険期間満了の日の内容と同一の内容で継続される
ものとし、この日を継続日とします。
� 前項の規定にかかわらず、保険料払込期間が保険期間より短い場合はその支払条項は継続されま
せん。
� 第１項の規定にかかわらず、財物条項第３条（保険価額等）第２号の協定保険価額、同条第４号
の協定新価保険価額および同条第５号の修理支払限度額は次のとおりとします。
� 協定保険価額

被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月（被保険自動車が自家用
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軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査年月をいいます。）の自動車の市
場販売価格相当額を基準として算定した被保険自動車の価額見積額
� 協定新価保険価額
イ．財物条項第３条（保険価額等）第４号イ．の場合は、被保険自動車と同一の用途・車種・車
名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額
ロ．財物条項第３条（保険価額等）第４号ロ．の場合は、前号の協定保険価額
� 修理支払限度額
イ．財物条項第３条（保険価額等）第４号イ．の場合は、前号イ．の協定新価保険価額または第
１号の協定保険価額の１．２倍の額のいずれか低い額（５０万円を下回るときは、５０万円とします。）
ロ．財物条項第３条（保険価額等）第４号ロ．の場合は、第１号の協定保険価額（５０万円を下回
るときは、５０万円とします。）

� 傷害条項または疾病条項の支払条項を継続する場合において、継続後の保険期間満了の日におけ
る被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるときは、当会社の定めるところにより保険期間を
変更して継続します。この場合、継続後の保険期間が当会社の定める保険期間に満たないときは、
その支払条項は継続されません。
� 第１項の規定にかかわらず、継続前の保険期間が２年に満たない場合は継続後の保険期間は１年
とします。
� 継続後の保険料は、支払条項ごとに保険価額の変動、無事故実績等を勘案して定めるものとしま
す。
� 当会社が普通保険約款、特約、保険引受に関する制度または保険料率等（以下この項において「制
度または料率等」といいます。）を改定した場合には、継続後の支払条項については継続日における
制度または料率等が適用されるものとします。
� 前各項の規定によって支払条項が継続される場合の告知については、次の各号のとおりとします。
� この保険契約の保険証券等に記載された第７条（告知義務）に定める告知事項に対する告知内
容に変更があったときは、当会社からの求めに応じ、保険契約者または支払条項の被保険者等は、
そのことを意思表示期限までに当会社に告げなければなりません。
� 保険契約者または支払条項の被保険者等が前号の告知を行わなかった場合には、当会社は、保
険契約者および支払条項の被保険者等がこの保険契約の告知と同一内容を継続後の契約について
改めて告知したものとみなして支払条項を継続します。
� 疾病条項において、支払条項が継続される場合には、被保険者の身体障害の発生の有無につい
ては、告知事項とはしません。ただし、継続された場合においても継続前の支払条項において告
知義務違反等による解除の理由があるときは、当会社は、継続後の支払条項を解除することがで
きます。

第３８条（保険料率の変更）
保険期間が１年を超える自動車の補償の保険料について、当会社は主務官庁の認可を得た内容に
従って、無事故実績等を勘案して保険期間の中途において当該保険料を変更することがあります。
第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
	 財物条項の保険金（運転車両保険金、保管車両保険金、その他車両保険金、建物・収容動産損害
保険金、携行品損害保険金および積載動産損害保険金をいいます。以下この項において「財物保険
金」といいます。）を支払うべき損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の財物
保険金の支払額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき財物保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。以下この条におい
て同様とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

 第１号の場合において、保険の目的について再取得価額を基準として算出した損害の額に基づ
き保険金または共済金を支払うことを規定した約定のない他の保険契約等があるときには、第１
号の規定にかかわらず第２号の規定に基づいて算出した保険金の額。ただし、保険の目的が建物、
家財、設備・什器等または携行品である場合に限ります。この場合において、他の保険契約等か
ら保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき
保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、第２号の規定を適用します。

� 賠償責任条項の保険金（以下この項において「賠償保険金」といいます。）を支払うべき損害に対
して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の賠償保険金の支払額は、次の各号の規定によ
ります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき賠償保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われる、または支
払われた場合で、損害の額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金ま
たは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 傷害条項の人身傷害保険金（以下この項において「人身傷害保険金」といいます。）を支払うべき
損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の人身傷害保険金の支払額は、次の各
号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき人身傷害保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 疾病条項の人身疾病保険金（以下この項において「人身疾病保険金」といいます。）を支払うべき
損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の人身疾病保険金の支払額は、次の各
号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき人身疾病保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 費用条項のレンタカー費用保険金（以下この項において「費用保険金」といいます。）を支払うべ
き損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額は、次の各号
の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき費用保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 費用条項第２６節の各費用保険金および第２７節の各費用保険金（以下この項において「費用保険金」
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といいます。）を支払うべき損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の費用保険
金の支払額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき費用保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 費用条項各節の規定による保険金のうち第１号に掲げる保険金（以下この項において「費用保険
金」といいます。）を支払うべき損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約（共済契約を含むも
のとします。また、この保険契約において第１号イ．の保険金が支払われるべき場合は、財物条項
の保険の目的（以下この項において「保険の目的」といいます。）である建物、家財または設備・什
器等と同一の構内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものでこの保険契約の保険の目
的以外のものについて締結された保険契約であってもこれを含むものとします。以下この項におい
て「他の保険契約等」といいます。）がある場合の費用保険金の支払額は、第２号、第３号および第
４号の規定によります。
� 次のイ．およびロ．に掲げる保険金
イ．失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、財物臨時費用保険金、水道管凍結修理費用保険
金
ロ．構内構築物修復費用保険金、共用部分修理費用保険金、犯罪行為再発防止費用保険金、救援
者費用保険金、法律相談費用保険金、弁護士費用保険金、ストーカー対策費用保険金、借家修
理費用保険金、来訪者傷害見舞費用保険金、建物・収容動産損害時諸費用保険金

� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき費用保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 費用条項のホールインワン・アルバトロス費用保険金および才能開花祝賀会等費用保険金（以下
この項において「費用保険金」といいます。）を支払うべき損害に対して保険金を支払うべき他の保
険契約等がある場合の費用保険金の支払額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき費用保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

� 費用条項のキャンセル費用保険金（以下この項において「費用保険金」といいます。）を支払うべ
き損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額は、次の各号
の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき費用保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金も
しくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ

のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第４０条（情報の利用）

当会社は、保険契約者または支払条項の被保険者等について、保険契約の内容、申込書記載事項
その他の知り得た情報を、業務上必要な範囲で利用し、または業務上必要な範囲で東京海上日動あ
んしん生命保険株式会社その他関連会社に提供し利用させることがあります。
第４１条（訴訟の提起）

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第４２条（準拠法）

この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
第４３条（契約内容の登録）
� 当会社は、この保険契約の締結または支払条項の追加の際、傷害条項または疾病条項もしくはこ
れらに付帯する特約に関して、次の事項を社団法人日本損害保険協会（以下「協会」といいます。）
に登録することができるものとします。
� 保険契約者の氏名、住所および生年月日
� 支払条項の被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
� 死亡保険金受取人の氏名
� 保険証券記載の保険金額等および被保険者の同意の有無
	 保険契約または支払条項の保険期間

 当会社名
� 各損害保険会社は、前項の規定により登録された支払条項の被保険者について、この保険契約に
よって保険金を支払うべき生じた事故による損害もしくは傷害または発病した疾病に対して保険金
を支払うべき他の保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会
に照会し、その結果を保険契約の全部または一部の解除または保険金の支払について判断する際の
参考にすることができるものとします。
� 各損害保険会社は、前項の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の全部または一
部の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
 協会および各損害保険会社は、第１項の登録内容または第２項の規定による照会結果を、第１項
の規定により登録された支払条項の被保険者に係る保険契約の締結または支払条項の追加に関する
権限を当該損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害
保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
� 保険契約者または支払条項の被保険者は、当該本人に係る第１項の登録内容または第２項の規定
による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第４４条（保険金等の受取人による保険契約の存続）
� 傷害条項または疾病条項においては、債権者等（保険契約者以外の者で保険契約の解除をするこ
とができる者をいいます。以下同様とします。）による保険契約（付加された特約を含みます。以下
この条において同様とします。）の解除は、解除の通知が当会社に到達した時から１か月を経過した
日に効力を生じます。
� 前項の解除が通知された場合でも、通知の時において次の各号の規定を満たす保険金等（名称が
いかなる場合であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、
一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、この項
および第３項においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。以下この条において
同様とします。）の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、その解
除の通知が当会社に到達した日に解除の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額
を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、前項の解除はその効力を生じませ
ん。
� 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
� 保険契約者でないこと。
� 前項の規定により、第１項の効力を生じさせないこととするときは、保険金等の受取人は、次の
各号に規定する書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
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等 級 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第１級
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要す
るもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

１００％

第２級
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要す
るもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

８９％

等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第１級

� 両眼が失明したもの
� 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
� 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
� 両上肢の用を全廃したもの
� 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
� 両下肢の用を全廃したもの

１００％

第２級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力（視力の測定は万国式試視力表に
よるものとします。以下同様とします。）が０．０２以下になったもの
� 両眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 両上肢を手関節以上で失ったもの
� 両下肢を足関節以上で失ったもの

８９％

第３級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服す
ることができないもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが
できないもの
� 両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは、おや指
は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものを
いいます。以下同様とします。）

７８％

第４級

� 両眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力を全く失ったもの
� １上肢をひじ関節以上で失ったもの
� １下肢をひざ関節以上で失ったもの
� 両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものとは、
手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位
指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。この場合にお
いて、おや指にあっては近位指節間関節を指節間関節とします。以
下同様とします。）
� 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

６９％

� 当会社所定の請求書
� 保険契約者および請求者である保険金の受取人の印鑑証明書
� 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類

� 第１項の解除の通知が当会社に到達した日以後、その解除の効力が生じるまでまたは第２項の規
定により効力が生じなくなるまでに、次の各号のいずれかを満たす保険金等の支払事由が生じ、当
会社が保険金等を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、第２項の金額を債権者等
に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、
保険金等の受取人に支払います。
� 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾
病に限定している保険金等は除きます。
� その支払により、この保険契約が消滅する保険金等であること。
� その支払により、解除の効力が生じたときに当会社が債権者等に支払うべき金額が減少するこ
ととなる保険金等であること。

	 前各項の規定は、保険法施行日以後に到達した債権者等による解除の通知に対し効力を生じます。
第４５条（保険証券等の不発行の特則）
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券、保険契約継続証またはこれらに代わる書面の発
行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供し
た事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款および特約の規定を適用
します。

別表 傷－１

１．介護を要する後遺障害

２．１．以外の後遺障害
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等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第５級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務
以外の労務に服することができないもの

� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労
務に服することができないもの

� １上肢を手関節以上で失ったもの
� １下肢を足関節以上で失ったもの
� １上肢の用を全廃したもの
� １下肢の用を全廃したもの
� 両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものとは、その全
部を失ったものをいいます。以下同様とします。）

５９％

第６級

� 両眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度
になったもの

� １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が４０センチメートル以上の距
離では普通の話声を解することができない程度になったもの

� 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
� １上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
� １下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
� １手の５の手指またはおや指を含み４の手指を失ったもの

５０％

第７級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� 両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解す
ることができない程度になったもの

� １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では
普通の話声を解することができない程度になったもの

� 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務
に服することができないもの

� 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服する
ことができないもの

� １手のおや指を含み３の手指を失ったものまたはおや指以外の４
の手指を失ったもの

� １手の５の手指またはおや指を含み４の手指の用を廃したもの
� １足をリスフラン関節以上で失ったもの
	 １上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 １下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
� 両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃したものとは、
第１の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以
上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著し
い運動障害を残すものをいいます。この場合において、第１の足指
にあっては近位指節間関節を指節間関節とします。以下同様としま
す。）

� 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
 両側の睾丸を失ったもの

４２％

等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第８級

� １眼が失明し、または１眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 脊柱に運動障害を残すもの
� １手のおや指を含み２の手指を失ったものまたはおや指以外の３
の手指を失ったもの
� １手のおや指を含み３の手指の用を廃したものまたはおや指以外
の４の手指の用を廃したもの
� １下肢を５センチメートル以上短縮したもの
� １上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
� １下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
� １上肢に偽関節を残すもの
	 １下肢に偽関節を残すもの

 １足の足指の全部を失ったもの

３４％

第９級

� 両眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� １眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解すること
ができない程度になったもの
� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度
になり、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解す
ることが困難である程度になったもの
	 １耳の聴力を全く失ったもの

 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労
務が相当な程度に制限されるもの
� 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当
な程度に制限されるもの
� １手のおや指またはおや指以外の２の手指を失ったもの
 １手のおや指を含み２の手指の用を廃したものまたはおや指以外
の３の手指の用を廃したもの
� １足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの
� １足の足指の全部の用を廃したもの
� 生殖器に著しい障害を残すもの

２６％

別
表



約款‐５７

等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第１０級

� １眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
� １４歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解すること
が困難である程度になったもの

� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度
になったもの

� １手のおや指またはおや指以外の２の手指の用を廃したもの
� １下肢を３センチメートル以上短縮したもの
	 １足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの

 １上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

２０％

第１１級

� 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� １０歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができ
ない程度になったもの

� １耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解す
ることができない程度になったもの

� 脊柱に変形を残すもの
� １手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
	 １足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの

 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障
があるもの

１５％

等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第１２級

� １眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� ７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の耳殻の大部分を欠損したもの
� 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残
すもの
� １上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� 長管骨に変形を残すもの
	 １手のこ指を失ったもの

 １手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
� １足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を失
ったものまたは第３の足指以下の３の足指を失ったもの
� １足の第１の足指または他の４の足指の用を廃したもの
 局部に頑固な神経症状を残すもの
� 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
� 女子の外貌に醜状を残すもの

１０％

第１３級

� １眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
� １眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １手のこ指の用を廃したもの
� １手のおや指の指骨の一部を失ったもの
� １下肢を１センチメートル以上短縮したもの
	 １足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの

 １足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指
の用を廃したものまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したも
の
� 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

７％
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等 級 後 遺 障 害
保 険 金
支払割合

第１４級

� １眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができ
ない程度になったもの

� 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� １手のおや指以外の指骨の一部を失ったもの
� １手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができ
なくなったもの

� １足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの
	 局部に神経症状を残すもの

 男子の外貌に醜状を残すもの

４％

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該
等級の後遺障害とする。

（注１） 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分を
いいます。

（注２） 関節などの説明図

項目 全面的介助状態 部分的介助状態

１．入浴

次のいずれかに該当する。
�一般家庭用浴槽に出入りする際に、
介護者に抱えられたり、リフト等の
機器を用いることが必要である。
�洗身（浴室内でスポンジや手拭い等
に石鹸等を付けて全身を洗うこと）
を全て介護者が行っている。

次のいずれかに該当する。
�一般家庭用浴槽に出入りする際に、
介護者が支えたり手を貸したりする
ことが必要である。
�洗身の際に、介護者が石鹸等をつけ
て体の一部を洗ったりすることが必
要である。

２．排せつ

次のいずれかに該当する。
�おむつ等を使用している。
�身体の汚れた部分を拭くことを含め、
排せつにかかわる全ての介助を介護
者が行っている。

次のいずれかに該当する。
�排せつ後、自分では身体の汚れた部
分の拭き取りができないか、できて
も不充分なため介護者が拭き取る等
の援助を行っている。
�排せつ時に介護者が紙の用意をした
り、便器まわりを汚した場合に掃除
を行う等の援助を行っている。

３．身の回り

次のいずれかに該当する。
�歯磨き等を自分では全くできない。
�洗顔を自分では全くできない。
整髪を自分では全くできない。
�つめ切りを自分では全くできない。

次のいずれかに該当する。
�歯磨き等を行う際に、介護者が歯ブ
ラシやうがい用の水を用意する、歯
磨き粉を歯ブラシにつける等の介助
が必要である。
�洗顔を行う際に、介護者がタオルを
用意する等の介助が必要である。
整髪を行う際に、介護者がくしやブ
ラシを用意する等の介助が必要であ
る。
�つめ切りを行う際に、介護者がつめ
切りを用意する、一部のつめは切る
等の介助が必要である。

４．衣類着脱

次のいずれかに該当する。
�ボタンのかけはずしを自分では全く
できない。
�上衣の着脱を自分では全くできない。
ズボン、パンツ等の着脱を自分では
全くできない。
�靴下の着脱を自分では全くできない。

次のいずれかに該当する。
�ボタンのかけはずしの一部は自分で
できるが、何らかの介助が必要であ
る。
�上衣の着脱の一部は自分でできるが、
介護者が常に上衣を持っている、麻
痺側の腕のみ着せる等の介助が必要
である。
ズボン、パンツ等の着脱の途中まで
は自分でできるが、最後に介護者が
上まで上げる等の介助が必要である。
�靴下の着脱の一部は自分でできるが、
介護者が靴下を丸める、つま先だけ
はかせる等の介助が必要である。

別表 傷－２

別
表



約款‐５９

問 題 行 動

１．ひどい物忘れがある。

２．まわりのことに関心を示さないことがある。

３．実際は盗られていないものを盗られたという等、被害的になることがある。

４．作り話を周囲に言いふらすことがある。

５．実際にないものが見えたり、聞こえることがある。

６．泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。

７．夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。

８．暴言や暴行のいずれかあるいは両方が現れることがある。

９．しつこく同じ話をしたり、周囲に不快な音をたてることがある。

１０．周囲に迷惑となるような大声を出すことがある。

１１．介護者の助言や介護に抵抗することがある。

１２．目的もなく動き回ることがある。

１３．自分がどこにいるかわからず、「家に帰る」等と言い落ち着きがなくなることがある。

１４．外出すると自室や自宅に戻れなくなることがある。

１５．１人で外に出たがり目が離せないことがある。

１６．いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることがある。

１７．火の始末や火元の管理ができないことがある。

１８．物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。

１９．排せつ物を意図的に弄んだり、尿を撒き散らすことがある。

２０．食べられないものを口に入れることがある。

２１．周囲が迷惑している性的行動がある。

別表 傷－３

別表 傷－４
第３章傷害条項第４条（保険金を支払わない場合－その２）第１号の運動等とは、次に掲げるも
のをいいます。
山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、
ボブスレー、スケルトン、航空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）操縦（ただし、職務とし
て操縦する場合を除きます。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モータ
ーハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力
機を除きます。この場合において、パラシュート型超軽量動力機とはパラプレーン等をいいます。）
搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

別表 傷－５
第３章傷害条項第４条（保険金を支払わない場合－その２）第２号の職業とは、次に掲げるもの
をいいます。
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モ
ーターボート競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、
ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を
有する職業

別表 傷－６
１． 両眼の矯正視力が０．０６以下になっていること
２． 咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
３． 両耳の聴力を失っていること
４． 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
５． １下肢の機能を失っていること
６． 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
７． 神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られているこ
と

８． その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られている
こと。

（注１） 第４号の規定中「手関節」および「関節」については別表 傷－１（注２）の関節の説明
図によります。

（注２） 第４号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

§皮膚・乳房の手術
１．植皮術（２５�未満は除く。）
２．乳房切断術

§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３．骨移植術
４．骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５．頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６．鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７．上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものを除く。）
８．脊椎・骨盤観血手術
９．鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０．四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３．筋・腱・靱帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術

は除く。）

§呼吸器・胸部の手術
１４．慢性副鼻腔炎根本手術
１５．喉頭全摘除術
１６．気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７．胸郭形成術
１８．縦隔腫瘍摘出術

§循環器・脾の手術
１９．観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
２０．静脈瘤根本手術
２１．大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
２２．心膜切開・縫合術
２３．直視下心臓内手術
２４．体内用ペースメーカー埋込術
２５．脾摘除術

§消化器の手術
２６．耳下腺腫瘍摘出術
２７．顎下腺腫瘍摘出術
２８．食道離断術
２９．胃切除術
３０．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１．腹膜炎手術
３２．肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３．ヘルニア根本手術

２０
２０

２０
２０
２０
１０
２０
２０
１０
２０
２０
１０
１０

１０
２０
２０
２０
４０

２０
１０
４０
２０
４０
２０
２０

２０
１０
４０
４０
２０
２０
２０
１０

手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

３４．虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５．直腸脱根本手術
３６．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７．痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・単なる痔

核のみの手術は除く。）

§尿・性器の手術
３８．腎移植手術（受容者に限る。）
３９．腎臓・腎盂・尿管・膀胱・観血手術（経尿道的操作は除く。）
４０．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２．陰茎切断術
４３．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４．陰嚢水腫根本手術
４５．子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
４６．子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
４７．帝王切開娩出術
４８．子宮外妊娠手術
４９．子宮脱・膣脱手術
５０．その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。）
５１．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
５２．その他の卵管・卵巣手術

§内分泌器の手術
５３．下垂体腫瘍摘除術
５４．甲状腺手術
５５．副腎全摘除術

§神経の手術
５６．頭蓋内観血手術
５７．神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。）
５８．観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９．脊髄硬膜内外観血手術

§感覚器・視器の手術
６０．眼瞼下垂症手術
６１．涙小管形成術
６２．涙嚢鼻腔吻合術
６３．結膜嚢形成術
６４．角膜移植術
６５．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６．虹彩前後癒着剥離術
６７．緑内障観血手術
６８．白内障・水晶体観血手術
６９．硝子体観血手術

１０
２０
２０
１０

４０
２０
２０
２０
４０
２０
１０
４０
１０
１０
２０
２０
２０
２０
１０

４０
２０
２０

４０
２０
４０
２０

１０
１０
１０
１０
１０
１０
１０
２０
２０
１０

別表 傷－７
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるこ
とをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。

別
表



約款‐６１

手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

７０．網膜剥離症手術
７１．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から６０日の間に１回

の給付を限度とする。）
７２．眼球摘除術・組織充填術
７３．眼窩腫瘍摘出術
７４．眼筋移植術

§感覚器・聴器の手術
７５．観血的鼓膜・鼓室形成術
７６．乳様洞削開術
７７．中耳根本手術
７８．内耳観血手術
７９．聴神経腫瘍摘出術

§悪性新生物の手術
８０．悪性新生物根治手術
８１．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から６０日の間に１回の給付を限度と

する。）
８２．その他の悪性新生物手術

§上記以外の手術
８３．上記以外の開頭術
８４．上記以外の開胸術
８５．上記以外の開腹術
８６．衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から６０日の間に１回の給付

を限度とする。）
８７．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭

・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から６０日の
間に１回の給付を限度とする。）

§新生物根治放射線照射
８８．新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上の照射で、施術の開始日から６０日

の間に１回の給付を限度とする。）

１０
１０

２０
２０
１０

２０
１０
２０
２０
４０

４０
１０

２０

２０
２０
１０
２０

１０

１０

傷 害 名 傷 害 の 定 義

１．脳挫傷 頭部に加えられた衝撃によって脳が器質的損傷を負ったもの（ただし、その治
療を直接の目的として開頭術を伴う手術を行なったものに限り、慢性硬膜下血腫
は除く）

２．脊髄損傷 脊椎（背骨）に加えられた衝撃によって脊椎（背骨）の脱臼・骨折が生じ、受
傷直後の神経症状がFrankel分類のＡ、ＢまたはＣに該当したもの

３．内臓損傷 身体外部から加えられた衝撃等によって内臓（心臓、肺、胃、腸、肝臓、膵臓、
脾臓、腎臓、膀胱）が器質的損傷を受けたもの（ただし、その治療を直接の目的
として開胸・開腹術を伴う手術を行なったものに限る）

傷 害 名 分 類 項 目 基本分類表番号

１．脳挫傷 頭蓋の骨折（８００～８０４）のうち、
・頭蓋穹隆部の骨折
・頭蓋底の骨折
・その他および部位不明の頭蓋骨折
・その他の骨を含む頭蓋または顔面の多発骨折

８００
８０１
８０３
８０４

頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く（８５０～８５４）
のうち、
・脳の裂傷及び挫傷
・くも膜下、硬膜下および硬膜外出血、損傷に続発するもの
・その他および詳細不明の頭蓋内出血、損傷に続発するもの
・その他および性質不明の頭蓋内損傷

８５１
８５２
８５３
８５４

２．脊髄損傷 頚部および体幹の骨折（８０５～８０９）のうち、
・脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折
・脊髄損傷を伴う脊椎の骨折

８０５
８０６

神経および脊髄の損傷（９５０～９５７）のうち、
・椎骨損傷ありとみとめられない脊髄損傷
・神経根および脊髄神経そう〈叢〉の損傷

９５２
９５３

３．内臓損傷 胸、腹および骨盤の内部損傷（８６０～８６９）のうち、
・心（臓）および肺への損傷
・その他および詳細不明の胸内臓器への損傷
・胃腸管への損傷
・肝（臓）への損傷
・脾（臓）への損傷
・腎（臓）への損傷
・骨盤内臓器への損傷
・その他の腹腔内臓器への損傷
・詳細不明または診断名不明確の臓器への内部損傷

８６１
８６２
８６３
８６４
８６５
８６６
８６７
８６８
８６９

別表 傷－８
対象となる脳挫傷、脊髄損傷、内臓損傷とは、表１によって定義づけられる傷害とし、かつ昭和

５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因
統計分類提要」（昭和５４年版）に記載された分類項目中、表２の基本分類表番号に規定される内容に
よるものをいいます。

表１ 対象となる脳挫傷、脊髄損傷、内臓損傷の定義

表２ 対象となる脳挫傷、脊髄損傷、内臓損傷の基本分類表番号
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約款‐６２

�ア 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
�イ 一上肢のすべての指を欠くもの
�ウ 両下肢のすべての指を欠くもの
�エ 一下肢を足関節以上で欠くもの
�オ 両眼の視力の和が０．０８以下のもの
�カ 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの
�キ 平衡機能に著しい障害を有するもの
�ク そしゃくの機能を欠くもの
�ケ 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
�コ 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
�サ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
�シ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
�ス 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
�セ 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
�ソ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状
が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、また
は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
�タ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
�チ 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前
各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表 傷－９
特定障害状態とは、別表 傷－８に掲げる傷害を原因として、国民年金法施行令第４条６別表の
障害等級１級または２級に定める程度の障害の状態（下表）をいいます。

注
１．眼の障害（視力障害）
� 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
� 「両眼の視力の和」とは、それぞれの視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
� 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。

２．聴力の障害
� 聴力の測定は、日本工業規格（昭和５７年８月１４日改定）に準拠したオージオ・メーターで行い
ます。
� 聴力レベルのデシベル値は、周波数５００、１，０００、２，０００ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ、
ｂ、ｃデシベルとしたとき、
１
４
（ａ＋２ｂ＋ｃ）

の値をいいます。

３．平衡機能の障害
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立
不能、または、開眼で直線を歩行中に１０メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ない程度のものをいいます。

４．そしゃく機能（嚥下機能を含む）の障害
「そしゃくの機能を欠くもの」とは、口腔内で食物をかみくだくことが不可能であるため、流動
食以外は摂取できないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければ
ならないもの、または、そしゃく機能の障害もしくは嚥下困難のため、一日の大半を食事に費や

さなければならない程度のものをいいます。

５．言語機能の障害
「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものを
いいます。
� 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するため

に身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの。
� 口唇音、歯音、口蓋音、舌音の４種のうち３種以上が発音不能、または極めて不明瞭なため、

日常会話が誰が聞いても理解できないもの。

６．上肢の障害
� 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が０のものをいいます。
� 「両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの」とは、両上
肢のおや指に加え、両上肢のひとさし指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのた
め両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができな
い程度の障害をいいます。
� 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一上肢の３大関節中いずれか２関節以上が、
次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
� 関節の最大他動可動範囲が正常可動範囲の２分の１以下に制限され、かつ、筋力が半減以下

のもの。
� 筋力が著減、または消失しているもの。
� 「上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高

度の脱力等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいい
ます。

７．下肢の障害
� 「両下肢のすべての指を欠くもの」とは、両下肢の１０趾を中足趾節関節以上で欠くものをいいま
す。
� 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の３大関節中いずれか２関節以上が次
のいずれかに該当するものをいいます。
� 関節の最大他動可動範囲が正常可動範囲の２分の１以下に制限され、かつ、筋力が半減以下

のもの。
� 筋力が著減、または消失しているもの。
� 「一下肢を足関節以上で欠くもの」とは、リスフラン関節以上で欠くものをいいます。

８．体幹の障害
「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては杖、松葉杖、
その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、屋外ではこれらに補助用具の助けを
かりる必要がある程度の障害をいいます。

９．日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
の身体の機能の障害
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を
受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、次のいず
れかに該当する程度のものをいいます。
� 両耳の平均聴力レベルが８０デシベル以上で、かつ、次の式により算出した語音明瞭度の最も
高い値（最良語音明瞭度）が３０％以下のもの。

別
表
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語音明瞭度＝
正答語音数
検査語数

×１００（％）

� 両上肢または両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、または、一上肢および一下肢の機
能に相当程度の障害を残すもの。「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常動作のほと
んどが一人でできてもうまくできない場合、または一人でできてもうまくできない場合の状
態をいいます。

� 四肢の機能に障害を残すもの。「機能に障害を残すもの」とは、日常動作の一部が一人で全く
できない場合、または、一人でできてもうまくできない場合の状態をいいます。

� 人工肛門を造設し、かつ、人工膀胱の造設または尿路変更術を行ったもの、または、人工肛
門を造設し、かつ、完全尿失禁状態にあるものまたはカテーテル留置もしくは自己導尿の常
時施行を必要とするもの。

１０．精神の障害
「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められている程度のもの」とは、器質精神病ま
たは症状精神病で、認知症、人格崩壊、その他の精神神経症状がある程度のものをいいます。

別表 傷－１０
保険金支払額基準

以下の給付金の規定に従い、傷害一時金払保険金として支払います。

１ 傷害治療給付金
医師の治療を要した場合で、病院または診療所に入院または通院した治療日数（通院した治療日
数には、医師による往診日数を含みます。以下「治療日数」といいます。）の合計が１日以上５日未
満となったときに、傷害治療給付金として１回の事故につき１万円を支払います。
２ 傷害入通院給付金

治療日数の合計が５日以上（５日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて
１８０日以内の場合に限ります。）となった場合に、傷害入通院給付金として１回の事故につき１０万円
を支払います。ただし、被保険者が被った傷害が次の各号に該当する症状の場合は、傷害入通院給
付金の額を各号に定められた額とします。
� 手指・足指を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂、上肢・下肢（手指・足指を除く）
の腱・筋・靭帯の損傷・断裂………………………………………………………………………３０万円

� 上肢・下肢（手指・足指を除く）の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂……………５０万円
� 脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫（頭蓋内出血を含む）、頸髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓
器等の破裂・損傷 …………………………………………………………………………………１００万円
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等 級 重 大 障 害

第１級

� 両眼が失明したもの
� 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
� 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
� 両上肢の用を全廃したもの
� 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
� 両下肢の用を全廃したもの

第２級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力（視力の測定は万国式試視力表によるものと
します。以下同様とします。）が０．０２以下になったもの

� 両眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
� 両上肢を手関節以上で失ったもの
� 両下肢を足関節以上で失ったもの

第３級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することがで
きないもの

� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも
の

� 両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは、おや指は指節間関
節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様と
します。）

第４級

� 両眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力を全く失ったもの
� １上肢をひじ関節以上で失ったもの
� １下肢をひざ関節以上で失ったもの
� 両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものとは、手指の末
節骨の半分以上を失い、または中手指関節もしくは近位指節間関節に著しい運
動障害を残すものをいいます。この場合において、おや指にあっては近位指節
間関節を指節間関節とします。以下同様とします。）
� 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第５級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務
に服することができないもの

� 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する
ことができないもの

� １上肢を手関節以上で失ったもの
� １下肢を足関節以上で失ったもの
� １上肢の用を全廃したもの
� １下肢の用を全廃したもの
� 両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものとは、その全部を失った
ものをいいます。以下同様とします。）

等 級 重 大 障 害

第６級

� 両眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったも
の
� １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通
の話声を解する事ができない程度になったもの
� 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
� １上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
� １下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
� １手の５の手指またはおや指を含み４の手指を失ったもの

第７級

� １眼が失明し、他眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� 両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
� １耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になったもの
� 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服するこ
とができないもの
� 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ
ないもの
� １手のおや指を含み３の手指を失ったものまたはおや指以外の４の手指を失
ったもの
� １手の５の手指またはおや指を含み４の手指の用を廃したもの
� １足をリスフラン関節以上で失ったもの
	 １上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 １下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
� 両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃したものとは、第１の足
指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまた
は中足指関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。
この場合において、第１の足指にあっては、近位指節間関節を指節間関節とし
ます。以下同様とします。）
� 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
 両側の睾丸を失ったもの

第８級

� １眼が失明し、または１眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 脊柱に運動障害を残すもの
� １手のおや指を含み２の手指を失ったものまたはおや指以外の３の手指を失
ったもの
� １手のおや指を含み３の手指の用を廃したものまたはおや指以外の４の手指
の用を廃したもの
� １下肢を５センチメートル以上短縮したもの
� １上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
� １下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
� １上肢に偽関節を残すもの
	 １下肢に偽関節を残すもの

 １足の足指の全部を失ったもの

別表 傷－１１

別
表
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等 級 重 大 障 害

第９級

� 両眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� １眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの

� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他
耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程
度になったもの

	 １耳の聴力を全く失ったもの

 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な
程度に制限されるもの

� 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制
限されるもの

� １手のおや指またはおや指以外の２の手指を失ったもの
 １手のおや指を含み２の手指の用を廃したものまたはおや指以外の３の手指
の用を廃したもの

� １足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの
� １足の足指の全部の用を廃したもの
� 生殖器に著しい障害を残すもの

第１０級

� １眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
� １４歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難であ
る程度になったもの

� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったも
の

� １手のおや指またはおや指以外の２の手指の用を廃したもの
� １下肢を３センチメートル以上短縮したもの
	 １足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの

 １上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

等 級 重 大 障 害

第１１級

� 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� １０歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なったもの
� １耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
� 脊柱に変形を残すもの
� １手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
	 １足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの

 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第１２級

� １眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� ７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の耳殻の大部分を欠損したもの
� 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
� １上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� 長管骨に変形を残すもの
	 １手のこ指を失ったもの

 １手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
� １足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を失ったものま
たは第３の足指以下の３の足指を失ったもの
� １足の第１の足指または他の４の足指の用を廃したもの
 局部に頑固な神経症状を残すもの
� 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
� 女子の外貌に醜状を残すもの

第１３級

� １眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
� １眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １手のこ指の用を廃したもの
� １手のおや指の指骨の一部を失ったもの
� １下肢を１センチメートル以上短縮したもの
	 １足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの

 １足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足指の用を廃し
たものまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの
� 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
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約款‐６６

等 級 重 大 障 害

第１４級

� １眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なつたもの

� 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� １手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
� １手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった
もの

� １足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの
	 局部に神経症状を残すもの

 男子の外貌に醜状を残すもの

ひざ関節 

足関節 

股関節 

骨盤骨 

手関節 

ひじ関節 

長管骨 

胸　骨 
鎖　骨 

肩関節 

脊 柱 
せき 

ろく骨 
けんこう骨 上

肢
の
３
大
関
節 

下
肢
の
３
大
関
節 

し 

し 

ひとさし指 

末節骨 
おや指 
末節骨 

指節間関節 
中手指節関節 

なか骨 
くすり指 
こ　指 
遠位指節間関節 
近位指節間関節 
中手指節関節 

第３の足指 第２の足指 
第１の足指 
末節骨 

指節間関節 

リスフラン関節 中足指節関節 

遠位指節間関節 
近位指節間関節 

手 

足 

各等級の重大障害に該当しない重大障害であって、各等級の重大障害に相当するものは、当該
等級の重大障害とする。

注 関節などの説明図

別表 傷－１２
人身傷害保険金損害額基準

第１ 傷害による損害

傷害による損害は、傷害が治癒もしくは症状固定（治療による症状の改善がみられなくなった状態
をいいます。以下同様とします。）するまでの間に被保険者が被った積極損害（救助捜索費、治療関係
費、その他の費用）、休業損害および精神的損害とする。
なお、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって、同条第４項に定める医師により「脳死し

た者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第
１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（医療
給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたもの
とみなされる処置を含む。）であるときには、当該処置に伴い生じた損害を含む。

１．積極損害
� 救助捜索費

社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

� 治療関係費
ａ 応急手当費

緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする。
ｂ 護送費

事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。
ｃ 診察料

初診料、再診料、往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
ｄ 入院料

入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、
被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合には、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当
な実費とする。
ｅ 投薬料・手術料・処置費用等

治療のために必要かつ妥当な実費とする。
ｆ 通院費・転院費・入院費または退院費

社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
ｇ 看護料
� 入院中の看護料

原則として１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき４，１００円とする。
１２歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については、医師の要看護証明がある場
合等医療機関の実状、傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り１日につき４，１００円と
する。
� 自宅看護料または通院看護料

医師が看護の必要性を認めた場合に次の通りとする。ただし、１２歳以下の子供の通院等に近親
者が付き添った場合には医師の証明は要しない。
イ 厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者

立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
ロ 近親者等

１日につき２，０５０円とする。
ｈ 入院中の諸雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、
通信費等とし、入院１日につき１，１００円とする。
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ｉ 柔道整復師等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、
必要かつ妥当な実費とする。
ｊ 義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡（コンタクトレンズを含む）、補聴器、松葉杖、

その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とする。
ｋ 診断書等の費用

必要かつ妥当な実費とする。

� 文書料
交通事故証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

� その他の費用
上記�から�以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥
当な実費とする。

２．休業損害
受傷により収入（専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの）の減少が生じた場合、減
収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務す
る企業等の損害は対象とならない。
� 有職者の場合
下記の算定方法による。ただし、１日あたりの収入額が５，７００円を下回る場合およびその額の立証

が困難な場合は、１日につき５，７００円とする。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療
期間の範囲内で決定する。
ａ 給与所得者（原則として雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ている者をい
います。）
事故直前３か月間の月例給与等

９０日
×対象休業日数

� 事故直前３か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における３か月の月例給与の
合計額（本給及び付加給）とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認
される３か月相当分の額を限度とする。
� 賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
� 本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対し
て現に支給された額を差し引く。
� 役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている
給与と同一視しうるものは給与に含める。
ｂ 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者（原則として白色申告事業者または青色申告事業者を
いいます。）および家業従事者
事故前１か年間の収入額－必要経費

３６５日
×寄与率×対象休業日数

とする。
� 過去１年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前１か年間の収入額および
必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額と
する。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に
基づき、付表�に定める年齢別平均給与額の年相当額を上限として決定する。
� 寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている
場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。

ｃ 自由業者（報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ
選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者
をいう。）
事故前１か年間の収入額
（固定給を除く）

－必要経費

×対象休業日数
３６５日

とする。
過去１か年間の収入額、必要経費については、「ｂ商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者（原
則として白色申告事業者または青色申告事業者をいいます。）および家業従事者」に準ずる。
ｄ アルバイト・パートタイマー
事故直前３か月間の月例給与等

９０日
×対象休業日数

とする。
� 就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
� 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。
事故直前３か月間の就労日数

９０日
×休業した期間の延べ日数

� 家業の手伝いを行っているが、上記ｂの家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象と
ならない。

	 家事従事者（年齢、性別を問わず、家事を専業にする者をいいます。以下同様とします。）の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、１日につき５，７００円とする。

� 無職者、金利生活者、地主、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者
等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。

３．精神的損害
対象日数 入院１日につき８，４００円、通院１日につき４，２００円
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。
通院対象日数は各期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療
日数の２倍を上限として決定する。
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算
する。なお、実治療日数には、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を
固定するために医師の治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着したときは、その日
数を含みます。
ａ 長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）の骨折
または脊柱の骨折によるギプス等
ｂ 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス等

事故から３か月超６か月までの期間 ：７５％
事故から６か月超９か月までの期間 ：４５％
事故から９か月超１３か月までの期間 ：２５％
事故から１３か月超の期間 ：１５％

第２ 重大障害による損害

重大障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。なお、
重大障害の等級は別表傷－１１、年齢別平均給与額は付表Ⅲによる。

１．逸失利益
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被保険者に重大障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的
利益の損失とし、原則として、下記の�、�および�に従い次の算式で計算する。

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

� 被保険者区分別逸失利益計算方法
ａ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
� 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
� 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年
齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当
額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｂ 家事従事者および１８歳以上の学生
年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年
齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当
額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｃ 幼児および１８歳未満の学生
１８歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものが
ある場合は、１８歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。

ｄ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
� １８歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
� 年齢別平均給与額の年相当額の５０％×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッ
ツ係数

� 支払方法
下記ａの方法とする。ただし、下記「３．将来の介護料」の�において「�定期金による支払」の

規定に従い介護料を定期金として支払う場合にはｂの方法とすることができる。
ａ 一時金による支払

上記�の算式で算出した額を一時金として支払う。
ｂ 定期金による支払
重大障害の症状固定日から６ケ月毎に常に介護を要する状態が継続する限り、収入額に労働能力
喪失率を乗じた額を定期金として労働能力喪失期間支払う。なお、収入額は上記�のａからｄの被
保険者区分に従い決定する。
ただし、定期金の支払開始後に重大障害者が死亡した場合は、その死亡時の年齢をもとに次の算
式で算出した額を一時金として支払う。この場合、収入額は被保険者の重大障害の症状固定日時点
での上記�のａからｄの被保険者区分に従い、また、労働能力喪失期間は症状固定日時点での状況
等により決定する。

収入額×労働能力喪失期間から症状固定日以降生存していた期間を控除した期間に対応するライプニ
ッツ係数

� 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記�および�の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ
係数は、下記のとおりとする。
ａ 収入額

� 「現実収入額」は、事故前１か年間または重大障害確定前１か年間に労働の対価として得た収入
額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認
された額とする。
なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の
年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうち
いずれか低い額によるものとする。
� 「年齢別平均給与額」、「１８歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表Ⅲによる。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定時の年齢による。

ｂ 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。
ただし、付表Ⅰに定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
ｃ 労働能力喪失期間

障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。
ただし、付表Ⅳに定める就労可能年数の範囲内とする。
ｄ ライプニッツ係数

労働能力喪失期間（年数）に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱによる。

２．精神的損害
重大障害等級別に下記の金額とする。
第１級 １，６００万円 第８級 ４００万円
第２級 １，３００万円 第９級 ３００万円
第３級 １，１００万円 第１０級 ２００万円
第４級 ９００万円 第１１級 １５０万円
第５級 ７５０万円 第１２級 １００万円
第６級 ６００万円 第１３級 ６０万円
第７級 ５００万円 第１４級 ４０万円

ただし、第１級、第２級および第３級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合
は、第１級２，０００万円、第２級１，５００万円、第３級１，２５０万円とする。

３．将来の介護料
将来の介護料は重大障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとお
り算定する。
� 重大障害別等級第１級３号または４号に該当する重大障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻
痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合
ａ 介護料

１か月につき１６万円とする。
ｂ 支払方法

原則として下記�による。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、当会社が一時金による
支払が妥当と認める場合には、�による。
� 定期金による支払

重大障害の症状固定日から６か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期
金として支払う。
� 一時金による支払

介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
ｃ 介護期間

障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表�に定める平均余命の範囲内で決定する。
ｄ ライプニッツ係数

介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表�による。
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� 重大障害別等級第１級、第２級、第３級３号または４号に該当する重大障害者で、かつ、随時介
護を要すると認められる場合
ａ 介護料
１か月につき、８万円とする。

ｂ 支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。

ｃ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定する。

ｄ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱによる。

４．その他の損害
上記１．から３．以外の重大障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、５００万円を

限度とする。

第３ 死亡による損害

死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。

１．葬祭費
６０万円とする。ただし、立証資料等により６０万円を超えることが明らかな場合は、１００万円を限度
に、実費とする。

２．逸失利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失
（年金および恩給を除く）とし、下記の�および�に従い次の算式で計算する。
（収入額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
� 被保険者区分別逸失利益計算方法
ａ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。

� （現実収入額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
� （年齢別平均給与額の年相当額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年
齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当
額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｂ 家事従事者および１８歳以上の学生

（年齢別平均給与額の年相当額－生活費）× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年
齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当
額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｃ 幼児および１８歳未満の学生

（全年齢平均給与額の年相当額－生活費）× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ｄ 上記ａ、ｂ、ｃ以外の者で身体および精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無
職者

下記のいずれか高い額とする。
� （１８歳平均給与額の年相当額－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

� （年齢別平均給与額の年相当額の５０％－生活費）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

� 収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記�の算式における収入額、生活費、就労可能年数、ライプニッツ係数は、下記のとおりとす

る。
ａ 収入額
� 「現実収入額」は、事故前１か年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町
村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。
なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の
年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうち
いずれか低い額によるものとする。
� 「年齢別平均給与額」、「１８歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表Ⅲによる。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定時の年齢による。

ｂ 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とする。

� 被扶養者がない場合 ５０％
� 被扶養者が１人の場合 ４０％
� 被扶養者が２人の場合 ３５％
� 被扶養者が３人以上の場合 ３０％

「被扶養者」とは被保険者に現実に扶養されていた者をいう。
ｃ 就労可能年数

就労可能年数は、付表Ⅳによる。
ｄ ライプニッツ係数

就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによる。

３．精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とする。
被保険者が一家の支柱である場合 ２，０００万円
被保険者が６５歳以上の者である場合 １，５００万円
被保険者が上記以外の場合 １，６００万円

４．その他の損害
上記１．から３．以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
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障 害 等 級 労働能力喪失率

第１級
第２級
第３級
第４級
第５級
第６級
第７級
第８級
第９級
第１０級
第１１級
第１２級
第１３級
第１４級

１００／１００
１００／１００
１００／１００
９２／１００
７９／１００
６７／１００
５６／１００
４５／１００
３５／１００
２７／１００
２０／１００
１４／１００
９／１００
５／１００

期 間 ライプニッツ係数 期 間 ライプニッツ係数

年
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５

０．９５２
１．８５９
２．７２３
３．５４６
４．３２９
５．０７６
５．７８６
６．４６３
７．１０８
７．７２２
８．３０６
８．８６３
９．３９４
９．８９９
１０．３８０
１０．８３８
１１．２７４
１１．６９０
１２．０８５
１２．４６２
１２．８２１
１３．１６３
１３．４８９
１３．７９９
１４．０９４
１４．３７５
１４．６４３
１４．８９８
１５．１４１
１５．３７２
１５．５９３
１５．８０３
１６．００３
１６．１９３
１６．３７４
１６．５４７
１６．７１１
１６．８６８
１７．０１７
１７．１５９
１７．２９４
１７．４２３
１７．５４６
１７．６６３
１７．７７４

年
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
６８
６９
７０
７１
７２
７３
７４
７５
７６
７７
７８
７９
８０
８１
８２
８３
８４
８５
８６
８７
８８
８９
９０

１７．８８０
１７．９８１
１８．０７７
１８．１６９
１８．２５６
１８．３３９
１８．４１８
１８．４９３
１８．５６５
１８．６３３
１８．６９９
１８．７６１
１８．８２０
１８．８７６
１８．９２９
１８．９８０
１９．０２９
１９．０７５
１９．１１９
１９．１６１
１９．２０１
１９．２３９
１９．２７５
１９．３１０
１９．３４３
１９．３７４
１９．４０４
１９．４３２
１９．４５９
１９．４８５
１９．５０９
１９．５３３
１９．５５５
１９．５７６
１９．５９６
１９．６１６
１９．６３４
１９．６５１
１９．６６８
１９．６８４
１９．６９９
１９．７１３
１９．７２７
１９．７４０
１９．７５２

付表� 労働能力喪失率表 付表Ⅱ ライプニッツ係数表

（注）幼児および１８歳未満の学生・無職者の重大障害による逸失利益を算定するに当たり，労働能力
喪失期間の終期が１８歳を超える場合の係数は，終期までの年数に対応する係数から就労の始期
（１８歳）までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。
（例）１０歳，労働能力喪失期間（年数）２０年の場合

１２．４６２（２０年の係数）－６．４６３（８年の係数）＝５．９９９

別
表
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年 齢 男 子 女 子 年 齢 男 子 女 子

歳

全年齢
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２

円

４１５，４００
１８７，４００
１９９，８００
２１９，８００
２３９，８００
２５９，８００
２７２，８００
２８５，９００
２９８，９００
３１２，０００
３２５，０００
３３７，３００
３４９，６００
３６１，８００
３７４，１００
３８６，４００
３９８，０００
４０９，６００
４２１，３００
４３２，９００
４４４，５００
４５０，５００
４５６，６００
４６２，６００
４６８，６００
４７４，７００

円

２７５，１００
１６９，６００
１７５，８００
１９３，８００
２１１，９００
２３０，０００
２３８，７００
２４７，４００
２５６，０００
２６４，７００
２７３，４００
２７８，８００
２８４，１００
２８９，４００
２９４，７００
３００，１００
３０１，９００
３０３，７００
３０５，５００
３０７，３００
３０９，１００
３０７，９００
３０６，８００
３０５，６００
３０４，５００
３０３，３００

歳

４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
６８～

円

４７８，３００
４８２，０００
４８５，６００
４８９，３００
４９２，９００
４９５，５００
４９８，１００
５００，７００
５０３，３００
５０５，８００
５００，７００
４９５，５００
４９０，３００
４８５，２００
４８０，０００
４５５，４００
４３０，９００
４０６，３００
３８１，７００
３５７，２００
３５０，１００
３４３，０００
３３６，０００
３２８，９００
３２１，８００
３１４，８００

円

３０１，０００
２９８，８００
２９６，５００
２９４，３００
２９２，０００
２９１，８００
２９１，７００
２９１，６００
２９１，４００
２９１，３００
２８８，５００
２８５，６００
２８２，８００
２８０，０００
２７７，２００
２６９，０００
２６０，９００
２５２，７００
２４４，５００
２３６，４００
２３６，４００
２３６，４００
２３６，５００
２３６，５００
２３６，５００
２３６，６００

年 齢
幼児・学生・働く意思と能力を有する者 有 職 者

就労可能年数 ライプニッツ係数 就労可能年数 ライプニッツ係数

歳
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７

年
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９
４９

７．５４９
７．９２７
８．３２３
８．７３９
９．１７６
９．６３５
１０．１１７
１０．６２３
１１．１５４
１１．７１２
１２．２９７
１２．９１２
１３．５５８
１４．２３６
１４．９４７
１５．６９５
１６．４８０
１７．３０４

年
６７
６６
６５
６４
６３
６２
６１
６０
５９
５８
５７
５６
５５
５４
５３
５２
５１
５０

１９．２３９
１９．２０１
１９．１６１
１９．１１９
１９．０７５
１９．０２９
１８．９８０
１８．９２９
１８．８７６
１８．８２０
１８．７６１
１８．６９９
１８．６３３
１８．５６５
１８．４９３
１８．４１８
１８．３３９
１８．２５６

付表� 年齢別平均給与額・全年齢平均給与額表（平均月額） 付表� 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表

〔１〕１８歳未満の者に適用する表

（注）幼児・１８歳未満の学生および働く意思と能力を有する者（有職者・家事従事者、１８歳以上の学生
以外）の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記（例）に準じて算出する。

（例）３歳の幼児
� 就労の終期（６７歳）までの年数６４年（６７年－３年）に対応する係数 １９．１１９
� 就労の始期（１８歳）までの年数１５年（１８年－３年）に対応する係数 １０．３８０
� 就労可能年数４９年（６４年－１５年）
� 適用する係数 ８．７３９ （１９．１１９－１０．３８０）
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年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数

歳
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７

年
４９
４８
４７
４６
４５
４４
４３
４２
４１
４０
３９
３８
３７
３６
３５
３４
３３
３２
３１
３０
２９
２８
２７
２６
２５
２４
２３
２２
２１
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３
１３
１２
１２

１８．１６９
１８．０７７
１７．９８１
１７．８８０
１７．７７４
１７．６６３
１７．５４６
１７．４２３
１７．２９４
１７．１５９
１７．０１７
１６．８６８
１６．７１１
１６．５４７
１６．３７４
１６．１９３
１６．００３
１５．８０３
１５．５９３
１５．３７２
１５．１４１
１４．８９８
１４．６４３
１４．３７５
１４．０９４
１３．７９９
１３．４８９
１３．１６３
１２．８２１
１２．４６２
１２．０８５
１１．６９０
１１．２７４
１０．８３８
１０．３８０
９．８９９
９．３９４
９．３９４
８．８６３
８．８６３

歳
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
６８
６９
７０
７１
７２
７３
７４
７５
７６
７７
７８
７９
８０
８１
８２
８３
８４
８５
８６
８７
８８
８９
９０
９１
９２
９３
９４
９５
９６
９７～

年
１１
１１
１１
１０
１０
９
９
９
８
８
８
７
７
７
６
６
６
５
５
５
５
４
４
４
４
３
３
３
３
３
３
２
２
２
２
２
２
２
２
２

８．３０６
８．３０６
８．３０６
７．７２２
７．７２２
７．１０８
７．１０８
７．１０８
６．４６３
６．４６３
６．４６３
５．７８６
５．７８６
５．７８６
５．０７６
５．０７６
５．０７６
４．３２９
４．３２９
４．３２９
４．３２９
３．５４６
３．５４６
３．５４６
３．５４６
２．７２３
２．７２３
２．７２３
２．７２３
２．７２３
２．７２３
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９
１．８５９

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳

男 ７６．３８ ７５．７３ ７４．７８ ７３．８２ ７２．８５ ７１．８７ ７０．８８ ６９．９０ ６８．９２ ６７．９３

女 ８２．８５ ８２．１７ ８１．２１ ８０．２５ ７９．２７ ７８．２９ ７７．３０ ７６．３１ ７５．３３ ７４．３４

１０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳

男 ６６．９４ ６５．９５ ６４．９７ ６３．９８ ６２．９９ ６２．００ ６１．０２ ６０．０５ ５９．０８ ５８．１２

女 ７３．３４ ７２．３５ ７１．３６ ７０．３７ ６９．３８ ６８．３９ ６７．４０ ６６．４２ ６５．４３ ６４．４５

２０歳 ２１歳 ２２歳 ２３歳 ２４歳 ２５歳 ２６歳 ２７歳 ２８歳 ２９歳

男 ５７．１６ ５６．２１ ５５．２５ ５４．２９ ５３．３３ ５２．３７ ５１．４０ ５０．４４ ４９．４８ ４８．５１

女 ６３．４６ ６２．４８ ６１．５０ ６０．５２ ５９．５４ ５８．５６ ５７．５７ ５６．５９ ５５．６１ ５４．６３

３０歳 ３１歳 ３２歳 ３３歳 ３４歳 ３５歳 ３６歳 ３７歳 ３８歳 ３９歳

男 ４７．５５ ４６．５９ ４５．６２ ４４．６６ ４３．７０ ４２．７４ ４１．７８ ４０．８２ ３９．８７ ３８．９１

女 ５３．６５ ５２．６７ ５１．６９ ５０．７２ ４９．７４ ４８．７７ ４７．７９ ４６．８２ ４５．８５ ４４．８８

４０歳 ４１歳 ４２歳 ４３歳 ４４歳 ４５歳 ４６歳 ４７歳 ４８歳 ４９歳

男 ３７．９６ ３７．０２ ３６．０８ ３５．１４ ３４．２１ ３３．２８ ３２．３６ ３１．４５ ３０．５５ ２９．６５

女 ４３．９１ ４２．９５ ４１．９９ ４１．０３ ４０．０７ ３９．１２ ３８．１８ ３７．２３ ３６．３０ ３５．３６

５０歳 ５１歳 ５２歳 ５３歳 ５４歳 ５５歳 ５６歳 ５７歳 ５８歳 ５９歳

男 ２８．７５ ２７．８７ ２６．９９ ２６．１２ ２５．２６ ２４．４１ ２３．５６ ２２．７２ ２１．８９ ２１．０８

女 ３４．４３ ３３．５０ ３２．５８ ３１．６５ ３０．７４ ２９．８２ ２８．９１ ２８．００ ２７．１０ ２６．２０

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 ６６歳 ６７歳 ６８歳 ６９歳

男 ２０．２８ １９．４９ １８．７２ １７．９６ １７．２１ １６．４８ １５．７６ １５．０４ １４．３４ １３．６５

女 ２５．３１ ２４．４２ ２３．５４ ２２．６７ ２１．８０ ２０．９４ ２０．０９ １９．２４ １８．４０ １７．５８

７０歳 ７１歳 ７２歳 ７３歳 ７４歳 ７５歳 ７６歳 ７７歳 ７８歳 ７９歳

男 １２．９７ １２．３０ １１．６５ １１．０２ １０．４０ ９．８１ ９．２３ ８．６７ ８．１４ ７．６２

女 １６．７６ １５．９５ １５．１６ １４．３８ １３．６２ １２．８８ １２．１６ １１．４５ １０．７７ １０．１１

８０歳 ８１歳 ８２歳 ８３歳 ８４歳 ８５歳 ８６歳 ８７歳 ８８歳 ８９歳

男 ７．１３ ６．６７ ６．２３ ５．８１ ５．４２ ５．０５ ４．７１ ４．４０ ４．１１ ３．８４

女 ９．４７ ８．８６ ８．２７ ７．７１ ７．１７ ６．６７ ６．２０ ５．７７ ５．３６ ４．９９

９０歳 ９１歳 ９２歳 ９３歳 ９４歳 ９５歳 ９６歳 ９７歳 ９８歳 ９９歳

男 ３．５８ ３．３５ ３．１４ ２．９５ ２．７７ ２．６０ ２．４４ ２．３０ ２．１６ ２．０４

女 ４．６４ ４．３３ ４．０４ ３．７８ ３．５４ ３．３３ ３．１４ ２．９６ ２．８０ ２．６５

１００歳 １０１歳 １０２歳 １０３歳 １０４歳 １０５歳 １０６歳 １０７歳 １０８歳 １０９歳

男 １．９２ １．８１ １．７１ １．６１ １．５２ １．４４ １．３６ １．２８ １．２１ １．１５

女 ２．５１ ２．３８ ２．２６ ２．１６ ２．０５ １．９６ １．８７ １．７９ １．７１ １．６４

１１０歳 １１１歳 １１２歳 １１３歳 １１４歳 １１５歳

男 １．０９ ― ― ― ― ―

女 １．５７ １．５０ １．４４ １．３９ １．３３ １．２８

〔２〕１８歳以上の者に適用する表 付表Ⅴ 第１８回生命表による平均余命
（単位：年）

別
表



約款‐７３

項目 全面的介助状態 部分的介助状態

１．入浴

次のいずれかに該当する。
�一般家庭用浴槽に出入りする際に、
介護者に抱えられたり、リフト等の
機器を用いることが必要である。

�洗身（浴室内でスポンジや手拭い等
に石鹸等を付けて全身を洗うこと）
を全て介護者が行っている。

次のいずれかに該当する。
�一般家庭用浴槽に出入りする際に、
介護者が支えたり手を貸したりする
ことが必要である。

�洗身の際に、介護者が石鹸等をつけ
て体の一部を洗ったりすることが必
要である。

２．排せつ

次のいずれかに該当する。
�おむつ等を使用している。
�身体の汚れた部分を拭くことを含め、
排せつにかかわる全ての介助を介護
者が行っている。

次のいずれかに該当する。
�排せつ後、自分では身体の汚れた部
分の拭き取りができないか、できて
も不充分なため介護者が拭き取る等
の援助を行っている。

�排せつ時に介護者が紙の用意をした
り、便器まわりを汚した場合に掃除
を行う等の援助を行っている。

３．身の回り

次のいずれかに該当する。
�歯磨き等を自分では全くできない。
�洗顔を自分では全くできない。
�整髪を自分では全くできない。
�つめ切りを自分では全くできない。

次のいずれかに該当する。
�歯磨き等を行う際に、介護者が歯ブ
ラシやうがい用の水を用意する、歯
磨き粉を歯ブラシにつける等の介助
が必要である。

�洗顔を行う際に、介護者がタオルを
用意する等の介助が必要である。

�整髪を行う際に、介護者がくしやブ
ラシを用意する等の介助が必要であ
る。

�つめ切りを行う際に、介護者がつめ
切りを用意する、一部のつめは切る
等の介助が必要である。

４．衣類着脱

次のいずれかに該当する。
�ボタンのかけはずしを自分では全く
できない。

�上衣の着脱を自分では全くできない。
�ズボン、パンツ等の着脱を自分では
全くできない。

�靴下の着脱を自分では全くできない。

次のいずれかに該当する。
�ボタンのかけはずしの一部は自分で
できるが、何らかの介助が必要であ
る。

�上衣の着脱の一部は自分でできるが、
介護者が常に上衣を持っている、麻
痺側の腕のみ着せる等の介助が必要
である。

�ズボン、パンツ等の着脱の途中まで
は自分でできるが、最後に介護者が
上まで上げる等の介助が必要である。

�靴下の着脱の一部は自分でできるが、
介護者が靴下を丸める、つま先だけ
はかせる等の介助が必要である。

問 題 行 動

１．ひどい物忘れがある。

２．まわりのことに関心を示さないことがある。

３．実際は盗られていないものを盗られたという等、被害的になることがある。

４．作り話を周囲に言いふらすことがある。

５．実際にないものが見えたり、聞こえることがある。

６．泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。

７．夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。

８．暴言や暴行のいずれかあるいは両方が現れることがある。

９．しつこく同じ話をしたり、周囲に不快な音をたてることがある。

１０．周囲に迷惑となるような大声を出すことがある。

１１．介護者の助言や介護に抵抗することがある。

１２．目的もなく動き回ることがある。

１３．自分がどこにいるかわからず、「家に帰る」等と言い落ち着きがなくなることがある。

１４．外出すると自室や自宅に戻れなくなることがある。

１５．１人で外に出たがり目が離せないことがある。

１６．いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることがある。

１７．火の始末や火元の管理ができないことがある。

１８．物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。

１９．排せつ物を意図的に弄んだり、尿を撒き散らすことがある。

２０．食べられないものを口に入れることがある。

２１．周囲が迷惑している性的行動がある。

別表 疾－１ 別表 疾－２

別表 疾－３
第４章疾病条項第４条（保険金を支払わない場合－その２）第１号の運動等とは、次に掲げるもの
をいいます。
山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、

ボブスレー、スケルトン、航空機（グライダーおよび飛行船を除きます。）操縦（ただし、職務として
操縦する場合を除きます。）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モーターハ
ンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を除
きます。この場合において、パラシュート型超軽量動力機とはパラプレーン等をいいます。）搭乗、ジ
ャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

別表 疾－４
第４章疾病条項第４条（保険金を支払わない場合－その２）第２号の職業とは、次に掲げるものを
いいます。
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モー
ターボート競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレスラー、ロ
ーラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有す
る職業
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手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

§皮膚・乳房の手術
１．植皮術（２５�未満は除く。）
２．乳房切断術

§筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３．骨移植術
４．骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５．頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６．鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７．上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉の処置に伴うものを除く。）
８．脊椎・骨盤観血手術
９．鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０．四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１．切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２．四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３．筋・腱・靱帯観血手術（手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術

は除く。）

§呼吸器・胸部の手術
１４．慢性副鼻腔炎根本手術
１５．喉頭全摘除術
１６．気管・気管支・肺・胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７．胸郭形成術
１８．縦隔腫瘍摘出術

§循環器・脾の手術
１９．観血的血管形成術（血液透析用外シャント形成術を除く。）
２０．静脈瘤根本手術
２１．大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
２２．心膜切開・縫合術
２３．直視下心臓内手術
２４．体内用ペースメーカー埋込術
２５．脾摘除術

§消化器の手術
２６．耳下腺腫瘍摘出術
２７．顎下腺腫瘍摘出術
２８．食道離断術
２９．胃切除術
３０．その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１．腹膜炎手術
３２．肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３．ヘルニア根本手術

２０
２０

２０
２０
２０
１０
２０
２０
１０
２０
２０
１０
１０

１０
２０
２０
２０
４０

２０
１０
４０
２０
４０
２０
２０

２０
１０
４０
４０
２０
２０
２０
１０

手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

３４．虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５．直腸脱根本手術
３６．その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７．痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたもので、処置・単なる痔

核のみの手術は除く。）

§尿・性器の手術
３８．腎移植手術（受容者に限る。）
３９．腎臓・腎盂・尿管・膀胱・観血手術（経尿道的操作は除く。）
４０．尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１．尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２．陰茎切断術
４３．睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４．陰嚢水腫根本手術
４５．子宮広汎全摘除術（単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。）
４６．子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術
４７．帝王切開娩出術
４８．子宮外妊娠手術
４９．子宮脱・膣脱手術
５０．その他の子宮手術（子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。）
５１．卵管・卵巣観血手術（経膣的操作は除く。）
５２．その他の卵管・卵巣手術

§内分泌器の手術
５３．下垂体腫瘍摘除術
５４．甲状腺手術
５５．副腎全摘除術

§神経の手術
５６．頭蓋内観血手術
５７．神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。）
５８．観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９．脊髄硬膜内外観血手術

§感覚器・視器の手術
６０．眼瞼下垂症手術
６１．涙小管形成術
６２．涙嚢鼻腔吻合術
６３．結膜嚢形成術
６４．角膜移植術
６５．観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６．虹彩前後癒着剥離術
６７．緑内障観血手術
６８．白内障・水晶体観血手術
６９．硝子体観血手術

１０
２０
２０
１０

４０
２０
２０
２０
４０
２０
１０
４０
１０
１０
２０
２０
２０
２０
１０

４０
２０
２０

４０
２０
４０
２０

１０
１０
１０
１０
１０
１０
１０
２０
２０
１０

別表 疾－５
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えること
をいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。

別
表
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手術番号 手 術 の 種 類 給付倍率

７０．網膜剥離症手術
７１．レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術の開始日から６０日の間に１回

の給付を限度とする。）
７２．眼球摘除術・組織充填術
７３．眼窩腫瘍摘出術
７４．眼筋移植術

§感覚器・聴器の手術
７５．観血的鼓膜・鼓室形成術
７６．乳様洞削開術
７７．中耳根本手術
７８．内耳観血手術
７９．聴神経腫瘍摘出術

§悪性新生物の手術
８０．悪性新生物根治手術
８１．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から６０日の間に１回の給付を限度と

する。）
８２．その他の悪性新生物手術

§上記以外の手術
８３．上記以外の開頭術
８４．上記以外の開胸術
８５．上記以外の開腹術
８６．衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日から６０日の間に１回の給付

を限度とする。）
８７．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭

・胸・腹部臓器手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から６０日の
間に１回の給付を限度とする。）

§新生物根治放射線照射
８８．新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上の照射で、施術の開始日から６０日

の間に１回の給付を限度とする。）

１０
１０

２０
２０
１０

２０
１０
２０
２０
４０

４０
１０

２０

２０
２０
１０
２０

１０

１０

疾 病 名 疾 病 の 定 義

１．悪性新生物 悪性腫瘍細胞の存在、組織の無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病
（ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く）

２．急性心筋
梗塞

冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊
死に陥った疾病であり、原則として以下の３項目を満たす疾病
� 典型的な胸部痛の病歴
� 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化
� 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇

３．脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる）
により血管の循環が急激に障害されることによって、２４時間以上持続する中枢神
経系の脱落症状を引き起こした疾病

疾 病 名 分 類 項 目 基本分類表番号

１．悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 １４０～１４９

消化器および腹膜の悪性新生物 １５０～１５９

呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 １６０～１６５

骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（１７０～１７５）の
うち
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物
・皮膚の悪性黒色腫
・女性乳房の悪性新生物
・男性乳房の悪性新生物

１７０
１７１
１７２
１７４
１７５

泌尿生殖器の悪性新生物 １７９～１８９

その他および部位不明の悪性新生物 １９０～１９９

リンパ組織および造血組織の悪性新生物 ２００～２０８

２．急性心筋
梗塞

虚血性心疾患（４１０～４１４）のうち、
・急性心筋梗塞 ４１０

３．脳卒中 脳血管疾患（４３０～４３８）のうち、
・くも膜下出血
・脳内出血
・脳動脈の狭塞

４３０
４３１
４３４

別表 疾－６
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表１によって定義づけられる疾病とし、かつ
昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死
因統計分類提要」（昭和５４年版）に記載された分類項目中、表２の基本分類表番号に規定される内容に
よるものをいいます。

表１ 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中

表２ 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類表番号
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対象とする疾病の範囲は、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定められた分類項目中下記の
ものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因
統計分類提要、ＩＣＤ‐１０準拠」によるものとします。

疾 病 名 分 類 項 目 基本分類コード

� 脳血管疾患 脳血管疾患 Ｉ６０～Ｉ６９

� 心疾患 慢性リウマチ性心疾患
虚血性心疾患
肺性心疾患および肺循環疾患
その他の型の心疾患

Ｉ０５～Ｉ０９
Ｉ２０～Ｉ２５
Ｉ２６～Ｉ２８
Ｉ３０～Ｉ５２

� 腎疾患 糸球体疾患
腎尿細管間質性疾患
腎不全
尿路結石症
腎および尿管のその他の障害

Ｎ００～Ｎ０８
Ｎ１０～Ｎ１６
Ｎ１７～Ｎ１９
Ｎ２０～Ｎ２３
Ｎ２５～Ｎ２９

� 肝疾患 ウィルス肝炎
肝疾患

Ｂ１５～Ｂ１９
Ｋ７０～Ｋ７７

� 糖尿病 糖尿病 Ｅ１０～Ｅ１４

� 悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性性器の悪性新生物
男性性器の悪性新生物
尿路の悪性新生物
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物

Ｃ００～Ｃ１４
Ｃ１５～Ｃ２６
Ｃ３０～Ｃ３９
Ｃ４０～Ｃ４１
Ｃ４３～Ｃ４４
Ｃ４５～Ｃ４９
Ｃ５０

Ｃ５１～Ｃ５８
Ｃ６０～Ｃ６３
Ｃ６４～Ｃ６８
Ｃ６９～Ｃ７２
Ｃ７３～Ｃ７５
Ｃ７６～Ｃ８０
Ｃ８１～Ｃ９６
Ｃ９７

� 高血圧性疾患 高血圧性疾患 Ｉ１０～Ｉ１５

精神作用物質の有害な使用および依存症候群とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に定め
られた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、
疾病、傷害および死因統計分類提要、ＩＣＤ－１０準拠」によるものとします。

分 類 項 目 基本分類コード

精神作用物質の
有害な使用およ
び依存症候群

� アヘン類使用による精神および行動の障害（Ｆ１１）
中の
・有害な使用
・依存症候群
� 大麻類使用による精神および行動の障害（Ｆ１２）中
の
・有害な使用
・依存症候群
� 鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障
害（Ｆ１３）中の
・有害な使用
・依存症候群
� コカイン使用による精神および行動の障害（Ｆ１４）
中の
・有害な使用
・依存症候群
� カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精
神および行動の障害（Ｆ１５）中の
・有害な使用
・依存症候群
� 幻覚薬使用による精神および行動の障害（Ｆ１６）中
の
・有害な使用
・依存症候群
� 揮発性溶剤使用による精神および行動の障害（Ｆ１８）
中の
・有害な使用
・依存症候群
� 多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精
神および行動の障害（Ｆ１９）中の
・有害な使用
・依存症候群

Ｆ１１．１
Ｆ１１．２

Ｆ１２．１
Ｆ１２．２

Ｆ１３．１
Ｆ１３．２

Ｆ１４．１
Ｆ１４．２

Ｆ１５．１
Ｆ１５．２

Ｆ１６．１
Ｆ１６．２

Ｆ１８．１
Ｆ１８．２

Ｆ１９．１
Ｆ１９．２

別表 疾－７
重度疾病保険金の支払の対象とする疾病および疾病分類

別表 疾－８
精神作用物質の有害な使用および依存症候群

別
表
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�ア 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
�イ 一上肢のすべての指を欠くもの
�ウ 両下肢のすべての指を欠くもの
�エ 一下肢を足関節以上で欠くもの
�オ 両眼の視力の和が０．０８以下のもの
�カ 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの
�キ 平衡機能に著しい障害を有するもの
�ク そしゃくの機能を欠くもの
�ケ 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
�コ 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
�サ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
�シ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
�ス 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
�セ 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
�ソ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状
が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、また
は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
�タ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
�チ 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前
各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表 疾－９
特定障害状態

特定障害状態とは、別表 疾－７に掲げる疾病を原因として、国民年金法施行令第４条６別表の障
害等級１級または２級に定める程度の障害の状態（下表）をいいます。

注
１．眼の障害（視力障害）
� 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
� 「両眼の視力の和」とは、それぞれの視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
� 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。

２．聴力の障害
� 聴力の測定は、日本工業規格（昭和５７年８月１４日改定）に準拠したオージオ・メーターで行い
ます。
� 聴力レベルのデシベル値は、周波数５００、１，０００、２，０００ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ、
ｂ、ｃデシベルとしたとき、
１
４
（ａ＋２ｂ＋ｃ）

の値をいいます。

３．平衡機能の障害
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立
不能、または、開眼で直線を歩行中に１０メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中
断せざるを得ない程度のものをいいます。

４．そしゃく機能（嚥下機能を含む）の障害
「そしゃくの機能を欠くもの」とは、口腔内で食物をかみくだくことが不可能であるため、流動

食以外は摂取できないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければ
ならないもの、または、そしゃく機能の障害もしくは嚥下困難のため、一日の大半を食事に費や
さなければならない程度のものをいいます。

５．言語機能の障害
「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものを
いいます。
� 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するため

に身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの。
� 口唇音、歯音、口蓋音、舌音の４種のうち３種以上が発音不能、または極めて不明瞭なため、

日常会話が誰が聞いても理解できないもの。

６．上肢の障害
� 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が０のものをいいます。
� 「両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの」とは、両上
肢のおや指に加え、両上肢のひとさし指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのた
め両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができな
い程度の障害をいいます。
� 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一上肢の３大関節中いずれか２関節以上が、
次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
� 関節の最大他動可動範囲が正常可動範囲の２分の１以下に制限され、かつ、筋力が半減以下

のもの。
� 筋力が著減、または消失しているもの。
� 「上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高
度の脱力等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいいま
す。

７．下肢の障害
� 「両下肢のすべての指を欠くもの」とは、両下肢の１０趾を中足趾節関節以上で欠くものをいい
ます。
� 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の３大関節中いずれか２関節以上が
次のいずれかに該当するものをいいます。
� 関節の最大他動可動範囲が正常可動範囲の２分の１以下に制限され、かつ、筋力が半減以下

のもの。
� 筋力が著減、または消失しているもの。
� 「一下肢を足関節以上で欠くもの」とは、リスフラン関節以上で欠くものをいいます。

８．体幹の障害
「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては杖、松葉杖、
その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、屋外ではこれらに補助用具の助けを
かりる必要がある程度の障害をいいます。

９．日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
の身体の機能の障害
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を
受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、次のいず
れかに該当する程度のものをいいます。
� 両耳の平均聴力レベルが８０デシベル以上で、かつ、次の式により算出した語音明瞭度の最も

高い値（最良語音明瞭度）が３０％以下のもの。
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語音明瞭度＝
正答語音数
検査語数

×１００（％）

� 両上肢または両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、または、一上肢および一下肢の機能
に相当程度の障害を残すもの。「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常動作のほとんど
が一人でできてもうまくできない場合、または一人でできてもうまくできない場合の状態をい
います。

� 四肢の機能に障害を残すもの。「機能に障害を残すもの」とは、日常動作の一部が一人で全くで
きない場合、または、一人でできてもうまくできない場合の状態をいいます。

� 人工肛門を造設し、かつ、人工膀胱の造設または尿路変更術を行ったもの、または、人工肛門
を造設し、かつ、完全尿失禁状態にあるものまたはカテーテル留置もしくは自己導尿の常時施
行を必要とするもの。

１０．日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
の病状
「長期にわたる安静が必要な症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が
著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と
は、以下に疾患別に例示する程度のものをいいます。
なお、以下の「�腎疾患、�肝疾患、�悪性新生物、�高血圧性疾患」における「一般状態区分」
とは、次のものをいいます。

一般状態区分

ａ．無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる
ｂ．軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や坐業はできる。例えば、
軽い家事、事務など

ｃ．歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもある。軽労働はできない
が、日中の５０％以上は起居している
ｄ．身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の５０％以上は就床し
ている

ｅ．身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている

� 心疾患
浮腫、呼吸困難等の臨床症状があり、下記のＡ．心臓疾患重症度区分のｃ、ｄまたはｅに該当
し、かつ、下記のＢ．心臓疾患検査所見区分等のうちいずれか１つ以上の所見等があるもの。

Ａ．心臓疾患重症度区分

ａ．心臓病はあるが、身体活動を制限する必要のないもの。日常生活における普通の活動では、
心不全症状または狭心症症状がおこらないもの

ｂ．身体活動をいくらか制限する必要のある心臓病患者。家庭内の普通の活動では何でもない
が、それ以上の活動では心不全症状または狭心症症状がおこるもの

ｃ．身体活動を制限する必要のある心臓病患者。家庭内の極めて温和な活動では何でもないが、
それ以上の活動では心不全症状または狭心症症状がおこるもの

ｄ．身体活動を極度に制限する必要のある心臓病患者。身のまわりのことはかろうじてできる
が、それ以上の活動では心不全症状または狭心症症状がおこるもの

ｅ．安静時にも心不全症状または狭心症症状がおこり、安静からはずすと訴えが増強するもの

Ｂ．心臓疾患検査所見区分等

ａ．明らかな器質的雑音が認められるもの
ｂ．Ｘ線フィルムによる計測（心胸廓係数）で６０％以上のもの
ｃ．胸部Ｘ線所見で、肺野に高度うっ血所見のあるもの
ｄ．心電図で、陳旧性心筋梗塞所見のあるもの
ｅ．心電図で、脚ブロック所見のあるもの
ｆ．心電図で、完全房室ブロック所見のあるもの
ｇ．心電図で、第２以上の不完全房室ブロック所見のあるもの
ｈ．心電図で、心房細動または粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が１０以上のもの
ｉ．心電図で、ＳＴの低下が０．２ｍＶ以上の所見があるもの
ｊ．心電図で、第	誘導およびＶ１以外の誘導のＴが逆転した所見があるもの
ｋ．心臓ペースメーカーを装着したもの
ｌ．人工弁を装着したもの

� 腎疾患
下記のＡ．腎疾患臨床所見区分のうち、いずれか２つ以上の所見があり、かつ、下記のＢ．腎疾
患検査所見区分のうち、いずれか１つ以上に該当し、かつ、一般状態区分のｃ、ｄまたはｅに該
当するもの。

Ａ．腎疾患臨床所見区分

ａ．腎不全に基づく末梢神経症
ｂ．腎不全に基づく消化器症状
ｃ．水分電解質異常
ｄ．腎不全に基づく精神異常
ｅ．Ｘ線上における骨異栄養症
ｆ．腎性貧血
ｇ．代謝性アチドージス
ｈ．重篤な高血圧性疾患
ｉ．腎疾患に直接関連するその他の症状

Ｂ．腎疾患検査所見区分

ａ．内因性クレアチニンクリアランス値
２０（ml／分）未満

ｂ．血清クレアチニン濃度
５（
／dl）以上

ｃ．血液尿素窒素
４０（
／dl）以上

（注）人工透析療法施行中の者にかかる腎機能検査成績は、当該療法実施前の成績によります。

� 肝疾患
� 下記のＡ．肝疾患臨床所見区分のうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、下記のＢ．肝

機能異常度指表のうち、いずれか１系列以上の検査成績が異常を示し、かつ、一般状態区分の
ｃ、ｄまたはｅに該当するもの。

� 下記のＢ．肝機能異常度指表のうち、いずれか１系列以上の検査成績が高度異常を示し、安静
を必要とし、かつ一般状態区分のｃ、ｄまたはｅに該当するもの。

Ａ．肝疾患臨床所見区分

別
表



約款‐７９

系列 検 査 項 目 単位 異 常 高度異常

ア アルブミン（電気泳動法）
γ‐グロブリン（電気泳動法）
ＺＴＴ（Kunkel法）

ｇ／dl
ｇ／dl
単位

２．８以上３．８未満
１．８以上２．５未満
１４以上 ２０未満

２．８未満
２．５以上
２０以上

イ ＩＣＧ（１５分値）
血清総ビリルビン
黄疸指数（Meulengrachtn法）

％
�／dl
－

１０以上 ３０未満
１．０以上５．０未満
１０以上 ３０未満

３０以上
５．０以上
３０以上

ウ ＧＯＴ（Karmen法）
ＧＰＴ（Karmen法）

単位
単位

５０以上２００未満
５０以上２００未満

２００以上
２００以上

エ アルカリフォスファターゼ（Bessey法）
アルカリフォスファターゼ（Kind-King法）

単位
単位

３．５以上 １０未満
１２以上 ３０未満

１０以上
３０以上

ａ．腹水が１か月以上存続するもの
ｂ．明らかな食道静脈瘤が証明されるもの
ｃ．高度の腹壁静脈怒張のあるもの

Ｂ．肝機能異常度指表

� 悪性新生物
� 悪性新生物による消化吸収機能障害、局所臓器の機能障害または悪液質のため体重が健康時

の７０％未満になり、かつ、下記のＡ．悪性新生物検査区分のすべてに該当するもの。
� 下記のＢ．造血器腫瘍群臨床所見区分のうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、Ｃ．

造血器腫瘍群検査所見区分のうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、一般状態区分の
ｃ、ｄまたはｅに該当するもの。

Ａ．悪性新生物検査区分

ａ．赤血球数 ３５０（万／�） 未満
ｂ．血色素量 １０（ｇ／dl） 未満
ｃ．ヘマトクリット ２５（％） 未満
ｄ．総蛋白 ５（ｇ／dl） 未満

Ｂ．造血器腫瘍群臨床所見区分

ａ．発熱、骨・間接痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫張、易感染性、肝脾腫等のある
もの

ｂ．輸血を時々必要とするもの
ｃ．容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの

Ｃ．造血器腫瘍群検査所見区分

ａ．病的細胞が出現しているもの
ｂ．白血球数が正常化し難いもの
ｃ．末梢血液中の赤血球数が３００万／�未満のもの
ｄ．末梢血液中の血小板数が５万／�未満のもの
ｅ．末梢血液中の正常顆粒球数が１，０００／�未満のもの
ｆ．末梢血液中の正常リンパ球数が６００／�未満のもの

� 高血圧性疾患
１年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有し、
かつ、一般状態区分のｃ、ｄまたはｅに該当するもの。（単に高血圧のみでは障害の状態とは評
価しません。）

１１．精神の障害
「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められている程度のもの」とは、器質精神病ま
たは症状精神病で、認知症、人格崩壊、その他の精神神経症状がある程度のものをいいます。
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別表 疾－１０
人身疾病保険金 損害額基準

第１ 疾病による損害

疾病による損害は、被保険者の被った積極損害（治療関係費、その他の費用）、休業損害および精神
的損害とする。
なお、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって、同条第４項に定める医師により「脳死し
た者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第
１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置（医療
給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたもの
とみなされる処置を含む。）であるときには、当該処置に伴い生じた損害を含む。

１．積極損害
� 治療関係費
ａ 応急手当費

緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする。
ｂ 護送費
疾病発病場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。

ｃ 診察料
初診料，再診料，往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

ｄ 入院料
入院料は，原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただ
し，被害者の疾病の態様等から医師が必要と認めた場合には，上記以外の病室への入院に必要か
つ妥当な実費とする。
ｅ 投薬料・手術料・処置費用等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。

ｆ 通院費・転院費・入院費または退院費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

ｇ 看護料
� 入院中の看護料
原則として１２歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に１日につき４，１００円とする。
１２歳以下の子供以外の者に近親者等が付き添った場合については，医師の要看護証明がある場
合等医療機関の実状，疾病の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り１日につき４，１００円と
する。
� 自宅看護料または通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次の通りとする。ただし，１２歳以下の子供の通院等に近親者
が付き添った場合には医師の証明は要しない。
イ 厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。

ロ 近親者等
１日につき２，０５０円とする。

ｈ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入
費、通信費等とし、入院１日につき１，１００円とする。

ｉ 義肢等の費用
疾病を発病した結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡（コンタクトレンズを含む）、補聴器、松

葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費
とする。

ｊ 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。

� 文書料
印鑑証明書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。

� その他の費用
上記�および�以外の損害については、疾病との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ

妥当な実費とする。

２．休業損害
発病により収入（専ら被保険者本人の労働の対価として得ているもの）の減少が生じた場合、減
収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務す
る企業等の損害は対象とならない。
� 有職者の場合

下記の算定方法による。ただし、１日あたりの収入額が５，７００円を下回る場合およびその額の立証
が困難な場合は、１日につき５，７００円とする。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の疾病の態様、実治療日数等を勘案して治療
期間の範囲内で決定する。
ａ 給与所得者

入院直前３か月間の月例給与等
９０日

× 対象休業日数

� 入院直前３か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における３か月の月例給
与の合計額（本給及び付加給）とする。ただし、発病前年度の源泉徴収票に記載された年収額
から確認される３か月相当分の額を限度とする。
� 賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
� 本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に
対して現に支給された額を差し引く。
� 役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得て
いる給与と同一視しうるものは給与に含める。

ｂ 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者

入院前１か年間の収入額－必要経費
３６５日

× 寄与率 × 対象休業日数

とする。
� 過去１年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての入院前１か年間の収入額お
よび必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認さ
れた額とする。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するそ
の他の資料に基づき、別表傷－１２付表�に定める年齢別平均給与額の年相当額を上限として決
定する。
� 寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されて
いる場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。

ｃ 自由業者（報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポー
ツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種
の者をいう。）

入院前１か年間の収入額
（固定給を除く） －必要経費

３６５日
× 対象休業日数

とする。

別
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過去１か年間の収入額、必要経費については、
「ｂ商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。

ｄ アルバイト・パートタイマー

入院直前３か月間の月例給与等
９０日

× 対象休業日数

とする。
� 就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定する。
� 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。

入院直前３か月間の就労日数
９０日

× 休業した期間の延べ日数

� 家業の手伝いを行っているが、上記ｂの家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対
象とならない。

� 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、１日につき５，７００円とする。

� 無職者、金利生活者、地主、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者
等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。

３．精神的損害
対象日数 入院１日につき８，４００円、通院１日につき４，２００円
入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。
通院対象日数は各期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療
日数の２倍を上限として決定する。
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算
する。

入院から３か月超６か月までの期間 ：７５％
入院から６か月超９か月までの期間 ：４５％
入院から９か月超１３か月までの期間 ：２５％
入院から１３か月超の期間 ：０％

第２ 重大障害による損害

重大障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。なお、
重大障害の等級は別表疾－１１、年齢別平均給与額は別表傷－１２付表�による。

１．逸失利益
被保険者に重大障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的
利益の損失とし、原則として、下記の�、�および�に従い次の算式で計算する。

収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

� 被保険者区分別逸失利益計算方法
ａ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
� 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
� 年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ
係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の
年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年
相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｂ 家事従事者および１８歳以上の学生

年齢別平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の
年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年
相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
ｃ 幼児および１８歳未満の学生

１８歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るもの
がある場合は、１８歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。

ｄ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
下記のいずれか高い額とする。
� １８歳平均給与額の年相当額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係
数
� 年齢別平均給与額の年相当額の５０％×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプ
ニッツ係数

� 支払方法
下記ａの方法とする。ただし、下記「３．将来の介護料」の�において「�定期金による支払」の

規定に従い介護料を定期金として支払う場合にはｂの方法とすることができる。
ａ 一時金による支払

上記�の算式で算出した額を一時金として支払う。
ｂ 定期金による支払

重大障害の症状決定日から６か月毎に常に介護を要する状態が継続する限り、収入額に労働能
力喪失率を乗じた額を定期金として労働能力喪失期間支払う。なお、収入額は上記�のａからｄ
の被保険者区分に従い決定する。
ただし、定期金の支払開始後に重大障害者が死亡した場合は、その死亡時の年齢をもとに次の
算式で算出した額を一時金として支払う。この場合、収入額は被保険者の重大障害の症状決定日
時点での上記�のａからｄの被保険者区分に従い、また、労働能力喪失期間は症状決定日時点で
の状況等により決定する。

収入額×労働能力喪失期間から症状決定日以降生存していた期間を控除した期間に対応するラ
イプニッツ係数

（注） 人身疾病発病による継続入院が人身疾病基準日数を経過した日からその日を含めて１８０日
を超え、なお医師による症状固定（治療による症状の改善がみられなくなった状態をいい
ます。以下同様とします。）の診断がなされていない場合は、１８０日を超える前日における
身体障害の症状に基づき重大障害の等級を決定します。この日を症状決定日といいます。

� 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記�および�の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ
係数は、下記のとおりとする。
ａ 収入額
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� 「現実収入額」は、入院前１か年間または重大障害確定前１か年間に労働の対価として得た
収入額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料に
より確認された額とする。
なお，定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には，収入減少

後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当
額のうちいずれか低い額によるものとする。
� 「年齢別平均給与額」、「１８歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、別表傷－１２付表
�による。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状決定時の年齢による。

ｂ 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定す
る。ただし、別表傷－１２付表�に定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
ｃ 労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定す
る。ただし、別表傷－１２付表�に定める就労可能年数の範囲内とする。
ｄ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間（年数）に対応するライプニッツ係数は、別表傷－１２付表�による。

２．精神的損害
重大障害等級別に下記の金額とする。

第１級 １，６００万円 第８級 ４００万円
第２級 １，３００万円 第９級 ３００万円
第３級 １，１００万円 第１０級 ２００万円
第４級 ９００万円 第１１級 １５０万円
第５級 ７５０万円 第１２級 １００万円
第６級 ６００万円 第１３級 ６０万円
第７級 ５００万円 第１４級 ４０万円

ただし、第１級、第２級および第３級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合
は、第１級２，０００万円、第２級１，５００万円、第３級１，２５０万円とする。

３．将来の介護料
将来の介護料は重大障害の症状決定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとお
り算定する。
� 重大障害別等級第１級３号または４号に該当する重大障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻
痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合
ａ 介護料

１か月につき１６万円とする。
ｂ 支払方法
原則として下記�による。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、当会社が一時金によ
る支払が妥当と認める場合には，�による。
� 定期金による支払
重大障害の症状決定日から６か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定

期金として支払う。
� 一時金による支払

介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
ｃ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、別表傷－１２付表�に定める平均余命の範囲内で決定する。

ｄ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、別表傷－１２付表�による。

	 重大障害別等級第１級、第２級、第３級３号または４号に該当する重大障害者で、かつ、随時介
護を要すると認められる場合
ａ 介護料

１か月につき、８万円とする。
ｂ 支払方法

介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
ｃ 介護期間

障害の態様、医師の診断等を勘案し、別表傷－１２付表�に定める平均余命の範囲内で決定する。
ｄ ライプニッツ係数

介護期間に対応するライプニッツ係数は、別表傷－１２付表�による。

４．その他の損害
上記１．から３．以外の重大障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、５００万円を限度

とする。

別
表
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等 級 重 大 障 害

第１級

� 両眼が失明したもの
� 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，常に介護を要するもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害（別表 疾－１１－�）を残し，別表 疾－１１
－�に該当するもの
� 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
� 両上肢の用を全廃したもの
	 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

 両下肢の用を全廃したもの

第２級

� １眼が失明し，他眼の矯正視力（視力の測定は万国式試視力表によるものと
します。以下同様とします。）が０．０２以下になったもの

� 両眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，随時介護を要するもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害（別表 疾－１１－�）を残し，別表 疾－１１
－�に該当するもの
� 両上肢を腕関節以上で失ったもの
� 両下肢を足関節以上で失ったもの

第３級

� １眼が失明し，他眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し，終身労務に服することがで
きないもの

� 胸腹部臓器の機能に著しい障害（別表 疾－１１－�）を残し，別表 疾－１１
－�に該当するもの
� 両手の手指の全部を失ったもの（手指を失ったものとは，おや指は指関節，
その他の手指は第１指関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。）

第４級

� 両眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力を全く失ったもの
� １上肢をひじ関節以上で失ったもの
� １下肢をひざ関節以上で失ったもの
� 両手の手指の全部の用を廃したもの（手指の用を廃したものとは，手指の末
節の半分以上を失い，または中手指関節もしくは第１指関節に著しい運動障害
を残すものをいいます。この場合において、おや指にあっては第１指関節を指
関節とします。以下同様とします。）
	 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第５級

� １眼が失明し，他眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 神経系統の機能または精神に著しい障害を残すもの
� 胸腹部臓器の機能に著しい障害（別表 疾－１１－�）を残すもの
� １上肢を腕関節以上で失ったもの
� １下肢を足関節以上で失ったもの
� １上肢の用を全廃したもの
	 １下肢の用を全廃したもの

 両足の足指の全部を失ったもの（足指を失ったものとは，その全部を失った
ものをいいます。以下同様とします。）

等 級 重 大 障 害

第６級

� 両眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
� 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったも
の
� １耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通
の話声を解する事ができない程度になったもの
� 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
� １上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの
	 １下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの

 １手の５の手指またはおや指およびひとさし指を含み４の手指を失ったもの

第７級

� １眼が失明し，他眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� 両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
� １耳の聴力を全く失い，他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声
を解することができない程度になったもの
� 神経系統の機能または精神に障害を残し，軽易な労務以外の労務に服するこ
とができないもの
� １手のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし
指を含み３以上の手指を失ったもの
� １手の５の手指またはおや指およびひとさし指を含み４の手指の用を廃した
もの
	 １足をリスフラン関節以上で失ったもの

 １上肢に仮関節を残し，著しい運動障害を残すもの
 １下肢に仮関節を残し，著しい運動障害を残すもの
� 両足の足指の全部の用を廃したもの（足指の用を廃したものとは，第１の足
指は末節の半分以上，その他の足指は末関節以上を失ったものまたは中足指関
節もしくは第１指関節に著しい運動障害を残すものをいいます。この場合にお
いて，第１の足指にあっては，第１指関節を指関節とします。以下同様としま
す。）
� 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
� 両側の睾丸を失ったもの

第８級

� １眼が失明し，または１眼の矯正視力が０．０２以下になったもの
� 脊柱に運動障害を残すもの
� １手のおや指を含み２の手指を失ったもの
� １手のおや指およびひとさし指またはおや指もしくはひとさし指を含み３以
上の手指の用を廃したもの
� １下肢を５センチメートル以上短縮したもの
� １上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの
	 １下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの

 １上肢に仮関節を残すもの
 １下肢に仮関節を残すもの
� １足の足指の全部を失ったもの
� 脾臓または１側の腎臓を失ったもの

別表 疾－１１
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等 級 重 大 障 害

第９級

� 両眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� １眼の矯正視力が０．０６以下になったもの
� 両眼に半盲症，視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� 鼻を欠損し，その機能に著しい障害を残すもの
� 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することができない
程度になったもの

� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり，他
耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程
度になったもの

	 １耳の聴力を全く失ったもの

 神経系統の機能または精神に障害を残し，服することができる労務が相当な
程度に制限されるもの

� １手のおや指を失ったもの，ひとさし指を含み２の手指を失ったものまたは
おや指およびひとさし指以外の３の手指を失ったもの

� １手のおや指を含み２の手指の用を廃したもの
 １足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの
� １足の足指の全部の用を廃したもの
� 生殖器に著しい障害を残すもの

第１０級

� １眼の矯正視力が０．１以下になったもの
� 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
� １４歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難であ
る程度になったもの

� １耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったも
の

� １手のひとさし指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の２の手
指を失ったもの

� １手のおや指の用を廃したもの，ひとさし指を含み２の手指の用を廃したも
のまたはおや指およびひとさし指以外の３の手指の用を廃したもの

� １下肢を３センチメートル以上短縮したもの
	 １足の第１の足指または他の４の足指を失ったもの

 １上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

等 級 重 大 障 害

第１１級

� 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
� １０歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� 両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なったもの
� １耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解することがで
きない程度になったもの
� 脊柱に奇形を残すもの
� １手のなか指またはくすり指を失ったもの
	 １手のひとさし指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の２
の手指の用を廃したもの

 １足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの

第１２級

� １眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
� １眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
� ７歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の耳殻の大部分を欠損したもの
� 鎖骨，胸骨，ろく骨，けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの
� １上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� １下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの
� 長管骨に奇形を残すもの
	 １手のなか指またはくすり指の用を廃したもの

 １足の第２の足指を失ったもの，第２の足指を含み２の足指を失ったものま
たは第３の足指以下の３の足指を失ったもの
� １足の第１の足指または他の４の足指の用を廃したもの
� 局部に頑固な神経症状を残すもの
 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
� 女子の外貌に醜状を残すもの

第１３級

� １眼の矯正視力が０．６以下になったもの
� １眼に半盲症，視野狭窄または視野変状を残すもの
� 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ５歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １手のこ指を失ったもの
� １手のおや指の指骨の一部を失ったもの
� １手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
� １手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
	 １下肢を１センチメートル以上短縮したもの

 １足の第３の足指以下の１または２の足指を失ったもの
� １足の第２の足指の用を廃したもの，第２の足指を含み２の足指の用を廃し
たものまたは第３の足指以下の３の足指の用を廃したもの

別
表
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等 級 重 大 障 害

第１４級

� １眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
� ３歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
� １耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なったもの

� 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
� １手のこ指の用を廃したもの
� １手のおや指およびひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
� １手のおや指およびひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができな
くなったもの

	 １足の第３の足指以下の１または２の足指の用を廃したもの

 局部に神経症状を残すもの
� 男子の外貌に醜状を残すもの

分 類 内 容

心臓機能の障害 以下のいずれかに該当し、かつ身体活動を制限する必要のあるもの
○恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
○心臓に人工弁を置換したもの

腎臓機能の障害 以下をともに満たすもの
○腎臓の機能を全く永久に失ったもの
○人工透析療法または腎移植を受けたもの

呼吸器機能の障害 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ酸素療法を受けたもの

膀胱または直腸機能
の障害

以下のいずれかを満たすもの
○膀胱を全摘出し、かつ、人工膀胱を造設したもの
○膀胱を全摘出し、かつ、尿路変更術を受けたもの
○直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの

代謝機能の障害 インスリン治療を受け、かつ、代謝の障害による合併症を原因とする所
定の状態に該当したもの

肝臓機能の障害 以下のいずれかを満たすもの
○肝臓の機能に著しい障害を永久に残し、かつ腹水穿刺排液を受けたも
の
○肝移植術を受けたもの

消化器機能の障害 以下をともに満たすもの
○栄養維持が困難となるため栄養所要量の４０％以上を常時中心静脈栄養
法で行なう必要があり、回復の見込みがないこと
○小腸を切除したことにより、残存空・回腸が手術時１５０�未満となるか、
または小腸機能の一部または全部を永久に失ったもの

血液・造血器疾患 血液・造血器の疾患により骨髄移植を受けたものまたはこれに準ずるも
の
ただし、放射線障害や固形腫瘍に対する抗がん剤治療に伴う骨髄移植は
除く

各等級の重大障害に該当しない重大障害であって、各等級の重大障害に相当するものは、当該等
級の重大障害とする。

注 関節などの説明図

別表 疾－１１－�
胸腹部臓器の機能の著しい障害

備考
１．心臓機能の障害
� 「身体活動を制限する必要のあるもの」とは家庭内の極めて温和な活動では何でもないが、そ
れ以上の活動では心不全症状または狭心症症状がおこるものをいいます。
� 「恒久的心臓ペースメーカーの装着」には、次の場合を除きます。
 心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合
� 既に装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合
� 「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。ただし、次の場合を除きます。
 人工弁を再置換する場合
� 人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合

２．腎臓機能の障害
� 「腎臓の機能を全く永久に失ったもの」とは、腎機能検査において次のいずれかに該当した場
合で、回復の見込みのないものをいいます。
 内因性クレアチニンクリアランス値が５０ｍｌ／分未満の場合
� 血清クレアチニン濃度が３．０ｍｇ／ｄｌ以上の場合

� 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行なう療法をいいます。
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ただし、一時的な人工透析療法および腎移植後の人工透析療法を除きます。
� 「腎移植」とは、自家腎移植および再移植を除きます。

３．呼吸器機能の障害
� 「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、次のいずれかに該当した場合で、歩行
動作が著しく制限され、回復の見込みがないものをいいます。
� 予測肺活量１秒率が３０％以下の場合
� 動脈血酸素分圧が５５Torr以下の場合

� 「酸素療法を受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行なうことが必要と医師が認める酸素療
法を１８０日以上継続して受けたものをいいます。

４．膀胱または直腸機能の障害
� 「人工膀胱」とは、空置した腸管に尿管を吻合して、膀胱の蓄尿を代行して、その腸管を体外
に開放し、尿を体外に排出するものをいいます。
� 「直腸の切断」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。
� 「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいま
す。

５．代謝機能の障害
� 「インスリン治療を受ける」とは、血糖値上昇を抑制するため、医師の指示によるインスリン
治療を、その開始日から起算して、１８０日以上継続して受けたものをいいます。ただし、経口血糖
降下剤によっては血糖値コントロールができない場合に限ります。
� 「所定の状態」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
� 増殖性糖尿病網膜症に該当する場合
� 神経または血行の障害により手指または足指が次のいずれかの状態に該当した場合
� １手の第１指（母指）および第２指（示指）を失ったかまたは第１指（母指）および第２
指（示指）のうち少なくとも１手指を含んで３手指以上を失ったもの

� １手の５手指の用を全く永久に失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含
んで３手指以上の用を全く永久に失ったもの

� １０足指を失ったかまたは１０足指の用を全く永久に失ったもの
・手指の障害については、５手指をもって１手として取り扱います。
・「手指を失ったもの」とは第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指
節間関節以上を失ったものをいいます。

・「手指の用を全く永久に失ったもの」とは手指の末節の２分の１以上を失った場合、また
は手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）
の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込みのない場合をいいます。

・「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
・「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第１指（母指）は末節の２分の１以上、その
他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節
（第１指（母指）にあっては指節間関節）が強直し、その回復の見込みのない場合をいい
ます。

６．肝臓機能の障害
� 「肝臓の機能に著しい障害を永久に残す」とは、ＩＣＧ試験において１５分値が１５％以上で回復
の見込みがないものをいいます。
� 「肝移植術を受けたもの」には、再移植は含みません。
７．消化器機能の障害

「栄養所要量」とは、平成元年９月厚生省公衆衛生審議会答申「日本人の栄養所要量」に示さ
れているエネルギー量をいいます。

８．血液・造血器疾患
� 「血液・造血器疾患」とは、平成６年１０月１２日総務庁告示第７５号に基づく厚生省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類堤要ＩＣＤ－１０準拠」に記載された分類のうち次のも
のをいいます。

・Ｃ９０ 多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍
・Ｃ９１ リンパ性白血病
・Ｃ９２ 骨髄性白血病
・Ｃ９３ 単球性白血病
・Ｃ９４ その他の細胞型の明示された白血病
・Ｃ９５ 細胞型不明の白血病
・Ｄ４５ 真性赤血球増加症
・Ｄ４６ 骨髄異形成症候群
・Ｄ５０～８９ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害

� 「これに準ずるもの」とは骨髄移植が必要で骨髄バンクに申請しているもので、次のいずれに
も該当するものをいいます。

・末梢血液中の赤血球像で、血色素量が９．０ｇ／	未満または赤血球数が３００万／
未満
・末梢血液中の血小板数が５万／
未満
・「骨髄バンク」とは、財団法人骨髄移植推進財団が行なう骨髄バンク事業によるものをい
います。

別表 疾－１１－�

胸腹部臓器の機能障害により介護が必要な状態であり、かつ以下の各号のすべてに該当する状態
をいいます。
イ．別表 疾－１に定める項目のうち１．入浴、３．身の回りおよび４．衣類着脱についてすべてが全
面的介助状態に該当すること。
ロ．別表 疾－１に定める項目のうち２．排せつについて部分的介助状態または全面的介助状態で
あること。
�イ 寝返り（身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変
えることをいいます。）の際に、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等何かにつかまっても
他人の介助なしでは寝返りができない状態であること。
�ロ 歩行（歩幅や速度を問わず立った状態から５ｍ以上歩くことをいいます。）の際に、杖や歩
行器を使用したり、壁で手を支えたりしても歩行ができない状態であること。

別表 疾－１１－�

胸腹部臓器の機能障害により介護が必要な状態であり、別表 疾－１に定める項目について全面
的介助状態または部分的介助状態に合計で３項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が１項目以
上含まれていること、かつ、次のいずれかまたは双方に該当することをいいます。ただし、別表
疾－１１－�に該当する場合を除きます。
イ．寝返り（身体の上にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変え
ることをいいます。）の際に、ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等何かにつかまらなければ
１人で寝返りができない状態または同程度以上の介助を必要とする状態であること。
ロ．歩行（歩幅や速度を問わず立った状態から５ｍ以上歩くことをいいます。）の際に、杖や歩行
器を使用したり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない状態または同程度以上の介助を
必要とする状態であること。

別表 疾－１１－�

胸腹部臓器の機能障害により介護が必要な状態であり、別表 疾－１に定める項目について全面

別
表
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的介助状態または部分的介助状態に該当する状態をいいます。ただし、別表 疾－１１－�または別
表 疾－１１－�に該当する場合を除きます。

別表－１
対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
� 両眼の視力を全く永久に失ったもの
� 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
� 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
� 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
� 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
� １上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの

	 １上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

別表－２
対象となる身体障害の状態

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
� １眼の視力を全く永久に失ったもの
� 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
� 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
� １上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を
全く永久に失ったもの

� １下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を
全く永久に失ったもの

� １手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失った
もの

	 １０手指の用を全く永久に失ったもの

 １０足指を失ったもの

備 考【別表－１、別表－２】

１．眼の障害（視力障害）
� 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
� 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が０．０２以下になって回復の見込のない場合をいい
ます。
� 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
２．言語またはそしゃくの障害
� 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の３つの場合をいいます。
� 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が
不能となり、その回復の見込がない場合
� 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
� 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
� 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、
その回復の見込のない場合をいいます。

３．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居
・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
４．上・下肢の障害
� 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上
・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひ
じ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の
見込のない場合をいいます。
� 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または
人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。

５．耳の障害（聴力障害）
� 聴力の測定は、日本工業規格（昭和５７年８月１４日改定）に準拠したオージオメータで行ないま
す。
� 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 ５００・１，０００・２，０００ ヘルツにおける聴力レベ
ルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとしたとき、
１
４
（ａ＋２ｂ＋ｃ）

の値が９０デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合を
いいます。

６．脊柱の障害
� 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわか
る程度以上のものをいいます。
� 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後
屈、左右屈および左右回旋の３種の運動のうち、２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に
制限された場合をいいます。

７．手指の障害
� 「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節
間関節以上を失ったものをいいます。
� 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失った場合、または
手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範
囲が生理的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。

８．足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
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自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン超２トン以下） （最大積載量０．５トン超２トン以下）
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
（最大積載量０．５トン以下） （最大積載量０．５トン以下）
自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
特種用途自動車 特種用途自動車
（キャンピング車） （キャンピング車）

新たに取得し、または１年以上を期間とす
る貸借契約により借り入れる自動車

被保険自動車

別表－３
被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表

注．特種用途自動車（キャンピング車）とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、
車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。

別
表



保険金の新価払特約

第１条（この特約が適用される範囲）
この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１章財物条項（以下「財

物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までおよび第９項から第１２
項までの建物・収容動産損害保険金のうち保険証券記載のもの、および財物条項の保険の目的のう
ち、保険証券記載の保険の目的について適用されます。
第２条（保険の目的の評価）
� 保険の目的が建物である場合には、契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で、
保険の目的の価額を評価し、その額（以下「評価額」といいます。）を保険証券に記載するものとし
ます。
� 保険の目的が建物である場合で、保険契約締結後、次の各号のいずれかに該当するときは、保険
契約者または被保険者はその旨を当会社に通知し、当会社と保険契約者または被保険者との間で、
保険の目的を再評価し、評価額を修正するものとします。
� 当会社が普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）に規定する保険金額の調整
に関する通知を受けた場合
� 保険契約者が保険の目的の価額が増加または減少したことにより保険契約の条件の変更を当会
社に通知し、当会社がこれを承認する場合

� 保険の目的が建物である場合で、一般条項第３７条（支払条項の継続）の規定に基づきこの保険契
約が継続される旨の約定があるときには、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費ま
たは物価の変動等にしたがって保険の目的の価額を再評価し、評価額を修正するものとします。こ
の場合において、一般条項第３７条（支払条項の継続）第１項の規定にかかわらず、必要に応じて建
物・収容動産支払限度額を調整するものとします。
第３条（この特約の支払責任）
� この特約により、財物条項第１１条（建物・収容動産損害保険金の支払額）第１項の規定にかかわ
らず、当会社が建物・収容動産損害保険金として支払うべき損害の額は、次の算式によって算出し
た額または再調達価額のいずれか低い額とします。ただし、建物・収容動産支払限度額を限度とし
ます。

修理費 － 修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額 ＝ 損害の額

� 前項の修理費とは、損害が生じた地および時において、保険の目的を損害発生直前の状態（構造、
質、用途、規模、型、能力において事故発生直前と同一の状態をいいます。）に復旧するために保険
の目的の修理に必要な費用（復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用）をいい、
普通約款第５章費用条項第１１節構内構築物修復費用条項第１条（構内構築物修復費用保険金を支払
う場合）第１項に定める費用および第２８節建物・収容動産損害時諸費用条項第１条（建物・収容動
産損害時諸費用保険金を支払う場合）各号の費用を除きます。この場合、保険の目的の復旧に際し
て、当会社が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理
費をこえると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
� 盗難によって生じた盗取の損害については、保険の目的の再調達価額によって損害の額を定めま
す。この場合、盗取された保険の目的を回収することができたときは、そのために支出した必要な
費用は、この額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額（再調達価額が建物・収容動産
支払限度額をこえるときは建物・収容動産支払限度額とします。）を限度とします。

� 前３項の規定は、明記物件（財物条項第７条（保険の目的の範囲）第４項に掲げる物をいいます。
以下同様とします。）については、適用しません。
第４条（再調達価額の定義）
この特約において、再調達価額とは、保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のも
のを再築または再取得するのに要する額をいいます。

第５条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までの損害または第９項から第１２項ま
での損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約（共済契約を含みます。以下この条において「他
の保険契約等」といいます。）がある場合において、当会社は、次の各号により算出された額を財物
条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までおよび第９項から第１２項までの建物・収
容動産損害保険金（以下この条において「支払保険金」といいます。）として支払います。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき支払保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
� 第１号の場合において、保険の目的について再取得価額を基準として算出した損害の額に基づ
き保険金または共済金を支払うことを規定した約定のない他の保険契約等があるときには、第１
号の規定にかかわらず第２号の規定に基づいて算出した保険金の額。ただし、保険の目的が建物、
家財、設備・什器等または携行品である場合に限ります。この場合において、他の保険契約等か
ら保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき
保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、第２号の規定を適用します。

第６条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、財物条項および一般条項の規定を準用します。この場合
において、保険の目的が明記物件以外のものであるときは、財物条項およびこれに付帯される特約
の規定中「保険の目的の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の目的の再調達価額」と読み
替えて適用するものとします。

約款‐８９



地震危険等上乗せ担保特約

第１条（この特約の支払責任）
当会社は、この特約により、保険証券記載のこの特約の保険の目的（以下「保険の目的」といい
ます。）について、この保険契約に付帯されている地震保険普通保険約款（これに付帯されている特
約を含みます。以下この特約において「地震保険普通約款」といいます。）の規定により保険金が支
払われる場合に、地震危険等上乗せ保険金を支払います。
第２条（地震危険等上乗せ保険金の支払額）

当会社が前条の地震危険等上乗せ保険金として支払う額は、地震保険普通約款の規定により支払
われる額と同額とします。ただし、地震保険普通約款の規定により支払われる額とこの地震危険等
上乗せ保険金の合計額が保険の目的の保険価額（損害が生じた地および時における保険契約の目的
の価額をいいます。）を超える場合には、次の算式によって算出された額とします。

地震危険等上乗せ保険金の支払額
＝保険の目的の保険価額－地震保険普通約款の規定により支払われる額

第３条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、総合保険普通保険約款
および地震保険普通約款の規定を準用します。

携行品の範囲限定に関する特約

第１条（携行品の範囲の限定）
当会社は、この特約により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１章財物
条項（以下「財物条項」といいます。）第７条（保険の目的の範囲）第１項第４号の規定にかかわら
ず、保険証券記載の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が所有する保険証券記載の携行品に
ついて生じた損害に限り、財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１３項第１号の携行品損害保険
金を支払います。
第２条（範囲限定の特則）

前条において、保険証券記載の携行品の範囲として、ゴルフ用品、テニス用品、スキー用品、ス
ケート用品、猟具、つり用品と記載されている場合はそれぞれ次の定義によります。
� ゴルフ用品

ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを
収容するバッグ類（ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。）。
ただし、前条における損害は、ゴルフ場構内において生じたものに限ります。
� テニス用品

テニスラケット、テニスボールその他のテニス用に設計された物および被服類ならびにそれら
を収容するバッグ類（ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みませ
ん。）。ただし、前条における損害は、これらの物がテニス施設内に所在する間に生じたものに限
ります。
� スキー用品

雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード（材質の如何を問いません。またビンディン
グ等付属品を含みます。以下同様とします。）、ストック、スキー用に設計されたその他の物およ
び被服類。ただし、前条における損害は、被保険者が雪上滑走スポーツの目的をもって住居を出
発した時から帰着する時までの行程中に生じたものに限ります。
� スケート用品

アイススケートシューズ、アイススケート用に設計されたその他の物および被服類。ただし、
前条における損害は、スケート場に所在する間に生じたものに限ります。
� 猟具

銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキ（弾丸および薬きょうを含みません。）。ただし、前条にお
ける損害は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰
着する時までの行程中に生じたものに限ります。
� つり用品

釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに
類似のつり用に設計された用具。ただし、前条における損害は、被保険者が釣魚の目的をもって
住居を出発した時から住居に帰着する時までの行程中に生じたものに限ります。

第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� ゴルフ場

ゴルフ場とは、ゴルフ（ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴル
フ類似のスポーツを除きます。以下同様とします。）の練習または競技を行う施設で、かつ、名目
のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
� ゴルフ場構内

ゴルフ場構内とは、ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設
を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
� テニス施設

テニス施設とは、もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更衣室等そ
れらの付属施設をいいます。

特

約
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� 雪上滑走スポーツ
雪上滑走スポーツとは、スキー、モノスキー、スノーボード等、当該スポーツ用に設計された
板またはボードを使用し、雪（人工雪を含みます。）上を動力を用いずに滑走することを主な目的
とするスポーツをいいます。ただし、そり（そりに類似するものを含みます。）、ボブスレーおよ
びリュージュを除きます。
� スケート場

スケート場とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。
� 釣魚
釣魚とは、海、河川、湖沼、池等において釣り糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただ
し、釣堀における漁獲および職業的漁獲を除きます。

第４条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

運転車両保険金額に関する特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、総合保険普通保険約款第１章財物条項（以下「財物条項」といいます。）第２条（被
保険者の範囲等）第２項に定める記名運転者が運転中の運転自動車（財物条項第７条（保険の目的
の範囲）第１項第１号に定める運転自動車をいいます。ただし、財物条項第２条（被保険者の範囲
等）第３項に定める所有自動車を除きます。以下同様とします。）について、次の各号のいずれにも
該当する場合に適用されます。
� 運転車両保険金（財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に定める運転車両保険金をい
います。以下同様とします。）が支払われる場合

� 運転自動車の保険価額（財物条項第３条（保険価額等）第１号イ．に定める保険価額をいいま
す。以下同様とします。）が運転車両保険金額（財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第１
項の表中�の運転車両保険金額をいいます。以下同様とします。）を超える場合

第２条（運転車両保険金額についての特則）
前条の規定によりこの特約が適用される場合は、運転車両保険金の額の算出に適用する運転車両
保険金額は運転自動車の保険価額（運転自動車の保険価額が１億円を上回る場合には、１億円とし
ます。）とします。
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車対車「運転車両損害」補償特約（相手自動車確認条件付）

第１条（この特約の補償内容）
� 当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１
章財物条項（以下「財物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第１項の規定にかかわ
らず、運転自動車と相手自動車との衝突または接触によって生じた運転車両損害に対してのみ、財
物条項、普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）および運転自動車について適用
される他の特約の規定に従い、運転車両保険金（財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に
規定する運転車両保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。ただし、運転自動車と衝
突または接触した相手自動車の登録番号等（登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいい
ます。）ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合
に限ります。
② 運転自動車に生じた次の各号のいずれかに該当する運転車両損害に対しては、当会社は、前項の
規定を適用しません。
� 運転自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって運転自動車が被爆した
場合の運転車両損害
� 騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為によって生じた運転車両損害
� 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の運転車両損害（いたずらの運転車両損害には、運転自動
車の運行によって生じた運転車両損害および運転自動車以外の自動車もしくは原動機付自転車と
の衝突または接触によって生じた運転車両損害を含みません。また、窓ガラス破損の場合は、そ
のガラス代金とします。）
� 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた運転車両損害。ただし、その衝突の結果生
じた事故による運転車両損害を除きます。
� 前各号のほか、偶然な事故によって生じた運転車両損害。ただし、運転自動車と他物との衝突
もしくは接触によって生じた運転車両損害または運転自動車の転覆もしくは墜落によって生じた
運転車両損害を除きます。

③ この特約の規定は、財物条項第２条（被保険者の範囲等）第２項に規定する記名運転者および第
３項に規定する許諾運転者ごとに保険証券にこの特約の適用がある旨記載された場合のみ適用しま
す。
第２条（定 義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 運転自動車

財物条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第１号に規定する運転自動車をいいます。
� 相手自動車
その所有者が運転自動車の所有者と異なる自動車（原動機付自転車を含みます。以下この条に
おいて同様とします。）をいいます。
� 運転車両損害
財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する運転車両損害をいいます。

� 所有者
次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ロ．自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ハ．上記イ．およびロ．以外の場合は、自動車を所有する者

第３条（費 用）
当会社は、この特約の適用においては、財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第３項の規
定にかかわらず、同項第４号に規定する費用に対しては保険金を支払いません。
第４条（保険金の請求－交通事故証明書を提出できない場合）
被保険者は、第１条（この特約の補償内容）第１項の規定に基づき運転車両保険金の支払を請求

する場合、一般条項第２０条（保険金等の請求）第２項第５号の交通事故証明書を提出できない相当
の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなり
ません。
� 運転自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車
の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および氏名または名称の記載のあるもの
� 運転自動車の損傷部位の写真
� 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
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地震・噴火・津波危険「保管車両損害」補償特約

第１条（この特約の補償内容）
① 当会社は、この特約および総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条
項（以下「一般条項」といいます。）の規定により、普通約款第１章財物条項（以下「財物条項」と
いいます。）第４条（車両保険金を支払わない場合）第１項第３号および第６号の規定にかかわらず、
保険の目的である財物条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に規定する被保険自動車（以
下「被保険自動車」といいます。）について次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害
を、財物条項第１条（保険金を支払う場合）第２項の保管車両損害として、同項の保管車両保険金
（以下「保管車両保険金」といいます。）を支払います。
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

② この特約の規定は、被保険自動車ごとに保険証券にこの特約の適用がある旨記載された場合のみ
適用します。
第２条（保管車両保険金の支払額）
当会社がこの特約の規定によって支払う保管車両保険金の額は、財物条項第９条（保管車両保険
金の支払額）および一般条項（保険の目的である被保険自動車について適用される他の特約を含み
ます。）の規定により算出した支払うべき保管車両保険金に保険証券記載の保管車両保険金支払割合
を乗じた額とします。
第３条（保管車両全損時・修理時諸費用保険金の特則）

前条の保管車両保険金支払割合が１００％の場合、当会社は、普通約款第５章費用条項（以下「費用
条項」といいます。）第２７節自動車損害時諸費用条項第３条（保険金を支払わない場合）第１項第３
号および第６号の規定を適用しません。
第４条（自動車事故・故障時レンタカー費用条項の不適用）

当会社は、この特約により、第１条（この特約の補償内容）各号のいずれかに該当する事由によ
って生じた損害に対しては、費用条項第１節自動車事故・故障時レンタカー費用条項の規定を適用
しません。
第５条（保険金の支払）
第１条（この特約の補償内容）第１項各号に該当する事由による保険金の請求に対し、災害対策
基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、
東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等
による災害の被災地域における一般条項第２１条（保険金の支払）第１項各号の事項の確認のための
調査が不可欠な場合には、当会社は、請求完了日（被保険者が一般条項第２０条（保険金等の請求）
第２項の手続を完了した日をいいます。）からその日を含めて３６５日を経過する日までに、保険金を
支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を
被保険者に対して通知するものとします。

移転家財の自動補償特約

当会社は、この特約により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１章財物
条項（以下「財物条項」といいます。）の保険の目的である家財を他の場所に移転した場合には、普
通約款一般条項第８条（通知義務）第１項第３号の規定にかかわらず、次の各号に定める条件をい
ずれも満たす場合に限り、移転日（住民票の転出日をいいます。以下同様とします。）以降当会社に
通知するまでの間、移転後の場所（保険の目的である家財の全部が移転された場所で、かつ住民票
の転入地をいいます。以下同様とします。）を「保険証券記載の建物」とみなします。
� 財物条項第２条（被保険者の範囲等）第１項第３号の建物・収容動産被保険者（以下「被保険
者」といいます。）の住居が移転すること。
� 保険の目的である家財の全部が移転後の場所に移転すること。
� 移転日から３０日以内に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知したこと。

約款‐９３



類焼損害担保特約

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、次に掲げる第１号の事故（以下「事故」といいます。）によって生じた第２号の損害

（以下「損害」といいます。）に対して、この特約条項が付帯された普通保険約款（以下「普通約款」
といいます。）およびこの特約条項に従い、類焼損害保険金を支払います。
� 普通約款第１章財物条項に基づく保険契約（以下「主契約」といいます。）の保険の目的である
建物（区分所有建物の場合は、主契約の保険の目的である戸室をいいます。以下「主契約建物」
といいます。）もしくはこれに収容される家財または主契約における保険の目的である家財（以下
「主契約家財」といいます。）もしくはこれを収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破
裂または爆発。主契約における第三者（主契約が他人のためにする保険契約の場合の保険契約者
を含みます。）の所有物で主契約における被保険者（保険証券記載の建物・収容動産被保険者をい
います。以下「主契約被保険者」といいます。）以外の者が占有する部分（区分所有建物の共用部
分を含みます。）から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。ただし、主契約被保
険者と生計を共にする同居の親族の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分（区分所有
建物の共用部分を含みます。）から発生した火災、破裂または爆発による場合には保険金を支払い
ます。
この場合において、主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の
建物は、普通約款に定める保険の目的の範囲の規定によります。
� 類焼補償対象物の滅失、き損または汚損（消防または避難に必要な処置によって生じた損害を
含みます。）。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。

第２条（類焼補償対象物の範囲）
� 前条の類焼補償対象物とは、この特約条項における保険の目的であって、全部または一部で世帯
が現実に生活を営んでいる居住の用に供する建物（畳・建具その他これらに類する物、電気・通信
・ガス・給排水・衛生・消火・冷房・暖房・エレベーター・リフト等の設備のうち建物に付加した
もの、浴槽・流し・ガス台・調理台・棚その他これらに類する物のうち建物に付加したものおよび
門・へい・かき・物置・車庫その他の付属建物を含みます。以下「建物」といいます。）または建物
に収容される家財（以下「家財」といいます。）をいいます。
� 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物は、建物に含まれます。
� 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘（営業用の貸別荘を除きます。）
� 居住の用に供しうる状態にある空家（建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。）
� 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる建物または家財は、類焼補償対象物に含まれません。
� 建物
イ．主契約建物
ロ．主契約家財を収容する保険証券記載の建物（長屋または共同住宅建物の場合は、主契約被保
険者の占有する戸室をいいます。）

ハ．主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物（共有で
ある場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の
者の共有部分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被保険者以外の者
または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。）

ニ．建築中または取り壊し中の建物（損害が発生したときに、世帯が現実に生活を営んでいたも
のを除きます。）

ホ．国、地方公共団体等の所有する建物
� 家財
イ．主契約家財
ロ．主契約建物に収容される家財
ハ．主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有（共有である場合
の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有

持分を含みます。）、使用または管理する家財
ニ．自動車（自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。）
ホ．通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
ヘ．貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、１個または１組
の価額が３０万円をこえるもの

ト．稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
チ．動物、植物
リ．商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの

第３条（被保険者の範囲）
� この特約条項における被保険者（以下「類焼補償被保険者」といいます。）は、類焼補償対象物の
所有者とします。
� 類焼補償被保険者が類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による
損害が発生した場合に限ります。ただし、第９条（類焼補償対象物の事故または損害発生時の義務）
に定める類焼補償被保険者としての義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� 保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれら
の者の法定代理人（保険契約者または主契約被保険者が法人であるときは、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関）の故意
� 類焼補償被保険者またはその法定代理人（類焼補償被保険者が法人であるときは、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関）の故意もしくは重大な過失または法令違反。
ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
� 類焼補償被保険者でない者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、
その者またはその者の法定代理人（その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の
業務を執行するその他の機関）の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受
け取るべき金額については除きます。

� 当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害（これらの事由によって発生した事故が延焼また
は拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず事故がこれらの事由によって延焼または
拡大して生じた損害を含みます。）に対しては、保険金を支払いません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下同様とします。）もしくは核燃料物質によって汚染さ
れた物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特
性による事故

第５条（類焼損害保険金の支払額）
� 当会社が類焼損害保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額（類焼補償
対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築ま
たは再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、
規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。）によって定めま
す。
� 当会社は、１回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として前項の規定による損害の
額を類焼損害保険金として支払います。
第６条（他の保険契約がある場合の類焼損害保険金の支払額－その１）

当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、損害に対して保険金を支払
うべき他の保険契約（類焼補償対象物の全部または一部を保険の目的とし、類焼補償被保険者の全
部または一部を被保険者とする保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。）があると
きは、当会社は、支払限度額を限度に、第５条（類焼損害保険金の支払額）第１項によって算出し
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支払限度額×
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、それぞれ類焼
補償被保険者に対する支払責任額
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合のそれぞれの類焼
補償被保険者に対する支払責任額の合計額
＝ その類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額

他保険優先支払条項を有する他の保険契約がないものとして第６条（他の保険契約があ
る場合の類焼損害保険金の支払額－その１）の規定によって算出した支払責任額

×
他保険優先支払条項を有する他の保険契約がないものとして前項の規定によって算出し
た支払責任額
他保険優先支払条項を有する保険契約およびこの特約につき、それぞれ他保険優先支払
条項を有する他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額
＝ その類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額

差額の合計額 ×
他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がないものとした場合の、それぞれの
類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額
他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がないものとした場合の、他保険優先
支払条項を有する他の保険契約がないすべての類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金
の合計額
＝ その類焼補償被保険者に対して追加して支払う類焼損害保険金の額

た損害の額から他の保険契約の保険金の支払責任額（事故が発生したことによって生ずる費用に対
する保険金を除きます。以下同様とします。）の合計額を控除した残額を類焼損害保険金として支払
います。
第７条（他の保険契約がある場合の類焼損害保険金の支払額－その２）

前条の規定にかかわらず、当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、
損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等（類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約また
は共済契約を含みます。以下本条および次条において同様とします。）があり、それらの中に前条と
同様の保険金支払額の算出方法に関する規定（以下「他保険優先支払条項」といいます。）を有する
保険契約があるときは、第５条（類焼損害保険金の支払額）第１項の規定によって算出した損害の
額から他保険優先支払条項のない他の保険契約によって支払われる、または支払われた保険金もし
くは共済金の合計額を差し引いた残額に対して、次の各号の規定に従って算出された額を類焼損害
保険金として、支払います。
� この特約により他保険優先支払条項を有する他の保険契約に優先して類焼損害保険金を支払う
場合は、上記の残額（他の保険契約等がないものとして算出したこの特約の支払うべき類焼損害
保険金の額を限度とします。）
� 他保険優先支払条項を有する他の保険契約によって、この特約に優先して保険金もしくは共済
金が支払われる、または支払われた場合は、上記の残額から他の保険契約によって支払われる、
または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を差し引いた額（他の保険契約によって支
払われる、または支払われた保険金の額の合計額が、上記の残額を超える場合には支払いません。）

第８条（複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額）
� １回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額（他の保険契約等がないものとし
て算出したこの特約の支払うべき類焼損害保険金の額をいいます。以下同様とします。）の合計額が
支払限度額をこえる場合において、他保険優先支払条項を有する他の保険契約がないときは、当会
社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として
支払います。

� 当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、１回の事故による複数の類
焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額をこえるときで、損害に対して保険金を
支払うべき他の保険契約があり、それらの中に他保険優先支払条項を有する他の保険契約がある場
合で、次の第１号に該当するときは、その類焼補償被保険者に対して第２号に規定する額を類焼損
害保険金として支払います。
� 他保険優先支払条項を有する他の保険契約およびこの特約につき、それぞれ他保険優先支払条
項を有する他の保険契約がないものとして類焼補償被保険者ごとに算出した支払責任額の合計額
が、他保険優先支払条項を有する他の保険契約がないものとして前項の規定により算出したこの
保険契約の支払責任額をこえる場合
� 次の算式により算出した額

� 類焼補償被保険者ごとに、他保険優先支払条項を有する他の保険契約がないものとして第１項に
よって算出した類焼損害保険金の額と、前項によって算出した他保険優先支払条項を有する他の保
険契約がある場合の類焼損害保険金の額に差額が生じた場合は、それぞれの差額の合計額を、他保
険優先支払条項を有する他の保険契約がないそれぞれの類焼補償被保険者に対し、次の算式によっ
て算出した類焼損害保険金を追加して支払います。
ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき類焼損害保険金の額は、第５条（類焼損害保険金の
支払額）の規定による損害の額をこえることはありません。

� 当会社は、１回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額
をこえることで前各項の規定にしたがって類焼損害保険金の額を算定することになる場合において、
その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、
それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の手
続を行います。
第９条（類焼補償対象物の事故または損害発生時の義務）
� 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が生じたことを知った場合は、損
害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
� 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じた
ことを知ったときは、次のことを履行しなければなりません。
� 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったとき
は、損害が生じた日時、場所および損害の概要を直ちに当会社に通知すること。
� 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったとき
は、次の事項を遅滞なくかつ正確に、当会社に書面等（書面または当会社の定める通信方法をい
います。以下同様とします。）により通知すること。
イ．損害の状況
ロ．損害が生じた日時、場所または損害の状況について証人となる者がある場合は、その者の住
所および氏名または名称

� 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったとき
は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を直ちに通知すること。
� 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったときは、これを当会
社に通知すること。
	 類焼補償対象物について損害が生じたことを知ったときは、保険契約者、主契約被保険者また
は類焼補償被保険者は、次の事項に協力すること。
イ．類焼損害保険金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害および類焼補償対象物にか
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かる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約（または類焼損害保険金を支払うべき他の
保険契約）の内容を調査すること。
ロ． 当会社が、事故または損害が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはその建物も
しくは敷地内に収容されていた類焼補償被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査すること
もしくは一時他の場所に移転すること。

第１０条（類焼補償対象物の事故または損害発生時の義務違反）
保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなくて前条の規定に違反
した場合は、当会社は次の各号に規定する額を差し引いて保険金を支払います。
� 前条第１項の規定に違反した場合には、損害の発生または拡大を防止することができたと認め
られる損害の額。
� 前条第２項の規定に違反した場合には、それにより当会社が被った損害の額。

第１１条（保険金の請求）
� 当会社に対する保険金請求権は、第１条（保険金を支払う場合）に規定する損害が生じた時から
発生し、これを行使することができるものとします。
� 類焼補償被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の各号に規定するすべての書類または証
拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
� 保険金の請求書
� 損害額を証明する書類（被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の
見積書またはすでに支払がなされた場合はその領収書および被害が生じた物の写真をいいます。
この場合において、被害が生じた物の写真には画像データを含みます。）
� 類焼補償被保険者が死亡した場合は、類焼補償被保険者の除籍および類焼補償被保険者のすべ
ての法定相続人を確認できる戸籍謄本
� 普通約款第６章一般条項第２４条（指定代理請求人）に規定する被保険者の代理人として保険金
を請求する場合は、保険金を請求する者が同条第１項に規定する者であることを証明する書類
� 所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
� 前５号までのほか、当会社が普通約款第６章一般条項第２１条（保険金の支払）第１項に規定す
る確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交
付する書面等において定めたもの

第１２条（残存物の帰属）
当会社が類焼損害保険金を支払ったときでも、類焼補償対象物の残存物の所有権その他の物権は、
当会社がこれを取得することの意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第１３条（代位）
� 損害が生じたことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合におい
て、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、
移転するのは、次の各号に規定する額を限度とします。
� 当会社が損害の額の全額を類焼損害保険金として支払った場合は、類焼補償被保険者が取得し
た債権の額
� 前号以外の場合は、類焼補償被保険者が取得した債権の額から、類焼損害保険金が支払われて
いない損害の額を差し引いた額

� 前項第２号の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当
会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第１４条（代位求償権不行使）
前条の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計
を共にする同居の親族に対して有する権利を当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しな
いものとします。
第１５条（借用戸室等における場合の読み替え規定）
主契約建物が借用に供される戸室（以下「借用戸室」といいます。）を有している場合または主契

約建物が借用に供される一戸建（以下「借用一戸建」といいます。）である場合には、この特約条項
の規定は、次のとおり読み替えるものとします。

� 第１条（保険金を支払う場合）第１号の規定中「主契約被保険者と生計を共にする同居の親族」
とあるのは「主契約被保険者と生計を共にする同居の親族および主契約被保険者の許諾を得て主
契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者（保険契約者、主契約被保
険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。）」
� 第２条（類焼補償対象物の範囲）第３項第２号の規定中「主契約建物に収容される家財」とあ
るのは「主契約建物の借用戸室以外の戸室に収容される家財および借用戸室またはこれに収容さ
れる家財から事故が発生したときにおける当該借用戸室に収容される家財」

第１６条（この特約条項が付帯された保険契約との関係）
� 主契約が無効のときは、この特約条項もまた無効とします。
� 主契約が保険期間の中途において終了したときは、この特約も同時に終了するものとします。
第１７条（準用規定）

この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の
規定を準用します。この場合において、普通保険約款第６章一般条項第２１条（保険金の支払）第１
項中「前条第２項または第３項の手続を完了した日」とあるのを「類焼補償被保険者が類焼損害担
保特約第１１条（保険金の請求）に規定する手続を完了した日（なお、類焼補償被保険者が複数存在
する場合には、それらの者のうち、同条に規定する手続を最も遅く完了した日をいいます。）」と読
み替えます。

特

約
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事故 費用名 費用の内容

火災事故

� ＩＨクッキングヒーターまた
は火災防止機能付ガスコンロの
設置費用

住居の火災事故防止のためのＩＨクッ
キングヒーターまたは火災防止機能付
ガスコンロの設置費用。

� ガス台自動消火器の設置費用
住居の火災事故防止のためのガス台自
動消火器の設置費用。

� 据付型手動消火器の設置費用
住居の火災事故防止のための据付型手
動消火器の設置費用。

� 家庭用スプリンクラーの設置
費用

住居の火災事故防止のための家庭用ス
プリンクラーの設置費用。

� 避雷器の購入費用
電気機器の落雷事故防止のための避雷
器の購入費用。

事故 費用名 費用の内容

盗難事故

� ホームセキュリティサービス
の実施費用

盗難事故再発防止を目的としたホーム
セキュリティ機器の賃貸、設置および
警備員の派遣等のホームセキュリティ
サービスの利用費用。警備業務を業務
として実施する法人が提供するサービ
スに限ります。

� 防犯カギ、防犯ガラス・フィ
ルムの設置費用

盗難事故再発防止を目的とした防犯カ
ギ、防犯ガラスまたは防犯フィルムの
設置費用。

� 再発防止コンサルの利用費用
盗難事故再発防止のための住居の防犯
を目的とした専門家による盗難防止コ
ンサルティングサービスの利用費用。

� 防犯カメラ・センサー装置の
設置費用または防犯用砂利等の
購入費用

盗難による事故にあった場合の、再発
防止のため住居の防犯を目的とした防
犯カメラや防犯センサー装置の設置費
用または防犯用砂利等の購入費用。

火災・盗難時再発防止費用補償特約

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、この特約に従い、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１章財物
条項（以下「財物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第４項または第７項に規定す
る事故によって建物・収容動産損害保険金が支払われる場合において、被保険者が支出した当該事
故の再発防止のための次の各号のいずれかに該当する費用（以下「火災・盗難時再発防止費用」と
いいます。）に対して火災・盗難時再発防止費用保険金を支払います。
� 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項の事故（以下「火災事故」といいます。）の場合
においては、別表１または別表３に掲げる費用。ただし、その事故の再発防止のために追加で必
要となる有益な費用に限ります。
� 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第７項の事故（以下「盗難事故」といいます。）の場合
においては、別表２または別表３に掲げる費用。ただし、その事故の再発防止のために追加で必
要となる有益な費用に限ります。

� 前項に規定する費用は、事故発生の日からその日を含めて１８０日以内に被保険者が支出した費用に
限ります。ただし、事故発生の日からその日を含めて１８０日以内に被保険者から当会社に費用発生の
時期および内容について告げ、当会社がこれを認めた場合は事故発生の日からその日を含めて２年
以内に支出した費用を含めることができます。
第２条（保険金の支払額）

前条に規定する火災・盗難時再発防止費用保険金の額は、１回の事故につき、２０万円を限度とし
ます。
第３条（保険金支払後の保険契約）

当会社が保険金を支払った場合においても、前条に規定する限度額は減額しません。
第４条（準用規定）
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯された特約の規定を準用します。この場合において、普通約款第６章一般条項を下表のとおり
読み替えるものとします。
� 第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）第１項第２号中「損害の額」とあるのを
「火災・盗難時再発防止費用補償特約第１条（保険金を支払う場合）に規定する費用の額の合計
額」
� 第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）第１項第２号中「超過額」とあるのを「超
過額。ただし２０万円を限度とします。」

＜別表１＞

＜別表２＞
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事故 費用名 費用の内容

火災事故
または
盗難事故

� 防犯・防火金庫の設置費用
火災または盗難による事故発生の場合
の被害軽減を目的とした防犯・防火金
庫の設置費用。

� 災害常備品の購入費用
火災または盗難による事故発生の場合
の被害軽減を目的とした災害常備品の
購入費用。

� 植栽の設置費用
火災による事故発生の場合の被害軽減
または盗難事故発生防止を目的とした
植栽の新規設置費用。

＜別表３＞

生活賠償責任の範囲限定に関する特約

第１条（責任範囲の限定）
当会社は、この特約により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償
責任条項（以下「賠償責任条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第１項の規定にかか
わらず、保険証券記載の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が、保険証券記載の行為の間に、
偶然な事故により他人の身体の障害（傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。）または財物の
損壊（滅失、き損もしくは汚損をいいます。）について、法律上の損害賠償責任を負担することによ
って被る損害に対して、保険金を支払います。
第２条（範囲限定の特則）

前条において、保険証券記載の生活賠償責任の範囲として、スポーツ、ゴルフ、テニス、スキー、
スケート、狩猟またはつりと記載されている場合、前条の事故は、それぞれ次の定義によります。
� スポーツ

被保険者が保険証券記載のスポーツの練習、競技または指導（これらに付随して通常行われる
更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中の事故
� ゴルフ

被保険者が行うゴルフ（ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴル
フ類似のスポーツを除きます。以下同様とします。）の練習、競技または指導（これらに付随して
ゴルフ場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中の事故

� テニス
テニス施設内において被保険者が自ら行うテニスの練習、競技または指導（これらに付随して
テニス施設内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中の事故

� スキー
雪上滑走スポーツの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の事故

� スケート
スケート場（アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。）に

おいて、被保険者が自ら行うアイススケートの練習、競技もしくは指導（これらに付随してスケ
ート場内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中の事故
� 狩猟

次のいずれかの事故
イ．被保険者が狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器（以下この号お
よび第４条（保険金を支払わない場合）第５項において「銃器」といいます。）によって生じた
事故
ロ．被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によっ
て生じた事故

� つり
被保険者が釣魚の目的をもって住居を出発した時から住居に帰着するまでの行程中の事故

第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� ゴルフの練習

ゴルフの練習とは、ゴルフの技術の維持・向上を目標に、ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に
特に考案され市販されている器具（以下「クラブ等」といいます。）を使用してくり返しスイング
を行うこと（場所のいかんを問いません。）をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、
整理等の行為を含みます。
� ゴルフの競技

ゴルフの競技とは、ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。
� ゴルフの指導

ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うこ
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とをいいます。
� スイング

スイングとは、クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。
� ゴルフ場
ゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目のいかんを問わず、施設の
利用について料金を徴するものをいいます。
� ゴルフ場構内
ゴルフ場構内とは、ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設
を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
� テニス施設
テニス施設とは、もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更衣室等そ
れらの付属施設をいいます。
� 雪上滑走スポーツ
雪上滑走スポーツとは、スキー、モノスキー、スノーボード等、当該スポーツ用に設計された
板またはボードを使用し、雪（人工雪を含みます。）上を動力を用いずに滑走することを主な目的
とするスポーツをいいます。ただし、そり（そりに類似するものを含みます。）、ボブスレーおよ
びリュージュを除きます。
� 雪上滑走スポーツ用の板またはボード

雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボード（材質のいかんを問いません。）をいい、ビン
ディング等付属品を含むものとします。
� スケート場

スケート場とは、アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。
� 釣魚
釣魚とは、海、河川、湖沼、池等において釣り糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただ
し、釣堀における漁獲および職業的漁獲を除きます。

第４条（保険金を支払わない場合）
	 当会社は、賠償責任条項第４条（保険金を支払わない場合－その１）ならびに賠償責任条項第５
条（保険金を支払わない場合－その２）第１号イ．、ニ．およびヘ．からチ．までに掲げる損害に
対しては、保険金を支払いません。

 当会社は、第２条（範囲限定の特則）第１号の行為中の事故においては、前項に掲げる損害のほ
か、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。た
だし、被保険者が行うスポーツの補助者として、被保険者が使用する者を除きます。
� 航空機、船舶、自動車および原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

 当会社は、第２条（範囲限定の特則）第２号の行為中の事故においては、第１項に掲げる損害の
ほか、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。た
だし、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては除きます。
� 航空機、船舶、自動車（ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。）および原動機付自
転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

� 当会社は、第２条（範囲限定の特則）第４号および第５号の行為中の事故においては、第１項に
掲げる損害のほか、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。た
だし、被保険者が行う雪上滑走スポーツおよびスケートの補助者として、被保険者が使用する者
を除きます。
� 航空機、船舶、自動車および原動機付自転車ならびに銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用
または管理に起因する損害賠償責任

� 当会社は、第２条（範囲限定の特則）第６号の行為中の事故においては、第１項に掲げる損害の
ほか、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。

� 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。た
だし、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として、被保険者が使用する者を除き
ます。
� 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
� 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因す
る損害賠償責任
� 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可（以下「許可」といいます。）を受けないで所持している
銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
� 許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
� 法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する損害賠償責
任
� 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
� 当会社は、第２条（範囲限定の特則）第７号の行為中の事故においては、賠償責任条項第４条（保
険金を支払わない場合－その１）ならびに賠償責任条項第５条（保険金を支払わない場合－その２）
に掲げる損害のほか、次の各号に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
� 他人の釣糸、釣針、うき、おもり等通常釣竿の先端より先に装着される漁具に与えた損害に対
する損害賠償責任
� 他人の漁獲物に与えた損害に対する損害賠償責任
� 被保険者が故意または重大な過失によって法令上禁止されている区域内または期間中に釣魚（禁
漁の対象となっている魚に限ります。）を行ったことに起因する損害賠償責任

第５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。
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示談交渉不行使特約

第１条（示談交渉の不行使）
当会社は、この特約により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償

責任条項（以下「賠償責任条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第１項、第２項、第
７項および第８項の賠償責任のうち、保険証券に記載された賠償責任については、賠償責任条項第
８条（当会社による援助）から第１１条（仮払金および供託金の貸付け等）までの規定は適用しませ
ん。
第２条（損害賠償責任解決の特則）
� 前条の規定にかかわらず、当会社は、必要と認めたときは、賠償責任条項第２条（被保険者等）
第１号、第２号、第７号および第８号の被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当
たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当
会社に協力しなければなりません。
� 被保険者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、
賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項、第２項、第７項および第８項の保険金を支払
いません。
第３条（普通約款の読み替え）
この特約においては、普通約款の規定を次の各号のとおり読み替えて適用します。
� 賠償責任条項第３条（用語の定義）第６号の規定は、次のとおり読み替えて適用します。
「�損害賠償請求権者
当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、運転自動車対人事故または運転外自動
車対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の相続人、慰謝料請求権者、運転自動車対物
事故または運転外自動車対物事故の被害財物の所有者等をいいます。」
� 賠償責任条項第６条（支払保険金の範囲）第１項第７号の規定中「第９条（当会社による解決）
第３項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に」とあるのを、「示談交渉不行使特約条項第
２条（損害賠償責任解決の特則）の規定により当会社の要求に従い」と読み替えて適用します。

第４条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれ
に付帯される他の特約の規定を準用します。

対物超過修理費用補償特約

第１条（保険金を支払う場合）
① 当会社は、この特約により、運転自動車対物事故の損害に対して被保険者（総合保険普通保険約
款第２章賠償責任条項第２条（被保険者等）第３号に規定する被保険者をいいます。以下この項に
おいて同様とします。）に保険金が支払われる場合において、相手自動車に生じた損害により被保険
者が負担する対物超過修理費用に対して、第３条（保険金の支払額）に定める対物超過修理費用保
険金（以下「対物超過修理費用保険金」といいます。）を支払います。なお、以下この特約において、
総合保険普通保険約款を「普通約款」、第２章賠償責任条項を「賠償責任条項」といいます。
② 当会社は、この特約により、運転外自動車対物事故の損害に対して被保険者（賠償責任条項第２
条（被保険者等）第４号に規定する被保険者をいいます。以下この項において同様とします。）に保
険金が支払われる場合において、相手自動車に生じた損害により被保険者が負担する対物超過修理
費用に対して、対物超過修理費用保険金を支払います。
③ 当会社は、前２項の対物超過修理費用のうち、保険証券に記載された費用についてのみ支払責任
を負うものとします。
④ この特約の規定は、それぞれの被保険者（第１項または第２項の被保険者をいいます。以下同様
とします。）ごとに個別に適用します。ただし、これによって対物超過修理費用保険金の限度額が増
額されるものではありません。
第２条（用語の定義）

この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 運転自動車対物事故

賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第４項に規定する運転自動車対物事故をいいます。
� 運転外自動車対物事故

賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第６項に規定する運転外自動車対物事故をいいま
す。
� 相手自動車

被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故
により、滅失、破損または汚損した他人の所有する自動車（原動機付自転車を含みます。ただし、
賠償責任条項第３条（用語の定義）第２号に規定する運転自動車を除きます。）をいいます。
� 相手自動車の修理費

損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために、当会
社が必要かつ妥当と認める修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から
起算して６か月以内に、相手自動車を修理することによって生じた修理費をいいます。
� 相手自動車の価額

損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市
場販売価額相当額をいいます。
	 対物超過修理費用

当会社が、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を超えると認めた場合における、相手自動
車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。

 相手自動車の車両保険等

相手自動車について適用される保険契約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限り
ません。）で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、こう水、高潮
その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害
に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。

第３条（保険金の支払額）
１回の運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故における相手自動車１台につき、当会社
が支払う対物超過修理費用保険金の額は、次の�の額に�の額の�の額に対する割合を乗じた額ま
たは５０万円のいずれか低い額を限度とします。
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� 対物超過修理費用
� 相手自動車の価額について対物事故により被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
� 相手自動車の価額

第４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
① 当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金（共済金を
含みます。以下この項において同様とします。）が支払われる場合であって、次の�の額が�の額を
超えるときは、その超える額を前条に規定する額から差し引いて対物超過修理費用保険金として支
払います。この場合において、すでに当会社が支払うべき対物超過修理費用保険金の額を超える金
額を支払っていたときは、その超える部分の額の返還を請求することができます。
� 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額（相手自動車の修理費以外の諸費用等
に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。）。ただし、相手自動車の修理
費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のためにすでに
回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差
し引かないものとして算出された保険金の額とします。
� 相手自動車の価額
② この特約と全部または一部について支払責任を同じくする他の保険契約または共済契約（以下こ
の項において「他の保険契約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は次の各号の規定によ
ります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この項において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第５条（保険金の請求）
① 当会社に対する保険金請求権は、普通約款第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）第１項第２
号に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
から発生し、これを行使することができるものとします。
② 被保険者は、第３条（保険金の支払額）の対物超過修理費用保険金の請求を行う場合には、保険
契約者を経由して行うものとし、当会社は、保険契約者を経由しない同保険金の請求を受けること
はできないものとします。
③ 賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）の規定は、対物超過修理費用保険金には
適用しません。
第６条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

無免許運転者に関する「賠償損害」等補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償責任条項（以下
「賠償責任条項」といいます。）およびこれに付帯される他の特約に規定される記名運転者（以下
「記名運転者」といいます。）が適用されている場合に適用されます。

第２条（無免許運転者の定義）
この特約において、無免許運転者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、法令に定め
られた運転資格を持たないで自ら自動車（二輪自動車および原動機付自転車を含みません。）を運転
中の者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
第３条（この特約の補償内容）
① 当会社は、この特約により、記名運転者に賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項ま
たは第４項が適用されている場合は、無免許運転者を記名運転者とみなして、記名運転者に適用さ
れる保険契約の条件に従い、賠償責任条項（記名運転者について適用される他の特約を含みます。）
を適用します。
② 前項の場合において、記名運転者に普通約款第５章費用条項第２６節自動車賠償臨時費用条項（以
下「自動車賠償臨時費用条項」といいます。）第１条（臨時費用保険金を支払う場合）第１項が適用
されているときは、当会社は、この特約により、記名運転者に適用される保険契約の条件に従い、
同項の規定（記名運転者について適用される他の特約を含みます。）を適用します。

第４条（保険金を支払わない場合）
当会社は、賠償責任条項、自動車賠償臨時費用条項および普通約款第６章一般条項の規定による
場合のほか、第２条（無免許運転者の定義）第４号に該当する無免許運転者が、その所有する自動
車または常時使用する自動車（賠償責任条項第３条（用語の定義）第４号に規定する所有自動車を
除きます。）を自ら運転しているときに生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

第５条（適用される保険契約の条件）
第３条（この特約の補償内容）の規定により無免許運転者に適用される保険契約の条件は、当該
無免許運転者による事故発生の時において、記名運転者（記名運転者が２人以上いる場合は、それ
ぞれの記名運転者をいいます。）および許諾運転者（賠償責任条項およびこれに付帯される他の特約
に規定される許諾運転者をいいます。以下同様とします。）に対して適用される保険契約の条件のう
ち、事故による損害に対して最も支払責任額の高い保険契約の条件とします。
第６条（普通保険約款および他の特約が適用される場合の取扱い）

第３条（この特約の補償内容）の規定にかかわらず、無免許運転者の事故による損害または費用
に対して、賠償責任条項およびこれに付帯される他の特約により記名運転者もしくは許諾運転者と
して支払われるべき保険金がある場合は、当該損害または費用に対して、当会社は、この特約によ
る保険金を支払いません。
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傷害補償の範囲の限定に関する特約

第１条（範囲の限定）
当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３

章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が保険
証券記載の行為の間に傷害条項第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場合にかぎり、傷害
条項の規定により支払われる保険金のうちこの特約の適用対象として保険証券に記載された保険金
（以下「保険金」といいます。）を支払います。ただし、次条第６号の行為については、傷害条項第
３条（保険金を支払わない場合－その１）第１項第８号および同号の事由に随伴して生じた事故ま
たは同号に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故にかかわらず、保険金を支払います。
第２条（範囲限定の特則）

前条において、保険証券に記載されている行為として、ゴルフ、テニス、スキー、スケート、狩
猟またはつりと記載されている場合、前条の行為は、それぞれ次の定義によります。
� ゴルフ

被保険者がゴルフ場構内において、ゴルフ（ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、
パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。）の練習、競技または指導（これらに付随して
ゴルフ場構内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中
� テニス
被保険者がテニス施設内おいて、テニスの練習、競技または指導（これらに伴う更衣、休憩を
含みます。）中
� スキー
被保険者が雪上滑走スポーツの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中

� スケート
被保険者がスケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導（これらに伴う更衣、
休憩を含みます。）中
� 狩猟
被保険者が狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時ま
での行程中
� つり
被保険者が、釣魚の目的をもって住居を出発した時から住居に帰着する時までの行程中

第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� ゴルフの練習

ゴルフの練習とは、ゴルフの技術の維持・向上を目標に、ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に
特に考案され市販されている器具（以下「クラブ等」といいます。）を使用して繰り返しスイング
を行うこと（場所のいかんを問いません。）をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、
整理等の行為を含みます。
� ゴルフの競技

ゴルフの競技とは、ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。
� ゴルフの指導
ゴルフの指導とは、他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うこ
とをいいます。
� スイング
スイングとは、クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことをいいます。

� ゴルフ場
ゴルフ場とは、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目のいかんを問わず、施設の
利用について料金を徴するものをいいます。
� ゴルフ場構内

ゴルフ場構内とは、ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設
を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
� テニス施設

もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更衣室等それらの付属施設を
いいます。
� 雪上滑走スポーツ

スキー、モノスキー、スノーボード等、当該スポーツ用に設計された板またはボードを使用し、
雪（人工雪を含みます。）上を動力を用いずに滑走することを主な目的とするスポーツをいいます。
ただし、そり（そりに類似するものを含みます。）、ボブスレーおよびリュージュを除きます。
	 スケート場

アイススケートを行う場所をいい、更衣室等の付属施設を含むものとします。

 釣魚

海、河川、湖沼、池等において釣糸を用いて魚を漁獲することをいいます。ただし、次に掲げ
るものを除きます。
イ．つり堀における漁獲
ロ．職業的漁獲

第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号に掲げる傷害または損害に対しては保険金を支払いません。
� 第２条（範囲限定の特則）第３号および第４号の行為については、大気汚染、水質汚濁の環境
汚染（環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は除きます。）によって生じた傷害または
損害
� 第２条（範囲限定の特則）第５号の行為については、次の事由のいずれかによって生じた傷害
または損害
イ．被保険者が狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間
または捕獲時間外に狩猟を行っている間
ロ．被保険者が許可なく所持している銃器によって被った傷害または法令で禁止されている場所
において銃器を使用している間
ハ．交通乗用具に搭乗中
ニ．交通乗用具との衝突、接触等
� 第２条（範囲限定の特則）第６号の行為については、被保険者が故意または重大な過失によっ
て法令上禁止されている区域内または期間中に釣魚（禁漁の対象となっている魚に限ります。）を
行っている間に生じた傷害または損害

� 前項第２号にいう交通乗用具とは次に掲げるものをいいます。
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー（ロープウェーを含みます。）、リフト、自動車、
原動機付自転車、トロリーバス、航空機および船舶（狩猟に使用する船を除きます。）
第５条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

特

約
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天災危険担保特約

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３
章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）第３条（保険金を支払わない場合－その１）第１項第
８号および第１２号の規定にかかわらず、傷害条項の被保険者が次の各号に掲げる事由のいずれかに
よって生じた傷害を被ったときは、傷害条項の規定により支払われる保険金のうちこの特約の適用
対象として保険証券に記載された保険金を支払います。
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 前号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第２条（保険金の支払時期）
当会社は、普通約款第６章一般条項第２１条（保険金の支払）第２項第５号の次に、第６号として
次のとおり追加して適用します。
「
� 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告され
た首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するも
のと見込まれる地震等による災害の被災地域における前項第１号から第４号までの事項の確認
のための調査 ３６５日

」
第３条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

特定感染症危険担保特約

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３章傷害条項（以下「傷害
条項」といいます。）の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が保険期間中に感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第２項から第４項までに
規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症（以下「特定感染症」といいます。）を発病した
ときは、この特約および傷害条項の規定に従い、傷害条項の規定によって支払われる保険金のうち
この特約の適用対象として保険証券に記載された保険金を支払います。
� 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からそ
の日を含めて１８０日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用
に対して、保険証券記載の保険金額を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金（以下、前項
の保険金とあわせて「保険金」といいます。）を支払います。
� 前２項の発病の認定は、医師（被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
以下同様とします。）の診断によります。
第２条（保険金を支払わない場合－その１）
� 当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって発病した特定感染症に対しては、保険金を
支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失（事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意
等では説明のできない行為または不作為を伴うものをいいます。）。ただし、保険金を支払わない
のはその被保険者の被った傷害または損害に限ります。
� 保険金を受け取るべき者（保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関）の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の
一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
� 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険
者の被った傷害または損害に限ります。
� 被保険者に対する刑の執行
	 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）


 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号以外の放射線照射または放射能汚染
� 前４号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 当会社は、普通約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保
険金を支払いません。
第３条（保険金を支払わない場合－その２）
� 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて１０日以内に発病した特定感染症に対しては、保険
金を支払いません。
� 前項の規定は、この特約が付帯された支払条項が継続されたものである場合には、適用しません。
第４条（発病の通知）
� 被保険者が特定感染症を発病したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
は、当該特定感染症を発病した日からその日を含めて３０日以内に当該特定感染症の発病の状況およ
び経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしく
は説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応
じなければなりません。

約款‐１０３



� 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく前項の規定に違反した
とき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは事実と異
なることを告げたときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を
支払います。
第５条（保険金の請求）
� 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、
保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
� 保険期間中に特定感染症を発病したこと、当該特定感染症の程度または当該特定感染症による
後遺障害の程度を証明する医師の診断書
� 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
� 死亡診断書または死体検案書
� 被保険者の戸籍謄本
� 被保険者の印鑑証明書
� 葬祭費用の支出を証明する書類
	 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書（保険金の請求を第三者
に委任する場合）

 その他当会社が普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第２１条（保険金の支
払）第１項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保
険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

� 当会社は、事故の内容、費用の額または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会
社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を
速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
� 被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または前
２項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造したと
きは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第６条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
� 当会社は、第４条（発病の通知）の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、
特定感染症の程度または費用の額の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契
約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の
診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
� 前項の規定による診断または死体の検案（死体について、死亡の事実を医学的に確認することを
いいます。）のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は、当会社が負担します。

第７条（代 位）
� 当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその発病した特定感染症につ
いて第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
� 前項の規定にかかわらず、当会社が葬祭費用保険金を支払うべき第１条（保険金を支払う場合）
第２項の費用について、保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他債権（共同不法
行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。）を取得した場合において、当会社が
その費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するの
は、次の各号の額を限度とします。
� 当会社が、保険契約者または被保険者の親族が負担した第１条（保険金を支払う場合）第２項
の費用全額を保険金として支払った場合は、保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の
全額
� 前号以外の場合は、保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払
われていない保険契約者または被保険者の親族が負担した第１条（保険金を支払う場合）第２項
の費用の額を差し引いた額

� 前項第２号において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債
権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

� 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前２項の債権の保全および行使
ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この
ために必要な費用は、当会社の負担とします。
第８条（普通約款の適用除外）

この特約の規定が適用される場合には、傷害条項第３条（保険金を支払わない場合－その１）、第
４条（保険金を支払わない場合－その２）、第２６条（死亡の推定）、一般条項第２１条（保険金の支払）、
第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）ならびに第２６条（代位）第１項および
第２項の規定は適用しません。
第９条（普通約款の読み替え）

この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
� 傷害条項第１９条（傷害定額保険金における他の身体障害の影響）第２項の規定中「第１条（保
険金を支払う場合）第１項の傷害の程度が重大となったとき」とあるのは「特定感染症が重大と
なったとき」
� 傷害条項第２３条（人身傷害保険金における他の身体傷害の影響）第１項の規定中「被保険者が
第１条（保険金を支払う場合）第２項の傷害を被った」および「同項の傷害を被った」とあるの
は「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同項の傷害が重大となった場合」
とあるのは「特定感染症が重大となった場合」、同条第２項の規定中「第１条（保険金を支払う場
合）第２項の傷害が重大となった場合」とあるのは「特定感染症が重大となった場合」
� 一般条項第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第３項の規定中「傷害」とあるのは「発
病した特定感染症」
� 一般条項第３０条（保険契約の解除）第２項第３号の規定中「この保険契約によって保険金を支
払うべき事故による損害もしくは傷害または発病した疾病が発生する前に」とあるのは「特定感
染症の発病の前に」、同条第６項第１号、第２号および第３号の規定中「損害もしくは傷害が発生
した後または疾病が発病した後に」とあるのは「特定感染症が発病した後に」、同条第６項第２号
および第３号の規定中「生じた事故による損害もしくは傷害または発病した疾病」とあるのは「発
病した特定感染症」
� 一般条項第３１条（保険料の返還または請求）第３項の規定中「変更後の保険料領収前に生じた
事故による損害または傷害もしくは発病した疾病」とあるのは「変更後の保険料の領収前に発病
した特定感染症」

第１０条（交通事故傷害危険のみ担保特約が付帯された場合の取扱）
この特約が付帯される保険契約に交通事故傷害危険のみ担保特約が付帯された場合には、同特約
第３条（保険金を支払わない場合）の規定は適用しません。
第１１条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。
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第三者加害行為倍額支払特約

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３章傷害条項（以下「傷害

条項」といいます。）の被保険者が次の各号に掲げる事由のいずれかによって傷害条項第１条（保険
金を支払う場合）の傷害を被った場合は、傷害条項の規定により支払われる保険金のうちこの特約
の適用対象として保険証券に記載された保険金を２倍にして支払います。
� 第三者（被保険者以外の者をいいます。以下この条において同様とします。）の故意による加害
行為。ただし、その傷害が第三者の加害行為によって生じたものであることを保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者が警察署に届け出た場合に限ります。
� ひき逃げ（道路上における被保険者と自動車もしくは原動機付自転車またはこれらに積載され
ているものとの衝突・接触等の交通事故であって、当該事故の加害者である第三者がその被保険
者の救護その他の必要な措置を行わず逃走し、加害者が当該事故の日からその日を含めて６０日を
経過してもなお特定できないものをいいます。）

第２条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

顔面傷害による倍額支払特約

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３章傷害条項（以下「傷害
条項」といいます。）の被保険者が傷害条項第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、傷害を被

けい

った部位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫合、
補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、傷害条項の規定により支払われる保険金の
うちこの特約の適用対象として保険証券に記載された保険金を２倍にして支払います。
第２条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。
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支払事由に該当した時
までの経過期間

削 減 期 間

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

１ 年 以 内 ５０％ ３０％ ２５％ ２０％ １５％

１ 年 超 ２ 年 以 内 ６０％ ５０％ ４０％ ３０％

２ 年 超 ３ 年 以 内 ７５％ ６０％ ４５％

３ 年 超 ４ 年 以 内 ８０％ ６０％

４ 年 超 ５ 年 以 内 ８０％

分 類 交 通 乗 用 具

軌道上を走行する陸上の乗
用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、
いす付リフト

（注） ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっ
ぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバー
リフト等座席装置のないリフト等は除きます。

軌道を有しない陸上の乗用
具

自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、
トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引され
る車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助
車（原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。）

（注） 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園
地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三
輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キック
ボード（原動機を用いるものを含みます。）等は除きます。

特別条件付保険特約

第１条（特別条件の適用）
総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３章傷害条項、第４章疾病条項または
がん特約（がん特定手術特約、がん女性手術特約、がん退院後ケア特約を含みます。）の被保険者と
なるにあたって、当該被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しないときは、この
特約の適用対象として保険証券に記載された保険金（以下「保険金」といいます。）については、普
通約款またはこれに付帯される特約の規定のほか、この特約の規定を適用します。
第２条（特別条件）

この特約によりこの保険契約に適用する特別条件は、その危険の程度に応じて、つぎの各号のう
ちいずれか１つまたは２つ以上の方法によります。
� 保険金削減支払法

当該保険金にかかる保険期間の始期から起算して当会社の定める保険金削減期間内に、被保険
者が、保険金の支払事由に該当したときは、適用日（この特約において、この特約が付帯された
日をいいます。）から起算して保険金の支払事由に該当した時までの経過期間に応じ、つぎの割合
を乗じて得た金額を基準として、保険金を支払います。ただし、当該保険金にかかる保険料が払
込済である場合は、支払うべき保険金の額からその支払事由に該当した時における当該支払条項
の責任準備金を控除した金額につぎの割合を乗じて得た金額と、その時における当該支払条項の
責任準備金とを合算した金額を支払います。

� 特別保険料領収法
�ア この特約がないものとして計算された保険料に当会社の定める特別保険料を加算した金額を、
払い込むべき保険料とします。
�イ 普通約款またはこれに付帯される特約の規定によって保険料の払込が免除された場合は、同
時に特別保険料の払込を免除します。

� 特定疾病・部位不担保法
当該保険金にかかる保険期間の始期から起算して保険証券記載の不担保期間内に生じた保険証
券記載の保険金の支払事由に該当したとき、または保険料払込の免除事由に該当したときは、保
険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。

第３条（普通約款および特約の規定の適用除外）
� この特約に定める特別条件を適用した場合、次の各号の取扱は行いません。ただし、保険金削減
支払法の場合で保険金削減期間経過後のとき、または特定疾病・部位不担保法のときはこの規定
は適用しません。
� 当該保険金にかかる保険期間の変更
� 当該保険金にかかる保険料払込期間の変更

� この特約に定める特別条件を適用した場合、特別条件を適用した保険金にかかる保険期間の変更
または保険料払込期間の変更をともなう保険期間もしくは保険料払込期間の変更、特約の付帯は行
いません。ただし、保険金削減支払法の場合で保険金削減期間経過後のとき、または特定疾病・部
位不担保法のときはこの規定は適用しません。

交通事故傷害危険のみ担保特約

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３
章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が次の
各号に掲げるいずれかの事故によって、傷害条項第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被った場
合にかぎり、傷害条項の規定により支払われる保険金のうちこの特約の適用対象として保険証券に
記載された保険金（以下「保険金」といいます。）を支払います。
� 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具（これに積載されてい
るものを含みます。以下この項において同様とします。）との衝突・接触等の交通事故または運行
中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故
� 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できない
ように仕切られている場所を除きます。）に搭乗している間（極めて異常かつ危険な方法で搭乗し
ている間を除きます。）の急激かつ偶然な外来の事故

� 乗客（入場客を含みます。）として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側をい
います。）での急激かつ偶然な外来の事故

� 道路通行中の次に掲げるいずれかの事故
イ．建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下
ロ．崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ハ．火災または破裂・爆発
ニ．作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としての
み使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等

� 建物または交通乗用具の火災
� 前項各号の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または
摂取したときに急激に生じる中毒症状（継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を
除きます。）を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第２条（用語の定義）

この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 交通乗用具
下表のいずれかに該当するものをいいます。

特

約

約款‐１０６



分 類 交 通 乗 用 具

空の乗用具

航空機（飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動
力機、ジャイロプレーン。この場合において、超軽量動力機とはモ
ーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等
をいいます。）

（注） ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。

水上の乗用具

船舶（ヨット、モーターボート、水上オートバイおよびボートを
含みます。）

（注） 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は
除きます。

その他の乗用具

エレベーター、エスカレーター、動く歩道

（注） 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置
等は除きます。

� 工作用自動車
構造物の建築または破壊、土木工事、農耕等の作業の用途をもつもので、各種クレーン車、パ
ワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラ
ック、耕運機、トラクター等をいいます。
� 運行中
交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。

第３条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対して
は、傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
� 被保険者が交通乗用具による競技、競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）、訓練
（自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。）もしくは性能試験
を目的とする運転もしくは操縦である試運転（以下この号においてこれらを「競技等」といいま
す。）をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態
様により交通乗用具を使用している間。ただし、前条第１号の軌道を有しない陸上の乗用具を用
いて道路上でこれらのことを行っている間（法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道
路を占有して行っている間を除きます。）については、保険金を支払います。

� 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成
所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
� 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（定期便であると不定期便であるとを問いませ
ん。）以外の航空機を被保険者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被
保険者が職務上搭乗している間
� 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
イ．グライダー
ロ．飛行船
ハ．超軽量動力機
ニ．ジャイロプレーン

� 当会社は、被保険者が職務として次の各号に掲げる作業のいずれかに従事中に当該作業に直接起
因する事故によって被った傷害に対しては、傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いませ
ん。
� 交通乗用具への荷物、貨物等（以下この号において「荷物等」といいます。）の積込み作業、交
通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
� 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業

第４条（普通約款の適用除外）
傷害条項第４条（保険金を支払わない場合－その２）の規定は適用しません。

第５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

約款‐１０７



自動車傷害調整特約（搭乗者傷害特約用）

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、この特約により、第３章傷害条項（以下この特約において「傷害条項」といいます。）

の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によりその身体に被った
傷害（ガス中毒を含みます。以下この特約において同様とします。）に対しては、傷害条項または特
定損傷特約の規定により支払われる保険金のうちこの特約の適用対象として保険証券に記載された
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害
一時金払保険金、人身傷害保険金または特定損傷保険金を支払いません。
� 傷害対象自動車の運行に起因する事故
� 傷害対象自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または傷害対
象自動車の落下

２ 前項における傷害対象自動車とは、この保険契約に付帯される搭乗者傷害特約（以下この特約に
おいて「搭乗者傷害特約」といいます。）に規定する傷害対象自動車をいい、前項における被保険者
とは、同特約の被保険者である間に限ります。
３ 第１項の規定は、同項に規定する傷害について、搭乗者傷害特約の規定により保険金が支払われ
る場合（傷害死亡保険金については搭乗者傷害特約の死亡保険金、傷害後遺障害保険金については
同特約の後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金については同特
約の傷害保険金「日数払」、傷害一時金払保険金および特定損傷保険金については同特約の傷害保険
金「一時金払」、人身傷害保険金については同特約のいずれか１種類以上の保険金が支払われる場合
をいいます。）にかぎり、適用されます。
第２条（この特約の効力）

搭乗者傷害特約が終了したとき、または搭乗者傷害特約の所有自動車が存在しなくなったときに、
この特約も同時に効力を失います。
第３条（抜本的総合保険に移行した場合の特則）
当会社は、この特約が付帯された保険契約が抜本的総合保険に移行した場合は、次の各号のとお
り取り扱います。
� 第１条（保険金を支払う場合）各号の規定中「傷害対象自動車」とあるのは「自動車（原動機
付自転車を含みます。）」と読み替えます。

� 同条第２項の規定を以下のとおり読み替えます。
「２ 前項における被保険者とは、この保険契約に付帯される搭乗者傷害特約（以下この特約に

おいて「搭乗者傷害特約」といいます。）の被保険者、または保険証券記載の総合自動車補償
条項搭乗者傷害条項、一般自動車補償条項搭乗者傷害条項もしくは個人用自動車補償条項搭
乗者傷害条項（これらに付帯される他の特約を含みます。以下この特約においてこれらを総
称して、「搭乗者傷害条項」といいます。）の被保険者である間に限ります。」

� 同条第３項の規定を以下のとおり読み替えます。
「３ 第１項の規定は、同項に規定する傷害について、搭乗者傷害特約または搭乗者傷害条項の

規定により保険金が支払われる場合（傷害死亡保険金については搭乗者傷害特約の死亡保険
金または搭乗者傷害条項の死亡保険金、傷害後遺障害保険金については搭乗者傷害特約の後
遺障害保険金または搭乗者傷害条項の後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金お
よび傷害通院保険金については搭乗者傷害特約の傷害保険金「日数払」または搭乗者傷害条
項に搭乗者傷害保険の傷害保険金（日数払）特約を付帯した場合の傷害保険金、傷害一時金
払保険金および特定損傷保険金については搭乗者傷害特約の傷害保険金「一時金払」または
搭乗者傷害条項の傷害保険金、人身傷害保険金については搭乗者傷害特約、搭乗者傷害条項
または搭乗者傷害保険の傷害保険金（日数払）特約のいずれか１種類以上の保険金が支払わ
れる場合をいいます。）にかぎり、適用されます。」

� 前条の規定中「搭乗者傷害特約が終了したとき、または搭乗者傷害特約の所有自動車が存在し
なくなったとき」とあるのは「搭乗者傷害特約が終了したとき、搭乗者傷害特約の所有自動車が

存在しなくなったとき、搭乗者傷害条項が失効した時または解除された時」と読み替えます。

特

約

約款‐１０８



自動車傷害調整特約（人身傷害補償特約用）

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、この特約により、第３章傷害条項（以下この特約において「傷害条項」といいます。）

の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故によりその身体に被った
傷害（ガス中毒を含みます。以下この特約において同様とします。）に対しては、傷害条項または特
定損傷特約の規定により支払われる保険金のうちこの特約の適用対象として保険証券に記載された
傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害
一時金払保険金、人身傷害保険金または特定損傷保険金を支払いません。
� 自動車の運行に起因する事故
� 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下

２ 前項における被保険者とは、この保険契約に付帯される人身傷害補償特約（以下この特約におい
て「人身傷害補償特約」といいます。）の被保険者である間に限ります。
３ 第１項の規定は、同項に規定する傷害について、人身傷害補償特約の規定により保険金が支払わ
れる場合にかぎり、適用されます。
第２条（この特約の効力）
人身傷害補償特約が終了したとき、または人身傷害補償特約の所有自動車が存在しなくなったと
きに、この特約も同時に効力を失います。
第３条（抜本的総合保険に移行した場合の特則）
当会社は、この特約が付帯された保険契約が抜本的総合保険に移行した場合は、次の各号のとお
り取り扱います。
� 第１条（保険金を支払う場合）各号の規定中「自動車」とあるのは「自動車（原動機付自転車
を含みます。）」と読み替えます。

� 同条第２項の規定を以下のとおり読み替えます。
「２ 前項における被保険者とは、この保険契約に付帯される人身傷害補償特約（以下この特約

において「人身傷害補償特約」といいます。）の被保険者、または保険証券記載の総合自動車
補償条項人身傷害条項、一般自動車補償条項人身傷害条項もしくは個人用自動車補償条項人
身傷害条項（これらに付帯される他の特約を含みます。以下この特約においてこれらを総称
して、「自動車人身傷害条項」といいます。）の被保険者である間に限ります。」

� 同条第３項の規定を以下のとおり読み替えます。
「３ 第１項の規定は、同項に規定する傷害について、人身傷害補償特約または自動車人身傷害

条項の規定により保険金が支払われる場合にかぎり、適用されます。」
� 前条の規定中「人身傷害補償特約が終了したとき、または人身傷害補償特約の所有自動車が存
在しなくなったとき」とあるのは「人身傷害補償特約が終了したとき、人身傷害補償特約の所有
自動車が存在しなくなったとき、自動車人身傷害条項が失効した時または解除された時」と読み
替えます。

所得補償保険金の入院のみ担保特約

第１条（普通約款の読み替え等）
当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第３章傷害条項第２条（用語
の定義）第９号および第４章疾病条項第２条（用語の定義）第１０号の規定を次のとおり読み替えて
適用します。
� 普通約款第３章傷害条項第２条（用語の定義）第９号
「就業不能
被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の傷害を被り、その傷害の治療のため入院し
ていることにより保険証券の被保険者の業務に全く従事できない状態をいいます。
なお、被保険者が傷害に起因して死亡した後は含まれません。」

� 普通約款第４章疾病条項第２条（用語の定義）第１０号
「就業不能
被保険者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の疾病を発病し、その疾病の治療のため入院
していることにより保険証券の被保険者の業務に全く従事できない状態をいいます。
なお、被保険者が疾病に起因して死亡した後は含まれません。」

第２条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

約款‐１０９



保険料払込免除特約

第１条（保険料払込の免除）
� 当会社は、この特約の規定により、この特約の適用対象として保険証券に記載された保険金（以
下「保険金」といいます。）の被保険者（以下「被保険者」といいます。）が、次の各号のいずれか
の事由に該当したときは、その事由に該当した日の属する月の翌月以降に到来する払込期日に払い
込むべき保険料（当該被保険者に関する保険金に対応する保険料に限ります。）の払込を免除します。
ただし、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条項（以下「一般条項」
といいます。）に定める保険料払込の免除事由に該当したときを除きます。
� 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に、普通約款別表 疾－６に定
める悪性新生物（以下この条において「悪性新生物」といいます。）に罹患し、医師（被保険者が
医師である場合は被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。）により病理組織学的所見
（生検）によって診断確定（病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も
認めることがあります。以下「診断確定」といいます。）され、その治療を直接の目的として普通
約款第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）第２条（用語の定義）第１号または第４章
疾病条項（以下「疾病条項」といいます。）第２条（用語の定義）第３号に定める病院または診療
所（以下この条において「病院または診療所」といいます。）において傷害条項第２条（用語の定
義）第２号または疾病条項第２条（用語の定義）第４号に定める入院（以下この条において「入
院」といいます。）を開始したとき。

� 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、この特約の保険期間中に
普通約款別表 疾－６に定める急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄あるいは閉塞があることが、
心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として病院または診療
所において入院を開始したとき。
� 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、この特約の保険期間中に
普通約款別表 疾－６に定める脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の
他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、ＣＴ（コンピュータ断層撮影法）またはＭＲＩ（磁
気共鳴映像法）によってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として病院
または診療所において入院を開始したとき。
� 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した事故により傷害条項第１条（保険金を支払う
場合）の傷害を被り、この特約の保険期間中に普通約款別表 傷－８に定める脳挫傷と医師によ
り診断され、その治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて１８０日以内に病院または診
療所において入院を開始したとき。
� 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した事故により傷害条項第１条（保険金を支払う
場合）の傷害を被り、この特約の保険期間中に普通約款別表 傷－８に定める脊髄損傷と医師に
より診断され、その治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて１８０日以内に病院または
診療所において入院を開始したとき。
� 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した事故により傷害条項第１条（保険金を支払う
場合）の傷害を被り、この特約の保険期間中に普通約款別表 傷－８に定める内臓損傷と医師に
より診断され、その治療を直接の目的として事故の日からその日を含めて１８０日以内に病院または
診療所において入院を開始したとき。

� 前項第１号の事由に該当した場合でも、この特約の保険期間の開始日から起算して９０日以内に普
通約款疾－６の表２中に定める基本分類表番号１７４または１７５の乳房の悪性新生物（以下「乳房の悪
性新生物」といいます。）に罹患し、医師により診断確定されたときは、保険料の払込を免除しませ
ん。ただし、その後（乳房の悪性新生物についてはこの特約の保険期間の開始日から起算して９０日
経過後）、特約の保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物に罹患し、医師により診断確定され、
入院を開始したときは、保険料の払込を免除します。
	 被保険者が責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定（被保険者が医師である場合は、この
項においては、被保険者自身による診断確定を含みます。）されていた場合は、第１項および第２項

の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。ただし、被保険者が第１項第２号から第６号
までに定める事由に該当した場合は、保険料の払込を免除します。
第２条（保険料の払込を免除しない場合）

被保険者が傷害条項第３条（保険金を支払わない場合－その１）第１項および傷害条項第４条（保
険金を支払わない場合－その２）のいずれかによって前条第１項第４号から第６号に該当した場合
には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第３条（保険料払込免除の請求）
� 保険契約者が保険料払込の免除を受けようとするときは、普通約款第６章一般条項第２０条（保険
金等の請求）第２項に掲げる書類を提出しなければなりません。
� 一般条項に定める保険料払込の免除に関する規定はこの特約による保険料払込の免除の場合に準
用します。
第４条（特約の責任開始期）

この特約による当会社の保険責任は、この特約を付帯した支払条項の保険責任と同時に始まりま
す。
第５条（保険料率）

この特約が適用される場合、傷害条項および疾病条項ならびにこれらに付帯されるその他の特約
には、この特約が付帯される場合の保険料率を適用します。
第６条（特約の失効）

この特約を付帯した支払条項が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失
います。
第７条（特約の解約返れい金）

この特約に対する解約返れい金はありません。
第８条（特約の継続）
� この特約を付帯した支払条項の保険証券記載の保険期間が終身以外の場合には、支払条項が普通
約款の規定により継続されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は
支払条項と同時に継続されます。
� 普通約款およびこれに適用される他の特約の規定にかかわらず、この特約に規定する保険料払込
の免除事由により継続前契約の保険料の払込が免除されている場合には、当会社は傷害条項および
疾病条項ならびにこれらに付帯されるその他の特約の継続は行いません。
	 前項の規定にかかわらず、当会社は傷害条項および疾病条項ならびにこれらに付帯されるその他
の特約を継続することがあります。この場合、保険契約者は継続後契約の保険料を、払い込まなけ
ればなりません。

 継続時に当会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、当会社はこの特約の継続を行いま
せん。ただし、当会社が承認した場合には、当会社所定の特約により継続されることがあります。
第９条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

特

約
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保険金
の種類

支払額 保険金を支払う場合（以下「支払事由」といいます。）

成人病
入院
保険金

入院１回につき、保
険証券に記載された
成人病入院保険金日
額×入院日数

被保険者が、責任開始期（この特約の保険期間の初日からその
日を含めて、保険証券記載の待機期間日数を経過した日の翌日の
午前０時。以下同様とします。）以後に発病（医師の診断によるも
のをいいます。この場合において、被保険者が医師である場合は、
被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。）した別表に
定める疾病（以下「成人病」といいます。）を直接の原因として、
医師の治療を要し、かつ、保険期間中に次の条件のすべてを満た
す入院をしたとき。
� 成人病の治療を直接の目的とすること。
� 入院日数が成人病の治療を直接の目的として、この特約の保
険期間中に継続して２日以上となったこと。

� 病院または診療所における入院であること。

成人病入院特約

第１条（保険金の支払）
この特約において当会社が総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第４章疾病条

項の被保険者（以下「被保険者」といいます。）に支払う保険金は、次のとおりとします。

第２条（保険金の支払に関する補則）
� 前条の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の成人病入院保険金の支払限度は、次の
とおりとします。
� １回の入院についての支払限度は、保険証券記載の成人病入院支払限度日数（成人病入院保険
金を支払う日数。以下同様とします。）とします。
� 通算支払限度は、成人病入院支払日数を通算して保険証券記載の成人病入院保険金通算限度日
数を限度とします。

� 前条に規定する保険金の支払額の計算にあたって、成人病入院保険金日額の変更があった場合に
は、各日現在の成人病入院保険金日額を基準とします。
� 被保険者が成人病以外の原因による入院中に、成人病を併発し、成人病の治療を開始した場合に
は、その日からその成人病の治療を直接の目的とする入院を開始したものとして前条およびこの条
の規定を適用します。
� 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなします。
� 被保険者が同一の成人病（病名を異にする場合でも、別表中同一の成人病の種類に属する疾病お
よび成人病の種類を異にしても医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病は、同一の成人病と
して取り扱います。以下同様とします。）の治療を目的として、前条に規定する２日以上の入院を２
回以上した場合には、１回の入院とみなし、各入院について日数を合算して同条の規定を適用しま
す。ただし、同一の成人病による入院でも、成人病入院保険金の支払われることとなった最終の入
院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日を経過して開始した入院については、新たな成人病によ
る入院として同条の規定を適用します。
	 当会社は、被保険者が、前条に規定する入院を開始したときに、異なる成人病を併発していた場
合またはその入院中に異なる成人病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった成人
病により継続して入院したものとみなします。

 被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したときに継続している入院は、この特約の有効
中の入院とみなして、前条の規定を適用し、成人病入院保険金を支払います。
第３条（特約保険料払込の免除）
当会社は、普通約款第６章一般条項第４条（保険料払込の免除－その１）および第５条（保険料

の払込を免除しない場合）の規定によって、この特約が付帯された保険契約の保険料の全部または
一部の払込が免除されるべき場合には、この特約の保険料の払込を免除します。
第４条（特約の締結）

保険契約者は、当会社の定めるところにより、被保険者の同意および当会社の承認を得て、この
特約を締結することができます。
第５条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

約款‐１１１



対象とする成人病の範囲は、昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に定められた分類項目中下
記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死
因統計分類提要、昭和５４年版」によるものとします。

成人病の種類 分類項目 基本分類表番号

� 悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器および腹膜の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
泌尿生殖器の悪性新生物
その他および部位不明の悪性新生物
リンパ組織および造血組織の悪性新生物
上皮内癌

１４０～１４９
１５０～１５９
１６０～１６５
１７０～１７５
１７９～１８９
１９０～１９９
２００～２０８
２３０～２３４

� 糖尿病 その他の内分泌腺の疾患（２５０～２５９）中の糖尿病 ２５０

� 心疾患 慢性リウマチ性心疾患
虚血性心疾患
肺循環疾患
その他の型の心疾患

３９３～３９８
４１０～４１４
４１５～４１７
４２０～４２９

� 高血圧性疾患 高血圧性疾患 ４０１～４０５

� 脳血管疾患 脳血管疾患 ４３０～４３８

保険金の
種類

支払額 保険金を支払う場合（以下「支払事由」といいます。）

女性入院
保険金

入院１回につき、
保険証券に記載さ
れた女性入院保険
金日額×入院日数

被保険者が、責任開始期（この特約の保険期間の初日からその
日を含めて、保険証券記載の待機期間日数を経過した日の翌日の
午前０時。以下同様とします。）以後に発病（医師の診断によるも
のをいいます。この場合において、被保険者が医師である場合は、
被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。）した別表１
に定める疾病（以下「女性特定疾病」といいます。）を直接の原因
として、医師の治療を要し、かつ、保険期間中に次の条件のすべ
てを満たす入院をしたとき。
� 女性特定疾病の治療を直接の目的とすること。
� 入院日数が女性特定疾病の治療を直接の目的として、継続し
て２日以上であること。
� 病院または診療所における入院であること。

形成治療
保険金

手術１回につき、
保険証券に記載さ
れた女性入院保険
金日額に手術の種
類に応じて別表２
に定める給付倍率
を乗じた金額

被保険者が、この特約の保険期間中に病院または診療所におい
て、治療を目的とした次の手術（以下「手術」といいます。）のい
ずれかを受けたとき。
� この特約の責任開始期以後に生じた原因による別表３に定め
る瘢痕に対する別表２に定める植皮術または瘢痕形成術
� この特約の責任開始期以後に初めて診断された別表３に定め
る足ゆびの後天性変形に対する別表２に定める形成術
� この特約の責任開始期以後に生じた原因による別表２に定め
る乳房切除術

別表

１．成人病入院保険金給付金の支払いの対象とする疾病および疾病分類

２．同一の成人病
１の�、�、�、�または�に属する疾病は、それぞれ病名が異なる場合であってもこれを同一
の成人病として取り扱います。また、異なる分類項目に属する疾病であっても医学上密接な関係に
ある一連の疾病は、これを同一の成人病として取り扱います。例えば、高血圧性疾患とこれに起因
する脳血管疾患等をいいます。

女性医療特約

第１条（保険金の支払）
① この特約において当会社が総合保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第４章疾
病条項の被保険者（以下「被保険者」といいます。）に支払う保険金は、次のとおりとします。

� 前項の規定にかかわらず、この特約の保険期間の開始日から起算して９０日以内の乳房の悪性新生
物（別表１中、基本分類表番号１７４の悪性新生物。以下同様とします。）を原因として形成治療保険
金の支払事由に該当したときは、当会社は、形成治療保険金を支払いません。
第２条（保険金の支払に関する補則）
� 前条の規定にかかわらず、この保険契約による被保険者の女性入院保険金の支払限度は、次のと
おりとします。
� １回の入院についての支払限度は、保険証券記載の女性入院支払限度日数（女性入院保険金を
支払う日数。以下同様とします。）とします。
� 通算支払限度は、女性入院支払日数を通算して保険証券記載の女性入院保険金通算限度日数と
します。

� 前条に規定する女性入院保険金の支払額の計算にあたって、女性入院保険金日額の変更があった
場合には、各日現在の女性入院保険金日額を基準とします。
� 被保険者が女性特定疾病以外の原因による入院中に、女性特定疾病を併発し、その女性特定疾病
の治療を開始した場合には、その日からその女性特定疾病の治療を直接の目的とする入院を開始し
たものとして前条およびこの条の規定を適用します。
	 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当
会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなします。

 被保険者が同一の女性特定疾病（病名を異にする場合でも、医学上重要な関係があると当会社が
認めた特定疾病は、同一の女性特定疾病として取り扱います。以下同様とします。）の治療を目的と

特
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特定疾病の
種類

分類項目
基本分類表
番号

新生物

○口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
○消化器および腹膜の悪性新生物
○呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
○骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（１７０～１７５）中の
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物
・皮膚の悪性黒色腫
・皮膚のその他の悪性新生物
・女性乳房の悪性新生物
○泌尿生殖器の悪性新生物（１７９～１８９）中の
・子宮の悪性新生物、部位不明
・子宮頚の悪性新生物
・胎盤の悪性新生物
・子宮体の悪性新生物
・卵巣およびその他の子宮付属器の悪性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物
・膀胱の悪性新生物
・腎ならびにその他および部位不明の泌尿器の悪性新生物
○その他および部位不明の悪性新生物
○リンパ組織および造血組織の悪性新生物
○良性新生物（２１０～２２９）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮のその他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他の女性生殖器の良性新生物
・腎およびその他の泌尿器の良性新生物（２２３）中の
・腎、腎盂を除く
・腎盂
・尿管
・膀胱
・その他の明示された部位
・甲状腺の良性新生物
○上皮内癌（２３０～２３４）中の
・消化器の上皮内癌
・呼吸系の上皮内癌
・皮膚の上皮内癌
・乳房および泌尿生殖系の上皮内癌（２３３）中の
・乳房
・子宮頚
・その他および部位不明の子宮
・その他および部位不明の女性生殖器

１４０～１４９
１５０～１５９
１６０～１６５

１７０
１７１
１７２
１７３
１７４

１７９
１８０
１８１
１８２
１８３
１８４
１８８
１８９

１９０～１９９
２００～２０８

２１７
２１８
２１９
２２０
２２１

２２３．０
２２３．１
２２３．２
２２３．３
２２３．８
２２６

２３０
２３１
２３２

２３３．０
２３３．１
２３３．２
２３３．３

して、前条に規定する２日以上の入院を２回以上した場合には、１回の入院とみなし、各入院につ
いて日数を合算して同条の規定を適用します。ただし、同一の女性特定疾病による入院でも、女性
入院保険金の支払われることになった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日を経過し
て開始した入院については、新たな女性特定疾病による入院として前条および第１項の規定を適用
します。
� 当会社は、被保険者が、前条に規定する入院を開始したときに、異なる女性特定疾病を併発して
いた場合、またはその入院中に異なる女性特定疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原
因となった女性特定疾病により継続して入院したものとみなします。
� 被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了した場合には、その満了日を含んで継続している
入院は、この特約の有効中の入院とみなして、前条および第２項の規定を適用します。
� 当会社は、被保険者が時期を同じくして形成治療保険金の支払事由に該当する２種類以上の手術
を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、給付倍率の高いいずれか１種類の手術についてのみ
形成治療保険金を支払います。
� 被保険者が前条に定める形成術を受けたのち、同一の足ゆびについて足ゆびの後天性変形と診断
されたときは、形成治療保険金の支払事由第２号に定める診断として取り扱います。
� 被保険者が前条に定める足ゆびの後天性変形と診断されたのち、異なる足ゆびについて初めて足
ゆびの後天性変形と診断されたときは、形成治療保険金の支払事由第２号に定める診断として取り
扱います。
第３条（特約保険料払込の免除）
当会社は、普通約款第６章一般条項第４条（保険料払込の免除－その１）および第５条（保険料
の払込を免除しない場合）の規定によって、この特約が付帯された保険契約の保険料の全部または
一部の払込が免除されるべき場合には、この特約の保険料の払込を免除します。
第４条（特約の締結）
保険契約者は、当会社の定めるところにより、被保険者の同意および当会社の承認を得て、この
特約を締結することができます。
第５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

別表１
対象とする女性特定疾病の範囲は、昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に定められた分類項

目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害およ
び死因統計分類提要、昭和５４年版」によるものとします。
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特定疾病の
種類

分類項目
基本分類表
番号

新生物

・膀胱
・その他および部位不明の泌尿器

・その他および部位不明の上皮内癌
○性状不詳の新生物（２３５～２３８）中の
・泌尿生殖器の性状不詳の新生物（２３６）中の
・子宮
・胎盤
・卵巣
・その他および部位不明の女性生殖器
・膀胱
・その他および部位不明の泌尿器

・その他の部位・組織および部位・組織不明の性状不詳の新生物（２３８）
中の
・乳房

○性質の明示されない新生物（２３９）中の
・乳房
・膀胱
・その他の泌尿生殖器

２３３．７
２３３．９
２３４

２３６．０
２３６．１
２３６．２
２３６．３
２３６．７
２３６．９

２３８．３

２３９．３
２３９．４
２３９．５

内分泌、栄養
および代謝疾
患ならびに免
疫障害

○甲状腺の障害（２４０～２４６）中の
・単純性および詳細不明の甲状腺腫
・非中毒性結節性甲状腺腫
・甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
・後天性甲状腺機能低下（症）
・甲状腺炎
・甲状腺のその他の障害

○その他の内分泌腺の疾患（２５０～２５９）中の
・副腎の障害（２５５）中の
・クッシング〈Cushing〉症候群

・卵巣機能障害

２４０
２４１
２４２
２４４
２４５
２４６

２５５．０
２５６

糖尿病
○その他の内分泌腺の疾患（２５０～２５９）中の
・糖尿病 ２５０

血液および造
血器の疾患

○血液および造血器の疾患（２８０～２８９）中の
・鉄欠乏性貧血
・その他の欠乏性貧血
・後天性溶血性貧血
・再生不良〈無形成〉性貧血
・その他および詳細不明の貧血
・紫斑病およびその他の出血病態（２８７）中の
・アレルギー性紫斑病
・血小板〈栓球〉機能障害
・その他の血小板〈栓球〉非減少性紫斑病
・原発性〈一次性〉血小板〈栓球〉減少症
・続発性〈二次性〉血小板〈栓球〉減少症
・詳細不明の血小板〈栓球〉減少症

２８０
２８１
２８３
２８４
２８５

２８７．０
２８７．１
２８７．２
２８７．３
２８７．４
２８７．５

特定疾病の
種類

分類項目
基本分類表
番号

心疾患

○慢性リウマチ性心疾患
○虚血性心疾患
○肺循環疾患
○その他の型の心疾患

３９３～３９８
４１０～４１４
４１５～４１７
４２０～４２９

高血圧性疾患 ○高血圧性疾患 ４０１～４０５

脳血管疾患 ○脳血管疾患 ４３０～４３８

循環系の疾患

○動脈、細動脈および毛細（血）管の疾患（４４０～４４８）中の
・結節性多発（性）動脈炎および類似疾患（４４６）中の
・大動脈炎症候群

○静脈およびリンパ管の疾患、ならびに循環系のその他の疾患（４５１～
４５９）中の
・下肢の静脈瘤
・その他の部位の静脈瘤（４５６）中の
・外陰静脈瘤
・リンパ管の非感染性障害（４５７）中の
・乳房切除後リンパ浮腫症候群
・低血圧（症）

４４６．７

４５４

４５６．６

４５７．０
４５８

消化系の疾患

○消化系のその他の疾患（５７０～５７９）中の
・胆石症
・胆のう〈嚢〉のその他の障害
・その他の胆道の障害

５７４
５７５
５７６

泌尿生殖系の
疾患

○腎炎、ネフローゼ症候群およびネフローゼ（５８０～５８９）中の
・急性糸球体腎炎
・ネフローゼ症候群
・性糸球体腎炎
・腎炎および腎症〈ネフロパシー〉〈腎障害〉、急性または慢性と明
示されないもの
・慢性腎不全
○泌尿系のその他の疾患（５９０～５９９）中の
・腎の感染（症）
・水腎症
・腎および尿管の結石
・腎および尿管のその他の障害
・下部尿路の結石
・膀胱炎
・膀胱のその他の障害
・非性交感染性尿道炎および尿道症候群
・尿道狭窄
・尿道および尿路のその他の障害
○乳房の障害
○女性骨盤臓器の炎症性疾患
○女性生殖器のその他の障害

５８０
５８１
５８２
５８３

５８５

５９０
５９１
５９２
５９３
５９４
５９５
５９６
５９７
５９８
５９９

６１０～６１１
６１４～６１６
６１７～６２９

特
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特定疾病の
種類

分類項目
基本分類表
番号

妊娠、分娩お
よび産じょく
〈褥〉の合併
症

○妊娠、流産に終ったもの
○主として妊娠に関連した合併症
○正常分娩、および妊娠・分娩における治療のその他の適応症〈完全
に正常な状態における分娩（６５０）は除く〉
○分娩の経過に主として発生する合併症
○産じょく〈褥〉の合併症

６３０～６３９
６４０～６４８
６５１～６５９

６６０～６６９
６７０～６７６

筋骨格系およ
び結合組織の
疾患

○関節症〈疾患〉および関連障害（７１０～７１９）中の
・結合組織のびまん性疾患
・慢性関節リウマチおよびその他の炎症性の多発（性）関節症〈疾
患〉

○リウマチ、背部を除く（７２５～７２９）中の
・リウマチ性多発筋痛

７１０
７１４

７２５

手術の種類 給 付 倍 率

植皮術
１．顔面部に対する植皮術
２．その他の部位に対する植皮術（直径２�未満は除く）

瘢痕形成術（非観血手術を除く）
３．顔面部に対する瘢痕形成術
４．その他の部位に対する瘢痕形成術（瘢痕の長さが３�未満は除く）

足ゆびの後天性変形に対する形成術（非観血手術を除く）
５．足趾骨の切除あるいは切断を伴う矯正術または関節の形成術

乳房切除術（生検を除く）
６．乳房の皮膚全層および皮下組織をあわせて切除する手術

２０
２０

２０
２０

２０

４０

分 類 項 目 基本分類コード

外反母趾（後天性）
内反母趾（後天性）
剛〈強〉直母趾
つち〈槌〉母趾
その他のつち〈槌〉趾（後天性）
わし〈鷲〉（爪）趾（後天性）
その他
詳細不明

７３５．０
７３５．１
７３５．２
７３５．３
７３５．４
７３５．５
７３５．８
７３５．９

別表２

注 １．「顔面部」とは、いわゆる顔といわれている部分で、その範囲は、下顎の骨の稜線と通常髪
の毛の生えている部分の生えぎわ（上縁は眉毛の上５�程度とします。）で囲まれた部分をい
います。
２．顔面部およびその他の部位にまたがる植皮術・瘢痕形成術は、顔面部における植皮術・瘢
痕形成術とみなします。

別表３

１．瘢痕
「瘢痕」とは、皮膚組織が損傷を受け、その真皮乳頭層より深部まで障害されたことにより生じた
欠損部分が結合組織で置換された状態をいいます。
２．足ゆびの後天性変形

対象とする足ゆびの後天性変形は、昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に定められた分類項
目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害およ
び死因統計分類提要、昭和５４年度版」によるものとします。
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保険金の
種類

支 払 額
保険金を支払う場合（以下「支払事由」
といいます。）

診断
保険金

（保険証券記載の保険金支払額の型（以
下「保険金支払額の型」といいます。）が
�型の場合）保険証券記載の診断保険金
額（以下「診断保険金額」といいます。）

（保険金支払額の型が�型の場合）
� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日前に支払事由に該当したとき。
診断保険金額

� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日以後に支払事由に該当したと
き。
診断保険金額×１／２

被保険者が責任開始期（この特約の保
険期間の初日からその日を含めて、保険
証券記載の待機期間日数を経過した日の
翌日の午前０時。以下同様とします。）以
後の保険期間中に次のいずれかに該当し
たとき。
� 初めてがんと診断確定されたとき。
� すでに診断確定されたがん（以下「原
発がん」といいます。）を治療したこと
により、がんが認められない状態（以
下「治癒または寛解状態」といいます。）
となり、その後初めてがんが再発した
と診断確定されたとき。

� 原発がんが、他の臓器（同一の種類
の臓器が複数ある場合、それらは同じ
臓器とみなします。）に転移したと診断
確定されたとき。ただし、当該転移の
以前においてその臓器にすでにがんが
生じていた場合を除きます。

� 原発がんとは関係なく、がんが新た
に生じたと診断確定されたとき。

入院
保険金

保険証券記載の入院保険金日額×入院日
数

被保険者が責任開始期以後の保険期間
中に次の条件のすべてを満たす入院をし
たとき。
� 責任開始期以後にがんと診断確定さ
れたこと。

� 診断確定されたがんの治療を直接の
目的とする入院であること。

� 病院または診療所における入院であ
ること。

長期
入院
保険金

１回の入院につき保険証券記載の長期入
院保険金日額に入院保険金が支払われる
入院日数が長期入院保険金日数に該当し
た日以降（その日を含みます。）に同保険

被保険者が入院保険金の支払事由に該当
する入院をし、入院日数が保険証券記載
の長期入院保険金日数以上となる継続し
た入院をしたとき。

保険金の
種類

支 払 額
保険金を支払う場合（以下「支払事由」
といいます。）

長期
入院
保険金

金が支払われる入院日数を乗じて得た金
額

手術
保険金

手術１回につき、入院保険金日額に手術
の種類に応じて別表２に定める給付倍率
を乗じた金額

被保険者が責任開始期以後の保険期間
中に次の条件のすべてを満たす手術を受
けたとき。
� 責任開始期以後に診断確定されたが
んの治療を直接の目的とする手術であ
ること。
� 別表２に定めるいずれかの種類の手
術であること。
� 病院または診療所における手術であ
ること。

退院後
療養
保険金

１退院につき、保険証券記載の退院後療
養保険金額

被保険者が入院保険金の支払事由に該
当する入院で、その入院保険金の支払わ
れる入院日数が保険証券記載の退院療養
保険金日数以上となる継続した入院をし
た後、生存して退院したとき。

通院
保険金

（保険金支払額の型がⅠ型の場合）
保険証券記載の通院保険金日額（以下

「通院保険金日額」といいます。）×通院
日数

（保険金支払額の型がⅡ型の場合）
� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日前に通院したとき。
通院保険金日額×通院日数

� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日以後に通院したとき。
通院保険金日額×通院日数×１／２

被保険者が責任開始期以後に診断確定
されたがんを直接の原因として、医師の
治療を要し、かつ、責任開始期以後の保
険期間中に次の条件のすべてを満たす通
院をしたとき。
� 入院保険金の支払事由に該当する入
院で、その入院保険金の支払われる入
院日数が２０日以上となる継続した入院
（以下この条において「支払事由とな
る２０日以上の入院」といいます。）をし
たこと。
� 上記�に定める入院保険金の支払わ
れる原因となったがんの治療を受ける
ことを直接の目的とした通院（往診を
含みます。以下同様とします。）である
こと。
� 次の期間内に行われた通院であるこ
と
イ．支払事由となる２０日以上の入院の
入院日の前日からその日を含めて遡
及して６０日以内の期間（以下「入院
前通院期間」といいます。）
ロ．支払事由となる２０日以上の入院の
退院日の翌日からその日を含めて１８０
日以内の期間（以下「退院後通院期
間」といいます。）

がん特約

第１条（がんの定義および診断確定）
� この特約において「がん」とは、別表１に定める悪性新生物をいいます。
� がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師（被保険者が医師または歯科医師である場合は、
被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。以下同様とします。）の資格を持つ者により、病理
組織学的所見（生検を含みます。以下同様とします。）によって診断確定（病理組織学的所見が得ら
れないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます。）
されることを要します。
第２条（保険金の支払）
� この特約において当会社が被保険者に支払う保険金は、次のとおりとします。

特
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保険金の
種類

支 払 額 支 払 事 由

重度
一時金

（保険金支払額の型が�型の場合）
保険証券記載の重度一時金額（以下「重
度一時金額」といいます。）

（保険金支払額の型が�型の場合）
� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日前に重度状態になったとき。

重度一時金額
� 被保険者が満６５歳のこの特約の保険
年度の初日以後に重度状態になったとき。

重度一時金額×１／２

被保険者が責任開始期以後の保険期間
中に、がんと診断確定され、保険期間中
にその病状が別表３に定める重度状態に
なったとき。

� 保険金支払額の型は変更することができません。
� 当会社は、第１項の保険金の種類のうち、保険証券に記載されたものについてのみ支払責任を負
うものとします。
第３条（保険金の支払に関する補則）
① 前条に規定する保険金の支払額の計算にあたって、保険金額（診断保険金額、入院保険金日額、
長期入院保険金日額、退院後療養保険金額、通院保険金日額および重度一時金額をいいます。以下
同様とします。）の変更があった場合には、各日現在の保険金額を基準とします。
② 被保険者が診断保険金の支払事由に該当して診断保険金が支払われた場合において、その診断保
険金の支払事由に該当した最終の日（以下この条において「前回の診断保険金支払事由該当日」と
いいます。）からその日を含めて２年以内に診断保険金の支払事由に該当した場合には、前条の規定
にかかわらず、診断保険金を支払いません。
③ 被保険者が前回の診断保険金支払事由該当日からその日を含めて２年以内に診断保険金の支払事
由に新たに該当した後、次の各号のいずれかに該当した場合（該当したその日において被保険者が
治癒または寛解状態でない場合に限ります。）には、該当したその日に新たな診断保険金の支払事由
に該当したものとみなして、前条およびこの条の規定を適用して診断保険金を支払います。
� 前回の診断保険金支払事由該当日からその日を含めて２年を経過した日（以下この項において
「２年経過日」といいます。）の翌日に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所におけ
る入院をしているとき。
� ２年経過日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所にお
ける入院（２年経過日の翌日以後における最初の入院に限ります。）を開始したとき。
� ２年経過日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所にお
ける通院（２年経過日の翌日以後における最初の通院に限ります。）をしたとき。

④ 被保険者ががん以外の原因による入院中にがんの治療を開始したときは、その治療を開始した日
にがんの治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなして前条およびこの条の規定を適用し
ます。
⑤ 被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したときに継続している入院およびその継続して
いる入院の退院は、この特約の有効中の入院および退院とみなして、前条の規定を適用し、入院保
険金、長期入院保険金および退院後療養保険金を支払います。
⑥ 当会社は、被保険者が、時期を同じくして手術保険金の支払事由に該当する２種類以上の手術を
受けた場合には、前条の規定にかかわらず、別表２に定める給付倍率の高いいずれか１種類の手術
についてのみ手術保険金を支払います。
⑦ 被保険者が、転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、
当会社がこれを認めたときは、継続した１回の入院とみなして前条の規定を適用します。
⑧ 前条の規定にかかわらず、退院後療養保険金が支払われることとなった退院の日からその日を含
めて３０日以内に開始した入院について、その後退院後療養保険金の支払事由に該当しても、当会社

は、退院後療養保険金を支払いません。
⑨ 被保険者が、同一の日に２回以上前条に定める通院をしたときは、１回の通院とみなして取り扱
い、通院保険金は重複して支払いません。この場合、支払わないこととなる通院については、通院
した日数には含めません。
⑩ 被保険者が前条の入院保険金の支払事由に該当する入院期間中に、同条に定める通院をした場合
については、通院保険金を支払いません。
⑪ 被保険者が、退院後通院期間中に入院することにより新たに入院前通院期間が定められる場合は、
すでに定められた退院後通院期間はその入院した日の前日に終了するものとし、その入院に対して
は入院前通院期間はないものとします。
⑫ 被保険者が、退院後通院期間が終了した後に入院することにより新たに入院前通院期間が定めら
れる場合で、すでに定められた退院後通院期間と新たに定められる入院前通院期間に重複する期間
がある場合には、すでに定められた退院後通院期間が終了した日の翌日から新たに定められる入院
前通院期間が開始するものとします。
⑬ 退院後通院期間中に、この特約の保険期間が満了したときは、この特約の有効中の通院とみなし
て、前条の規定を適用します。
⑭ 入院前通院期間中に被保険者が満６５歳のこの特約の保険年度の初日をむかえたときは、その日を
含んだ入院前通院期間中の通院は、満６５歳のこの特約の保険年度の初日前に通院したものとみなし
て前条の規定を適用します。
⑮ 退院後通院期間中に被保険者が満６５歳のこの特約の保険年度の初日をむかえたときは、その日を
含んだ退院後通院期間中の通院は、満６５歳のこの特約の保険年度の初日前に通院したものとみなし
て前条の規定を適用します。
⑯ 前条および前７項の規定にかかわらず、この特約による通院保険金の支払限度は、次のとおりと
します。
� １回の入院のその通院についての支払限度は、保険証券記載の通院支払限度日数（通院保険金
を支払う日数。以下同様とします。）とします。
� 通算支払限度は、支払日数を通算して保険証券記載の通院保険金通算限度日数を限度とします。
⑰ 被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、当会社は、通院保険金を支払いません。
� 前条に規定する重度一時金の支払は、保険期間開始前に重度一時金の支払がない場合に限り、か
つ、保険期間を通じて１回限りとします。
	 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
者が治療をさせなかったことにより前条に定める保険金の支払われる原因となったがんが悪化した
場合は、当会社は、その悪化の影響がなかったときに支払われるべき金額を決定してこれを支払い
ます。
第４条（特約保険料払込の免除）

当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条項（以下「一般
条項」といいます。）第４条（保険料払込の免除－その１）および第５条（保険料の払込を免除しな
い場合）の規定によって、この特約が付帯された保険契約の保険料の全部または一部の払込が免除
されるべき場合には、この特約の保険料の払込を免除します。
第５条（特約の締結）

保険契約者は、当会社の定めるところにより、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特
約を締結することができます。
第６条（責任開始期前のがん診断確定による無効）

 被保険者が告知前または告知の時から責任開始期の前日までにがんと診断確定（被保険者が医師
または歯科医師である場合は、この条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。）され
ていた場合は、保険契約者、被保険者または保険金受取人の、その事実の知、不知にかかわらず特
約は無効とします。
� 前項の場合、すでに払い込まれた保険料は次のように取り扱います。
� 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者、被保険者および保険金
受取人のすべてが知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。
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分 類 項 目 基本分類表番号

口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器および腹膜の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生
物
泌尿生殖器の悪性新生物
その他および部位不明の悪性新生物
リンパ組織および造血組織の悪性新生物
上皮内癌

１４０～１４９
１５０～１５９
１６０～１６５
１７０～１７５

１７９～１８９
１９０～１９９
２００～２０８
２３０～２３４

手術の種類 給付倍率

１．悪性新生物根治手術（ファイバースコー
プまたは血管・バスケットカテーテルによ
る手術を除く。）
２．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から
６０日の間に１回の給付を限度とする。）
３．ファイバースコープまたは血管・バスケ
ットカテーテルによる悪性新生物手術（検
査・処置は含まない。施術の開始日から６０
日の間に１回の給付を限度とする。）

４．その他の悪性新生物手術（ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテル
による手術を除く。）

５．悪性新生物根治放射線照射（悪性新生物
の治療を目的とした５，０００ラド以上の照射で、
施術の開始日から６０日の間に１回の給付を
限度とする。）

４０

１０

１０

２０

１０

� 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者、被保険者または保険金
受取人のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。
� 告知の時から責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契
約者に払い戻します。

� この条の適用がある場合は、一般条項第７条（告知義務）、第８条（通知義務）および第３０条（保
険契約の解除）の規定は適用しません。
第７条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

別表１ 対象となる悪性新生物

対象となる悪性新生物とは、昭和５３年１２月１５日行政管理庁告示第７３号に定められた分類項目中下記
のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計
分類提要、昭和５４年版」によるものとします。

別表２

注１ 手術
「手術」とは器機、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を
加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
２ 治療を直接の目的とした手術
「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術な
どは該当しません。

別表３

対象となる重度状態
国際対がん連合（ＵＩＣＣ）の定めるＴＮＭ分類（内容が改定された場合は、改定後のものをい
います。）または同分類に準じてもしくはこれとは別に公的に定められたものとして当会社が認めた
病期（ステージ）分類において、がんの進行度がステージ�（これと同等の病状にあると当会社が

特

約
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認めた場合を含みます。）に該当すると日本の医師または歯科医師の資格を持つ者により診断確定さ
れた状態をいいます。

注 重度状態の診断確定
� 重度状態の診断確定は、病理組織学的分類に基づいて日本の医師または歯科医師の資格を持
つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的分類に基づいて診断することが
適当でないと当会社が認めた場合は、臨床分類に基づいてなされることを要します。
� 重度状態ではないと診断された後に病状が悪化した場合の重度状態の診断確定は、病理組織
学的分類を準用して日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によってなされることを要しま
す。ただし、病理組織学的分類を準用して診断することが適当でないと当会社が認めた場合は、
臨床分類を準用してなされることを要します。

搭乗者傷害特約

第１条（この特約の補償内容）
① 当会社は、次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故に
より身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）を被った場合は、この特約および総合
保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）
の規定に従い、保険金（死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介
護費用保険金および傷害保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。
� 傷害対象自動車の運行に起因する事故
� 傷害対象自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または傷害
対象自動車の落下

② 前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場
合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第２条（被保険者）
① この特約において、被保険者とは傷害対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔
壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者をいいます。
② 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
� 極めて異常かつ危険な方法で傷害対象自動車に搭乗中の者
� 業務として傷害対象自動車を受託している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車
販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、
およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関を含みます。）

第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 傷害対象自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中（駐車中または停車中を除きます。以下同様とします。）
の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の上記イ．以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物
車または特種用途自動車（キャンピング車）の自動車。ただし、次号イ．からハ．までに掲げ
る者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および１年以上を期
間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。）を除きます。
ハ．上記以外の所有自動車（運転中の所有自動車を除きます。ただし、次に掲げる間の次号イ．
からハ．までおよび第４号に掲げる者以外の者の運転中の所有自動車は含みます。）
�イ 所有自動車が盗難（強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。）にあった時から発見され
るまでの間
�ロ 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車
を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場
合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が業務として
受託した所有自動車を使用または管理している間

� 所有自動車
次に掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただし、その用途および車種が、自家
用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン
超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）に限るものとし、保険証券記載の除外自動車を
除きます。
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名称 支払事由 保険金 保険金受取人

� 死亡保険
金

死亡した場合 １名ごとに、第３条（用語の定義）
第１号の傷害対象自動車の規定中
の記名運転者、許諾運転者および
ハ．ごとに保険証券記載の保険金
額（以下「保険金額」といいます。）
の全額

被保険者の法
定相続人。た
だし、法定相
続人が２名以
上である場合
は、法定相続
分の割合によ
り支払います。

� 後遺障害
保険金

後遺障害が生じた場合 保険金額×保険金支払割合 被保険者

イ．保険契約者
ロ．保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
ハ．保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 記名運転者

前号イ．からハ．までの者から保険証券に記載された者をいいます。
� 許諾運転者
記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者（第２号イ．からハ．までの者
を除きます。）をいいます。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、
陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこ
れらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含み
ます。）が業務として受託した所有自動車を使用または管理している間を除きます。

� 正規の乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 道路
道路交通法第２条第１項第１号に定める道路をいいます。

� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のいずれかに
該当するものをいいます。
イ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害
ロ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障
害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの。

第４条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで傷害対象自動車を運転している場合、麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で傷
害対象自動車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこ
れに相当する状態をいいます。）傷害対象自動車を運転している場合に、その本人に生じた傷害

� 被保険者が、傷害対象自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで傷害対
象自動車に搭乗中に生じた傷害。ただし、傷害対象自動車が所有自動車以外の自動車であって、
被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利
を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害

② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺
炎、敗血症、破傷風等）に対しては、保険金を支払いません。
④ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染

� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ 当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所
有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた傷害に対しては、保険金を支
払いません。
⑥ 当会社は、被保険者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）
となっている法人の所有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた傷害に
対しては、保険金を支払いません。
⑦ 当会社は、被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）の
ために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急、消
防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた傷害に対しては、保
険金を支払いません。
第５条（支払保険金の計算）
① 当会社は、被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被り、その直接の結果として、下
表に掲げる支払事由に該当する場合に、下表のとおり保険金を支払います。ただし、事故の発生の
日からその日を含めて１８０日以内に当該支払事由が生じた場合に限ります。また、傷害保険金につい
ては、傷害保険金を治療日数に応じて支払う旨第３条（用語の定義）第１号の傷害対象自動車の規
定中の記名運転者、許諾運転者およびハ．ごとに保険証券に記載されている場合（以下この支払方
式を「傷害保険金（日数払）」といいます。）には下表の支払事由における日数払の区分に従うもの
とし、傷害保険金を部位・症状に応じて支払う旨同号の傷害対象自動車の規定中の記名運転者、許
諾運転者およびハ．ごとに保険証券に記載されている場合（以下この支払方式を「傷害保険金（一
時金払）」といいます。）には下表の支払事由における一時金払の区分に従うものとし、このいずれ
かの区分により傷害保険金を支払います。

特

約

約款‐１２０



� 重度後遺
障害特別保
険金

以下のいずれかに該当する
場合で、かつ、介護を必要
とすると認められるとき
イ．普通約款別表 傷－１
の１に掲げる後遺障害、
普通約款別表 傷－１の
２の第１級、第２級また
は第３級３号もしくは４
号に掲げる後遺障害が生
じた場合

ロ．イ．以外の場合で、２
種以上の後遺障害が生じ、
これらに対し、第３項第
１号から第３号までの規
定により、適用すべき保
険金支払割合が１００％ま
たは８９％となる場合

保険金額の１０％に相当する額。た
だし、１００万円を限度とします。

被保険者

� 重度後遺
障害介護費
用保険金

�の保険金が支払われる場
合

�の額の５０％に相当する額。ただ
し、５００万円を限度とします。

被保険者

� 傷害保険
金

「日数払」
医師の治療を要し、病院ま
たは診療所に入院または通
院（医師による往診を含み
ます。以下同様とします。）
した場合

治療日数（ただし、医師が治療を
必要と認める治療日数に限ります。
以下同様とします。）に対し、次の
イ．およびロ．の額
イ．病院または診療所に入院した
治療日数に対しては、その入院
日数１日につき、第３条（用語
の定義）第１号の傷害対象自動
車の規定中の記名運転者、許諾
運転者およびハ．ごとに保険証
券記載の入院保険金日額

ロ．病院または診療所に通院した
治療日数に対しては、その治療
日数１日につき、第３条（用語
の定義）第１号の傷害対象自動
車の規定中の記名運転者、許諾
運転者およびハ．ごとに保険証
券記載の通院保険金日額。ただ
し、９０日分の保険金額を限度と
します。

被保険者

「一時金払」
医師の治療を要し、病院ま
たは診療所に入院または通
院した場合

傷害を被った部位およびその症状
等に対応する、普通約款別表 傷
－１０に定める額

被保険者

② この条において保険金支払割合とは、普通約款別表 傷－１に定める保険金支払割合をいいます。
③ 同一事故により、２種以上の後遺障害が生じた場合には、もっとも重い後遺障害の該当する等級
に対応する保険金支払割合を適用します。ただし、次の各号に該当する場合は、同号に規定する保

険金支払割合を適用します。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合

もっとも重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対応する保険金支払割合
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき

もっとも重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対応する保険金支払割合
� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対応する保険金支払割合。ただし、
それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合の合計の割合がその保険金支払割合に達しない場
合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。

④ すでに後遺障害のある被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったことによって、
同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する
保険金支払割合から、すでにあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合を差し引い
た割合を適用します。
⑤ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて１８０日を超えてなお治療を必要とする状態にある場
合は、事故の発生の日からその日を含めて１８１日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる
後遺障害の程度および介護の要否を認定して後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度
後遺障害介護費用保険金を支払います。
⑥ 傷害保険金において治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって、同条第４
項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合
であって、当該処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付として
されたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用が
あれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。）であるときには、当該処置日数
を含みます。
⑦ 傷害保険金において、被保険者が入院または通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部
位を固定するために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数
を治療日数に含めます。
� 長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この項において同様
とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス
� 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
⑧ 傷害保険金（日数払）の支払は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
１８０日をもって限度とします。
⑨ 被保険者が傷害保険金（日数払）の支払を受けられる期間中にさらに傷害保険金（日数払）の支
払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複して傷害保険金を支払いません。
⑩ 傷害保険金（一時金払）において、普通約款別表 傷－１０の各症状に該当しない傷害であっても、
各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症
状に該当したものとみなします。
⑪ 傷害保険金（一時金払）において、同一事故により被った傷害の部位および症状が、普通約款別
表 傷－１０の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払うべき保険金のうち、
もっとも高い額を傷害保険金として支払います。
第６条（支払保険金の競合）

当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同一被保険者に対しすでに支
払った後遺障害保険金があるときは、保険金額からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引い
て、その残額を支払います。
第７条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）
① 被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害も
しくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
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が治療をさせなかったために第１条（この特約の補償内容）の傷害が重大となった場合も、前項と
同様の方法で支払います。
第８条（当会社の責任限度額等）
① １回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の
額は、前３条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
② 当会社は、前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第５条（支払保険金の計算）および
前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額
を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払いま
す。
③ 当会社は、前２項に定める保険金のほか、１回の事故につき、被保険者１名に対し第５条（支払
保険金の計算）および前条の規定による傷害保険金を支払います。
第９条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるも
のとします。
� 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
� 後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被
保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のいず
れか早い時
� 傷害保険金（日数払）については、被保険者が治療を終了した時、病院または診療所に入院し
ない治療日数が９０日を超えた時または事故の発生の日からその日を含めて１８０日を経過した時のい
ずれか早い時
� 傷害保険金（一時金払）については、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内で治療を開
始した時

第１０条（代 位）
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について
第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第１１条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。この場合において、一般条項の規定を以下のとおり読み
替えます。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約」
� 第７条（告知義務）中「財物条項もしくは賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「財物条項の保険の目的が運転自動車または被保険自動車
である場合および賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項から第６項までの支払責任
の場合」とあるのを「この特約の場合」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「運転自動車または所有自動車」とあるのを「傷害対象自
動車」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」および「財物条項または賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第
１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条（保
険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項」とあるのを「この特約
第１条（この特約の補償内容）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約」
	 第１９条（その他の義務）第２項中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」とあるのを

「傷害対象自動車」

 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」と
あるのを「傷害対象自動車」
� 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約」
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搭乗者傷害の傷害保険金（一時金払）倍額払特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（この特約による傷害保険金（一時金払）の特則）
当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約第５条（支払保険金の計算）第１項の表中� 傷害
保険金（一時金払）を支払う場合には、総合保険普通保険約款別表 傷－１０ 保険金支払額基準に
規定する傷害治療給付金または傷害入通院給付金の額を２倍にして支払います。

人身傷害補償特約

第１条（この特約の補償内容）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故（ガス中毒を含みます。）に
より、次条に定める被保険者が身体に傷害を被ること（以下この特約において「人身傷害事故」と
いいます。）によって、被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
もしくは子が被る損害（この損害の額は第６条（損害額の決定）に定める損害の額をいいます。以
下同様とします。）に対して、この特約および総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）
第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）の規定に従い、保険金を支払います。
� 自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に被保険者が搭乗している場合の、
自動車の運行に起因する事故
� 被保険者が搭乗している自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆
発、または自動車の落下
� 自動車に被保険者が搭乗していない場合の、自動車の運行に起因する事故
② 前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場
合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
③ 第１項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が所有自動車以外の自動車（以下「他の自動車」
といいます。）に搭乗中で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
� 搭乗中の他の自動車の用途および車種が二輪自動車または原動機付自転車の場合
� 搭乗中の他の自動車が、次条第１項第２号イ．から同号ハ．までのいずれかに該当する者が所
有（所有権留保条項付売買契約による購入および１年以上を期間とする賃貸借契約による借り入
れを含みます。以下同様とします。）または主として使用する自動車の場合
� 被保険者が、被保険者の使用者の業務（家事を除きます。以下同様とします。）のために、その
使用者の所有する他の自動車を運転している場合
� 被保険者が、他の自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のた
めに搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急、消
防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）の場合

第２条（被保険者）
① この特約において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 傷害対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できないよう
に仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者
� 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者。ただし、イ．からハ．までに掲げる者が運転中
（駐車中または停車中を除きます。以下同様とします。）の自動車または次条第１号に規定する保
険証券記載の除外自動車に搭乗中の者を除きます。
イ．保険契約者
ロ．保険契約者の配偶者
ハ．保険契約者またはその配偶者の同居の親族
ニ．保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� 前２号以外の者で、傷害対象自動車の保有者（自動車損害賠償保障法第２条第３項に定める保
有者をいいます。）。ただし、傷害対象自動車の運行に起因する事故の場合に限ります。
� 前３号以外の者で、傷害対象自動車の運転者（自動車損害賠償保障法第２条第４項に定める運
転者をいいます。）。ただし、傷害対象自動車の運行に起因する事故の場合に限ります。

② 前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みま
せん。
③ 第１項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が
法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。以下同
様とします。）が自動車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。

約款‐１２３



次条第１項の規定により、決定さ
れた損害の額

第７条（費用）の費用 次の各号の合計額

④ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 傷害対象自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の他の自動車（自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きま
す。）。ただし、前条第１項第２号イ．からハ．までに掲げる者が所有する自動車を除きます。
ハ．上記以外の所有自動車（運転中の所有自動車を除きます。ただし、次に掲げる間の前条第１
項第２号イ．からハ．までおよびこの条第４号に掲げる者以外の者の運転中の所有自動車は含
みます。）
�イ 所有自動車が盗難（強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。）にあった時から発見され
るまでの間

�ロ 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車
を取り扱うことを業としている者が業務として受託した所有自動車を使用または管理してい
る間

� 所有自動車
前条第１項第２号イ．からハ．までに掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただ
し、その用途および車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家
用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、
自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）に限るものと
し、保険証券記載の除外自動車を除きます。
� 記名運転者

前条第１項第２号イ．からハ．までの者から保険証券に記載された者をいいます。
� 許諾運転者
記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者（前条第１項第２号イ．からハ．
までに掲げる者を除きます。）をいいます。ただし、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、
自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者が業務として受託
した所有自動車を使用または管理している間を除きます。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 賠償義務者
自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被
保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する
者をいいます。
� 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

	 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約
または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。

 保険金請求権者
人身傷害事故によって、損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
� 労働者災害補償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償
する他の災害補償制度をいいます。

イ．労働者災害補償保険法
ロ．国家公務員災害補償法
ハ．裁判官の災害補償に関する法律
ニ．地方公務員災害補償法
ホ．公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第４条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために搭
乗中、または、競技もしくは曲技を行なうことを目的とする場所において搭乗中（救急、消防、
事務処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた事故

② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を
運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状
態をいいます。）自動車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中
に生じた損害。ただし、当該自動車が所有自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信
じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
③ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
④ 当会社は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺
炎、敗血症、破傷風等）による損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第５条（支払保険金の計算）
① １回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者１名につき、次の算式によっ
て算出された額とします。ただし、１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保
険者１名につき、第３項の保険金額を限度とします。

＋ － ＝保険金の額

� 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給
付が決定しまたは支払われた金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（この特約の補償内容）第１項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、すでに給付が決定しまたは支払われた保
険金もしくは共済金の額

特

約
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次条第４項の規定により、保険金請求
権者が当会社の同意を得て請求した額

第７条（費用）の費用 次の各号の合計額

� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額（社会復帰促進等
事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。）
� 次条第１項の規定により決定された損害の額および第７条（費用）の費用のうち、賠償義務者
以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得し
た額
� 前各号のほか、第１条（この特約の補償内容）第１項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

② 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、次条第４項の規定による請求をした場合は、１回
の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。た
だし、１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者１名につき、次項の保険
金額を限度とします。

＋ － ＝保険金の額

� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
� 次条第４項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額および第７条（費
用）の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得した
ものがある場合は、その取得した額
� 前２号のほか、第１条（この特約の補償内容）第１項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

③ 第１項ただし書きの保険金額とは、次の各号に掲げる額をいいます。
� 第２条（被保険者）第１項第１号の被保険者については、第３条（用語の定義）第１号の傷害
対象自動車の規定中の記名運転者、許諾運転者およびハ．ごとに保険証券記載の搭乗者人身傷害
保険金額
� 第２条（被保険者）第１項第２号から同項第４号までの被保険者については、保険証券記載の
傷害対象自動車搭乗外人身傷害保険金額

④ 第１項ただし書および第２項ただし書の規定にかかわらず、普通約款別表 傷－１の第１級、第
２級または第３級３号もしくは４号に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場
合で前項の保険金額が無制限以外のときは、１回の人身傷害事故につき、当会社の支払保険金の額
は、被保険者１名ごとに前項の保険金額の２倍の額を限度とします。
⑤ 同一の人身傷害事故に起因して普通約款第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）の規定
により人身傷害保険金が支払われる場合は、当会社は、第１項から前項までの規定により算出され
たこの特約の保険金（以下「この特約の保険金」といいます。）を優先して支払い、損害額がこの特
約の保険金の額を超えるときに限り、その差額に対して傷害条項の規定に従い人身傷害保険金を支
払います。
第６条（損害額の決定）
① 前条第１項の損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに
該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ普通約款別表 傷－１２に定める人身傷害保険金損害額
基準ならびに次項および第３項の規定により算定された金額の合計額（以下この条において、「算定
額」といいます。）とします。ただし、賠償義務者がある場合において、算定額が自賠責保険等によ
って支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
� 傷害
医師の治療を要した場合

� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合

� 死亡
死亡した場合

② 同一事故により、普通約款別表 傷－１に掲げる２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社
は、もっとも重い後遺障害の該当する等級により損害を算定します。ただし、次の各号に該当する
場合は、各号に規定する等級に従い損害を算定するものとします。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合

もっとも重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき

もっとも重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級
� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級

③ すでに後遺障害のある被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったことによって、
同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、普通約款別表 傷－１に掲げる加重後の後遺
障害に該当する等級により算定した損害から、すでにあった後遺障害に該当する等級により算定し
た損害を差し引いて損害を算定します。
④ 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、算定額から当該賠償義務者に損害賠償請求すべ
き損害に係る部分（算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額をいいます。）を除いた金額のみを
請求することができます。ただし、算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額が自賠責保険等に
よって給付される金額を下回る場合を除きます。
⑤ 前項の場合には、一般条項第２６条（代位）第１項の規定にかかわらず、被保険者がその賠償義務
者に対して有する権利は、当会社に移転しません。
第７条（費 用）

保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損
害の一部とみなします。
� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止のために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用

第８条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）
① 被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害も
しくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する額を損害の額として決定しこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（この特約の補償内容）の傷害が重大となった場合も、前項と
同様の方法で支払います。
第９条（保険金請求権者の義務等）
① 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第１条（この特約の補償内容）第１項の損害を被
った場合で、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によっ
て損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。）をし、か
つ、次の事項を書面等によって当会社に通知しなければなりません。
� 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
� 賠償義務者が法律上の損害賠償責任を負うことにより被った損害に対して保険金または共済金
を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
� 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
� 保険金請求権者が第１条（この特約の補償内容）第１項の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで
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に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
� 人身傷害事故の原因となった、傷害対象自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者
の住所、氏名または名称および被保険者との関係

② 保険金請求権者は、第１項のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた
場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければな
りません。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。）は、人
身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめな
ければなりません。
④ 保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項および第２項の規定に違反した場合は、当会社は、
保険金請求権者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払い
ます。
⑤ 保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項および第２項に関する書類に事実と異なる記載を
し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当
会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
� 当会社は、賠償義務者または第１条（この特約の補償内容）第１項の損害を補償するために保険
金、共済金その他の給付を行う者がある場合で、当会社が必要と認めたときは、これらの者に対し、
保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金につ
いて通知をすることがあります。
第１０条（保険金請求の手続）
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
① 第１条（この特約の補償内容）第１項と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共
済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契約等」とい
います。）がある場合の支払保険金の額は次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この項において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

② 前項の規定において、第５条（支払保険金の計算）第５項の規定が適用される場合には、傷害条
項の規定により算出された人身傷害保険金の額と第５条（支払保険金の計算）第５項の規定により
算出された保険金の額の合計額を、他の保険契約等がないものとして算出された当会社の支払うべ
き保険金の額として前項を適用します。
第１２条（当会社の指定する医師による診断）
① 当会社は、一般条項第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）によるほか、医
師による治療期間が１年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の応当月に、
被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書（死体検案書を含みます。）の提出を求めることがで
きます。
② 前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は、当会社が負担します。
第１３条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条
項の規定を準用します。この場合において、普通約款第６章一般条項の規定を以下のとおり読み替
えます。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項

までの各担保条項」とあるのを「この特約」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約」
� 第７条（告知義務）中「財物条項もしくは賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「財物条項の保険の目的が運転自動車または被保険自動車
である場合および賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項から第６項までの支払責任
の場合」とあるのを「この特約の場合」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「運転自動車または所有自動車」とあるのを「傷害対象自
動車」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」および「財物条項または賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第
１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条（保
険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項」とあるのを「この特約
第１条（この特約の補償内容）第１項」
	 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約」

 第１９条（その他の義務）第２項中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」とあるのを
「傷害対象自動車」
� 第２０条（保険金等の請求）第１項第３号中「傷害条項および疾病条項」とあるのを「この特約」
� 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」と
あるのを「傷害対象自動車」
 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約」

特

約
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分 類 交通乗用具

軌道上を走行する陸上の乗
用具

汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、
いす付リフト

（注） ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっ
ぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバー
リフト等座席装置のないリフト等は除きます。

軌道を有しない陸上の乗用
具

自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により
牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、
歩行補助車（原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。）

（注） 自動車（原動機付自転車およびスノーモービルを含みます。
以下同様とします。）、作業機械としてのみ使用されている間の
工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカ
ート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケ
ートボード、キックボード（原動機を用いるものを含みます。）
等は除きます。

空の乗用具

航空機（飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力
機、ジャイロプレーン。この場合において、超軽量動力機とはモー
ターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等を
いいます。）

（注） ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。

水上の乗用具

船舶（ヨット、モーターボート、水上オートバイおよびボートを含
みます。）

（注） 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は
除きます。

その他の乗用具

エレベーター、エスカレーター、動く歩道

（注） 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置
等は除きます。

人身傷害に関する交通事故危険補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（交通乗用具の定義）
この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 交通乗用具

下表のいずれかに該当するものをいいます。

� 工作用自動車
構造物の建築または破壊、土木工事、農耕等の作業の用途をもつもので、各種クレーン車、パ
ワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラ
ック、耕運機、トラクター等をいいます。
� 運行中
交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。

第３条（この特約の補償内容）
① 当会社は、この特約により、人身傷害補償特約第１条（この特約の補償内容）第１項に規定する
人身傷害事故に加えて、日本国内で発生した次の各号のいずれかに該当する事故のうち、同項に該
当しない事故（以下「交通事故」といいます。）について、人身傷害補償特約第２条（被保険者）に
規定する被保険者（以下「被保険者」といいます。）ごとに適用されている保険契約の条件に従い、
同特約（これに付帯される他の特約を含みます。）の規定を適用します。
� 被保険者が同特約および総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条
項により保険金の支払対象となる自動車に搭乗しているときに発生した急激かつ偶然な外来の事
故
� 運行中の交通乗用具（これに積載されているものを含みます。以下この項において同様としま
す。）の衝突・接触・火災・爆発等の事故。ただし、被保険者が運行中の交通乗用具または自動車
に搭乗していないときに発生した事故に限ります。
� 被保険者が運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくは当該装置のある室内（隔壁等により
通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗しているとき（極めて異常かつ危険
な方法で搭乗しているときを除きます。）または被保険者が乗客（入場客を含みます。）として改
札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側をいいます。）にいるときに発生した、急激
かつ偶然な外来の事故
� 被保険者が道路を通行している場合に発生した、次のいずれかの事故
イ．建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下
ロ．崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ハ．火災または破裂・爆発
� 建物または交通乗用具の火災
② 当会社は、この特約により、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合
または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日から
その日を含めて３０日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行
方不明となった日または遭難した日に、被保険者が交通事故によって死亡したものと推定します。
③ 前項の場合、当会社に対する保険金請求権は、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方
不明となった日または遭難した日からその日を含めて３０日を経過した時から発生し、これを行使す
ることができるものとします。
第４条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、人身傷害補償特約および普通約款第６章一般条項の規定による場合のほか、被保険者
の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術のその他の医療処置によって損害が生じた場合は、保
険金を支払いません。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この規定は
適用しません。
② 当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた交通事故によって損害を被った
ときは、保険金を支払いません。
� 被保険者が交通乗用具による競技、競争、興行（いずれもそのための練習を含みます。）、訓練
もしくは性能試験を目的とする運転または操縦である試運転（以下この号においてこれらを「競
技等」といいます。）をしている間または競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に
準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、第２条（交通乗用具の定義）第
１号の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上でこれらのことを行っている間（法令による
許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行っている間を除きます。）については、こ
の規定は適用しません。
� 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成
所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
� 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機（定期便であると不定期便であるとを問いませ
ん。）以外の航空機を被保険者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを業務とする被
保険者が業務上搭乗している間
� 被保険者が次のいずれかの航空機に搭乗している間
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イ．グライダー
ロ．飛行船
ハ．超軽量動力機
ニ．ジャイロプレーン

③ 当会社は、被保険者が業務として次の各号のいずれかに該当する作業に従事中に当該作業に直接
起因する交通事故によって損害を被ったときは、保険金を支払いません。
� 交通乗用具への荷物、貨物等（以下この号において「荷物等」といいます。）の積込み作業、交
通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業
� 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
第５条（交通事故通知の特則）
① 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険
契約者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様
とします。）は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて
３０日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいま
す。）により当会社に通知しなければなりません。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
� 保険契約者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第１項に関する書類に事実と異なる記
載をし、またはその書類を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被
った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第６条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、人身傷害補償特約およ
び普通約款第６章一般条項（これに付帯される他の特約を含みます。）の規定を準用します。この場
合には、人身傷害補償特約第９条（保険金請求権者の義務等）第１項第５号の規定中「自動車」と
あるのを「交通乗用具」と読み替えるものとします。

自損事故傷害特約

第１条（この特約の補償内容）
① 当会社は、次条に定める被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故に
より身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）を被り、かつ、それによってその被保
険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第３条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合
は、この特約および総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条項（以下
「一般条項」といいます。）の規定に従い、保険金（死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金
および傷害保険金をいいます。以下同様とします。）を支払います。
� 傷害対象自動車の運行に起因する事故
� 傷害対象自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または傷害対
象自動車の落下。ただし、被保険者が傷害対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室
内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下同様とします。）に搭
乗中である場合に限ります。

② 前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場
合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。
③ この特約の規定は、第３条（用語の定義）第１号の傷害対象自動車の規定中の記名運転者、許諾
運転者およびハ．ごとに保険証券にこの特約の適用がある旨記載された場合にのみ、適用するもの
とします。
第２条（被保険者）
① この特約において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 傷害対象自動車の保有者（自動車損害賠償保障法第２条第３項に定める保有者をいいます。）
� 傷害対象自動車の運転者（自動車損害賠償保障法第２条第４項に定める運転者をいいます。）
� 前２号以外の者で、傷害対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者
② 前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で傷害対象自動車に搭乗中の者は被保険者
に含みません。
第３条（用語の定義）

この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 傷害対象自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中（駐車中または停車中を除きます。以下同様とします。）
の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の上記イ．以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物
車または特種用途自動車（キャンピング車）の自動車。ただし、次号イ．からハ．までに掲げ
る者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および１年以上を期
間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。）を除きます。
ハ．上記以外の所有自動車（運転中の所有自動車を除きます。ただし、所有自動車が盗難にあっ
た時から発見されるまでの間の次号イ．からハ．までおよび第４号に掲げる者以外の者の運転
中の所有自動車は含みます。）

� 所有自動車
次に掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただし、その用途および車種が、自家
用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン
超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪
貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）に限るものとし、保険証券記載の除外自動車を
除きます。
イ．保険契約者
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名称 支払事由 保険金 保険金受取人

� 死亡保険
金

死亡した場合 １名ごとに１，５００万円 被保険者の法
定相続人。た
だし、法定相
続人が２名以
上である場合
は、法定相続
分の割合によ
り支払います。

� 後遺障害
保険金

普通約款別表 傷－１に掲
げる後遺障害が生じた場合

該当する等級に対応する後遺障害
保険金支払額

被保険者

� 介護費用
保険金

以下のいずれかに該当する
場合で、かつ介護を必要と
すると認められるとき
イ．普通約款別表 傷－１
の２の第１級、第２級ま
たは第３級３号もしくは
４号に掲げる後遺障害が
生じた場合
ロ．２種以上の後遺障害が
生じ、第４項第１号から
第３号までの規定により、
支払われるべき後遺障害
保険金支払額が、この特
約の別表の２の第１級ま
たは第２級に掲げる金額
となる場合

２００万円 被保険者

ロ．保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
ハ．保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 記名運転者

前号イ．からハ．までの者から保険証券に記載された者をいいます。
� 許諾運転者
記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者（第２号イ．からハ．までの者
を除きます。）をいいます。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで傷害対象自動車を運転している場合、麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で傷
害対象自動車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこ
れに相当する状態をいいます。）傷害対象自動車を運転している場合に、その本人について生じた
傷害
� 被保険者が、傷害対象自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで傷害対
象自動車に搭乗中に生じた傷害。ただし、傷害対象自動車が所有自動車以外の自動車であって、
被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利
を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害

② 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
③ 当会社は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺
炎、敗血症、破傷風等）に対しては、保険金を支払いません。
④ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

⑤ 当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合
はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が傷害対象自動車を業
務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑥ 当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所
有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた傷害に対しては、保険金を支
払いません。
⑦ 当会社は、被保険者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）

となっている法人の所有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた傷害に
対しては、保険金を支払いません。
⑧ 当会社は、被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）の
ために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急、消
防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた傷害に対しては、保
険金を支払いません。
第５条（支払保険金の計算）
① 当会社は、被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被り、その直接の結果として、下
表に掲げる支払事由に該当する場合に、下表のとおり保険金を支払います。
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� 傷害保険
金

医師の治療を要し、病院ま
たは診療所に入院または通
院（医師による往診を含み
ます。以下同様とします。）
した場合

治療日数（ただし、医師が治療を
必要と認める治療日数に限ります。
以下同様とします。）に対し、次の
イ．およびロ．の金額。ただし、
１回の事故につき、被保険者１名
ごとに１００万円を限度とします。
イ．病院または診療所に入院した
治療日数に対しては、その入院
日数１日につき６，０００円

ロ．病院または診療所に通院した
治療日数に対しては、その治療
日数１日につき４，０００円

被保険者

② この条において後遺障害保険金支払額とは、この特約の別表に定める後遺障害保険金支払額をい
います。
③ 普通約款別表 傷－１の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後
遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する
等級の後遺障害に該当したものとみなします。
④ 同一事故により、普通約款別表 傷－１に掲げる２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社
は、後遺障害保険金として、もっとも重い後遺障害の該当する等級に対応する後遺障害保険金支払
額を支払います。ただし、次の各号に該当する場合は、同号に規定する後遺障害保険金支払額を支
払います。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合

もっとも重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額

� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額。た
だし、それぞれの後遺障害に対応する後遺障害保険金支払額の合計額がその金額に達しない場合
は、その合計額とします。

⑤ すでに後遺障害のある被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったことによって、
同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、普通約款別表 傷－１に掲げる加重後の後遺
障害に該当する等級に対応する後遺障害保険金支払額から、すでにあった後遺障害に該当する等級
に対応する後遺障害保険金支払額を差し引いた残額を後遺障害保険金として支払います。
⑥ 当会社は、第１項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて３０日以内
に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
⑦ 同一事故により生じた後遺障害が第１項の表中の介護費用保険金のイ．およびロ．のいずれにも
該当する場合であっても、当会社は、重複して介護費用保険金を支払いません。
⑧ 傷害保険金において治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって、同条第４
項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合
であって、当該処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付として
されたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用が
あれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。）であるときには、当該処置日
数を含みます。
⑨ 傷害保険金において、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定す
るために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を治療日数
に含めます。
� 長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この項において同様
とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス

� 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
⑩ 被保険者が傷害保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害保険金の支払を受けられる傷害を
被った場合においても、当会社は、重複して傷害保険金を支払いません。
第６条（支払保険金の競合）

当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同一被保険者に対しすでに支
払った後遺障害保険金があるときは、１，５００万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引い
て、その残額を支払います。
第７条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）
① 被保険者が第１条（この特約の補償内容）の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害も
しくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
② 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（この特約の補償内容）の傷害が重大となった場合も、前項と
同様の方法で支払います。
第８条（当会社の責任限度額等）
① １回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第５条（支払保
険金の計算）および第６条（支払保険金の競合）の規定による額とし、かつ、１，５００万円を限度とし
ます。
② １回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第５条（支
払保険金の計算）および前条の規定による額とし、かつ、２，０００万円を限度とします。
③ 当会社は、前２項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、第５条（支払保険金の計算）
および前条の規定による介護費用保険金および傷害保険金を支払います。
第９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

第１条（この特約の補償内容）と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約
（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契約等」といいます。）
がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。この規定は同条第１項の介護費用保
険金と傷害保険金とこれらの保険金以外の保険金（死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。）
とに区分して適用します。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします

第１０条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるも
のとします。
� 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
� 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
� 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からそ
の日を含めて３０日を経過した時以後とします。

� 傷害保険金については、被保険者が治療を終了した時または事故の発生の日からその日を含め
て１６０日を経過した時のいずれか早い時

第１１条（代 位）
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について
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後遺障害の等級 後遺障害保険金支払額

第１級 ２，０００万円

第２級 １，５００万円

後遺障害の等級 後遺障害保険金支払額

第１級 １，５００万円

第２級 １，２９５万円

第３級 １，１１０万円

第４級 ９６０万円

第５級 ８２５万円

第６級 ７００万円

第７級 ５８５万円

第８級 ４７０万円

第９級 ３６５万円

第１０級 ２８０万円

第１１級 ２１０万円

第１２級 １４５万円

第１３級 ９５万円

第１４級 ５０万円

第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第１２条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条
項の規定を準用します。この場合において、普通約款第６章一般条項の規定を以下のとおり読み替
えます。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約」
� 第７条（告知義務）中「財物条項もしくは賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「財物条項の保険の目的が運転自動車または被保険自動車
である場合および賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項から第６項までの支払責任
の場合」とあるのを「この特約の場合」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「運転自動車または所有自動車」とあるのを「傷害対象自
動車」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」および「財物条項または賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第
１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条（保
険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項」とあるのを「この特約
第１条（この特約の補償内容）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約」
	 第１９条（その他の義務）第２項中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」とあるのを
「傷害対象自動車」

 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」と
あるのを「傷害対象自動車」
� 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約」

〈別表〉後遺障害等級別保険金支払額表

１．介護を要する後遺障害

２．１．以外の後遺障害
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無保険車事故傷害特約

第１条（この特約の適用条件）
� この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償責任条項第１条
（保険金を支払う場合）第３項または第５項が適用されており、かつ、次の各号のいずれかに該当
する場合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
� 普通約款第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第２
項の人身傷害保険金が支払われない場合で、かつ、人身傷害補償特約が適用されない場合
� 次条に定める無保険車事故が、傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項または人身傷害
補償特約の保険金の支払対象となる事故である場合に、傷害条項および同特約の規定により支払
われるべき保険金の額（普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第３９条（他の
保険契約がある場合の保険金の支払額）第３項または人身傷害補償特約第１１条（他の保険契約が
ある場合の保険金の支払額）第１項もしくは第２項の規定が適用される場合には、それぞれの規
定に定める他の保険契約等がないものとして算出された当会社の支払うべき保険金の額とします。）
が、この特約の規定により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金
額（自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、
その金額をいいます。以下同様とします。）の合計額を下回る場合

� 前項第２号の場合、当会社は、当該被保険者については、傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第２項および人身傷害補償特約による保険金を支払わず、すでに支払っていたときはその額をこの
特約の規定により支払われる保険金から差し引きます。
第２条（この特約の補償内容）
� 当会社は、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、
または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること（以下「無保険車事故」といいま
す。）によって被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）もしくは
子が被る損害（この損害の額は第７条（損害額の決定）に定める損害の額をいいます。以下同様と
します。）に対して、賠償義務者がある場合に限り、この特約および一般条項の規定に従い、保険金
を支払います。
� 当会社は、１回の無保険車事故による前項の損害の額が、次の�および�の合計額または次の�
および�の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を
支払います。
� 自賠責保険等によって支払われる金額
� 対人賠償保険等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによ
って被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保
険等の保険金額または共済金額（対人賠償保険等が２以上ある場合は、それぞれの保険金額また
は共済金額の合計額とします。また、対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件が定められ
ており、その条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して、対人賠償
保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は、削減して支払われた保険金または共
済金の額を保険金額または共済金額とみなします。以下同様とします。）
� 他の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けること
ができる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額（他の無保険車傷害保険等
が２以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下
同様とします。）

第３条（被保険者）
� この特約において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子

� 前各号以外の者で、傷害対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等によ
り通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者

� 前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以
下同様とします。）に搭乗中の者は被保険者に含みません。

� 前各項の規定により被保険者となる者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管
理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後
遺障害が生じることによって損害を被った場合は、すでに生まれていたものとみなしてこの条の規
定を適用します。
	 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第４条（用語の定義）
� この特約において、無保険自動車とは次の定義によります。
� 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車
イ．その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
ロ．その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担する
ことによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
ハ．その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、２億円に達し
ない場合

� 前号の規定にかかわらず、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保
険自動車とみなします。
� 前２号の規定にかかわらず、相手自動車が２台以上ある場合には、それぞれの相手自動車につ
いて適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額（第１号イ．およびロ．なら
びに前号に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして算出しま
す。）が、２億円に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみ
なします。

② この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 傷害対象自動車

次に掲げる自動車をいいます。ただし、保険証券記載の除外自動車を除きます。
イ．記名運転者または許諾運転者が運転中（駐車中または停車中を除きます。以下同様とします。）
の所有自動車
ロ．記名運転者が運転中の上記イ．以外の自動車であって、その用途および車種が自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２ト
ン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物
車または特種用途自動車（キャンピング車）の自動車。ただし、前条第１項第１号から第３号
までに掲げる者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および１
年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。以下同様とします。）を除
きます。
ハ．上記以外の所有自動車（運転中の所有自動車を除きます。ただし、所有自動車が盗難にあっ
た時から発見されるまでの間の前条第１項第１号から第３号までおよびこの項第４号に掲げる
者以外の者の運転中の所有自動車は含みます。）

� 所有自動車
前条第１項第１号から第３号までに掲げる者のいずれかが所有する自動車をいいます。ただし、
その用途および車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普
通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自
家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車（キャンピング車）に限るものとし、
保険証券記載の除外自動車を除きます。
� 記名運転者

前条第１項第１号から第３号までの者から保険証券に記載された者をいいます。
� 許諾運転者
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記名運転者の承諾を得て、所有自動車を使用または管理中の者（前条第１項第１号から第３号
までに掲げる者を除きます。）をいいます。
� 正規の乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のいずれかに
該当するものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
イ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害
ロ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障
害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの

� 賠償義務者
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することによ
り、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負
担する者をいいます。
� 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

� 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約
または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
� 他の無保険車傷害保険等
傷害対象自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約ま
たは共済契約で、第２条（この特約の補償内容）第１項と支払責任の発生要件を同じくするもの
をいいます。
� 相手自動車
傷害対象自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。
ただし、被保険者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および１
年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。）を除きます。
� 保険金請求権者
無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子

第５条（保険金を支払わない場合）
	 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。

 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害

� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を
運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状
態をいいます。）自動車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中
に生じた損害。ただし、当該自動車が所有自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信
じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
� 日射または熱射による障害を被ることによって生じた損害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
� 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。
ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合は、この規定は適用しません。

 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（家事を除きます。以下この条にお
いて同様とします。）に従事している場合に限ります。

� 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその
使用者の業務に従事している場合に限ります。

� 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命ま
たは身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が２台以上ある場合で、
これらの者または前項第２号もしくは第３号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があ
るときはこの規定は適用しません。
� 傷害対象自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することに
よって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合（保険金請求権者が
対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。）には、当会
社は、保険金を支払いません。
� 当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合
はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が傷害対象自動車を業
務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
� 当会社は、被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）の
ために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急、消
防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた損害に対しては、保
険金を支払いません。
� 当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所
有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支
払いません。
� 当会社は、被保険者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）
となっている法人の所有する自動車（所有自動車を除きます。）を運転している場合に生じた損害に
対しては、保険金を支払いません。
第６条（支払保険金の計算）

１回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式で算出された額とします。た
だし、次の第２号または第３号のうちいずれか高い額を、２億円から差し引いた残額を限度としま
す。
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次条の規定により、決定
された損害の額

第８条（費用）
の費用

次の第１号、第２号、第４号、第５号および
第６号の合計額または第１号、第３号、第５
号および第６号の合計額のいずれか高い額

＋ － ＝保険金

� 自賠責保険等によって支払われる金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（この特約の補償内容）第１項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその
損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金また
は共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた残額とします。
� 次条の規定により決定される損害の額および第８条（費用）の費用のうち、賠償義務者以外の
第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額

第７条（損害額の決定）
� 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしく
は子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
� 前項の額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといない
とにかかわらず、次の手続によって決定します。
� 当会社と保険金請求権者との間の協議
� 前号の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解
もしくは調停

第８条（費 用）
保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損
害の一部とみなします。
� 一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の発生および拡大
の防止のために必要または有益であった費用
� 一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全または行使に必要な
手続をするために当会社の書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいます。以下同様と
します。）による同意を得て支出した費用

第９条（保険金請求権者の義務）
� 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第２条（この特約の補償内容）第１項の損害を被
った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面等によって損害賠償の請求（共同
不法行為等の場合における債務者相互間の求償を含みます。）をし、かつ、次の事項を書面等によっ
て当会社に通知しなければなりません。
� 賠償義務者の住所および氏名または名称
� 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
� 賠償義務者に対して書面等によって行った損害賠償請求の内容
� 保険金請求権者が第２条（この特約の補償内容）第１項の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで
に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額

� 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前項の書類
に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支
払います。
第１０条（保険金請求の手続）
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。

第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
第２条（この特約の補償内容）と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約

（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契約等」といいます。）
がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１２条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権者は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
から発生し、これを行使することができるものとします。
第１３条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条
項の規定を準用します。この場合において、普通約款第６章一般条項の規定を以下のとおり読み替
えます。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約」
� 第７条（告知義務）中「財物条項もしくは賠償責任条項」とあるのを「この特約」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「財物条項の保険の目的が運転自動車または被保険自動車
である場合および賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項から第６項までの支払責任
の場合」とあるのを「この特約の場合」
� 第８条（通知義務）第１項第２号中「運転自動車または所有自動車」とあるのを「傷害対象自
動車」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」および「財物条項または賠償責任条項」とあるのを「この特約」
	 第１５条（事故発生時の義務）第１項中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第
１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条（保
険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項」とあるのを「この特約
第２条（この特約の補償内容）第１項」

 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」とあるのを
「傷害対象自動車」
� 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」と
あるのを「傷害対象自動車」
 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約」

第１４条（ファミリーバイク特約が適用される場合の特則）
前条第１０号の規定にかかわらず、普通約款にファミリーバイク特約（原付・自損事故傷害あり）
またはファミリーバイク特約（原付・人身傷害あり）が適用されている場合は、一般条項第２０条（保
険金等の請求）第２項第５号中「運転自動車、所有自動車または被保険自動車」とあるのを「傷害
対象自動車または被保険者が搭乗中の原動機付自転車」に、ファミリーバイク特約（二輪・自損事
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故傷害あり）またはファミリーバイク特約（二輪・人身傷害あり）が適用されている場合は、「傷害
対象自動車または被保険自動車」に読み替えて適用します。 人身傷害諸費用補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（人身傷害諸費用保険金）
� 当会社は、次の各号の条件をいずれも満たしている場合に、それによって保険契約者または被保
険者において必要となるこの特約の別表に定めるサービスを当会社が指定する業者（以下「指定業
者」といいます。）から受けたことで保険契約者または被保険者に生じた費用に対して、この特約に
従い、人身傷害諸費用保険金を支払います。
� 人身傷害補償特約（同特約に適用される他の特約を含みます。）による保険金支払の対象となる
事故の場合（無保険車事故傷害特約第１条（この特約の適用条件）第２項の規定により無保険車
事故傷害特約の保険金支払の対象となる事故の場合を含みます。）

� 前号の保険金支払の対象となる事故（以下「人身傷害事故」といいます。）により、被保険者が
３日以上入院した場合

� 前項の規定にかかわらず、同項各号の条件をいずれも満たしている場合に、それによって保険契
約者または被保険者において必要となるこの特約の別表に定めるサービスを指定業者以外の業者か
ら受けたことで保険契約者または被保険者に生じた費用に対して、この特約に従い、人身傷害諸費
用保険金を支払います。
� 前２項の費用（以下「人身傷害諸費用」といいます。）は、保険契約者または被保険者からの領収
証等の提出により、当会社に対してその支出目的、金額その他具体的内容について明らかとされた
ものに限ります。
第３条（用語の定義）

この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
� 支払対象期間

入院３日目から被保険者の入院中および退院日からその日を含めて３０日以内の期間をいいます。
ただし、入院３日目からその日を含めて１８０日を超えない期間とします。

� 支払限度額
入院３日目において、１０万円をいい、以後入院４日目からその日を含めて入院日数が１０日ごと

に１０万円（入院日数に１０日に満たない端日数が生じた場合には、当該端日数に１万円を乗じた額
とします。）を増額した額をいいます。ただし、１回の人身傷害事故につき、１８０万円を限度とし
ます。
� 合計支払限度額

保険契約者または被保険者がこの特約の別表に定めるサービスを受けた結果、当会社がこの特
約により人身傷害諸費用保険金を支払うこととなる費用の合計の額を支払限度額から差し引いた
額をいいます。

第４条（被保険者）
� この特約において、被保険者とは、人身傷害補償特約第２条（被保険者）第１項に定める被保険
者をいいます。ただし、同条第２項および同条第３項の規定により被保険者に含まない者は除きま
す。
� この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第５条（保険金を支払わない場合）

当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人身傷害諸費用保険金を支払いません。
� 被保険者が入院している病院（介護保険法に定める介護療養型医療施設を含みます。以下同様
とします。）または診療所においてサービスの利用が許可されない場合
� サービスの利用により、被保険者の傷害（ガス中毒を含みます。以下同様とします。）がより重
大となるおそれがあると医師が判断する場合

第６条（支払保険金の計算）
� 当会社は、この特約の別表に定めるサービスに対して、合計支払限度額の範囲内で人身傷害諸費
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用保険金を支払います。
� 支払限度額は、同一の人身傷害事故において、被保険者本人にのみ帰属し、別の人身傷害事故の
支払限度額もしくは他の被保険者の支払限度額を合算して合計支払限度額とすることはできません。
� 当会社は、この特約の別表に定めるサービスに対応する上限額を超えて人身傷害諸費用保険金を
支払いません。
� 当会社は、支払対象期間を超えて受けたサービスによる第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項
または同条第２項の費用に対しては、人身傷害諸費用保険金を支払いません。
第７条（転院移送費用保険金）
� 当会社は、第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項各号の条件をいずれも満たしており、かつ、
次の各号の条件をいずれも満たしている場合に、それによって人身傷害事故発生の日からその日を
含めて１８０日以内に被保険者が入院している病院または診療所から、被保険者が指定し、かつ、当会
社が承認する病院または診療所に被保険者を転院移送する必要が生じたときは、保険契約者または
被保険者が負担した費用（以下「転院移送費用」といいます。）に対して、この特約に従い、転院移
送費用保険金を支払います。ただし、１回の人身傷害事故につき１００万円を限度とします。
� 人身傷害事故で被った傷害により被保険者が意識障害や昏睡等症状が重篤なため、２日以上Ｉ
ＣＵ（集中治療室）またはこれに類する治療室で救命救急医療または特定集中治療室管理に基づ
く治療（診療報酬の算定方法に定められる救命救急入院料または特定集中治療室管理料の対象と
なる治療をいいます。）を受けていること。

� 被保険者が入院している病院または診療所および転院先の病院または診療所が転院移送するこ
とについて承認していること。

� 前項の転院移送費用保険金の支払は、１回の人身傷害事故につき１回を限度とし、２回目以降に
ついては転院移送費用保険金を支払いません。
第８条（現物による支払）
当会社は、保険契約者または被保険者が被った損害（第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項も
しくは同条第２項の費用または前条第１項の転院移送費用をいいます。以下同様とします。）の全部
または一部に対して、サービスの提供をもって保険金の支払に代えることができます。この場合、
第１１条（人身傷害諸費用保険金の請求）の規定は適用しません。

第９条（事故発生時の義務）
� 保険契約者または被保険者が第２条（人身傷害諸費用保険金）によりサービスを受ける場合には、
保険契約者または被保険者は受けようとするサービスの内容および被保険者の状況等について、サ
ービスを受ける前に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社は必要な調査
をし、かつ、保険契約者または被保険者に対し、必要な説明または証明を求めることができます。
� 保険契約者または被保険者が第７条（転院移送費用保険金）により転院移送を行う場合には、保
険契約者または被保険者は被保険者の状況等について、転院移送を行う前に当会社に通知しなけれ
ばなりません。この場合において、当会社は必要な調査をし、かつ、保険契約者または被保険者に
対し、必要な説明または証明を求めることができます。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前２項の規定に違反した場合は、当会社は、前
２項の規定に違反したことによって当会社が被る損害の額を差し引いて人身傷害諸費用保険金また
は転院移送費用保険金を支払います。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて事実と異なる通知もしくは説明をし、または
その書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第１０条（支払対象期間の重複等）
� 当会社は、原因または時を異にして発生した人身傷害事故により支払対象期間が重複する場合、
その重複する期間に対して重ねて人身傷害諸費用保険金を支払いません。
� 入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった傷害によって再入院したときは、後の
入院と前の入院をあわせて１回の入院とみなし、新たに支払対象期間の規定を適用しません。
第１１条（人身傷害諸費用保険金の請求）
� 第２条（人身傷害諸費用保険金）第２項に定める人身傷害諸費用保険金の請求権は、人身傷害諸

費用が保険契約者または被保険者に生じた時または入院３日目のいずれか遅い時に発生し、これを
行使できるものとします。
� 第７条（転院移送費用保険金）第１項に定める転院移送費用保険金の請求権は、保険契約者また
は被保険者が転院移送費用を負担した時に発生し、これを行使できるものとします。
第１２条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）
� 被保険者が第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項第２号による入院をしたときすでに存在して
いた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同号の入院をした後にその原因となった人身傷
害事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同号の入院の期間が延長された場合は、
当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
� 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくはサービスを受けるべき者
が治療をさせなかったために第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項第２号の入院の期間が延長さ
れた場合も、前項と同様の方法で支払います。
第１３条（この保険契約における人身傷害補償特約との関係）

当会社は、この特約が適用されている保険契約について、この特約により、人身傷害諸費用保険
金または転院移送費用保険金の支払を行った場合は、人身傷害補償特約において、その損害に係る
保険金は支払いません。
第１４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

第２条（人身傷害諸費用保険金）および第７条（転院移送費用保険金）と支払責任の発生要件を
同じくする他の保険契約または共済契約（以下この条において「他の保険契約等」といいます。）が
ある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この項において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします

第１５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、総合保険普通保険約款
第６章一般条項および人身傷害補償特約の規定を準用します。

特

約
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サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� ホームヘルパー派
遣サービス

次のいずれかに該当する場合に、家事を代行するため
にホームヘルパー（炊事、掃除、洗濯等の世話を行う
ことを職業とする者をいいます。）を家事従事者（被保
険者の住居において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主
として行う者をいいます。以下同様とします。）の住居
に派遣する役務の提供
イ．被保険者のうち家事従事者が入院している場合
ロ．家事従事者以外の被保険者が入院し、家事従事
者が看護のために被保険者に付き添う場合

１日あたり
２５，０００円

� 介護ヘルパー派遣
サービス

次のいずれかに該当する場合に、介護ヘルパー（機能
障害により介護が必要な者の日常生活の世話を行うこ
とを職業とする者をいいます。）を介護人（機能障害に
より介護が必要な者の日常生活の世話を主として行う
者をいいます。以下同様とします。）の住居に派遣する
役務の提供
イ．被保険者のうち介護人が入院している場合
ロ．介護人以外の被保険者が入院し、介護人が看護
のために被保険者に付き添う場合

１日あたり
２５，０００円

� 身の回り品レンタ
ルサービス

被保険者が使用する映像・音楽再生機器、パソコン、
ワープロ機器等当会社が認める身の回り品の賃貸業者
からの賃貸品の提供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社の
規定する方法により提供する場合に限ります。

１機器について
利用開始日から
起算して１か月
あたり

５０，０００円

� ＤＶＤソフトレン
タルサービス

被保険者が使用するＤＶＤソフトの賃貸業者からの提
供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社の
規定する方法により提供する場合に限ります。

利用開始日から
起算して１か月
あたり

１０，０００円

� 書籍・ＣＤ・ＤＶ
Ｄソフト等提供サー
ビス

イ．被保険者が使用する書籍、ＣＤ（コンパクトディ
スク）およびＤＶＤソフトの提供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社
の規定する方法により提供する場合に限ります。

ロ．病院または診療所に支払うテレビ等の電子機器の
利用料の提供

利用開始日から
起算して１か月
あたりイ．およ
びロ．を合計し
て

３０，０００円

� フラワー提供サー
ビス

被保険者の病室で使用する花卉の提供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社の
規定する方法により提供する場合に限ります。

利用開始日から
起算して１か月
あたり

２０，０００円

� ホームセキュリテ
ィサービス

被保険者の住居の防犯を目的とした機器の賃貸、設置
および警備員の派遣等の役務の提供。
ただし、業として法人が行う機器の賃貸、設置および
警備員の派遣等の役務に限ります。

利用開始日から
起算して１か月
あたり

１００，０００円

サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� 差額ベッド代提供
サービス

普通病室以外の病室を提供する役務の提供 普通病室への入
院費用との差額
について、１日
あたり

２０，０００円

（注）上記１事故・１被保険者あたり上限額（以下「上限額」といいます。）とは、通常の利用に基づ
く額をいいます。派遣場所が遠隔地であることに伴う追加の交通費や、派遣業者が一般的に規
定している時間帯または期間以外の利用に伴う割増料を当会社が指定する業者から請求された
場合には、そのうち当会社が妥当であると認めた額を加算した額を１事故・１被保険者あたり
の上限額とみなします。

サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� 付添看護人派遣サ
ービス

被保険者が入院した場合に、被保険者が退院後、被保
険者の付添看護人（入院した者の身の回りの世話を行
うことを職業とする者をいいます。ただし、注射、点
滴等の医療処置は行いません。）をその被保険者の住居
に派遣する役務の提供

１日あたり
２５，０００円

� 社会復帰支援サー
ビス

被保険者が入院した場合に、被保険者が退院後、社会
復帰のために必要とする次の役務の提供
イ．スポーツ施設利用
入院によって低下した体力の回復を目的として、
屋内スポーツ施設を有し継続的な指導管理を実施
するフィットネスクラブを利用したリハビリテー
ションの提供
ロ．メークアップ
皮膚に受傷した場合等で、早期の社会復帰を支
援することを目的として専門家により施されるメ
ークアップの提供または専門家によるメークアッ
プ指導の提供
ハ．自動車教習所講習
公安委員会の指定を受けた自動車教習所（免許
を受けようとする者に対し、自動車の運転に関す
る技能および知識について教習を行う施設をいい
ます。）が開催する任意の安全運転講習（自動車免
許取得または再取得等のために法令により義務付
けられた講習を含みません。）の提供

イ．からハ．ま
でを合計して

２５，０００円

＜別表＞
１．被保険者が入院している場合に利用できるサービス

２．被保険者が退院後に利用できるサービス

約款‐１３７



サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� 退院お祝いサービ
ス

被保険者が入院した場合に、被保険者が退院後、退院
を祝う目的で行う祝宴費用（交通費および宿泊費を含
み、祝宴の用に供しない物品または贈答品等に係る費
用を含みません。）の提供

１回限り
１００，０００円

（注）上記１事故・１被保険者あたり上限額とは、通常の利用に基づく額をいいます。派遣場所が遠
隔地であることに伴う追加の交通費や、派遣業者が一般的に規定している時間帯または期間以
外の利用に伴う割増料を当会社が指定する業者から請求された場合には、そのうち当会社が妥
当であると認めた額を加算した額を１事故・１被保険者あたりの上限額とみなします。

サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� 家庭教師派遣サー
ビス

学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校、中等
教育学校、高等専門学校に在籍している被保険者が入
院した場合に、家庭教師（学校教育法に基づく小学校、
中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校の授
業と同等の内容を補助的に指導することを職業とする
者をいいます。ただし、業として法人が派遣する家庭
教師に限ります。）をその被保険者の入院する病院もし
くは診療所またはその被保険者の住居に派遣する役務
の提供

１日あたり
１５，０００円

� 福祉機器レンタル
サービス

被保険者が傷害を被った場合に、傷害による支障を補
完または軽減するために必要と認められる構造、装置
または装備を有する機器または用具の賃貸業者からの
賃貸品の提供

１機器について
利用開始日から
起算して１か月
あたり

６０，０００円

� 自宅掃除代行サー
ビス

次のいずれかに該当する場合に、家事従事者（被保険
者の住居において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主と
して行う者をいいます。以下同様とします。）の住居を
掃除する役務の提供
イ．被保険者のうち家事従事者が入院した場合
ロ．家事従事者以外の被保険者が入院し、家事従事
者が看護のために被保険者に付き添っている場合

１回あたり
１００，０００円

� ベビーシッター派
遣サービス

次のいずれかに該当する場合に、子供の身の回りの世
話を代行するためにベビーシッター（子供の身の回り
の世話を行うことを職業とする者をいいます。）を派遣
する役務の提供もしくは子供を保育施設（保育所、ベ
ビーホテル等、子供の身の回りの世話を行うことを業
とする施設をいいます。）に預け入れる役務の提供
イ．被保険者のうち育児従事者（被保険者の住居に
おいて、子供の身の回りの世話を主として行う者
をいいます。以下同様とします。）が入院した場合

ロ．育児従事者以外の被保険者が入院し、育児従事
者が看護のために被保険者に付き添っている場合

１日あたり
２５，０００円

サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� ペットシッターサ
ービス

次のいずれかに該当する場合に、ペット（被保険者が
被保険者の住居において、愛がん動物または伴侶動物
として飼養している犬または猫をいいます。以下同様
とします。）の世話を代行するためにペットシッター
（ペットの散歩、食餌および飼養施設の掃除等日常の
世話を行うことを職業とする者をいいます。）を派遣す
る役務の提供またはペットをペット専用施設（ペット
が宿泊できる設備を整えたペットショップ、ペット美
容室、動物病院またはペットホテルをいいます。）に預
け入れる役務の提供
イ．被保険者のうち、飼養従事者（ペットの散歩、
食餌および飼養施設の掃除等日常の世話を主とし
て行う者をいいます。以下同様とします。）が入院
した場合
ロ．飼養従事者以外の被保険者が入院し、飼養従事
者が看護のために被保険者に付き添っている場合

１日あたり
２５，０００円

� お見舞い御礼提供
サービス

被保険者が入院した場合に、次のいずれかに該当する
者を除く、入院中の被保険者を訪問した者等に対して、
いわゆる快気祝いまたはお見舞い返し等、慣習として
贈呈する物品の提供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社の
規定する方法により提供する場合に限ります。
なお、やむを得ない事情によりサービスの利用が遅れ
た場合は、第６条（支払保険金の計算）第４項の規定
は適用しません。
イ．被保険者の配偶者（内縁を含みます。以下同様
とします。）

ロ．被保険者の子
ハ．被保険者の父母
ニ．被保険者の兄弟姉妹

１２０，０００円
ただし、物品を
受領する者１名
あたり

１２，０００円
を限度としま
す。

� タクシー・駐車場
費用サービス

次のいずれかの目的で使用するタクシーを派遣する役
務、および病院または診療所における駐車場の利用の
提供。
なお、タクシーの派遣の代替としての他の交通手段の
利用を含みます。
イ．被保険者が入院している場合で、次のいずれか
に該当する者が被保険者が入院している病院また
は診療所を訪問する目的
�イ 被保険者の配偶者
�ロ 被保険者の子
�ハ 被保険者の父母
�ニ 被保険者の兄弟姉妹

ロ．被保険者が病院または診療所に通院（入院中の
他の病院または診療所への通院を含みます。）、退
院または転院する目的

１利用あたり
２０，０００円

ただし、合理的
な経路での移動
および利用に限
ります。

３．被保険者が入院している場合および退院後のいずれも利用できるサービス

特

約
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サービス名 サービス内容・条件
１事故・１被保
険者あたりの上
限額

� 電話秘書提供サー
ビス

被保険者のうち法人の役員または業務（家事を含みま
せん。以下同様とします。）を営む者が入院した場合に、
業務を継続することを目的とした、顧客および取引先
からの電話を受け付け、その内容の伝達等を行う役務
の提供。
ただし、当会社が事前に指定した業者から、当会社の
規定する方法により提供する場合に限ります。

利用開始日から
起算して１か月
あたり

５０，０００円

（注）上記１事故・１被保険者あたり上限額とは、通常の利用に基づく額をいいます。派遣場所が遠
隔地であることに伴う追加の交通費や、派遣業者が一般的に規定している時間帯または期間以
外の利用に伴う割増料を当会社が指定する業者から請求された場合には、そのうち当会社が妥
当であると認めた額を加算した額を１事故・１被保険者あたりの上限額とみなします。

始期前発病不担保の期間に関する特約条項

当会社は、総合保険普通保険約款第４章疾病条項（以下「疾病条項」といいます。）またはこれに付
帯された他の特約の保険金支払事由の原因となった身体障害を被った時が、責任開始期（疾病条項の
保険責任が開始した時をいいます。以下同様とします。）より前である場合であっても、責任開始期の
属する日からその日を含めて２年を経過した後に保険金支払事由が生じたときは、その保険金支払事
由は責任開始期より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。
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法律相談費用補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯される他

の特約に規定する記名運転者が適用されている場合に適用されます。
第２条（被保険者）
① この特約において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� 前各号以外の者で、普通約款およびこれに付帯される他の特約に規定する所有自動車（以下「所
有自動車」といいます。）の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できな
いように仕切られている場所を除きます。以下この項において同様とします。）に搭乗中の者
� 第１号から第４号までのいずれにも該当しない者で、第１号から第４号までに規定する者が自
ら運転者として運転中（駐車中または停車中を除きます。）の所有自動車以外の自動車（自動車検
査証に事業用と記載されている自動車を除きます。以下同様とします。）の正規の乗車装置または
当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし、第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務
（家事を除きます。以下同様とします。）のために運転中の、その使用者の所有する自動車（所有
権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする貸借契約により借り
入れた自動車を含みます。）に搭乗中の者およびその使用者を除きます。
� 前各号以外の者で、所有自動車の所有者（ただし、所有自動車の所有、使用または管理に起因
する事故の場合に限ります。）
� 前各号以外の者で、第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐車中ま
たは停車中を除きます。）の所有自動車以外の自動車の所有者（ただし、その自動車の所有、使用
または管理に起因する事故の場合に限ります。）

② 前項第７号および第８号の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、自動車を所有する者

③ 第１項の規定にかかわらず、同項第１号から同項第８号までに定める被保険者のうち、極めて異
常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に搭乗している者は
被保険者に含みません。
④ 第１項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が
法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が自動
車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。
⑤ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第５条（保険金を支
払わない場合）第２項第１号の規定を除きます。
第３条（用語の定義）
① この特約の対象となる事故とは、日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激
かつ偶然な外来の事故（以下「対象事故」といいます。）をいいます。
� 被保険者または賠償義務者が自動車を所有、使用または管理することに起因する事故
� 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下

② この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
� 被害

次のものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最
初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。

イ．被保険者が身体に傷害を被ること（以下「身体の傷害」といいます。）。
ロ．被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取（詐取を含
みません。）されること。

� 賠償義務者
被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。

� 保険金請求権者
対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
� 法律相談

法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相
談またはこれらに付随する手紙等の書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいます。以
下同様とします。）の作成もしくは連絡等、一般的に当該資格者の行う相談の範囲内と判断するこ
とが妥当である行為を含みます。
イ．弁護士が行う法律相談
ロ．司法書士が行う、司法書士法第３条第１項第５号および同項第７号に規定する相談
ハ．行政書士が行う、行政書士法第１条の３第３号に規定する相談

第４条（この特約の補償内容）
① 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会
社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用（法律相談の対価として弁護士、司法書士また
は行政書士に支払われるべき費用をいいます。以下「法律相談費用」といいます。）を負担したこと
によって被る損害に対して、この特約の規定に従い、法律相談費用保険金（以下「保険金」といい
ます。）を支払います。
② 当会社が支払うべき保険金の額は、１回の対象事故につき、被保険者１名あたり１０万円を限度と
します。
③ 当会社は、対象事故が保険証券記載のこの特約の保険期間（以下この項において「保険期間」と
いいます。）中に発生した場合にのみ、保険金を支払います。ただし、被害が身体の傷害である場合
には、身体の傷害を被った時が保険期間中である場合に限ります。
④ 当会社は、被害に対する法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った日からその日を含め
て３年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、保険金を支払います。
⑤ 当会社は、法律相談費用のうち普通約款第２章賠償責任条項において支払われるものがある場合
には、その費用に対しては保険金を支払いません。
第５条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。）もしくは核燃料物
質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の
作用またはこれらの特性に起因する対象事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた
対象事故

② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故による損害
� 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転してい
る場合に生じた損害

特

約
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� 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいま
す。）自動車を運転している場合に生じた損害

� 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中
に生じた損害。ただし、当該自動車が所有自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信
じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
� 被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために搭
乗中に生じた損害、または競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救急、
消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた損害

③ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
� 第２条（被保険者）第１項第１号から第４号までに規定する者
� 被保険者の父母、配偶者または子

第６条（事故発生時の義務）
① 保険契約者または保険金請求権者は、対象事故が発生した場合、または第４条（この特約の補償
内容）第１項に該当する場合で、保険金請求権者が法律相談費用を支出しようとするときは、次の
各号に定める事項を、対象事故の発生の日の翌日から起算して１８０日以内に、かつ、費用の支出を行
う前に当会社に書面等により通知しなければなりません。
� 対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況
� 賠償義務者の住所および氏名または名称

② 保険契約者または保険金請求権者が、前項の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当
会社が被る損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、保険金請求権者が、過失がなくて
対象事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、前項の期間内に通知ができ
なかった場合は、この規定は適用しません。
③ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項に関する書類に事実と異なる記
載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによっ
て当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。
第７条（保険金の請求）
① 当会社に対する保険金請求権は、法律相談費用が発生した時から発生し、これを行使することが
できるものとします。
② 保険金請求権者が第４条（この特約の補償内容）の規定に基づき保険金の支払を受けようとする
場合は、普通約款第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）第２項に定める書類のほか、次の各号
に定める書類を添えて当会社に提出しなければなりません。
� 当会社の定める事故報告書
� 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
� 法律相談費用の内容を証明する書類

③ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合、または前
項に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当
会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて法律相談費用保険金を支払います。
第８条（普通約款の読み替え）
この特約については、普通約款第６章一般条項第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払

額）第２項の規定中「賠償責任条項の保険金」および「賠償保険金」とあるのをそれぞれ「この特
約の保険金」と読み替えて適用します。
第９条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

弁護士費用等補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（被保険者）
① この特約において、被保険者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� 前各号以外の者で、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯
される他の特約に規定する所有自動車（以下「所有自動車」といいます。）の正規の乗車装置また
は当該装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。以下
この項において同様とします。）に搭乗中の者
� 第１号から第４号までのいずれにも該当しない者で、第１号から第４号までに規定する者が自
ら運転者として運転中（駐車中または停車中を除きます。）の所有自動車以外の自動車（自動車検
査証に事業用と記載されている自動車を除きます。以下同様とします。）の正規の乗車装置または
当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし、第１号から第４号までに規定する者の使用者の業務
（家事を除きます。以下同様とします。）のために運転中の、その使用者の所有する自動車（所有
権留保条項付売買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする貸借契約により借り
入れた自動車を含みます。）に搭乗中の者およびその使用者を除きます。
� 前各号以外の者で、所有自動車の所有者（ただし、所有自動車の所有、使用または管理に起因
する事故の場合に限ります。）

� 前各号以外の者で、第１号から第４号までに規定する者が自ら運転者として運転中（駐車中ま
たは停車中を除きます。）の所有自動車以外の自動車の所有者（ただし、その自動車の所有、使用
または管理に起因する事故の場合に限ります。）

② 前項第７号および第８号の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、自動車を所有する者
③ 第１項の規定にかかわらず、同項第１号から同項第８号までに定める被保険者のうち、極めて異
常かつ危険な方法で自動車（原動機付自転車を含みます。以下同様とします。）に搭乗している者は
被保険者に含みません。
④ 第１項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が
法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が自動
車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。
⑤ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第５条（保険金を支
払わない場合）第２項第１号の規定を除きます。
第３条（用語の定義）
① この特約の対象となる事故とは、日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激
かつ偶然な外来の事故（以下「対象事故」といいます。）をいいます。
� 被保険者または賠償義務者が自動車を所有、使用または管理することに起因する事故
� 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下
② この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
� 被害

次のものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最
初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。

約款‐１４１



イ．被保険者が身体に傷害を被ること（以下「身体の傷害」といいます。）。
ロ．被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取（詐取を含
みません。）されること。

� 賠償義務者
被保険者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をいいます。

� 保険金請求権者
対象事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
� 法律相談

法律上の損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相
談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に当該資格者の行う相談
の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。
イ．弁護士が行う法律相談
ロ．司法書士が行う、司法書士法第３条第１項第５号および同項第７号に規定する相談
ハ．行政書士が行う、行政書士法第１条の３第３号に規定する相談

第４条（この特約の補償内容）
① 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠
償請求を行う場合に次項に規定する弁護士費用を負担したことによって被る損害に対して、この特
約の規定に従い弁護士費用保険金を支払います。
② 弁護士費用とは、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあ
っせんもしくは仲裁を行う機関（申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行う
ことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。）に対して支出した弁護士報酬、司法書士
報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用とします。
③ 当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会
社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用（法律相談の対価として弁護士、司法書士また
は行政書士に支払われるべき費用をいいます。以下同様とします。）を負担したことによって被る損
害に対して、この特約の規定に従い、法律相談費用補償特約により支払われた保険金の額を超える
額について、法律相談費用保険金を支払います。
④ 当会社が支払うべき保険金（弁護士費用保険金および法律相談費用保険金をいいます。以下同様
とします。）の額は、１回の対象事故につき、被保険者１名あたり３００万円を限度とします。
⑤ 当会社は、対象事故が保険証券記載のこの特約の保険期間（以下この項において「保険期間」と
いいます。）中に発生した場合にのみ、保険金を支払います。ただし、被害が身体の傷害である場合
には、身体の傷害を被った時が保険期間中である場合に限ります。
⑥ 当会社は、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生および賠償義務者を知った
日からその日を含めて３年以内に、保険金請求権者が開始した場合に限り、保険金を支払います。
⑦ 当会社は、弁護士費用および法律相談費用のうち普通約款第２章賠償責任条項において支払われ
るものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
⑧ この特約が適用されている保険契約に普通約款第５章費用条項第２０節被害事故費用条項（以下こ
の項において「被害事故費用条項」といいます。）が適用されている場合は、当会社は、同一の事故
に対して、被害事故費用条項の規定により保険金が支払われるときにはこの特約の規定は適用しな
いものとし、同条項の規定により保険金が支払われないときにはこの特約の規定を適用するものと
します。
第５条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。）もしくは核燃料物
質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の
作用またはこれらの特性に起因する対象事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた対象事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた
対象事故

② 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故による損害
� 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転してい
る場合に生じた損害
� 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいま
す。）自動車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中
に生じた損害。ただし、当該自動車が所有自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利
を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信
じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害
� 被保険者が自動車に競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために搭
乗中に生じた損害、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中（救
急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。）に生じた損害

③ 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
� 第２条（被保険者）第１項第１号から第４号までに規定する者
� 被保険者の父母、配偶者または子
第６条（事故発生時の義務）
① 保険契約者または保険金請求権者は、対象事故が発生した場合、第４条（この特約の補償内容）
第１項に該当する場合で、保険金請求権者が弁護士費用を支出しようとするとき、または同条第３
項に該当する場合で、保険金請求権者が法律相談費用を支出しようとするときは、次の各号に定め
る事項を、対象事故の発生の日の翌日から起算して１８０日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会
社に書面等により通知しなければなりません。
� 対象事故の発生の日時、場所および対象事故の状況
� 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 保険契約者または保険金請求権者が、前項の規定に違反した場合は、当会社は、前項の規定に違
反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、保険金請
求権者が、過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、前
項の期間内に通知ができなかった場合は、この規定は適用しません。
③ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項に関する書類に事実と異なる記
載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによっ
て当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第７条（保険金の請求）
① 当会社に対する保険金請求権は、弁護士費用または法律相談費用が発生した時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
② 保険金請求権者が第４条（この特約の補償内容）の規定に基づき保険金の支払を請求する場合は、
普通約款第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）第２項に定める書類のほか、次の各号に定める
書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
� 当会社の定める事故報告書
� 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
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� 弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類
③ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前項
に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類を偽造しもしくは変造した場合は、当会
社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第８条（支払保険金の返還）
① 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求
めることができます。
� 弁護士または司法書士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受け
た場合
� 対象事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務
者から当該訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のロ．の額がイ．の額を超過する
場合
イ．保険金請求権者が当該訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
ロ．判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第４条（この特約の補償内容）の規定により既
に支払った保険金の合計額

② 前項の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次の各号に定めるとおりとします。
� 前項第１号の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第４条（この特約の補
償内容）の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
� 前項第２号の場合は超過額に相当する金額。ただし、第４条（この特約の補償内容）の規定に
より支払われた保険金の額を限度とします。

第９条（普通約款の読み替え）
この特約については、普通約款第６章一般条項第２６条（代位）第１項の規定中「損害」とあるの

を「費用」と読み替え、また、第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）第２項の規定
中「賠償責任条項の保険金」および「賠償保険金」とあるのをそれぞれ「この特約の保険金」と読
み替えて適用します。
第１０条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに
付帯される他の特約の規定を準用します。

事故・故障時諸費用補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

第２条（この特約の補償内容）
� 当会社は、第４項に定める対象事故にともない、次の各号のいずれかに該当する自動車（以下「対
象自動車」といいます。）が走行不能（自力で移動することができない状態、法令により走行が禁じ
られている状態または盗難により対象自動車が被保険者の管理下にない状態をいいます。以下同様
とします。）になった場合に、保険契約者または被保険者に生じた費用に対して、この特約に従い、
事故・故障時諸費用保険金を支払います。この場合において盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの
未遂をいいます。（以下「盗難」といいます。）
� 記名運転者または総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償責任条項
（以下「賠償責任条項」といいます。）第２条（被保険者等）第６号に規定する許諾運転者が運転
中（駐車中または停車中を除きます。以下同様とします。）の所有自動車

� 運転中以外の所有自動車
� この特約において事故・故障時諸費用とは、対象事故にともない対象自動車が走行不能になった
場合に、それによって保険契約者または被保険者において必要となる事故・故障時対応サービス（こ
の特約の別表に定めるサービスをいいます。以下同様とします。）を当会社が指定する業者または当
会社が指定する業者以外の業者から受けたことで保険契約者または被保険者に生じた費用をいいま
す。
� 事故・故障時諸費用は、保険契約者または被保険者からの領収証等の提出により、当会社に対し
てその支出目的、金額その他具体的内容について明らかとされたものに限ります。
� 第１項および第２項の対象事故とは、次の各号のいずれかをいいます。
� 衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、こう水、高潮その他偶然
な事故によって対象自動車に損害が生じること、または対象自動車の盗難により損害が生じるこ
と。
� 故障（対象自動車に生じた偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故をいい
ます。以下同様とします。）により、対象自動車が修理工場または当会社の指定する場所（以下
「修理工場等」といいます。）へ運搬されること。

第３条（用語の定義）
この特約において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
� 所有自動車

賠償責任条項第３条（用語の定義）第４号に規定する所有自動車をいいます。
� 記名運転者

賠償責任条項第２条（被保険者等）第５号に規定する記名運転者をいいます。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 回収金

第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
	 積載中動産

対象自動車の車室内、荷室内、荷台内、トランク内もしくはルーフボックス内に収容またはキ
ャリア（自動車の屋根またはトランク上に設置された小型または少量の荷物を積載または運搬す
るための装置をいいます。）に固定された、被保険者が所有する動産、または受託した動産。ただ
し、次のイ．からホ．までに定める物を含みません。
イ．自動車または原動機付自転車およびこれらの付属品
ロ．船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含んだ船舶のことをい
います。以下同様とします。）、航空機（飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量
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動力機、ジャイロプレーンをいいます。この場合において、超軽量動力機とはモーターハング
グライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。以下同様とします。）、雪上
オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
ハ．手形その他の有価証券、印紙、切手
ニ．通貨、預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカ
ード、ローンカード、プリペイドカード、商品券その他これらに準ずる物
ホ．公序良俗に反する物
� キャンセル費用
被保険者が特定のサービスの予約をした後、当該サービスの全部または一部を受けられなくな
った場合に被保険者または被保険者の法定相続人が負担する取消料、違約料その他の名目におい
て、当該サービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用
� 特定のサービス
業として有償で提供されるサービスのうち、次のいずれかに該当するもので、かつ、被保険者
の職務遂行に関係しないサービス。ただし、対象事故の発生の日からその日を含めて３１日以内に
提供されるものに限ります。
イ．国内旅行契約または海外旅行契約に基づくサービス
ロ．旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
ハ．航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
ニ．宴会またはパーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
ホ．運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
ヘ．演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示または興行

第４条（被保険者）
� この特約において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 対象事故が生じた時に対象自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により
通行できないように仕切られている場所を除きます。）に搭乗中の者。ただし、一時的に対象自動
車から離れていた場合であっても、対象事故が生じた前後の状況から搭乗していたとみなされる
者を含みます。
� 対象自動車の所有者。ただし、前号に該当しない場合には、この特約の別表の�または�の事
故・故障時対応サービスについてのみ被保険者とみなします。
� 記名運転者。ただし、第１号に該当しない場合には、この特約の別表の�または�の事故・故
障時対応サービスについてのみ被保険者とみなします。

� 前項第２号の所有者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 対象自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 対象自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、対象自動車を所有する者

� 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者に含みません。
� 対象自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで対象自動車に搭乗していた
者および搭乗していたとみなされる者
� 極めて異常かつ危険な方法で対象自動車に搭乗中の者
� 業務として対象自動車を受託している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売
業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およ
びこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を
含みます。）

第５条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた事故・故障時諸費用に対しては、
事故・故障時諸費用保険金を支払いません。
� 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
イ．保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人であ
る場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）

ロ．所有権留保条項付売買契約に基づく対象自動車の買主、または１年以上を期間とする貸借契
約に基づく対象自動車の借主（これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人
の業務を執行するその他の機関）
ハ．上記イ．およびロ．に定める者の法定代理人
ニ．上記イ．およびロ．に定める者の業務に従事中の使用人
ホ．上記イ．およびロ．に定める者の父母、配偶者（内縁を含みます。以下同様とします。）また
は子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場
合に限ります。

� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
	 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故

 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第２号から前号までの事由によって発生した事故の延焼もしくは拡大、発生原因のいかんを問
わず事故（第２条第４項に定める対象事故をいいます。）のこれらの事由による延焼もしくは拡大
またはこれらの事由にともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
必要な処置として行われた場合を除きます。
� 詐欺または横領
� 対象自動車を競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のための搭乗、ま
たは競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所における搭乗（救急、消防、事故処理、補修、
清掃等のために搭乗している場合を除きます。）

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が運転する地における法令に定められた運転資格を
持たないで対象自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響に
より正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転している場合、または酒気を帯び
て（道路交通法第６５条第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）対象自動車を運転してい
る場合に生じた対象事故にともない、対象自動車が走行不能になったときの事故・故障時諸費用に
対しては、事故・故障時諸費用保険金を支払いません。
� 保険契約者、被保険者、記名運転者または保険金を受け取るべき者（これらの者が法人である
場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関）
� 所有権留保条項付売買契約に基づく対象自動車の買主、または１年以上を期間とする貸借契約
に基づく対象自動車の借主（これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関）
� 前２号に定める者の法定代理人
	 第１号および第２号に定める者の業務に従事中の使用人

 第１号および第２号に定める者の父母、配偶者または子
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する対象事故にともない対象自動車が走行不能になった場
合の事故・故障時諸費用に対しては、事故・故障時諸費用保険金を支払いません。
� 対象自動車から取りはずされて車上にない部分品または普通約款第１章財物条項（以下「財物
条項」といいます。）第７条（保険の目的の範囲）第２項に定める付属品（以下「付属品」といい
ます。）に生じた損傷
� 付属品のうち対象自動車に定着されていないものに生じた損傷。ただし、対象自動車の他の部
分と同時に損傷を被った場合または火災によって損傷が生じた場合を除きます。
� タイヤ（チューブを含みます。）に生じた損傷。ただし、対象自動車の他の部分と同時に損傷を
被った場合または火災もしくは盗難によって損傷が生じた場合を除きます。
	 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損傷

特

約
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キャンセル費用

被保険者ごとのキャンセル費用の額。
ただし、回収金を差し引いた額とします。

× ＝
被保険者ごとのキャンセル費用の額の合計額。
ただし、回収金を差し引いた額とします。

被保険者ごとの
支払保険金の額

� 対象自動車の付属品に含まれない物のみの損傷
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故・故障時諸費用に対しては、事故・故障時諸費用
保険金を支払いません。
� 対象自動車について、法令により定められた点検、検査またはその点検もしくは検査の前後の
自動車の整備において発見された損傷による故障（対象自動車に生じた偶然な外来の事故に直接
起因しない電気的または機械的事故をいいます。以下同様とします。）
� 対象自動車が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）またはその他の対
象自動車に過度な負担をかける状態で生じた故障

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故・故障時諸費用に対しては、事故・故障時諸費用
保険金を支払いません。
� 対象自動車について有効な自動車検査証の交付を受けていない間に、故障にともない対象自動
車が走行不能になった場合の事故・故障時諸費用
� 次のいずれかに該当する事由により対象自動車が走行不能になった場合の事故・故障時諸費用
イ．燃料の不足または費消
ロ．蓄電池の充電不足および放電
ハ．キーが対象自動車の車室内にある状態での施錠
ニ．キーの紛失
� 故障が保険証券記載の保険期間内に発生しても、その故障による対象自動車の修理工場等への
運搬が保険証券記載の保険期間内に発生していない場合の事故・故障時諸費用

第６条（支払保険金の計算）
� １回の対象事故について、当会社は、事故・故障時対応サービスに対して、各サービスに対応す
る上限額の範囲内で事故・故障時諸費用保険金を支払います。
� この特約の別表の	から
までの事故・故障時対応サービスに対して支払う事故・故障時諸費用
保険金は、１回の対象事故に対し、合計で５万円を限度とします。
� 保険契約者または被保険者がこの特約の別表の�の事故・故障時対応サービス（キャンセル費用
提供）の提供を受ける場合で、１回のキャンセル事由（キャンセル費用が生じる直接の原因となっ
た対象事故をいいます。）について被保険者が２名以上いるときは、被保険者ごとの支払保険金の額
は、下記の算式によって算出された額とします。

� 特定のサービスが複数の者に対して提供される場合には、被保険者に対して提供されるサービス
に係るキャンセル費用に限り、当会社は、事故・故障時諸費用保険金を支払います。
� キャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保
険者がサービスの提供を受けられなくなった場合において、被保険者に同行する当該被保険者の配
偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費
用も含むものとします。
� 当会社は、事故・故障時諸費用のうち、回収金がある場合において、回収金の額が保険契約者ま
たは被保険者の自己負担額（事故・故障時諸費用から前各項に定める事故・故障時諸費用保険金の
額を差し引いた額をいいます。）を超過するときは、当会社は前各項に定める事故・故障時諸費用保
険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第７条（現物による支払）

当会社は、事故・故障時諸費用の全部または一部に対して、事故・故障時対応サービスの提供を
もって保険金の支払に代えることができます。この場合、第９条（保険金の請求）の規定は適用し
ません。
第８条（事故発生時の義務）

� 保険契約者または被保険者が第２条（この特約の補償内容）により事故・故障時対応サービスを
受ける場合には、保険契約者または被保険者は受けようとする事故・故障時対応サービスの内容、
対象自動車の状況および被保険者の状況等について、事故・故障時対応サービスを受ける前に当会
社に通知しなければなりません。この場合において、当会社は必要な調査をし、かつ、保険契約者
または被保険者に対し、必要な説明または証明を求めることができます。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合は、当会社は、前項
の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて事故・故障時諸費用保険金を
支払います。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて事実と異なる通知もしくは説明をし、または
その書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第９条（保険金の請求）

当会社に対する事故・故障時諸費用保険金の請求権は、事故・故障時諸費用が被保険者に生じた
時から発生し、これを行使することができるものとします。
第１０条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
� 重複保険契約（この特約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共
済契約をいいます。また、名称のいかんを問いません。以下同様とします。）がある場合は、当会社
は、普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第３９条（他の保険契約がある場合の
保険金の支払額）の規定中、同条第２項中「賠償責任条項の保険金（以下この項において「賠償保
険金」といいます。）」および「賠償保険金」とあるのを「この特約の保険金」、「他の保険契約」お
よび「他の保険契約等」とあるのを「重複保険契約」、「損害の額」とあるのを「事故・故障時諸費
用の額」と読み替えて適用します。
� この特約が付帯された保険契約において、次条第３項または同条第４項の規定によりこの特約の
保険金および普通約款第５章費用条項（以下「費用条項」といいます。）第１９節キャンセル費用条項
（以下「キャンセル費用条項」といいます。）による保険金が支払われる場合は、当会社は、それぞ
れの保険金の合計額を重複保険契約がないものとして算出されたこの保険契約の支払責任額として、
第１項の規定を適用します。
第１１条（この保険契約における普通約款との関係）
� 当会社は、この特約の別表の�の事故・故障時対応サービス（車両搬送）が提供される場合は、
財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第３項第３号、同条項第９条（保管車両保険金の支
払額）第３項第３号または第１０条（その他車両保険金の支払額）第３項第３号に優先してこの特
約の規定を適用します。
� 前項の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者の請求があり、かつ、当会社がこれを承
認した場合は、財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第３項第３号、同条項第９条（保管
車両保険金の支払額）第３項第３号または第１０条（その他車両保険金の支払額）第３項第３号の
規定により支払われる保険金の額を超過する費用をこの特約の別表の�の事故・故障時対応サー
ビス（車両搬送）に対して支払う事故・故障時諸費用保険金とします。
� 当会社は、この特約の別表の�の事故・故障時対応サービス（キャンセル費用提供）が提供さ
れる場合は、キャンセル費用条項の保険金に優先してこの特約の規定を適用します。
� 前項の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者の請求があり、かつ、当会社がこれを承
認した場合は、キャンセル費用条項の規定により支払われる保険金の額を超過する費用をこの特
約の別表の�の事故・故障時対応サービス（キャンセル費用提供）に対して支払う事故・故障時
諸費用保険金とします。

第１２条（キャンセル費用の規定適用に当たっての特則）
被保険者は、この特約の別表の�の事故・故障時対応サービス（キャンセル費用提供）に係る事
故・故障時諸費用保険金の請求を行う場合には、第４条（被保険者）第１項第２号の所有者（以下
この条において、「所有者」といいます。）を経由して行うものとし、当会社は、所有者を経由しな
い同保険金の請求を受けることはできないものとします。
第１３条（普通約款一般条項の読み替え）
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事故・故障時
対応サービス名

事故・故障時対応サービス内容・条件 上限額

� 車両搬送 対象事故にともない走行不能となった地から修理工場等ま
で対象自動車を搬送（修理工場等まで運転するために必要
な仮修理の実施を含みます。以下同様とします。）するため
に指定業者を派遣する役務の提供。なお、修理工場等に搬
送するために必要な保管料の提供を含みます。

１回の対象事故に
つき１０万円

� 車両引取 対象事故にともない走行不能となった地から修理工場等ま
で対象自動車が搬送され修理された場合に、修理完了後の
対象自動車を被保険者の居住地その他の場所まで運搬する
ために、指定業者を派遣する役務の提供、または対象自動
車の引取にともなう往路１名分の交通手段（レンタカーを
除きます。レンタカーとは、道路運送法第８０条第１項に基
づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用
自動車をいいます。以下同様とします。）の利用の提供

１回の対象事故に
つき１０万円

� キャンセル
費用提供

被保険者が特定のサービスを受ける目的をもって使用中の
対象自動車が、対象事故にともない走行不能となった場合
に発生する当該サービスに係るキャンセル費用の提供

１回の対象事故に
つき５０万円

� 緊急宿泊先
提供

対象自動車が対象事故にともない走行不能となった場合に、
被保険者が緊急に宿泊を必要とするときの、当会社の指定
する宿泊施設の利用の提供（飲食等に要した費用は含みま
せん。）。ただし、あらかじめ当会社の承認がない限り、対
象事故の発生から２４時間以内に利用した１泊の宿泊に限り
ます。

１被保険者につき
１万円。ただし、
１回の対象事故に
つき５万円を限度
とします。

� 代替交通手
段提供

対象自動車が対象事故にともない走行不能となった場合に、
被保険者が居住地その他の場所に移動するにあたって、他
の交通手段（レンタカーを除きます。）の利用を必要とする
ときの、当該交通手段の利用の提供。ただし、あらかじめ
当会社の承認がない限り、合理的な経路および方法である
交通手段（レンタカーを除きます。）を、対象事故の発生か
ら２４時間以内に利用した場合に限ります。

１回の対象事故に
つき５万円。ただ
し、交通手段とし
てタクシーを利用
する場合は、１台
の利用につき１万
円を限度とします。

事故・故障時
対応サービス名

事故・故障時対応サービス内容・条件 上限額

� レンタカー
手配

対象自動車が対象事故にともない走行不能となった場合に、
被保険者が居住地その他の場所に移動するにあたって、レ
ンタカーの利用を必要とするときの、当会社の指定するレ
ンタカーを提供する役務の提供。ただし、あらかじめ当会
社の承認がない限り、対象事故の発生から２４時間以内に利
用を開始したレンタカーに限ります。
なお、この特約が付帯された保険契約において費用条項第
１節自動車事故・故障時レンタカー費用条項による保険金
が支払われる場合は、このサービスを利用することはでき
ません。

レンタカー１台に
つき１万円までの
範囲で当会社が指
定するレンタカー
の２４時間分の料
金。ただし、１回
の対象事故につき
５万円を限度とし
ます。

� 積載物運搬
費用提供

対象自動車が対象事故にともない走行不能となった場合に、
被保険者が積載中動産を、対象自動車が走行不能となった
地から目的地（当該走行不能の発生時に積載中動産が対象
自動車により運搬される予定であった場所をいいます。）ま
で運搬する手段の提供。ただし、合理的な経路および方法
である運搬手段を利用した場合に限ります。

１回の対象事故に
つき５万円

この特約については、一般条項第２６条（代位）第３項の規定中「車両損害（費用条項第１節に定
めるレンタカー費用保険金を支払うべき損害を含みます。）」とあるのを「この特約第２条（この特
約の補償内容）の規定により当会社が事故・故障時諸費用保険金を支払うべき損害」と読み替えて
適用します。
第１４条（準用規定）

この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、一般条項（これに付帯される
他の特約を含みます。）の規定を準用します。

＜別表＞
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先物契約条項

この保険契約は、この保険契約の締結および総合保険普通保険約款第６章一般条項第１条（保険期
間および保険料の払込方法等）に定める支払条項（以下「支払条項」といいます。）の追加に際しては、
それぞれの支払条項の保険期間が開始する時点で有効な保険料率表によるものとします。

代位求償権不行使条項

この条項が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人（賃貸借契約ま
たは使用貸借契約に基づき保険の目的である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みま
す。以下同様とします。）に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使し
ないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払
った場合は、この限りでありません。

約款‐１４７



入替自動車の自動補償特約

第１条（入替自動車に対する自動補償）
� 当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６
章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第１１条（被保険自動車の入替）第３項の規定にかかわ
らず、同条第１項に定める自動車の入替において、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場
合であって、入替自動車の取得日の翌日から起算して３０日以内に、保険契約者が書面により被保険
自動車の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを受領した場合に限り、取得日以後承認するまで
の間は、入替自動車を被保険自動車とみなして、普通約款（被保険自動車について適用される他の
特約を含みます。）を適用します。この場合において、被保険自動車とは普通約款第１章財物条項
（以下「財物条項」といいます。）第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に規定する被保険自動
車をいいます。以下同様とします。ただし、一般条項第１１条（被保険自動車の入替）第１項に定め
る自動車の入替において、廃車、譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損
害または傷害に対しては、一般条項第９条（被保険自動車の譲渡）第２項に掲げる保険金を支払い
ません。
� この特約において、入替自動車とは、一般条項第１１条（被保険自動車の入替）第１項に定める新
規取得自動車のうち被保険自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として同項各号のいず
れかに該当する者が新たに取得（所有権留保条項付き売買契約に基づく購入を含みます。）し、また
は１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた被保険自動車と同一の用途および車種（普通約
款別表－３に定める用途および車種をいいます。）の自動車をいいます。

� この特約において、取得日とは、実際に入替自動車を取得し、または１年以上を期間とする貸借
契約により借入れた日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、当会社に対して売買契
約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合の当該取得日とします。
ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、入替自動車の
自動車検査証に一般条項第１１条（被保険自動車の入替）第１項に定める者の氏名が記載された日と
します。
� 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 入替自動車が１年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、入替自動車を所有する者

第２条（財物条項の特則）
取得日以降の財物条項の適用については、前条の規定にかかわらず、次の各号の定めるところに
よります。
� 財物条項第１５条（協定保険価額、協定新価保険価額および修理支払限度額の変更）の規定は適
用しません。
� 入替自動車取得の時における入替自動車の価額（入替自動車と同一の用途および車種、同年式
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。）を財物条項第３条（保険価額等）第２号
の協定車両保険金額として定めるものとします。
� 財物条項第３条（保険価額等）第４号の協定新価保険価額は、前号に定める額とします。
� 財物条項第３条（保険価額等）第５号の修理支払限度額は、第２号に定める額（５０万円を下回
るときは、５０万円とします。）とします。

第３条（解 除）
� 当会社は、第１条（入替自動車に対する自動補償）の被保険自動車の変更の承認の請求があった
場合においてこれを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約の全部または一部を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返
還された場合に限ります。
� 前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
� 第１項に基づく当会社の解除権は、その承認の請求を受領した日からその日を含めて３０日以内に

行使しなければ消滅します。
第４条（保険料の返還または追加保険料の請求）
� 当会社は、第１条（入替自動車に対する自動補償）の場合には、入替自動車の取得日以降の期間
に対し、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
� 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事
故（取得日の翌日から起算して３０日以内に生じた事故を除きます。）による損害または傷害に対して
は、一般条項第９条（被保険自動車の譲渡）第２項に掲げる保険金を支払いません。

特

約
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被保険自動車の入替条件に関する特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、被保険自動車ごとに保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用さ
れます。この場合において、被保険自動車とは総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいま
す。）第１章財物条項（以下「財物条項」といいます。）第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号
に規定する被保険自動車をいいます。以下同様とします。
第２条（被保険自動車の入替条件）
① 当会社は、この特約により、普通約款第６章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第１１条
（被保険自動車の入替）第１項の規定に加えて、被保険自動車が廃車、譲渡または返還（以下「被
保険自動車の廃車等」といいます。）され、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、所
有等自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したと
きは、所有等自動車について、この保険契約を適用します。ただし、被保険自動車の廃車等の時点
で所有等自動車がある場合に限ります。
② 前項に定める所有等自動車とは、被保険自動車と同一の用途および車種（普通約款別表－３に掲
げる用途および車種をいいます。）の被保険自動車以外の自動車であり、かつ、次の各号のいずれか
に該当する者が所有者である自動車（保険証券記載の除外自動車を含みます。）をいいます。
� 被保険自動車の所有者
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。次号において、同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族

③ 前項の所有者とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
� 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
� 前２号以外の場合は、被保険自動車を所有する者

④ 当会社は、被保険自動車の廃車等のあった後（一般条項第１１条（被保険自動車の入替）第１項の
書面を受領した後を除きます。）に、所有等自動車について生じた事故による損害または傷害に対し
ては、保険金を支払いません。ただし、その所有等自動車が他の被保険自動車である場合には、当
会社は、当該所有等自動車に適用されている保険契約の条件に従い、普通約款およびこれに付帯さ
れる特約の規定を適用するものとします。
第３条（財物条項等に関する特則）
① 当会社は、この特約により、財物条項第１５条（協定保険価額、協定新価保険価額および修理支払
限度額の変更）第６項中「自動車の新規取得の場合」とあるのを「自動車の新規取得の場合、また
は被保険自動車の廃車、譲渡もしくは返還の場合」、「新たに取得し、または借り入れた自動車」と
あるのを「新たに取得しもしくは借り入れた自動車、または被保険自動車の入替条件に関する特約
第２条（被保険自動車の入替条件）に定める所有等自動車」と読み替えて適用します。
② 当会社は、この特約により、保管等車両新価保険特約第１条（この特約の適用条件）第２項中「自
動車の新規取得の場合」とあるのを「自動車の新規取得の場合、または被保険自動車の廃車、譲渡
もしくは返還の場合」、「新たに取得しまたは借り入れた自動車」とあるのを「新たに取得しもしく
は借り入れた自動車、または被保険自動車の入替条件に関する特約第２条（被保険自動車の入替条
件）に定める所有等自動車」、「新規取得自動車」とあるのを「新規取得自動車または所有等自動車」
と読み替えて適用します。

記名運転者の資格対象者に関する自動補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯される他
の特約に規定する記名運転者が適用されている場合に適用されます。
第２条（記名運転者の資格対象者の定義）

この特約において、記名運転者の資格対象者とは、自動車（二輪自動車および原動機付自転車を
含みません。）を運転することができる運転免許（「道路交通法」第８４条第１項に定める運転免許を
いいます。ただし、仮運転免許を除きます。）の資格を取得している次の各号のいずれかに該当する
者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
第３条（記名運転者の資格対象者に対する自動補償）
① 当会社は、この特約の規定により、保険年度の中途で次の各号に掲げる事実をいずれも満たす者
について、保険年度の初日からその末日までに保険契約者が書面により記名運転者の追加の承認の
請求を行い、当会社がこれを受領したときに限り、当該保険年度の初日以後承認するまでの間は、
当該記名運転者の資格対象者を記名運転者とみなして普通約款およびこれに付帯される他の特約を
適用します。ただし、保険契約者または当該記名運転者の資格対象者から、その事実が確認できる
公的資料等の提出があり、当会社が妥当と認めた場合に限ります。
� 記名運転者の資格対象者に該当していること。
� 前号に該当する者が、保険年度の初日の時点で記名運転者の資格対象者（前条第４号に該当す
る記名運転者の資格対象者を除きます。）に該当していなかったこと。

② この特約において保険年度とは、保険契約の保険年度をいいます。ただし、前項各号に掲げる事
実をいずれも満たす者による事故発生の時点における記名運転者の支払条項に係る保険責任開始日
（以下「保険責任開始日」といいます。）のうち最も早い保険責任開始日がその保険年度の初日以後
となる場合は、当該保険責任開始日からその保険年度の末日までとします。
③ 第１項の規定が適用される場合において、同項第１号の事実の発生日（以下「事実の発生日」と
いいます。）が特定できるときは、当会社は、同項の規定中「保険年度の初日からその末日まで」と
あるのを「事実の発生日から１年後の応当日まで」と、「当該保険年度の初日以後承認するまでの間」
とあるのを「当該事実の発生日以後承認するまでの間」と読み替えて、同項の規定を適用します。
ただし、保険契約者または当該記名運転者の資格対象者から、事実の発生日が確認できる公的資料
等の提出があり、当会社が妥当と認めた場合に限ります。
④ 第１項の規定において、前条第４号に該当する記名運転者の資格対象者が保険年度の初日の時点
で既に前条第４号に該当する記名運転者の資格対象者であった場合には、当会社は、当該記名運転
者の資格対象者について同項の規定を適用しません。
⑤ 前各項の規定は、それぞれの記名運転者の資格対象者ごとに個別に適用します。
第４条（追加保険料の請求）
① 当会社は、前条第１項の規定を適用する場合には、保険年度の初日以後の期間に対し、日割をも
って算出した追加保険料を請求します。ただし、事実の発生日が特定できる場合には、事実の発生
日以後の期間に対し、日割をもって算出した追加保険料を請求します。
② 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事
故による損害または傷害に対しては、前条第１項に規定する承認の請求がなかったものとして、普
通約款およびこれに付帯される他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
第５条（適用される保険契約の条件）

第３条（記名運転者の資格対象者に対する自動補償）第１項の規定により記名運転者の資格対象
者に適用される保険契約の条件は、当該記名運転者の資格対象者による事故発生の時において、記
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名運転者（記名運転者が２人以上いる場合には、それぞれの記名運転者をいいます。）および許諾運
転者（普通約款およびこれに付帯される他の特約に規定する許諾運転者をいいます。）に対して適用
される保険契約の条件のうち、事故による損害または傷害に対して最も支払責任額の高い保険契約
の条件とします。
第６条（保険契約者が変更された場合の取扱い）
① 当会社は、保険年度の中途で保険契約者が書面により保険契約者の変更の承認の請求を行い、当
会社がこれを受領した場合には、その変更の承認日（以下「変更の承認日」といいます。）以後、第
３条（記名運転者の資格対象者に対する自動補償）および第４条（追加保険料の請求）第１項の規
定中「保険年度の初日」とあるのを「変更の承認日」と読み替えて、この特約を適用します。
② 前項の規定において、保険契約者の変更に伴い変更の承認日の時点で記名運転者の資格対象者に
該当することとなった者については、当会社は、この特約を適用しません。
③ 保険年度の初日から変更の承認日以前までの期間で第３条（記名運転者の資格対象者に対する自
動補償）第１項各号の事実をいずれも満たす者で、かつ、保険契約者の変更に伴い記名運転者の資
格対象者に該当しなくなった者によって変更の承認日以後に生じた事故による損害または傷害に対
して、当会社は、この特約による保険金を支払いません。
第７条（仮運転免許取得者に対する特則）
当会社は、第２条（記名運転者の資格対象者の定義）各号のいずれかに該当する者のうち仮運転
免許の資格を取得している者（以下「仮運転免許取得者」といいます。）については、第３条（記名
運転者の資格対象者に対する自動補償）から前条までの規定を次の各号のとおり読み替えて適用し
ます。
� 第３条（記名運転者の資格対象者に対する自動補償）の規定中「記名運転者の資格対象者」と
あるのを「仮運転免許取得者」、同条第１項中「保険年度の初日からその末日まで」とあるのを
「保険年度の初日からその末日または仮運転免許の有効期間の末日のいずれか早い日まで」、同条
第３項中「保険年度の初日からその末日まで」とあるのを「保険年度の初日からその末日または
仮運転免許の有効期間の末日のいずれか早い日まで」、「事実の発生日から１年後の応当日まで」
とあるのを「事実の発生日から仮運転免許の有効期間の末日まで」
� 第５条（適用される保険契約の条件）から前条までの規定中「記名運転者の資格対象者」とあ
るのを「仮運転免許取得者」

記名運転者の範囲に関する特約

第１条（この特約の適用範囲）
この特約は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）に規定する記名運転者が適
用されている場合に適用されます。
第２条（記名運転者範囲外となった場合の自動補償）
� 当会社は、この特約の規定により、保険年度の中途で次の各号に掲げる事実をいずれも満たすも
のについて、その保険年度の末日まで、保険年初と同様の記名運転者とみなして普通約款を適用し
ます。
� 保険年度の初日時点で記名運転者に該当していること。
� 前号に該当する者が、保険年度の中途において下記のいずれかに該当していなかったこと。
イ．保険契約者の配偶者（内縁を含みます。）
ロ．保険契約者またはその配偶者の同居の親族
ハ．保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子

� この特約において保険年度とは、保険契約の保険年度をいいます。ただし、前項各号に掲げる事
実をいずれも満たす者による事故発生の時点における記名運転者の支払条項に係る保険責任開始日
（以下「保険責任開始日」といいます。）のうち最も早い保険責任開始日がその保険年度の初日以後
となる場合は、当該保険責任開始日からその保険年度の末日までとします。
� 第１項の規定が適用される場合において、同項第２号の事実の発生日（以下「事実の発生日」と
いいます。）が特定できるときは、当会社は、同項の規定中「その保険年度の末日まで」とあるのを
「事実の発生日から１年後の応当日まで」と読み替えて、同項の規定を適用します。ただし、保険
契約者または当該記名運転者から、事実の発生日が確認できる公的資料等の提出があり、当会社が
妥当と認めた場合に限ります。
� 前各項の規定にかかわらず、この保険契約において普通約款に規定する所有自動車の全てがなく
なった場合には、当該事実発生日以降、この特約は適用しません。 特

約
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中途取得自動車の自動補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険年度の中途で新たに取得（所有権留保条項付き売買契約に基づく購入を含みま
す。以下同様とします。）し、または借り入れた中途取得自動車のすべてを、被保険自動車として漏
れなくこの保険契約に付すこととする場合であり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載さ
れている場合に適用されます。
第２条（中途取得自動車に対する自動補償）
� 当会社は、この特約の規定により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６
章一般条項（以下「一般条項」といいます。）第１１条（被保険自動車の入替）第３項の規定にかかわ
らず、入替自動車を廃車、譲渡または返還された被保険自動車とみなして、普通約款（被保険自動
車について適用される他の特約を含みます。）を適用します。ただし、同条第１項に定める自動車の
入替において、廃車、譲渡または返還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷
害に対しては、一般条項第９条（被保険自動車の譲渡）第２項に掲げる保険金を支払いません。
� 当会社は、この特約の規定により、追加自動車を被保険自動車とみなして、普通約款（被保険自
動車について適用される他の特約を含みます。）を適用します。
� 前項の追加自動車に適用される保険契約の条件は、被保険自動車（被保険自動車が２台以上ある
場合は、適用されている保険契約の条件を追加自動車に適用する旨保険証券に記載されている被保
険自動車をいいます。）の保険契約の条件とします。

� 中途取得自動車にかかわる当会社の保険責任は、実際に中途取得自動車を取得し、または借り入
れた日であって、保険契約者または中途取得自動車の所有者が、当会社に対して売買契約書等の客
観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合の当該取得日（中途取得自動車の自
動車検査証以外の資料で当該取得日が確認できない場合は、中途取得自動車の自動車検査証に次条
第２号イ．からハ．までに掲げる者の氏名が記載された日とします。以下「取得日」といいます。）
に始まります。
第３条（用語の定義）

この特約において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 保険年度

入替自動車については廃車、譲渡または返還された被保険自動車の支払条項に係る保険年度を、
追加自動車については前条第３項に定める、保険契約の条件を適用する被保険自動車の支払条項
に係る保険年度をいいます。
� 中途取得自動車
次のいずれかに該当する者が新たに取得し、または１年以上を期間とする賃貸借契約により借
り入れた被保険自動車と同一の用途および車種（普通約款別表－３に定める用途および車種をい
います。）の自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車（所有権留
保条項付売買契約により購入した自動車および１年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れ
た自動車を含みます。）のうち、被保険自動車以外の自動車を廃車、譲渡または返還した後、その
代替として新たに取得し、または借り入れた自動車を除きます。
イ．保険契約者
ロ．保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この号において同様とします。）
ハ．保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 被保険自動車

普通約款第１章財物条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第２号に規定する被保険自動車を
いいます。
� 入替自動車
中途取得自動車のうち被保険自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として新たに取
得し、または借り入れた自動車をいいます。
	 追加自動車

中途取得自動車のうち入替自動車以外の自動車をいいます。

 所有者

次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．中途取得自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ロ．中途取得自動車が１年以上を期間とする賃貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ハ．上記イ．およびロ．以外の場合は、中途取得自動車を所有する者

第４条（財物条項の特則）
取得日以降の財物条項の適用については、第２条（中途取得自動車の自動補償）の規定にかかわ
らず、次の各号の定めるところによります。
� 財物条項第１５条（協定保険価額、協定新価保険価額および修理支払限度額の変更）の規定は適
用しません。
� 中途取得自動車取得の時における中途取得自動車の価額（中途取得自動車と同一の用途および
車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額とします。）を財物条項第３条（保険価
額等）第２号の協定車両保険金額として定めるものとします。
� 財物条項第３条（保険価額等）第４号の協定新価保険価額は、前号に定める額とします。
� 財物条項第３条（保険価額等）第５号の修理支払限度額は、第２号に定める額（５０万円を下回
るときは、５０万円とします。）とします。

第５条（承認の請求）
保険契約者は、取得日の翌日から起算して９０日以内に、中途取得自動車の取得による被保険自動
車の変更または追加の承認の請求を、書面等（書面または当会社の定める通信方法をいいます。以
下同様とします。）により当会社に行わなければなりません。
第６条（承認請求に遅滞または脱漏があった場合）

前条の承認の請求に遅滞または脱漏があった場合は、遅滞または脱漏のあった中途取得自動車お
よび当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、同条の規定により承認の請求をされるす
べての中途取得自動車に対して、当会社は第２条（中途取得自動車に対する自動補償）の規定を適
用しません。
第７条（保険料の返還または追加保険料の請求）
� 当会社は、第５条（承認の請求）の承認をする場合は、取得日以後の期間に対し、日割をもって
算出した保険料を返還し、または追加請求します。
� 保険契約者が前項の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事
故による損害または傷害に対しては、第２条（中途取得自動車に対する自動補償）の規定の適用に
よる保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を
請求することができます。
第８条（特約の解除）
� 当会社は、第６条（承認請求に遅滞または脱漏があった場合）に該当する場合には、保険契約者
に対する書面等による通知をもって、この特約を解除することができます。
� 前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
� 保険契約者は、一般条項第３０条（保険契約の解除）第４項の規定により解除する場合を除き、こ
の特約を解除することができません。
第９条（入替自動車の自動補償特約の不適用）

当会社は、この特約により、入替自動車については、入替自動車の自動補償特約を適用しません。
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所有自動車の通知に関する特約

� 当会社は、この特約により、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般
条項（以下「一般条項」といいます。）第８条（通知義務）第１項第２号イ．の事実が発生した場合
は、同条の規定による承認の請求（以下「所有自動車の通知の承認請求」といいます。）を、その事
実が発生した日の翌日から起算して３０日（ただし、その事実が発生した日から当会社が承認するま
での間に、運転自動車および所有自動車から除外する自動車を追加しないことを条件に、これと異
なる日数が保険証券に記載されている場合は、保険証券記載の日数とします。）以内に行うことを承
認します。
� 保険証券に３０日以外の日数が記載されている場合に、前項の承認の請求に遅滞または脱漏があっ
たときは、前項の事実および当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、前項の事実が生
じたことにより一般条項第８条（通知義務）の承認の請求をされるすべての所有自動車に生じた事
故による損害または傷害に対しては、前項の規定は適用しません。
� 所有自動車の通知の承認請求がなされた自動車について、所有自動車の通知の承認請求が行われ
るまでの期間における普通約款第１章財物条項（以下「財物条項」といいます。）の適用については、
次の各号の定めるところによります。
� 財物条項第８条（運転車両保険金の支払額）第１項の表中�のただし書の規定は適用しません。
� 同項の表中�のただし書の規定を「ただし、保険価額（運転自動車が被保険自動車に該当する
場合には、協定保険価額とします。）を限度とします。」と読み替えて適用します。
� 同項の表中�のただし書の規定を「ただし、新車保険価額または保険価額の１．２倍の額のいずれ
か低い額（運転自動車が被保険自動車に該当する場合には協定保険価額とします。）を限度（５０万
円を下回るときは、５０万円を限度とします。）とします。」と読み替えて適用します。

許諾運転者の業務従事中不担保特約

① 当会社は、この特約により、次の各号のいずれかに該当する者の業務（家事を除きます。）のため
に許諾運転者（総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯する特約
により規定される許諾運転者をいいます。）が所有自動車（普通約款およびこれに付帯する特約によ
り規定される所有自動車をいいます。）を運転している間に生じた事故による次項各号に掲げる損害
または傷害に対しては、保険金を支払いません。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 前各号のいずれかに該当する者が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。）となっている法人

② 前項の事故の場合において、保険金を支払わない損害または傷害とは、次の各号に掲げるものを
いいます。
� 普通約款第１章財物条項（以下「財物条項」といいます。）第１条（保険金を支払う場合）第１
項の運転車両損害
� 財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項の運転車両損害が生じたことに伴う同条第１４項
の損害
� 普通約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項および第４項の損害
� 普通約款第５章費用条項（以下「費用条項」といいます。）第１節自動車事故・故障時レンタカ
ー費用条項第１条（レンタカー費用保険金を支払う場合）第１項および第４項のレンタカー費用
� 費用条項第２６節自動車賠償臨時費用条項第１条（臨時費用保険金を支払う場合）第１項の運転
自動車対人臨時費用
	 費用条項第２７節自動車損害時諸費用条項第１条（諸費用保険金を支払う場合）第１項の運転車
両全損時諸費用および第４項の運転車両修理時諸費用

 人身傷害補償特約第１条（この特約の補償内容）の損害
� 搭乗者傷害特約第１条（この特約の補償内容）の傷害
� 自損事故傷害特約第１条（この特約の補償内容）の傷害
 無保険車事故傷害特約第２条（この特約の補償内容）の損害
� 車内携行品補償特約第２条（この特約の補償内容）第１項第１号の運転自動車に係る同項の損
害
� 事故・故障時諸費用補償特約第２条（この特約の補償内容）第１項および第２項の費用

特

約

約款‐１５２



許諾運転者の業務従事中担保特約

当会社は、この特約により、許諾運転者の業務従事中不担保特約の規定を適用しません。

許諾運転者に関する「別居の未婚の子」他車運転危険補償特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、許諾運転者に総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第１章財物条

項（以下「財物条項」といいます。）、普通約款第２章賠償責任条項（以下「賠償責任条項」といい
ます。）または自損事故傷害特約を適用する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。この
場合において、許諾運転者とは普通約款およびこれに付帯される他の特約に規定される許諾運転者
をいいます。以下同様とします。
第２条（他の自動車の定義）

この特約において、他の自動車とは、保険契約者、その配偶者（内縁を含みます。以下同様とし
ます。）または保険契約者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車（所有権留保条項付売
買契約により購入した自動車、および１年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を
含みます。以下同様とします。）以外の自動車であって、その用途および車種が、自家用普通乗用車、
自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン超２トン以下）、
自家用普通貨物車（最大積載量０．５トン以下）、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種
用途自動車（キャンピング車）であるものをいいます。ただし、保険契約者、その配偶者または保
険契約者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。
第３条（この特約の補償内容－車両損害）
① 当会社は、この特約により、許諾運転者に財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項が適用
されている場合は、保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子（以下「別居の未婚の子」とい
います。）が自ら運転者として運転中（駐車または停車中を除きます。以下同様とします。）の他の
自動車を同条項第７条（保険の目的の範囲）第１項第１号に定める運転自動車とみなして、他の自
動車に生じた損害（以下「車両損害」といいます。）に対して、許諾運転者に適用される保険契約の
条件に従い、財物条項（許諾運転者について適用される他の特約を含みます。）を適用します。

② 前項の場合において、許諾運転者に普通約款第５章費用条項第２７節自動車損害時諸費用条項（以
下「自動車損害時諸費用条項」といいます。）第１条（諸費用保険金を支払う場合）第１項または第
４項が適用されているときは、当会社は、この特約により、許諾運転者に適用される保険契約の条
件に従い、それぞれ同条第１項または第４項の規定（許諾運転者について適用される他の特約を含
みます。）を適用します。

③ 当会社は、この特約により、運転車両保険金額に関する特約第１条（この特約の適用条件）の規
定にかかわらず、別居の未婚の子が運転する他の自動車を同特約に定める運転自動車とみなして、
同特約を適用します。
第４条（この特約の補償内容－賠償責任）
① 当会社は、この特約により、許諾運転者に賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項ま
たは第４項が適用されている場合は、別居の未婚の子が自ら運転者として運転中の他の自動車を同
条項第３条（用語の定義）第２号に定める運転自動車とみなして、許諾運転者に適用される保険契
約の条件に従い、賠償責任条項（許諾運転者について適用される他の特約を含みます。）を適用しま
す。ただし、この場合における被保険者は、保険契約者、その配偶者、保険契約者もしくはその配
偶者の同居の親族または別居の未婚の子に限ります。
② 当会社は、この特約により、他の自動車について生じた１回の運転自動車対人事故（賠償責任条
項第１条（保険金を支払う場合）第３項に規定する運転自動車対人事故をいいます。）による損害に
対して、同項第２号の規定を適用します。
③ 第１項の場合において、許諾運転者に普通約款第５章費用条項第２６節自動車賠償臨時費用条項（以
下「自動車賠償臨時費用条項」といいます。）第１条（臨時費用保険金を支払う場合）第１項が適用
されているときは、当会社は、この特約により、許諾運転者に適用される保険契約の条件に従い、
同項の規定（許諾運転者について適用される他の特約を含みます。）を適用します。
第５条（この特約の補償内容－自損傷害）
① 当会社は、許諾運転者に自損事故傷害特約が適用されている場合には、別居の未婚の子が自ら運
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転者として運転中の他の自動車を同特約に定める傷害対象自動車とみなして、許諾運転者に適用さ
れる保険契約の条件に従い、自損事故傷害特約（許諾運転者について適用される他の特約を含みま
す。）を適用します。
② 前項の場合における被保険者は、自損事故傷害特約第２条（被保険者）の規定にかかわらず、他
の自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内（隔壁等により通行できないように仕切られ
ている場所を除きます。）に搭乗中（極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。）
の次の各号のいずれかに該当する者に限ります。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 別居の未婚の子

第６条（保険金を支払わない場合）
① 当会社は、財物条項、賠償責任条項、自動車賠償臨時費用条項、自動車損害時諸費用条項、普通
約款第６章一般条項および自損事故傷害特約の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当
するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
� 別居の未婚の子の使用者の業務（家事を除きます。）のために、その使用者の所有する自動車を
運転しているとき。
� 別居の未婚の子が役員（理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）
となっている法人の所有する自動車を運転しているとき。
� 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した他の自動車を運転しているとき。
� 別居の未婚の子が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他
の自動車を運転しているとき。ただし、当該別居の未婚の子が正当な権利を有する者以外の承諾
を得ており、かつ、当該別居の未婚の子がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに
合理的な理由がある場合を除きます。
� 別居の未婚の子が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために他の
自動車を運転しているとき、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において他
の自動車を運転している（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために他の自動車を運転して
いる場合を除きます。）とき。
� 別居の未婚の子が、その所有する自動車または常時使用する自動車を自ら運転しているとき。

② 当会社は、別居の未婚の子が法令により定められた運転資格を持たないで他の自動車を運転して
いる場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれ
がある状態で他の自動車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反
またはこれに相当する状態をいいます。）他の自動車を運転中に生じた車両損害に対しては、保険金
を支払いません。
第７条（記名運転者の追加に関する特約が適用されている場合の特則）

記名運転者の追加に関する特約により記名運転者（普通約款およびこれに付帯される特約により
規定される記名運転者をいいます。）とされた別居の未婚の子に対しては、当会社は、この特約を適
用しません。

記名運転者の追加に関する特約

① 当会社は、この特約により、保険契約者またはその配偶者（内縁を含みます。）の別居の未婚の子
（以下「別居の未婚の子」といいます。）で保険証券に記載されている者を、総合保険普通保険約款
およびこれに付帯される特約（以下「普通約款および特約」といいます。）により規定される記名運
転者として、普通約款および特約の規定を適用します。この場合において、記名運転者である当該
別居の未婚の子は許諾運転者（普通約款および特約に規定される許諾運転者をいいます。）には含め
ないものとします。
② 前項の規定にかかわらず、当会社は、記名運転者である別居の未婚の子が所有する自動車または
常時使用する自動車（普通約款および特約に規定する所有自動車を除きます。）を自ら運転している
ときに生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

特

約
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ファミリーバイク特約（原付・自損事故傷害あり）

第１章 賠償責任条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害するこ
と（以下この章において「対人事故」といいます。）により、次条に定める被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る対人賠償損害に対して、この章および総合保険普通保険約款
（以下この章において「普通約款」といいます。）第６章一般条項の規定に従い、保険金を支払いま
す。
� 当会社は、原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚
損すること（以下この章において「対物事故」といいます。）により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る対物賠償損害に対して、この章および普通約款第６章一般条項の
規定に従い、保険金を支払います。
� 当会社は、１回の対人事故による第１項の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（原
動機付自転車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる
金額に相当する金額）を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
� 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、前項の規定にかかわらず、
借用原動機付自転車について生じた１回の対人事故による第１項の損害に対して、自賠責保険等に
よって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過する
ときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
� 前項の借用原動機付自転車とは、被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車（所
有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約によ
り借り入れた原動機付自転車を含みます。）以外のものをいいます。ただし、被保険者のいずれかに
該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
� 当会社は、第１項および第２項の賠償損害のうち、保険証券に記載された賠償損害のみ支払責任
を負うものとします。
� 当会社は、この保険契約に対物超過修理費用補償特約が適用されている場合は、同特約の規定を
この特約にも適用します。この場合において、対物超過修理費用補償特約を次のとおり読み替えて
適用します。
� 第１条（保険金を支払う場合）の規定
「� 当会社は、この特約により、対物事故の損害に対して被保険者（この特約の第１章賠償責
任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者をいいます。以下同様とします。）に同条項第
１条（保険金を支払う場合）第２項の保険金が支払われる場合において、相手自動車に生じ
た損害により被保険者が負担する対物超過修理費用に対して、第３条（保険金の支払額）に
定める対物超過修理費用保険金（以下「対物超過修理費用保険金」といいます。）を支払いま
す。
� この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって
対物超過修理費用保険金の限度額が増額されるものではありません。」

	 第２条（用語の定義）第３号中「運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故」とあるの
を「対物事故」、「賠償責任条項第３条（用語の定義）第２号」とあるのを「普通約款第２章賠償
責任条項第３条（用語の定義）第２号」

 第３条（保険金の支払額）中「運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故」とあるのを
「対物事故」
� 第５条（保険金の請求）第３項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）」と
あるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）」

第２条（被保険者）
� この章において、被保険者は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

� 保険契約者
	 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この章において同様とします。）

 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します（第４条（保険金を支払わない場
合）第１項第１号の規定を除きます。）。ただし、これによって、第５条（支払保険金の計算）第１
項および第２項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第３条（用語の定義）

この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 法律上の損害賠償責任

自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
	 自賠責保険等

自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

 親族

６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。
� 損害賠償請求権者

当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死
亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者、対物事故の被害財物の所有者等をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 保険契約者またはその法定代理人（保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関）の故意
	 保険契約者以外の被保険者の故意

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故

� 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によ
って加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
� 当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に
は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
� 保険契約者
	 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子

 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において同様とします。）に従事中の使用人
� 当会社は、被保険者が原動機付自転車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、対人事
故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体が害された場合には、それによ
って被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者がその使用者の
業務に原動機付自転車を使用している場合に、保険契約者と同じ使用者の業務に従事中の他の使用
人の生命または身体を害することによって保険契約者が被る損害賠償責任については、この規定は
適用しません。
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第１条（保険金を支払う場合）第３
項または第４項の自賠責保険等によ
って支払われる金額（以下この章に
おいて「自賠責保険等によって支払
われる金額」といいます。）

次条第１項第１号から
第３号までの費用

被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法
律上の損害賠償責任の額

被保険者が損害賠償請求権
者に対して損害賠償金を支
払ったことにより代位取得
するものがある場合は、そ
の価額

次条第１項第１
号から第４号ま
での費用

被保険者が損害賠償
請求権者に対して負
担する法律上の損害
賠償責任の額

保険証券に免責金
額の記載がある場
合は、その免責金
額

� 当会社は、対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が
滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支
払いません。
� 保険契約者
� 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
� 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
� 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために、被保険者
の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第２条（被保険者）に規定する
被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動
機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）
を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者
が第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しませ
ん。
� 第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、
保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所
有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原
動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の
承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的
な理由がある場合を除きます。

第５条（支払保険金の計算）
� １回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
ただし、生命または身体を害された者１名につき、それぞれ保険証券記載の対人保険金額（以下こ
の章において「対人保険金額」といいます。）を限度とします。

＋ － ＝保険金

	 １回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
ただし、保険証券記載の対物保険金額（以下この章において「対物保険金額」といいます。）を限度
とします。

＋ － － ＝保険金


 当会社は、前２項に定める保険金のほか、次の各号の額の合計額を支払います。
� 次条第１項第５号および第６号の費用
� 第８条（当会社による解決）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面等（書

面または当会社の定める通信方法をいいます。以下同様とします。）による同意を得て行った訴訟
の判決による遅延損害金

� 第２項ただし書の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保
険金額が３０億円を超える場合、当会社の支払う保険金の額は３０億円を限度とします。
� 原動機付自転車に積載されている危険物（「道路運送車両の保安基準」第１条に定める高圧ガス、
「火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第２条に定める可燃物、
または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。）
の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
� 原動機付自転車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危
険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
� 航空機の損壊
第６条（費 用）

保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損
害の一部とみなします。
� 普通約款第６章一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の
発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
� 普通約款第６章一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全また
は行使に必要な手続をするために要した費用
� 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止
のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、
その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊
急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面等による同意を得て支出した費用
� 偶然な事故によって原動機付自転車に積載していた動産（法令で積載が禁止されている動産ま
たは法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。）が落下したことに起因して、
落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、予め当会社の同意を得て支出した
取り片づけ費用
� 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の
同意を得て支出した費用、および第８条（当会社による解決）第３項の規定により被保険者が当
会社に協力するために要した費用
 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面等による同意を得て支出した訴訟費
用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に
必要な手続をするために要した費用

第７条（当会社による援助）
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被
保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責
任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（弁護士の選任
を含みます。以下同様とします。）について協力または援助を行います。
第８条（当会社による解決）
� 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合もしくは対物事故にかかわる損害賠
償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合、または当会社が損害賠
償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社
が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、
被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。
	 前項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、原動機付自転車に生じた損害の原動機付
自転車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。

 第１項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければ
なりません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項の規定は適用しません。
� 対人賠償に関して、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

特

約
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被保険者が損害賠償請求権者
に対してすでに支払った損害
賠償金の額

自賠責保険等によって
支払われる金額

被保険者が損害賠償請求権者
に対して負担する法律上の損
害賠償責任の額

保険証券に免責金額の
記載がある場合は、そ
の免責金額

被保険者が損害賠償請求権者
に対してすでに支払った損害
賠償金の額

被保険者が損害賠償請求権者
に対して負担する法律上の損
害賠償責任の額

が、対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
� 対物賠償に関して、１回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
が対物保険金額を明らかに超える場合（第５条（支払保険金の計算）第４項各号のいずれかに該
当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が３０億円を明らかに超える場合、とします。）
� 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
� 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
� 対人賠償に関して、原動機付自転車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
� 対物賠償に関して、保険証券に免責金額の記載がある場合は、１回の対物事故につき、被保険
者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合

第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）
� 対人事故または対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、
損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して第
３項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害
賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者１名または１回の対物
事故につき、当会社がこの章および普通約款第６章一般条項の規定に従い被保険者に対してそれぞ
れ支払うべき対人賠償または対物賠償の保険金の額（同一事故につきすでに支払った保険金または
損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した
場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、書面等による合意が成立した場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書
面等で承諾した場合
� 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由
があった場合
イ．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
ロ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
� 対人事故の場合、次項に定める損害賠償額が対人保険金額（同一事故につきすでに当会社が支
払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を超えることが明ら
かになった場合

	 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の各号の算式により算出された額をいいます。
� 対人事故の場合

－ － ＝損害賠償額

� 対物事故の場合

－ － ＝損害賠償額


 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、
損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
� 対人事故により、第２項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を

行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、
保険金を支払ったものとみなします。
� 対物事故により第２項または第８項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償
額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害
に対して、保険金を支払ったものとみなします。
 １回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（同一事故につきすで
に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。）が対物保険金額
を超えると認められる時（第５条（支払保険金の計算）第４項各号のいずれかに該当する対物事故
で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、被保険者が負担す
る法律上の損害賠償責任の総額が３０億円を超えると認められるとき、とします。）以後、損害賠償請
求権者は第１項の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は第２項の規定にかかわ
らず損害賠償額を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規定は適用
しません。
� 第２項第４号に規定する事実があった場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合におい
て、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
� 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面
等による合意が成立した場合

� 前項第２号または第３号に該当する場合は、第２項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請
求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の対物事故につき当会社がこの章および
普通約款第６章一般条項の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同一事故につきす
でに支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
第１０条（仮払金および供託金の貸付け等）
� 第７条（当会社による援助）または第８条（当会社による解決）第１項の規定により当会社が被
保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に
基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴
のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同
率の利息で被保険者に貸し付けます。
� 対人事故については、生命または身体を害された者１名につき、それぞれ対人保険金額（同一
事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差
し引いた残額）
� 対物事故については、１回の事故につき、対物保険金額（第５条（支払保険金の計算）第４項
各号のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険
金額にかかわらず３０億円とします。）。ただし、同一事故につきすでに当会社が支払った保険金ま
たは前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額とします。

� 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金（利息を
含みます。以下この条において同様とします。）の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
	 第１項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第５条（支払保険金
の計算）第１項ただし書、第２項ただし書、前条第２項ただし書および第８項ただし書の規定は、
その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。

 第１項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社
の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が保険金として支払われたものとみなします。

� 普通約款第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生
した場合は、第１項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
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ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１２条（先取特権）
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項から第４項までに規定する事故にかかわる損害賠償請求権
者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（第６条（費用）各号に規定する費用に対する保険
金請求権を除きます。）について先取特権を有します。

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払
う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当
会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の
先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金
を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。た
だし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

� 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請
求権を質権の目的とし、または前項第３号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
前項第１号または第４号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することがで
きる場合はこの規定を適用しません。
第１３条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）
保険証券記載の保険金額が、前条第２項第２号または第３号の規定により損害賠償請求権者に対
して支払われる保険金ならびに被保険者が第６条（費用）の規定により当会社に対して請求するこ
とができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立っ
て損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第１４条（普通約款の読み替え）
この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第２号中「第２章賠償責任条項（以下「賠償責任条項」とい
います。）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１
項から第８項まで」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
	 第２０条（保険金等の請求）第１項第２号中「賠償責任条項」とあるのを「この特約の第１章賠
償責任条項」

 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」
� 第２２条（損害賠償額の請求および支払）第１項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の
直接請求権）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求
権）」

� 第２２条（損害賠償額の請求および支払）第４項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の
直接請求権）第２項または同条第７項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損
害賠償請求権者の直接請求権）第２項または同条第７項」
 第３６条（損害賠償額請求権の行使期限）中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請
求権）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）」

第１５条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

第２章 賠償臨時費用条項

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に定める被保険者（以下この章において「被
保険者」といいます。）が、同章第１条（保険金を支払う場合）第１項に定める対人事故（以下この
章において「対人事故」といいます。）により法律上の損害賠償責任（自動車損害賠償保障法、民法
等法律に基づく損害賠償責任をいいます。以下この章において同様とします。）を負担する場合に、
生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として次の各号のいずれかに該当するときは、
第３条（保険金の支払額）に定める額（以下この章において「臨時費用」といいます。）を、この章
および総合保険普通保険約款（以下この章において「普通約款」といいます。）第６章一般条項の規
定に従い、臨時費用保険金として支払います。
� 死亡したとき。
� 病院または診療所に３日以上入院したとき。
第２条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって損害賠償責任が発生した場合の臨時費用
に対しては、臨時費用保険金を支払いません。
� 保険契約者またはその法定代理人（保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関）の故意
� 保険契約者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が賠償責任を負担する
場合に限ります。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
	 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故

 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故

� 当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、
それによって被保険者が損害賠償責任を負担するときの臨時費用に対しては、臨時費用保険金を支
払いません。
� 保険契約者
� 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下この条において
同様とします。）もしくは子
� 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において同様とします。）に従事中の使用人
� 当会社は、被保険者が原動機付自転車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、対人事
故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体が害された場合には、それによ
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って被保険者が損害賠償責任を負担するときの臨時費用に対しては、臨時費用保険金を支払いませ
ん。ただし、保険契約者がその使用者の業務に原動機付自転車を使用している場合に、保険契約者
と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することによって保険契約者が損
害賠償責任を負担するときの臨時費用については、この規定は適用しません。
� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた事故により損害賠償責任が発生した場合の臨時費用に対しては、臨時費用
保険金を支払いません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故により損害賠償責任が発生した場合の臨時費用に
対しては、臨時費用保険金を支払いません。
� 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために、被保険者
の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第１章賠償責任条項第２条（被
保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動
機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）
を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者
が第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、こ
の規定は適用しません。
� 第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動
機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱
う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原
動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の
承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的
な理由がある場合を除きます。

第３条（保険金の支払額）
１回の対人事故につき、当会社が支払う臨時費用保険金の額は、生命または身体を害された者１
名につき、次の各号に掲げる金額とします。
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項第１号に該当するときは、１５万円
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項第２号に該当するときは、３万円

第４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第５条（臨時費用保険金請求の特則）
被保険者は、臨時費用保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うものとします。

第６条（個別適用）
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第２条（保険金を支
払わない場合）第１項第１号の規定を除きます。

� 前号の規定によって第３条（保険金の支払額）の臨時費用保険金の額は増額されません。
第７条（普通約款の読み替え）

この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第５号中「第５章費用条項（以下「費用条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「費用条項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨
時費用条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
� 第２０条（保険金等の請求）第１項第２号中「賠償責任条項」とあるのを「この特約の第２章賠
償臨時費用条項」
	 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」

第８条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

第３章 自損事故傷害条項

第１条（保険金を支払う場合）

 当会社は、次条に定める被保険者が原動機自転車の正規の乗車装置に搭乗中（極めて異常かつ危
険な方法で搭乗している場合を除きます。）に、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来
の事故により身体に傷害（ガス中毒を含みます。以下この章において同様とします。）を被り、かつ、
それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第３条に基づく損害賠償請
求権が発生しない場合は、この章および総合保険普通保険約款（以下この章において「普通約款」
といいます。）第６章一般条項の規定に従い、保険金（死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険
金および傷害保険金をいいます。以下この章において同様とします。）を支払います。
� 原動機付自転車の運行に起因する事故
� 原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または原動機
付自転車の落下

� 前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場
合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは含みません。
� この章の規定は、保険証券にこの章の適用がある旨記載された場合のみ、適用するものとします。
第２条（被保険者）

この章において、被保険者は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この条において同様とします。）
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
第３条（用語の定義）

この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 後遺障害

身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。
第４条（保険金を支払わない場合）
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名称 支払事由 保険金 保険金受取人

� 死亡保険
金

死亡した場合 １名ごとに１，５００万円 被保険者の法
定相続人。た
だし、法定相
続人が２名以
上である場合
は、法定相続
分の割合によ
り支払います。

� 後遺障害
保険金

普通約款別表 傷－１に掲げる
後遺障害が生じた場合

該当する等級に対応する後遺
障害保険金支払額

被保険者

� 介護費用
保険金

以下のいずれかに該当する場合
で、かつ、介護を必要とすると
認められるとき
イ．普通約款別表 傷－１の２
の第１級、第２級または第３
級３号もしくは４号に掲げる
後遺障害が生じた場合
ロ．２種以上の後遺障害が生じ、
第４項第１号から第３号まで
の規定により、支払われるべ
き後遺障害保険金支払額が、
この章の別表の２の第１級ま
たは第２級に掲げる金額とな
る場合

２００万円 被保険者

� 傷害保険
金

医師の治療を要し、病院または
診療所に入院または通院（医師
による往診を含みます。以下同
様とします。）した場合

治療日数（ただし、医師が治
療を必要と認める治療日数に
限ります。以下同様とします。）
に対し、次のイ．およびロ．
の金額。ただし、１回の事故
につき、被保険者１名ごとに
１００万円を限度とします。
イ．病院または診療所に入院
した治療日数に対しては、
その入院日数１日につき
６，０００円
ロ．病院または診療所に通院
した治療日数に対しては、
その治療日数１日につき
４，０００円

被保険者

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで原動機付自転車を運転している場合、麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で原
動機付自転車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこ
れに相当する状態をいいます。）原動機付自転車を運転している場合に、その本人について生じた
傷害
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで原動機
付自転車に搭乗中に生じた傷害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得てお
り、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある
場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害

� 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
� 当会社は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺
炎、敗血症、破傷風等）に対しては、保険金を支払いません。
	 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故


 当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自
動車（原動機付自転車を含みます。）を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およ
びこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含
みます。）が原動機付自転車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保
険金を支払いません。
� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。

第５条（支払保険金の計算）
� 当会社は、被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被り、その直接の結果として、下
表に掲げる支払事由に該当する場合に、下表のとおり保険金を支払います。

� この条において後遺障害保険金支払額とは、この特約の別表に定める後遺障害保険金支払額をい
います。
� 普通約款別表 傷－１の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後
遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する
等級の後遺障害に該当したものとみなします。
	 同一事故により、普通約款別表 傷－１に掲げる２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社
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は、次の額を後遺障害保険金として、もっとも重い後遺障害の該当する等級に対応する後遺障害保
険金支払額を支払います。ただし、次の各号に該当する場合は、同号に規定する後遺障害保険金支
払額を支払います。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合

もっとも重い後遺障害に該当する等級の３級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の２級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額

� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるとき
もっとも重い後遺障害に該当する等級の１級上位の等級に対応する後遺障害保険金支払額。た
だし、それぞれの後遺障害に対応する後遺障害保険金支払額の合計額がその金額に達しない場合
は、その合計額とします。

� すでに後遺障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被ったことによって、
同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、普通約款別表 傷－１に掲げる加重後の後遺
障害に該当する等級に対応する後遺障害保険金支払額から、すでにあった後遺障害に該当する等級
に対応する後遺障害保険金支払額を差し引いた残額を後遺障害保険金として支払います。
� 当会社は、第１項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて３０日以内
に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
� 同一事故により生じた後遺障害が第１項の表中の介護費用保険金のイ．およびロ．のいずれにも
該当する場合であっても、当会社は、重複して介護費用保険金を支払いません。
� 傷害保険金において治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第６条の規定によって、同条第４
項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合
であって、当該処置が同法附則第１１条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付として
されたものとみなされる処置（医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用が
あれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。）であるときには、当該処置日
数を含みます。
� 傷害保険金において、被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定す
るために医師の治療により次の各号に該当するギプスを常時装着したときは、その日数を治療日数
に含めます。
� 長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下この項において、同
様とします。）骨折および脊柱の骨折によるギプス
� 長管骨に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
	 被保険者が傷害保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害保険金の支払を受けられる傷害を
被った場合においても、当会社は、重複して傷害保険金を支払いません。
第６条（支払保険金の競合）
当会社は、死亡保険金を支払う場合において、１回の事故につき、同一被保険者に対しすでに支
払った後遺障害保険金があるときは、１，５００万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引い
て、その残額を支払います。
第７条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）

 被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害も
しくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を決定してこれを支払います。
� 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（保険金を支払う場合）の傷害が重大となった場合も、前項と
同様の方法で支払います。
第８条（当会社の責任限度額等）

 １回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第５条（支払保
険金の計算）および第６条（支払保険金の競合）の規定による額とし、かつ、１，５００万円を限度とし
ます。

� １回の事故につき、被保険者１名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第５条（支
払保険金の計算）および前条の規定による額とし、かつ、２，０００万円を限度とします。
� 当会社は、前２項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、１回の事故につき、被保険
者１名に対し第５条（支払保険金の計算）および前条の規定による介護費用保険金ならびに第５条
（支払保険金の計算）および前条の規定による傷害保険金を支払います。
第９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

この章に関しては、第１条（保険金を支払う場合）と支払責任の発生要件を同じくする他の保険
契約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険
契約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。この規定は同
条第１項の介護費用保険金と傷害保険金とこれらの保険金以外の保険金（死亡保険金および後遺障
害保険金をいいます。）とに区分して適用します。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。以下この条におい
て同様とします。）。
� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１０条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるも
のとします。
� 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
� 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
� 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からそ
の日を含めて３０日を経過した時以後とします。

 傷害保険金については、被保険者が治療を終了した時または事故の発生の日からその日を含め
て１６０日を経過した時のいずれか早い時

第１１条（代 位）
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について
第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第１２条（普通約款の読み替え）

この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第３章自損事故傷害条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第３章自損事故傷害条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第３章自損事故傷害条項」
 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項か
ら第１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条
（保険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項の損害」とあるのを
「この特約の第３章自損事故傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約の第３章自損事故傷害条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
� 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
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後遺障害の等級 後遺障害保険金支払額

第１級 ２，０００万円

第２級 １，５００万円

後遺障害の等級 後遺障害保険金支払額

第１級 １，５００万円

第２級 １，２９５万円

第３級 １，１１０万円

第４級 ９６０万円

第５級 ８２５万円

第６級 ７００万円

第７級 ５８５万円

第８級 ４７０万円

第９級 ３６５万円

第１０級 ２８０万円

第１１級 ２１０万円

第１２級 １４５万円

第１３級 ９５万円

第１４級 ５０万円

原動機付自転車」
� 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約の第３章自損事故傷害条項」

第１３条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

〈別表〉 後遺障害等級別保険金支払額表

１．介護を要する後遺障害

２．１．以外の後遺障害

第４章 無保険車事故傷害条項

第１条（この章の適用条件）
� この章は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償責任条項第１条
（保険金を支払う場合）第３項および第５項のいずれも適用されていない場合で、第１章賠償責任
条項第１条（保険金を支払う場合）第１項が適用されており、かつ、次の各号のいずれかに該当す
るときに保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
� 普通約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項の人身傷害保険金が支払われな
い場合
� 次条に定める無保険車事故が、普通約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項
の人身傷害保険金の支払対象となる事故である場合に、同章の規定により支払われるべき保険金
の額（普通約款第６章一般条項第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）第３項の規
定が適用される場合には、同項に定める他の保険契約等がないものとして算出された当会社の支

払うべき保険金の額とします。）が、この章の規定により支払われるべき保険金の額および自賠責
保険等によって支払われる金額（自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により
支払われる金額がある場合は、その金額をいいます。以下同様とします。）の合計額を下回る場合

� 前項第２号の場合、当会社は、当該被保険者については、普通約款第３章傷害条項第１条（保険
金を支払う場合）第２項の規定による人身傷害保険金を支払わず、すでに支払っていたときはその
額をこの章の規定により支払われる保険金から差し引きます。
第２条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、
または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること（以下この章において「無保険車
事故」といいます。）によって次条に定める被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以
下この章において同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第１０条（損害額の決定）
に定める損害の額をいいます。以下この章において同様とします。）に対して、賠償義務者がある場
合に限り、この章および普通約款第６章一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
� 当会社は、１回の無保険車事故による前項の損害の額が、次の�および�の合計額または次の�
および�の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を
支払います。
� 自賠責保険等によって支払われる金額（自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障
法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって
支払われる金額に相当する金額。以下この章において同様とします。）

� 対人賠償保険等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによ
って被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保
険等の保険金額または共済金額（対人賠償保険等が２以上ある場合は、それぞれの保険金額また
は共済金額の合計額とします。また、対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件が定められ
ており、その条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して、対人賠償
保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は、削減して支払われた保険金または共
済金の額を保険金額または共済金額とみなします。以下この章において同様とします。）
� 他の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けること
ができる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額（他の無保険車傷害保険等
が２以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下
この章において同様とします。）

第３条（被保険者）
� この章において、被保険者は原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中の者で、次の各号のいず
れかに該当する者をいいます。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� 前項の規定により被保険者となる者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理
に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺
障害が生じることによって損害を被った場合は、すでに生まれていたものとみなしてこの条の規定
を適用します。
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第４条（用語の定義）
� この章において、無保険自動車とは次の定義によります。
� 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車（原動機付自転車を含みま
す。以下この章において同様とします。）
イ．その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
ロ．その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担する
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ことによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
ハ．その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、２億円に達し
ない場合

� 前号の規定にかかわらず、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保
険自動車とみなします。
� 前２号の規定にかかわらず、相手自動車が２台以上ある場合には、それぞれの相手自動車につ
いて適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額（第１号イ．およびロ．なら
びに前号に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算しま
す。）が、２億円に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみ
なします。

� この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 後遺障害

身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ．または
ロ．に該当するものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
イ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害
ロ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障
害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの

� 賠償義務者
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することによ
り、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負
担する者をいいます。
� 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

� 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約
または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
� 他の無保険車傷害保険等
被保険者が搭乗中の原動機付自転車について適用される保険契約または共済契約で、第２条（保

険金を支払う場合）第１項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 相手自動車
被保険者が搭乗中の原動機付自転車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した
自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入
した自動車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。）を除きま
す。
	 保険金請求権者

無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子

第５条（保険金を支払わない場合－その１）
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第６条（保険金を支払わない場合－その２）

 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条
第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で原動機付自転車を運転している
場合に生じた損害
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで原動機
付自転車に搭乗中に生じた損害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得てお
り、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある
場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
� 日射または熱射による障害を被ることによって生じた損害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
� 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第７条（保険金を支払わない場合－その３）

 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。
ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（家事を除きます。次号において同
様とします。）に従事している場合に限ります。

� 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその
使用者の業務に従事している場合に限ります。

� 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命ま
たは身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が２台以上ある場合で、
これらの者または前項第２号もしくは第３号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があ
るときはこの規定は適用しません。
� 原動機付自転車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することに
よって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合（保険金請求権者が
対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。）には、当会
社は、保険金を支払いません。
� 当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合
はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が原動機付自転車を業
務として受託している場合は、その原動機付自転車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支
払いません。
第８条（保険金を支払わない場合－その４）

当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
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次条の規定により、
決定された損害の額

第１１条（費用）
の費用

次の第１号、第２号、第４号、第５号および
第６号の合計額または第１号、第３号、第５
号および第６号の合計額のいずれか高い額

合を除きます。）に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第９条（支払保険金の計算）
１回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式で算出される額とします。た
だし、次の第２号または第３号のうちいずれか高い額を、２億円から差し引いた残額を限度としま
す。

＋ － ＝保険金

� 自賠責保険等によって支払われる金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその
損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金また
は共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた残額とします。
� 次条の規定により決定される損害の額および第１１条（費用）の費用のうち、賠償義務者以外の
第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額

第１０条（損害額の決定）
� 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしく
は子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
� 前項の額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといない
とにかかわらず、次の手続によって決定します。
� 当会社と保険金請求権者との間の協議
� 前号の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解
もしくは調停

第１１条（費 用）
保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損
害の一部とみなします。
� 普通約款第６章一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の
発生および拡大の防止または軽減のために必要または有益であった費用
� 普通約款第６章一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全また
は行使に必要な手続をするために当会社の書面等による同意を得て支出した費用

第１２条（保険金請求権者の義務）
� 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害を被
った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面等によって損害賠償の請求（共同
不法行為等の場合における債務者相互間の求償を含みます。）をし、かつ、次の事項を書面等によっ
て当会社に通知しなければなりません。
� 賠償義務者の住所および氏名または名称
� 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
� 賠償義務者に対して書面等によって行った損害賠償請求の内容
� 保険金請求権者が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで
に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額

� 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前項の書類

に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支
払います。
第１３条（保険金請求の手続）

保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第１４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１５条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権者は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
から発生し、これを行使することができるものとします。
第１６条（普通約款の読み替え）

この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項か
ら第１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条
（保険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項の損害」とあるのを
「この特約の第４章無保険車事故傷害条項第２条（保険金を支払う場合）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
	 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」

 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」

第１７条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

特

約
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ファミリーバイク特約（原付・人身傷害あり）

第１章 賠償責任条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害するこ
と（以下この章において「対人事故」といいます。）により、次条に定める被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る対人賠償損害に対して、この章および総合保険普通保険約款
（以下この章において「普通約款」といいます。）第６章一般条項の規定に従い、保険金を支払いま
す。
� 当会社は、原動機付自転車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚
損すること（以下この章において「対物事故」といいます。）により、被保険者が法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る対物賠償損害に対して、この章および普通約款第６章一般条項の
規定に従い、保険金を支払います。
� 当会社は、１回の対人事故による第１項の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額（原
動機付自転車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる
金額に相当する金額）を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
� 前項の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、前項の規定にかかわらず、
借用原動機付自転車について生じた１回の対人事故による第１項の損害に対して、自賠責保険等に
よって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過する
ときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
� 前項の借用原動機付自転車とは、被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車（所
有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約によ
り借り入れた原動機付自転車を含みます。）以外のものをいいます。ただし、被保険者のいずれかに
該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。
� 当会社は、第１項および第２項の賠償損害のうち、保険証券に記載された賠償損害のみ支払責任
を負うものとします。
� 当会社は、この保険契約に対物超過修理費用補償特約が適用されている場合は、同特約の規定を
この特約にも適用します。この場合において、対物超過修理費用補償特約を次のとおり読み替えて
適用します。
� 第１条（保険金を支払う場合）の規定
「� 当会社は、この特約により、対物事故の損害に対して被保険者（この特約の第１章賠償責
任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者をいいます。以下同様とします。）に同条項第
１条（保険金を支払う場合）第２項の保険金が支払われる場合において、相手自動車に生じ
た損害により被保険者が負担する対物超過修理費用に対して、第３条（保険金の支払額）に
定める対物超過修理費用保険金（以下「対物超過修理費用保険金」といいます。）を支払いま
す。
� この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって
対物超過修理費用保険金の限度額が増額されるものではありません。」

	 第２条（用語の定義）第３号中「運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故」とあるの
を「対物事故」、「賠償責任条項第３条（用語の定義）第２号」とあるのを「普通約款第２章賠償
責任条項第３条（用語の定義）第２号」

 第３条（保険金の支払額）中「運転自動車対物事故または運転外自動車対物事故」とあるのを
「対物事故」
� 第５条（保険金の請求）第３項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請求権）」と
あるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）」

第２条（被保険者）

� この章において、被保険者は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
	 保険契約者の配偶者（内縁を含みます。以下この章において同様とします。）

 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します（第４条（保険金を支払わない場
合）第１項第１号の規定を除きます。）。ただし、これによって、第５条（支払保険金の計算）第１
項および第２項に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第３条（用語の定義）

この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 法律上の損害賠償責任

自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
	 自賠責保険等

自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

 親族

６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。
� 損害賠償請求権者

当会社に対して損害賠償額を直接請求できる者をいい、対人事故の直接の被害者、被害者が死
亡した場合の被害者の相続人、慰謝料請求権者、対物事故の被害財物の所有者等をいいます。

第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 保険契約者またはその法定代理人（保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関）の故意
	 保険契約者以外の被保険者の故意

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故

� 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によ
って加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
� 当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に
は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
� 保険契約者
	 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子

 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において同様とします。）に従事中の使用人
� 当会社は、被保険者が原動機付自転車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、対人事
故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体が害された場合には、それによ
って被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者がその使用者の
業務に原動機付自転車を使用している場合に、保険契約者と同じ使用者の業務に従事中の他の使用
人の生命または身体を害することによって保険契約者が被る損害賠償責任については、この規定は
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適用しません。
� 当会社は、対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が
滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支
払いません。
� 保険契約者
� 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
� 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子

� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いま
せん。
� 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために、被保険者
の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第２条（被保険者）に規定する
被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動
機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）
を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者
が第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しませ
ん。
� 第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、
保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所
有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原
動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の
承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的
な理由がある場合を除きます。

第５条（支払保険金の計算）
� １回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
ただし、生命または身体を害された者１名につき、それぞれ保険証券記載の対人保険金額（以下こ
の章において「対人保険金額」といいます。）を限度とします。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
＋次条第１項第１号から第３号までの費用
－第１条（保険金を支払う場合）第３項または第４項の自賠責保険等によって支払われる金額（以
下この章において「自賠責保険等によって支払われる金額」といいます。）

＝保険金

	 １回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
ただし、保険証券記載の対物保険金額（以下この章において「対物保険金額」といいます。）を限度
とします。

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
＋次条第１項第１号から第４号までの費用
－被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある
場合は、その価額
－保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
＝保険金


 当会社は、前２項に定める保険金のほか、次の各号の額の合計額を支払います。
� 次条第１項第５号および第６号の費用
� 第８条（当会社による解決）第１項の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面等（書
面または当会社の定める通信方法をいいます。以下同様とします。）による同意を得て行った訴訟
の判決による遅延損害金

� 第２号ただし書の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保
険金額が３０億円を超える場合、当会社の支払う保険金の額は３０億円を限度とします。
� 原動機付自転車に積載されている危険物（「道路運送車両の保安基準」第１条に定める高圧ガス、
「火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第２条に定める可燃物、
または「毒物及び劇物取締法」第２条に定める毒物もしくは劇物をいいます。以下同様とします。）
の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
� 原動機付自転車が被けん引自動車をけん引中に発生した、被けん引自動車に積載されている危
険物の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
� 航空機の損壊
第６条（費 用）

保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損
害の一部とみなします。
� 普通約款第６章一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の
発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
� 普通約款第６章一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全また
は行使に必要な手続をするために要した費用
� 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生および拡大の防止
のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、
その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊
急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面等による同意を得て支出した費用
� 偶然な事故によって原動機付自転車に積載していた動産（法令で積載が禁止されている動産ま
たは法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。）が落下したことに起因して、
落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、予め当会社の同意を得て支出した
取り片づけ費用
� 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の
同意を得て支出した費用、および第８条（当会社による解決）第３項の規定により被保険者が当
会社に協力するために要した費用
 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面等による同意を得て支出した訴訟費
用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に
必要な手続をするために要した費用

第７条（当会社による援助）
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被
保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責
任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続（弁護士の選任
を含みます。以下同様とします。）について協力または援助を行います。
第８条（当会社による解決）
� 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合もしくは対物事故にかかわる損害賠
償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合、または当会社が損害賠
償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社
が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、
被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。
	 前項の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続には、原動機付自転車に生じた損害の原動機付
自転車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。

 第１項の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければ

特
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なりません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項の規定は適用しません。
� 対人賠償に関して、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
が、対人保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
� 対物賠償に関して、１回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
が対物保険金額を明らかに超える場合（第５条（支払保険金の計算）第４項各号のいずれかに該
当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、
被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が３０億円を明らかに超える場合、とします。）
� 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
� 正当な理由がなくて被保険者が前項に規定する協力を拒んだ場合
� 対人賠償に関して、原動機付自転車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
� 対物賠償に関して、保険証券に免責金額の記載がある場合は、１回の対物事故につき、被保険
者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合

第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）
� 対人事故または対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、
損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して第
３項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
	 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して次項に定める損害
賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者１名または１回の対物
事故につき、当会社がこの章および普通約款第６章一般条項の規定に従い被保険者に対してそれぞ
れ支払うべき対人賠償または対物賠償の保険金の額（同一事故につきすでに支払った保険金または
損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した
場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、書面等による合意が成立した場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書
面等で承諾した場合
� 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由
があった場合
イ．被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
ロ．被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
� 対人事故の場合、次項に定める損害賠償額が対人保険金額（同一事故につきすでに当会社が支
払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を超えることが明ら
かになった場合


 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の各号の算式により算出された額をいいます。
� 対人事故の場合

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
－自賠責保険等によって支払われる金額
－被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
＝損害賠償額

� 対物事故の場合

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
－被保険者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
－保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額

＝損害賠償額

� 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、
損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
� 対人事故により、第２項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を
行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、
保険金を支払ったものとみなします。
� 対物事故により第２項または第８項の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償
額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害
に対して、保険金を支払ったものとみなします。
 １回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額（同一事故につきすで
に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。）が対物保険金額
を超えると認められる時（第５条（支払保険金の計算）第４項各号のいずれかに該当する対物事故
で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険金額にかかわらず、被保険者が負担す
る法律上の損害賠償責任の総額が３０億円を超えると認められるとき、とします。）以後、損害賠償請
求権者は第１項の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は第２項の規定にかかわ
らず損害賠償額を支払いません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規定は適用
しません。
� 第２項第４号に規定する事実があった場合
� 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合におい
て、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
� 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面
による合意が成立した場合

� 前項第２号または第３号に該当する場合は、第２項の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請
求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、１回の対物事故につき当会社がこの章および
普通約款第６章一般条項の規定に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額（同一事故につきす
でに支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額）を限度とします。
第１０条（仮払金および供託金の貸付け等）
� 第７条（当会社による援助）または第８条（当会社による解決）第１項の規定により当会社が被
保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に
基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴
のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同
率の利息で被保険者に貸し付けます。
� 対人事故については、生命または身体を害された者１名につき、それぞれ対人保険金額（同一
事故につきすでに当会社が支払った保険金または前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差
し引いた残額）
� 対物事故については、１回の事故につき、対物保険金額（第５条（支払保険金の計算）第４項
各号のいずれかに該当する対物事故で、かつ、対物保険金額が３０億円を超える場合は、対物保険
金額にかかわらず３０億円とします。）。ただし、同一事故につきすでに当会社が支払った保険金ま
たは前条の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた残額とします。

	 前項により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金（利息を
含みます。以下この条において同様とします。）の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。

 第１項の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第５条（支払保険金
の計算）第１項ただし書、第２項ただし書、前条第２項ただし書および第８項ただし書の規定は、
その貸付金または供託金をすでに支払った保険金とみなして適用します。
� 第１項の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、同項の当会社
の名による供託金または貸付金（利息を含みます。）が保険金として支払われたものとみなします。

� 普通約款第６章一般条項第２０条（保険金等の請求）の規定により当会社の保険金支払義務が発生
した場合は、第１項の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
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第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１２条（先取特権）
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項から第４項までに規定する事故にかかわる損害賠償請求権
者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権（第６条（費用）各号に規定する費用に対する保険
金請求権を除きます。）について先取特権を有します。

� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払
う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当
会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が前項の
先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
� 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金
を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。た
だし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。

� 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請
求権を質権の目的とし、または前項第３号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
前項第１号または第４号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することがで
きる場合はこの規定を適用しません。
第１３条（損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整）
保険証券記載の保険金額が、前条第２項第２号または第３号の規定により損害賠償請求権者に対
して支払われる保険金ならびに被保険者が第６条（費用）の規定により当会社に対して請求するこ
とができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立っ
て損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第１４条（普通約款の読み替え）
この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第２号中「第２章賠償責任条項（以下「賠償責任条項」とい
います。）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１
項から第８項まで」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
	 第２０条（保険金等の請求）第１項第２号中「賠償責任条項」とあるのを「この特約の第１章賠
償責任条項」


 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」
� 第２２条（損害賠償額の請求および支払）第１項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の
直接請求権）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求
権）」
� 第２２条（損害賠償額の請求および支払）第４項中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の
直接請求権）第２項または同条第７項」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損
害賠償請求権者の直接請求権）第２項または同条第７項」
 第３６条（損害賠償額請求権の行使期限）中「賠償責任条項第１０条（損害賠償請求権者の直接請
求権）」とあるのを「この特約の第１章賠償責任条項第９条（損害賠償請求権者の直接請求権）」

第１５条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

第２章 賠償臨時費用条項

第１条（保険金を支払う場合）
当会社は、第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に定める被保険者（以下この章において「被
保険者」といいます。）が、同章第１条（保険金を支払う場合）第１項に定める対人事故（以下この
章において「対人事故」といいます。）により法律上の損害賠償責任（自動車損害賠償保障法、民法
等法律に基づく損害賠償責任をいいます。以下この章において同様とします。）を負担する場合に、
生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として次の各号のいずれかに該当するときは、
第３条（保険金の支払額）に定める額（以下この章において「臨時費用」といいます。）を、この章
および総合保険普通保険約款（以下この章において「普通約款」といいます。）第６章一般条項の規
定に従い、臨時費用保険金として支払います。
� 死亡したとき。
� 病院または診療所に３日以上入院したとき。
第２条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって損害賠償責任が発生した場合の臨時費用
に対しては、臨時費用保険金を支払いません。
� 保険契約者またはその法定代理人（保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関）の故意
� 保険契約者以外の被保険者の故意。ただし、それによってその被保険者が賠償責任を負担する
場合に限ります。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）
� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
	 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故

 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 第３号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づい
て生じた事故

� 当会社は、対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に、
それによって被保険者が損害賠償責任を負担するときの臨時費用に対しては、臨時費用保険金を支
払いません。
� 保険契約者

特

約
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� 原動機付自転車を運転中の者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下この条において
同様とします。）もしくは子
� 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の業務（家事を除きます。以下この条において同様とします。）に従事中の使用人

� 当会社は、被保険者が原動機付自転車を被保険者の使用者の業務に使用している場合に、対人事
故によりその使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体が害された場合には、それによ
って被保険者が損害賠償責任を負担するときの臨時費用に対しては、臨時費用保険金を支払いませ
ん。ただし、保険契約者がその使用者の業務に原動機付自転車を使用している場合に、保険契約者
と同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することによって保険契約者が損
害賠償責任を負担するときの臨時費用については、この規定は適用しません。
� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた事故により損害賠償責任が発生した場合の臨時費用に対しては、臨時費用
保険金を支払いません。
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事故により損害賠償責任が発生した場合の臨時費用に
対しては、臨時費用保険金を支払いません。
� 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために、被保険者
の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第１章賠償責任条項第２条（被
保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車（所有権留保条項付売買契約により購入した原動
機付自転車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。）
を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者
が第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する場合は、こ
の規定は適用しません。
� 第１章賠償責任条項第２条（被保険者）に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動
機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱
う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原
動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の
承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的
な理由がある場合を除きます。

第３条（保険金の支払額）
１回の対人事故につき、当会社が支払う臨時費用保険金の額は、生命または身体を害された者１
名につき、次の各号に掲げる金額とします。
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項第１号に該当するときは、１５万円
� 第１条（保険金を支払う場合）第１項第２号に該当するときは、３万円

第４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その

うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第５条（臨時費用保険金請求の特則）

被保険者は、臨時費用保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うものとします。
第６条（個別適用）
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第２条（保険金を支
払わない場合）第１項第１号の規定を除きます。
� 前号の規定によって第３条（保険金の支払額）の臨時費用保険金の額は増額されません。
第７条（普通約款の読み替え）

この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第５号中「第５章費用条項（以下「費用条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨時費用条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「費用条項」とあるのを「この特約の第２章賠償臨
時費用条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
	 第２０条（保険金等の請求）第１項第２号中「賠償責任条項」とあるのを「この特約の第２章賠
償臨時費用条項」

 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」

第８条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

第３章 人身傷害補償条項

第１条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中（極めて異常かつ危険な方法で搭乗してい
る場合を除きます。）に、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故（ガス中毒を含
みます。）により、次条に定める被保険者が身体に傷害を被ること（以下この章において「人身傷害
事故」といいます。）によって被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以下この章にお
いて同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第６条（損害額の決定）に定める損害
の額をいいます。以下この章において同様とします。）に対して、この章および総合保険普通保険約
款（以下この章において「普通約款」といいます。）第６章一般条項の規定に従い、保険金を支払い
ます。
� 原動機付自転車に被保険者が搭乗している場合の、原動機付自転車の運行に起因する事故
� 被保険者が搭乗している原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、
火災、爆発、または原動機付自転車の落下
� 原動機付自転車に被保険者が搭乗していない場合の、自動車の運行に起因する事故
� 前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場
合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
� 第１項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が、他の原動機付自転車に競技もしくは曲技（競
技または曲技のための練習を含みます。）のために搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを
目的とする場所において搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合
を除きます。）の場合は保険金を支払いません。

� この章の規定は、保険証券にこの章の適用がある旨記載された場合のみ、適用するものとします。
� 当会社は、この保険契約に人身傷害諸費用補償特約が適用されている場合は、同特約の規定をこ
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の特約にも適用します。この場合において、人身傷害諸費用補償特約を次のとおり読み替えて適用
します。
� 第２条（人身傷害諸費用保険金）第１項第１号
「� この特約の第３章人身傷害補償条項による保険金支払の対象となる事故の場合（この特約
の第４章無保険車事故傷害条項第１条（この章の適用条件）第２項の規定により同条項の保
険金支払の対象となる事故の場合を含みます。）」

� 第４条（被保険者）第１項
「� この特約において、被保険者とは、この特約の第３章人身傷害補償条項第２条（被保険者）

第１項に定める被保険者をいいます。ただし、同条第２項の規定により被保険者に含まない
者は除きます。」

第２条（被保険者）
� この章において、被保険者は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子

� 前項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車（原動機付自転車を含みます。以下この章において同様とします。）を取り扱う
ことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が原動機付自転車を業務として受託し
ている場合は、これらの者は被保険者に含みません。
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第３条（用語の定義）
この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。
� 賠償義務者
自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被
保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する
者をいいます。
� 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。

� 対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約
または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
� 保険金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子
	 労働者災害補償制度

次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償
する他の災害補償制度をいいます。
イ．労働者災害補償保険法
ロ．国家公務員災害補償法
ハ．裁判官の災害補償に関する法律
ニ．地方公務員災害補償法
ホ．公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第４条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
� 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで原動機付自転車を運転している場合、麻薬、
大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で原
動機付自転車を運転している場合、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１項違反またはこ
れに相当する状態をいいます。）原動機付自転車を運転している場合に生じた損害
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで原動機
付自転車に搭乗中に生じた損害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得てお
り、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある
場合を除きます。
� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
� 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

 当会社は、平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺
炎、敗血症、破傷風等）による損害に対しては、保険金を支払いません。
� 当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第５条（支払保険金の計算）
� １回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者１名につき、次の算式によっ
て算出される額とします。ただし、１回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保
険者１名につき、保険証券記載の保険金額（以下この条において「保険金額」といいます。）を限度
とします。

次条第１項から第３項の規定により、決定された損害の額
＋第７条（費用）の費用
－次の第１号から第６号の合計額
＝保険金

� 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給
付が決定しまたは支払われた金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた保険
金もしくは共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額
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� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額（社会復帰促進等
事業に基づく特別支給金を除きます。以下同様とします。）
� 次条第１項から第３項の規定により決定される損害の額および第７条（費用）の費用のうち、
賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、
その取得した額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険等の保険金または共済金等を含みません。）

� 前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、次条第４項の規定により、賠償義務者に損害賠償
請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、１回の人身傷害事故につき当会社
の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、１回の人身傷害事故に
つき当会社の支払う保険金の額は、被保険者１名につき、保険金額を限度とします。

次条第４項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額
＋第７条（費用）の費用
－次の第１号から第３号の合計額
＝保険金

� 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
� 次条第１項から第３項の規定により決定される損害の額および第７条（費用）の費用のうち、
賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、
その取得した額
� 前各号のほか、第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害を補償するために支払われる保険
金、共済金その他の給付で、保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した
給付の額またはその評価額（保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保
険の保険金または共済金等を含みません。）

� 第１項ただし書および前項ただし書の規定にかかわらず、普通約款別表 傷－１の第１級、第２
級または第３級３号もしくは４号に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合
で保険金額が無制限以外のときは、１回の人身傷害事故につき、当会社の支払保険金の額は、被保
険者１名ごとに保険金額の２倍の額を限度とします。
	 同一の人身傷害事故に起因して普通約款第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）の規定
により人身傷害保険金が支払われる場合は、当会社は、第１項から前項までの規定により算出され
たこの特約の第３章人身傷害補償条項の保険金（以下この章において「この特約第３章の保険金」
といいます。）を優先して支払い、損害額がこの特約第３章の保険金の額を超えるときに限り、その
差額に対して傷害条項の規定に従い人身傷害保険金を支払います。
第６条（損害額の決定）

 前条第１項の損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに
該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ普通約款別表 傷－１２に定める人身傷害保険金損害額
基準により算定された金額の合計額（以下この章において「算定額」といいます。）とします。ただ
し、賠償義務者がある場合において、算定額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合
には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
� 傷害
医師の治療を要した場合

� 後遺障害
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合

� 死亡
死亡した場合

� 同一事故により、普通約款別表 傷－１に掲げる２種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社

は、重い後遺障害の該当する等級により損害額を算定します。ただし、次の各号に該当する場合は、
各号に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。
� 第１級から第５級までに掲げる後遺障害が２種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級
の３級上位の等級
� 前号以外の場合で、第１級から第８級までに掲げる後遺障害が２種以上あるときは、重い後遺
障害に該当する等級の２級上位の等級
� 前２号以外の場合で、第１級から第１３級までに掲げる後遺障害が２種以上あるときは、重い後
遺障害に該当する等級の１級上位の等級

� すでに後遺障害のある被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の傷害を受けたことによって、
同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、普通約款別表 傷－１に掲げる加重後の後遺
障害に該当する等級に応じた損害額からすでにあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差
し引いて損害額を算定します。
	 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、第１項の規定にかかわらず、算定額から当該賠
償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分（算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額をい
います。）を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として請求することができま
す。ただし、算定額に賠償義務者の過失割合を乗じた金額が自賠責保険等によって給付される金額
を下回る場合を除きます。
� 前項の場合には、普通約款第６章一般条項第２６条（代位）第１項の規定にかかわらず、当会社は、
被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第７条（費 用）

保険契約者または被保険者が支出した次の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損害の一
部とみなします。
� 普通約款第６章一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の
発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
� 普通約款第６章一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全また
は行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用

第８条（すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等）

 被保険者が第１条（保険金を支払う場合）の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害も
しくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生し
た傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかっ
たときに相当する額を損害額として決定しこれを支払います。
� 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者
が治療をさせなかったために第１条（保険金を支払う場合）の傷害が重大となった場合も、前項と
同様の方法で支払います。
第９条（保険金請求権者の義務等）

 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害を被
った場合で、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によっ
て損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。）をし、か
つ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
� 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
� 賠償義務者が法律上の損害賠償責任を負うことにより被った損害に対して保険金または共済金
を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
� 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
� 保険金請求権者が第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで
に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
� 人身傷害事故の原因となった、被保険者が搭乗中の原動機付自転車以外の自動車がある場合、
その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係

� 保険金請求権者は、前項のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場
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合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなり
ません。
� 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者（これらの者の代理人を含みます。）は、人
身傷害事故による傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめな
ければなりません。
� 保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項および第２項の規定に違反した場合は、当会社は、
保険金請求権者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払い
ます。
� 保険金請求権者が、正当な理由がなくて第１項および第２項に関する書類に事実と異なる記載を
し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当
会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
� 当会社は、賠償義務者または第１条（保険金を支払う場合）第１項の損害を補償するために保険
金、共済金その他の給付を行う者がある場合で、当会社が必要と認めたときは、これらの者に対し、
保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金につ
いて通知をすることがあります。
第１０条（保険金請求の手続）
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）
� この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この項において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そ
のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

	 前項の規定において、第５条（支払保険金の計算）第４項の規定が適用される場合には、普通約
款第３章傷害条項の規定により算出された人身傷害保険金の額と第５条（支払保険金の計算）第４
項の規定により算出された保険金の額の合計額を、他の保険契約等がないものとして算出された当
会社の支払うべき保険金の額として前項を適用します。
第１２条（当会社の指定する医師による診断）
� 当会社は、普通約款第６章一般条項第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）
のほか、医師による治療期間が１年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の毎年の
応当月に、被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書（死体検案書を含みます。）の提出を求め
ることができます。
	 前項の診断のために要した費用（収入の喪失を含みません。）は、当会社が負担します。
第１３条（普通約款の読み替え）
この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第３章人身傷害補償条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第３章人身傷害補償条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第３章人身傷害補償条項」

 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項か

ら第１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条
（保険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項の損害」とあるのを
「この特約の第３章人身傷害補償条項第１条（保険金を支払う場合）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約の第３章人身傷害補償条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
 第２０条（保険金等の請求）第１項第３号中「傷害条項および疾病条項」とあるのを「この特約
の第３章人身傷害補償条項」
� 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」
� 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約の第３章人身傷害補償条項」

第１４条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

第４章 無保険車事故傷害条項

第１条（この章の適用条件）
� この章は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第２章賠償責任条項第１条
（保険金を支払う場合）第３項および第５項のいずれも適用されていない場合で、第１章賠償責任
条項第１条（保険金を支払う場合）第１項が適用されており、かつ、次の各号のいずれかに該当す
るときに保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
� 普通約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項の人身傷害保険金が支払われな
い場合で、かつ、第３章人身傷害補償条項が適用されない場合
� 次条に定める無保険車事故が、普通約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第２項
または第３章人身傷害補償条項の保険金の支払対象となる事故である場合に、これらの規定によ
り支払われるべき保険金の額（普通約款第６章一般条項第３９条（他の保険契約がある場合の保険
金の支払額）第３項または第３章人身傷害補償条項第１１条（他の保険契約がある場合の保険金の
支払額）第１項もしくは第２項の規定が適用される場合には、それぞれの規定に定める他の保険
契約等がないものとして算出された当会社の支払うべき保険金の額とします。）が、この章の規定
により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額（自動車損害賠償
保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、その金額をいいま
す。以下同様とします。）の合計額を下回る場合

	 前項第２号の場合、当会社は、当該被保険者については、普通約款第３章傷害条項第１条（保険
金を支払う場合）第２項および第３章人身傷害補償条項の規定による人身傷害保険金を支払わず、
すでに支払っていたときはその額をこの章の規定により支払われる保険金から差し引きます。
第２条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、
または身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じること（以下この章において「無保険車
事故」といいます。）によって次条に定める被保険者またはその父母、配偶者（内縁を含みます。以
下この章において同様とします。）もしくは子が被る損害（この損害の額は第１０条（損害額の決定）
に定める損害の額をいいます。以下この章において同様とします。）に対して、賠償義務者がある場
合に限り、この章および普通約款第６章一般条項の規定に従い、保険金を支払います。
	 当会社は、１回の無保険車事故による前項の損害の額が、次の�および�の合計額または次の�
および�の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を
支払います。
� 自賠責保険等によって支払われる金額（自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障
法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって
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支払われる金額に相当する金額。以下この章において同様とします。）
� 対人賠償保険等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによ
って被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保
険等の保険金額または共済金額（対人賠償保険等が２以上ある場合は、それぞれの保険金額また
は共済金額の合計額とします。また、対人賠償保険等に運転者の年齢を限定する条件が定められ
ており、その条件に該当しない者が運転している間に生じた事故による損害に対して、対人賠償
保険等の保険金または共済金が削減して支払われる場合は、削減して支払われた保険金または共
済金の額を保険金額または共済金額とみなします。以下この章において同様とします。）
� 他の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けること
ができる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額（他の無保険車傷害保険等
が２以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうちもっとも高い額とします。以下
この章において同様とします。）

第３条（被保険者）
� この章において、被保険者は原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中の者で、次の各号のいず
れかに該当する者をいいます。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
� 保険契約者
� 保険契約者の配偶者
� 保険契約者またはその配偶者の同居の親族
� 保険契約者またはその配偶者の別居の未婚の子

� 前項の規定により被保険者となる者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理
に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺
障害が生じることによって損害を被った場合は、すでに生まれていたものとみなしてこの条の規定
を適用します。
� この章の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第４条（用語の定義）
� この章において、無保険自動車とは次の定義によります。
� 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車（原動機付自転車を含みま
す。以下この章において同様とします。）
イ．その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
ロ．その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担する
ことによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合
ハ．その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、２億円に達し
ない場合

� 前号の規定にかかわらず、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保
険自動車とみなします。
� 前２号の規定にかかわらず、相手自動車が２台以上ある場合には、それぞれの相手自動車につ
いて適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額（第１号イ．およびロ．なら
びに前号に該当する相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算しま
す。）が、２億円に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみ
なします。

� この章において、次の各号の用語はそれぞれ次の定義によります。
� 後遺障害

身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のイ．または
ロ．に該当するものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
イ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害
ロ．普通約款別表 傷－１に掲げる後遺障害に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障
害の程度に応じて、同表の後遺障害に相当すると認めたもの

� 賠償義務者
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することによ
り、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負
担する者をいいます。
� 自賠責保険等

自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
� 対人賠償保険等

自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上
の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約
または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
� 他の無保険車傷害保険等

被保険者が搭乗中の原動機付自転車について適用される保険契約または共済契約で、第２条（保
険金を支払う場合）第１項と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。
	 正規の乗車装置

乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造を備
えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。

 相手自動車

被保険者が搭乗中の原動機付自転車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した
自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車（所有権留保条項付売買契約により購入
した自動車および１年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。）を除きま
す。
� 保険金請求権者

無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
イ．被保険者（被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。）
ロ．被保険者の父母、配偶者または子

第５条（保険金を支払わない場合－その１）
当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
� 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動（群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。）

� 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
� 台風、こう水または高潮
� 核燃料物質（使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。）もしくは核燃料物質
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用またはこれらの特性に起因する事故
� 前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
	 前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
第６条（保険金を支払わない場合－その２）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
� 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
� 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒気を帯びて（道路交通法第６５条
第１項違反またはこれに相当する状態をいいます。）もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シ
ンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で原動機付自転車を運転している
場合に生じた損害
� 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで原動機
付自転車に搭乗中に生じた損害。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得てお
り、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある
場合を除きます。
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� 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
� 日射または熱射による障害を被ることによって生じた損害
� 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害

� 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第７条（保険金を支払わない場合－その３）
� 当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。
ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合は、この規定は適用しません。
� 被保険者の父母、配偶者または子
� 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務（家事を除きます。次号において同
様とします。）に従事している場合に限ります。
� 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその
使用者の業務に従事している場合に限ります。

� 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命ま
たは身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が２台以上ある場合で、
これらの者または前項第２号もしくは第３号に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があ
るときはこの規定は適用しません。
	 原動機付自転車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することに
よって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合（保険金請求権者が
対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。）には、当会
社は、保険金を支払いません。

 当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自
動車を取り扱うことを業としている者（これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合
はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。）が原動機付自転車を業
務として受託している場合は、その原動機付自転車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支
払いません。
第８条（保険金を支払わない場合－その４）

当会社は、被保険者が競技もしくは曲技（競技または曲技のための練習を含みます。）のために原
動機付自転車に搭乗中、または、競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において原動機付
自転車に搭乗中（救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場
合を除きます。）に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

第９条（支払保険金の計算）
１回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式で算出される額とします。た
だし、次の第２号または第３号のうちいずれか高い額を、２億円から差し引いた残額を限度としま
す。

次条の規定により、決定された損害の額
＋第１１条（費用）の費用
－次の第１号、第２号、第４号、第５号および第６号の合計額または第１号、第３号、第５号およ
び第６号の合計額のいずれか高い額
＝保険金

� 自賠責保険等によって支払われる金額
� 対人賠償保険等によって賠償義務者が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害について損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額

� 他の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることが
できる場合は、他の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
� 保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその
損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金また
は共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた残額とします。
� 次条の規定により決定される損害の額および第１１条（費用）の費用のうち、賠償義務者以外の
第三者が負担すべき額で保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額

第１０条（損害額の決定）
� 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしく
は子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
� 前項の額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといない
とにかかわらず、次の手続によって決定します。
� 当会社と保険金請求権者との間の協議
� 前号の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解
もしくは調停

第１１条（費 用）
保険契約者または被保険者が支出した次の各号の費用（収入の喪失を含みません。）は、これを損

害の一部とみなします。
� 普通約款第６章一般条項第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項に規定する損害の
発生および拡大の防止または軽減のために必要または有益であった費用
� 普通約款第６章一般条項第１５条（事故発生時の義務）第１項第５号に規定する権利の保全また
は行使に必要な手続をするために当会社の書面等による同意を得て支出した費用

第１２条（保険金請求権者の義務）
� 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害を被
った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面等によって損害賠償の請求（共同
不法行為等の場合における債務者相互間の求償を含みます。）をし、かつ、次の事項を書面等によっ
て当会社に通知しなければなりません。
� 賠償義務者の住所および氏名または名称
� 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
� 賠償義務者に対して書面等によって行った損害賠償請求の内容
� 保険金請求権者が第２条（保険金を支払う場合）第１項の損害に対して、賠償義務者、自賠責
保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者からすで
に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額

� 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前項の規定に違反した場合または前項の書類
に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支
払います。
第１３条（保険金請求の手続）

保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第１４条（他の保険契約がある場合の保険金の支払額）

この章に関しては、これと全部または一部に対して支払責任の発生要件を同じくする他の保険契
約または共済契約（自動車保険または自動車共済に限りません。以下この条において「他の保険契
約等」といいます。）がある場合の支払保険金の額は、次の各号の規定によります。
� この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がない
ものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
� 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または
支払われた場合で、損害の額（他の保険契約等における損害の額が異なる場合は、そのうち最も
高い額とします。以下この条において同様とします。）が他の保険契約等によって支払われる、ま
たは支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額（他の保険契約
等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。）。

特

約
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保険金名称

�傷害定額保険金
�人身傷害保険金
�疾病定額保険金
�人身疾病保険金
�次の特約の規定により支払われる保険金
・特定感染症危険担保特約
・リハビリ費用担保特約
・家族介護者支援特約
・介護者等転居費用担保特約
・成人病入院特約
・女性医療特約
・がん特約
・がん特定手術特約
・がん女性手術特約
・がん退院後ケア特約

� 前号の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、その
うち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第１５条（保険金の請求）
当会社に対する保険金請求権者は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
から発生し、これを行使することができるものとします。
第１６条（普通約款の読み替え）
この章においては、普通約款第６章一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
� 第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第１項中「第１章財物条項から第５章費用条項
までの各担保条項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第２条（保険責任のおよぶ地域）第３号中「第３章傷害条項（以下「傷害条項」といいます。）」
とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１４条（損害防止義務および損害防止費用）第１項中「財物条項、賠償責任条項および費用条
項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１５条（事故発生時の義務）第１項本文中「財物条項第１条（保険金を支払う場合）第１項か
ら第１４項、賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第１項から第８項まで、傷害条項第１条
（保険金を支払う場合）、疾病条項第１条（保険金を支払う場合）、費用条項の損害」とあるのを
「この特約の第４章無保険車事故傷害条項第２条（保険金を支払う場合）第１項」
� 第１７条（傷害発生・疾病発病時の義務）第１項第２号中「傷害条項および疾病条項」とあるの
を「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」
� 第１９条（その他の義務）第２項中「被保険自動車」とあるのを「原動機付自転車」
� 第２０条（保険金等の請求）第２項第５号中「被保険自動車」とあるのを「被保険者が搭乗中の
原動機付自転車」
� 第２５条（当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求）第１項中「傷害条項もしくは疾病
条項」とあるのを「この特約の第４章無保険車事故傷害条項」

第１７条（準用規定）
この章に定めのない事項については、この章の趣旨に反しない限り、普通約款第６章一般条項の
規定を準用します。

保険金の支払に関する特約

当会社は、この特約により、保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員等を第３
章傷害条項、第４章疾病条項またはがん特約（がん特定手術特約、がん女性手術特約、がん退院後ケ
ア特約を含みます。）の被保険者とする場合、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行い、
当会社がその旨を保険証券に記載したときは、総合保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の
規定にかかわらず、下表の保険金のうち、この保険契約の支払対象となるものについては、保険契約
者を保険金受取人とします。
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指定代理請求の範囲に関する特約

（平成２２年１月１日以降、一般条項第２４条（指定代理請求人）の規定に含まれる為、適用を停止し
ております。 ）

明記物件条項（貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い）

１ この条項が付帯された普通保険約款および特約条項（以下「普通約款等」といいます。）の保険の
目的の範囲に関する規定にかかわらず、建物に収容されるすべての家財が保険の目的である場合に
は、「生活用の貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、１個また
は１組の価額が３０万円をこえるもの」（以下、「貴金属・宝石等」といいます。）が保険証券に明記さ
れていない場合も、これを保険の目的に含むものとします。ただし、保険契約締結の当時または保
険契約締結後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、これらの物を保険
証券に明記するための手続き（保険契約申込書への記載または承認裏書請求をいいます。）を怠った
ときは、この限りでありません。
２ 前項の場合において、損害額の決定にあたっては、普通約款等の保険金の支払額および損害額の
決定に関する規定にかかわらず、損害額が１個または１組ごとに３０万円をこえるときは、その損害
額を３０万円とみなします。

３ 貴金属・宝石等が保険証券に明記されているときは、前２項の規定によらず、普通約款等の規定
によるものとします。

特
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告知義務違反による解除の期間に関する特約

当会社は、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）またはこれに付帯された他の特
約の告知義務の規定により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場合であっても、
責任開始期（普通約款第４章疾病条項（以下「疾病条項」といいます。）の保険責任が開始した時をい
います。）の属する日からその日を含めて２年以内に、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由
が生じなかったときには、疾病条項またはこれに付帯された他の特約の解除を行いません。ただし、
疾病条項またはこれに付帯された他の特約により支払われる保険金と全部または一部について支払責
任が同一である他の保険契約または特約の告知について保険契約者または被保険者に故意または重大
な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したとき
は、この限りではありません。

積立型基本特約（精算型）

第１条（用語の定義）
この特約において、次の用語の意味は、次の各号に定めるところによります。
� 積立期間

この特約が付帯された日以降保険証券記載の積立期間満了日までの期間をいいます。
� 補償保険料

この特約を付帯した総合保険の保険料（積立特約保険料を除きます。）をいいます。
� 積立特約保険料

この特約の保険料をいいます。
� 積立ファンド

積立特約保険料の累計額（運用益を含みます。）から、この特約の規定に基づき加算または減算
した額をいいます。

第２条（保険料の払込）
� 保険契約者は、積立特約保険料を任意に払い込むことができます。ただし、当会社は契約者が払
い込む積立特約保険料の額を別途制限する場合があります。
� 前項に規定する積立特約保険料は、当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、当
会社に払い込まれたものとします。
第３条（積立ファンドの増額・減額）
� 普通保険約款第６章一般条項第３１条（保険料の返還または請求）第１項の規定またはこの保険契
約に適用される他の特約の規定に基づき補償保険料を返還する場合には、当会社は、保険契約者か
らあらかじめ反対の申出がない限り、積立ファンドを増額することにより、補償保険料の返還にか
えることとします。
� 当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、普通保険約款第６章一般条項第１
条（保険期間および保険料の払込方法等）第２項に規定する保険料について、当会社の定める方法
により積立ファンドを減額することで当該保険料の払込にかえることとします。
� 当会社は、前項の規定を保険証券記載の他の保険契約または特約の保険料の払込について準用し
ます。この場合において、保険証券記載の他の保険契約または特約が、保険契約者が他の保険会社
との間で締結した保険契約または特約であったときは、当会社の定める方法により積立ファンドを
減額し当該保険契約または特約の保険料の送金に充てることとします。
� 第２項または第３項の払込もしくは第３項の送金は、払い込む金額または送金する金額が第４条
（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）第２項に規定する別表１により計算した返
れい金をこえない場合に限り行います。
第４条（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）
� 普通保険約款第６章一般条項第２７条（保険契約の取消し）の規定により、当会社が保険契約を取
り消した場合には、当会社は保険料を返れいしません。
� 保険契約が無効の場合には、当会社は、すでに払い込まれた積立特約保険料の全額を保険契約者
に返れいします。ただし、普通保険約款第６章一般条項第２８条（保険契約の無効）第１号の規定に
より保険契約が無効となる場合は、当会社は保険料を返れいしません。
� 保険契約が失効の場合には、当会社は、別表１により計算した返れい金を保険契約者に支払いま
す。ただし、第７条（保険金支払による特約の終了）の規定による特約の終了と同時に保険契約が
失効する場合についてはこの規定は適用しません。
� 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した
場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または第６項
の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して２０日以内に行います。

	 前項の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内に
おいて、日本国通貨をもって行います。

 保険契約者が返れい金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のうち当会社が求め
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るものを提出しなければなりません。
� 保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした
場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで返れい金を支払いません。
第５条（保険契約者からの契約または特約解除）
� 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもってこの保険契約またはこの特約を解除す
ることができます。ただし、普通保険約款第２章賠償責任条項を担保し、保険金請求権、積立期間
満了時返れい金請求権、契約者配当金請求権または保険契約の取消し・無効・失効・解除の場合の
返れい金請求権の上に質権が設定されている場合は、この解除権は質権者の書面等による同意を得
た後でなければ行使できません。
� 当会社は、前項のただし書の規定を第３条（積立ファンドの増額・減額）第４項の払込および送
金について準用します。
� 第１項の解除は、当会社が通知を受けた日の翌月の応当日（応当日がない場合は翌月の末日とし
ます。）の午後４時から将来に向かってのみその効力を生じます。
� 前項の規定にかかわらず、保険契約者が第１項に定める通知を行った場合において、当会社が承
認するときは、同項の解除は保険契約者が指定した解除の時から将来に向かってのみその効力を生
じます。
第６条（返れい金の支払－保険会社からの契約または特約解除の場合）
� 保険契約が解除された場合またはこの特約が解除された場合は、当会社は、別表１により計算し
た返れい金を保険契約者に支払います。
� 当会社が前項の規定により返れい金を支払う場合には、第４条（返れい金の支払－契約の無効・
失効の場合）第４項から第７項までの規定を適用します。
第７条（保険金支払による特約の終了）
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項または同条第４項の保険
金の支払を担保する場合、この特約は、当会社の支払う普通保険約款第２章賠償責任条項第７条（保
険金の支払額）第２項第１号、同条同項第２号の保険金の額が、保険証券記載の保険金額に相当す
る額（保険金額を無制限と定めた場合は２億円とします。）となったときは、その保険金支払の原因
となった損害が発生した時に終了します。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項および同条第４項に規定
する保険金の支払を担保せず、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項
から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金の支払を担保する場合、この特約は、普通保
険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までの建物・収容動産損害
保険金として、それぞれ１回の事故につき、保険金額（保険金額が保険価額をこえるときは、保険
価額とします。）の１００％に相当する額を支払ったときは、その保険金支払の原因となった損害が発
生した時に終了します。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金および普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに
規定する建物・収容動産損害保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険
金を支払う場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金の支払を担保する場合、
この特約は、普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員について、次の各号に掲げるいずれかの
保険金を支払ったときは、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
� 同章第５条（傷害死亡保険金の支払）の傷害死亡保険金
� 同章第６条（傷害後遺障害保険金の支払）の傷害後遺障害保険金の支払額の合計が、保険証券
に記載された傷害被保険者の傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となる後遺障害保険金

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定
する建物・収容動産損害保険金および普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷
害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金または普通保険約款第
４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金の支払を担保す

る場合、この特約は、次の各号に該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病に
よる就業不能が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項または第４章疾病条項の被保険者が複数
の場合は、最も後に次の各号のいずれかに該当する被保険者の就業不能が発生した時）に終了しま
す。
� 普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１８条（傷
害所得補償保険金の支払）の規定により傷害所得補償保険金が傷害所得補償てん補日数まで支払
われたとき。
� 普通保険約款第４章疾病条項の被保険者全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１５条（疾
病所得補償保険金の支払）の規定により疾病所得補償保険金が疾病所得補償てん補日数まで支払
われたとき。

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定
する建物・収容動産損害保険金、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１
項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金
を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金および普通保険約款第４章疾病条項第１条（保
険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章
傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害介護保険金または普通保険約款第４
章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金の支払を担保する場合、
この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病
による要介護状態（普通保険約款第３章傷害条項または普通保険約款第４章疾病条項に定める要介
護状態をいいます。以下同様とします。）が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項または第４章
疾病条項の被保険者が複数の場合は、最も後に次の各号のいずれかに該当する被保険者の要介護状
態が発生した時）に終了します。
� 普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１６条（傷
害介護保険金の支払）の規定により傷害介護保険金が傷害介護てん補日数（傷害介護てん補日数
を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。
� 普通保険約款第４章疾病条項の被保険者全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１３条（疾
病介護保険金の支払）の規定により疾病介護保険金が疾病介護てん補日数（疾病介護てん補日数
を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。

第８条（積立期間満了時返れい金の支払）
� 当会社は、積立期間が満了した場合において、払い込まれた積立特約保険料、積立期間および経
過年月数に応じて計算した積立期間満了時返れい金（以下「積立期間満了時返れい金」といいます。）
を保険契約者に支払います。
� 積立期間満了時返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社が
これを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、積立期間が満了した日（第
４項の積立期間満了時返れい金の請求書類が当会社に到着するのが保険期間が満了した日以後とな
る場合には、当該書類が到着した日）の翌日から起算して２０日以内に行います。

� 前項の規定による積立期間満了時返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いて
は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
� 保険契約者が積立期間満了時返れい金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のう
ち当会杜が求めるものを提出しなければなりません。
� 保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした
場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで積立期間満了時返れい金を支払いません。
	 積立期間満了時返れい金請求権は、積立期間満了日の翌日から起算して３年を経過した時に消滅
します。
第９条（契約者配当）
� 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が当会社の予定利率に基づく運用益をこえ
た場合、そのこえた部分の運用益のうち、積立期間および払込方法に応じて計算された金額を契約
者配当準備金として積み立てます。
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� 当会社は、前項の契約者配当準備金を、積立期間が満了した契約に対して、積立期間満了時返れ
い金の額、積立期間および払込方法に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
� 契約者配当金は、積立期間満了時返れい金と同時に保険契約者に支払います。
� 当会社は、積立期間の満了以前に失効した契約、解除された契約またはこの特約が解除された契
約に対しては、契約者配当金は支払いません。
� 契約者配当金の請求方法等については、前条第２項から第５項までの規定を準用します。
� 契約者配当金請求権は、積立期間満了日の翌日から起算して３年を経過した時に消滅します。
第１０条（この特約が付帯された保険契約との関係）
� この特約が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
� この特約が付帯された保険契約が積立期間の中途において終了したときは、この特約もまた同時
に終了するものとします。
第１１条（補償保険料払込猶予期間延長時の取扱い）
普通保険約款第６章一般条項第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第８項の規定により
この保険契約の補償保険料が払込期日の属する月の翌々月に払い込まれるべき場合は、当該月にお
ける積立特約保険料の払込は口座振替の方法によらないものとします。
第１２条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および
この保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第１３条（抜本的総合保険に移行した場合の特則）
当会社は、この特約が付帯された保険契約が抜本的総合保険に移行した場合は、次の各号のとお
り取り扱います。
� 第１条（用語の定義）第２号の規定中「総合保険の保険料」とあるのは「抜本的総合保険の保
険料」と読み替えます。
� 第３条（積立ファンドの増額・減額）第２項の規定中「普通保険約款第６章一般条項第１条（保
険期間および保険料の払込方法等）第２項に規定する保険料」とあるのは「補償保険料」と読み
替えます。
	 第７条（保険金支払による特約の終了）各項の規定を以下のとおり読み替えます。
「� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項または同条第４項
の保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、
当会社の支払う普通保険約款第２章賠償責任条項第７条（保険金の支払額）第２項第１号、
同条同項第２号の保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の額が、保険証券記載
の保険金額に相当する額（保険金額を無制限と定めた場合は２億円とします。）となったとき
は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。この場合において自動
車賠償責任条項の保険金とは、普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場
合）第３項または同条第４項の保険金と支払責任を同一とする総合自動車補償条項賠償責任
条項、一般自動車補償条項賠償責任条項、個人用自動車補償条項賠償責任条項または自動車
運転者補償条項賠償責任条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項および同条第４項
に規定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の支払を担保せず、普通保険
約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・
収容動産損害保険金（住まい条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、
普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までの建物・
収容動産損害保険金（住まい条項の保険金を含みます。）として、それぞれ１回の事故につき、
保険金額（保険金額が保険価額をこえるときは、保険価額とします。）の１００％に相当する額
を支払ったときは、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。この場
合において「住まい条項の保険金」とは、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支
払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金と支払責任を同一と
する住まい条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規

定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第１章財物条
項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険
金（住まい条項の保険金を含みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１
条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定
額条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、普通保険約款第３章傷害
条項（傷害総合補償条項傷害定額条項を含みます。）の被保険者全員について、次の各号に掲
げるいずれかの保険金（傷害定額条項の保険金を含みます。）を支払ったときは、その保険金
支払の原因となった傷害を被った時に終了します。この場合において傷害定額条項の保険金
とは、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害死
亡保険金、傷害後遺障害保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項および傷害定額条
項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 同章第５条（傷害死亡保険金の支払）の傷害死亡保険金
� 同章第６条（傷害後遺障害保険金の支払）の傷害後遺障害保険金の支払額の合計が、保
険証券に記載された傷害被保険者の傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となる後遺障
害保険金

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規
定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第１章財物条項第
１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金（住
まい条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う
場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定額条項の保険金を含
みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第
１項に規定する傷害所得補償保険金（傷害所得補償条項の保険金を含みます。）または普通保
険約款第４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金
（疾病所得補償条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、次の各号に
該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病による就業不能が開始した時
（普通保険約款第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害所得補償条項、または第４章疾
病条項および疾病総合補償条項疾病所得補償条項の被保険者が複数の場合は、最も後に次の
各号のいずれかに該当する被保険者の就業不能が発生した時）に終了します。この場合にお
いて、「傷害所得補償条項の保険金」とは普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払
う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項傷
害所得補償条項の保険金をいい、「疾病所得補償条項の保険金」とは普通保険約款第４章疾病
条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金と支払責任を同一
とする疾病総合補償条項疾病所得補償条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第３章傷害条項（傷害総合補償条項傷害定額条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１８条（傷害所得補償保険金の支払）の規定（傷
害総合補償条項傷害所得補償条項第６条の規定を含みます。）により傷害所得補償保険金が
傷害所得補償てん補日数まで支払われたとき。
� 普通保険約款第４章疾病条項（疾病総合補償条項疾病定額条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１５条（疾病所得補償保険金の支払）の規定（疾
病総合補償条項疾病所得補償条項第６条の規定を含みます。）により疾病所得補償保険金が
疾病所得補償てん補日数まで支払われたとき。

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規
定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第１章財物条項第
１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金（住
まい条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定額条項の保険金を含みます。）、
普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償
保険金（傷害所得補償条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第４章疾病条項第１条
（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金（疾病所得補償条項の保険金
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経過期間

１ヶ月経過
２ヶ月経過

：

金額については
弊社までご照会
ください。

�当会社の定める請求書
�保険証券
�保険契約者の印鑑証明書

を含みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害介護保険金（傷害介護条項の保険金を含みます。）または普通保険約款
第４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金（疾病介護
条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、次の各号のいずれかに該当
する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病による要介護状態（普通保険約款
第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害介護条項、または普通保険約款第４章疾病条項
および疾病総合補償条項疾病介護条項に定める要介護状態をいいます。以下同様とします。）
が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害介護条項、または
第４章疾病条項および疾病総合補償条項疾病介護条項の被保険者が複数の場合は、最も後に
次の各号のいずれかに該当する被保険者の要介護状態が発生した時）に終了します。この場
合において、「傷害介護条項の保険金」とは普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支
払う場合）第１項に規定する傷害介護保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項傷害
介護条項の保険金をいい、「疾病介護条項の保険金」とは普通保険約款第４章疾病条項第１条
（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金と支払責任を同一とする疾病総合
補償条項疾病介護条項の保険金をいいます。
� 普通保険約款第３章傷害条項（傷害総合補償条項傷害介護条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１６条（傷害介護保険金の支払）の規定（傷害
総合補償条項傷害介護条項第５条の規定を含みます。）により傷害介護保険金が傷害介護て
ん補日数（傷害介護てん補日数を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われた
とき。

� 普通保険約款第４章疾病条項（疾病総合補償条項疾病介護条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１３条（疾病介護保険金の支払）の規定（疾病
総合補償条項疾病介護条項第５条を含みます。）により疾病介護保険金が疾病介護てん補日
数（疾病介護てん補日数を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。」

別表１（第４条、第６条関係）

失効・解約返れい金表
（積立特約保険料１０万円を毎月支払う場合）
積立期間３年の場合

１．返れい金の計算にあたっては、次に該当する日を基準日とします。
� 第４条（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）第３項においては、この保険契
約が失効した日
� 第６条（返れい金の支払－契約または特約解除の場合）第１項においては、この保険契約が解
除された日

２．上記以外の積立保険料、積立期間、経過月の場合には上記に準じて当会社の定める方法によって
計算した額を返れいします。

別表２（第４条、第６条、第８条、第９条関係）

失効・解除の場合の返れい金および積立期間満了時返れい金等の請求書類

特

約
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積立型基本特約（定期型）

第１条（用語の定義）
この特約において、次の用語の意味は、次の各号に定めるところによります。
� 積立期間

この特約が付帯された日以降保険証券記載の積立期間満了日までの期間をいいます。
� 補償保険料
この特約を付帯した総合保険の保険料（積立特約保険料を除きます。）をいいます。

� 積立特約保険料
この特約の保険料をいいます。

� 積立ファンド
積立特約保険料の累計額（運用益を含みます。）から、この特約の規定に基づき加算または減算
した額をいいます。

第２条（保険料の払込）
� 保険契約者は、積立特約保険料を任意に払い込むことができます。ただし、当会社は契約者が払
い込む積立特約保険料の額を別途制限する場合があります。
� 前項に規定する積立特約保険料は、当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、当
会社に払い込まれたものとします。
第３条（積立ファンドの減額）
� 補償保険料が普通保険約款第６章一般条項第１条（保険期間および保険料の払込方法等）第２項
に規定する払込期日の属する月の翌月末（この項において「払込猶予期間満了日」といいます。）ま
でに払い込まれず積立型基本特約（精算型）第３条（積立ファンドの増額・減額）第２項の規定に
基づく保険料の払込が行われなかった場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出
がない限り、払込猶予期間満了日時点で払込期日を迎えている総合保険の保険料に相当する額につ
いて払込猶予期間満了日に当会社の定める方法により積立ファンドを減額することで当該保険料の
払込にかえることとします。
� 当会社は、前項の規定を保険証券記載の他の保険契約または特約の保険料の払込について準用し
ます。
� 前２項以外に契約者は積立ファンドを当会社の定める方法により減額し、積立ファンドの一部を
払い出すことができます。
� 第１項または第２項の払込もしくは第３項の払出は、払い込む金額または払い出す金額が第４条
（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）第３項に規定する別表１Ｂ表により計算し
た返れい金をこえない場合に限ります。
第４条（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）
� 普通保険約款第６章一般条項第２７条（保険契約の取消し）の規定により、当会社が保険契約を取
り消した場合には、当会社は保険料を返れいしません。
� 保険契約が無効の場合には、当会社は、すでに払い込まれた積立特約保険料の全額を保険契約者
に返れいします。ただし、普通保険約款第６章一般条項第２８条（保険契約の無効）第１号の規定に
より保険契約が無効となる場合は、当会社は保険料を返れいしません。
� 保険契約が失効の場合には、当会社は、別表１Ａ表または１Ｂ表により計算した返れい金を保険
契約者に支払います。ただし、第７条（保険金支払による特約の終了）の規定による特約の終了と
同時に保険契約が失効する場合についてはこの規定は適用しません。
� 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した
場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または第６項
の請求書類が当会社に到着した日のいずれか遅い日の翌日から起算して２０日以内に行います。
	 前項の規定による返れい金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。

 保険契約者が返れい金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のうち当会社が求め
るものを提出しなければなりません。

� 保険契約者が、提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした
場合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで返れい金を支払いません。
第５条（保険契約者からの契約または特約解除）
� 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもってこの保険契約またはこの特約を解除する
ことができます。ただし、普通保険約款第２章賠償責任条項を担保し、保険金請求権、積立期間満
了時返れい金請求権、契約者配当金請求権または保険契約の取消し・無効・失効・解除の場合の返
れい金請求権の上に質権が設定されている場合は、この解除権は質権者の書面による同意を得た後
でなければ行使できません。
� 当会社は、前項のただし書の規定を第３条（積立ファンドの減額）第４項の払込および払出につ
いて準用します。
� 第１項の解除は、当会社が通知を受けた日の翌月の応当日（応当日がない場合は翌月の末日とし
ます。）の午後４時から将来に向かってのみその効力を生じます。
� 前項の規定にかかわらず、保険契約者が第１項に定める通知を行った場合において、当会社が承
認するときは、同項の解除は保険契約者が指定した解除の時から将来に向かってのみその効力を生
じます。
第６条（返れい金の支払－保険会社からの契約または特約解除の場合）
� 保険契約が解除された場合またはこの特約が解除された場合は、当会社は、別表１Ａ表または１
Ｂ表により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
� 当会社が前項の規定により返れい金を支払う場合には、第４条（返れい金の支払－契約の取消し
・無効・失効の場合）第４項から第７項までの規定を適用します。
第７条（保険金支払による特約の終了）
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項または同条第４項の保険
金の支払を担保する場合、この特約は、当会社の支払う普通保険約款第２章賠償責任条項第７条（保
険金の支払額）第２項第１号、同条同項第２号の保険金の額が、保険証券記載の保険金額に相当す
る額（保険金額を無制限と定めた場合は２億円とします。）となったときは、その保険金支払の原因
となった損害が発生した時に終了します。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項および同条第４項に規定
する保険金の支払を担保せず、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項
から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金の支払を担保する場合、この特約は、普通保
険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までの建物・収容動産損害
保険金として、それぞれ１回の事故につき、保険金額（保険金額が保険価額をこえるときは、保険
価額とします。）の１００％に相当する額を支払ったときは、その保険金支払の原因となった損害が発
生した時に終了します。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金および普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに
規定する建物・収容動産損害保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険
金を支払う場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金の支払を担保する場合、
この特約は、普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員について、次の各号に掲げるいずれかの
保険金を支払ったときは、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
� 同章第５条（傷害死亡保険金の支払）の傷害死亡保険金
� 同章第６条（傷害後遺障害保険金の支払）の傷害後遺障害保険金の支払額の合計が、保険証券
に記載された傷害被保険者の傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となる後遺障害保険金

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定
する建物・収容動産損害保険金および普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷
害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金または普通保険約款第
４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金の支払を担保す
る場合、この特約は、次の各号に該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病に
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よる就業不能が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項または第４章疾病条項の被保険者が複数
の場合は、最も後に次の各号のいずれかに該当する被保険者の就業不能が発生した時）に終了しま
す。
� 普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１８条（傷
害所得補償保険金の支払）の規定により傷害所得補償保険金が傷害所得補償てん補日数まで支払
われたとき。
� 普通保険約款第４章疾病条項の被保険者全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１５条（疾
病所得補償保険金の支払）の規定により疾病所得補償保険金が疾病所得補償てん補日数まで支払
われたとき。

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定する
保険金、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定
する建物・収容動産損害保険金、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１
項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金
を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金および普通保険約款第４章疾病条項第１条（保
険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金の支払を担保せず、普通保険約款第３章
傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害介護保険金または普通保険約款第４
章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金の支払を担保する場合、
この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病
による要介護状態（普通保険約款第３章傷害条項または普通保険約款第４章疾病条項に定める要介
護状態をいいます。以下同様とします。）が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項または第４章
疾病条項の被保険者が複数の場合は、最も後に次の各号のいずれかに該当する被保険者の要介護状
態が発生した時）に終了します。
� 普通保険約款第３章傷害条項の被保険者全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１６条（傷
害介護保険金の支払）の規定により傷害介護保険金が傷害介護てん補日数（傷害介護てん補日数
を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。

� 普通保険約款第４章疾病条項の被保険者全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１３条（疾
病介護保険金の支払）の規定により疾病介護保険金が疾病介護てん補日数（疾病介護てん補日数
を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。

第８条（積立期間満了時返れい金の支払）
� 当会社は、積立期間が満了した場合において、払い込まれた積立特約保険料、積立期間および経
過年月数に応じて計算した積立期間満了時返れい金（以下「積立期間満了時返れい金」といいます。）
を保険契約者に支払います。
� 積立期間満了時返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社が
これを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、積立期間が満了した日（第
４項の積立期間満了時返れい金の請求書類が当会社に到着するのが保険期間が満了した日以後とな
る場合には、当該書類が到着した日）の翌日から起算して２０日以内に行います。

� 前項の規定による積立期間満了時返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いて
は、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
� 保険契約者が積立期間満了時返れい金の支払を受けようとするときは、別表２に掲げる書類のう
ち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
� 保険契約者が提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場
合は、当会社は、事実を記載した書類が提出されるまで積立期間満了時返れい金を支払いません。
� 積立期間満了時返れい金請求権は、積立期間満了日の翌日から起算して３年を経過した時に消滅
します。
第９条（契約者配当）
� 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が当会社の予定利率に基づく運用益をこえ
た場合、そのこえた部分の運用益のうち、積立期間および払込方法に応じて計算された金額を契約
者配当準備金として積み立てます。
� 当会社は、前項の契約者配当準備金を、積立期間が満了した契約に対して、積立期間満了時返れ

い金の額および積立期間に応じて計算し、契約者配当金として支払います。
� 契約者配当金は、積立期間満了時返れい金と同時に保険契約者に支払います。
� 当会社は、積立期間の満了以前に失効した契約、解除された契約またはこの特約が解除された契
約に対しては、契約者配当金は支払いません。
� 契約者配当金の請求方法等については、前条第２項から第５項までの規定を準用します。
� 契約者配当金請求権は、積立期間満了日の翌日から起算して３年を経過した時に消滅します。
第１０条（この特約が付帯された保険契約との関係）
� この特約が付帯された保険契約が無効のときは、この特約もまた無効とします。
� この特約が付帯された保険契約が積立期間の中途において終了したときは、この特約もまた同時
に終了するものとします。
第１１条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および
この保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第１２条（抜本的総合保険に移行した場合の特則）

当会社は、この特約が付帯された保険契約が抜本的総合保険に移行した場合は、次の各号のとお
り取り扱います。
� 第１条（用語の定義）第２号および第３条（積立ファンドの減額）第１項の規定中「総合保険
の保険料」とあるのは「抜本的総合保険の保険料」と読み替えます。
� 第７条（保険金支払による特約の終了）各項の規定を以下のとおり読み替えます。
「� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項または同条第４項

の保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、
当会社の支払う普通保険約款第２章賠償責任条項第７条（保険金の支払額）第２項第１号、
同条同項第２号の保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の額が、保険証券記載
の保険金額に相当する額（保険金額を無制限と定めた場合は２億円とします。）となったとき
は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。この場合において「自
動車賠償責任条項の保険金」とは、普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払
う場合）第３項または同条第４項の保険金と支払責任を同一とする総合自動車補償条項賠償
責任条項、一般自動車補償条項賠償責任条項、個人用自動車補償条項賠償責任条項または自
動車運転者補償条項賠償責任条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項および同条第４項
に規定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）の支払を担保せず、普通保険
約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・
収容動産損害保険金（住まい条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、
普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第７項までの建物・
収容動産損害保険金（住まい条項の保険金を含みます。）として、それぞれ１回の事故につき、
保険金額（保険金額が保険価額をこえるときは、保険価額とします。）の１００％に相当する額
を支払ったときは、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。この場
合において「住まい条項の保険金」とは、普通保険約款第１章財物条項第１条（保険金を支
払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金と支払責任を同一と
する住まい条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規
定する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第１章財物条
項第１条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険
金（住まい条項の保険金を含みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１
条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定
額条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、普通保険約款第３章傷害
条項（傷害総合補償条項傷害定額条項を含みます。）の被保険者全員について、次の各号に掲
げるいずれかの保険金（傷害定額条項の保険金を含みます。）を支払ったときは、その保険金
支払の原因となった傷害を被った時に終了します。この場合において「傷害定額条項の保険
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金」とは、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷
害死亡保険金、傷害後遺障害保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項傷害定額条項
の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 同章第５条（傷害死亡保険金の支払）の傷害死亡保険金
� 同章第６条（傷害後遺障害保険金の支払）の傷害後遺障害保険金の支払額の合計が、保
険証券に記載された傷害被保険者の傷害死亡後遺障害保険金額に相当する額となる後遺障
害保険金

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定
する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第１章財物条項第１
条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金（住
まい条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う
場合）第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定額条項の保険金を含
みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第
１項に規定する傷害所得補償保険金（傷害所得補償条項の保険金を含みます。）または普通保
険約款第４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金
（疾病所得補償条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、次の各号に
該当する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病による就業不能が開始した時
（普通保険約款第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害所得補償条項、または第４章疾
病条項および疾病総合補償条項疾病所得補償条項の被保険者が複数の場合は、最も後に次の
各号のいずれかに該当する被保険者の就業不能が発生した時）に終了します。この場合にお
いて、「傷害所得補償条項の保険金」とは普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払
う場合）第１項に規定する傷害所得補償保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項傷
害所得補償条項の保険金をいい、「疾病所得補償条項の保険金」とは普通保険約款第４章疾病
条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金と支払責任を同一
とする疾病総合補償条項疾病所得補償条項の保険金をいいます。以下、同様とします。
� 普通保険約款第３章傷害条項（傷害総合補償条項傷害定額条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１８条（傷害所得補償保険金の支払）の規定（傷
害総合補償条項傷害所得補償条項第６条の規定を含みます。）により傷害所得補償保険金が
傷害所得補償てん補日数まで支払われたとき。

� 普通保険約款第４章疾病条項（疾病総合補償条項疾病定額条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１５条（疾病所得補償保険金の支払）の規定（疾
病総合補償条項疾病所得補償条項第６条の規定を含みます。）により疾病所得補償保険金が
疾病所得補償てん補日数まで支払われたとき。

� 普通保険約款第２章賠償責任条項第１条（保険金を支払う場合）第３項、同条第４項に規定
する保険金（自動車賠償責任条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第１章財物条項第１
条（保険金を支払う場合）第４項から第１２項までに規定する建物・収容動産損害保険金（住
まい条項の保険金を含みます。）、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金（傷害定額条項の保険金を含みます。）、
普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する傷害所得補償
保険金（傷害所得補償条項の保険金を含みます。）および普通保険約款第４章疾病条項第１条
（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病所得補償保険金（疾病所得補償条項の保険金
を含みます。）の支払を担保せず、普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支払う場合）
第１項に規定する傷害介護保険金（傷害介護条項の保険金を含みます。）または普通保険約款
第４章疾病条項第１条（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金（疾病介護
条項の保険金を含みます。）の支払を担保する場合、この特約は、次の各号のいずれかに該当
する場合には、保険金支払の原因となった傷害または疾病による要介護状態（普通保険約款
第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害介護条項、または普通保険約款第４章疾病条項
および疾病総合補償条項疾病介護条項に定める要介護状態をいいます。以下同様とします。）
が開始した時（普通保険約款第３章傷害条項および傷害総合補償条項傷害介護条項、または

第４章疾病条項および疾病総合補償条項疾病介護条項の被保険者が複数の場合は、最も後に
次の各号のいずれかに該当する被保険者の要介護状態が発生した時）に終了します。この場
合において、「傷害介護条項の保険金」とは普通保険約款第３章傷害条項第１条（保険金を支
払う場合）第１項に規定する傷害介護保険金と支払責任を同一とする傷害総合補償条項傷害
介護条項の保険金をいい、「疾病介護条項の保険金」とは普通保険約款第４章疾病条項第１条
（保険金を支払う場合）第１項に規定する疾病介護保険金と支払責任を同一とする疾病総合
補償条項疾病介護条項の保険金をいいます。
� 普通保険約款第３章傷害条項（傷害総合補償条項傷害介護条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第３章傷害条項第１６条（傷害介護保険金の支払）の規定（傷害
総合補償条項傷害介護条項第５条の規定を含みます。）により傷害介護保険金が傷害介護て
ん補日数（傷害介護てん補日数を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われた
とき。
� 普通保険約款第４章疾病条項（疾病総合補償条項疾病介護条項を含みます。）の被保険者
全員に関して普通保険約款第４章疾病条項第１３条（疾病介護保険金の支払）の規定（疾病
総合補償条項疾病介護条項第５条を含みます。）により疾病介護保険金が疾病介護てん補日
数（疾病介護てん補日数を終身と定めた場合は３，６００日とします。）まで支払われたとき。」
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経過期間 Ａ表 Ｂ表

１ヶ月経過
２ヶ月経過
：

金額については弊社までご照会
ください。

�当会社の定める請求書
�保険証券
�保険契約者の印鑑証明書

別表１（第４条、第６条関係）

失効・解約返れい金表
（積立特約保険料１０万円を毎月支払う場合）
積立期間３年の場合

１．返れい金の計算にあたっては、次に該当する日を基準日とします。
� 第４条（返れい金の支払－契約の取消し・無効・失効の場合）第３項においては、この保険契
約が失効した日
� 第６条（返れい金の支払－契約または特約解除の場合）第１項においては、この保険契約が解
除された日

２．上記以外の積立特約保険料、積立期間、経過月の場合には上記に準じて当会社の定める方法によ
って計算した額を返れいします。
３．Ａ表およびＢ表については、その適用区分を次のとおりとします。
� Ａ表を適用する場合
ａ．普通保険約款第６章一般条項第２９条（保険契約の失効）の規定により保険契約が失効したと
き。（第７条（保険金支払による特約の終了）の規定による特約の終了と同時に保険契約が失効
する場合を除きます。）
ｂ．災害救助法発動等の場合に当会社が特別措置を定めた場合。
ｃ．普通保険約款第６章一般条項第３０条（保険契約の解除）第１項第４号の規定により当会社が
保険契約を解除した場合。
ｄ．その他、当会社または保険契約者が保険契約を解除する場合において、当会社が定めた場合。
� Ｂ表を適用する場合
ａ．保険契約者から保険契約またはこの特約の解除の申し出があったとき。
ｂ．第３条（積立ファンドの減額）の規定により積立ファンドを減額したとき。
ｃ．上記�ｃまたはｄ以外の事由により当会社が保険契約またはこの特約を解除した場合。

別表２（第４条、第６条、第８条、第９条関係）

失効・解除の場合の返れい金および積立期間満了時返れい金等の請求書類

積立型基本特約の自動継続に関する特約条項

第１条（特約の適用）
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ積立型基本特約（精算型）（以下この特約に

おいて「積立特約」といいます。）の継続についての合意がある場合に適用します。
第２条（積立特約の継続）

この特約が付帯された積立特約の継続に関する規定については、総合保険普通保険約款第６章一
般条項（以下「総合保険一般条項」といいます。）の規定を準用するものとします。この場合におい
て、総合保険一般条項第３７条（支払条項の継続）第１項の規定中「保険期間」とあるのを「積立期
間」に、「支払条項」とあるのを「積立特約」に読み替えて適用するものとします。（以下この特約
において継続された積立特約を「継続積立特約」といいます。）
第３条（継続積立特約の特約保険料に対する満期返れい金等からの充当）

当会社は、積立特約の規定により実際に支払われる積立期間満了時返れい金および契約者配当金
を継続積立特約の特約保険料に充当します。
第４条（継続積立特約に適用される保険料率）

第２条（積立特約の継続）の規定によりこの特約を付帯する積立特約が継続される場合において、
継続積立特約に適用する保険料率は、各継続積立特約の積立期間の初日における保険料率とします。
第５条（継続積立特約に適用される特約）

この特約を付帯する積立特約が、第２条（積立特約の継続）の規定により継続される場合には、
各継続積立特約ごとに、この特約を付帯する積立特約に付帯された特約が適用されるものとします。
第６条（準用規定）

この特約条項に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、積立特約の規定を
準用します。

特

約
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この保険契約の補償損害等
に対する保険金

この保険契約の補償規定により
算出される保険金の額

重複保険契約の規定に従い
支払われるべき保険金の額

重複危険免責特約

第１条（当会社の支払責任）
� 当会社は、総合保険普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定（以下この特
約においてこれらの規定を「この保険契約の補償規定」といいます。）に従い保険金が支払われるべ
き損害、傷害、疾病、費用等（以下この特約において「この保険契約の補償損害等」といいます。）
が、保険証券記載の重複保険契約（以下この特約において「重複保険契約」といいます。）の保険期
間中に発生し、かつ当該重複保険契約からも保険金が支払われるべき場合には、この特約により、
次の算式によって算出した額を、この保険契約の補償損害等に対する保険金として、支払います。

＝ －

� 当会社は、前項の場合において、この保険契約の補償規定により算出される保険金の額が重複保
険契約の規定により算出される保険金の額を超える場合のみ、支払責任を負うものとします。
� 第１項の規定を適用するにあたって、重複保険契約の保険期間およびその他の保険契約内容につ
いては、次条の規定により当会社が告知を受けた内容または通知を受け、当会社がこれを承認した
内容に基づくものとします。
� 当会社は、この保険契約の保険金のうち、保険証券にこの特約の対象保険金と明記したものにつ
いてのみ、この特約の規定を適用します。
第２条（重複保険契約の告知・通知）
� 保険契約者は、この特約を付帯するにあたって、この特約の規定を適用する重複保険契約の契約
内容（保険会社、証券番号、保険種目、保険期間、保険の目的、被保険者、保険金額等当会社が求
めるものをいいます。以下この特約において「重複保険契約内容」といいます。）を、当会社に告知
しなければなりません。
� 保険契約者は、前項の規定により告知した重複保険契約内容について変更が生じた場合には、内
容の変更がその責に帰すべき事由によるときはあらかじめ、責に帰すことのできない事由によると
きには内容の変更後遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなけれ
ばなりません。
第３条（２次免責金額特約が付帯されている場合の取り扱い）
この保険契約に２次免責金額特約が付帯されている場合、この保険契約の補償規定には、同特約
の規定は含まないものとして、この特約の規定を適用します。
第４条（特約保険期間）
この特約の規定は、保険証券記載のこの特約の保険期間に生じた補償損害等についてのみ、適用
されるものとします。
第５条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の補償
規定を準用します。

２次免責金額特約

第１条（この特約の適用条件）
この特約は、保険証券において保険証券記載の被保険者（以下「対象被保険者」といいます。）に

保険証券記載の２次免責金額（以下「２次免責金額」といいます。）を適用する旨記載されている場
合に適用されます。
第２条（２次免責金額の適用）
� 当会社は、この特約により、保険証券記載のこの特約の保険年度（以下「対象保険年度」といい
ます。）において、当該対象保険年度に生じた事故による損害または傷害もしくは発病した疾病に対
する保険金であって、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）およびこれに付帯さ
れるこの特約以外の特約の規定に従い対象被保険者に対して支払われるべき保険金（以下「対象保
険金」といいます。）については、普通約款およびこれに付帯されるこの特約以外の特約の規定にか
かわらず、その額が対象保険年度を通算して２次免責金額を上回った場合において、そのこえた額
（以下「２次免責金額特約保険金」といいます。）のみを対象被保険者に支払います。
� 普通約款およびこれに付帯されるこの特約以外の特約の規定に従い保険金が支払われる損害もし
くは傷害または疾病のうち、普通約款第６章一般条項第３９条（他の保険契約がある場合の保険金の
支払額）に取り扱いが規定されるものについて、保険金を支払うべき他の保険契約（共済契約を含
みます。以下「他の保険契約等」といいます。）がある場合において、それぞれの保険契約または共
済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または
共済金の額の合計額が損害額をこえるときは、各損害もしくは傷害または疾病について、次の算式
によって算出された額の合計額を対象保険金とします。

損害額－他の保険契約等の規定に従い支払われるべき保険金の額

� 前項の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのう
ちもっとも低い免責金額を差し引いた残額とします。
� 前３項に規定する対象保険金は、以下の各号の場合において対象被保険者に対して支払われるべ
き保険金とします。
� 普通約款第１章財物条項（これに付帯される特約を含みます。）において、損害が生じた保険の
目的の所有者としての対象被保険者に支払われる保険金。
� 普通約款第３章傷害条項（これに付帯される特約を含みます。）において、被保険者としての対
象被保険者が被った傷害およびこれによる損害に対して支払われる保険金。ただし、当該対象保
険年度を経過した後の入院、通院、手術、退院、就業不能に対して支払われるべき保険金または
当該対象保険年度を経過した後に支払事由に該当したことにより支払われるべき保険金について
は含まれません。
� 普通約款第４章疾病条項（これに付帯される特約を含みます。）において、被保険者としての対
象被保険者が被った疾病およびこれによる損害に対して支払われる保険金。ただし、当該対象保
険年度を経過した後の入院、通院、手術、退院、就業不能に対して支払われるべき保険金または
当該対象保険年度を経過した後に支払事由に該当したことにより支払われるべき保険金について
は含まれません。
� 普通約款第５章費用条項（これに付帯される特約を含みます。）において、被保険者としての対
象被保険者が被った費用に対して支払われる保険金。

	 対象保険金の算定後、損害額のうち第三者が負担すべき金額が回収された場合には、その金額に
もとづき対象保険金を再算定します。この場合において、すでに２次免責金額特約保険金が支払わ
れているときは、再算定された対象保険金の額にもとづき２次免責金額特約保険金の額を再算定し、
すでに支払われた２次免責金額特約保険金との差額を精算します。

 第４項にかかわらず対象保険金には以下各号の保険金は含まれません。
� 普通約款第３章傷害条項の傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、特定傷害診断保険金、重度
傷害保険金、傷害介護保険金、傷害介護一時保険金、人身傷害保険金および特定感染症危険担保

約款‐１８５



特約の葬祭費用保険金
� 普通約款第３章傷害条項および第４章疾病条項に付帯される搭乗者傷害特約、人身傷害補償特
約、自損事故傷害特約および無保険車事故傷害特約の規定に従い支払われるべき保険金
� 普通約款第３章傷害条項および第４章疾病条項に付帯されるリハビリ費用担保特約のリハビリ
費用保険金、家族介護者支援特約の家族介護者支援保険金および介護者等転居費用担保特約の介
護者等転居費用保険金
� 普通約款第４章疾病条項の特定疾病診断保険金、重度疾病保険金、疾病介護保険金、疾病介護
一時保険金、人身疾病保険金、がん特約の診断保険金および重度一時金
� 海外補償に関する特約（保険責任のおよぶ地域の拡大に関する特約、海外旅行補償特約（総合
保険用）およびこれに付帯する特約）の規定に従い支払われるべき保険金
� 当該対象保険年度より前に生じた事故による損害または傷害もしくは発病した疾病に対する保
険金
� 保険証券に記載された除外保険金

第３条（対象保険金への規定適用にあたっての特則）
� 対象被保険者は、２次免責金額特約保険金の請求を行う場合には、保険契約者を経由して行うも
のとし、当会社は、保険契約者を経由しない同保険金の請求を受けることはできないものとします。
� 当会社は、普通約款およびこの保険契約に付帯される特約における対象保険金に係る諸規定が、
被保険者の委任を受けないで適用される場合があることをあらかじめ承認します。この場合におい
て、保険契約者は、その旨を当会社に告げることを要しません。
	 前２項の規定にかかわらず、保険契約者以外の対象被保険者（以下「請求被保険者」といいます。）
の請求があり、かつ、当会社がこれを承認した場合は、当該請求に基づいてその請求被保険者に支
払われるべき対象保険金（同一対象被保険者に係る請求が複数ある場合は、これらの請求に基づい
てその請求被保険者に支払われるべき対象保険金の合計額とします。）が２次免責金額をこえるとき
にかぎり、当会社は、そのこえる額を、当該請求被保険者に支払います。

 前項の規定が適用される場合、第１項の規定に基づいて２次免責金額特約保険金として支払われ
る額は、前条の規定により算出された額から、前項の支払った額を控除した残額とします。
第４条（準用規定）
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこの保
険契約に付帯される特約の規定を準用します。

保険責任のおよぶ地域の拡大に関する特約

第１条（保険責任のおよぶ地域の拡大）
� 当会社は、この特約に従い、別表中１．に掲げる保険金のうちこの保険契約の支払対象となるもの
について、総合保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）第６章一般条項第２条（保険責
任のおよぶ地域）の規定にかかわらず、別表中２に規定する損害、傷害または疾病に対して、保険
金を支払います。
� 前項の場合において、この特約に従い、普通約款第５章費用条項第１８節救援者費用条項第３条（費
用の範囲）第５号の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「�諸雑費
救援者の渡航手続費（旅券印刷代、査証料、予防接種料等）および救援者または救援者費用被
保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、救援者費用被保険者の遺体処理費等を
いい、次の各号のいずれかの金額を限度とします。
イ．これらの費用が、救援者費用被保険者が日本国外において第１条（救援者費用保険金を支払
う場合）第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、２０万円
ロ．これらの費用が、救援者費用被保険者が日本国内において第１条（救援者費用保険金を支払
う場合）第１項各号に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、３万円」

	 第１項の場合において、被保険者が日本国外において被った賠償損害については、示談交渉不行
使特約の規定が適用されます。このとき、同特約第１条（示談交渉の不行使）の規定中、「第１条
（保険金を支払う場合）第１項、第２項、第７項および第８項の賠償責任のうち、保険証券に記載
された賠償責任については」とあるのを「第１条（保険金を支払う場合）第１項および第７項の賠
償責任で、被保険者が日本国外において被った賠償責任については」と読み替えて適用します。
第２条（時刻）

この特約の規定により、時刻に関する規定はすべて保険証券発行地の標準時によるものとします。
第３条（普通約款等の準用）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険およびこれ
に付帯される特約の規定を準用します。

特

約
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１．対象となる保険金の種類 ２．保険責任のおよぶ地域

第１章
財物条項

�携行品損害保険金。ただし、携行品の
範囲限定に関する特約が付帯されてい
る場合には保険証券記載の携行品の範
囲として「ゴルフ用品」と記載されてい
るときに限ります。

日本国内外において生じた事故により、
保険の目的が日本国内外において被った
損害

第２章
賠償責任条
項

次の賠償責任に関する保険金
�生活に関する賠償責任。ただし、生活
賠償責任の範囲限定に関する特約が付
帯されている場合には保険証券記載の
生活賠償責任の範囲として「ゴルフ」
または「スポーツ」と記載されている
ときに限ります。

�受託品に関する賠償責任

日本国内外において生じた事故により、
被保険者が日本国内外において被った賠
償損害

第３章
傷害条項

�傷害定額保険金。ただし、傷害補償の
範囲の限定に関する特約が付帯される
場合には保険証券に記載されている行
為として「ゴルフ」と記載されている
ときに限ります。

�次の特約の規定により支払われる保険
金。
・特定感染症危険担保特約
・リハビリ費用担保特約
・家族介護者支援特約
・介護者等転居費用担保特約

被保険者が日本国内外において被った
傷害

第４章
疾病条項

�疾病定額保険金
�次の特約の規定により支払われる保険
金。
・成人病入院特約
・女性医療特約
・がん特約
・がん特定手術特約
・がん女性手術特約
・がん退院後ケア特約
・リハビリ費用担保特約
・家族介護者支援特約
・介護者等転居費用担保特約

被保険者が日本国内外において発病し
た疾病

第５章
費用条項

�第１８節救援者費用条項の救援者費用保
険金

�第１９節キャンセル費用条項のキャンセ
ル費用保険金

日本国内外において生じた事故または
事由により、被保険者が日本国内外にお
いて被った費用損害

【別表】
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用語 定義

一部損 （建物の場合）
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額（注）の３％以上２０％
未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第２
条（保険金を支払う場合）�の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の
復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
（注）門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。

（生活用動産の場合）
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の１０％以上３０％未満で
ある損害をいいます。

危険 損害の発生の可能性をいいます。

危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料
がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になること
をいいます。

警戒宣言 大震法第９条（警戒宣言等）第１項に基づく地震災害に関する警戒宣言をい
います。

告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによ
って当会社が告知を求めたものをいいます。（注）
（注）他の保険契約に関する事項を含みます。

敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所
およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有
されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は
中断されることなく、これを連続した土地とみなします。

地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。

地震保険法 地震保険に関する法律（昭和４１年法律第７３号）をいいます。

生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、
建物に収容されている物に限ります。

用語 定義

全損 （建物の場合）
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額（注）の５０％以上であ
る損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床
面積に対する割合が７０％以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造
部の損害の額には、第２条（保険金を支払う場合）�の損害が生じた建物の
原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものと
します。
（注）門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。

（生活用動産の場合）
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の８０％以上である損害
をいいます。

損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によ
って保険の対象について生じた損害を含みます。

大震法 大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）をいいます。

建物 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タ
ンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の
用に供する建物に限ります。

建物の主要構造部 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条（用語の定義）第３号の構
造耐力上主要な部分をいいます。

他の保険契約 （保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合）
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第５条（保険金
の支払額）��または�の建物または生活用動産について締結された地震等
による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。

（保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合）
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第５条（保険金
の支払額）��または�の専有部分もしくは共用部分または生活用動産につ
いて締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をい
います。

半損 （建物の場合）
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額（注）の２０％以上５０％
未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物
の延べ床面積に対する割合が２０％以上７０％未満である損害をいいます。なお、
建物の主要構造部の損害の額には、第２条（保険金を支払う場合）�の損害
が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費
用を含むものとします。
（注）門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。

（生活用動産の場合）
生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の３０％以上８０％未満で
ある損害をいいます。

保険価額 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

地震保険普通保険約款

第１章 用語の定義条項

第１条（用語の定義）
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

地
震
保
険
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用語 定義

保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。

第２章 補償条項

第２条（保険金を支払う場合）
� 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険
の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険
金を支払います。
� 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生
じたため、建物全体が居住不能（注）に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因と
する火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
（注）一時的に居住不能となった場合を除きます。

� 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水（注１）
または地盤面（注２）より４５㎝を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合（注３）
には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた
建物の一部損とみなして保険金を支払います。
（注１）居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、

たたきの類を除きます。

（注２）床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。

（注３）その建物に生じた�の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
� �から�までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保
険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀ま
たは垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとし
ます。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
� 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、�から�までの損害
の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物
全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合に
は、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
� 保険の対象が生活用動産である場合には、�から�までの損害の認定は、その生活用動産の
全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。

第３条（保険金を支払わない場合）
� 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、
保険金を支払いません。
� 保険契約者、被保険者（注１）またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失ま
たは法令違反
� 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者（注２）
またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け
取るべき金額については除きます。
� 保険の対象の紛失または盗難
	 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または
暴動（注３）

 核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）の放射性、
爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

（注１）保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関

をいいます。

（注２）被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する

その他の機関をいいます。

（注３）群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上

重大な事態と認められる状態をいいます。

（注４）使用済燃料を含みます。

（注５）原子核分裂生成物を含みます。

� 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して１０日を経過した後に生じた損害に対しては、
保険金を支払いません。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第４条（保険の対象の範囲）
� この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対
象のうち、建物または生活用動産に限られます。
� �の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保
険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、こ
れらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
� �の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
� 畳、建具その他これらに類する物
� 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備
のうち建物に付加したもの
� 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
� �および�の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
� 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
� 自動車（注）

とう

� 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、１個または１
組の価額が３０万円を超えるもの

	 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう


 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
（注）自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が１２５㏄以下の原動機付自転車を除きます。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第４条（保険の対象の範囲）
� この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対
象のうち、専有部分もしくは共用部分（注）または生活用動産に限られます。
（注）居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。

� �の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約
の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、
これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
� �の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
� 畳、建具その他これらに類する物
� 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備
のうち専有部分に付加したもの
� 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したも
の

� �および�の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
� 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
� 自動車（注）

とう

� 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、１個または１
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組の価額が３０万円を超えるもの
� 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

じゅう

� 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
（注）自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が１２５㏄以下の原動機付自転車を除きます。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第５条（保険金の支払額）
� 当会社は、第２条（保険金を支払う場合）の保険金として次の金額を支払います。
� 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険
金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。

� 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険
金額の５０％に相当する額。ただし、保険価額の５０％に相当する額を限度とします。

� 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保
険金額の５％に相当する額。
ただし、保険価額の５％に相当する額を限度とします。

� �の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、
この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの
保険契約の保険金額とみなし�の規定を適用します。
� 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 ５，０００万円
� 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 １，０００万円
� ��または�の建物または生活用動産について、地震保険法第２条（定義）第２項の地震
保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の
保険金額の合計額が��または�に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超え
るときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみな
し、�の規定を適用します。
� 建物

５，０００万円または保険価
額のいずれか低い額

×
この保険契約の建物についての保険金額

それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額

� 生活用動産

１，０００万円または保険価
額のいずれか低い額

×
この保険契約の生活用動産についての保険金額

それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額

	 当会社は、��の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、
または��の建物が２以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするそ
の建物または戸室ごとに�および�の規定をそれぞれ適用します。

 �から	までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険
料を返還します。
� �の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から��または�に
規定する限度額を差し引いた残額

� �の規定により保険金を支払った場合（注）は、この保険契約の保険金額から次の算式
によって算出した額を差し引いた残額
ア．建物

��に規定
する限度額

×
この保険契約の建物についての保険金額

それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額

イ．生活用動産

��に規定
する限度額

×
この保険契約の生活用動産についての保険金額

それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額

（注）��または�の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が��または�に
規定する限度額を超える場合に限ります。

� 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会
社に移転しません。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第５条（保険金の支払額）
� 当会社は、第２条（保険金を支払う場合）の保険金として次の金額を支払います。
� 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、
その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
� 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、
その保険の対象の保険金額の５０％に相当する額。ただし、保険価額の５０％に相当する額を
限度とします。
� 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、
その保険の対象の保険金額の５％に相当する額。ただし、保険価額の５％に相当する額を
限度とします。

� 専有部分および共用部分を１保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の
対象とみなして�および	の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険
価額の割合（注）によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対す
る保険金額とみなします。
（注）専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険

証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は４０％とみなします。

� �の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分
の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える
場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし�の規定を適用します。
� 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 ５，０００
万円
� 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 １，０００万円
	 ��または�の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第２条
（定義）第２項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、
それぞれの保険契約の保険金額の合計額が��もしくは�に規定する限度額または保険価額
のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保
険契約の保険金額とみなし、�の規定を適用します。
� 専有部分

５，０００万円または保険価
額のいずれか低い額

×
この保険契約の専有部分の保険金額

それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金
額の合計額

� 共用部分

５，０００万円または保険価
額のいずれか低い額

×
この保険契約の共用部分の保険金額

それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金
額の合計額

� 生活用動産

地
震
保
険
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１，０００万円または保険価
額のいずれか低い額

×
この保険契約の生活用動産についての保険金額

それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額

� 当会社は、��の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する
他の専有部分および共用部分がある場合、または��の専有部分および共用部分が２以上の
世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分ま
たは戸室ごとに�および�の規定をそれぞれ適用します。
� �から�までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険
料を返還します。
� �の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から��または�に
規定する限度額を差し引いた残額
� �の規定により保険金を支払った場合（注）は、この保険契約の保険金額から次の算式
によって算出した額を差し引いた残額
ア．専有部分および共用部分

��に規定
する限度額

×
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額

それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額

イ．生活用動産

��に規定
する限度額

×
この保険契約の生活用動産についての保険金額

それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額

（注）��または�の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計
額が��または�に規定する限度額を超えるときに限ります。

� 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会
社に移転しません。

第６条（包括して契約した場合の保険金の支払額）
２以上の保険の対象を１保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険
金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの
別に前条の規定を適用します。
第７条（保険金支払についての特則）
� 地震保険法第４条（保険金の削減）の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれ
がある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険
金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
	 地震保険法第４条（保険金の削減）の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合に
は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として
支払います。

第８条（２以上の地震等の取扱い）
この保険契約においては、７２時間以内に生じた２以上の地震等は、これらを一括して１回の地震

等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱
います。

第３章 基本条項

第９条（保険責任の始期および終期）
� 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後４時（注）に始まり、末日の午後４時に終わりま
す。
（注）保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

	 �の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
� 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されてい
る保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払
いません。

第１０条（告知義務）
� 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実
を正確に告げなければなりません。
	 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または
重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
� 	の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
� 	に規定する事実がなくなった場合
� 当会社が保険契約締結の際、	に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを
知らなかった場合（注）

 保険契約者または被保険者が、第２条（保険金を支払う場合）の事故による保険金を支払う
べき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれ
を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事
実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結してい
たと認めるときに限り、これを承認するものとします。
� 当会社が、	の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過した場合また
は保険契約締結時から５年を経過した場合

（注）当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないことも

しくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。

� 	の規定による解除が第２条（保険金を支払う場合）の事故による保険金を支払うべき損害の
発生した後になされた場合であっても、第２０条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、当
会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社
は、その返還を請求することができます。
� �の規定は、	に規定する事実に基づかずに発生した第２条（保険金を支払う場合）の事故に
よる保険金を支払うべき損害については適用しません。

第１１条（通知義務）

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
� 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被
保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなく
なった場合には、当会社への通知は必要ありません。
� 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
� 保険の対象を他の場所に移転したこと。

 �および�のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと。
（注）告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めた

ものに関する事実に限ります。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
� 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被
保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなく
なった場合には、当会社への通知は必要ありません。
� 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしく
は共用部分の構造または用途を変更したこと。
� 保険の対象を他の場所に移転したこと。

 �および�のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと。
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（注）告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めた

ものに関する事実に限ります。

� �の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意
または重大な過失によって遅滞なく�の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
� �の規定は、当会社が、�の規定による解除の原因があることを知った時から１か月を経過し
た場合または危険増加が生じた時から５年を経過した場合には適用しません。
� �の規定による解除が第２条（保険金を支払う場合）の事故による保険金を支払うべき損害の
発生した後になされた場合であっても、第２０条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、解
除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第２条の事故による保険金を
支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金
を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
� �の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第２条（保険金を支払う場
合）の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
� �の規定にかかわらず、�の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建
物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知を
もって、この保険契約を解除することができます。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
� �の規定にかかわらず、�の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部
分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合
（注）には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除す
ることができます。
（注）共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所

有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。

� �の規定による解除が第２条（保険金を支払う場合）の事故による保険金を支払うべき損害の
発生した後になされた場合であっても、第２０条（保険契約解除の効力）の規定にかかわらず、�
の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第２条の事故による保険金を支払うべき
損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って
いたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

第１２条（保険契約者の住所変更）
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そ
の旨を当会社に通知しなければなりません。
第１３条（保険の対象の譲渡）
� 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、
遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
� �の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する
権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、�の規定にかかわらず、保険の対象
の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりま
せん。
� 当会社が�の規定による承認をする場合には、第１５条（保険契約の失効）�の規定にかかわら
ず、�の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

第１４条（保険契約の無効）
� 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を
もって締結した保険契約は無効とします。
� 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第３条（地震防災対策強化地域の指定等）第１項の規定

により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在す
る保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第９条第３項の規定に基づく地震災
害に関する警戒解除宣言が発せられた日（注）までの間に締結された保険契約は無効とします。
ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者お
よび保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場
合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したと
きは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
（注）その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する

日とします。

第１５条（保険契約の失効）
� 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効
力を失います。
� 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第３２条（保険金支払後の保険契約）�の規定に
より保険契約が終了した場合を除きます。
	 保険の対象が譲渡された場合
� おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合には、それぞれについて、�の規
定を適用します。

第１６条（保険契約の取消し）
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当
会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第１７条（保険金額の調整）
� 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および
被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をも
って、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
� 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対
する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまで
の減額を請求することができます。

第１８条（保険契約者による保険契約の解除）
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま
す。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、
質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第１９条（重大事由による解除）
� 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知
をもって、この保険契約を解除することができます。
� 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目
的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
	 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとし
たこと。

 �および	に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、�および	の事由がある場
合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重
大な事由を生じさせたこと。

� �の規定による解除が第２条（保険金を支払う場合）の事故による保険金を支払うべき損害の
発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、��から
までの事由が生じ
た時から解除がなされた時までに発生した第２条の事故による保険金を支払うべき損害に対して
は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
当会社は、その返還を請求することができます。

第２０条（保険契約解除の効力）
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第２１条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）
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� 第１０条（告知義務）�により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更す
る必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した
保険料を返還または請求します。
� 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があると
きは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の
減少が生じた時以降の期間（注）に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
（注）保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。

� 当会社は、保険契約者が�または�の規定による追加保険料の支払を怠った場合（注）は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（注）当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に

限ります。

� �または�の規定による追加保険料を請求する場合において、�の規定によりこの保険契約を
解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
� �の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第２
条（保険金を支払う場合）の事故による損害については適用しません。
� �および�のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当
会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必
要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過
期間に対する保険料を返還または請求します。
� �の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険
契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款お
よび特約に従い、保険金を支払います。

第２２条（保険料の返還－無効、失効等の場合）
� 第１４条（保険契約の無効）�の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料
を返還しません。
� 第１４条（保険契約の無効）�の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、
当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
� 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を
返還します。
� この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われた
ために終了した結果、この保険契約が第３３条（付帯される保険契約との関係）�の規定により終
了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第２３条（保険料の返還－取消しの場合）
第１６条（保険契約の取消し）の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、

保険料を返還しません。
第２４条（保険料の返還－保険金額の調整の場合）
� 第１７条（保険金額の調整）�の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当

さかのぼ

会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
� 第１７条（保険金額の調整）�の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、
当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に
対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

第２５条（保険料の返還－解除の場合）
� 第１０条（告知義務）�、第１１条（通知義務）�もしくは�、第１９条（重大事由による解除）�
または第２１条（保険料の返還または請求－告知義務・通知義務等の場合）�の規定により、当会
社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を
返還します。
� 第１８条（保険契約者による保険契約の解除）の規定により、保険契約者が保険契約を解除した

場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険
料を差し引いて、その残額を返還します。

第２６条（事故の通知）
� 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の
発生ならびに他の保険契約の有無および内容（注）を当会社に遅滞なく通知しなければなりませ
ん。
（注）既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

� 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象
が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは
一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく�の規定に違反した場合は、当会社は、それ
によって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第２７条（損害防止義務）
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発
生および拡大の防止に努めなければなりません。
第２８条（保険金の請求）
� 当会社に対する保険金請求権は、第２条（保険金を支払う場合）の事故による損害が発生した
時から発生し、これを行使することができるものとします。
� 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当
会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
� 保険金の請求書
	 損害見積書

 その他当会社が次条�に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また
は証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

� 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険
者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当
会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することが
できます。
� 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注）
	 �に規定する者がいない場合または�に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合
には、被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親族

 �および	に規定する者がいない場合または�および	に規定する者に保険金を請求できな
い事情がある場合には、�以外の配偶者（注）または	以外の３親等内の親族

（注）法律上の配偶者に限ります。

� �の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後
に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
� 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、�に掲
げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま
す。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければ
なりません。
� 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく�の規定に違反した場合または�、�もしく
は�の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した
場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第２９条（保険金の支払時期）
� 当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて３０日以内に、当会社が保険金を支払うため
に必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
� 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損
害発生の有無および被保険者に該当する事実
	 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由と

約款‐１９３



してこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
� 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額（注２）および事故と損害との
関係
� 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、
失効、取消しまたは終了（注３）の事由に該当する事実の有無
� �から�までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害
賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保
険金の額を確定するために確認が必要な事項

（注１）被保険者が前条�および�の規定による手続を完了した日をいいます。
（注２）保険価額を含みます。

（注３）第３３条（付帯される保険契約との関係）�において定める終了に限ります。
� �の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、�の規定にかか
わらず、当会社は、請求完了日（注１）からその日を含めて次に掲げる日数（注２）を経過する
日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確
認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
� ��から�までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・
調査結果の照会（注３） １８０日
� ��から�までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 ９０日
� 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された災害の被災地域における��から�までの
事項の確認のための調査 ６０日

� 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によ
って被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模
以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における��から�まで
の事項の確認のための調査 ３６５日

� ��から�までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本
国外における調査 １８０日

（注１）被保険者が前条�および�の規定による手続を完了した日をいいます。
（注２）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。

（注３）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

� �および�に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくそ
の確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合（注）には、これにより確認が遅延した期間につ
いては、�または�の期間に算入しないものとします。
（注）必要な協力を行わなかった場合を含みます。

	 当会社は、第７条（保険金支払についての特則）の規定により保険金（注）を支払う場合には、
�から�までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
（注）概算払の場合を含みます。

第３０条（時効）
保険金請求権は、第２８条（保険金の請求）�に定める時の翌日から起算して３年を経過した場合
は、時効によって消滅します。
第３１条（代位）
� 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当
会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移
転するのは、次の額を限度とします。
� 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合

被保険者が取得した債権の全額
� �以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

� ��の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し
た債権よりも優先して弁済されるものとします。

� 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する�または�の債権の保全および行使ならびに
そのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合に
おいて、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。

第３２条（保険金支払後の保険契約）
� 当会社が第５条（保険金の支払額）��の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保
険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
� �の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、
減額することはありません。ただし、第５条（保険金の支払額）
の規定が適用される場合に
は、保険金額から同条
�または�の残額を差し引いた金額を同条
の規定を適用する原因と
なった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。

【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
� �の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、
減額することはありません。ただし、第５条（保険金の支払額）�の規定が適用される場合に
は、保険金額から同条��または�の残額を差し引いた金額を同条�の規定を適用する原因と
なった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。

� �の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
	 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が２以上ある場合には、それぞれについて、�から
�までの規定を適用します。

第３３条（付帯される保険契約との関係）
� この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第２条（定
義）第２項第３号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとしま
す。
� この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険
契約も同時に終了するものとします。

第３４条（保険契約の継続）
� 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合（注）に、保険契約申込書に記載し
た事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、
書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第１０条（告
知義務）の規定を適用します。
（注）新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約と

の間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券

を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

� 第９条（保険責任の始期および終期）�の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを
適用します。

第３５条（保険契約者の変更）
� 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険
約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険
者が保険の対象を譲渡する場合は、第１３条（保険の対象の譲渡）の規定によるものとします。

� �の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、
承認を請求しなければなりません。
� 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相
続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するも
のとします。

第３６条（保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い）
� この保険契約について、保険契約者または被保険者が２名以上である場合は、当会社は、代表
者１名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者また
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は被保険者を代理するものとします。
� �の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保
険者の中の１名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を
有するものとします。
� 保険契約者または被保険者が２名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯し
てこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

第３７条（訴訟の提起）
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第３８条（準拠法）
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

保険契約の継続および保険料の払込方法等に関する特約（総合保険付帯地震保険用）

第１条（総合保険一般条項等の準用）
この特約が付帯された地震保険契約の継続および保険料の払込方法に関する規定については、総
合保険普通保険約款（以下「総合保険約款」といいます。）第６章一般条項（以下「総合保険一般条
項」といいます。）およびこれに付帯される特約の規定を準用するものとします。
第２条（継続契約の地震保険の保険金額）

この保険契約が付帯される総合保険約款に保険金の新価払特約が付帯されている場合で、当該特
約の規定に基づき保険の目的の価額が再評価され、または財物保険金額（財物保険金額の設定がな
い場合は建物・収容動産支払限度額とします。）が調整されたときは、当会社と保険契約者または被
保険者との間で、必要に応じて当該保険の目的の保険金額を調整するものとします。
第３条（準用規定）

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯され
た地震保険普通保険約款（以下「普通約款」といいます。）の規定に従います。この場合において、
普通約款第３３条（付帯される保険契約との関係）第２項の規定中、「終了した場合」とあるのは「終
了した場合（この保険契約が付帯された総合保険約款第６章一般条項第３７条（支払条項の継続）の
規定により、この保険契約の保険の対象に係る総合保険約款の支払条項が継続される場合を除きま
す。）」と読み替えるものとします。
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選べるロードアシスト

Ⅰ 選べるロードアシスト全般に関する事項

１．選べるロードアシスト 利用規約について
� 選べるロードアシスト（以下「本アシスト」といいます。）は、「事故・故障時選べる特約（正
式名称：事故・故障時諸費用補償特約）」による補償および補償に伴う各種案内や手配、費用精算
等のサービスと、その他「付帯サービス」から構成されます。
� 本利用規約は、弊社が提供する本アシストに関する事項を規定したものです。
� 「事故・故障時選べる特約」による補償は、ご契約に適用される普通保険約款および特約の規
定にしたがいます。
� 本アシストによる各種案内や手配ができない場合であっても、「事故・故障時選べる特約」の補
償対象となり、特約による保険金をお支払いできる場合があります。
例：①
台風や大雪等により、弊社が本アシストによる各種案内や手配を行うことができない場合でも、
「事故・故障時選べる特約」の規定にしたがい、特約の補償対象となる損害に対しては、特約
による保険金をお支払いします。
②

事故や故障の発生時に弊社への連絡がない場合、弊社は本アシストによる各種の案内や手配を
行うことができませんが、「事故・故障時選べる特約」の規定にしたがい、特約の補償対象とな
る損害に対しては、特約による保険金をお支払いします。

２．選べるロードアシストのアシストメニュー提供内容
本アシストでは、以下のアシストメニューを提供します。①から⑥までのメニューが、「事故・故障
時選べる特約」による補償、⑦から⑨までのメニューが、「付帯サービス」となります。
【「事故・故障時選べる特約」の補償によるアシストメニュー】（特約による保険金のお支払いとな
ります。）

①車両搬送費用 ②車両引取費用 ③キャンセル費用 ④緊急宿泊費用
⑤代替交通費用（レンタカー費用を含みます。） ⑥積載物運搬費用

【「付帯サービス」によるアシストメニュー】（原則として無料サービスとなります。）

⑦緊急時応急対応サービス ⑧燃料切れ時ガソリン配達サービス ⑨おクルマ故障相談サービス

３．選べるロードアシストの対象車両
� 本アシストは、「事故・故障時選べる特約」に定める対象自動車（以下「対象自動車」といいま
す。）が対象となります。

� 対象自動車以外の自動車や原動機付自転車は、本アシストの対象となりません。
� 普通保険約款および特約の規定にしたがい、対象自動車の入替が行われた場合、車両入替後の
自動車を対象自動車として、本利用規約を適用します。

４．選べるロードアシストの対象者
� 本アシストは、対象自動車に搭乗中の方が対象となります。
� 一時的に対象自動車から離れていた場合であっても、事故、故障または車両トラブルの前後の
状況から搭乗していたとみなされる方は、搭乗中とみなして本利用規約を適用します。
� 対象自動車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないで対象自動車に搭乗中の方は、
対象となりません。
� ①「車両搬送費用」および②「車両引取費用」については、対象自動車の所有者および「事故
・故障時選べる特約」に定める記名運転者は、対象自動車への搭乗の有無にかかわらず対象とな
ります。

５．選べるロードアシストの適用地域

� 本アシストは、日本国内でのみ適用されます。
� 一部の離島等の地域では提供するアシストメニューの内容により、本アシストによる各種の案
内や手配、付帯サービスの提供ができない場合があります。ただし、「事故・故障時選べる特約」
の規定にしたがい、特約の補償対象となる損害に対しては、特約による保険金をお支払いします。

６．選べるロードアシストの対象期間
� 本アシストは、保険証券記載の保険期間が提供対象期間となります。
� 保険契約が解約または解除された場合や、保険契約が取消し、無効または失効となった場合、
「事故・故障時選べる特約」が削除された場合は、本アシストの対象となりません。

７．選べるロードアシストを提供できない主な場合等
� 本アシストは、以下の事項に該当する場合には、提供することができません。
① 事故、故障または車両トラブルの原因が次のいずれかの場合
ア．本アシストの対象者の故意または重大な過失
イ．戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変ま
たは暴動
ウ．地震、噴火、津波
エ．核燃料物質の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用またはこれらの特性
オ．上記エ．以外の放射線照射、放射能汚染
カ．上記イ．からオ．までの事由によって発生した事故の拡大、またはこれらの事由に伴う秩
序の混乱
キ．国または公共団体の公権力の行使
ク．詐欺または横領
ケ．競技（レース、ラリー等）・曲技での使用および競技（レース、ラリー等）・曲技を目的と
する場所での使用
コ．保険証券記載の補償を受けられる方以外の方が運転中の場合
② 対象自動車の運転者が、法令で定められた運転資格を持たない場合、麻薬等の影響により正
常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、酒気を帯びて（道路交通法第６５条第１
項違反またはこれに相当する状態をいいます。）運転した場合
③ 雪道や砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態であり事故や故障、車両自体に生
じたトラブルに該当しない場合

� 「事故・故障時選べる特約」の補償によるアシストメニューについては、「事故・故障時選べる
特約」およびご契約に適用される普通保険約款および特約の規定にしたがい、特約の補償対象と
ならない場合は、本アシストを提供することができません。
� 以下の事項に該当する場合には、本アシストによる各種の案内や手配、付帯サービスの提供を
行うことができません。ただし、「事故・故障時選べる特約」の規定にしたがい、特約の補償対象
となる損害に対しては、特約による保険金をお支払いします。
① 対象自動車が、違法改造されている場合またはメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加
えていた場合
② 海岸、農地、原野、河川敷、港湾施設、造成地、工場跡地等、通常の自動車走行に不適な場
所で対象自動車を使用し、事故や故障が発生した場合
③ 故意によりメーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付け注意、警告ラベル等に示す使用
限度を超えて対象自動車を使用した場合
④ 航空機または船舶により対象自動車を輸送中の場合
⑤ 対象自動車が、有効な自動車検査証の交付を受けていない場合
� 本アシストによる各種の案内や手配、付帯サービスをご利用いただく場合は、必ず事前に本ア
シストの受付窓口である「東京海上日動安心１１０番」にご連絡いただくことが必要です。ご連絡が
ない場合は、本アシストによる各種の案内や手配、付帯サービスの提供を行うことができません。

８．選べるロードアシストをご利用いただく際のご注意事項
� 本アシストは、弊社がＪＡＦまたは弊社の提携会社を通じて提供します。
� お客様がＪＡＦ会員の場合は、お客様のご了解のもと、原則としてＪＡＦに取次ぎます。
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� 本アシストを提供する際、お客様の証券番号等を確認し、本アシストの提供に必要な契約内容
情報やお客様の情報を、ＪＡＦまたは弊社の提携会社へ提供します。
� 弊社へご連絡いただいた際、聞き間違いによりお客様にご迷惑をおかけしないよう、通話記録
を保存しております。
� 交通事情、気象状況等により、本アシスト提供会社の到着に時間がかかる場合または本アシス
トによる各種の案内や手配、付帯サービスの提供ができない場合があります。
� レッカーによるけん引や対象自動車に生じた故障や車両のトラブルに対する応急対応の過程で、
対象自動車の車体等に損傷等が生じる可能性が予測される場合、その損傷等につき本アシストの
提供会社を免責とする趣旨の書類に、お客様の署名をいただく場合があります。
� 各アシストメニューに規定する上限額を超える費用や、各アシストメニューの提供範囲外の費
用はお客様のご負担となります。また、弊社が本アシストを提供した後に、本アシストの対象で
はないことが判明した場合、提供に必要とした費用は、全てお客様のご負担となります。
� 相手方のある事故等が原因となって本アシストを提供し、その費用についてお客様が損害賠償
請求権を取得した場合において、弊社が本アシストの費用をお支払いしたときは、その債権は弊
社に移転します。ただし、移転するのは、お客様が取得した債権の額から、お支払いしていない
費用の額を差し引いた額とします。
� 本アシストをご利用いただいても、ご契約のリザルトレーティング係数に影響はありません。

Ⅱ 各アシストメニューの内容

１．車両搬送費用
� 「車両搬送費用」の内容
① 対象自動車が事故や故障により走行不能となった場合に、走行不能となった場所からお客様
がご指定する修理工場等まで対象自動車を搬送する手配を行い、搬送に必要な費用を、１０万円
を上限に補償します。
② 搬送に必要な費用には、修理工場等に搬送するために必要な仮修理を実施した費用や、修理
工場等に搬送するために必要なクレーン作業料や保管料を含みます。
③ 修理工場の指定がない場合、弊社が修理工場を紹介し、お客様に搬送先を決定いただきます。
④ 「走行不能となった場合」とは、対象自動車が事故や故障により、自力で移動することがで
きない状態、法令により走行してはいけない状態または盗難された状態をいいます。
⑤ 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。

	 ご利用上のご注意
① 雪道や砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態からのレッカーけん引は、事故や
故障による走行不能には該当しないため、対象となりません。
② 一旦、お客様がご指定する修理工場等へ搬送した後に、再度、搬送したことにより生じた費
用は対象となりません。
③ 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

２．車両引取費用
� 「車両引取費用」の内容
① 対象自動車が事故や故障により走行不能となり、修理工場で修理された場合に、次のいずれ
かの費用を、１０万円を上限に補償します。

イ 修理完了後の対象自動車を、修理工場からお客様のご自宅へ納車するために必要な費用

ロ 対象自動車を修理工場で引き取るために必要な１名分の片道の交通費用。ただしレンタカ
ーを利用した際の費用は対象となりません。

② 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。
	 ご利用上のご注意
① 「車両引取費用」にかかる費用は、一旦お客様にお立替えいただき、後日、上限額の範囲内
で補償します。お立替えいただいた費用をご請求いただく際に、請求書類とあわせて領収証の
原本をご提出いただきます。バスや電車等の領収証のお取り付けが困難な交通機関の場合は、

所定の請求用紙にご記入の上、ご請求いただきます。
② 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

３．キャンセル費用
� 「キャンセル費用」の内容
① 対象自動車が、事故や故障により走行不能となり、予約していた交通機関や航空機、宿泊施
設、旅行等をキャンセルした場合に、発生したキャンセル費用を、５０万円を上限に補償します。
故障の場合は、修理工場等へ搬送されたときに限ります。
② 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。
	 ご利用上のご注意
① 予約のキャンセルにかかる費用は、一旦お客様にお立替えいただき、後日、上限額の範囲内
で補償します。お立替えいただいた費用をご請求いただく際に、請求書類とあわせて領収証の
原本をご提出いただきます。
② 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

４．緊急宿泊費用
� 「緊急宿泊費用」の内容
① 対象自動車が、事故や故障により走行不能となり、緊急に宿泊が必要となった場合に、近隣
の宿泊施設を案内し、１泊分の宿泊費用を、対象者１名につき１万円を上限に補償します。故
障の場合は、修理工場等へ搬送されたときに限ります。ただし「緊急宿泊費用」、「代替交通費
用」および「積載物運搬費用」に対する補償は、１回の事故・故障につき合計で５万円を限度
とします。
② 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。
	 ご利用上のご注意
① 「緊急宿泊費用」にかかる費用は、一旦お客様にお立替えいただき、後日、上限額の範囲内
で補償します。お立替えいただいた費用をご請求いただく際に、請求書類とあわせて領収証の
原本をご提出いただきます。
② 飲食費等の費用はお客様のご負担となります。
③ 「緊急宿泊費用」の対象となる宿泊は、あらかじめ弊社の承認がない限り、事故や故障の発
生から２４時間以内に利用した１泊の宿泊に限ります。
④ 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

５．代替交通費用（レンタカー費用を含みます。）
� 「代替交通費用」の内容
① 対象自動車が、事故や故障により走行不能となり、代替の交通手段が必要となった場合に、
交通手段を案内し、必要となる交通費を、対象者合計で５万円を上限に補償します。故障の場
合は、修理工場等へ搬送されたときに限ります。ただし「緊急宿泊費用」、「代替交通費用」お
よび「積載物運搬費用」に対する補償は、１回の事故・故障につき合計で５万円を限度としま
す。
② 交通手段としてタクシーを利用する場合は、１台につき１万円を限度とします。
③ 交通手段としてレンタカーを利用する場合は、レンタカー１台につき１万円までの範囲で、
２４時間分の料金を補償します。
④ 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。
	 ご利用上のご注意
① 「代替交通費用」にかかる費用は、一旦お客様にお立替えいただき、後日、上限額の範囲内
で補償します。お立替えいただいた費用をご請求いただく際に、請求書類とあわせて領収証の
原本をご提出いただきます。バスや電車等の領収証のお取り付けが困難な交通機関の場合は、
所定の請求用紙にご記入の上、ご請求いただきます。
② 代替となる交通手段の利用は、あらかじめ弊社の承認がない限り、合理的な経路および方法
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である交通手段を、２４時間以内に利用した場合（レンタカーを利用する場合は２４時間以内に利
用を開始した場合）に限ります。
③ ご契約に「普通保険約款第５章費用条項第１節自動車事故・故障時レンタカー費用条項」が
付帯されている場合は、同条項によりレンタカー手配もしくはレンタカーの利用に必要な費用
が補償されることから、「代替交通費用」としてレンタカーを利用することはできません。

④ 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

６．積載物運搬費用
� 「積載物運搬費用」の内容
① 対象自動車が、事故や故障により走行不能となり、対象自動車に積載された荷物の運搬が必
要となった場合に、お客様のご自宅や当面の目的地へ荷物を運搬するための費用を、対象者合
計で５万円を上限に補償します。故障の場合は、修理工場等へ搬送されたときに限ります。た
だし１回の事故や故障による「緊急宿泊費用」、「代替交通費用」および「積載物運搬費用」に
対する補償は、１回の事故・故障につき合計で５万円を限度とします。
② 自宅駐車場での事故や故障の場合も、対象自動車が走行不能となった場合は対象となります。
� ご利用上のご注意
① 「積載物運搬費用」にかかる費用は、一旦お客様にお立替えいただき、後日、上限額の範囲
内で補償します。お立替えいただいた費用をご請求いただく際に、請求書類とあわせて領収証
の原本をご提出いただきます。
② 補償内容の詳細は、「事故・故障時選べる特約」およびご契約に適用される普通保険約款およ
び特約の規定にしたがいます。

７．緊急時応急対応サービス
� 「緊急時応急対応サービス」の内容
① 対象自動車が、故障やバッテリー上がり等の車両自体に生じたトラブルにより走行ができな
くなった場合に、３０分程度で対応可能な応急対応を行います。

対応可能な応急対応の例
・バッテリーの点検、ジャンピング ・スペアタイヤ交換 ・カギ開け（一般のシリンダー錠）
・脱輪および落輪引上げ（１ｍ以内） ・各種バルブ、ヒューズ取替え ・冷却水補充 等

② 対応可能な応急対応であった場合でも、次の費用はお客様のご負担となります（「緊急時応急
対応サービス」の手配は行います。）。

・部品代、消耗品代 ・セキュリティ装置（警報装置）付車両のカギ開け代
・チェーンの着脱作業代 ・パンク修理代 ・３０分程度で対応できないケースの超過作業料

③ ＪＡＦ会員のお客様が、ＪＡＦによる「緊急時応急対応サービス」を受ける場合は、サービ
スの範囲を拡大し、部品代、消耗品代を除く作業料超過部分の費用を提供します。

� ご利用上のご注意
① 故障や車両のトラブルの現場で対応できず、走行不能であることが判明した場合は、「車両搬
送費用」の内容に基づき対象自動車を修理工場等へ搬送します。
② 雪道や砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態は、故障や車両自体に生じたトラ
ブルには該当しないため、対象となりません。
③ 対象自動車の車種やカギの種類によっては、カギ開けができない場合があります。
④ ＪＡＦ会員のお客様であることが確認できない場合およびＪＡＦ会員のお客様が、ＪＡＦ以
外の業者による「緊急時応急対応サービス」を受ける場合は、ＪＡＦ会員向けの拡大サービス
をご提供することができません。

８．燃料切れ時ガソリン配達サービス
� 「燃料切れ時ガソリン配達サービス」の内容
① 対象自動車が道路上でガス欠となった場合に、ガソリン（レギュラー、ハイオクに限ります。）
または軽油を１０リットル提供します。

② 「燃料切れ時ガソリン配達サービス」は、ご利用受付日を含み１年間に１回を限度とします。
③ ＪＡＦ会員のお客様が、ＪＡＦによる「燃料切れ時ガソリン配達サービス」を受ける場合は、
サービスの範囲を拡大し、１年間に２回を限度とします。

� ご利用上のご注意
① 自宅駐車場および同等と判断できる保管場所でガス欠が発生した場合、ガソリン配達の手配
は行いますが、ガソリン代はお客様のご負担となります。
② ＪＡＦ会員のお客様であることが確認できない場合およびＪＡＦ会員のお客様が、ＪＡＦ以
外の業者による「燃料切れ時ガソリン配達サービス」を受ける場合は、ＪＡＦ会員向けの拡大
サービスをご提供することができません。

９．おクルマ故障相談サービス
� 「おクルマ故障相談サービス」の内容
対象自動車の故障や車両のトラブルに対して、整備有資格者が適切なアドバイスを行います。
� ご利用上のご注意
アドバイスで解決できない場合は、「緊急時応急対応サービス」によって対応します。また、走行
不能であることが判明した場合は、「車両搬送費用」によって対応します。
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水漏れ・鍵開けアシスト

Ⅰ 水漏れ・鍵開けアシスト全般に関する事項

１．水漏れ・鍵開けアシスト 利用規約について
� 水漏れ・鍵開けアシスト（以下「本アシスト」といいます。）は、すべてのご契約者がご利用い
ただける「付帯サービス」です。
� 本利用規約は、弊社が提供する本アシストに関する事項を定めたものです。
２．水漏れ・鍵開けアシストの提供内容
水漏れ・鍵開けアシストは以下のサービスから構成されます。

�水回りのトラブル対応サービス �鍵のトラブル対応サービス

３．水漏れ・鍵開けアシストの対象建物
本アシストは保険証券の契約者住所欄に記載のある住所の建物および財物条項の保険の目的である
建物が対象となります。
４．水漏れ・鍵開けアシストの適用地域
� 本アシストは、日本国内でのみ適用されます。
� 一部の離島等の地域ではサービスの提供ができない場合があります。

５．水漏れ・鍵開けアシストの対象期間および提供回数
� 本アシストは、保険証券記載の保険期間が対象期間となります。
� 「水回りのトラブル対応サービス」「鍵のトラブル対応サービス」の提供回数は、それぞれ、サ
ービス受付日を含み１年間に１回限度となります。（２回目以降はお客様負担となります）

６．水漏れ・鍵開けアシストを提供できない場合
� 本アシストは、以下の事項に該当する場合には提供することができません。
・ 故意または重大な過失によって生じたトラブルの場合
・ 地震、噴火またはこれらによる津波の場合
・ その他、提供が適当でないと弊社が判断する場合

� お客様ご自身で専門会社を手配された場合は本アシストの対象外となります。
７．水漏れ・鍵開けアシストをご利用いただく際のご注意事項
� 本アシストは、弊社が提携会社をお客様にご紹介し、利用料金の一部または全部を弊社が負担
するものです。
� 本アシストを提供する際、お客様の証券番号等を確認し、本アシストの提供に必要な契約内容
情報やお客様の情報を弊社の提携会社へ連絡します。
� 交通事情、気象状況等により、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供が
できない場合があります。
� 各サービスの提供範囲外の費用はお客様のご負担となります。また、サービスのご利用後に、
サービスの対象でないことが判明した場合、費用は全てお客様のご負担となります。

Ⅱ サービスの提供範囲

１．「水回りのトラブル対応サービス」の提供範囲
� トイレや台所・浴室・洗面所などの給配水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生
じた場合に専門会社の手配を行い、水漏れを止めるための応急処置を実施します。（部品交換等を
伴う本格的な修理については、サービスの対象外となります。）

� 応急処置に必要な費用には、出張費・作業代を含み、パッキンなどの部品代を除きます。
� 部品交換に関する部品代・作業代など費用はお客様負担となります。
� 便器等の脱着作業に関する費用はお客様負担となります。
	 マンションやアパートなどの集合住宅における共用部分および自治体等の管轄部分に生じた詰
まり、水漏れは対象外です。


 下水道本管等、公共機関が管理する公的部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。
２．「鍵のトラブル対応サービス」の提供範囲
� 鍵を紛失した場合
� 鍵を紛失した場合に専門会社の手配を行い、応急処置として出入口（玄関等）の開錠・破錠
作業を行います。
� 開錠・破錠の後に行った、錠の新規取付または部品交換に関する部品代・作業代などの費用
はお客様のご負担となります。
� サービスの対象は一般の住宅用の出入口の錠に限ります。マンションの共用部分のエントラ
ンスなどは開錠の対象外となります。
� 錠およびドアの種類によっては開錠・破錠作業ができない場合があります。
	 お客様ご自身の身分証明ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこと
があります。

� 鍵の盗難に遭った場合
� 鍵の盗難に遭った場合に専門会社の手配を行い、出入口（玄関等）の錠の交換を行います。
� サービスの対象は一般の住宅用の出入口の錠に限ります。マンションの共用部分のエントラ
ンスなどは交換の対象外となります。
� 錠およびドアの種類によっては交換ができない場合があります。
� 警察への届出のない盗難は、サービスの対象外となります。
	 お客様ご自身の身分証明ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくこと
があります。
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東京海上日動のサービス体制なら安心です
－２４時間３６５日のサポート体制－

● 事故受付サービス ●

いざというとき、全国どこからでも、いつでも！

〈万全の事故受付サービス〉

○「２４時間３６５日フリーダイヤル受付」 ０１２０‐３０８‐１１０
●事故のご連絡・故障のご相談

事故のご連絡並びに故障のご相談を２４時間３６５日フリーダイヤルで承ります。

＊携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話からもご利用になれます。

事故のご通知をいただく場合は必ず証券番号（自動車事故の場合は、お車の登録番

号でも結構です。）をご連絡ください。

○「事故現場アシスト」

万が一の事故でお困りのあなたをいつでもアシスト！

●事故の際のアドバイス

事故の際には、お電話による事故現場アドバイスなどを専門スタッフがご提供

します。

●初期対応および対応結果のクイック・レスポンス

事故連絡の受け付け後に、スピーディーに整備工場・病院などへ連絡を行い、

その結果をご報告します。

東京海上日動安心１１０番



事故・お車の故障の際は 

24時間365日対応の「東京海上日動安心110番」（事故受付センター） 

●事故の際のご連絡はご契約の代理店、お近くの東京海上日動損害サービスセンター
または「東京海上日動安心110番」までお願いいたします。 
●なお、「東京海上日動安心110番」では、お車の故障に関するご相談、レッカー手
配などにも対応いたします。 

（東京海上日動の総合保険のご契約者からのお電話に限ります） 

※携帯･自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 

クルマ盗難が急増中！ 
あなたの愛車を守るためぜひお守りください。 

・車から離れるときは、必ずエンジンキーを抜きドアロックをしましょう。 
・スペアーキー・カードキーは車内に置かないようにしましょう。 

0120 -308-110携帯・PHS OK

平日／午前9:00～午後6：00（土日・祝日はお休みとさせていただきます） 

0120-087-057
東京都千代田区丸の内1-2-1 〒100-8050

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

●保険に関するお問い合わせは 
携帯・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。 

お問い合わせ先 

このしおりは、再生紙を使用しています。 
D65-00070（6） '09.9.改定（冊）
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